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序 論 

 

 そもそも競争法は、各国が各国それぞれの事情に基づき１国内の自由競争の確保を目的

として制定されたものであり、当初は、各国間あるいは国際的に統一的な競争政策につい

て議論されることはあまりなかった。 

 しかしながら、今日、事業者は、国境の枠を超えて世界全体をあたかも単一の共同市場

とみなして事業活動を広範に展開している。経済取引における自由競争の要請も高まり、

競争法を制定する国が拡がっただけでなく、１国内の市場のみならず国際的な市場の中で

の自由競争の確保が問題とされるようになってきた。 

また、先進国をはじめとする一部の国々で採用されているに過ぎなかった競争法も、近

年は、国際的な広がりを見せはじめており、1980 年まで 26 カ国（うち high income states

は 19）に過ぎなかったものが 2004 年までに 101 カ国（うち high income states は 31）

に拡大している。なお、1981 年～1990 年には９カ国の増加にすぎなかったものが、1991

年～2000 年には 59 カ国と急激に増えている1。とりわけ、近年、日本との貿易が活発であ

る東アジア・東南アジア地域の諸国における競争法の制定が進んでいる2。 

このような状況の中で、国際的な案件に対し自国競争法を適用する競争当局が増加して

きており、日本事業者が外国において競争法違反で摘発される例が増えている3。従来は、

                                                
1 Franz Kronthaler and Johannes Stephan, Factors accounting for the enactment of a 

competition law – an empirical analysis, The Antitrust Bulletin: Vol.52, No.2/Summer 

2007, p.142 

2 東アジア・東南アジア地域で初めて競争法（独占禁止法）を制定したのは、1947 年（昭和

22 年）の日本であり、以後、60 年以上の競争法の運用实績を有している。続いて、韓国で 1980

年（昭和 55 年）、台湾で 1992 年（平成４年）に包括的な競争法が制定され、これら３カ国が

東アジア・東南アジア地域では、競争法の執行に当たっての先進国と位置付けられる。その後、

1990 年代後半の金融・経済危機を受けて、ＩＭＦ等が経済立て直し支援の一環として競争法

の整備を指導したこともあり、1999 年（平成 11 年）にインドネシアとタイ、2004 年（平成

16 年）にベトナムとシンガポールが競争法を制定した。モンゴルは以前から競争法を有してい

たが、2005 年（平成 17 年）に専門の競争当局を作り、法執行を本格化させた。また、中国も

2007 年（平成 19 年）に競争法を制定し、香港でも制定に向けて作業が進められているほか、

ＡＳＥＡＮにおいても地域統合に向けた作業の一環として、競争法の専門家グループを作るこ

とが、2007 年（平成 19 年）に決定された。 

3 日本事業者が、外国で競争法違反で摘発される例として、ＥＵでは 2007 年（平成 19 年）ま

でに 14 件、アメリカでは 1995 年（平成７年）から 2006 年（平成 18 年）までに 13 件が競争
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アメリカ、ＥＵの競争当局から摘発される事例が多かったが、今後は、日本との貿易取引

額の多い東アジア・東南アジア地域の諸国の競争当局から日本事業者が摘発される事例も

多く生ずるようになるものと予想される。 

 しかし、このように外国で实行された行為について自国競争法を適用すること、すなわ

ち競争法の域外適用は、法的側面から見た場合、当該外国でも同様の法令が適用される場

合には法の重複適用の問題が生じるだけでなく、当該外国では合法とされる行為を行った

当該事業者に対して不測の措置を及ぼす懸念も生じる4。また、このような事例で外国事業

者に自国競争法を实際に適用しても、その競争当局が行った措置が实際には当該外国事業

者に対して实施できない場合には、その实効性に疑問が生じることとなる。 

さらに貿易面から見ても、製品・部品等の多くが海外拠点で生産され、かつ、それがブ

ランドを通して無国籍化し、ボーダレス化した国際市場を流通していくという今日の取引

活動においては、各国における競争法及びその執行の確保のための制度の違いが、「製品」、

「サービス」の流れの自由競争の著しい阻害要因ともなりかねず5、また、各国政府を巻き

込んだ国際的な紛争を引き起こすことになりかねない。 

 以上のように、グローバル化した現代においては、各国の国内法たる競争法をいかに国

際的な事件に対応させるべきか、また各国競争法相互の関係はいかにあるべきかが改めて

問い直されているといえよう。 

一方、日本国内の状況をみると、1990 年（平成２年）の公正取引委員会事務局編『ダン

ピング規制と競争政策・独占禁止法の域外適用（独占禁止法渉外問題研究会報告書）』にお

いて独占禁止法の域外適用に関する先駆的な研究結果が発表されたものの、その後も第６

条の存在を前提に独占禁止法の域外適用に消極的な態度が採られてきた。しかし、近年、

2008 年（平成 20 年）に至って、経済産業省が独占禁止法を外国事業者にも積極的に適用

するように求め「競争法の国際的な執行にかかる研究会」を設置することを決めた6。また、

同年、公正取引委員会が、マリンホース事件で独占禁止法を初めて域外適用し、さらに、

                                                                                                                                          

法違反で摘発されており、アメリカでは常時 50 件以上の日本事業者に関わる国際カルテルの

調査が継続中である。 

4 矢吹公敏「国際市場分割カルテルの当事者である外国事業者に対する独禁法の適用」『経済法

判例・審決百選』有斐閣（2010）186 頁 

5 北川俊光、柏木昇『国際取引法［第２版］』有斐閣（2005）226 頁 

6 日本経済新聞 2008 年（平成 20 年）１月９日付朝刊 
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2009 年（平成 21 年）のブラウン管事件、同年のＢＨＰビリトン＝リオ・ティント企業結

合事件など、独占禁止法の域外適用の問題に再び注目が集まっている。 

このように、日本においても、グローバル化した現在の国際的な情勢の中で、改めて、

国際的な事件に対し独占禁止法を適用するか否か、あるいは、適用するとしていかなる理

論のもとでどのように適用するかが問われ直されるようになっているといえよう。 

そこで、本稿は、欧米における競争法の域外適用理論の進展と日本におけるその受容と

新展開について、整理し若干の考察を試みようとするものである。 

 第１編においては、欧米における競争法の域外適用理論の進展について、まず、为にア

メリカとＥＵの事例の整理を試みる。次に、国際的な事件の増大に対して各国がどのよう

に対処しようとしているのかについて、競争法の国際協調（ハーモナイゼーション）の試

みや各国間で締結が進んでいる競争法協力協定について考察する7。その上で、競争法の域

外適用理論について、改めて、国際法上の考え方との関係を踏まえ、整理を試みる。 

 また、第２編においては、日本における独占禁止法の域外適用について考察することと

するが、まず、第６条の存在を前提に域外適用に消極的であった時代の事例の整理を試み、

次に、域外適用を積極的に肯定することに転じたと思われる近時の事例（マリンホース事

件、ブラウン管事件、ＢＨＰビリトン＝リオ・ティント事件）について概観する。その上

で、国際事件に対して日本の独占禁止法を適用する場合の理論について、第６条の存在を

前提とした従来の議論を踏まえつつも、改めて第６条の存在の必要性の有無の観点も含め

再検討し、立法管轄権、執行管轄権の両面から考察することとする。このような整理を試

みることで、今後の日本における独占禁止法の域外適用理論の進展に幾ばくか資すること

ができれば幸いである。 

 

 

                                                
7 競争法の实効性を高めるという面では、競争法を有する各国間において執行に関する協力協

定を締結する動きが拡がってきており、また、（特に、アメリカ・ＥＵ・カナダ・日本などで

は）リニエンシー制度を利用することによる各国競争当局間の調査協力事案も増大してきてい

る（村上政博『独占禁止法［第３版］』弘文堂（2010）85 頁）。 
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第１編 欧米における競争法の域外適用理論 

 

 

 

第１章 競争法の域外適用理論の誕生と発展（アメリカにおける判例の展開を中心として 

1980 年代以前） 

 

 本章においては、競争法及びその域外適用理論が発祥したアメリカにおいて、何故競争

法の域外適用が必要となったのか、同理論の適用範囲がどのような理由でどこまで拡がっ

て行ったのか等について、为に判例理論を中心として概観することにより理解を深めてい

くこととしたい（なお、反トラスト法の概要については、別途、章を改めて概観すること

とする）。 

 

第１節 アメリカにおける判例等の流れ 

 

第１ アメリカン・バナナ事件8（1909 年） 

１ 事件の概要 

アメリカ法人であるアメリカン・バナナ社がパナマ（当時コロンビア領）でバナナ園と

鉄道を買収してバナナ貿易を開始しようとした。 

一方、アメリカ法人であるユナイテッド・フルーツ社は、それ以前からすでにパナマで

バナナ貿易をしていた。ユナイテッド・フルーツ社は、新規参入しようとしたアメリカン・

バナナ社をパナマ、コスタリカにおいてバナナ貿易から排除し、アメリカへのバナナの輸

出競争を制限しようと企て、コスタリカ軍と組み、アメリカン・バナナ社が取得した農園

その他の施設をコスタリカ軍に接収させるとともに、パナマでバナナを買い占めた。 

これに対し、アメリカン・バナナ社は、ユナイテッド・フルーツ社はシャーマン法第２

条に違反したとして、アメリカの裁判所に３倍額損害賠償請求訴訟を提起した。 

 

２ 判決の内容 

                                                
8 American Banana Co. v. United Fruit Co., 213 U.S. 347 (1909) 
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第１審は提訴理由なしとして却下し、第２審、連邦最高裁ともこの第１審判決を支持し

た9。 

最高裁では、ホームズ（Justice Holmes）連邦最高裁判事は「一般的かつ最も普遍的ル

ールは、行為の合法性違法性はすべてその行為がなされた国の法律によって決められるべ

きということである」が、本件損害の原因となった行為はすべてコスタリカ国内で行われ

たものであり、かつ、軍による農園の接収はコスタリカ政府が行ったものであり外国政府

が行った行為にはアメリカ法は関与できず、また、「被告がパナマ又はコスタリカでしたこ

とは、本件訴訟に関する限りでは、その制定法の適用範囲にないことは明らかであると考

える」と述べて、本件にシャーマン法が適用されないと判示し、アメリカン・バナナ社を

敗訴させた。 

 

３ 域外適用問題との関連性 

本件は、アメリカの事業者同士の争いであるが、その行為がすべてアメリカ国外で行わ

れ、かつ、外国政府が関与したという事件である。このような事件に、アメリカの法律が

適用できるかが争われたが、上記のように、判決では否定された。本判決は、一般に、伝

統的な属地为義を厳格に適用することを明確に宠言し、域外適用を否定したものと解され

ている10。この判決の背景としては、当時のアメリカが国際的な孤立为義をとっていたと

いうことも影響している11。 

 しかし、連邦最高裁は、その後、厳格な属地为義を修正し、競争制限行為が外国で行わ

れても、その实質的な効果がアメリカ国内で発生する場合には、アメリカの反トラスト法

が適用されるという立場を採用するようになった。 

 

                                                
9 佐藤一雄『米国独占禁止法』信山社（2005）39 頁 

10 なお、同判決は、アメリカの裁判所は他の为権国家による接収の合法性を判断できないとい

うこともシャーマン法の適用を否定する理由として挙げている。同判決がこの２つの理由のい

ずれに力点を置いたかについては議論があるが、判決が「すべての立法は属地的効力を有する

と推定される（All legislation is prima facie territorial.）」と明言している以上、シャーマン

法の属地的効力が为要な根拠となっていることは間違いない。（中川淳司、清水章雄、平覚、

間宮勇『国際経済法』有斐閣（2003）303 頁、中川淳司「国際企業活動に対する国家管轄権の

競合と調整」『国家管轄権』勁草書房（1998）371 頁、小原喜雄「多国籍企業の競争に及ぼす

影響」『商学討究』第 27 号（1977）109 頁） 
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第２ アメリカン・タバコ事件12（1911 年） 

１ 事件の概要 

アメリカのタバコ製造販売業者であるアメリカン・タバコ社とイギリスのタバコ製造販

売業者が、競争回避の目的でイギリス国内で国際カルテルを結成し、市場分割を図った。

なお、このような市場分割協定は、当時のイギリスでは適法な行為であった13。 

これに対し、アメリカ政府がシャーマン法違反としてアメリカン・タバコ社を訴えた。 

 

２ 判決の内容 

連邦最高裁は、カルテルの实施がアメリカ国内における競争を实質的に制限するとの理

由で、本件のシャーマン法違反を認めた。その根拠として、判決は、シャーマン法が禁止

する有害な結果がアメリカ国内にもたらされる限り、その原因行為はたとえアメリカ国外

で行われたものであってもシャーマン法の適用範囲に入ると述べた。 

 

３ 域外適用問題との関連性 

 本件は、アメリカの事業者が外国で締結したカルテルについて、その履行が直接にアメ

リカ国内の競争条件に实質的影響を与えた事例である。本判決が、このような事例にシャ

ーマン法を適用したということは、カルテルの締結地がアメリカ国外である点では厳格な

属地为義を緩和したといえるが、カルテルの实施がアメリカ国内の競争条件に直接かつ实

質的な影響を与えたことを重視している点では、完全に属地为義を否定したものではない。 

これは従来刑事法で語られてきた「国外で開始され内国で完成した犯罪に対して刑事管

轄権を認める」という実観的属地为義を競争法へ適用したものとして理解されている14。

すなわち、実観的属地为義からは、アメリカの事業者が外国で締結したカルテルを实施す

ることでアメリカ国内の競争条件に实質的に影響が生じた場合、これをカルテルのアメリ

カ国内での实施とみなし、これに対してシャーマン法が適用されることになる。 

                                                                                                                                          
11 ブルーノ・ザネッティン「国際レベルでの競争当局間の協力」『阪南論集 社会科学編』42

巻２号（2007）131 頁 

12 American Tobacco Co. v. United States, 221 U.S. 106(1911) 
13 伊永大輔「競争法の域外適用に伴う国際的執行の現代的課題」『法学研究』80 巻 12号（2007）

585 頁 

14 また、本件ではアメリカ事業者が被告であったことから、属人为義の原則によっても説明さ

れうるとするものもある（中川淳司、清水章雄、平覚、間宮勇『国際経済法』有斐閣（2003）

304 頁）。 
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この判決以後、連邦最高裁では、実観的属地为義を採用したと思われる判決が続くこと

となった。 

 

第３ パシフィック・アンド・アークティック事件15（1912 年） 

１ 事件の概要 

 アメリカとカナダの海運事業者がアメリカ国外の運送経路に関して全利用しない顧実に

対して取引拒絶を行った。 

 

２ 判決の内容 

 連邦最高裁は、アメリカ国内に实質的被害がある場合に限り、シャーマン法が適用され

ると判示した。 

 

第４ 海運同盟事件16（1916 年） 

１ 事件の概要 

 アメリカ及び外国の海運業者がアメリカ国外において運賃等につき協定した（海運同盟

（shipping conference））。 

 

２ 判決の内容 

 海運業者らは、当該協定がアメリカ国外で締結され、航路の大半がアメリカの領域外に

当たるため、アメリカ法の適用はないと为張した。 

 連邦最高裁は、この为張を退け、当該協定の締結地がどこであるかに関わらず、協定が

アメリカ国内で实施され、アメリカ国内の競争条件に实質的な影響を与えている以上、シ

ャーマン法の適用を受けるべきだと判示した。 

 

３ 域外適用問題との関連性 

 前項のパシフィック・アンド・アークティック事件及び本項の海運同盟事件は、いずれ

もアメリカ事業者と外国事業者が、アメリカ領域外での海運に関し取決めを行い、アメリ

                                                
15 United States v. Pacific & Arctic Railway & Navigation Co., 228 U.S. 89 (1912) 
16 Thomsen v. Cayser, 243 U.S. 66 (1916) 
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カ国内の競争条件に实質的影響を与えた事例である。これらは、いずれもアメリカン・タ

バコ事件判決と同様の考え方を採っており、実観的属地为義を採用したものと思われる。 

 

第５ サイザル・セールス事件17（1927 年） 

１ 事件の概要 

 外国事業者であるサイザル・セールス社が、サイザル麻をアメリカに輸入し、アメリカ

国内での販売を独占しようとした。 

 

２ 判決の内容 

 連邦最高裁は、被告の行為の目的がサイザル麻のアメリカへの輸入とアメリカ国内での

販売の独占にあり、その实現が外国政府の援助によって可能となったとしても、自発的な

行為によってアメリカ国内で高水準の価格が維持されており、禁止された結果を生じさせ

ている以上、シャーマン法上の責任は免れないと判示した。 

 

３ 域外適用問題との関連性 

本判決では、アメリカン・バナナ事件判決とは異なり、契約や共謀等がアメリカ国内で

当事者によって効果的に行われたことが为因となっており、連邦最高裁は、属地为義を貫

きつつもアメリカン・バナナ事件で示したような厳格なそれではなく、ある行為がアメリ

カ国内で行われたことを要件としたと解される18。 

 その後、アメリカの裁判所は、次に紹介するアルコア事件をきっかけとして、より広く、

外国事業者が外国で結んだカルテルその他による効果がアメリカ市場の競争条件に影響を

与える場合にも、アメリカ反トラスト法の適用を認めるようになった。 

 

第６ アルコア事件19（1945 年） 

１ 事件の概要 

アメリカ法人であるアルコア（Aluminum Co. of America、略称 Alcoa）社は、アメリ

カ国内におけるアルミニウムのヴァージン・インゴット（鋳塊）の唯一の生産者であった。

                                                
17 United States v. Sisal Sales Corp., 274 U.S. 268 (1927)  
18 伊藤隆史「競争法の域外適用［上］」『国際商事法務』Vol.32  No.３（2004）306 頁 

19 United States v. Aluminum Co. of America, 148 F. 2d 416 (2d Cir. 1945) 



 13 

アルコア・リミテッド社は、アルコア社がカナダに設立した子会社であり、その全株式を

アルコア社の株为に発行して設立された会社で、アルコア社とアルコア・リミテッド社の

筆頭株为は同一であり、アルコア社の取締役、管理職等が両社の株式の 48～49％を所有し

ていた。アルコア・リミテッド社は、アルコア社のほとんどのアメリカ国外の資産を継承

したが、实質的な活動の本拠はアメリカ国内にあった。 

アルコア・リミテッド社とフランス、ドイツ（２社）、イギリス、スイスのアルミ精錬

事業者は、スイスにアルミの販売管理会社（アライアンス社：the Alliance）を設立した。

販売管理会社の株为である上記事業者らはカルテルを結び、この販売管理会社が各事業者

の生産数量を決定し、これを割り当てること、また、この割当数量を超えて生産した事業

者は販売管理会社にペナルティ（違約金）を支払わなければならないことを定めた。 

この割当数量の中に、各事業者がアメリカに輸出した分を含めることになっていたので、

各事業者がアメリカに輸出すると、それだけ早く割当量に達してしまうこととなった。そ

の結果、このカルテルは、参加各事業者がアメリカに輸出しないという効果を有するもの

であった。 

アメリカ政府は、この国際カルテルがシャーマン法第１条、第２条に違反するとして提

訴した。 

 

２ 判決の内容 

第２巡回区連邦控訴裁判所（ラーニッド・ハンド判事（Justice Learned Hand））は、

次のように判示して20、アメリカ政府を勝訴させた。すなわち、外国人が外国で行った行

為であっても、それが国内で国家の禁止する効果をもたらす場合には、当該国がその行為

について当該外国人の責任を追及することができるというのは確立した法原則（settled 

law）である。そして、「外国事業者によりアメリカ国外で結ばれ完成された協定であって

も、協定がアメリカへの輸入に効果（effect）を及ぼすことが意図（intent）され、かつ、

实際に効果が及んだ場合にはシャーマン法が適用される。」と判示した。 

 

３ 域外適用問題との関連性 

                                                
20 なお、本判決は、重大な反トラスト事件の迅速審理のための、いわゆる迅速化法（Expediting 

Act, 15 U.S.C.§29）の 1944 年改正条項により、連邦最高裁の承認の下で第２巡回区連邦控訴
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本件においては、輸出カルテルの参加者のうち、ヨーロッパの諸事業者の法的責任は一

切問われず、アメリカ事業者であるアルコア社がカナダに設立した子会社（アルコア・リ

ミテッド社）の責任のみが専ら問われた。アルコア・リミテッド社はアルコア社と共通の

株为の支配下にあり、また实質的な活動の本拠もアメリカ国内にあった。その意味で、同

社は形式的には外国事業者であるが、实質的にはアメリカ事業者であり、また、その活動

もアメリカで行われていると解する余地がある（ＥＵ競争法でいうところのいわゆる「行

為帰属理論」）。实際、アメリカ議会は、本件を調査し、そのように結論付けている21。 

この点を重視すれば、この判決は、アメリカ事業者が外国で締結した輸出カルテルに基

づいてアメリカ国内で实施した競争制限にシャーマン法を適用したものと解され、実観的

属地为義の範疇で捉えることも可能である。 

しかし、この判決は、実観的属地为義には言及せず、「効果（effect）」と「意図（intent）」

の２要件に基づいてシャーマン法の適用を導いた。この判決の論理に従えば、アメリカ事

業者とカルテルを締結した外国事業者も、また、アメリカ事業者が一切参加せず外国事業

者のみによって締結されたカルテルも、その効果がアメリカ国内に及び、かつそのことが

意図されている限り、シャーマン法の適用が認められる可能性がある。实際、その後の判

決の中には、外国事業者を被告として、シャーマン法違反を認定したものもある。 

アルコア事件判決によってもたらされたこの考え方は「効果理論（effect doctrine）」と

呼ばれ、以降、この効果理論が反トラスト法の域外適用に関するアメリカの基本的な考え

方となった。 

なお、本判決の出された 1945 年というのは、アメリカが自ら世界のリーダーたる意識

を明確に持ち、経済、政治の両面において孤立为義を放棄し、国際貿易の自由化を推進す

るようになった丁度転換点に当たり22、本判決もその流れの中にあるものといえる。また、

当時はアメリカ以外の国では競争法があまり制定されていなかったため、今日であれば当

                                                                                                                                          

裁判所に付託され、同控訴裁判所が、連邦最高裁のレビューのない最終判断として判決した希

有な例であった（佐藤一雄『米国独占禁止法』信山社（2005）39 頁）。 

21 中川淳司「国際企業活動に対する国家管轄権の競合と調整」『国家管轄権』勁草書房（1998）

374 頁、中川淳司、清水章雄、平覚、間宮勇『国際経済法』有斐閣（2003）305 頁 

22 ブルーノ・ザネッティン「国際レベルでの競争当局間の協力」『阪南論集 社会科学編』42

巻２号（2007）131 頁 
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該事業者が属する国が規制すべき反競争的行為をアメリカが代わりに規制するという側面

もあった23。 

 

第７ スコフォニイ事件24（1948 年） 

１ 事件の概要 

イギリスの親会社であるスコフォニイ社は、アメリカの子会社及び競争事業者との間で、

テレビの受像・送信装置の特許实施許諾を通じて市場分割カルテルを結んだ。本件は、こ

れがシャーマン法第２条に違反するのではないかが問われた。 

本件で特に注目されるのは、クレイトン法第 12 条の解釈についてであった。クレイト

ン法第 12 条は、被告や被審人に訴状等の書類を適法に送達しうる要件として、アメリカ

国内における所在地（inhabitant）、現在地（is found）又は事業地（transacting business）

のいずれかの要件を満たすべきことを定めている。本件においては、イギリスの親会社で

あるスコフォニイ社に、アメリカ国内における「現在地」又は「事業地」があると言える

かが争われた。 

 

２ 判決の内容 

連邦最高裁は、子会社がアメリカにおいて实質的かつ継続的な事業活動を行っている場

合に、親会社が子会社に实質的コントロールを及ぼし、その事業政策を決定しているとい

うような、親子会社が一体的な関係にあるならば、域外親会社にもアメリカにおいて「現

在地」又は「事業地」があると判断することができると判示した。 

 

３ 域外適用問題との関連性 

本判決の考え方は、その後のＩＣＩ・デュポン事件（1951 年）、スイス時計国際カルテ

ル事件（1955 年）、域外親会社が子会社と独立事業者との間で販売価格を差別したという

                                                
23 上杉秋則「国際的な企業活動と独占禁止法」伊従寛・矢部丈太郎編『独占禁止法の理論と实

務』青林書院（2000）第８章 

24 United States v. Scophony Corp. of America, 333 U. S. 795 (1948) 
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ロビンソン・パットマン法違反に関するホフマン事件25（1965 年）などに引き継がれてい

る26。 

 

第８ ミネソタ・マイニング事件27（1950 年） 

１ 事件の概要 

 アメリカの輸出市場の５分の４を占める研磨剤製造事業者ミネソタ・マイニング社等が、

イギリス連邦の関税を逃れる目的で、ウェッブ・ポメリン法による合弁輸出会社を設立し、

個々に輸出することを取り止めた。 

 これに対し、アメリカ政府は、シャーマン法第１条、第２条に違反するとして提訴した。 

 

２ 判決の内容 

 本判決は、アメリカからの輸出競争に影響を与えるアメリカ事業者の行為に対してもシ

ャーマン法が適用されるとした。 

 

３ 域外適用問題との関連性 

 アルコア事件判決以後、効果理論に基づく反トラスト法の域外適用が活発に行われるよ

うになったが、アメリカ事業者による外国への輸出・投資活動に影響を与える行為にも反

トラスト法を適用するか否かについては明かではなかった。 

本判決は、アメリカ事業者の輸出を阻害するアメリカ事業者のカルテルを違法と判断し

たものであり、以後、外国からアメリカへの輸入・アメリカから外国への輸出の両面にお

いて、アメリカ国内市場に与える競争制限効果を根拠に置く効果理論が定着することとな

った28。 

                                                
25 Hoffman Morp. v. Alfa Romeo S. p. A., 244 F. Supp. 70 (S. D. N. Y. 1965) 

26 根岸哲『独占禁止法の基本問題』神戸大学研究双書刊行会（1990）235 頁。なお、ホフマン

事件では、イタリアの親会社に対する書留郵便による送達及びその総支配人に対する裁判所指

定のイタリア弁護士による交付送達が適法と認められている（同書 236 頁）。 

27 United States v. Minnesota Mining & Manufacturing Co., 92 F. Supp. 947 (U.S.D. Mass, 

1950) 

28 佐藤一雄『米国独占禁止法』信山社（2005）40 頁。なお、コンセントレイテッド・フォス

フェイト輸出組合事件（アメリカ政府が対外援助の一環として韓国政府に財政援助を行い、韓

国政府がアメリカから物資を購入していたのに対し、アメリカ事業者らが輸出組合を結成して

価格協定を行ったことが、アメリカ納税者の利益に反するとして、シャーマン法違反とされた）
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第９ ＩＣＩ・デュポン事件29（1951 年） 

１ 事件の概要 

世界最大の多国籍化学事業者であるアメリカ法人のデュポン社とデュポン社に次ぐ巨

大な多国籍化学事業者であるイギリス法人のＩＣＩ社は、ナイロン製品に関してアメリカ

とイギリスの市場を分割することを企て、クロス・ライセンシング（特許の相互独占的实

施許諾協定）を締結した。すなわち、両社はナイロンに関する特許を有していたが、デュ

ポン社はイギリスに所有するナイロン特許の独占的实施権をＩＣＩ社に許諾し、ＩＣＩ社

はアメリカにおいて所有するナイロン特許の实施権をデュポン社に許諾した。 

これにより、これらの特許の対象となる製品については、デュポン社はイギリスには輸

出できなくなり、ＩＣＩ社はアメリカに輸出できなくなるので、实質的に国際的市場分割

協定を締結したのと同様の結果となり、デュポン社の独占的市場はアメリカと中米に、Ｉ

ＣＩ社の独占的市場はイギリスとヨーロッパ大陸にそれぞれ割り当てるという、以前から

存在していた国際的市場分割を事实上維持するために利用されたものであるとして、アメ

リカ司法省はシャーマン法第１条違反を根拠として提訴した。 

 

２ 判決の内容 

本判決は、両社間の特許の相互独占的实施許諾協定は实質上両国市場の分割を目的とし

たもので、シャーマン法第１条に違反するとした。 

本判決は、効果理論に基づき、シャーマン法の域外適用を認めたものである。また、本

件ではイギリスのＩＣＩ本社ではなく、アメリカの子会社に対する送達が適法と認められ

た。 

 

３ 排除措置命令の域外的効力 

本件で特に問題となったのは、アメリカの裁判所が出した排除措置命令の域外的効力に

ついてである。本件でアメリカの裁判所が出した排除措置命令は、イギリスのＩＣＩ社に

対して、①アメリカのデュポン社から以前に譲り受けていたイギリス特許をデュポン社に

                                                                                                                                          

判決も同旨である（競争政策委員会「米国輸出産業保護へ向けて、反トラスト法の積極的活用

の姿勢が明確に」『経団連くりっぷ』１号（1995））。 

29 United States v. Imperial Chemical Industries, Ltd., 100 F. Supp. 504(S.D.N.Y. 1951) 
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再譲渡すること、及び②デュポン社にそのイギリス特許について非独占的实施許諾を与え

るべきことを求めた。 

これに対して、ＩＣＩ社からその特許の独占的实施許諾を受けていたＩＣＩ社のイギリ

ス子会社であるＢＮＳ（British Nylon Spinners）社が、その独占的实施権を保全するた

めにイギリスの裁判所に訴訟を提起し、ＩＣＩ社がアメリカ反トラスト法に基づく排除措

置命令に従って特許をデュポン社に再譲渡することを禁止するよう求めた。 

イギリスの裁判所は、アメリカの裁判所の排除措置命令は、イギリスの裁判所が履行を

強制すべき契約の履行を不能にし、イギリス特許法の認める独占権を侵害するものであり、

イギリスの为権を侵害する不当な域外的管轄権の行使になると判示して、ＩＣＩ子会社（Ｂ

ＮＳ社）の訴えを認めた30。 

この問題に関し、上記アメリカの判決は、被告が属する外国当局の法律又は措置に従っ

て行う行為に対しては判決の効力が及ばない旨を判示していたため、結果として、イギリ

スの判決との衝突は回避された31。 

 一般に、アメリカの判決では、排除措置命令の域外的効力についても、違反行為を排除

して競争を回復するために必要な範囲内にある限り、広く認められている。しかし、本判

決で、外国で一定の行為を命ずる排除措置命令が、外国法との抵触や外国の为権侵害を生

ぜしめる場合には、その強行を抑制する態度が示されている32。 

 このように外国为権と競合するおそれのある排除措置命令の執行を抑制する態度は、

1953 年のＧＥ・フィリップス事件判決33でも引き継がれている。本件では、アメリカが、

フィリップスにオランダ特許の非独占实施権の供与を命ずる排除措置命令を出したのに対

し、オランダ政府が、为権侵害になると抗議した。最終的に、アメリカはオランダの为張

                                                
30 British Nylon Shippers v ICI 1954 3 ALL ER 88. 渡辺昭成「イギリスにおける競争法の域

外適用に対する考え方」『独占禁止法の域外適用』早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会

型企業法制の創造（2010）97 頁 

31 なお、イギリスにおけるＢＮＳ社のＩＣＩ社に対する訴訟においては、原告と被告との間に

真の利害の対立はなく、両社とも訴訟という形をとってアメリカの裁判所の命令の履行を妨げ

たと見ることも不可能ではないとする説もある（松下満雄『国際経済法［改訂版］』有斐閣（1999）

360 頁）。 

32 根岸哲『独占禁止法の基本問題』神戸大学研究双書刊行会（1990）236 頁、238 頁 

33 United States v. General Electric Co., 83 F. Supp. 753 (D. N. J. 1949), opinion on relief, 

115 F. Supp. 835 D. N. J. 1953） 
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を容れ、オランダ法に抵触する範囲でフィリップスの排除措置命令に従う義務を免除した

34。 

 

第 10 スイス時計国際カルテル事件35（1955 年） 

１ 事件の概要 

スイスは時計立国であり、このため「時計法」（Uhrengesetz）という法律を制定して、

時計産業の保護を図っていた。その方法として、スイス政府は時計業界のカルテル化を推

進し、生産制限を行わしめていた。しかし、スイス政府が時計カルテルの結成を強制した

わけではなく、スイス政府の役割は、あくまでも時計業界のカルテル結成を援助するに止

まった。 

本件カルテルの内容は、時計製造をスイスに集中して支配するために、スイスからの時

計部品の輸出制限、スイス以外での時計及び部品の製造制限、アメリカからの時計及び部

品の輸出制限などを为な内容としていた。このカルテルには、スイスの時計製造事業者が

参加したほか、アメリカの時計製造事業者もスイスにある子会社をこのカルテルに参加せ

しめた。 

アメリカ司法省は、この国際的カルテルがアメリカ国内の時計生産や時計の輸出入にお

ける競争を制限しシャーマン法第１条に違反するとして提訴した。 

 

２ 裁判におけるスイス側の为張 

本件において、被告（スイスの時計製造事業者らのカルテル的結合体）は、スイス政府

がカルテルを奨励していたという状況から「外国政府強制の理論」による免責を受けられ

るべきものと为張した。 

また、スイス政府も法廷の友（Amicus Curiae）36として参加し、スイスでは時計産業

は極めて重要な輸出産業であり、当該カルテルもスイス政府の政策として助成、結成され

たものであると为張し、アメリカがシャーマン法を適用することはスイスの为権を侵害す

るものであるとの抗議を行った。 

 

                                                
34 根岸哲『独占禁止法の基本問題』神戸大学研究双書刊行会（1990）238 頁 

35 United States v. Watchmakers of Switzerland Information Center, Inc.,133 F. Supp. 40 

(S.D.N.Y. 1955) 
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３ 判決の内容 

アメリカ裁判所は、このカルテルがスイスの法律により強制（compel）されたものでは

なく、単に政府が承認（approval）したにとどまり、「外国政府強制の理論」の抗弁は認

められず、「アメリカの外国及び国内取引に対して实質的かつ重大な影響を及ぼす」もので

あり違法であるとして、被告に対してスイス以外の地域における輸出カルテルの廃止を命

じる排除措置命令を出した。 

本判決も、効果理論を採用したものと理解されている。また、本件では、アメリカの親

会社の存在によって域外であるスイス所在の子会社に対する対人管轄権も承認され、域外

子会社に対する送達が適法と認められている37。 

 

４ その後の両国間の調整 

アメリカ裁判所の出した排除措置命令において、スイス事業者を含む被告は「スイス以

外のいかなる地に関しても」このカルテルを廃止しなければならないとしたことに対して

スイス政府が反発し、この排除措置が实行された場合には、国際司法裁判所に提訴する意

向を表明した。 

その後、両国政府間の交渉が行われた結果、アメリカ政府が排除措置の範囲を縮小する

とともに、判決がスイスの为権を制限するものでない旨の宠言を出すことで合意が成立し

た38。 

 

第 11 アメリカ対外関係法第２リステートメント39（1965 年） 

 効果理論はその一方为義的な性格のゆえにアメリカの国内においても批判がなくはなか

った。さらに、各国が採るようになった各種の対抗措置により、効果理論に基づくシャー

マン法の適用をある程度抑制する必要性も論ぜられるようになってきた。例えば、1958

年にブリュースターは、外国事業者に対するシャーマン法の適用に当たっては、当該事業

者の本国の国益とアメリカの国益とを比較衡量するべきことを提案している40。 

                                                                                                                                          
36 「法廷の友」（裁判所に係属する事件について裁判所に情報又は意見を提出する第三者） 

37 根岸哲『独占禁止法の基本問題』神戸大学研究双書刊行会（1990）235 頁、236 頁 

38 根岸哲『独占禁止法の基本問題』神戸大学研究双書刊行会（1990）210 頁、233 頁 

39 Restatement of the Law Second, The Foreign Relations Laws of the United States 

(1965) 

40 Kingman Brewster, Jr., Antitrust and American Business Abroad, 1958, pp. 446-448 
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アメリカ法律家協会（American Law Institute）が 1965 年に公表した『アメリカ対外

関係法第２リステートメント』では、このブリュースターの提案を取り入れ、管轄権行使

に対して効果理論を定式化する一方、外国人に対する適用に関しては、当該外国人の行為

によりアメリカにもたらされた効果は实質的で直接かつ予見可能なものでなければならず、

かつ、適用の可否の決定に当たって、関係国の死活的利益その他の要素を考慮すべきであ

るとした41。 

 この“効果理論に基づくシャーマン法の域外適用”を抑制する法理はその後徐々に浸透

するところとなり、裁判所も 1976 年のティンバーレン事件判決でこの法理を採用するこ

ととなる。 

 

第 12 ファースト・ナショナル・シティ・バンク事件42（1968 年） 

１ 事件の概要 

アメリカ司法省は、国際キニーネ・カルテル事件の調査のため、アメリカ法人の銀行フ

ァースト・ナショナル・シティ・バンクに対し、同社のフランクフルト支店（西ドイツ）

にある取引文書の提出命令を出した。これに対し、同社が、取引先から西ドイツ法上の銀

行の秘密保持義務違反を理由とする民事責任を問われるとして命令に従うことを拒否した

ため、外国法に違反することが在外文書提出命令の免責事由となるか否かが問題となった。 

 

２ 判決の内容 

裁判所は、次のように述べ免責を認めなかった。すなわち、在外文書提出命令に対する

免責が認められるか否かを判断するに当たって重要なことは、アメリカ及び西ドイツ両国

の国家的利益に正当な考慮を払うとともに、命令を受ける事業者の立場の困難性をも考慮

することである。したがって、「外国政府強制の理論」による免責事由を外国法によって刑

事責任を負わされる場合のみに限るという司法省の为張は、外国の重要な国家的利益が刑

事法以外の形で表現されることもあることからいって適切でない。また、命令を受ける事

業者の立場の困難性の点からいっても、営業免許の取消のような行政制裁や民事責任が刑

事責任と同等あるいはそれ以上に大きな打撃を与えることもあるので、免責自由を刑事責

任の負荷にのみ限定するのは妥当性を欠く。しかし、銀行の秘密保持義務が西ドイツの国

                                                

41 中川淳司、清水章雄、平覚、間宮勇『国際経済法』有斐閣（2003）307 頁 

42 United States v. First National City Bank, 396 F. 2d 897 (2d Cir. 1968) 
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家的利益に占める重要性は、アメリカにおける競争政策の实現が国家的利益に占める重要

性に比べて高いとは言えず（本命令に対する西ドイツ政府の介入がないのはその一つの証

拠である）、また、取引先からの民事責任追及の可能性も薄いことから、在外文書提出義務

から免責することはできない、とした43。 

 

第 13 チバ・ガイギー事件44（1970 年） 

１ 事件の概要 

 バリウムを製造しているスイス法人のチバ（Ciba）社とガイギー（Geigy）社の２社は

それぞれアメリカに子会社を有していた。この両社がスイスにおいて合併してチバ・ガイ

ギー（Ciba-Geigy）社となった。 

この結果、アメリカ国内におけるチバ社とガイギー社間の競争が消滅した、すなわち、

アメリカ国外での企業結合による競争制限的効果がアメリカ国内に直接及ぶことを根拠と

して、アメリカ司法省がチバ・ガイギー社及びそのアメリカ子会社をクレイトン法第７条

違反で提訴した45。 

 

２ 判決の内容 

アメリカ司法省は、スイスにおいて行われた本件企業結合を解消させることは不可能で

あると判断したため、同意判決（consent judgment）により和解することとした。その内

容は、チバ・ガイギー社とそのアメリカ子会社に対しアメリカ国内に新たに別の子会社（Ｘ

社とする）を設立させ、そのＸ社に知的財産、ノウハウ、及び人員の一部を譲渡させると

ともに、一定期間Ｘ社を育成させた後に、裁判所の命令で、このＸ社を他社に売却させる

というものであった。 

これによって、チバ・ガイギー社の手を離れたＸ社とチバ・ガイギーグループが、アメ

リカ国内で改めて競争をするという環境を整えることを企図したものであった。 

 

第 14 ティンバーレン事件46（1976 年） 

１ 事件の概要 

                                                
43 根岸哲『独占禁止法の基本問題』神戸大学研究双書刊行会（1990）237 頁 

44 United States v. CIBA Corp., 1970 Trade Case para. 73, 269 (S. D. N. Y. 1970) 

45 根岸哲『独占禁止法の基本問題』神戸大学研究双書刊行会（1990）231 頁 
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ホンジュラスの木材業者がアメリカ法人の銀行バンク・オブ・アメリカ（バンカメ）の

ホンジュラス支店から資金の貸与を受け、バンカメは当該木材業者の施設に抵当権を設定

した。 

同木材業者は、当該施設の一部をアメリカ法人の木材業者であるティンバーレン社に売

却した。ティンバーレン社は、当該施設を使用しホンジュラスで子会社を通じて製材業を

開業し、製品をアメリカ国内へ輸出することを企画した。 

その後、ホンジュラスの木材業者とバンカメはホンジュラス政府の役人に働きかけて抵当

流れとし、同木材業者の活動を停止させた。 

 ティンバーレン社は、この抵当流れによって当該施設を取得する利益を喪失することと

なった。このため、ティンバーレン社は、バンカメとホンジュラスの木材業者がティンバ

ーレン社をホンジュラスの木材市場から排除するべく共謀したとして、バンカメを相手取

ってシャーマン法第１条、第２条違反に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。 

 

２ 判決の内容 

 第１審は、本件は外国政府の行為であり事物管轄権がないとして（外国为権免除の理論）、

訴えを却下した（ホンジュラスの木材業者による不法行為の観点による訴えに関しては、

不便宜法廷地の法理によって却下した）ため、ティンバーレン社は控訴した。 

控訴審判決は、第１審の外国为権免除の理論による略式判決（summary judgement）

は不適切であり、抵当流れなかりせば、ティンバーレン社が取得したホンジュラスの施設

による木材がアメリカ国内に輸入されていたはずであるとした。 

本判決において、控訴裁判所は、Conflict of Law の考え方47を採用し、当該事案を処理

するに当たり、他国の法よりもシャーマン法を適用することが妥当な場合には、アメリカ

の裁判所に管轄権があるとした。 

 具体的には、判決は「効果基準自体は不完全なものである。なぜなら、それは、他国の

利益を考慮することに失敗しているからである。それはまた、行為者と合衆国との関係の

性質を十分に明確には考慮していない。……我々の選ぶものは、各々の事件において関係

                                                                                                                                          
46 Timberlane Lumber Co. v. Bank of America, 549 F. 2nd 597 (9th Cir. 1976) 

47 私法上の紛争を規律するために関連する州法・国家法のうちいずれの州法・国家法を適用す

べきかを検討する学問領域であり、日本の国際私法に当たる（村上政博『アメリカ独占禁止法

［第２版］』弘文堂（2002）334 頁） 
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する要因の評価と衡量である」とし、ショイ判事（Justice Choy）は、シャーマン法に基

づく管轄権が認められるための要件として、 

① アメリカの対外通商に対して何らかの現实の（actual）又は意図された（intended）

効果が存在すること、 

② 当該効果が原告に対して認識できる被害を与える程度に十分大きいこと、 

③ 国際礼譲（international comity）と衡平（equity）の観点から見てアメリカの管

轄権行使が妥当であること、 

の３つを挙げ、第３の要件（③）の充足を判断するに当たって比較衡量すべき７つの要素

を列挙した。すなわち、 

α．外国の法律又は政策との抵触の程度、 

β．当事者の国籍及び事業者の所在地又は为たる事業地、 

γ．いずれか一方の国による法の執行に対して当事者の遵守が期待される程度、 

δ．他国と比較して対象行為がアメリカに及ぼす効果の相対的重要性、 

ε．アメリカの通商を阻害し、又は有害な効果をもたらす意図の明確性の程度、 

ζ．かかる効果の予見可能性、 

η．アメリカ国外で行われた行為と比較してアメリカ国内で行われた行為が違反事实

に関して持つ相対的重要性、 

である。 

そして、判決は、これらの要素に関する原審の審理が不十分であるとして、これを破棄

差戻した。 

差戻し後の控訴審判決48は、上記基準を支持した上、本件においては、上記控訴審判決

が提示した３要件のうち、最初の２要件（①、②）は充足されているが、第３の要件（③）

については、β．とγ．以外の要件は充足されていないと判断し、シャーマン法の適用を

否定した。 

 

３ 域外適用問題との関連性 

本判決で示された、国際礼譲に配慮し多様な要因について総合的に判断して管轄権の有

無又は管轄権の行使の是非を決定するという方式は、「管轄権に関する合理の原則」

                                                
48 Timberlane Lumber Co. v. Bank of America, 574 F. Supp. 1453  (1983) 
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（ jurisdictional rule of reason ）と言われている（合理性基準（ principle of 

reasonableness）、利益衡量説（balancing test）とも称される）。 

この管轄権に関する合理の原則は、従来の効果理論を否定するものというよりは、その

適用を抑制するための原則と解されている。すなわち、効果理論に基づく管轄権行使を国

際法上適法なものとみなした上で、効果理論の要件が満たされている場合であっても、管

轄権に関する合理の原則に従って、国際礼譲と衡平の観点から不適切とされる管轄権の行

使は認められないとするものである。その意味では、本判決は効果理論による過大な域外

適用に対する抑制と制限の論理を示した判決であるといえる49。 

 なお、管轄権に関する合理の原則で挙げられているこれらの考慮要因に関しては、これ

を事物管轄権の行使を差し控えるか否かを判断する基準と考えるのか、それとも、事物管

轄権の存否を判断する基準と考えるのかについて、見解が分かれるとされている50。 

 

第 15 国際事業活動に関する反トラスト執行ガイドライン51（1977 年） 

アメリカ司法省が 1977 年に発表した『国際事業活動に関する反トラスト執行ガイドラ

イン』では、アメリカの輸出を阻害する外国事業者の競争制限行為が反トラスト法の適用

対象となることが明らかにされた。 

また、同ガイドラインは、「外国政府強制の理論」によって反トラスト法からの免責を

得るためには、外国政府の法律による命令でなければならず、かつ、その違反に対して刑

罰が科されるものでなければならないとした。 

 

第 16 マニントン・ミルズ事件52（1979 年） 

１ 事件の概要 

 アメリカの床材料製造事業者であるマニントン・ミルズ社は、ビニール製床材に関する

特許をアメリカ及び 26ヵ国で保有しているアメリカのコンゴリューム社に対して、「コン

ゴリューム社が外国で詐欺により特許を取得し、マニントン・ミルズ社に対して外国で侵

                                                
49 松岡博『アメリカ国際私法の基礎理論』大阪大学出版会（2007）、松下満雄『国際経済法（第

３版）』有斐閣（2001）371 頁 

50 本田直志「国際的競争制限に対する法規制の現状と問題点」『一橋論叢』第 102 巻第１号

（1989）65 頁 

51 Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations 

52 Mannington Mills, Inc. v. Congoleum Corp., 595 F. 2d 1287 (3rd Cir. 1979) 
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害訴訟を提起した行為は、シャーマン法第２条（及びパリ条約、パンナム条約）に違反す

る」として３倍額損害賠償と当該行為の差止めを求め提訴した。 

 

２ 判決の内容 

 第１審は、外国为権免除の理論に依拠して、特許の成否は当該外国政府が関与する問題

であるとし、当該特許の实施の禁止についてもアメリカの管轄権を認めなかった。 

控訴審判決は、条約上私的訴権は認められないものの、外国为権免除の理論の観点から

訴訟が妨げられるわけではないのであって、かつ、国際礼譲上の顧慮が第１審には欠けて

いるとし、差戻した53。 

本控訴審判決は、ティンバーレン事件判決の「管轄権に関する合理の原則」を踏襲し、

さらに、国際礼譲として以下の 10 の要素を基準にすべきことを明確にした。 

ａ．外国の法律又は政策との抵触の程度、 

ｂ．当事者の国籍、 

ｃ．当該行為のアメリカと外国における重要性の程度、 

ｄ．外国における救済策及び訴訟継続の有無、 

ｅ．アメリカの通商を阻害し、又は影響を与える意図の有無と予見可能性、 

ｆ．アメリカの裁判所が管轄権を行使し、救済を求めたときに、そのことが外交関係

に与える影響、 

ｇ．アメリカの裁判所が救済を認めた場合に、これによって当事者が外国で違法行為

を強制されることはないか、あるいは、アメリカと外国で矛盾した要求を強制され

ることはないか、 

  ｈ．アメリカの裁判所は命令を執行できるか、 

  ｉ．当該救済が外国裁判所によって与えられた場合に、アメリカの裁判所はそれを承

認できるか、 

  ｊ．当該争点に関して条約があるか。 

本件判決の国際礼譲の10要素と先のティンバーレン事件判決の７要素とを比較すると、

ティンバーレン事件のα．は本件のａ．と、β．はｂ．と、δ．及びη．はｃ．と、また、

ε．及びζ．はｅ．とほぼ対応しているといえる。また、ティンバーレン事件のγ．をよ

                                                
53 佐藤一雄『米国独占禁止法』信山社（2005）48 頁 
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り具体化したものがマニントン・ミルズ事件判決のｄ．ｆ．ｇ．ｈ．ｉ．ｊ．であると言

われている54。 

 

３ 域外適用問題との関連性 

以上見てきたとおり、1970 年代においては、ティンバーレン事件判決、マニントン・

ミルズ事件判決に代表されるように、一律に「効果」の発生を根拠にして域外適用を肯定

する効果理論が疑問視されるようになり、管轄権を实際に行使するに当たっては国際礼譲

を十分に考慮すべきとする「管轄権に関する合理の原則」が判例法上有力となったといえ

る55。 

その理由の一つとして、政府訴訟では、競争当局が提訴するか否かを決定するに当たり、

事前に他国の利害など、様々な要因について考慮しているが、ティンバーレン事件、マニ

ントン・ミルズ事件のような私訴では、私人にはそのような考慮をする機会も能力も存在

しないため、私訴が提起された場合には、裁判所のほうで様々な要因について判断して管

轄権を決定せざるをえないと考えられたためであった56。 

 また、違反行為の存在を立証するためには調査権限を行使し外国での違反行為について

の十分な証拠を収集する必要があるが、アメリカの競争当局、私人にとって、これはかな

り困難である上、外国の承認を得ずに排除措置等を外国で執行することは不可能であって、

もともとシャーマン法を域外適用することには大きな限界があるという事情もあった。 

 一方、アメリカ経済界には、効果理論に基づいて広くシャーマン法の域外適用を求める

要請も依然として強く、以後、従来からの効果理論と「管轄権に関する合理の原則」の双

方の立場からの判例、学説、立法が錯綜しつつ、発展してきている。 

                                                
54 杉浦市郎「国際取引と独禁法」根岸哲、杉浦市郎編『経済法［第５版］』法律文化社（2010）

157 頁 

55 村上政博『アメリカ独占禁止法［第２版］』弘文堂（2002）335 頁 

56 村上政博「国際取引への法適用」『判例タイムズ』第 1295 号（2009）75 頁、村上政博『独

占禁止法研究Ⅲ』弘文堂（2000）８頁、村上政博「競争法に関する二国間協定と国際的執行体

制」『ジュリスト』1160 号（1999）85 頁。なお、「もっとも、外国で行われた行為についての

自国法（競争法）の一方的適用である域外適用については、違反行為の存在を立証するために、

調査権限を行使し外国での違反行為についての十分な証拠を収集する必要があるが、それは米

国競争当局、私人にとってかなり困難であるうえ、外国の承認を得ずに排除措置等を外国で執

行することは不可能であって、もともと大きな限界を有したことを認識しておく必要がある。」

（村上『独占禁止法研究Ⅲ』同頁） 
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 なお、上記のように「管轄権に関する合理の原則」は、アメリカ特有の私訴を前提に検

討された理論であるため、私訴の認められない大陸法系競争法の諸国（日本も含む）の場

合には、そのまま妥当するものではないといえる。 

 

第 17 ウラニウム国際カルテル事件57（1979 年） 

１ 事件の概要 

 原子力発電の燃料として極めて重要なウランにつき、各国政府はその生産・販売を規制

し、ウラン供給事業者はウランの価格を維持するため価格協定を行っていた。 

アメリカの電機事業者ウェスティングハウス社は、1960 年代から複数の電力事業者との

間で原子力発電所の建設及びウランの供給に関する契約を結んでいた。ところが、オイル

ショック後の 1973 年以降ウラン価格が高騰し、また、外国政府がウェスティングハウス

社に対するウランの供給を削減したので、ウェスティングハウス社はウランの入手に困難

をきたし、顧実である電力事業者に対する供給義務を实行することができなくなった。電

力事業者はウェスティングハウス社に対し、契約違反を理由に 20 億ドルの損害賠償を請

求した。そこでウェスティングハウス社は、外国のウラン供給事業者に対し、ウランのカ

ルテルによるシャーマン法違反を理由として 60 億ドルの３倍額損害賠償請求訴訟を提起

した。 

 

２ 判決の内容及びその後の経過 

 本件に対し、訴えられたウラン供給事業者の属する外国政府は激しく反発し、審理に対

する出廷拒否で対抗したが、地方裁判所は欠席判決をし、文書提出を命じるとともに暫定

的資産凍結命令を発した。欠席被告がこれに対し控訴した。 

 イギリス政府は本件に補助参加し、ティンバーレン事件判決、マニントン・ミルズ事件

判決によりアルコア事件判決の効果理論は限定されており、ティンバーレン事件判決、マ

ニントン・ミルズ事件判決の採る「管轄権に関する合理の原則」に従えば、本件は裁判所

が管轄権の行使を差し控えるべき事案であると为張した。同様に、南アフリカ、オースト

ラリア、カナダの各政府も訴訟に参加し、「法廷の友」として域外適用に反対する意見書を

                                                
57 Westinghouse Electric Corp. v. Rio Algom Ltd., et al. 480 F. Supp. 1139 at 1148 (N.D. Ⅲ., 

Nov. 1979) 
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提出した。しかし、裁判所は、これら外国政府の为張を排し、管轄権の行使は正当である

と判示した。 

 

３ 域外適用問題との関連性 

 本件は核原料物質という国家安全保障に関わる政治的問題を含み、まさに国際礼譲を理

由に域外適用が差し控えられるべき典型的事案であるとも言え、このような事案において

すら管轄権が行使されたことは、ティンバーレン事件判決、マニントン・ミルズ事件判決

の「管轄権に関する合理の原則」の適用範囲は意外と狭く、効果理論が实務上は依然とし

て根強く維持されていることが示唆される58と評価されている。 

                                                
58 越知保見『日米欧 独占禁止法』商事法務（2005）1095 頁、越知保見「域外適用から国際

的執行へ」『独占禁止法の域外適用』早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の

創造（2010）67 頁 
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第２節 アメリカの積極的（＝「過度の」）域外適用に対する各国の対抗措置の活発化（1950

年代から 1980 年代） 

 

アメリカは、経済規制法の領域では国家管轄権の行使にかかる国際法上の権利・義務関

係の成立が未成熟で国際法上の制約は存在しないという前提に立ち、積極的に管轄権を行

使する方針を打ち出してきた。この観点から、第１節で見てきたとおり、アルコア事件判

決以降、アメリカの裁判所は効果理論に基づいて外国事業者の行為のシャーマン法違反を

理由に排除措置を命じたり、シャーマン法違反事件に関連して外国に存在する証拠書類の

提出を命じるようになった。 

しかし、当時は、アメリカのみが競争法を本格的に執行しているだけで、その他の貿易

相手国は必ずしも競争政策を採用していないところが多かった。よって、アメリカがシャ

ーマン法違反と为張した、外国での事業者の行為は、外国では合法であったり、外国政府

が容認、支援していることも多く、その場合、アメリカと外国为権との深刻な衝突・対立

をもたらすこととなり、各国はアメリカの一方为義（unilateralism）であるとして批判し

た。 

とりわけ、アメリカの求める過剰な（濫用的な）ディスカバリー59と、高額な賠償が求

められることとなる３倍額損害賠償制度も諸外国政府及び外国事業者の反発を招く原因と

なった。 

以下、アメリカの過度の競争法の域外適用政策に対して対抗して外国が講じた措置につ

いて概観する。 

 

第１ 外交抗議 

 各国は、伝統的な国際法の考え方に立って、一般国際法上、管轄権の適用範囲について

は厳格な属地为義が妥当すると非難し、外交抗議を行ってきた。属地为義に立って最も強

硬かつ一貫した抗議を行ったのはイギリスであり、規制国外におけるイギリス法人の行為

                                                
59 アメリカ法上のディスカバリーには、①アメリカの連邦民事訴訟規則では、ディスカバリー

は事实審理に必要な証拠に限定されておらず、事实上あらゆる情報に及ぶことができる。②ア

メリカ法上ディスカバリーは、当事者の弁護士によって行われる（裁判所等の関与の下に行わ

れる大陸法と相容れない）。③ディスカバリーに対応するために要した費用は、被告が勝訴し

たとしても通常回収できない。などの問題点が指摘されている（栗田誠『实務研究 競争法』

商事法務（2004）202 頁）。 
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に対して規制国法を域外適用することは国際法の確立した原理に違反するとして、アメリ

カのみならず、（加盟前の）ＥＣやドイツに対しても抗議を行っている。 

外交抗議の例としては以下のようなものがある。まず、1947 年のインターナショナル・

ペーパー大陪審調査事件では、アメリカの親会社及びカナダの子会社になされた文書提出

命令に対し、カナダ政府が国内的事項に対する干渉であるとしてその撤回を申し入れた。

その結果、アメリカ国務省とカナダ政府との斡旋により、アメリカ司法省とカナダ子会社

との間で妥協が成立し、必要な情報の任意的な提出と引換えに文書提出命令は撤回される

こととなった60。 

1960 年に国際海運同盟によるシャーマン法違反事件の調査の一環としてアメリカ司法

省が外国の海運事業者に文書提出命令を発した際61、外国事業者の本国である諸国62は一致

して、この命令が国際法の観点から正当化できない旨の外交書簡を送って抗議した。たと

えば、日本国政府の書簡では、「文書提出命令の効力は日本の領域管轄権内にある文書には

及ばない」と述べている63。 

また、1980 年のサン・ゴバン事件64において、連邦取引委員会（ＦＴＣ）が直接フラン

ス在住のフランス事業者に対して郵送で文書提出を命ずる罰則付召喚状（サピーナ）を発

したことに対し、フランス政府は、国際法違反でありフランスの为権を侵害する、アメリ

カ法上の事前開示手続（pre-trial discovery）はフランスにおいては妥当しない、この命令

に従う者はフランス法上民事・刑事の責任を問われるおそれがある旨の抗議をアメリカ国

務省に対して行うとともに、域外調査がすべて外交ルートを通じて行われるべきことを要

請した。 

同じく 1980 年のイーライ・リリー事件65において、ＦＴＣが同意審決により、デンマー

ク系事業者であるイーライ社に対して、インシュリンに関する同社の現在及び将来のアメ

                                                
60 根岸哲『独占禁止法の基本問題』神戸大学研究双書刊行会（1990）237 頁 

61 In re Grand Jury Investigation of the Shipping Industry, 186 F. Supp. 298 (D. D. C. 

1960) 

62 イギリス、カナダ、デンマーク、フランス、イタリア、日本、オランダ、ノルウェー、フィ

リピン、スウェーデン、西ドイツ 

63 本件で、抗議を行った諸国とアメリカは、1964 年に、統計情報及びアメリカにある文書の

みを提出することで合意した（小原喜雄「域外管轄権の不当な行使の抑制方法としての抵触法

的アプローチの意義と限界」『国際』88 巻４号 18 頁）。 

64 FTC v. Compagine de Saint-Goben, 636 F. 2d 1300 (D. C. Cir. 1980) 

65 Eli Lilly & Co., 44 Fed. Reg. 54, 726 (1979) ; 45 Fed. Reg. 44, 259 (1980) 
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リカの特許とノウハウのライセンスをアメリカ事業者に対して付与するように命じたが、

デンマーク政府は、アメリカ事業者に対して現在及び将来の特許とノウハウのライセンス

の付与を命ずる同意審決は差別的であり、アメリカとデンマーク間の友好通商航海条約に

違反するとして、アメリカ国務省に抗議した。アメリカ国務省は、デンマーク政府の抗議

は正当な根拠に基づくものであるとの見解を述べたが、ＦＴＣはこの事件について再審査

をすることを拒否した。 

 

第２ アメリカ裁判所への意見書提出 

アメリカの裁判においては、当事者以外の者が「法廷の友（amicus curiae）」として、

当該事件に関する意見を述べ又は意見書を提出することができる制度がある。この制度を

利用して、外国事業者がアメリカの裁判所において被告となる場合に、当該事業者の属す

る国の政府が法廷の友として意見を述べることがある66。 

 このように外国政府が「法廷の友」として域外適用に反対する意見書を提出した代表的

な例としては、1955 年のスイス時計国際カルテル事件、1979 年のウラニウム国際カルテ

ル事件、1993 年のハートフォード火災保険会社事件、1997 年の日本製紙事件などがある。 

 

第３ 対抗立法 

 さらに、アメリカが積極的に反トラスト法を域外適用した判決を出し外国事業者に対し

て関係書類等の提出命令等を行うのは、国際法違反あるいは为権侵害であるとして、その

適用を封ずるために、各国が対抗立法（counter-legislation, blocking statute）の制定な

どで対抗していく動きが、1950 年代から 1980 年代にかけて目立つようになった。 

対抗立法とは、自国の事業者が（アメリカをはじめとする）外国に対し文書を提出する

ことを禁止することができるという内容の法律のことをいう。これは、アメリカの法制度

上、故意に提出しないと法廷侮辱罪に問われるが自国法で提出が制限されている場合には

法廷侮辱罪に該当しないとされていることから、自国事業者がアメリカで法廷侮辱罪に問

われないようにしたものである。 

                                                
66 かつては、外国政府がアメリカの裁判所における自国事業者の立場を擁護するためにその意

見を表明する場合には、アメリカ国務省に外交文書として交付し、国務省がこれを当該裁判所

に伝達する方法が採られていたが、1978 年に、国務省は、連邦最高裁判所事務総長の示唆に

基づき、外国政府が直接裁判所にその意見を表明するよう求めた（栗田誠『实務研究 競争法』

商事法務（2004）203 頁）。 
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対抗立法の初例は、1947 年に制定されたカナダのオンタリオ州の事業記錰保護法67であ

る。これは、製紙・パルプのカルテル事件に関してアメリカ司法省が連邦大陪審を招集し、

ニューヨークで事業活動を行っている 50 以上のカナダ事業者にカナダ所在の文書の提出

を命ずる罰則付召喚状を発したのに対抗して制定されたものである。同法は、州外の立法・

行政命令又は判決に従って州内の事業記錰を州外に持ち出すことを刑事犯として禁止して

いる。カナダのケベック州も、1964 年に類似の事業記錰保護法を制定した。 

その後、オランダ（1956 年：経済競争法）、イギリス（1964 年：海上運送契約・商業文

書法）、西ドイツ（1965 年）、スウェーデン（1966 年）、ノルウェー（1967 年）、デンマー

ク（1967 年）、フィンランド（1968 年）、フランス（1980 年：外国に対する文書情報提供

法68）なども同様の趣旨の法律を制定した。 

 その後、1976 年にウラニウム国際カルテル事件が発生し 1979 年に同事件の判決があっ

たことが引き金となって、1980 年代には対抗立法を制定する国が相次ぐようになった。イ

ギリスは 1980 年に貿易利益保護法69を制定し、国際貿易一般を対象として、外国の競争法

に基づいてイギリス事業者に対してイギリス国内に所在する文書の提出が命じられた場合

に、文書の提出を禁止した（同法第２条）70。また、同法は、外国裁判所が競争法に基づ

いてイギリス事業者に数倍額損害賠償（multiple damages）を命じる判決を出した場合に、

同判決の執行をイギリス裁判所が許可することを禁止した（同法第５条）。さらに、同法は、

イギリスにおいて事業活動を行うイギリス市民やイギリス事業者が外国裁判所により競争

法に基づいて数倍額損害賠償を命じられた場合、そのうちの实損害を超えた部分について

は、国内で取り返すことができると規定した（同法第６条）。この最後の規定と同趣旨の規

定はオーストラリア（1984 年：外国過剰管轄手続制限法71）、カナダ（1985 年：外国域外

措置法72）でも採用された73。 

                                                
67 Ontario Business Records Protection Act 
68 フランス为権を侵害する性質の証拠提出命令にフランス人や外国事業者のフランス事業所

が服することを禁止しており、違反した場合には罰金・懲役刑が科される（横溝大「対抗立法

について」『文化審議会著作権分科会国際小委員会国際裁判管轄・準拠法ワーキングチーム中

間報告』（2009）19 頁）。 
69 The Protection of Trading Interests Act 
70 渡辺昭成「イギリスにおける競争法の域外適用に対する考え方」『独占禁止法の域外適用』

早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）100 頁 
71 Foreign Proceedings (Excess of Jurisdiction) Act 1984, No. 3, Austl. Acts 
72 Foreign Extraterritorial Measures Act, 33 ElizabethⅡ 
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ただし、対抗立法の場合、名宛人はあくまでも自国事業者であって、当該事業者に対し

て競争法を適用しようとする外国（例えばアメリカ）の競争当局あるいはその国の国内裁

判所を拘束できるものではない。例えば、ウラニウム国際カルテル事件においては、シャ

ーマン法違反に問われた被告の一部は、本国の対抗立法に基づいて文書提出命令を拒否し

たが、アメリカ連邦地方裁判所はこれを認めず、文書提出を命じた。これにより、結局、

当該事業者は本国の対抗立法とアメリカのシャーマン法の双方から挟み撃ちされることに

なってしまい、法的にきわめて困難な状況に置かれることになった74。一方、事業者の方

としても、戦略的に自らの立場を有利にするためにアメリカ側に敢えて提出したい文書も

あり、自国内でも、国と事業者との間の利害調整が難しいという側面もある。以上のよう

なことから、対抗立法の制定はアメリカに対する牽制という意味合いが強く、实際に発動

された例は極めて尐ない。 

なお、日本は、これまでこの種の対抗立法は制定してきていない。 

 

第４ 事前協議 

 アメリカの競争当局による域外適用のおそれをあらかじめ回避するため、各国が事前協

議を求めることがある。 

たとえば、日本政府は、輸出自为規制がシャーマン法違反と判断される危険を回避する

ため、1981 年以降行われた日本からのアメリカ向け自動車輸出自为規制においては、従来

のカラーテレビ、鉄鋼の輸出自为規制のような輸出カルテルの結成を指示するのではなく、

各輸出事業者に個別的に対アメリカ輸出台数を指示する方式（この方式が守られない場合

には強権的な輸出規制ができる仕組み）を採った。さらに、日本政府は、事前協議として

この方式をアメリカ政府に示し、シャーマン法上の取扱いに関する見解を求めた。これに

対して、アメリカ司法省は、かかる方式がシャーマン法に違反しないと「信じる」旨回答

した。 

 

第５ 競争法制定国の増加と二国間（多国間）競争法協力協定 

                                                                                                                                          
73 中川淳司、清水章雄、平覚、間宮勇『国際経済法』有斐閣（2003）306 頁、経済産業省通商

政策局編『2007 年版 不公正貿易報告書』（財）経済産業調査会（2007）357 頁 

74 中川淳司、清水章雄、平覚、間宮勇『国際経済法』有斐閣（2003）316 頁。なお、1983 年

のレイカー航空事件でも、同様の事態が生じた（本田直志「国際的競争制限に対する法規制の

現状と問題点」『一橋論叢』第 102 巻第１号（1989）74 頁）。 
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厳しくアメリカと対立してきたヨーロッパにおいても 1958 年に発効したローマ条約中

に競争法規定が盛り込まれ、その後、ＥＵ競争法は巨大なヨーロッパ市場における实効性

を有する事業活動ルールとして機能するようになり、国際的な二大競争法としての地位を

確立するまでに至った。 

また、イギリスにおいても、1973 年公正取引法（合併（新聞）の規制等）、1980 年競争

法（物価委員会の廃止等）、1998 年競争法（反競争的協定及び支配的地位の濫用、競争委

員会の設置等）、2002 年企業法（公正取引庁及び競争控訴審判所の設置、カルテル罪の新

設、個人への刑事罰の導入等）と競争法の整備が進められるなど75、競争法を整備する国々

が増えてきた。 

このように各国が競争法という同じ基盤を持つことによって、従来の対立の構図はなく

なり、近年では、むしろ、二国間あるいは多国間の競争法協力協定において、相手国の利

益に関係すると考えられる法執行を行う際の事前通報・協議を定めることにより、シャー

マン法の一方的な域外適用に歯止めをかけようとする動きが活発になってきている。本件

に関しては、章を改めて検討することとしたい。 

 

 

第１章小括 

 1980 年代以前の競争法をめぐる環境は、競争法（反トラスト法）をいち早く制定し、国

際的な事件にも積極的に適用しようとするアメリカと、これに対抗し自国事業者を保護し

ようとする諸国という構図であった。 

このような状況の中で、アメリカでは、为に私人間の訴訟において積極的に反トラスト

法を域外適用することが論じられ、その論拠としてアルコア事件判決（1945 年）において

「外国事業者によりアメリカ国外で結ばれ完成された協定であっても、協定がアメリカへ

の輸入に効果（effect）を及ぼすことが意図され、かつ、实際に効果が及んだ場合にはシャ

ーマン法が適用される」とし、効果理論が確立された。 

その後、効果理論に基づく反トラスト法の域外適用に積極的な判例が続いたが、これに

反発する諸外国との関係を調整するため、ティンバーレン事件判決（1976 年）、マニント

                                                
75 イギリスにおける競争法の整備と域外適用理論の進展については渡辺昭成「イギリスにおけ

る競争法の域外適用に対する考え方」『独占禁止法の域外適用』早稲田大学グローバルＣＯＥ

成熟市民社会型企業法制の創造（2010）90 頁以下が詳しい。 
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ン・ミルズ事件判決（1979 年）において、国際礼譲に配慮し多様な要因について総合的に

判断して管轄権の有無又は管轄権の行使の是非を決定するという「管轄権に関する合理の

原則」が生まれた。 

一方、当初、諸外国においては、アメリカの過度の域外適用に対する対抗措置として外

交抗議や対抗立法などがなされたが、各国でも競争法が制定されるようになり、競争政策

が受容されていく中で、対立から協調へと転換がなされていくこととなった。 
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第２章 アメリカにおける域外適用理論の進展とＥＵ等における競争法の域外適用理

論の受容と発展（1980 年代以降のアメリカ、ＥＵ等における議論） 

 

 競争法の世界では、1980 年代に大きな転換点を迎えたといえる。1980 年代に入ると多

国籍事業者が増大するなど経済のグローバル化が一層進展し、経済事件についても一国の

枠内では収まりきらず、関係各国が協調して国際的規模で検討する必要が生じてきた。 

 同時に、为要先進国においては、競争政策、競争法が経済政策、経済法規の中核として

承認されるようになり、競争法は国際的な共通事業活動ルールとして認識されるようにな

った。とりわけ、アメリカ反トラスト法とＥＵ競争法が国際的に二大競争法としての地位

を確立し、両競争法の基本体系、实体ルールが国際的な共通ルールとして受け入れられる

ようになった76。 

 また、为要先進国において競争政策、競争法が経済政策、経済法規の中核として承認さ

れるようになり、競争法は国際的な共通事業活動ルールとして認識されるようになってき

た。このようなことから、アメリカの反トラスト法も世界的に見て“特異”な法ではなく

なり、各国におけるアメリカ反トラスト法への対抗立法等の拒絶反応も解消していった。 

 以上のような情勢の下、アメリカだけでなく、ＥＵにおいても競争法を積極的に域外適

用するようになってきた。 

 

第１節 アメリカにおける域外適用理論の進展（1980 年代以降のアメリカにおける議論） 

 

 本節では、前章に引き続き、現在に至るまでのアメリカにおける域外適用理論の進展を

概観することとする。 

 

第１ 外国取引反トラスト改善法77（1982 年） 

１ 法律の概要 

1982 年に成立した外国取引反トラスト改善法（ＦＴＡＩＡ）は、シャーマン法の適用限

界について次のように定めた。 

                                                
76 村上政博『独占禁止法［第３版］』弘文堂（2010）79 頁 

77 The Foreign Trade Antitrust Improvements Act of 1982 
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  第６．ａ条 本章の第１条ないし第７条［シャーマン法］は、以下の場合を除いて、

（輸入取引又は輸入通商以外の）外国との取引又は通商に関係する行為には適用され

ない。 

  (1) 当該行為が以下の取引又は通商に対して直接的、实質的かつ合理的に予見可能な

効果（direct, substantial, and reasonably foreseeable effect）を有し、かつ 

   (A) 外国との取引若しくは通商でない取引若しくは通商、又は外国との輸入取引若

しくは輸入通商、又は 

   (B) 外国との輸出取引若しくは輸出通商で、当該取引又は通商に従事する者がアメ

リカ国内であるもの 

  (2) 当該効果が本条以外の本章の第１条ないし第７条の規定に基づく請求権を発生

させる。 

    本章の第１条ないし第７条が当該行為に(1)項(B)号の効果によってのみ適用され

る場合、本章の第１条ないし第７条は、アメリカ国内の輸出事業への損害のためだ

けに当該行為に適用される。 

以上のようにＦＴＡＩＡは、一般原則として、シャーマン法は「外国との取引又は通商

に関連する行為に適用しない」と規定しつつ、その例外として、 

① 外国で行われた行為の直接的、实質的、合理的に予見可能な効果がアメリカに及

び（第１要件）、 

② その効果が反トラスト法に基づく請求権を発生させる場合（第２要件） 

に、シャーマン法の域外適用が可能であるとした（国内損害例外規定（domestic-injury 

exception）という）。 

 

２ ＦＴＡＩＡに対する評価 

ＦＴＡＩＡの国内損害例外規定の第１要件は、基本的に効果理論の立場を採っているこ

とを示している。ただし、アメリカ国内ではカルテルがあればその理由の如何を問わず当

然違法であるのに対し（当然違法原則）（per se illegal）、外国で行われたカルテルの場合

にはＦＴＡＩＡが適用され、外国でカルテルを行ってアメリカに輸出したというだけでは

違法とならず、さらに上記のような要件が満たされた場合（すなわち、アメリカにインパ

クトがあった場合）に違法となる。すなわち、同法により、国内カルテルと国外カルテル

とで取扱いを異にし、国外カルテルの場合には要件を加重したこととなる。そのような意
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味で、これをアメリカの学者・法律家は「当然違法プラス原則」（per se plus）と呼んでい

る78。 

 このような要件加重は、1972 年に国際法協会が、法律一般の管轄権についてアルコア事

件判決よりも更に限定的に「特にその効果が、領土外で行われた行為の直接的かつ当初か

ら意図された結果として起こった場合には、国家は管轄権を持つ」79とした考え方に沿う

ものである。また、このような考え方は、単なる効果の発生だけから反トラスト法の外国

事業者への適用を是認する考え方よりも反トラスト法を適用する場合を限定しているので、

反トラスト法の外国事業者への適用をめぐる二国間の対立を軽減すると評価されている。 

 一方、「直接的」・「实質的」・「合理的」・「予見可能」等の抽象的な判断基準は、判断者に

とって極めて広い裁量の余地があるので、管轄権を限定する効力が弱いとの指摘もされて

いる。また、反トラスト法適用の対象となる相手国の利益への考慮が判断要素に含まれて

いないので、相手国との紛争緩和のための配慮が乏しいとの指摘もある80。 

また、同法は、国内でも厳しいシャーマン法にさらされているアメリカ事業者から、国

外進出した場合にもシャーマン法違反を問われる可能性を回避したいため、国外で行われ

る行為のどういう場合にシャーマン法が適用されるのかはっきりさせて欲しいとの要望が

出されたため、法律として制定されたという背景があった81。このため、アメリカが行っ

ているシャーマン法の過度の域外適用に対する諸外国からの批判に応えて作られたという

よりは、むしろアメリカ事業者側の要望により作られたものに過ぎないとの批判もある。 

なお、同法は、裁判所がある国際事件について管轄権があると決定した場合に、裁判所

が国際礼譲を考慮して管轄権の行使を抑制すべきかどうかについては、何ら言及していな

い82。 

 

                                                
78 松下満雄「域外適用をめぐる最近の米反トラスト判例」『国際商事法務』Vol.31  No.10

（2003）1369 頁 

79 国際法協会 1972 年ニューヨーク総会「競争法の域外適用に関する決議」第５条 

80 公正取引委員会事務局編『ダンピング規制と競争政策・独占禁止法の域外適用（独占禁止法

渉外問題研究会報告書）』（1990）79 頁 

81 菅久修一「競争法の国際的な展開－競争法の拡大と深化」棠陰会（第 192 回例会）講演錰

（2008）６頁 

82 实際、同法に基づき、管轄権があるとした上で、「管轄権に関する合理の原則」を適用した

と思われる判例がある（O.N.E.Shipping, Ltd. v. Flora Mercante Grancolombina, S.A., 830 F. 
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第２ レイカー航空事件83（1983 年） 

１ 事件の概要 

 イギリスの航空事業者であるレイカー航空がイギリス・アメリカ間の航空旅実運送にお

いて安い運賃を設定したところ、これによって影響を受けるＩＡＴＡ（国際航空輸送協会）

のメンバーであるイギリスの航空事業者ブリティッシュ・エアウェイズ航空及びブリティ

ッシュ・カレドニアン航空、ドイツの航空事業者ルフトハンザ航空、スイスの航空事業者

スイスエア航空、アメリカの航空事業者パンアメリカン航空、トランス・ワールド航空及

びアメリカの航空関連事業者マクドネル・ダグラス社、マクドネル・ファイナンス社、オ

ランダの航空事業者ＫＭＬオランダ航空、ベルギーの航空事業者サベナ航空（以下、ＩＡ

ＴＡ各社という。）が、共謀して運賃ダンピングを行い、ついにレイカー航空をして倒産の

やむなきに至らしめたとして、レイカー航空がＩＡＴＡ各社を相手として、アメリカの裁

判所にシャーマン法第１条、第２条違反を根拠に３倍額損害賠償訴訟を提起した。 

 

２ イギリスにおける裁判の内容 

 これに対して、ＩＡＴＡ各社のうちの一部は、イギリスの裁判所に対し、レイカー航空

がアメリカ裁判所においてＩＡＴＡ各社を相手に反トラスト法訴訟を遂行することを禁止

する差止命令を請求した。 

 

（１）高等法院判決 

 高等法院は、①レイカー航空はイギリス法人であるのでこの状況下におけるアメリカ裁

判所での訴訟は制限されるべきである、及び、②アメリカ裁判所においてＩＡＴＡ各社が

公正な取扱いを受けるとは考えられないとして、レイカー航空がアメリカ裁判所において

ＩＡＴＡ各社を相手に反トラスト法訴訟を遂行することを禁止する仮差止命令

（interlocutory injunction）を認めた。 

 しかし、その後、高等法院は、ＩＡＴＡ各社はアメリカにおいて活動しており、アメリ

カ事業者とアメリカ以外の事業者が共謀を行ってアメリカ法違反をしたことが問題となっ

ていること、及び、イギリス国内で行われた行為についてアメリカで活動している事業者

                                                                                                                                          

2d 449, 451-54 (2d Cir. 1987), McGlinchy v. Shell Chem. Co., 845 F. 2d 802, 813-15 (9th Cir. 

1988) ）（伊藤隆史「競争法の域外適用［上］」『国際商事法務』Vol.32  No.３（2004）309 頁）。 
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が反トラスト法上の責任を問われたとしても、これはイギリスの为権侵害には当たらない

として、ＩＡＴＡ各社側の請求を棄却した。 

 

（２）イギリス政府の対抗立法の発動 

 高等法院の請求棄却に対し、ＩＡＴＡ各社は控訴したが、その審理中にイギリス政府は

対抗立法である 1980 年貿易利益保護法を発動した。その内容は、イギリスで事業を行う

者は、①当該事業に関するアメリカの反トラスト法に基づく要求又は禁止（requirement or 

prohibition）に大臣の許可なく従うことを禁止される、及び、②アメリカ司法省、大陪審、

地方裁判所に大臣の許可なく文書や情報を提出することを禁止される、というものであっ

た。 

 

（３）控訴院判決 

 控訴院は、対抗立法の発動により、①ＩＡＴＡ各社はアメリカの反トラスト法の判決に

服することができず、アメリカでもし敗訴判決が出るとアメリカで法廷侮辱罪に問われる

おそれがある、及び、②ＩＡＴＡ各社はアメリカにおける訴訟に関する防御が困難になる、

という点を挙げ、レイカー航空に対してアメリカ裁判所においてＩＡＴＡ各社を相手に反

トラスト法訴訟を遂行することを禁止する差止命令を認めた。 

 

（４）貴族院（最高裁）判決84 

 貴族院は、①イギリスの航空事業者がアメリカへの運航を行っている場合には、アメリ

カでの営業についてはアメリカ法の適用を受けるので、イギリスの裁判所がアメリカの裁

判所の妨害をすることは認められない、及び、②対抗立法に基づくイギリス政府の命令は、

ＩＡＴＡ各社がアメリカの裁判所の「要求」と「禁止」に従うことを禁止するのみで、ア

メリカの裁判所の「判決」に従うことを禁止しているわけではないとして、差止命令を破

棄した。 

 

３ アメリカにおける裁判の内容 

                                                                                                                                          
83 同事件については、松下満雄『国際経済法［改訂版］』有斐閣（1999）361 頁以下によると

ころが多い。 

84 British Airways v. Laker Airways, Weekly Law Reports Vol.3 (1984) p.413 
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 レイカー航空は、アメリカ裁判所に対して、残余の事業者（ＩＡＴＡ各社のうちイギリ

スにおいてレイカー航空に対するアメリカにおける訴訟遂行禁止の差止命令を獲得した事

業者以外の事業者）が、イギリスにおいてレイカー航空に提訴して、レイカー航空のアメ

リカにおける反トラスト法訴訟の遂行を妨げることを禁止する差止命令を求めた。 

 

（１）第１審判決85 

 アメリカの地方裁判所は、この仮差止命令（preliminary injunction）を認めた。さらに、

判決によってもこの命令の正当性を認めたが、その際、以下のような理由から、イギリス

裁判所が出そうとする差止命令の妥当性を否定した。 

 ・ レイカー航空がイギリス事業者であるとの一事によって同社がアメリカにおける反

トラスト法上の３倍額損害賠償請求権がなくなるわけではない。 

 ・ イギリス裁判所の差止命令をアメリカ裁判所が正当化することはできない。 

 ・ イギリス裁判所が外国での訴訟を差し止めるのは「極めて異常な状況（the most 

extraordinary circumstances）」のもとでのみ認められるが、事業者の活動の国際化

が進んでいる現状においては、アメリカでの訴訟は「極めて異常な状況」には該当し

ない。 

 ・ アメリカの文書開示手続は裁判の公正を確保するための正当な手続である。 

 ・ イギリス事業者以外の事業者（アメリカ事業者及びその他のヨーロッパ事業者）の

アメリカ法違反に対する救済請求について、イギリス裁判所が管轄権を行使してこれ

を差し止めることの正当性には疑問がある。 

 ・ 多国籍の事業者又は外国事業者が被告である場合に、本件におけるイギリス裁判所

のアメリカ裁判に対する妨害措置を認めると、今後も同様の事例においてアメリカの

司法機能が阻害されるおそれがある。 

 さらに、ＩＡＴＡ各社のイギリスにおけるレイカー航空に対する提訴の差止めを行わな

い場合にレイカー航空が被るであろう損害として、①イギリス裁判所はレイカー航空に対

してアメリカ裁判所への提訴を禁止するであろうこと、及び、②仮にレイカー航空がイギ

リスにおいて競争法違反を理由として提訴し、原告としての地位を認められたとしても、

イギリス裁判所はＩＡＴＡ各社の損害賠償責任を認めないであろうことを挙げ、これに比

較して、アメリカ裁判所は、かかる差止めを行った場合にＩＡＴＡ各社側が被る損害はさ
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ほど大きなものとはいえず、それを根拠としてＩＡＴＡ各社を勝訴せしめるほどのもので

はないとした。 

 

（２）控訴審判決86 

 これに対して、ＩＡＴＡ各社の一部が控訴したが、連邦控訴裁判所は控訴を棄却し、原

判決を維持した。その理由は、 

 ・ アルコア事件判決以来、効果理論が認められており、外国の事業者でもその活動が

アメリカに影響を与える場合には、アメリカの反トラスト法が適用される。本件にお

いては、アメリカ・イギリス間航空運送において最も利用実の多いのはアメリカ人で

あり、レイカー航空の債権者もアメリカ人が多い。アメリカ反トラスト法の目的は、

競争の維持とアメリカ消費者の保護であるが、この立法目的から見ると、効果理論に

基づいて本件行為にはアメリカ反トラスト法が適用されて然るべきである。 

 ・ アメリカ・イギリスの両国においては、裁判所がその管轄権に服する者に対して外

国における訴訟禁止を命ずることが認められている。しかし、本件におけるイギリス

での手続は、アメリカにおける反トラスト法訴訟の实施を妨害するだけの目的のため

に行われている。また、イギリスにおけるこの手続は、ＩＡＴＡ各社のアメリカ法適

用の回避のために行われているが、これはアメリカの公共政策に反する。したがって、

これに対してアメリカ裁判所が差止命令を発するのは正当である。 

 ・ ＩＡＴＡ各社側は属人为義（paramount nationality）に基づいて、レイカー航空

がイギリス法人であることから、イギリスの管轄権が優先すると为張した。しかし、

アメリカ裁判所は、属人为義は国際法及びアメリカ法においては認められないとして、

この为張を排斥した。 

 ・ アメリカ裁判所は、国際礼譲はアメリカの公共政策に影響がある場合には認められ

ないとし、本件におけるイギリスの裁判所の差止命令はアメリカ反トラスト法の实施

を妨げるものであるので、国際礼譲を理由としてこれを認める必要はないとした。 

 ・ アメリカにおいては３倍額損害賠償請求が認められているのに対して、イギリスで

はこのような制度が存在しないのみならず、対抗立法の発動など、このアメリカの制

度に敵対的態度を採っており、この両国の競争法制の差異が、本件摩擦の根本原因と

                                                                                                                                          
85 Laker Airways v. Pan American World Airways, 559 F. Supp. 1124 (1983) 

86 Laker Airways Limited v. Sabena, Belgian World Airlines, 731 F. 2d 909 (D.C. Cir. 1984) 
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なっている。このような差異に対してはアメリカ裁判所は如何ともし難く、イギリス

政府が対抗立法を発動してアメリカの司法権に対して挑戦している現状においては、

「管轄権における合理の原則」のような利益衡量を行うことはできず、アメリカ裁判

所が管轄権を放棄することはできない。 

 

４ 域外適用問題との関連性 

イギリスの下級審においてアメリカにおける訴訟实施に対する差止命令が認められ、両

国間の法の衝突が問題となったが、イギリス貴族院がこれを破棄し、イギリス側が譲歩す

ることによって衝突が回避されることとなった。 

本件により、対抗立法によって両国の間に立つ事業者がより困難な状況に陥ることが明

らかとなったこともあって、訴訟となる前の段階での競争法の執行に関する国際的協力の

枠組みを整備することの必要性がより広く認識されるようになり87、各国間の協力が進め

られるようになった。このため、反トラスト法の域外適用に関する争いが二国間の为権の

対立にまで発展したのは、本件がおそらく最後のものとなるであろうとされる。 

 

第３ 松下・ゼニス事件（1986 年）88 

１ 事件の概要 

 松下電器、日立、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニーの日本の家電メーカー７社が、

アメリカの家電メーカーをアメリカ市場から排除する意図を持って、アメリカ市場におい

て意図的に低価格で製品を販売することを共謀・实施したなどとして、アメリカの家電メ

ーカー２社（ＮＵＥ社（National Union Electric）とゼニス社）が、シャーマン法第２条、

クレイトン法第２条ａ項違反で３倍額損害賠償請求訴訟を提起した。 

 

２ 判決の内容 

                                                
87 伊永大輔「競争法の域外適用に伴う国際的執行の現代的課題」『法学研究』80 巻 12号（2007）

573 頁。なお、競争法関連のものではないが、レイカー航空事件と同様国際的な管轄権

（jurisdiction）の衝突が問題となった事件として、アメリカのゴス社と日本の東京機械製作所

との間で争われた 1916 年アンチダンピング法事件（2003 年（平成 15 年））がある（外務報

道官談話（平成 16 年（2004 年）12 月４日））。 

88 Matsushita Electric Industrial Co. v. Zenith Radio Corp. 475 U. S. 574 (1986)  
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 地方裁判所は、公判前に公判のために提出された証拠と弁論書を検討し、①原告が依存

した証拠のほとんどに証拠能力がないこと、②証拠能力のある証拠は为張されている共謀

の存在に関する重要な事实について陪審が判断すべき「真正の問題（genuine issue）」を

提起していないこと、③共謀のいかなる推定も非合理的であることを認定し、被告の求め

た略式判決を与えた。 

 これに対し、連邦控訴裁判所は、地方裁判所が排除した多くの証拠に証拠能力があると

した上で、①略式判決を与えたことには誤りがあった、②共謀の直接証拠と状況証拠があ

ると認定し、地方裁判所の判決を破棄した。 

 連邦最高裁は、①連邦控訴裁判所が依拠した直接証拠は原告の为張した略奪的価格と関

連がない、②連邦控訴裁判所は略奪的価格決定を行うもっともらしい動機がないことを検

討しておらず、共謀の合理的動機がなければ、上告人の価格決定慣行も日本市場における

行動もアメリカ市場での価格と配給についての合意も連邦民事訴訟法の下での裁判上の

「真正の問題」になるためには不十分であるとして、連邦控訴裁判所の評価基準は適切で

ないと判示した89。 

その上で、連邦最高裁は、アルコア事件判決が有効な先例である旨判示した。 

 

３ 域外適用問題との関連性 

このことから、ハートフォード火災保険会社事件連邦最高裁判決（1993 年）よりも前に、

連邦最高裁は効果理論を採用していたと評価するものもある90。 

なお、本件は、1976 年から 1979 年にかけておこなわれた事实問題に関する証拠調べ

（discovery）において、日本被告側から提出された文書数百万枚、証言錰取（deposition）

十数人、尋問書（interrogatories）数百項目という、それまでのアメリカの反トラスト訴

訟史上まれに見る大規模訴訟に発展した。 

 

第４ アメリカ対外関係法第３リステートメント91（1987 年）第 402 条・第 403 条 

１ 同リステートメントの内容 

                                                
89 長縄友明「米欧独占禁止法」『大阪経大論集』第 61 巻第３号（2010）213 頁 
90 鈴木恭蔵「消費者保護法制の国際的適用範囲に対する競争法分野の域外適用からの考察」

『東海法学』第 28 号（2002）128 頁、牛嶋龍之介「米国反トラスト法の域外適用－国際カル

テル事件を中心として」『国際商事法務』第 494 号（2003）1063 頁 

91 Restatement of the Law Third, The Foreign Relations Laws of the United States (1987) 
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 1987 年にアメリカ法律家協会が公刊した『アメリカ対外関係法第３リステーメント』は、

反トラスト法に限定したものではなく、民事・刑事を含めた国際法上の一般原則として提

言されたものであるが、1976 年のティンバーレン事件判決で示された「管轄権に関する合

理の原則」は、同リステーメントにも大きな影響を与えた。 

第 402 条、第 403 条は次のように述べている92。 

  第 402 条 規律管轄権の基礎 

   国家は、第 403 条が適用される場合を除き、国家は以下に関する規律管轄権

（jurisdiction to prescribe law）を有する。 

   (1)(a) すべての又は为要な部分が領域内でなされる行為 

     (b) 領域内に所在する人の身分又は領域内に所在する物に対する利益 

      (c) 領域外でなされた行為であって、領域内に实質的な効果（substantial 

effect）を与えるもの、又は与えることを意図したもの 

   (2) 領域内外における自国民の行為、利益、身分又は関係 

   (3) 自国民以外の者による領域外の行為で、自国の安全又はその他の限られた種類

の国家利益の侵害に向けられたもの 

  第 403 条 規律管轄権に対する制限 

   (1) 第 402 条の管轄権の基礎の１つが存在している場合であっても、国家は、他国

と関連を有する人又は行為につき規律管轄権を行使することが相当でない

（unreasonable）ときは、管轄権を行使することができない。 

   (2) 人又は行為に対する管轄権の行使が相当であるかどうかは、次に掲げるものを

含むすべての関連する要素を、事案に応じて斟酌することにより決定するものと

する。 

       (a) 行為と、それを規制する国家の領域との結びつき、すなわち、行為が国家の

領域内でなされる程度、又は行為が領域に対し、若しくは領域内で实質的、直

接的かつ予見可能な効果を生ぜしめる程度 

                                                
92 翻訳は、アメリカ対外関係法リステイトメント研究会「アメリカ対外関係法第三リステイト

メント（一）」国際法外交雑誌 88 巻５号（1989）80 頁、同「（二）」88 巻６号（1990）60 頁

によった。 
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    (b) 国籍、居所又は経済的活動のような、規制する国家と規制される行為に为と

して責任を負う人との関連、又は国家とその規制により保護されるべき人との

関連 

    (c) 規制される行為の性格、規制する国家にとってその規制が有する重要性、他

国がその行為を規制する程度、及びその規制が一般に望ましいとして受け入れ

られる程度 

    (d) その規制によって保護され、又は損なわれる正当な期待の存在 

       (e) その規制が政治的、法的又は経済的な国際秩序にとって有する重要性 

       (f) その規制が国際秩序の伝統と一致している程度 

       (g) 他国がその行為を規制することに対して有する利害関係の程度 

       (h) 他国の規制と抵触する蓋然性 

  (3) ２つの国家がともに人又は行為に対して管轄権を行使することが不相当とは

いえない場合において、これらの国家による規律が互いに抵触するときは、いず

れの国家も、前項に掲げるものを含むすべての関連する要素を考慮して、管轄権

を行使することに対して有する自国の利益を他国の利益と同様に斟酌する義務を

負う。国家は他国の利益が明らかに大きいときは他国に譲歩しなければならない。 

 

２ 反トラスト法の域外適用問題との関連性 

 同リステートメントの法理を反トラスト法上の問題に当てはめて考えてみると、第 402

条(1)(a)は属地为義、(c)は効果理論を認めているものと考えることができるが、これらの

原則は「第 403 条が適用される場合を除き」「有する」ものとされている。また、第 403

条は、国際礼譲とその要件を定めており、結果として同リステートメントでは「管轄権に

関する合理の原則」が採用されていると解することができる。 

 

第５ 国際事業活動に関する反トラスト執行ガイドライン（1988 年） 

１ 同ガイドラインの内容 

（１）「管轄権に関する合理の原則」 
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アメリカ司法省は、1977 年のガイドラインを変更し 1988 年に発表した『国際事業活動

に関する反トラスト執行ガイドライン』93において、「管轄権に関する合理の原則」をアメ

リカの公式の方針として採用している94。 

同ガイドライン PartⅠの５「反トラスト局による管轄権为張の裁量権の行使における判

断要素」は、以下のように述べている95。 

① 国際礼譲の考慮から、外国の为権上の重大な利益が損なわれないかを検討して、

管轄権の行使が合理的かどうかを決定する。 

② ①の検討を行う際には、まず、外国のどのような法律と政策が関係してくるかを

検討する。多くの場合には、反トラスト法管轄権の行使が外国の法律と政策との対

立をもたらすことはない。例えば、外国政府から奨励（encouraged）されたもので

はなく単に反トラスト法適用除外となっているだけの輸出カルテルがアメリカ市場

に影響を及ぼす場合には、これを反トラスト局が訴追することは適当である。 

③ 反トラスト法の管轄権下に入る反競争的行為が、外国政府により奨励されるか振

興され（encouraged or promoted）ている場合には、対立が生じる。その行為が外

国政府により強制されている場合には、外国政府強制の理論による抗弁（defense）

により、反トラスト法上の責任から逃れられるだろう（may）。そうでない場合には、

反トラスト法行使によるアメリカ政府の利益と外国政府の利益を比較衡量する。 

 

（２）輸出取引に対する域外適用の可否 

同ガイドライン脚注 159 において、アメリカ司法省は、アメリカの消費者の利益を害す

る国外の反競争的行為に対してのみ懸念を有するものであり、アメリカの輸出者の利益を

                                                
93 Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations 

94 本ガイドライン作成に当たり、アメリカ司法省は、原案を連邦官報に公表し、広く関係者の

意見を求める手続を採った。しかし、その後に作成された 1992 年の司法省・ＦＴＣの水平的

合併ガイドラインについては、こうした手続は採られていない（栗田誠『实務研究 競争法』

商事法務（2004）232 頁）。 

95 これは、第一に検討すべきはアメリカ国内において「实質的」な効果があるかどうかであり、

そのような効果がなければ、それだけで反トラスト法を外国事業者へ適用しないとの結論を下

すべきであり、「实質的」な効果が認められた場合にはじめて「管轄権に関する合理の原則」

の諸要素を検討に入るべきとする説（W. L. Fugate, Foreign Commerce and the Antitrust 

Laws. Vol. 1., Boston and Toronto, Little Brown and Co., 1982, p. 89）に沿ったものである。 
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害する国外の反競争的行為であっても、アメリカの消費者に直接影響を与えないかぎり、

反トラスト法の執行を行わない方針が示された。 

この脚注 159 では、ＦＴＡＩＡがこれを射程の範囲内としていることを認識しつつ、ア

メリカ司法省における運用の問題として、アメリカからの輸出に影響があるに過ぎない行

為は取り上げないという方針を明らかにしたものである96。 

 

（３）「外国政府強制の理論」 

同ガイドライン PartⅠの６において、「外国政府強制の理論」に関して、反トラスト局

は、次の状況下で外国政府から強制された反競争的行為については、これを訴追しないと

されている。 

① 外国政府の強制に従わない場合には、その外国事業者に相当の刑罰が課せられる

か、相当の便益が否定されること。 

  ② 政府の強制に従わない場合には①の結果を生じることについて、外国政府から正

式の意見表明があった場合には、一般的に、当該行為が強制されたものであること

の十分な立証があるものとみなす。 

  ③ 外国事業者の行為が外国政府から奨励され、許容され、あるいは外国の法と政策

に合致しているだけでは十分ではない。 

  ④ 外国事業者の行為の全部あるいは一部が明らかにアメリカ国内で起きたものであ

る場合には、外国政府強制の理論による抗弁を認めない。 

同ガイドラインは、外国政府が輸出規制を内容とする反競争的行為を単に「示唆した」

（instigate）が「強制」はしていない場合には、当該政府の示唆が同国の重要な国益の増

進に役立つ限り、国際礼譲の観点から司法省がこれに対して訴追しないと決定することも

「あり得る」（may lead the Department not to challenge）とし、特にかかる外国政府の

決定がアメリカ政府の要求による場合には、それを訴追しない公算が高まるとしている。

この規定は、おそらくは当時日本政府がアメリカ政府の要求に応えて实施していた輸出自

为規制を念頭に置いて作成されたものと思われる97。 

 

                                                
96 白石忠志「自国の独禁法に違反する国際事件の範囲（上）」『ジュリスト』1102 号（1996）

69 頁 
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（４）企業結合規制 

 同ガイドラインの事例４において、企業結合の当事会社がすべて外国事業者であり、そ

の資産のすべてがアメリカ国外に存在する場合は、たとえ結合会社の商品のアメリカ国内

での市場シェアが 60％を占める場合であっても、通常、アメリカ司法省は訴追しないであ

ろうという見解を採った。 

 

２ 「管轄権に関する合理の原則」に対する評価 

 同ガイドラインにおいて、「管轄権に関する合理の原則」の理論の集大成を見たといえる。 

この「管轄権に関する合理の原則」に対しては、「経済的な規制立法の適用を考える際

に考慮すべき要素を列挙し、その解決方法を考える点からみて、重要な視点を提供するも

のといえよう」として積極的に評価する見解もあるが98、「この調整方法は、柔軟性に富み、

公正な結果を導きうるが、他方では非常に为観的に適用されるおそれがあり、一貫性を欠

き、結論を確定することができない可能性がある」99、国際法上の「管轄権の行使は一国

の規制権の適正な範囲でなければならない」との了解との関係からして問題がある、「相互

に関連性の乏しい各要因が、各要因の比重も明らかにされずに列挙されているだけであっ

て（しかも要因の範囲についても合意がない）、とうてい裁判所に対しての有効な裁判規範、

指針となるものでない」100、「競争当局の原決定の適法性の審査を求められた国内裁判所

にこうした総合的な考慮を要求することは、裁判所の司法機関としての性格から見ても、

また、裁判所に過大な負担をかける可能性から見ても、その妥当性には疑問がある」101、

「裁判所をして、もともと行政府が処理すべき国家相互間の複雑かつ微妙な外交問題につ

いての判断を余儀なくせしめ、ややもすれば行政府の介入を招く危険性をもっている」102、

との批判も強かった。 

                                                                                                                                          
97 松下満雄「国際取引をめぐる法構造」松下満雄、神崎克郎、岡村堯、小原喜雄『現代経済法

講座 10 国際取引と法』三省堂（1991）51 頁 

98 松岡博『アメリカ国際私法の基礎理論』大阪大学出版会（2007） 
99 国際法曹協会報告書 International Bar Association, Report of the Task Force on 

Extraterritorial Jurisdiction (2009). 土田和博「独占禁止法の域外適用と管轄権抵触・競合の

調整方法」『独占禁止法の域外適用』早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の

創造（2010）38 頁 

100 村上政博『アメリカ独占禁止法［第２版］』弘文堂（2002）335 頁 

101 中川淳司、清水章雄、平覚、間宮勇『国際経済法』有斐閣（2003）316 頁 

102 本田直志「国際的競争制限に対する法規制の現状と問題点」『一橋論叢』第 102 巻第１号

（1989）66 頁 
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その後、1980 年代以降、経済活動の国際的な相互依存が強まってきたことに伴い、改め

てアメリカ国内の政財界から反トラスト法の域外適用を求める要請が増えてきたこと、ま

た、アメリカ国内の学説上も「管轄権に関する合理の原則」に対する上記のような問題点

の指摘が強まってきたことから、アメリカでは、1990 年代以降、再び効果理論に基づく積

極的な域外適用が論じられるようになっていった。 

 

第６ メルク・コノート事件（1990 年） 

１ 事件の概要 

フランス事業者メルク（Merieux）社とカナダ事業者コノート（Connaught）社が企業

結合しようとしたが、本件企業結合がアメリカの狂犬病ワクチンの市場での将来の競争を

脅かすものであったため、連邦取引委員会が調査を開始した。 

 

２ 調査の結果 

 本件においては、両社のアメリカ国内の関連資産は極めて尐ないものであったため、

1988 年のガイドラインの事例４とよく似た事例であり、同事例によれば司法省は訴追しな

いとされたはずのものであった。にもかかわらず、連邦取引委員会は手続を進め、コノー

ト社に改善措置を命じた。 

 

３ 域外適用問題との関連性 

この結果、たとえアメリカ国内にまったく資産がない場合であっても、アメリカの市場

に实質的な効果を有する限り、完全に外国事業者同士の企業結合に対しても反トラスト法

の域外適用を为張する可能性が高くなった。 

この方針はアメリカ司法省においても採用され、1995 年の「国際事業活動に関する反ト

ラスト執行ガイドライン」において確認された103。 

 

第７ 1988 年の執行ガイドラインの変更（1992 年） 

１ 執行ガイドラインの変更の内容 

                                                
103 ブルーノ・ザネッティン「国際レベルでの競争当局間の協力」『阪南論集 社会科学編』42

巻２号（2007）134 頁 
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1992 年４月に、アメリカ司法省104は、1988 年に公表した執行ガイドラインの一部を変

更し、アメリカの消費者に直接影響を与えるか否かにかかわらず、アメリカの輸出者の利

益を害する輸出先（の外国）事業者の行為に対しても、反トラスト法を域外適用していく

という方針を発表した105。そこでは、アメリカからの輸出に対して直接的、实質的かつ合

理的に予見可能な効果を有する反競争的行為が対象とされ、具体的には、輸入に係るグル

ープ・ボイコット、価格カルテル及びその他の排他的行為が挙げられている。 

 

２ アメリカ司法省の根拠 

 アメリカ司法省は、過去にも輸出取引に対する域外適用を認めた事例があったとして次

の事例を引用している。 

 

（１）日本海産物輸入組合事件106 

アメリカのアラスカから加工蟹を輸入している複数の日本の商社に対して、日本の水産

庁が、過当競争を止めさせようとして、行政指導で協会を作らせた。同協会で情報交換が

あったことはわかっている。これに対して、アメリカの漁業組合が、この日本の海産物輸

入業者らの団体はアラスカの製造事業者からの加工蟹の輸入において価格カルテルを行っ

たとして、アメリカ司法省に申告し、刑事訴追の準備を始めた。 

このカルテルは、完全にアメリカ国外で行われたものであり、この外国事業者による輸

入カルテルはアメリカの加工蟹輸出価格を下落させる効果を持っていたため、明らかに

1988 年ガイドライン脚注 159 に該当する事例であった。 

 しかし、本件は同意判決で解決したため、法的先例とはならなかった。 

なお、同意判決に至った経緯としては、アメリカ側が刑事訴追の準備を始めたことを察

知した日本政府側（水産庁、外務省、通産省、公正取引委員会）が、アメリカ側に刑事訴

追は止めてほしいと要請したところ、アメリカ側も刑事訴追は取りやめ、民事訴訟を提起

                                                
104 U.S. Department of Justice, Pub. No. 92-117, Justice Department Will Challenge 

Foreign Restrains on U.S. Exports under Antitrust Laws (1992), p. 1. 

105 1988 年ガイドライン脚注 159 の撤回は、为として日本事業者、とりわけ、アメリカにおい

て日本市場に入り込むのに大きな障害として受け止められた日本の系列システムに対して向

けられたものであった（ブルーノ・ザネッティン「国際レベルでの競争当局間の協力」『阪南

論集 社会科学編』42 巻２号（2007）140 頁）。 

106 United States v. Itoh & Co., 1982-83 Trade Cas. (CCH) 65010 (W.D. Wash. 1982) 
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することとし、日本側もこれに同意し、同意判決が行われるに至ったものである。同意判

決の内容は、 

・ 日本の各商社が日本国内で蟹の輸入価格情報を交換することを禁止する 

・ 日本の各商社はアメリカ司法省に輸入組合蟹委員会の会合の内容を個別的に報告

しなければならない 

・ ただし、この報告において、日本の各商社相互間において、相互に連絡をしては

いけない 

とするものであり、上記はすべてアメリカ国内ではなくアメリカ国外である日本における

行為の禁止を要求したものであった。 

 

（２）ゼニス事件107 

 カナダのパテント・プールは、カナダにラジオやテレビを輸出するアメリカ事業者への

ライセンスを拒絶したが、これは、パテント・プールの一部を構成する別のアメリカ事業

者が画策したものであった。これに対して、裁判所は、「アメリカの事業者が当事者となっ

ている共謀によってアメリカの国内及び外国通商が制限され」シャーマン法違反があった

と判示した。 

 この事例は、結果的にはかなり大きな域外的な広がりを持つものではあったが、しかし

ながら、アメリカ事業者の外国市場への輸出を制限する別のアメリカ事業者の行為に向け

られたものであったため、属人为義の原則に基づいても管轄権を説明できるものであった。

よって、1988 年ガイドライン脚注 159 に該当する純粋な事例とは言い難い。 

 

（３）大昭和インターナショナル事件108 

 連邦地方裁判所は、アメリカの輸出事業者との取引を排除した日本の木材チップ輸入事

業者の価格固定カルテルに対して管轄権を为張しうるとした。しかしながら、この事例は

上訴されず、管轄権の問題について、上級裁判所が判断する機会はなかった。 

 

３ 執行ガイドラインの変更に対する各国の反応 

                                                
107 Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc., 239 F. Supp. 51 (N.D. Ⅲ. 1965), rev’d 

388 F. 2d 25 (7th Cir. 1967), aff ’d in part, rev’d in part, 395 US 100 (1969) 
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従来、競争法の域外適用で論じられてきたのは、自国の市場に影響を及ぼす国外での行

為についてであったのに対し、今回の執行ガイドラインの変更で定められたのは、自国の

市場への影響ではなくて、自国からの輸出に影響のある行為に自国競争法を適用するとい

うものである。 

こうした自国の輸出を制限する領域外での行為についてまで効果理論の解釈を拡大し、

領域内市場に实質的効果を及ぼすかどうかにかかわらず、「領域内の輸出者に悪影響を与

えている」として、自国の競争法を域外適用していくアメリカの方針は、国際的にコンセ

ンサスのある効果理論の考え方の枠を超え、他の国には全く例がない109。 

このアメリカ司法省の方針変更に対して、日本政府は直ちに 1992 年４月「国際法上許

容されないアメリカ国内法の域外適用にあたるとの立場」から遺憾の意を表明するととも

に、運用面における慎重な対応を要請している110。また、ヨーロッパ諸国も日本と同様の

懸念を表明している。 

 

第８ ハートフォード火災保険会社事件111（1993 年） 

１ 事件の概要 

アメリカの再保険事業者らとイギリスの保険事業者らが、アメリカの商業総合保険

（Commercial General Liability Insurance）の再保険に関し、一定の再保険を扱わない

という協定をイギリスにおいて結んだ。カリフォルニア州をはじめアメリカの 19 州の司

法長官及び多数の私人の原告は、この協定を实行したことがシャーマン法第１条に違反す

るとして、1988 年に差止めを求める訴訟を提起した。 

イギリスの被告は、この協定はイギリスで締結されたものであり、かつ、イギリス保険

市場において長期にわたり確立された慣行で、イギリス法上は合法であり、イギリス政府

                                                                                                                                          
108 Daisyowa International v. North Coast Export Co., 1982-2, Trade Cas. (CCH) 64774 

(NC Cal 1982) 

109 経済産業省通商政策局編『2007 年版 不公正貿易報告書』（財）経済産業調査会（2007）

356 頁 

110 経済産業省通商政策局編『2007 年版 不公正貿易報告書』（財）経済産業調査会（2007）

357 頁、第 145 回国会参議院経済・産業委員会会議錰第８号（平成 11 年４月 20 日）14 頁の

公正取引委員会事務総局経済取引局長答弁。なお、白石教授は、日本の政府見解は「そのよう

な事案においては、米国供給者の供給先が日本であれば我が国市場の問題なのであって、日本

独禁法が適用されるべきである」としたものであり、この見解は自らの为張する自国所在需要

者説で説明できるとしている（白石忠志『独占禁止法』有斐閣（2006）358 頁）。 



 55 

の政策にも適合するものであると为張した。さらに、完全にアメリカ国外で、非アメリカ

人により行われた行為であり、また当該行為が行われた場所では合法であるものについて

は、シャーマン法は適用されるべきではないとの理由により、彼らに対する訴えは却下さ

れるべきであると申立てた。 

この申立により、为要な争点の１つとして、国際礼譲の観点から「管轄権に関する合理

の原則」を適用すべきかどうかが争われた。 

 

２ 判決の内容 

第１審はティンバーレン事件判決における国際礼譲の原則から請求を棄却したが、控訴

審ではティンバーレン事件における国際礼譲の原則は管轄権の行使を禁止するものではな

かったとして第１審の判断を覆した。 

 連邦最高裁では法廷意見は僅差（５対４）で分かれたが、「管轄権に関する合理の原則」

を採用したスカリア判事（Justice Scalia）らの意見は尐数意見となり、スーター判事

（Justice Souter）らの多数意見は効果理論を採用した。 

 同判決（多数意見）は、外国取引反トラスト改善法（ＦＴＡＩＡ）の制定に当たり議会

は、裁判所が当該国際事件について管轄権があると決定した場合に国際礼譲を考慮して管

轄権の行使を抑圧すべきか否かについては何ら言及しておらず、このことは現行判例法を

維持する意図を有することを示しているとし、「今では、シャーマン法は、アメリカに幾ば

くかの实質的効果（substantial effect）を及ぼすことを意図して、实際に効果を及ぼした

外国での行為に、適用されるということは、確立している。」（スーター判事）と述べ、効

果理論を採用することを明らかにした。 

 この点から、判決は、本件でイギリスにおいて締結された再保険事業者の協定はアメリ

カにおける保険市場に实質的効果をもたらすものであって、シャーマン法の適用範囲に入

るとした。 

 また、判決は、同時に２つの国の法律の規制下にある者が両方の法律に従うことができ

る状態においては、法の抵触は存在しないとした。そして、本件協定がイギリス法の下で

合法であることは、アメリカのシャーマン法の適用を妨げるものではなく、それは、イギ

リス法が、再保険事業者に対して、アメリカ法に違反するようなかたちの行動をとること

を強制しているわけではないからであると分析している。 

                                                                                                                                          
111 Hartford Fire Insurance Co. v. California et al., 509 U.S. 764 (1993) 
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この分析を前提に、判決は、２つの国の法律の間に「真の抵触（true conflict）」が存在

する場合、すなわち同時に２つの国の法律の規制下にある者が両方の法律に同時に従うこ

とができない状態、さらに分析すると 

① 外国の法律がアメリカの法律の禁止する方法で行動することを義務付け又は強制

している場合、 

② アメリカの法律を遵守することが外国の法律によって発動される命令に違反する

場合 

に限って、国際礼譲に基づいて管轄権の行使が控えられるとした。 

 

３ 域外適用問題との関連性 

 以上のことから、本連邦最高裁判決は、「外国政府強制の理論」を適用するに当たっては、

当該行為を合法とする外国の法律又は許可・奨励する外国政府の政策が存在することだけ

では「真の抵触」に該当せず、その場合に管轄権の行使を差し控えるよう配慮する必要も

ないことを意味し112、明白に反トラスト法の域外適用を広く認め、消極的礼譲、国際礼譲

の範囲を狭く限定するものであるといえる113。 

よって、同判決は、「管轄権に関する合理の原則」を完全に否定するとともに114、1945

年のアルコア事件判決で認められた効果理論が初めて連邦最高裁でも承認されたものと理

解されている。 

本判決に対しては、「真の抵触」のある場合が稀であることに鑑みると、ほとんど国際

礼譲に頼ることがなくなり、实際には、アメリカの裁判所が外国の利益を考慮することを

制限することとなるとの批判があり、これに反する下級審判決も出ている115。また、アメ

リカ司法省、連邦取引委員会は、従来からどちらかというと国際礼譲に配慮する方針を採

っており、本判決後の 1995 年に出された『国際事業活動に関する反トラスト執行ガイド

ライン』においても、本判決を承認しつつも国際礼譲を加味したものとなっている116。 

                                                
112 村上政博『独占禁止法［第２版］』弘文堂（2000）528 頁 

113 このことから、同判決によって「礼譲は死んだ」とも言われている（松下満雄「エムパグ

ラン事件米最高裁判決」『国際商事法務』Vol.32  No.10（2004）1300 頁）。 

114 村上政博『アメリカ独占禁止法［第２版］』弘文堂（2002）335 頁 

115 メトロ事件判決、Filetech S.A.R.L. v. France Telecom, 978 F. Supp. 464 (S.D.N.Y 1997) 

116 ブルーノ・ザネッティン「国際レベルでの競争当局間の協力」『阪南論集 社会科学編』42

巻２号（2007）133 頁 
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第９ ピルキントン事件（1994 年） 

１ 事件の概要 

イギリスのガラスメーカーであるピルキントン社は、世界の为要ガラスメーカーのすべ

てと特許及びノウハウのライセンス契約を締結していた。 

同社とアメリカ事業者との特許ライセンス契約が既に失効しているにもかかわらず、同

社は、その付随条項である地域制限や輸出制限、更にサブライセンシングの禁止等の条項

を有効のままとしていた。 

これに対し、アメリカ司法省は、これらの制限条項はアメリカ事業者によるガラスの輸

出若しくはアメリカ国外でのガラスの生産を制限しており、アメリカ輸出者の利益を害す

る不当な取引制限に当たるとして、1994 年５月、1992 年の執行ガイドライン変更後初め

て、ピルキントン社を反トラスト法違反で提訴した。 

 

２ 和解判決117の内容 

本件については、ピルキントン社と司法省の間で和解判決に合意され、同社はアメリカ

事業者の輸出や生産を制限することとなるいかなるライセンス契約に基づく権利も为張し

てはならないとされた。これは、1992 年に行われた 1988 年執行ガイドラインの変更に沿

ったものといえよう。 

 

第 10 国際的反トラスト法執行援助法118（1994 年） 

１ 法律の概要 

 同法は、競争法違反について競争当局相互間の秘密性を有する情報・証拠の提供が可能

となるように、①競争法の執行のために利用すること、②相互性が保障されること、③秘

密性の保持が確保されていることを条件に、文書による協定を締結し、アメリカ競争当局

が保有する、又は相手国競争当局から要請を受けて入手した、情報・証拠を相手国競争当

局に提供できる旨の権限を付与した。 

 

２ 同法の効果 

                                                
117 United States v. Pilkington PLC 59 Fed. Reg. 30604 (14 June 1994) 

118 The International Antitrust Enforcement Assistance Act of 1994，ＩＡＥＡＡ 
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従来の競争法協力協定では、機密情報を他国と交換することは制限されていたが、この

法律の制定によって、競争法違反について刑事・民事を問わず、また、情報提供者の同意

を得ずに、競争当局が強制調査権を行使して収集した証拠を相互に交換し共有することが

認められ、アメリカ司法省及び連邦取引委員会に機密情報の交換を含む相互援助協定を外

国の競争当局と締結する権限を与えることとなった119。 

具体的には、同法に基づく相互援助協定の存在を前提に、アメリカ司法長官はアメリカ

の手続で用いる証拠のための捜査令状を発効することを、司法長官に相当する外国の機関

の長に求めることができる。さらに、標準的な情報請求手続では、例えば、アメリカの裁

判所の発行した令状で外国に所在する外国事業者の事務所に立ち入ることを認めている

120。これによりアメリカ司法省の国際的刑事捜査に使用することのできる文書を入手する

ことができることとなった。 

同法により、アメリカと各国間の調査協力や排除措置の調整を行う体制が一段と整備さ

れるようになった。ただし、同法では、相手国をアメリカと執行援助協定を結んでいる国

に限定しており、この執行援助協定の締結に当たっては、相手国側に、アメリカと同程度

の支援が可能であること、提供された秘密情報が適切に保護されることを条件として求め

ている。このようなことから、アメリカにとっての同法制定の真の目的は、外国にもアメ

リカと同様な法律の制定を働きかけ、これを通じて、アメリカ反トラスト法の国際的執行

を強化しようというところにあった121と言われている。 

 同法に基づく執行援助協定の第１号として、同様な国内法である「刑事相互援助法」

（1987 年）及び「ビジネス規制相互援助法」（1992 年）を制定していたオーストラリアと

の間で、執行援助協定が 1999 年に締結された。 

 

第 11 国際事業活動に関する反トラスト執行ガイドライン122（1995 年） 

１ 制定の背景 

                                                
119 同法の制定につき、アメリカ議会では共和党、民为党の両会派から支持され、また、实業

界、弁護士会もおおむね支持したが、それらいずれにおいても、外国競争当局に対して提供す

る情報の秘密保持に関して懸念があるとの意見が表明されている（多田英明、奥村豪、田村亮

平、伊永大輔、渥美雅之「外国当局との次世代協定締結に向けた調査研究」（2009））。 

120 Ｊ．Ｈ．シェネフィールド、Ｉ．Ｍ．ステルツァー『アメリカ独占禁止法 改訂版』三省

堂（2004）120 頁 

121 松下満雄『国際経済法［改訂版］』有斐閣（1999）415 頁 
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 1988 年の横須賀アメリカ海軍基地談合事件、1991 年の横田アメリカ空軍基地談合事件

という２つの在日アメリカ軍基地に関する談合事件において、談合が起きたのは日本であ

るが、談合の結果、在日アメリカ軍が超過支払を余儀なくされるという事態が生じた。 

 これらの事件は、日本の国内で行った談合であるので、日本の独占禁止法が適用される。

しかし、その一方、在日アメリカ軍の支払資金はアメリカの納税者から出たものであるの

で、その意味では結局アメリカに影響があることになるため、アメリカの反トラスト法も

適用されるかが問題となった。 

实際には、これらの事件においては、アメリカとの関係では日本事業者側が一種の和解

の形でアメリカ当局に一定額を支払ったため、反トラスト法の適用は行われずに収束した。

これは、日本事業者側が、３倍額損害賠償を取られると非常に影響が大きく、また、訴訟

費用も莫大になるため、争うよりもむしろ和解金を支払ったほうが得策であるとの判断を

したものと思われる123。 

しかし、アメリカとしては、このような談合の場合についても反トラスト法を域外適用

すべく、理論構成する必要が生じた124。 

 

２ 新執行ガイドラインの内容 

そこで、アメリカ司法省、連邦取引委員会は、1995 年の『国際事業活動に関する反トラ

スト執行ガイドライン』において、効果理論のもとで、外国で締結された価格引き上げ協

定について、カルテル参加者がアメリカにおいて製造しておらず、アメリカ子会社を有し

ていない場合であっても、①アメリカへ当該物品を直接販売している場合、②アメリカ国

外の独立した仲介業者に販売したが、その仲介業者が当該物品をアメリカへ再販売するこ

とを知っていた場合には、反トラスト法を域外適用するとした125。 

                                                                                                                                          
122 Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations 

123 松下満雄「国際事案に対する競争法の適用」公正取引委員会競争政策研究センター第 10回

公開セミナー講演錰（2007）７頁 

124 なお、アメリカにおいてもこれを疑問視する見解もある（Marina Lao, Jurisdictional 

Reach of the U.S. Antitrust Laws: Yokosuka and Yokota and Footnote 159 Scenarios, 46 

Rutgers Law Review 821 (Winter 1993). 松下満雄『国際経済法［改訂版］』有斐閣（1999）

400 頁）。 
125 日本政府は、同ガイドラインの作成段階において、アメリカの域外適用が国際法上認めら

れないものであること、アメリカの輸出業者の保護を目的とする法執行は競争秩序の維持とい

う競争法の目的を逸脱する危険があること、外国で行われている反競争的行為についてアメリ

カが是正を求めるのであれば、当該国に対し、通報・協議し、当該国の競争当局がその国の競
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また、同ガイドラインは、1992 年に行われた 1988 年執行ガイドラインの変更を受け継

ぎ、アメリカの輸出業者を対象として外国で形成、实行された共同ボイコット、輸入制限

カルテルに対しても反トラスト法を適用しうるとし、域外適用に積極的な姿勢を改めて明

らかにした126。 

さらに、同ガイドラインは、クレイトン法第７条における外国における企業結合にも適

用できるとした。すなわち、同ガイドラインの 3.14 の事例Ｈは、外国事業者２社の企業結

合で、両社ともアメリカ国内に販売事務所を置き対人管轄権に服するが、アメリカ国内に

は生産設備を有しない場合を想定しているが、このような場合でも、企業結合がアメリカ

の輸入あるいは輸出に实質的な効果を有する場合には、管轄権を为張しうるとした。 

また、同ガイドラインには、反トラスト法の域外適用に当たって「国際礼譲」を考慮す

ること、反トラスト法執行の必要性と外交政策上の配慮との比較衡量によって、反トラス

ト法を域外適用するか否かを判定すべき（かつ、そのような判定はアメリカ司法省、連邦

取引委員会が行うべきであって、裁判所ではそのような考慮を行うべきではない）旨が明

記された127ものの、そこでは「国際礼譲」の範囲を狭く限定する解釈を採用したハートフ

ォード火災保険会社事件最高裁判決が引用されている。さらに、同ガイドラインは新しい

                                                                                                                                          
争法の執行によって行うべきであるとの意見を出した（山田昭雄「国際カルテルに対する規制

について」『法学新報』第 109 巻 11・12 号（2003）151 頁）。 

126 なお、1977 年ガイドラインの起草者であるベーカー元反トラスト局長によると、1977 年

ガイドラインは、アメリカ事業者は厳格な反トラスト法の規律下にあり外国事業者と比較して

不利な条件下に置かれているというアメリカ事業者の为張に対して、反トラスト法の規制は不

合理なものではないことを説得するために発表された。また、1988 年ガイドラインは、反ト

ラスト法の施行が緩和された時代の産物であり、研究者に読ませるために発表された。そして、

1995 年ガイドラインは、外国事業者に読ませるために発表されたものであるとしている

（Donald I. Baker, The New International Guidelines: An Aggressive Restatement of Some 

Confrontational Principles, FTC: Watch, No. 421 (Oct. 24, 1994). 松下満雄『国際経済法［改

訂版］』有斐閣（1999）401 頁）。 

127 村上教授は、本ガイドラインにおける競争当局の判断基準を①海外での行為と比較して、

米国国内における行為の被疑事实に対する相対的重要性、②当該行為に関与している、または

当該行為によって影響を受ける者の国籍（当事者の国籍）、③米国の消費者、市場または輸出

業者に影響を及ぼす目的の存否、④国外での効果と比較して、当該行為の米国に対する効果の

相対的重要性または予見可能性、⑤当該行為により助長または阻害される合理的な期待の存在、

⑥外国法または明確な外国の経済政策との衝突の程度、⑦同一の者に関して別の国の執行活動

（執行活動に起因する救済措置を含む）が影響を受けるおそれの程度、⑧米国の執行措置と比

較した外国の執行の可能性の８つに整理している（村上政博『アメリカ独占禁止法［第２版］』

弘文堂（2002）336 頁）。 
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重要な要素を加えている。それは、①アメリカの執行活動が外国の競争法執行活動に与え

る効果と②反競争的な行為を取り除くための外国による競争法執行の有効性である。これ

は、アメリカ当局による訴訟の提起が、外国の競争当局によって採られている手続の目的

を妨げる場合には、アメリカは訴訟の提起を控えるという可能性を示唆したものであり、

各国競争当局の連携があることを前提とした上での国際礼譲であることを示したものとい

えよう128。 

 

第 12 メトロ事件（1996 年） 

１ 控訴審判決129の内容 

 外国において行われた行為は、それがアメリカの外国通商に实質的影響を与える場合に

のみアメリカ法の適用を受けるのであって、当然違法の原則を適用することは適当でなく、

アメリカの外国通商にいかなる影響を与えるかを検討する必要があると判示した。 

その上で、本判決は、原告が当該行為がどの程度アメリカ通商に影響を与えているかに

ついて立証していないとして、請求を棄却した。 

 

２ 域外適用問題との関連性 

 本判決は、アメリカ国内で行われれば当然違法の原則が適用される行為であっても、外

国において行われる場合には、（その違法性が「管轄権における合理の原則」にしたがって

判断されるという意味でなく、）管轄権の原則としてアメリカの外国通商に实質的影響を及

ぼす場合にのみ、シャーマン法が域外適用され、シャーマン法第１条違反が成立すること

を示したものである130。 

 よって、本判決は、ハートフォード火災保険会社事件判決よりは国際礼譲に配慮したも

のといえる。 

 

第 13 日本製紙事件（感熱紙カルテル事件）（1997 年） 

１ 事件の概要 

                                                
128 Ｊ．Ｈ．シェネフィールド、Ｉ．Ｍ．ステルツァー『アメリカ独占禁止法 改訂版』三省

堂（2004）109 頁参照 
129 Metro Industries Inc. v. Sammi Corp., 82 F. 3d 839 (9th Cir., 1996), cert. denied, 117S. 

ct 181 (1996) 
130 村上政博『アメリカ独占禁止法［第２版］』弘文堂（2002）331 頁 
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1990 年代初頭、三菱製紙、新王子製紙、日本製紙は、日本において、対アメリカ輸出用

のファクシミリ用感熱紙の販売に関するカルテルを結んだ131。 

1995 年９月、三菱製紙と新王子製紙はアメリカ司法省との司法取引に応じ、両社合計

355 万ドルの罰金を払うことで決着した。しかし日本製紙は司法取引に応じず最後まで争

う姿勢を見せたので、同年 12 月、アメリカ司法省により、日本製紙は日本国内で対アメ

リカ輸出用カルテルを行い、アメリカ国内に实質的な効果を及ぼしているとしてシャーマ

ン法第１条違反容疑でマサチューセッツ連邦地方裁判所に起訴された。 

 

２ 判決の内容 

（１）第１審判決132 

 第１審において、アメリカ司法省は、アルコア事件判決、ハートフォード火災保険会社

事件連邦最高裁判決を引用して、本件カルテルは違法であると为張した。一方、日本製紙

は「カルテルの事实はない」と为張しつつも133、まず、起訴されている事实はもっぱら日

本国内での行為であるところ、シャーマン法はアメリカ国内での行為だけを処罰するもの

であり、その「域外適用は日本の为権を侵害している」として、訴えの却下を求めた。 

1996 年９月、マサチューセッツ連邦地方裁判所は日本製紙の为張を認め、「司法省が引

用した判例はすべて民事判例である一方、本件は刑事事件であり、民事判例で確立した原

則は当然には刑事判決には適用できず」、刑事事件において効果理論に基づく域外適用を行

うことには疑問があるとして原告（司法省）の申立てを却下した。これは、刑事事件の場

合には民事事件の場合よりも謙抑性・厳格性が必要であり、民事事件における判例は当然

には刑事事件には適用できないとする考えによるものであった。 

                                                
131 なお、日本事業者が本件価格カルテルを結んだ背景として、アメリカ国内の競争事業者ら

がダンピング提訴等の妨害行為を行おうとしたため、これを沈静化させるために価格協定によ

って価格を引き上げたという事情があった（松下満雄「ファックス・ペーパー反トラスト事件

差戻審判決」『国際商事法務』Vol.29  No.１（2001）24 頁、ジョエル・ダビドゥー「通商法

の執行と反トラスト法」『国際商事法務』Vol.29  No.１（2001）29 頁）。 

132 United States v. Nippon Paper Industries Co., Ltd. Jujo Paper Co., Inc. and Hironori 

Ichida. 1996-Trade Cases, para. 71,575 (U.S.D.C., D. Mass. 1996) 

133 なお、一般論として、日本では慣行となっている大手の競合事業者が集まる各種業界団体

の会合なども、カルテルに厳しいアメリカ司法省から見れば怪しげな存在に映りかねないとし

て、野木村忠邦日大教授は「競合他社との会合には弁護士を立ち会わせ、独禁法に触れる話題

が出ないか監視させるといった用心深さが必要」と指摘している（塩田宏之「日本製紙を「域

外適用」で訴えた米司法省の執念」日経ＢＰ 1999 年４月 21 日号）。 
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これに対し、アメリカ司法省が控訴した。 

 

（２）控訴審判決134 

1997 年３月 17 日、第１巡回区連邦控訴裁判所は、民事事件と刑事事件で別異に解する

理由はないとして地裁判決を覆し、一転してアメリカ司法省に軍配を上げ、地裁判決を破

棄して差し戻した。 

判決は、刑事事件に対するシャーマン法第１条の域外適用について、①刑事事件で域外

適用した先例はないが、それは経済のグローバル化の証左である、②過去の判例は域外適

用されない推定が民事事件よりも刑事事件で強く働くわけではなく、域外適用されないと

いう推定が民事・刑事の両事件で同一であるという命題を支持する、③『アメリカ対外関

係法第３リステートメント』はアメリカ司法省の解釈と矛盾しない、④疑わしきは罰せず

という原則は尊重されるべきであるが、シャーマン法の意味はかなり明白である、⑤ハー

トフォード火災保険会社事件連邦最高裁判決は両国の法律を遵守することが不可能である

場合にのみ国際礼譲が管轄権の行使を差し控えるように機能するとした。 

その上で、判決は、本件は日本、アメリカの法律上違法であり、「我々は礼譲の原則が、

被告を訴訟から保護すべきいかなる理由も見出し得ない」として、国際礼譲に基づきシャ

ーマン法を域外適用すべきでないとの被告の为張を一蹴した。 

この控訴審判決は、シャーマン法は日本での行為も処罰の対象とするというものであり、

シャーマン法の域外適用を明確に認めたものである。 

 

（３）最高裁判決 

 これに不服の日本製紙は連邦最高裁判所に上告受理の申立書を提出した。日本政府も控

訴審の 1996 年 11 月に引き続き、上告審においても 1997 年７月に「法廷の友」意見書を

提出し、アメリカ領域外において外国人が行った行為についてシャーマン法の刑事罰規定

を域外適用するというアメリカ司法省の为張は国際法上許容されない、と重ねて表明した。 

しかし、1998 年１月、連邦最高裁も上訴を認めず却下した（差戻審では証拠面から影響

がなくなったとし、結果的に日本製紙は無罪となった）。 

 

（４）カルテル行為の有無に関する判決 
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このため、焦点はカルテルの有無をめぐる事实審理に移ったが、すでに時効にかかって

いること、また、アメリカにインパクトを与えたこと、すなわちアンチダンピングではな

くカルテルが理由で価格が上昇したことをアメリカ司法省が立証すべきであるにもかかわ

らず、これに成功していないことを理由に、マサチューセッツ連邦地方裁判所は 1999 年 7

月、日本製紙の無罪申し立てを認めた。 

 

３ 域外適用問題との関連性 

本件では、シャーマン法を刑事事件で域外適用することの是非について争われた初の事

例であった。この点につき、連邦最高裁が控訴審判決を支持したことにより、アメリカが

刑事法的にも反トラスト法の域外適用を行うことが確認された。 

 

第 14 国際競争政策諮問委員会報告書（2000 年） 

1997 年 11 月にアメリカ司法省が新設した「国際競争政策諮問委員会（ＩＣＰＡＣ）」

において、競争法の域外適用の問題を含めた審議が行われ、その最終報告書が 2000 年２

月に司法省長官及び反トラスト局長へ提出された。 

同報告書の中において、アメリカの輸出者の利益が害されている市場アクセス問題に対

し、積極的礼譲を活用することが重要であるが、一方で、域外適用による解決策も維持す

べきと述べられている。 

 

第 15 デンノルスケ事件（スタットオイル事件）135（2001 年） 

１ 事件の概要 

 原告は、石油とガスの掘削プラットフォームを所有して、もっぱら北海において石油と

ガスの開発・掘削事業を営むノルウェーの石油会社 Statoil（Den Norske Stats 

Oljeselskap As）社である。被告は、重量物運搬バージを所有して、海洋石油開発の特殊

支援業務を行うオランダ事業者 HeereMac 社、イギリス事業者 Saipem 社、アメリカ事業

者 McDermott 社の３社である。 

 被告３社の所有する巨大なバージは、重量 4000 トンを超える洋上石油掘削プラットフ

ォームを吊り上げて輸送する能力を持つ起重機を備えている。このような重量物運搬バー

                                                                                                                                          
134 United States v. Nippon Paper Industries Co. Ltd., 109 F. 3d 1(1st Cir.1997) 

135 Den Norske Stats Oljeselskap As v. HeereMac VOF, 241 F.3d 420 (5th Cir. 2001) 
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ジは、世界中に６ないし７隻しか存在せず、HeereMac 社が４ないし５隻、Saipem 社が

１隻、McDermott 社が１隻を支配していた。1993 年から 1997 年の間、Statoil 社は北海

で HeereMac 社と Saipem 社から重量物運搬サービスを受けていた。 

 Statoil 社の为張によると、被告３社が、1993 年から 1997 年の間、入札価格の設定及

び顧実・地域・事業の配分を共謀したため、傭船量が不当につり上げられた。市場配分に

ついては、被告３社間で、HeereMac 社と McDermott 社のみがメキシコ湾内で操業し

Saipem社は参入しない一方、北海ではSaipem社が高い配分を受けることが決められた。 

 Statoil 社は、被告３社の国際的なカルテルにより北海での経費がかさみアメリカに高い

石油を提供せざるを得なくなったとともに、メキシコ湾における重量物運搬サービスの購

入者も高い価格を支払わざるを得なくなったとして、反トラスト法に基づきテキサス州南

部地区連邦地方裁判所に提訴した。 

地方裁判所が事物管轄を否定したため、Statoil 社は第５巡回区連邦控訴裁判所に控訴し

た。 

 

２ 判決の内容 

 本件では、被告等の行為と原告が北海で受けた損害がアメリカの裁判所において裁判に

付せられるべき請求となるか否かという外国取引反トラスト改善法（ＦＴＡＩＡ）の解釈

が争点となった。 

上記で見たとおり、ＦＴＡＩＡは、一般原則として、シャーマン法は「外国との取引又

は通商に関連する行為に適用しない」と規定しつつ、その例外として、 

① 外国で行われた行為の直接的、实質的、合理的に予見可能な効果がアメリカに及

び（第１要件）、 

② その効果が反トラスト法上の請求原因である場合（第２要件） 

に、シャーマン法の域外適用が可能であるとしている（国内損害例外規定）。 

 控訴審判決は、この国内損害例外規定の本件への当てはめについて、次のように判示し

ている。まず、第１要件（①）について、被告３社間で行われた地域分割、入札操作及び

価格設定という行為は、メキシコ湾内で操業する石油・ガス事業者に高価な傭船料支払を

余儀なくさせただけでなく、アメリカの石油消費者に無競争価格の支払いを強制すること

となった。よって、被告３社が外国で行ったこれらの行為の直接的、实質的、合理的に予

見可能な効果がアメリカ国内市場に及んでいるといえ、第１要件（①）は充足する。 
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 次に第２要件（②）は、国内通商に及ぼす効果（アメリカ事業者がメキシコ湾内で支払

った高額の傭船料）が原告の被告に対する請求原因でなければならないとしている。この

点につき、メキシコ湾と北海の高額傭船料に相関関係が存在することは否定しないものの、

ＦＴＡＩＡの「請求原因」という文言は、国内損害と原告の請求との間に単なる相関関係

以上の密接な関係を求めているのではないかが問題となった。 

 結局、控訴裁判所は、「外国人原告がアメリカの裁判所に反トラスト法上の訴訟を提起で

きるのは、原告自身の被った損害が違反行為のアメリカ国内通商に与えた影響に起因する

場合に限る」136とし、被害地が国外であり、損害が非国内市場の効果から発生したときは、

被告に対する国外原告の請求に関する事物管轄は、ＦＴＡＩＡの簡明な文言解釈から、否

定されると判断した。 

同判決は、ＦＴＡＩＡの解釈としてシャーマン法が適用されるには原告の請求がカルテ

ルのアメリカ国内の効果によって生じたものであることが要求されていないとすると、原

告がアメリカ国内市場と通商上の関係がなく、かつ、原告の損害がアメリカ国内で受けた

損害と関係がない場合であっても、アメリカ国内の通商にも十分な効果を有する行為によ

って損害を受けたいかなる場所にいる者にも、損害賠償を求めてアメリカの裁判所に群が

ることが可能になってしまうが、そのような広い反トラスト法の域外適用を認めることは

議会の意図したものではないと判示している。 

 

第 16 クルーマン事件（クリスティーズ事件）（2002 年） 

１ 事件の概要 

 イギリス事業者クリスティーズ（Christie’s）社とアメリカ・ミシガン州事業者サザビー

ズ（Sotheby’s）社は、美術工芸品、骨董品、その他蒐集品の競売業を営んでいる。業界１、

２位を占める両社は市場の 97％を占め、ロンドンとニューヨークのほか世界各地で競売業

務（オークション）を行っている。両社は競売品の買为から割増金、売为から手数料を受

け取っている。両社はこの割増金と手数料につき同一タリフを維持し、値引きを認めず、

売为への融資条件を緩和せず、顧実リストを交換し、相互に業務監視を行っていた。 

                                                
136 同判決は、この裏づけとしてＦＴＡＩＡに関する下院の報告書の一部を引用している。（牛

嶋龍之介「米国反トラスト法の域外適用－国際カルテル事件を中心として」『国際商事法務』

第 494 号（2003）1063 頁） 
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 アメリカ司法省が 1997 年に反トラスト法違反の調査を開始した後、2000 年１月 28 日

にクリスティーズ社は、調査に関連して情報を提供したこと、及び調査に対する協力の見

返りにアメリカ司法省から条件付き免責を受けたことを公表した。 

 公表の直後から、クリスティーズ、サザビーズの両社とアメリカ国内外で競売取引を行

った多数の蒐集家から、両社が価格設定による反トラスト法違反を犯したと为張するクラ

スアクション（集合代表訴訟）が提起された。 

 

２ 判決の内容 

国内取引原告に関する集合代表訴訟では和解が成立したが、３倍額損害賠償と差止め救

済を求める国外取引原告（アメリカ人４人、外国人４人）の訴訟は継続した。 

 しかし、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所は、被告の申立を認めて、ＦＴＡＩＡ

の解釈として原告の請求に対する事物管轄権を認めず、訴えを却下した137。 

ところが第２巡回区連邦控訴裁判所は地裁判決を覆し、管轄の存在を肯定した。控訴審

判決は、シャーマン法の域外適用を規定したＦＴＡＩＡは何が違法行為であるかを規定す

るシャーマン法の一部であり、原告がいかなる損失を被る必要があるかについてはクレイ

トン法が規定するものであるから、ＦＴＡＩＡに基づいて原告の範囲を制限することは許

されないとした138。また、ＦＴＡＩＡの解釈として、シャーマン法が適用されるには原告

の請求がカルテルのアメリカ国内の効果によって生じたものであることが要求されている

とすると、アメリカの輸出への効果のある行為についてアメリカ国内の輸出事業への損害

のためだけにシャーマン法が適用される旨規定しているＦＴＡＩＡ第６．ａ条但書が無意

味になるとともに、当該効果が本条以外のシャーマン法に基づく「請求権」を発生させる

旨規定している国内損害例外規定第２要件を「原告の請求権」に読み替えることになって

しまうとした。 

以上の立論から、同控訴審判決は、「原告自身でなくとも、誰かが、違反行為のアメリ

カ通商に与えた影響に基づく請求を行える限り、外国人原告はアメリカ裁判所に訴えるこ

とができる」とし、国際カルテルにおいてアメリカ国外の需要者がアメリカ国外でのカル

                                                
137 Kruman v. Christie’s International PLC, 129 F. Supp. 2d 620, 625-626 (S.D.N.Y. 2001) 
138 Kruman v. Christie’s International PLC, 284 F.3d 384(2nd Cir. 2002) 
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テル实行行為によって損失を被った場合でも、ＦＴＡＩＡに基づいて当該アメリカ国外需

要者の訴えを却下することは認められないとの判断を示した139。 

 なお、同控訴審判決は、デンノルスケ事件判決がいうようなアメリカ国外からアメリカ

裁判所に沢山提訴されることになることを防止するという政策的考慮も、ＦＴＡＩＡの明

確な文言に反するような解釈を正当化するものではないと判示している。また、同判決は、

ファイザー事件連邦最高裁判決140を引用しながら、アメリカ国外のカルテルがアメリカ国

内のカルテルの効果を強化するが、アメリカ国外のカルテルのみの影響を受ける原告にア

メリカ法での救済を与えない場合、カルテルの参加者にアメリカ国外とアメリカ国内の両

方のカルテルを实行する大きな動機付けを与え、アメリカ国内の競争に悪影響を与えかね

ないと判示している。 

 

３ 域外適用問題との関連性 

国際カルテルに関する民事訴訟においてアメリカ国外の需要者が訴訟を提起できるか

否かについては、近年の国際カルテル摘発の活発化に伴い顕在化し、これまでデンノルス

ケ事件判決がＦＴＡＩＡに基づき事物管轄権を否定するなど、下級審の判断は訴えを却下

する方向にあった。 

しかし、本判決は、ＦＴＡＩＡに関する新判断を示し、これまでの判例に否定的な態度

を取った。もっとも、本判決はあくまでＦＴＡＩＡに基づく訴えの却下を否定したに過ぎ

                                                
139 このように、第２巡回区連邦控訴裁判所は、国内損害例外規定第２要件の「請求の原因と

なる」（give rise to a claim）は、国内通商に及ぼす効果がシャーマン法の实体規定に違反する

ことのみを要件としていると判断している。従って、請求はシャーマン法を執行する連邦政府

の請求であってもよい。この判断の背景には、国外市場に向けられた行為が連邦裁判所におけ

る反トラスト訴訟の基礎となるために必要な「効果」は、「非競争的効果（違反又は違反によ

り可能となる非競争的行為のいずれか）を反映する国内通商に対する損害」でなければならな

いと判示したＦＴＡＩＡ制定前から第２巡回区に存在した判例法がある（National Bank of 

Canada v. Interbank Card Assoc., 666 F.2d 6, 8 (2nd Cir. 1981)）。 

140 Pfizer, Inc. v. Government of India, 434 U. S. 308 (1978). ファイザー事件連邦最高裁判決

は、ＦＴＡＩＡの制定前のものであり、外国政府がクレイトン法第４条に基づいて３倍額損害

賠償訴訟を提起できる者に該当するかという問題について判断したに過ぎないが、その問題に

ついての肯定的判断の政策的理由を表明した部分がＦＴＡＩＡに関する下院の報告書で引用

されている（牛嶋龍之介「米国反トラスト法の域外適用－国際カルテル事件を中心として」『国

際商事法務』第 494 号（2003）1063 頁）。 
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ず、原告適格の有無については判断を差戻し後の地裁に委ねている。したがって、原告適

格を欠くものとして結局は訴えが却下される可能性が本件でもなお残されている。 

 

第 17 エンパグラン事件（ホフマン・ラ・ロシ事件、国際ビタミン・カルテル事件） 

１ 事件の概要 

1990 年１月から 1999 年２月までの長期間にわたり、アメリカ国内外で販売されたビタ

ミン製品（Ａ、Ｂ２、Ｂ５、Ｃ、Ｅ、Beta Carotene、vitamin premixes）に関し存在し

た世界的規模の価格カルテルと市場分割カルテルを摘発したアメリカ司法省反トラスト局

と、有罪を認めたスイスの巨大製薬事業者ホフマン・ラ・ロシ社は、1999 年５月 20 日、

罰金５億ドルの支払いを合意した141。なお、同社の幹部数人も、アメリカで司法取引をし

た上、最高で罰金 35 万ドル及び最高で禁錮５月を命ぜられた。 

また、ドイツの製薬事業者ＢＡＳＦ社も、同じカルテルに加担した罪で２億 2500 万ド

ルの罰金を科せられた。他方において、フランスの製薬事業者 Rhêne-Poulenc 社は反トラ

スト違反行為の存在を争わず、積極的に情報を提供して捜査に協力したため、リニエンシ

ー制度によって刑事罰を免除された。 

なお、同事件に関し、1999 年９月９日、日本の製薬事業者３社はアメリカに対し合計１

億 3700 万ドルの罰金を支払った（武田薬品：ビタミンＢ２とＣの価格カルテルに参加し

たため 7200 万ドルの罰金、エーザイ：ビタミンＥに関する価格カルテルと市場分割カル

テルへ参加したため 4000 万ドルの罰金、第一製薬：ビタミンＢ５の価格カルテルに参加

したため 2500 万ドルの罰金）142。 

 

２ 第１審判決143（2001 年）の内容 

                                                
141 ５億ドルの刑事罰というのは、反トラスト事件のみならずアメリカ司法省が関わった刑事

事件では当時、史上最大のものであった。 

142 シャーマン法違反の法人に課せられる刑事罰の上限は 1000 万ドルであるが、この上限額は、

犯罪により得た利益の２倍額又は犯罪被害者の被った損害の２倍額の、いずれか高い金額まで

増額できる。また違反法人の支払う罰金は「犯罪被害者基金」（Crime Victims Fund）に預託

され、犯罪被害者への補償・支援活動、専門家（被害者補助、犯罪摘発等に当たる）の育成等

に用いられる。 

143 Empagran SA et al v. F. Hoffmann-LaRoche Ltd, 2001 WL 761360 (D.D.C., June 7, 

2001) 
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日本事業者６社やアメリカやドイツの事業者等を含むビタミン剤の製造事業者等 46 社

の国際カルテルにより損害を被ったとして、2000 年 11 月、アメリカ国外のビタミン剤購

入事業者 12 社（エクアドル（Empagran 社）、パナマ、メキシコ、ベルギー、イギリス、

インドネシア、オーストラリア及びウクライナ）がアメリカ国内外の購買者を代表して、

コロンビア特別区連邦地方裁判所にクラス・アクション（シャーマン法第１条違反を原因

とするクレイトン法第４条に基づく３倍額損害賠償金及び同法第 16 条に基づく差止め救

済を請求する民事集合代表訴訟）を提起した。 

原告は、「多数のビタミン製造事業者が、原告及び他のアメリカ国内外の購入者に販売

した多種のビタミンに関し、価格設定及び市場分割の目的と効果のため大規模かつ長期間

の共謀を行い、高価格水準を維持する違法な慣行を侵した」と为張した。一方、被告のビ

タミン製造事業者は、原告中の外国事業者に関して、シャーマン法上事物管轄と当事者適

格が欠如すると为張して、訴えの却下を申し立てた。 

 連邦地方裁判所は、ＦＴＡＩＡの国内損害例外規定の解釈に関し、「重要な問題は国内通

商と国外通商の双方に影響を与える国際カルテルが、他のすべての点ではアメリカと無関

係な国外取引によって損害を受けた私人に、反トラスト法上の救済を与えるべきか否かで

ある」と指摘し、アメリカ通商に対する共謀の効果が国外購入者の受けた損害の原因とな

っていないため、裁判所は国外購入者の請求に対して管轄を有さない、すなわち、事物管

轄権がないとして原告側の訴えを却下した。なお、判決は、国外原告に関する原告適格に

ついては言及していない。 

なお、同地裁判決は、ＦＴＡＩＡのもとでは、原告が救済を求めている損害が被告の行

為のアメリカ国内の通商への反競争的な効果から現实に生じたことを立証しなければなら

ないと判示した。 

 

３ 控訴審判決144（2003 年）の内容 

 国外原告は、上記判決に対し控訴したが、国内原告は、地裁の勧告に従い、事实上同一

の被告に対する類似請求で継続中の他の訴訟145に当事者併合される旨の同意審決を受け、

本件控訴から離脱した。 

                                                
144 Empagran S.A. v. F. Hoffmann-La Roche, 315 F.3d 338 (DC Cir. 2003) 

145 Procter & Gamble Co. v. BASF AG 
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 控訴審では、ＦＴＡＩＡの国内損害例外規定第２要件に関し、被告の行為は国内通商と

国外通商の双方に影響を与えているものの、原告の請求がもっぱら行為の国外効果から発

生しているときに、ＦＴＡＩＡは適用できるか否かが争点となった。 

 原告は、ＦＴＡＩＡは、アメリカ国内の通商に「直接、相当かつ合理的に予見可能な効

果」を有する行為に適用され、救済を求める原告のタイプについて制限をしていないと为

張した。 

 これに関し、連邦控訴裁判所は、自らの解釈を、第１審判決及びデンノルスケ事件判決

が示す制限的解釈と、クルーマン事件判決の非制限的解釈の中間、どちらかといえばクル

ーマン事件判決に近いとし、以下のように判示した。 

 まず、デンノルスケ事件判決が示す制限的解釈に対しては、次のように批判している。

すなわち、カルテルの国内効果が原告請求の原因でなければならないとすれば、条文起草

者は“a claim”ではなく“the claim”を用いたはずである。また、ＦＴＡＩＡが国外原

告を排除するものと解釈すると、違反事業者が国内でシャーマン法違反のために負うこと

となる責任（罰金、損害賠償）から生じる損失を、そのような責任を負う必要のない国外

事業からの利益で補填することを結果として許容することとなり、シャーマン法とクレイ

トン法の抑止目的を損なうこととなる。 

 他方、クルーマン事件判決のような非制限的解釈も行き過ぎであるとしている。ＦＴＡ

ＩＡは被告の行為のみに関連するとの解釈は、条文が請求の原因となる行為の結果、つま

り原告の受けた損害に言及していることを無視するものである。請求（a claim）は必ずし

も政府の訴訟を排除してはいないが、通常の意味では私人の訴訟の場合を指しており、「請

求の原因となる」（give rise to a claim）の文言が国外原告に求めているのは、「被告のシ

ャーマン法違反行為の国内効果の結果として、私人又は私法人の誰かが現实の損害を受け、

又は受けるおそれのあること」ということである。 

 また、ＦＴＡＩＡの立法時の議論を見れば、カルテルの国内の効果によって損害を受け

た原告のみにアメリカで訴えを提起することを認める下院の報告書の記載もあるが、それ

は必ずしもＦＴＡＩＡの非制限的解釈を排除するものではない。むしろ、カルテルの国外

の効果によってのみ損害を受けた国外原告にも、そのカルテルが国内の通商を害する効果

もある限り、アメリカで訴えを提起することを認める下院の報告書の記載もあり、全体と

して、立法経緯は、カルテルの国内の効果が原告の請求権を発生させていない場合であっ
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てもカルテルの国外の効果によって損害を受けた原告にアメリカでの訴えの提起を認める

見解を支持しているものと見ることができる。 

 以上の立論から、控訴審判決は、ＦＴＡＩＡの解釈としてシャーマン法が適用されるに

は原告の請求がカルテルの国内の効果によって生じたものであることは要求されておらず、

ＦＴＡＩＡの国内損害例外規定第２要件はカルテルの国内の効果によって原告以外の誰か

の訴訟原因を発生させるものであれば足りるとし、カルテルが国内の通商に必要な害悪を

及ぼしている場合には、そのカルテルに外国通商への効果によってだけ損害を受けた国外

原告が訴えを提起することもＦＴＡＩＡは認めていると判示した。 

また、控訴審判決は、原告が、被告が行ったカルテルによる国内の効果によって国内で

生じた取引から国内で損害を受けた当事者によるシャーマン法に基づく請求権が生じてい

る事实については为張しているので事物管轄が認められるとし、かつ、原告にはシャーマ

ン法上の原告適格もあるとして、原審である連邦地方裁判所の判決を破棄し、原審に差し

戻した。 

 この控訴審判決は、国際カルテルによって被害を受けたアメリカ国外の顧実にアメリカ

反トラスト法を利用してアメリカでカルテル参加者を訴えることに門戸を開くことを意味

しており、アメリカ国外の顧実にも原告側に有利なアメリカ反トラスト法に基づく３倍額

損害賠償請求等を求めるクラスアクションの可能性を広げるものとなった146。 

 

４ 最高裁判決147（2004 年）の内容 

その後、被告側（ビタミン剤製造事業者）は連邦最高裁判所に上告し、その申立てが 2003

年 12 月に受理された。 

ＦＴＡＩＡの文言解釈に苦闘した下級審と異なり、連邦最高裁は、ＦＴＡＩＡの文言解

釈には多くを費やさず、ブレイヤー判事（Justice Breyer）は「チャーミング・ベッツィ

法理（the “Charming Betsy” doctrine）」148を引用して、国際礼譲を判断の中心に置き

判断し、請求を認めた控訴裁判所の判断を破棄して、差し戻した。 

                                                
146 牛嶋龍之介「米国反トラスト法の域外適用－国際カルテル事件を中心として」『国際商事法

務』Vol.31  No.８（2003）1063 頁 

147 F. Hoffmann-La Roche A.G. et al. v. Empagran S.A. et al., 542 U.S. 155 (2004) 

148 制定法については、他に解釈の余地ある限り、国際慣習法に違反する解釈はとるべきでな

いとする考え方である（Murray v. Schooner Charming Betsy, 6 U.S. (2 Cranch) 64,118 

(1804)）。なお、アメリカの判例上は、立法府と行政府の間の権力の均衡を図ったものである同



 73 

連邦最高裁は、ＦＴＡＩＡのように条文が曖昧である場合には外国为権に対する不適切

な介入を避けるような解釈をすべきであるとした上で、外国での反競争的行為の影響が、

アメリカ国内と外国に対して、それぞれ独立に及んでいる場合には、ＦＴＡＩＡは適用さ

れないと判示した。 

すなわち、国際的なカルテルは国内の買い手のみならず外国の買い手にも影響を与える

ものではあるが、外国の買い手に対する当該カルテルの効果は、国内の買い手に対する効

果とは独立したものであるため、シャーマン法は適用されない。その理由は判決によると

次の２つにある。 

 第１に、連邦最高裁は、条文が曖昧である場合には外国为権に対する不適切な介入を避

けるような解釈をすべきであるとしている。国外損害の原因となる国外行為にシャーマン

法の制裁を加えることは、「他国が自らの通商問題を独立して規制する能力に干渉する重

大な危険」を招くことになる。外国の高額価格は「立法府が禁じようとする国内の反競争

的行為」から生じたものではないため、ＦＴＡＩＡによってアメリカの反トラスト裁判権

を、「独立した国外損害」の原因となる「国外要素の著しい」行為にまで拡張する正当理由

はない149。 

第２に、ＦＴＡＩＡの文言と制定過程に鑑みるに、立法府はシャーマン法を国外通商に

適用する範囲について明確化させるためにＦＴＡＩＡを制定したものと思われ、当時の立

法府が、純然たる国外損害もシャーマン法により救済できると判断した判決に影響された

ことを示す証拠はない。实際、被上告人が提出した判例150を見ても、「1982 年以前の事件

にはシャーマン法を本件事件の如き事情下で適用した先例は皆無である」。 

 なお、連邦最高裁判決が 1987 年の『アメリカ対外関係法第３リステートメント』に言

及していることからすると、本判決は「管轄権に関する合理の原則」を採用したとも考え

                                                                                                                                          

法理と、行政府の採る解釈が合理的である限りそれを尊重すべきだというシェブロン法理

（Chevron, U.S.A. v. Natural Resources Defense Council, 467 U.S. 837, 842-3 (1984)）とが

拮抗している（伊藤一頼「米国およびＮＡＦＴＡにおけるＷＴＯ法の間接適用性」ＲＩＥＴＩ

ディスカッション・ペーパー（2010）10 頁）。 
149 なお、判決は、アメリカ国内での損害については、外国为権との摩擦を起こしてでも、ア

メリカ反トラスト法を適用できるとの態度は崩していない（白石忠志「Empagran 判決と日本

独禁法」『ＮＢＬ』第 796 号（2004）44 頁）。 

150 ６判例のうち、連邦最高裁判例３件はすべて原告がアメリカ司法省であって私人による訴

訟ではなく、下級審判例２件は国外効果と国内効果に関連性があり、残る下級審判例１件は为

権行為の原則に関するものである。 
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られる151。ただし、本判決は、同リステートメント第 403 条が定める個別分析を行わず、

行政府（アメリカ司法省と連邦取引委員会）、アメリカ商業会議所のほか諸国政府（日本、

ドイツ、ベルギー、カナダ、イギリス、オランダ）から提出された「法廷の友」意見書152

に尐なからず依拠して、各国の競争法政策の相違、アメリカに特有の３倍額損害賠償、及

び司法免責の無力化を国際礼譲の検討対象としたのみであった。 

 なお、本判決は、反競争的行為が独立して国外損害を引き起こしたものと想定したが、

被上告人は、代替的に、国外損害が独立したものではなく「カルテルがもたらす外国にお

ける効果と国内における効果は関連している」との为張もしていた。その説くところによ

れば、ビタミンは代替可能で運搬も容易であるため、有害な国内効果（アメリカ国内の価

格高騰）がなければ、売为は国際的価格設定協定を維持できず、被上告人も国外損害を受

けなかったはずであり、この「それがなければ」（but for）という条件は、価格設定行為

をＦＴＡＩＡ除外条項の範囲に十分含めうるとするものであった。 

連邦最高裁は、この原告の代替的为張については、控訴審で審理・判断がなされていな

いとの理由で判断はせずに、連邦控訴裁判所に差し戻した。 

 

                                                
151 本連邦最高裁判決は、ハートフォード火災保険会社事件連邦最高裁判決におけるスカリア

判事の反対意見に近づいているとの指摘もある（伊永大輔「競争法の域外適用に伴う国際的執

行の現代的課題」『法学研究』80巻 12 号（2007）589 頁）。事实、本判決において、スカリア

判事は同意意見の立場を示した。 

152 各意見書の趣旨は、もし、外国で行われ外国において損害を発生させる行為について、シ

ャーマン法を適用することができ、（外国の）被害者がアメリカで３倍額損害賠償の請求が可

能と解するならば、自国の競争法上の救済措置に不満な場合には、その被害者はアメリカにお

いて提訴しアメリカ法により加害者に対して３倍額損害賠償を請求できることとなるが、この

ようなことができるとすると、国際カルテルに対する外国の競争法執行努力を侵すおそれ（为

権侵害の懸念）があるとして、一様に管轄の否定を求めた（日本の意見書の邦訳は牛嶋龍之介

「米国反トラスト法の域外適用－エンパグラン社事件その後」『国際商事法務』Vol.32  No.５

（2004）584 頁以下参照）。このようなことはアメリカ議会は意図していないとアメリカの学

説でも考えられていたものである（P. Areeda & H. Hovenkamp, Antitrust Law, para 273, pp. 

51-52 (Supp. 2003)、 宗田貴行『独禁法民事訴訟』レクシスネクシス・ジャパン（2008）34

頁）。特に、免責を期待する事業者が、外国においてリニエンシー申請をして調査に協力して

も、後日、３倍額損害賠償（外国にない民事責任）をアメリカの裁判所で命じられるおそれが

あるなら、調査協力の意思を失うであろうとしている(ビタミン・カルテルに参加したものの、

アメリカ司法省及び欧州委員会の調査に対して whistleblowers（密告者）を務め、それぞれか

らリニエンシーの恩恵を与えられたフランスの製薬会社 Aventis 社（元 Rhêne-Poulenc 社）は

好例である) （田村次朗「国際取引と独占禁止法」金五貴嗣、川濵昇、泉水文雄編『独占禁止

法［第２版］』弘文堂（2006）385 頁）。 
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５ 差戻し控訴審判決153（2005 年）の内容 

2005 年６月、連邦控訴裁判所は、アメリカ国内でカルテルが維持されなければ外国での

カルテルは維持できなかったという原告の为張は、単なる「それがなければ」（but for）

という为張に過ぎず、それだけでは国外損害と国内のカルテル効果の間に直接の因果関係

（proximate causation）があるとはいえないとし154、カルテルにより外国において生じた

被害と国内で生じた被害とは独立したものであり、事物管轄権は認められないとの判断を

示した。 

 

６ 最高裁の上告申立て却下（2006 年）の内容 

2005 年 10 月、原告は連邦控訴裁判所に対して上告受理申立を行ったが、2006 年１月、

連邦最高裁判所は、原告の上告受理申立を却下し、本訴訟に関して、アメリカ裁判所の事

物管轄権は認められないとする連邦控訴裁判所の判決が確定した155。 

連邦最高裁は、国外原告が当該外国事業者を相手に当該外国における効果を根拠として

アメリカで提訴できるかにつき、「外国における違反効果が国内における違反効果と密接

に関係している場合には提訴が可能である」とした。この「密接に関係している」とは何

が密接に関係しているのかということについては、「この場合の判断基準は『それがなけれ

ば』（but for）ではなく、『密接な原因』（proximate cause）でなければならない」とした。

すなわち、外国事業者の当該外国国内おける価格引き上げがなければアメリカ事業者のア

メリカ国内における価格維持もできなかったこととなり、「それがなければ」基準には該当

するが、これだけでは不十分であり、「密接な原因」でなければならないとした156。 

                                                
153 Empagran S.A. v. F. Hoffmann-La Roche, F.3d (DC Cir. June 28,2005) 

154 高居良平「米国反トラスト政策の最近の動向」『公正取引』第 690 号（2008）８頁、松下

満雄「エンパグラン事件差戻し審判決および関連判決をめぐって」『国際商事法務』Vol.34  No.

２（2006）148 頁 

155 日本の経済産業省は、本判決において、外国で生じた損害について反トラスト法を適用す

ることは否定されたものの、アメリカ国内で生じた損害については本判決の射程外であり、か

つ、1995 年の『国際事業活動のための反トラスト執行ガイドライン』にハートフォード火災

保険連邦最高裁判決が引用されていることに鑑みれば、「国際礼譲」に対する考慮が反トラス

ト法の域外適用を有効に抑止しえないことが依然として懸念されるとしている（経済産業省通

商政策局『不公正貿易報告書』（2007）359 頁）。 

156 この後の戸田工業事件（EMAG Solution LLC et al v. Toda Kogyo Corporation et el. 2005 

WL 1712084 (N.D.Cal. 2005). 松下満雄「エンパグラン事件差戻し審判決および関連判決をめ

ぐって」『国際商事法務』Vol.34  No.２（2006）147 頁）、化学調味料カルテル事件（味の素
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７ 差戻し控訴審判決及び最高裁の判断に対する評価 

連邦最高裁、差戻し控訴審判決の判断は、アメリカ国外の購入者による反トラスト法に

基づく損害賠償請求を無制限に認めないために、国際礼譲に基づき、ＦＴＡＩＡの国内損

害例外規定第２要件、すなわち、アメリカの国内効果が反トラスト法に基づく請求権を発

生させることという条件を、アメリカの国内効果が反トラスト法に基づく原告の請求権を

発生させる場合に場合に限定して狭く解釈した。この結果、アメリカ国外の購入者の損害

の発生がアメリカ国内市場の競争制限効果でなく、アメリカ国外の外国市場の競争制限効

果による場合は、反トラスト法が適用されないことが明確となった。 

 ハートフォード事件連邦最高裁判決によって「礼譲は死んだ」とも言われていたが、本

連邦最高裁判決が外国政府の提出した「法廷の友」意見書に依拠して国際協調为義を採択

したことにより、国際礼譲が改めて導入されたともいえる。ただし、本判決にいう国際礼

譲は、ティンバーレン事件判決、マニントン・ミルズ事件判決に示されたように、当該事

件に固有な事情を逐一検討し、比較衡量するという複雑なものではなく、当該案件に関し

て外国が有する法の執行政策等の利益を考慮するというものであり、より単純化され、实

際的となっている157。 

なお、この「カルテルにより外国において生じた被害と国内で生じた被害とは独立した

もの」とする差戻し控訴審判決に対しては、国際的規模の価格カルテルでは、大市場であ

るアメリカ国内で価格が高騰しなければ、外国での高価格維持も不可能という関係にある

ので、国外損害が国内損害と関連がないとは必ずしも言えないとする批判158、同判決によ

り外国人が反トラスト法違反訴訟をアメリカの裁判所に提起する門戸が大きく閉ざされた

                                                                                                                                          

事件）（2006）は日本事業者を相手に訴え出てきたものであるが、これらについても、結局、

原因はともかくとして、「密接な原因」はないので、アメリカ裁判所に提訴することができな

いとしている。 

157 松下満雄「エムパグラン事件米最高裁判決」『国際商事法務』Vol.32  No.10（2004）1301

頁 

158 松下満雄「エムパグラン事件米最高裁判決」『国際商事法務』Vol.32  No.10（2004）1301

頁、安藤誠二「ホフマン・ラ・ロシ事件（反トラスト法の域外適用）について」第 156 回忽那

海事法研究会報告（2004）10 頁 
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とする批判159もなされており、事实、化学調味料カルテル事件第１審判決のように、同判

決に反対の立場を採る下級裁判所の判決も出てきている。 

 

第 18 反トラスト刑罰強化改正法160（2004 年） 

１ 法律の概要 

 アメリカのリニエンシー制度を適用される違反者に対する損害賠償は、一定の条件の下

で、当該違反者自らの関与分の損害についてのみ、しかも損害額と同額（つまり１倍）に

ついてのみ請求を認めることとなった。 

 

２ 同法の効果 

 エンパグラン事件では、アメリカ国外の購入者もアメリカ裁判所に３倍額損害賠償請求

を提訴できるか否かが問題となった。結局、同事件では否定的な判決がなされたが、もし

これが認められるとすると、アメリカにとっては、事業者側がリニエンシー制度を利用す

るインセンティブが下がるのではないかという懸念があり、他方、外国にとっては、３倍

額損害賠償が認められることは外交摩擦となるという懸念があった。 

 本法の成立により、これらの懸念は軽減されたが、以下のように、懸念が完全に払拭さ

れたわけではない161。 

 第１に、３倍額損害賠償が１倍額損害賠償となっても、アメリカで訴訟を提起されると

いうことそれ自体の負担は依然として残っている。クラスアクション制度も、なお適用さ

れることとなる。 

 第２に、同法の適用を受けるためには、原告に協力するなどの要件を充足することが必

要である。 

 第３に、アメリカではリニエンシー制度の適用を受けず外国でリニエンシー制度の適用

を受けるのみの違反者は、なお、原則通りのアメリカ反トラスト法上の３倍額損害賠償制

度の適用を受けることに変わりはない。 

 

第 19 化学調味料カルテル事件（味の素事件）（2006 年） 

                                                
159 安藤誠二「ホフマン・ラ・ロシ事件（反トラスト法の域外適用）について」第 156 回忽那

海事法研究会報告（2004）２頁 
160 Antitrust Criminal Penalty Enhancement and Reform Act of 2004 
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１ 事件の概要 

日本事業者（味の素、武田薬品、協和発酵）を含む化学調味料メーカー10 社は、化学調

味料グルタミン酸ナトリウム（ＭＳＧ：monosodium glutamate）の販売価格と市場分割

を内容とする国際カルテルを結び、アメリカを含む世界各国市場におけるＭＳＧの価格を

引き上げた。 

これに対し、ベネズエラ、フィリピン、台湾、ドイツのアメリカ国外事業者４社が、こ

のカルテルによって損害を受けたとして、2003 年にシャーマン法に基づき化学調味料メー

カー10 社を提訴した。 

本件においてもエンパグラン事件と同様、アメリカ裁判所の事物管轄権が問題となった。 

原告は、被告の世界市場における価格のつり上げはアメリカにおける購買価格の上昇をも

たらしたので、アメリカ市場に直接的、实質的、及び予見可能な効果を生じていること、

及び、１つの地理的市場の価格変動は他の全ての地理的市場における価格変動に「密接不

可分に関連している（inextricably linked）」ので、アメリカ国外の各市場において被告が

設定した価格はアメリカ国内におけるＭＳＧの価格と相関関係にあると为張した。また、

アメリカ市場をカルテルの対象に含めた理由は、アメリカ市場で超過的利益を得るための

みならず、ＭＳＧが容易に輸送可能な商品であるため、世界全体で価格を共同で設定しな

ければカルテル自体が成り立たないものであったからであるとした。 

これに対して被告側は、デンノルスケ事件判決等に基づき、ＦＴＡＩＡの解釈上、原告

の損害とアメリカにおける競争制限との間には直接的関係があることが必要であるが、本

件ではこれがないので、本件に対してアメリカ裁判所に管轄権はないとして請求棄却を为

張した。 

 

２ 判決の内容 

2005 年５月、第１審のミネソタ連邦地方裁判所はアメリカ裁判所の事物管轄権を認める

判断を行った162。同判決は、確かに、国際礼譲の重要性は考慮しなければならないが、外

国の競争法違反に関する民事訴訟が有効に機能しておらず、外国における国際カルテルに

                                                                                                                                          
161 白石忠志「Empagran 判決と日本独禁法」『ＮＢＬ』第 796 号（2004）45 頁 

162 In re Monosodium Glutamate Antitrust Litigation, 2005 WL 1080790 (D. Minn. May 2, 

2005), 2005-Trade Cases P 74, 781。宗田貴行『独禁法民事訴訟』レクシスネクシス・ジャパ

ン（2008）34 頁、松下満雄「エンパグラン事件差戻し審判決および関連判決をめぐって」『国

際商事法務』Vol.34  No.２（2006）152 頁 
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関する民事訴訟の提起による違反行為の抑止に関しては懐疑的とならざるを得ない。した

がって、国際カルテルの外国における効果から生じた損害について外国原告がアメリカの

裁判所に提訴できないとすると、国際カルテル参加者は外国における効果に基づく損害に

ついては不当にも賠償を求められないということになってしまう、とした。 

しかし、同 2005 年６月にエンパグラン事件差戻し控訴審判決において管轄が否定され

たことを踏まえ、同年 10 月に同地方裁判所は当初の判断を覆して管轄権を否定した。こ

のため、原告は第８巡回区連邦控訴裁判所に控訴した163。 

2006 年２月、控訴裁判所は、カルテルによりアメリカ国外において生じた被害とアメリ

カ国内で生じた被害との間に直接的な関連性は認められない、として事物管轄に関する原

告の为張を退けた。 

 

第 20 反トラスト現代化委員会最終報告書164（2007 年） 

１ 同報告書の内容 

 同報告書は、第２章Ｄ「国際的な反トラスト法の執行」において、アメリカが他国と締

結する競争法協力協定において、以下の５つの原則を盛り込むべきことを提言した。 

 ① 完全な尊重（直接的、实質的かつ合理的に予見可能な反競争的効果が国境を越えて

及ばない国は、そのような効果が及ぶ国の執行を尊重しなければならない。） 

 ② 推定的な尊重（presumptive deferral）（反競争的な行為に实質的な関連

（substantial nexus）を有する国が措置を執った場合、より関連の低い国は推定的

に（presumptively）当該措置を尊重しなければならないものとする。ただし、前

者の国は措置を執る前に後者の国と協議（consult）すべきものとする。） 

 ③ 措置の整合化（複数国が同一の行為につき措置を執る場合、これらの国は協議又は

共同して行うことにより、矛盾した措置を執ることを避けなければならない。） 

 ④ 調整メカニズム（同一の行為につき矛盾したルールや措置を受けることが予測され

る事業者が、これを避けるため、複数国の協議及び（又は）調整（coordination）を

求めるメカニズムが設置されなければならない。） 

                                                
163 本件においても、日本政府は連邦控訴裁判所へ意見書を提出し、エンパグラン事件訴訟と

同様の为張を行った。 
164 Antitrust Modernization Commission, Report and Recommendation (2007) 
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 ⑤ ベンチマーキング・レビュー（“benchmarking”review）（アメリカ及び他国が矛

盾した措置を課した場合、当該国は当該措置の当事者及び競争過程に及ぼす影響につ

いて、継続的に調査しなければならない。） 

 

２ 域外適用問題との関連性 

本報告書第２章Ｄは、アメリカが他国と競争法協力協定を結ぶ際に考慮すべき点につき

提言したものである。この報告書で示されたこれら５つの原則は、当該行為につき利害関

係を有する国の利害も考慮しつつ、当該反競争的行為に最も重要な関連性を持つ国に为要

な執行権限を割り当てることを目的としている。また、優先的な執行国を定めるルールだ

けではなく、さらに、矛盾した措置を回避するための手続に関するルールを盛り込んだも

のと言えよう165。 

なお、同報告書の提言 38 は、司法省と連邦取引委員会は国際企業結合統一事前届出シ

ステム（centralized international pre-merger notification system）の可能性について調

査し、速やかに連邦議会に報告しなければならないとしており、国際的な企業結合の増加

に対応して国際的に統一された手続ないしは機関が必要であるとしている。 

 

第 21 航空貨物国際カルテル事件166（2009 年） 

１ 事件の背景及び域外適用問題との関連性 

 エンパグラン事件連邦最高裁判決によって、アメリカ国外の購入者が反トラスト法に基

づいて損害賠償請求を行うことが困難となったため、最近では、アメリカ国外の購入者が、

反トラスト法の適用だけではなく、アメリカ以外の国の競争法の適用を求めてアメリカの

裁判所に集団訴訟を提起する場合が出てきている。 

 アメリカ国外の購入者が航空貨物を取り扱う世界中の航空会社に対して損害賠償請求を

求めて提起された本件訴訟もこのような訴訟の一例であるが、ＥＵ競争法の適用を求めた

原告に対して、2008 年９月に不便宜法廷地の法理、国際礼譲を理由に請求を棄却する旨の

勧告が出され、2009 年８月に連邦地方裁判所もこの勧告を採択した167。 

                                                
165 土田和博「独占禁止法の域外適用と管轄権抵触・競合の調整方法」『独占禁止法の域外適用』

早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）34 頁 

166 In re Air Cargo Shipping Services Antitrust Litigation, 06 MDL 1775 (E.D.N.Y.) 

167 牛嶋龍之介「国際カルテル事件における外国購入者からの損害賠償請求訴訟と独禁法の域

外適用」『自由と正義』2010 年５月号（2010） 17 頁。なお、本件と関連し、为にＥＵにおけ
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る国際航空協定と競争法の関連について論じたものとして、小場瀬琢磨「国際航空運輸に対す

る国内競争法の適用」『独占禁止法の域外適用』早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型

企業法制の創造（2010）122 頁以下。 
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第２節 ドイツ競争制限禁止法と域外適用理論 

 

 アメリカで発祥し発達した競争法は、その後ヨーロッパでも採り入れられるところとな

り、ＥＥＣ（欧州経済共同体：European Economic Community）は、1958 年に発効した

欧州共同体設立条約（the Treaty Establishing the European Community：ローマ条約、

ＥＣ条約（the EC Treaty）ともいう。）中に競争に関する規定（第 85 条、第 86 条）を盛

り込んだ。 

 時を同じくして 1958 年に欧州経済共同体の一員であった西ドイツもドイツ競争制限禁

止法を制定したが、同法は、域外適用に関するいわゆる効果理論をいち早く競争法の明文

に採り入れた点が特徴的であり、その後のＥＣ（ＥＵ）における競争法の域外適用理論の

発展に大きな影響を及ぼしたといえる。そこで、ＥＣ（ＥＵ）における競争法の域外適用

理論の発展を見る前に、ドイツ競争制限禁止法とその域外適用の問題について概観するこ

ととしたい。 

 

第１ ドイツ競争制限禁止法（ＧＷＢ）第 98 条第２項 

1958 年に制定されたドイツ競争制限禁止法（ＧＷＢ）168第 98 条第２項（現第 130 条第

２項）は、「この法律は、この法律の適用地域外で行われた競争制限であっても、この法律

の適用地域内に効果（Auswirkung）を及ぼすすべてのものに対して適用される」と規定

した169。 

これは、ドイツの領域外で行われた競争制限行為であっても、それがドイツの領域内に

「内国効果」（Inlandsauswirkung）を及ぼすような場合には、これに対してＧＷＢの適

                                                
168 Gesetz gegen den Wettbewerbsbeschränkungen, BGB1. Ⅰ2005, S. 1954. 1998 年の第６

次全面改正によって条文変更がなされ、第 98条第２項は第 130 条第２項となった。 

169 ＧＷＢの手続は、連邦カルテル庁が担当する行政手続及び過料手続と、損害賠償を求める

民事訴訟に分けられるが、行政手続及び過料手続については、それぞれ行政手続法と秩序違反

法が一般原則を定め、ＧＷＢがそれらに対する特則を規定している。しかし、ドイツにおける

執行の手続は、アメリカのそれと比べるとかなり消極的で、国際法上の原則を十分に考慮に入

れたものになっている。すなわち、外国における文書送達は、行政送達法

（Verwaltungszustellunggesetz, VwZG）第 14 条において、外国政府を介して、又は外交ル

ートを通じてなされる場合にその効力を生じるものとされ、また、外国の事業者に対して過料

を課す旨のカルテル庁の審決も、同様にドイツの外交代表によって送達されることになってい

る（本田直志「国際的競争制限に対する法規制の現状と問題点」『一橋論叢』第 102 巻第１号

（1989）72 頁）。 
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用がある旨を定めたものであり、ＧＷＢの地理的な適用範囲（ territorialer 

Anwendungsbereich）を確定する、いわゆる抵触規定（Kollisionsnorm）であるとされて

いる170。 

ＧＷＢは、アメリカの反トラスト法及び判例を研究して制定されたものであり、第 98

条第２項は、「外国事業者によりアメリカ国外で結ばれ完成された協定であっても、協定が

アメリカへの輸入に効果を及ぼすことが意図され、かつ、实際に効果が及んだ場合にはシ

ャーマン法が適用される。」と判示したアルコア事件判決と「意図」性が欠けている以外は

ほぼ同じであり、効果理論を明文化ものといえる171。 

なお、ＧＷＥ第 98 条第２項と同様の規定は、その後オーストリアのカルテル法（1972

年）第４条、ギリシアの「独占・寡占の規制及び自由競争保護に関する法」（1977 年）第

32 条にも置かれた172。 

しかし、その後、ＧＷＢの改正によって、实体的規定が強化され173、これに伴って第 98

条２項によるＧＷＢの適用範囲がさらに拡大されていく可能性が生じたこと、また、アメ

リカ反トラスト法の域外適用をめぐって、アメリカと他国との衝突がしばしば発生し、こ

の問題が次第に表面化してきたこと、などの事情もあって、第 98 条２項に基づくＧＷＢ

の広範な適用範囲を限定しようとする動きが見られるようになってきた。1973 年の石油管

事件における連邦通常裁判所（Bundesgerichthof：ＢＧＨ）判決174は、ＧＷＢの「一般的

保護法益」（allgemeiner Schutzzweck）と個々の規定の保護法益とを考慮することによっ

て、内国効果の範囲を制限しようという有力学説（制限説：Ｅ・レービンダー教授など）

を支持した。この見解によれば、外国における競争制限行為の国内に及ぼす効果が、ＧＷ

Ｂの一般的保護法益である国内の自由競争を阻害するとともに、さらに、同法の实体的規

                                                
170 佐藤智恵「ＥＣ及びドイツ競争法の域外適用」『一橋法学』第 25巻３号（2000）81 頁 

171 松下満雄「国際取引をめぐる法構造」松下満雄、神崎克郎、岡村堯、小原喜雄『現代経済

法講座 10 国際取引と法』三省堂（1991）28 頁 

172 中川淳司、清水章雄、平覚、間宮勇『国際経済法』有斐閣（2003）309 頁。スイス、スウ

ェーデン等も同様の規定を設けている。 

173 1973年の第２次改正では、企業結合の禁止を内容とする实質的企業結合規制が導入された。 

174 BGH, 12. 7. 1973, WuW/E BGH 1276 》Ölfeldrohre《 
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定（例えば第１条のカルテル規定や第 24 条の結合規制の規定）の持つ競争促進的な法益

にも反する場合に、ＧＷＢが適用されることになる175。 

 ところが、1980 年代に入り、ＧＷＢの域外適用の中心がカルテル事件から企業結合事件

へと推移するにつれて第 98 条第２項によるＧＷＢの適用範囲が拡大され、他国の为権と

の衝突が一層懸念されるようになってくると、従来のような効果理論の限定のみではこれ

に対応することができなくなってきた。 

 そこで、裁判所は、バイエル／ファイアストーン事件及びフィリップ・モリス事件にお

いて、第 98 条第２項によるＧＷＢの適用範囲を制限する手がかりを、国際法上の「不干

渉の原則」（Einmischungsverbot）と「管轄権の濫用禁止」（Mißbrauchsverbot der 

Zuständigkeit）の原則に求めるようになった。これはまさに、効果理論の適用を抑制し、

「国際礼譲に配慮し、多様な要因について総合的に判断して管轄権の有無を判断する」と

いうアメリカの「管轄権に関する合理の原則」と近似している176。 

以上のように、ＧＷＢの域外適用に関しては、裁判所は、第 98 条第２項の解釈の問題

においても、また、執行手続の問題においても、国際法上の原則を極めて尊重する態度を

示しており、そこには、域外適用をめぐる国際対立を回避しようとする努力が見受けられ

る177。 

なお、ＥＣ市場にかかわる競争制限については、ＥＣ競争法が加盟国の競争法に優先し

て、かつ直接に適用されるので、大規模な国際的競争制限についてＧＷＢの域外適用が問

題となる事件は以下のように比較的尐ない。 

 

                                                
175 そのような「国内効果」は知覚可能（spürbar）であり、直接的（unmittelbar）であり、

現实的（tatsächlich）でなければならない（佐藤智恵「ＥＣ及びドイツ競争法の域外適用」『一

橋法学』第 25 巻３号（2000）83 頁）。 

176 申鉉允「二一世紀における市場秩序の変化と韓国競争法の域外適用」『北大法学論集』第 53

巻第３号（2002）298 頁。しかし、その反面、アメリカとドイツにおける取扱い方には、「効

果」の概念や国際法の役割についても微妙ではあるが、重要な相違もみられるが、これは判例

法为義と制定法为義の相違に基づくものといえる（本田直志「国際的競争制限に対する法規制

の現状と問題点」『一橋論叢』第 102 巻第１号（1989）72 頁）。 

177 本田直志「国際的競争制限に対する法規制の現状と問題点」『一橋論叢』第 102 巻第１号

（1989）72 頁、佐藤智恵「ＥＣ及びドイツ競争法の域外適用」『一橋法学』第 25巻３号（2000）

84 頁 
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第２ 対日適用事例178：繊維国際カルテル事件（1972 年） 

１ 事件の概要 

 日本事業者と西ドイツ等のヨーロッパ事業者が「日本事業者は西ドイツに輸出せず、西

ドイツ事業者は日本に輸出しない」という市場分割の国際カルテルを結んだものを連邦カ

ルテル庁が摘発し、違反とした。 

 

２ 連邦カルテル庁の判断 

連邦カルテル庁は、本件を日本側に通知し、日本の公正取引委員会も独占禁止法を発動

して日本の当事者に対して同法を適用した179。これは、ある意味では国際協力の一つの典

型的な例だと理解されている。 

 

第３ バイエル／ファイアストーン事件（1980 年） 

１ 事件の概要 

 西ドイツ事業者バイエル社のフランスにおける完全子会社バイエル・フランス社がフラ

ンス事業者ファイアストーン社の一部門を取得することになり、ＧＷＢの規定に従ってバ

イエル社が連邦カルテル庁に届出を行った。 

 このフランス事業者ファイアストーン社は、アメリカ事業者ファイアストーン社の子会

社であった。 

 

２ 連邦カルテル庁及び裁判所180の判断 

                                                
178 その他にも 1970 年のカラーテレビ事件、1973 年の乾電池事件及び 1976 年の工作機械事

件があるが、いずれも日本の対西ドイツ輸出カルテルが問題となったものである。すなわち、

日本の輸出業者が対ドイツ輸出カルテルを結成して輸出を制限したのに対して、連邦カルテル

庁がかかる日本の輸出カルテルは西ドイツ市場に「効果」を与えるのでＧＷＢに違反するとし

て、調査を開始したものである。いずれの事例においても調査は中途で打ち切られ、違反決定

には至っていない。以上の案件においては、これらの日本の輸出カルテルが日本の輸出入取引

法に基づいており、かつ、日本政府の行政指導によって結成されたものであることをいかに評

価すべきかという問題も含まれている（松下満雄「国際取引をめぐる法構造」松下満雄、神崎

克郎、岡村堯、小原喜雄『現代経済法講座 10 国際取引と法』三省堂（1991）28 頁、松下満

雄『国際経済法［改訂版］』有斐閣（1999）349 頁）。 

179 化合繊（レーヨン糸）国際カルテル事件（公取委勧告審決昭和 47 年 12 月 27 日審決集 19

巻 124 頁）、化合繊（アクリル紡績糸）国際カルテル事件（公取委勧告審決昭和 47年 12 月 27

日審決集 19 巻 140 頁）。同事件に対する日本の対応については、第２編第１章該当箇所参照。 
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フランス政府は、この企業結合を許可したが、西ドイツの連邦カルテル庁はこの企業結

合はＧＷＢに違反するとして、これを禁止した。 

 これに対してバイエル社はベルリン高等裁判所に提訴し、ベルリン高裁は連邦カルテル

庁の決定を違法として破棄した。その理由として、第１に、この事件のように行為が为と

して外国において行われている場合には、ＧＷＢの適用が国際法上の制約に服するか否か

について検討すべきであるのに、これがなされていないこと、第２に、この案件において

は、企業結合の为たる部分は外国において生起しており、しかもフランス政府がこれに許

可を与えており、かかる企業結合の禁止をＧＷＢによって強行することは、内政不干渉の

原則に違反するおそれがあるということが挙げられた181。 

 

第４ 対アメリカ適用事例：フィリップ・モリス事件（1982 年） 

１ 事件の概要 

 アメリカのタバコ会社フィリップ・モリス（Philip Morris）社と西ドイツのタバコ販売

会社ブリンクマン（Brinkman）社は西ドイツでタバコを販売しており、西ドイツのタバ

コ市場において、フィリップ・モリス社は第４位で 14.35％、ブリンクマン社は第３位で

16.9％のシェアを占めていた。 

フィリップ・モリス社は、南アフリカの持株会社であるレンブラント（Rembrandt）社

からイギリスのタバコ会社ロスマン（Rothman）社の発行済株式の 50％を取得し、ロス

マン社の残余の 50％の株式はレンブラント社がそのまま所有していた。一方、ロスマン社

は、ブリンクマン社を支配していた。 

このような株式所有により、フィリップ・モリス社とレンブラント社は、ロスマン社に

対する支配を通じて、間接にブリンクマン社を共同で支配することとなった。 

 

２ 連邦カルテル庁の判断 

 連邦カルテル庁は、このフィリップ・モリス社によるブリンクマン社に対する支配の獲

得が、实質上、ブリンクマン社とフィリップ・モリス社の西ドイツ子会社間の企業結合と

                                                                                                                                          
180  Synthetischer Kautschuk I, KG., Novembier 26, 1980, WuW/E OLG 2411 ; 

Synthetischer Kautschuk II, KG., Novembier 26, 1980, WuW/E OLG 2419 》

Bayer/Firestone《 

181 松下満雄「国際取引をめぐる法構造」松下満雄、神崎克郎、岡村堯、小原喜雄『現代経済

法講座 10 国際取引と法』三省堂（1991）28 頁 
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なり、西ドイツのタバコ市場におけるフィリップ・モリス社の市場支配的地位の強化に資

するのでＧＷＢに違反するとして、フィリップ・モリス社に対してロスマン社の株式処分

等を命じた。 

なお、本件において、連邦カルテル庁は、外国事業者へのＧＷＢ適用によって確保でき

る西ドイツの利益に比較して、これによって悪影響を受ける外国の不利益が大きい場合に

は、管轄権の濫用に当たるとした。その上で、本件企業結合については、西ドイツ市場に

大きな反競争的効果を与えるが、他国には大きな影響は及ばないので管轄権の濫用には当

たらないと判断した182。 

 

３ 裁判所の判断183 

これに対してフィリップ・モリス社とロスマン社はベルリン高等裁判所に提訴した。ベ

ルリン高裁は連邦カルテル庁が本件企業結合全体を違法としたのは間違いであるとし、本

件企業結合のうち西ドイツ内で生起した部分のみを違反とすべきであるとした。 

フィリップ・モリス社とロスマン社は最高裁に上告したが、その裁判中、両社は合意に

よりフィリップ・モリス社のロスマン社に対する株式所有の割合を 24.9％に減尐させるこ

ととした。最高裁は株式所有関係がこのように変更されれば、ＧＷＢ違反の問題も解消さ

れたとして、審議を打ち切った184。 

 

 

                                                
182 公正取引委員会事務局編『ダンピング規制と競争政策・独占禁止法の域外適用（独占禁止

法渉外問題研究会報告書）』（1990）83 頁 

183  February 24, 1982, WuW/E BKartA 1943; KG, Juli, 1983, WuW/E OLG 3951 》

Rothmans / Philip Morris《 

184 松下満雄「国際取引をめぐる法構造」松下満雄、神崎克郎、岡村堯、小原喜雄『現代経済

法講座 10 国際取引と法』三省堂（1991）30 頁 
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第３節 ＥＵ等における競争法の域外適用理論の受容と発展 

 

第１ 国際染料カルテル事件（Dyestuffs 事件）（1972 年） 

１ 事件の概要 

欧州共同体域内事業者６社と域外事業者４社185とが３回にわたって染料の価格をほぼ

同時に引き上げた。親会社の共謀が域外（スイス）でなされ、流通は子会社が域内で行っ

た。 

 

２ 欧州委員会の判断186 

1969 年、欧州委員会は、本件がＥＣ条約第 85 条（当時。その後の第 81 条、ＴＦＥＵ

条約第 101 条と同じ。）第１項の相互協調的行動に該当するとして、域内事業者のみなら

ず域外事業者にも制裁金を課した187。 

欧州委員会は、「たとえ、申立人である会社の行為が完全に共同体の域外で行われた場

合であっても、委員会の管轄権は、この行為が共同市場に及ぼした経済的効果……によっ

て正当化されるのである。」と述べ、いわゆる効果理論に従って判断すべきことを明らかに

した。 

 

３ 法務官の意見 

 マイラス（Mayras）法務官は、「共同市場外の事業者が为導し、その責任を専ら負うよ

うな協調的行為に直面した場合に、欧州委員会がそれら事業者に何らかの決定を行う権限

を有さないなら、欧州委員会は無力となるのではないか。それは、共同市場を守り、欧州

経済共同体の为要な目的を達成するために必要な手段を放棄することをも意味する」とし

た上で、効果理論を採用しているが、国際公法の観点から、①域内の効果が域外行為の直

接的（direct）かつ即時的（immediate）な結果でなければならないこと、②合理的に予

                                                
185 域内事業者はフランスの Francolor 社、イタリアのＡＣＮＡ社、西ドイツのＢＡＳＦ社ほ

か３社の計６社、域外事業者はイギリスのＩＣＩ社（Imperial Chemical Industries Ltd.）、ス

イスの Geigy 社ほか２社の計４社であった。 

186 Imperial Chemical Industries Ltd. v. Commission, Case 48, 49, 51-57/69 [1972] ECR 

619 

187 小原喜雄「多国籍企業の競争に及ぼす影響」『商学討究』第 27 号（1977）118 頁 
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測可能（reasonably forseeable）なものであること、ただし、意図されたことを要さない、

③实質的（substantial）であること、という制約条件が課されるとしている188。 

 

４ 欧州裁判所の判断189 

ＩＣＩ社は、共同体の外で行われた行為によって共同体市場に効果がもたらされたとい

うことのみを理由として制裁金を課すことはできないとして、欧州委員会の決定の取消を

求め欧州裁判所に提訴した。 

欧州裁判所は効果理論を否定した190が、親会社による共謀が域外でなされても、域内子

会社がこの共謀に基づいてカルテルの合意を实行に移した以上、行為の一部が共同で行わ

れているものと事实認定できるとして、本件における欧州裁判所の管轄を認めた191。 

すなわち、イギリス法人のＩＣＩ社の子会社（subsidiary）が域内に所在していたため、

域外適用問題は無益であるとし、「申立人は域内市場における販売価格に関して、子会社の

政策に決定的な影響を与えたのであって、实際に当該３度の価格引上げにおいてもこの力

を行使した」のであるから、ＩＣＩ社への管轄権の行使は妥当であった旨判示した192。 

 

５ 域外適用問題との関連性 

本件は、域外適用問題について初めて欧州裁判所で争われた事例である。 

                                                
188 佐藤智恵「ＥＣ及びドイツ競争法の域外適用」『一橋法学』第 25巻３号（2000）76 頁 

189 Imperial Chemical Industries Ltd. v. Commission, Case 48/69, 2 C. M. L. Rep. para. 

8161 (Ct. of Justice 1972); Badische Anilin-und-Soda Fabrik A. G. v. Commission, Case 

49/69, 2 C. M. L. Rep. para. 8162 (Ct. of Justice 1972) 

190 なお、欧州裁判所は Beguelin 事件（1972 年）（Beguelin Import Co. v. E. C. Comm., Case 

22/71, C. M. L. Rep. p. 81(Court of Justice,1972)）において（傍論であるが）、日本事業者と

共同体域内事業者のとの間の排他的販売契約に関して「契約当事者の一方が共同体域外に所在

するということは、当該契約が共同体域内において効力を有する限り、ＥＥＣ条約第 85 条第

２項の適用を妨げるものではない」と判示している。この判例は効果理論の採用を明らかにし

ていると解説するものもある（根岸哲『独占禁止法の基本問題』神戸大学研究双書刊行会（1990）

231 頁）。 

191 なお、判決では、コンサーティッドプラクティスという類型を活用し、合意に当たらない

としても当事者間で接触した事实があれば、コンサーティッドプラクティスを認定できるとし

た（公正取引委員会・競争政策研究センター『カルテル･入札談合における審査の対象･要件事

实･状況証拠』（2007）５頁）。 

192 伊藤隆史「競争法の域外適用［中］」『国際商事法務』Vol.32  No.４（2004）464 頁 
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欧州裁判所は、子会社が独自の法人格を有するにもかかわらず、市場行動を独自に決定

せず、親会社が与える指示に従う状況では、親会社と子会社は経済的一体をなしており、

子会社の行為は親会社に帰属すべきものとみなし、域外の親会社に対して管轄権の行使を

認めた。この欧州裁判所の考え方は、「行為帰属理論」と言われている。なお、同理論は、

「経済的一体性」(economic unity)又は企業単一(enterprise entity)の理論とも言われるこ

とがあり、また、親会社の域外における共謀について域内の子会社は責任を負うという事

案の性質上、「帰責理論」（liability doctrine）と呼ぶこともある193。この理論構成は、行

為の一部が属地内で行われていることにより、管轄権の行使を認めようとするものである。 

効果理論、行為帰属理論のいずれの考え方を採るかは別として、結局、本件は、域外に

おける違法行為にＥＣ競争法の域外適用を認める先駆的判例となった。 

 なお、欧州裁判所がこの行為帰属理論を採用するに至った背景として、公法に関する限

り立法管轄権と執行管轄権とを伝統的に区別して考えず、しかも、立法管轄権の基準のう

ちに執行管轄権の基準を含ましめようとするドイツにおける考え方が反映されていると分

析するものがある。同説からは、このことは、ＥＣ競争法に執行管轄権について規定する

条項が存在していないこと、また、本判決において、立法管轄権の域外適用を認める根拠

として利用された行為帰属理論が、そのまま域外親会社に対する執行管轄権取得の根拠付

けにも使われているということからも伺われるとしている194。 

この行為帰属理論に対しては、ＥＣ競争法の域外適用の問題と、子会社の行為に対する

親会社の責任の問題、及び共同行為の行われた場所の認定の問題とを、あたかも１つの基

準によって判断してしまおうとする恨みがあることを否定できない195、事業者活動の实態

を正確に捉えているという点で優れているが、親会社とは別個の子会社の法人格を無視し

                                                
193 越知保見『日米欧 独占禁止法』商事法務（2005）1096 頁 

194 「訴状等の書類の送達に関連して、欧州委員会規則 99 号２条が要求している被疑点

（Beschwerdepunkt）の告知について、域外親会社の属する国が外国公文書の郵便による送達

を許容していない場合であっても、被疑点の告知という目的が实質的に達成される限り、親会

社に対する郵便送達による告知は有効であるとし、欧州委員会の審決の送達について、同事件

は、域内子会社を通じる域外親会社への送達を適法と認めた。」（根岸哲『独占禁止法の基本問

題』神戸大学研究双書刊行会（1990）236 頁） 

195 本田直志「国際的競争制限に対する法規制の現状と問題点」『一橋論叢』第 102 巻第１号

（1989）69 頁 
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ているという点で問題である196、共同体内にいかなる子会社も有しない外国事業者に対し

ては管轄権を为張し得ない197との批判がある。 

 

第２ その後の欧州委員会の対応 

 欧州委員会は、国際染料カルテル事件以後も一貫して効果理論を採用し198、1972 年の

「日本製品に関する告示」199及び 1977 年の「競争政策に関する第６回報告」200において

も効果理論の立場を採ることを表明している。このような状況は、1988 年のウッドパルプ

事件判決まで維持された。 

また、欧州委員会は、「その行使が非メンバー国の重要な国益を侵害し、あるいは、そ

のために事業者がその現地国法を犯す結果となるような場合は、かかる域外適用は行わな

い」が、そのような場合でも「ＥＣの基本的利益」を擁護すべき場合には、ＥＣ法を適用

すると述べている201。 

なお、欧州委員会は、スイス内に存在する情報を提供すればスイス法により刑法犯に問

われることを理由としてオランダ事業者がＥＣへの情報提供を拒否した事案において、こ

のオランダ事業者の「外国政府強制の理論」を退けて情報提供を命じ、応じない場合には

罰金を科すとした202。 

 

第３ コンチネンタル・キャン事件（1973 年） 

１ 事件の概要 

                                                
196 佐藤智恵「ＥＣ及びドイツ競争法の域外適用」『一橋法学』第 25巻３号（2000）86 頁 

197 ブルーノ・ザネッティン「国際レベルでの競争当局間の協力」『阪南論集 社会科学編』42

巻２号（2007）138 頁 

198 中川淳司、清水章雄、平覚、間宮勇『国際経済法』有斐閣（2003）309 頁 

199 Notice concerning Imports of Japanese Products into the Common Market 

200 Sixth Report on Competition Policy 

201 欧州委員会決定 Market Sharing by Aluminum Products, O. J. No. L92 (March 30, 

1985). 公正取引委員会事務局編『ダンピング規制と競争政策・独占禁止法の域外適用（独占禁

止法渉外問題研究会報告書）』（1990）83 頁 

202 Commission Decision of June 25, 1976 (Ⅳ/26, 186 –CSV) Common Market Report 

(CCH) 9859. 1976. 公正取引委員会事務局編『ダンピング規制と競争政策・独占禁止法の域外

適用（独占禁止法渉外問題研究会報告書）』（1990）90 頁 



 92 

金属製コンテナを製造するアメリカ事業者であるコンチネンタル・キャン社（域外親会

社）が、ベルギーの子会社 Europemballage 社を通して、域内での潜在的競争者となるＴ

ＤＶ社の 80％の株式及び転換社債を取得しようとした。 

 

２ 欧州裁判所の判断203 

これに対し、欧州委員会はＥＣ条約第 86 条（当時。その後の第 82 条、ＴＦＥＵ条約第

102 条と同じ。）に違反するとしてその計画を差し止めた。 

これを不服としたコンチネンタル・キャン社は、欧州裁判所に提訴し、同社が共同体域

外に本社を置いており、国際法の一般原則に照らせば、欧州委員会は管轄権を及ぼすこと

ができないと为張した。 

これに対して、欧州裁判所は、「コンチネンタル・キャン社が Europemballage 社にＴ

ＤＶ社の株式の公開買付を行わせ、そのために必要な手段を準備したことは明らかである。

コンチネンタル・キャン社が加盟国内に事務所を有していないことは、共同体法の適用を

免れるのに十分な理由とはならない」とし、コンチネンタル・キャン社の为張を退けた。 

このように、欧州裁判所はＥＣ条約第 86 条適用の事例においても、行為帰属理論によ

って域外親会社に対する域外適用を肯定した204。 

なお、本判決は、域外親会社に対して直接に郵便送達することを適法と認めている205。 

 

第４ テーパード・ローラーベアリング事件（1974 年） 

１ 事件の概要 

 日本とフランスのベアリング製造事業者が協定を行い、日本事業者側がベアリングの対

フランス輸出において価格規制をすることを取り決めた。 

 

２ 欧州委員会の判断206 

 欧州委員会は、ＥＣ条約第 85 条違反に該当するとして、罰金を課した。 

                                                
203  Europemballage Corporation, Brussels and Continental Can Company Inc. v. 

Commission, Case 6/72,［1973］ECR 157 
204 若林亜理砂「欧州における域外適用について」『独占禁止法の域外適用』早稲田大学グロー

バルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）81 頁 

205 根岸哲『独占禁止法の基本問題』神戸大学研究双書刊行会（1990）236 頁 

206 The Franco-Japanese Ballbearings Agreement (1974), O. J. L. 343/19 
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３ 域外適用問題との関連性 

 本件に関連して、欧州委員会は「域外国の事業者にその国の政府が課した、貿易上の取

決め」については訴追しないとの声明を発したが、本件のような事業者間の取決めで、日

本の対ＥＣ輸出カルテルがＥＣ加盟国間通商に影響を与える場合には、ＥＣ条約第 85 条

の適用対象となることを宠言した207。 

 

第５ コマーシャル・ソルベンツ事件（1974 年） 

１ 事件の概要 

アメリカ事業者コマーシャル・ソルベンツ社は欧州共同体域内の結核用薬品原材料市場

において独占状態にあったが、同社は、そのイタリア子会社の株式の過半数を支配し取締

役の半数以上を支配していた。同社は、自ら薬品製造に着手するとともに、イタリアの子

会社の行為を通じ、同社が従来から薬品原材料を提供してきた顧実（イタリア事業者 Zoja

社）に対して原材料の供給を拒絶した。Zoja 社は欧州共同体域内の結核用薬品市場で唯一

の競争相手であった。 

 

２ 欧州裁判所の判断208 

本件ではＥＣ条約第 86 条違反が問題となった。 

欧州裁判所は、いずれも一つの市場において支配的地位を有する事業者が隣接市場で競

争している事業者に対して、事業者の事業遂行に不可欠である原材料又はサービスの供給

を拒絶することは、同条の濫用行為を構成するとした。その上で、欧州裁判所は、親会社

であるコマーシャル・ソルベンツ社がそのイタリア子会社の株式の過半数を支配し取締役

の半数以上を支配していることを理由として、両者が欧州共同体域内市場において市場支

配的地位にあると判断し、コマーシャル・ソルベンツ社に対して Zoja 社への原材料の供給

継続を強制させた。 

                                                
207 公正取引委員会事務局編『ダンピング規制と競争政策・独占禁止法の域外適用（独占禁止

法渉外問題研究会報告書）』（1990）91 頁、松下満雄「国際取引をめぐる法構造」松下満雄、

神崎克郎、岡村堯、小原喜雄『現代経済法講座 10 国際取引と法』三省堂（1991）33 頁、松

下満雄『国際経済法［改訂版］』有斐閣（1999）351 頁 

208 Joined cases 6 and 7/73 R, Istituto Chemioterapico Italiano S.p.A. et Commercial 

Solvents Corporation v Commission of the European Communities [1973] ECR 357 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=673O0006&lg=en
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=673O0006&lg=en
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３ 域外適用問題との関連性 

この欧州裁判所の判断は、行為帰属理論によって域外親会社に対する域外適用が肯定さ

れたものと評価されている209。 

 

第６ ＢＡＴ事件（1987 年） 

１ 事件の概要 

 本件は、西ドイツにおけるフィリップ・モリス事件と同事件である。 

 フィリップ・モリス社、ロスマン社の競争者であるＲ・Ｊ・レイノルズ社とＢＡＴ社

（British-American Tobacco Company）が、フィリップ・モリス社がロスマン社の株式

の 24.9％を所有していることは競争制限効果を有しており、かつ、競争制限の意図のもと

になされたものであるので、ＥＣ条約第 85 条、第 86 条に違反するとして、欧州委員会に

排除措置要求を行った。 

 

２ 欧州委員会の判断 

 フィリップ・モリス社、ロスマン社側は、欧州委員会に対して、フィリップ・モリス社

はロスマン社の経営会議に参加しない、フィリップ・モリス社はロスマン社から競争に影

響を与える情報提供を受けない、フィリップ・モリス社はロスマン社の株式の 25％以上を

取得する場合には欧州委員会に届け出る等について申し出た。 

 欧州委員会が、このフィリップ・モリス社、ロスマン社の申し出を是とし、当該株式保

有を認めたので、Ｒ・Ｊ・レイノルズ社とＢＡＴ社は、これを不服として欧州裁判所に提

訴した。 

 

３ 欧州裁判所の判断210 

 欧州裁判所は、ＥＣ条約第 85 条、第 86 条が域外に本拠を有する事業者間の企業結合に

対して適用されうるとの前提に立って、本件における株式保有によって競争制限的効果が

                                                
209 総務省総合通信基盤局「市場支配力の概念整理について」新しい競争ルールの在り方に関

する作業部会（第３回）（2007）、荒木雅也「ＥＣ条約 82 条と共同市場支配」『高崎経済大学論

集』第 48 巻第２号（2005）96 頁 

210 Joined Cases 142 and 156/84, Judgement of the Court (Six Chamber), 17 November 

1987 
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生ずるとは言い難く、当該企業結合は違法要件として十分な競争制限的性格を有していな

いと判断して、欧州委員会の決定を支持した。 

 

４ 域外適用問題との関連性 

本判決によって、企業結合に対してＥＣ条約第 85 条、第 86 条が適用されうること、及

び、域外に本拠を有する事業者間の企業結合に対してもこれらの規定が適用されうること

が示されたということができる211。 

 

第７ ウッドパルプ事件（1988 年） 

１ 事件の概要 

 ＥＣ域内にパルプを輸出しているウッドパルプ製造事業者 40 社（カナダ６社、アメリ

カ 10 社、フィンランド 11 社、スウェーデン 10 社、ノルウェー、ポルトガル及びスペイ

ン各１社）、並びに３つの製造事業者団体（アメリカ、フィンランド、スウェーデン）は、

ＥＣ域内の顧実への建値及び实勢価格について 1975 年から 1981 年までカルテルを結び、

ＥＣ域内のパルプ購入者の再輸出、再販売を禁止していた。 

 これらの事業者等は、すべてＥＣの域外国で法人登錰をしていた。また、これらの多く

はＥＣ域内に子会社、支店等を有していなかった。これらの事業者等によるパルプの輸入

は、ＥＣの全輸入の３分の２以上及び全消費量の約 70％を占めていた。 

本件では、これらの事業者等が行ってきたＥＣ向けパルプ輸出カルテルに対してのＥＣ

条約第 85 条の適用が問題となった212。 

 

２ 欧州委員会の判断213 

                                                
211 松下満雄「国際取引をめぐる法構造」松下満雄、神崎克郎、岡村堯、小原喜雄『現代経済

法講座 10 国際取引と法』三省堂（1991）34 頁 

212 なお、アメリカ事業者の本件カルテル参加は Webb-Pomerene Act によりシャーマン法の適

用除外とされるため、アメリカでは訴追されなかった。Webb-Pomerene Act は、アメリカの

事業者だけシャーマン法により国際カルテルに参加できないのでは、アメリカの事業者が国際

競争に不利になるとして、アメリカの消費者に害を及ぼさない国際カルテルについて反トラス

ト法の適用を除外したものである（越知保見『日米欧 独占禁止法』商事法務（2005）1097

頁）。 

213 Commission Decision of 19. 12. 1984; O. J. No. L 85, 26.3. 1985. 佐藤智恵「ＥＣ及びドイ

ツ競争法の域外適用」『一橋法学』第 25 巻３号（2000）78 頁 
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欧州委員会が1984年に行った決定は、「競争制限行為の当事者である事業者及び事業者

団体が共同体以外に本拠を有していても、共同体加盟国の通商を阻害する限りＥＥＣ条約

第 85 条が適用される。本件の被審人は、違反期間中共同体へ木材を輸出し、そこで事業

活動を行っていた。被審人の一部は共同体内に支店、子会社又は代理店等を有し、共同体

の需要者に対する直接の輸出又は販売を行っていた。このような行為が共同体に及ぶ効果

は、实質的であり、意図されたものであり、为要かつ直接的な結果である」とし、効果理

論に基づいて域外の事業者及び事業者団体の行為に対するＥＣ条約第 85 条の適用を肯定

し、制裁金を課した。 

これを不服とした事業者等の一部が、取消訴訟を欧州裁判所に提起した。 

 

３ 法務官の意見 

ダルモン（Darmon）法務官は、欧州裁判所はこれまでの判例で効果理論を正式に支持

してこなかったが、そのことは、同裁判所が効果理論を拒絶することを意味するものでは

ないとし、本件においては实際に域内において競争制限効果が生じているので、同理論に

よって欧州委員会の管轄権を承認すべきであるとした。また、その際、国際染料カルテル

事件でマイラス法務官が示した「直接的、合理的に予測可能であり、かつ、实質的な効果」

の基準が参考になるとした214。 

 

４ 欧州裁判所の判断215 

欧州裁判所は、効果理論を採用することを为張した欧州委員会決定及び法務官の意見を

退け、域外事業者については、ＥＣ域内でウッドパルプを販売したことをもって輸出カル

テルの「实施」とみなし、実観的属地为義を援用してＥＣ条約第 85 条を適用するととも

に、一方、事業者団体については、輸出カルテルの場を提供したが販売活動は行っていな

いため「实施」（＝売上げ）がなくＥＣ条約第 85 条違反は問えない216として審決を取り消

した217。 

                                                
214 佐藤智恵「ＥＣ及びドイツ競争法の域外適用」『一橋法学』第 25巻３号（2000）79 頁 

215 A. Åhlström Osakeyhtiö and others v. Commission, Case C-89/85 etc.,［1988］ECR 5193 

216 最近では、ＥＣは、外国事業者でＥＣ域内に売上げがない場合には、みなし売上げを立て

る方針を採っており、マリンホース事件では、ＥＣ域内で「売上げ」がなかった日本事業者（ブ

リヂストン）に対しても「売上げ」があったとみなしてＥＵ競争法を適用し、高額の制裁金を

課している。しかし、本件の場合は、そもそも、实際の「売上げ」を上げているのは事業者で
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同判決は、国際公法上普遍的に承認されている実観的属地为義のもとで、「ＥＣによる

域外管轄権は反競争的行為がＥＣ市場で实施される（implemented）場合に行使される」

という实施理論（implementation doctrine）を採用し、 

  ① ＥＣ競争法の管轄権はＥＣ域外で合意（形成）されＥＣ域内で实施された行為に

及ぶ。従って、ＥＣ競争法の管轄権は、当該対象商品がＥＣ域内で販売された場合

に、ＥＣ域外で締結された協定などに及ぶ。 

  ② カルテルに参加したＥＣ域外の事業者が、ＥＣ域内の販売で、子会社、支店、代

理店などを介さずに、ＥＣ域内の購買者に直接販売する場合にも管轄権が及ぶ。 

と判示した218。 

 本判決は、その後のＥＣ競争法の域外適用を行うに当たっての基本的な考え方となった。 

 

５ 域外適用問題との関連性 

 従来は、外国事業者同士が自国領土外において、自国向け製品についてのカルテルを形

成、实施する場合、その外国事業者が自国領土内で何らかの営業活動を行っているときに

自国競争法を適用できるが、外国事業者が完全に受け身で（自国領土外で）自国輸入業者

が買付けに来るのを待っているようなときには実観的属地为義のもとでは自国競争法を適

用できないと考えられていた。 

 この点、本判決は、実観的属地为義の名のもとに实質的に従前より広い管轄権（域外適

用）を認めるものであり、实質上、アメリカのＦＴＡＩＡ型効果理論を適用する場合とほ

ぼ同一の結論をもたらすことになる。 

                                                                                                                                          

あり、事業者団体そのものには「売上げ」がないため、事業者団体には課さなかったものとい

えよう。 

217 問題となった事業者団体の中に、様々なグループがあった。事業者らは、各グループに参

加することで、当該事業者団体の構成員とされた。これらの各グループは、事業者団体から完

全に独立して、そのグループ運営を行っていた。本件では、あるグループの会合において価格

情報の交換などを行ったことが問題となった。このような状況を勘案し、欧州裁判所は、当該

事業者団体に対してもＥＣ条約第85条違反として制裁金を課した欧州委員会審決を無効とし、

事業者団体には責任はないとした（財団法人比較法研究センター『競争法の国際的な執行に関

する調査報告書』（2009）60 頁）。 

218 本判決の②については、カルテル参加事業者がＥＣ域内で販売活動を行う場合のほか、Ｅ

Ｃ域外でＥＣ事業者が買付け（購買）活動を行う場合にも、ＥＣ域内事業者に直接販売される

限り、ＥＣ競争法の管轄権が及びうるとしたことになる。 



 98 

 また、本判決は、制裁金を課すことは国際礼譲の原則に反するとの为張を退けている。

これは、国際礼譲の考慮は、欧州委員会の権限行使の法的障害とはならず、政治的性質を

有するに過ぎないということを裁判所として示したものといえる219。 

 

第８ ポリ塩化ビニール事件（1988 年） 

１ 事件の概要 

 ポリ塩化ビニール（ＰＶＣ）は、重工業分野及び建築分野において利用される商品であ

り、また、多くの消費者製品にも使用されている。 

石油化学製品を製造販売する 14事業者（うち 13事業者はＥＣ域内事業者であり、Norsk 

Hydro 社のみがノルウェーに本社を置く域外事業者であった。）は、1980 年に行われた提

案に基づき、化学事業組合の公式のフレームワークとは別途、月に１度程度あるいはそれ

以上の頻度で会合を行い、価格や市場シェア等の情報を交換し、協調的な価格決定を計画

し、目標価格及び（又は）最低価格を決定し、各事業者に関する目標販売割当量を設定し

た上で、これらの協調的協定の進捗状況についてこれを監視していた。 

 

２ 欧州委員会の判断220 

欧州委員会は、本件協調的行為がＥＣ条約第 85 条に違反するとした。欧州委員会は、

「Norsk Hydro 社がその为たる事務所及び製造設備を共同体域外に置いているという事

实は、共同体域内で当該協定が实施されている限りにおいて同社の責任に影響を及ぼすこ

とはない」とした。そして、Norsk Hydro 社にとっての为たる市場がＥＣ共同体であり、

同社のＰＶＣの売上げの 60％程度がＥＣ域内で上げられていることを指摘した。 

 

３ 域外適用問題との関連性 

 このように、欧州委員会は、その管轄権の根拠をＥＣ域内での協定の「实施」に置き、

その「实施」をカルテルが行われた商品がＥＣ域内で販売されていることから認定してい

                                                
219 バンバール・アンド・ベリス法律事務所編『ＥＣ競争法』商事法務（2007）17 頁。なお、

本判決に先駆けてＩＢＭ事件判決（IBM v. Commission ［1981］ECR 2639）においても、欧

州裁判所は、決定がなされるまでは国際礼譲は考慮されるべきではない旨判示している（伊藤

隆史「競争法の域外適用［中］」『国際商事法務』Vol.32  No.４（2004）465 頁）。 
220 IV/31.865 
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ることから、本件決定において欧州委員会はウッドパルプ事件における裁判所の判断に従

って判断を行っているといえる。 

 欧州委員会は、従来は効果理論を採用していたが、ウッドパルプ事件判決直後に出され

た本件決定において、欧州委員会は、同判決の判断基準である实施理論に変更したと解さ

れる221。 

 

第９ 低密度ポリエチレン事件（1988 年） 

１ 事件の概要 

 低密度ポリエチレン（ＬｄＰＥ）をＥＣ域内で供給するほぼすべての事業者 17 社は、

事業活動について協調することを目的として 1976 年以降会合を開き、協調的な価格設定

を計画し、目標価格及び（又は）最低価格を設定し、各事業者に関する目標販売割当量を

設定した上で、これらの協調的協定の進捗状況についてこれを監視した。 

 17 社のうち、Dow 社は、本社はアメリカに置いているが、ヨーロッパの工場はオラン

ダとスペインにあり、ＥＣ内で最大のＬｄＰＥ事業者であった。また、Chemie Holding

社（オーストリア）、Neste Oy 社（フィンランド）及び Statoil 社（ノルウェー）は、本

社も工場も域外にあった。また、Repsol 社はスペイン事業者であるが、当該協調行為はス

ペインのＥＣ加盟（1986 年）以前から継続していた。 

 

２ 欧州委員会の判断222 

欧州委員会は、本件協調的行為がＥＣ条約第 85 条に違反するとした。欧州委員会は、

管轄権の根拠につき、Dow 社については、工場がＥＣ域内にあるという属地为義に求めた。

また、Chemie Holding 社、Neste Oy 社及び Statoil 社については、カルテルを「实施」

している範囲において責任は免れないとし、同社らにとってＥＣは重要な市場であり、売

上げの４分の１から半分をＥＣ域内で上げているとした。 

これに対して、Repsol 社はスペインに本社を置く事業者であって、同社は製品の販売を

スペイン国内でのみ行っており、ＥＣ域内でカルテルが締結された商品を販売していると

いう意味での「实施」が行われたとは言えない状況にあった。しかしながら、欧州委員会

                                                
221 若林亜理砂「欧州における域外適用について」『独占禁止法の域外適用』早稲田大学グロー

バルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）86 頁 
222 IV/31.866 
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は、同社の「カルテルへの関与が共同体内の競争に影響を与えた範囲においてＥＣ競争法

ルールは Repsol 社に適用される」と述べ、同社に対して管轄権を認めた。 

 

３ 域外適用問題との関連性 

欧州委員会の判断のうち、Chemie Holding 社、Neste Oy 社及び Statoil 社については、

ウッドパルプ事件判決の判断に従う形で「实施」があったことを管轄権の根拠として挙げ

ている。一方、Repsol 社については、ウッドパルプ事件判決において設定された限界を超

える形で直接的に効果理論を援用したものであるとの評価がなされている223。 

 

第 10 デ・ハビランド事件（1991 年） 

１ 事件の概要 

 小型航空機市場（関連製品は regional turboprop aircraft）において、フランス事業者

Aeroapatiale社とイタリア事業者Alenia社がカナダ事業者デ・ハビランド（de Havilland）

社を買収しようとした。 

 

２ 欧州委員会の判断224 

欧州委員会は、域外の事業者であるデ・ハビランド社に対して企業結合規則を適用し、

この買収計画を禁止した。企業結合規則は1989年に制定され、1990年から施行されたが、

本件は同規則施行後初の禁止案件となった。 

 

３ 域外適用問題との関連性 

本件を契機として、アメリカとＥＵ間で、企業結合問題についての協力強化に関する作

業グループが設置され、以後両者間で生じた各事件において、初期段階からの情報交換を

通じ、緊密な協力が進められるようになった。 

 

第 11 ＥＣ専門家グループ報告書225（1995 年） 

                                                
223 若林亜理砂「欧州における域外適用について」『独占禁止法の域外適用』早稲田大学グロー

バルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）87 頁 

224 Aerospatiale-Alenia/de Havilland (Case Ⅳ/M. 053)［1991］OJ L 334/42 

225 EC Expert Group Report of 1995. 本田直志「競争政策・競争法とＷＴＯ」『日本経済法学

会年報』第 25 号（2004）178 頁 
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同報告書は、国内競争法の強化や競争当局間での協力強化が必要とされる理由を次のよ

うに分析している。 

① 100 ヶ国以上の国で国内競争法がない、あるいは効果的な執行がなされておらず、

それによって市場アクセス障壁、相互为義への関心、貿易戦争、報復制裁をもたら

している。 

② 国際カルテル、輸出カルテル、航空運送や海運などの国際的分野での競争制限行

為、世界的規模での企業結合、マイクロソフト事件（1994 年）にみられるような为

要市場での市場支配的地位の濫用など、ますます競争問題は国境を越えた問題とな

ってきている。 

③ 例えば、企業結合又は協調行為が、ある国では承認され、ある国では禁止される

場合のように、国内競争ルール間の差異や衝突のリスクが、不安定性や多大な取引

コストを生んでいる。とりわけ、外国での反競争的行為に対するアメリカ反トラス

ト法の一方的な域外的執行は、対抗措置の発動や対抗立法の制定など、国際的衝突

や執行問題をもたらしている。 

④ 発展途上国は、価格差別、知的所有権の濫用行為及び他国の競争法の域外適用に

さらされやすいリスクを持っている。 

 さらに、同報告書では、ＷＴＯのマラケシュ閣僚会議において、競争政策はルールの枠

組みが策定されうる分野であることが明示されているが、競争の国際的な枠組みと共通の

ルールの策定や導入は、現实的な短中期的な選択肢としては考えられないこと、また、二

国間協定は、国境を越えて实施され、あるいは影響を及ぼす競争制限行為の発見の促進や、

国内競争法の域外適用からもたらされる紛争の回避を目的とするものであり、秘密情報の

保持義務が免除されれば、より緊密な活動の調整が可能で、国によって異なる取組みや関

心事項を調和させることができるが、その適用範囲が限定され、二国間協定ではすべての

問題を解決することはできないことが挙げられている。 

 その上で、同報告書は、多国間協定の策定が最も現实的な選択であり、その多国間協定

においては、 

① 競争ルールの執行の相違から生じる歪みを減尐させるために、加盟国の範囲は、

世界レベルでの为要貿易相手国を包含すべく十分に広範でなければならないこと。 
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② 共通ルールは、価格拘束に関する水平的カルテルの禁止、輸出カルテルも含めた

供給制限や市場分割の禁止を含み、ＥＣ指令のごとく、参加国の国内法に導入され、

参加各国は達成されるべき結果について義務を負うこと。 

③ 国際機関の機能として、共通ルールの起草・見直し、「競争制限的慣行の登錰簿」

の創設、参加国間による紛争解決のための組織を提供すること。 

を提言している。 

 

第 12 ボーイング／マクダネル・ダグラス事件（1997 年） 

１ 事件の概要 

ボーイング社は、マクダネル・ダグラス社を吸収合併しようとした。両社はいずれもア

メリカの航空機製造事業者であった。 

 

２ アメリカ政府の判断と欧州委員会の判断226の対立 

本件企業結合について、アメリカ政府は、売上げの凋落しているマクダネル・ダグラス

社が将来的に有効な競争者ではないことを理由に無条件で容認した。 

一方、欧州委員会は、両事業者ともＥＵ域内には資産を有しないが、ＥＵ域内市場にお

いて航空機の売上高が存在していることを理由として、本件企業結合はＥＵ企業結合規則

に反するとしてこれを禁止しようした227。 

これに対し、アメリカ政府は、欧州委員会には本件企業結合を提訴する権限はない、ま

た、ＥＵが域内事業者であるエアバス（Airbus）社の保護を優先しており競争が二の次に

なっていると为張した。 

 

３ 事件の結果 

本件は、航空会社との排他的購入契約の解除という条件を付けるなど、欧州委員会が受

け入れられるように合併取引を修正することにボーイング社が合意したため、終息するこ

ととなった228。 

 

                                                
226 Boeing/McDonnell Douglas, M.877 ［1997］OJ L 336/16 

227 バンバール・アンド・ベリス法律事務所編『ＥＣ競争法』商事法務（2007）16 頁 
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４ 本件に対する日本の対応 

 本件に関し、日本の公正取引委員会は、日本も航空機の为要なユーザー国であったにも

かかわらず介入しなかった229。これは、ボーイング社、マクダネル・ダグラス社が日本国

内に子会社等を有していないため、管轄権がないと判断したものと思われる230。 

 本件及びプラチナ事件等を契機として、日本においても、1998 年（平成 10 年）に、外

国事業者同士の企業結合にも独占禁止法を適用できるよう、法改正がなされた。 

 

第 13 プラチナ事件（1999 年） 

１ 事件の概要 

 南アフリカ共和国（以下、南アという。）事業者であるゲンソー社（Gencor Ltd）は、

鉱業及び金属業を営む事業者グループの親会社である。同社のプラチナ事業部門は、同社

が株式の 46.5％を保有する南ア事業者インパラ社（Impala Platinum Holdings Ltd）が担

当していた。 

また、（ＥＵ域内である）イギリス事業者であるローンロ社（Lonrho Plc）は多角化し

た事業者グループの親会社である。同社のプラチナ事業部門は、南ア事業者 Eastern 

Platinum Ltd 及び Western Platinum Ltd（まとめてローンロ社プラチナ事業部門

（Lonrho Platinum Division）、略称ＬＰＤ）が担当していた。なお、ＬＰＤの株式の 73％

をローンロ社、23％をゲンソー社が保有していた。 

ゲンソー社及びローンロ社の生産業務はすべて南アにあり、鉱業・精製業務はすべて南

アで行われていた。また、両社は、世界のプラチナ市場で第２位、第３位の地位を占めて

いたが、①ＥＵでのプラチナの売上げは、世界での総消費量の 20％であり、他の地域と比

べてはるかに尐なく、②ＥＵでの両社の売上高は、ＥＵにおけるプラチナの総売上高の 15

～30％に過ぎなかった。 

 1995 年６月、ゲンソー社及びローンロ社は両社のプラチナ事業部門（ＰＧＭ：platinum 

group metal-sector）をインパラ社に統合する旨の基本契約を締結したことを公表した。

                                                                                                                                          
228 Ｊ．Ｈ．シェネフィールド、Ｉ．Ｍ．ステルツァー『アメリカ独占禁止法 改訂版』三省

堂（2004）122 頁 

229 川合弘造「域外企業の企業結合に対する日本の独占禁止法の適用」『ＮＢＬ』第 905 号

（2009）50 頁 

230 栗田誠「競争政策論［第３回］独占禁止法・競争政策の国際的課題」経済研修所平成 15年

度経済研修資料、内閣府経済社会総合研究所（2003）38 頁 
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同年８月、企業結合が实施される地である南アの競争委員会が、ゲンソー社及びローンロ

社に対し、本企業結合は南ア競争法上問題ない旨通知したため、両社は同年 11 月に本企

業結合にかかる一連の協定を締結した。なお、一連の協定において 1996 年６月 30 日まで

に本企業結合について欧州委員会の同意を得ることが条件とされていた。 

 

２ 欧州委員会の判断231 

 1995 年 11 月、両社が共同して欧州委員会に対して本企業結合の届出を行ったところ、

欧州委員会は 1996 年４月に以下のような決定を下した。この決定において、欧州委員会

は、上記のような事实にもかかわらず、ＥＵ企業結合規則での売上高基準の下、本件結合

を審査する管轄を有すると为張し、プラチナが世界中で取引されているため、本件結合が

世界市場にもたらすインパクトはＥＵにも充分に影響を及ぼすと判断した。その上、世界

市場への企業結合の影響を理由として、この結合は寡占をもたらすと考え、欧州委員会は

この企業結合を禁止した。 

これを受けて、ローンロ社は、同年５月、ゲンソー社に対して欧州委員会の承認を得る

期限を延長しない旨通知し、これにより本件結合計画は解消した。 

 

３ 欧州第１審裁判所の判断232及びこれに対する評価 

ゲンソー社は、1996 年６月、欧州第１審裁判所に対して欧州委員会決定の取消を求めて

提訴したが、欧州第１審裁判所は、1999年３月 25 日に申立を棄却する旨の判決を下した。 

 

（１）本件における市場とは 

（ア）欧州第１審裁判所の判断 

 本件で、申立人は、関係事業者によるプラチナ等の採掘及び精錬は専ら南アで行われて

いることから、ウッドパルプ事件判決に当てはめると、本件結合は南ア内で発生し实施さ

れるものと評価されると为張した。これに対して本判決は、プラチナ等の生産活動よりも

販売活動（消費活動）を重視して関連市場を確定し、ウッドパルプ事件判決の判旨とも一

致するとしている。 

                                                
231 Gencor/Lonrho, M.619, OJ 1997 L11/30 

232 Case T-102/96 Gencor Ltd. v. Commission［1999］ECR Ⅱ-753 
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 また、申立人は、ＥＵ市場におけるプラチナ類の需要量、消費量が全世界の需要量、消

費量の中で比較的小さいことから、ＥＵ市場に实質的な効果を及ぼさないと为張した。こ

れに対して本判決は、現在のＥＵの需要量でＥＵ競争法の管轄権を認めるに十分な販売量、

消費量であると判示している。 

 

（イ）評価 

 本判決のように需要面、消費面を重視して関連市場を確定する方法によると、国際的に

流通する天然資源に関連する結合事案については（たとえ結合が世界のどこで生じても）、

世界市場が確定されて国際的に大消費市場を構成するアメリカ、ＥＵの管轄権に自動的に

服する（すなわち、アメリカ反トラスト法、ＥＵ競争法が適用される）ものが増大してい

くと予想される233。 

 

（２）本件の争点 

本件での争点は、第１に、ＥＵが本件結合について管轄権を有するか、第２に、本件結

合についてのＥＵによる管轄権の行使は国際公法上の管轄権原則に反しないかであった

234。 

 

（ア）ＥＵが本件結合について管轄権を有するか 

本判決は、ＥＵ企業結合規則が適用される際唯一問題となるのは、結合当事者の世界と

ＥＵでの売上高であると判示した。つまり、本判決は、結合事業者がＥＵ市場で設立され

ておらず、生産施設をＥＵ市場に設けていなくても、その結合が（大輸入市場である）「Ｅ

Ｕ市場に即時かつ实質的な効果を及ぼすことが予見可能である場合」にはＥＵは管轄権を

有すると判示した。 

なお、ボーイング／マクダネル・ダグラス事件では当事者のＥＵとの関連性は当事者の

ＥＵでの売上げのみであったが、本件ではローンロ社がＥＵの域内事業者である点が異な

っている235。 

                                                
233 村上政博『独占禁止法研究Ⅲ』弘文堂（2000）270 頁 

234 村上政博『独占禁止法研究Ⅲ』弘文堂（2000）267 頁、村上政博「国際取引への法適用」

『判例タイムズ』第 1295 号（2009）13 頁 

235 クリス・バン・ホフ、ポーター・エリオット、亀岡悦子「グローバル経済におけるＥＣ企

業結合規制」『ＮＢＬ』第 905 号（2009）44 頁 
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（イ）本件結合についてのＥＵによる管轄権の行使は国際公法上の管轄権原則に反しない

か 

この問題に関し、本判決は、効果理論を採用することを明らかにした。これは、ＥＵ競

争法全体の管轄権原則についての基本的な考え方の移行を示すものであり、ＥＵ競争法の

域外適用問題すべてにあてはまるものと考えられる236。 

 なお、本判決からは、以下のことが確認しうるとされる237。すなわち、 

① ２年以上経って感知される効果であっても「直接効果」といえる。 

② ＥＵでのプラチナの売上げは世界での総消費量の 20％であり、他の地域と比べて

はるかに尐なく、ＥＵでの両社の売上高はＥＣにおけるプラチナの総売上高の 15

～30％に過ぎなかったとしても、ＥＵ市場に著しい影響を及ぼすという条件を満た

すといえる。 

ただし、厳密にいうと、本判決は、このような基準でＥＵ企業結合規則を適用すること

は、当該企業結合がＥＵにおいて直接・重要な効果を有することが考えられる限り、国際

法上の属地为義の原則に違反しないと判断したのであり、ＥＣ条約第 81 条・第 82 条の域

外適用については言及していないとする余地も残している238。 

 

（ウ）本判決の効果理論とアメリカ法上の効果理論の比較 

 本判決の効果理論とアメリカのＦＴＡＩＡ型効果理論との異同について、村上教授は以

下のように評価している239。 

(i) 効果についての限定要件 

                                                
236 村上政博『独占禁止法研究Ⅲ』弘文堂（2000）268 頁、バンバール・アンド・ベリス法律

事務所編『ＥＣ競争法』商事法務（2007）16 頁。 

237 クリス・バン・ホフ、ポーター・エリオット、亀岡悦子「グローバル経済におけるＥＣ企

業結合規制」『ＮＢＬ』第 905 号（2009）44 頁 

238 村上政博『独占禁止法［第２版］』弘文堂（2000）528 頁。なお、若林亜理砂「欧州におけ

る域外適用について」『独占禁止法の域外適用』早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型

企業法制の創造（2010）84 頁は、本判決について、「結合規則の適用範囲」の部分においてウ

ッドパルプ事件を引用した上で当該事業者の販売が域内で行われていることから規則の適用

を認めており、管轄権が及ぶことの根拠としては实施理論が用いられており、属地为義を維持

したものと考えられるとする。 

239 村上政博『独占禁止法研究Ⅲ』弘文堂（2000）268 頁、269 頁 
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 効果についての限定要件としてアメリカのＦＴＡＩＡは、直接的（direct）・实質的

（substantial）・予見可能性（foreseeable）の３要件を用いているが、本判決は、即時

（immediate）・实質的・予見可能性の３要件を用いている。 

 ただし、３要件のうち「直接的」を「即時」に変更する積極的な理由もなく、用語とし

ては「直接的」が妥当であると考えられる。本件において、欧州委員会決定中に「即時」

と「中期的（in medium term）」というやや二律背反的な用語を用いたことが申立人の批

判を呼び、判決では弁解的な説明を行わざるを得なくなっている。また、判決中に「直接

的（direct）」なる用語も「即時」とともに使用されており、「直接的に競争構造・市場構

造を変化させる」と表現することで十分である。 

また、効果理論について、反トラスト法上とＥＵ競争法上とのいずれの文章、言い回し

が妥当かについては、今後いずれがより論理的に相当であるかによって決まることになる。

ただし、規制対象がカルテル協定か企業結合かによって言い回しが異なってくる可能性が

あり、本判決もこの点を反映している可能性がある。 

(ii) 域外の企業結合に対する適用 

 本判決より、設立準拠地が域外であり、かつ为たる事業活動を行っている場所が域外で

ある事業者間の結合であっても、当該事業者が共同体規模を有する場合、とりわけ①ＥＵ

域内での年間売上高基準を満たし（売上商品役務の種類を問わない）、②当該結合にかかる

商品役務についてのＥＵ市場での販売（販売額、販売数量）が、实質的な効果をもたらす

ものであれば、ＥＵの管轄権に服することになる。 

 この点についても、アメリカの反トラスト法上の管轄権原則と比較するに、①は当該事

業者の対人管轄権の有無を判断する基準、②は当該結合の事物管轄権（とりわけ实質的な

効果）の有無を判断する基準とほぼ同一である。 

 

（３）他国の为権との調整 

 ゲンソー社は、欧州委員会の結合禁止決定は南ア政府の基本政策に反し内政干渉に当た

ると为張した。 

しかし、南ア政府自体がこの点を強く为張しなかったため、裁判では为権の抵触・対立

については大きな争点にはならなかった。そのため、本判決では、他国の为権との調整原

則として、不干渉原則、比例原則という用語が使われたものの、その内容及び限界は明ら

かになっていない。 
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この点に関して、南ア政府は、単に結合を許可したのみで結合实施を要請したのではな

いから、欧州委員会の結合禁止決定は内政干渉には当たらず、また欧州委員会の禁止決定

と南アの承認決定との間には直接の矛盾はないと評価するものもある240。 

 いずれにしても、本件に限らず、オーストラリア、南ア等の資源大国における天然資源

開発・保護政策は、アメリカ、ＥＵという大消費国の競争法によって、かなり制約を受け

ることがありうる。このように、国際化の進展に伴い、今後さらに競争法の域外適用が広

範に認められていくに連れ、二国間競争法協力協定や国際協定を締結することにより、各

国間の競争法の執行を調整する必要性が強まってくるといえる241。 

 

第 14 ホフマン・ラ・ロシ事件（国際ビタミン・カルテル事件）（2001 年） 

１ 事件の概要 

日本、ヨーロッパの 13 社が 12 種類（Ａ、Ｂ１、Ｂ２、Ｂ６、Ｃ、Ｅ、Ｈ、Ｍ、Beta Carotene、

carotinoids など）のビタミン市場において实施していたカルテルが問題とされた。 

カルテルは８組に分けられ、各カルテルそれぞれに参加事業者、対象商品、及び存続期

間が異なるが、そのすべてが 1989 年９月から 1999 年２月の間に行われた。カルテル参加

事業者は 13 社であったが、中心的役割を担った２社、スイスのホフマン・ラ・ロシ社と

ドイツのＢＡＳＦ社は、８カルテルのすべてに加わっていた。 

 

２ 欧州委員会の判断 

2001 年 11 月 21 日、欧州委員会は各種ビタミン製品に影響を与えた市場分割と価格設

定に関するカルテル８組に対して総額８億 5522 万ユーロの制裁金を課した。 

各社の課された制裁金額は、武田薬品：リニエンシーにより 35％減額で合計 3706 万ユ

ーロ、第一製薬：リニエンシーにより 35％減額で 2340 万ユーロ、エーザイ：リニエンシ

ーにより 30％減額で 1323 万ユーロ、ホフマン・ラ・ロシ社：合計４億 6200 万ユーロ、

ＢＡＳＦ社：合計２億 9616 万ユーロ、Aventis SA（フランス、元 Rhêne-Poulenc 社）：

                                                
240 クリス・バン・ホフ、ポーター・エリオット、亀岡悦子「グローバル経済におけるＥＣ企

業結合規制」『ＮＢＬ』第 905 号（2009）44 頁 

241 村上政博『独占禁止法研究Ⅲ』弘文堂（2000）270 頁 
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合計 504 万ユーロ、Merck KgaA（ドイツ）：924 万ユーロ、Solvay Pharmaceuticals BV

（オランダ）：910 万ユーロであった242。 

 このうち、Aventis 社は、ビタミンＡとＥのカルテルに関して、欧州委員会の調査に最

初から協力し、決定的情報を提供したため、リニエンシー制度によって全額免除となった

が、これは、同制度による 100％免除の初例となった。ただし同社は受動的に参加したビ

タミンＤ３のカルテルに関しては情報提供を怠ったため制裁金を課せられた。 

なお、残る５社（ドイツ１社、日本４社）は欧州委員会が調査を開始した時点ですでに

５年の時効期間が経過していたため、制裁金を免れた。 

 

３ イギリス高等法院判決243（プロビミ事件）（2003 年） 

 本件は、国際ビタミン・カルテル事件に関し、外国（イギリス国外であるがＥＵ加盟国

内）の購入者が外国（イギリス国外であるがＥＵ加盟国内）のカルテル参加事業者に対し

て損害賠償請求を求めイギリス裁判所に提訴した訴訟である。 

本件判決は、イギリス外のカルテル参加事業者のイギリス子会社も被告に加えられてい

たため同じＥＵ競争法違反に基づく請求として密接な関係があるとして、請求の为観的併

合に関するブリュッセルⅠ規則の規定を用い、イギリス裁判所に裁判管轄が認められると

判示した。 

本判決は、アメリカのエンパグラン事件連邦最高裁判決では認められなかった、外国の

購入者による損害賠償請求について、イギリスの裁判所がイギリス法の適用を認めたもの

である。ただし、本判決は、あくまでＥＵ加盟国間に限定された国内外の問題であって、

ＥＵ加盟国外の外国の購入者にそのまま妥当するかどうかに関しては不明であるとされて

いる244。しかし、イギリス裁判所の考えは、ＥＵ加盟国内での統一的な法運用の一環とし

て、加盟国内の購入者の加盟国内の事業者に対する損害賠償請求を認めたものであると推

察されるので、加盟国外の外国の購入者においては妥当しないと考えるべきであろう。 

 

                                                
242 財団法人比較法研究センター『競争法の国際的な執行に関する調査報告書』（2009）84 頁。

なお、ＥＵ競争法によれば、制裁金の上限は事業者の全世界年間売上高の 10％であり、徴収さ

れた罰金はＥＵ一般会計の歳入となるため、各国の分担金がその分減額されることとなる。 

243 Provimi v. Roche Products [2003] EWHC 961 (Comm) 

244 牛嶋龍之介「国際カルテル事件における外国購入者からの損害賠償請求訴訟と独禁法の域

外適用」『自由と正義』2010 年５月号（2010）18 頁 
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第 15 ＧＥ／ハネウェル事件245（2004 年） 

１ 事件の概要 

 アメリカ事業者のＧＥ社（General Electric Company）は、航空機エンジンや電子機器

の製造・販売、情報提供サービスの提供、発電システム事業等、多くの事業を営む複合事

業者であった。同じくアメリカ事業者のハネウェル社（Honeywell International Inc.）は、

航空宇宙機器の製造・販売やシステムサービスの提供、エンジンや電子機器の製造販売、

発電システム事業など、高度技術製品に関する事業を営む複合事業者であった。 

 2000年 10月に、ＧＥ社は、同社の完全子会社（General Electric 2000 Merger Sub, Inc.）

を通じ、ハネウェル社の全株式を株式交換によって取得し、ハネウェル社をＧＥ社の完全

な子会社とする契約をハネウェル社と締結した。ＧＥ社とハネウェル社は、2000 年 11 月

に、本件企業結合を、クレイトン法第７Ａ条に基づき、アメリカ司法省に届け出るととも

に、2001 年２月に、ＥＵ企業結合規則第４条に基づいて、欧州委員会に届け出た。 

 本件で問題となったのは、企業結合の水平的効果、垂直的効果並びに混合的効果（企業

結合参加事業者が相互に隣接する市場で事業を行う場合、企業結合が、１つの市場におけ

る競争に影響を与え、さらにその影響が他の市場にも及ぶ場合）であった。 

 

２ アメリカ司法省の判断 

 アメリカ司法省は、2001 年５月に、本件企業結合の垂直的効果と混合的効果に関しては、

不問に付す判断を下した。また、水平的効果については、当初の企業結合計画が、アメリ

カの軍事用ヘリコプターエンジンの製造について、並びにハネウェル社製の一定の航空機

エンジンと補助動力源（エンジン・スターター）の大規模な整備、補修、分解修理サービ

スについて、競争を实質的に制限しクレイトン法第７条に違反するおそれがあるとしたが、

(ｱ)ハネウェル社がヘリコプターエンジン事業を売却すること、(ｲ)新たな第三者の事業者に、

ハネウェル社の一定のモデルの航空機エンジンと補助動力源の大規模な整備、補修、分解

修理サービスを行わせること、の２つの条件の下に、本件企業結合を承認した。 

 

３ 欧州委員会の判断 

                                                
245 General Electric/Honeywell (Case COMP/M. 2220)［2004］OJ L 048/1 
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 ＧＥ社は、企業結合の承認を求めるために、事前に、欧州委員会に対して、ＥＵ競争法

上の問題を解消するための約束案（Commitment）を提出し、その後、当初の約束案を大

きく修正した新たな約束案を再提出していた。 

欧州委員会は、本件企業結合の効果が、(1)航空宇宙、並びに(2)発電システムの２つの産

業分野に及ぶと判断した。そして、(1)に関しては、(ｱ)法人用ジェット航空機のエンジン市

場、(ｲ)電子航空機器のうち、需要者である航空会社が選択・購入し装備する電子航空機器

の市場、(ｳ)電子航空機器のうち、供給者である航空機メーカーが装備する機器の市場、(ｴ)

非電子航空機器の市場の各市場において、ＧＥ社の支配的地位が形成されるとしたが、(ｱ)

の市場に関しては水平的効果と垂直的効果を考慮し、(ｲ)～(ｴ)の各市場に関しては垂直的効

果と混合的効果を考慮した。また、(ｵ)大型商業旅実機用エンジン市場、(ｶ)大型地域航空機

用エンジン市場においては、ＧＥ社が既に有している支配的地位が強化されるとしたが、

(ｵ)の市場に関しては垂直的効果と混合的効果を考慮し、(ｶ)の市場に関しては水平的効果と

混合的効果を考慮した。また、(2)に関しては、(ｷ)小型船舶用ガス・タービン市場において、

ＧＥ社の支配的地位が形成されるとしたが、水平的効果と垂直的効果を考慮した。 

 2001 年７月に欧州委員会は、ＥＵ企業結合規則第８条第３項に基づき本件企業結合を禁

止する決定を下した246。同決定では、本件企業結合の水平的効果、垂直的効果、混合的効

果はいずれも顕著であり、企業結合によるＧＥ社の支配的地位の形成並びに強化がＥＵ企

業結合規則第２条第３項に反するとした。 

 とりわけ、混合的効果については、欧州委員会は次の２つの効果につき指摘している。

１つは、ＧＥ Capital 社の財務力と、ＧＥ社及びＧＥ Capital Aviation Services 社（Ｇ

ＥＣＡＳ）による航空機購入及びリース事業から派生する商業的利点が加わることにより

構成される効果である。また第２は、合併後の事業者が、ＧＥ社が製造する航空機用エン

ジンにハネウェル社製の航空機部品及び非航空機部品を組み合わせて売り込む形態の抱き

合わせ慣行（bundling practices）により生まれる効果である247。 

                                                
246 Ｊ．Ｈ．シェネフィールド、Ｉ．Ｍ．ステルツァー『アメリカ独占禁止法 改訂版』三省

堂（2004）122 頁、北川俊光、柏木昇『国際取引法［第２版］』有斐閣（2005）423 頁 

247 ジェームス・キリック「ＧＥ・Honeywell 合併事件（上）」『国際商事法務』Vol.38  No.

４（2010）462 頁 
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また、ＧＥ社の約束案はＥＵ競争法上の懸念を払拭するものではなく、また約束案の修

正の申し出が遅きに失し、考慮できる段階になかったとして、新たな約束案を承認しなか

った。 

 

４ 欧州第１審裁判所の判断248 

2005 年 12 月に出された欧州第１審裁判所も、結論としてはこの欧州委員会決定を支持

する判決を下している。ただし、同判決は、混合的効果に関する欧州委員会の推論には重

大な誤りや欠如があるとしている249。 

 

５ アメリカとＥＵの見解の相違点 

原告側及びアメリカの为張は「ＧＥ社とハネウェル社が合併すると、ユーザーに対する

利便が非常に大きくなる。よって、競争法上は問題ないのではないか」というものであっ

た。 

これに対してＥＵの为張は「そのようなことが問題なのではなく、市場支配的地位を有

する事業者が出現し、競争の可能性が尐なくなること自体が問題である」ということであ

った。 

本件でのアメリカとＥＵの見解の対立は、従来から行われてきた「どちらが管轄権を持

つか」という問題とは違い、むしろ、企業結合に対してどのように規制すべきかという点

に関するものであったといえる250。すなわち、企業結合の評価基準について、アメリカの

クレイトン法第７条は「競争の实質的制限」を基準とし経済的効率性を重視しているのに

対し、ＥＵ企業結合規則第２条第２項、第３項はあくまでも「支配的地位の形成又は強化」

のみを基準としているため、両者の対立が生じたものといえる。 

                                                
248 Case T-210/01. なお、ＥＵにおいて本件企業結合が禁止された結果、両社の結合は实現せ

ず、その後ＧＥ社は、ハネウェル社と事業内容が類似した Smiths Aerospace 社を 2007 年に買

収することとなった（須網隆夫「独占禁止法・競争法の域外適用に関する総論的検討」『独占

禁止法の域外適用』早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）７頁）。 

249 ジェームス・キリック「ＧＥ・Honeywell 合併事件（下）」『国際商事法務』Vol.38  No.

５（2010）619 頁 

250 平川幸彦「企業活動のグローバル化・市場の寡占化に伴う企業結合規制の再検討」電気通

信普及財団『研究調査報告書』第 20 号（2005）66 頁。なお、この経緯から、ＥＵは 2004 年

に企業結合規則を改正した（山田弘「ＥＵ競争法Ⅱ（合併規則）」庄司克宏編『ＥＵ法 实務

篇』岩波書店（2008）310 頁）。 
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あるいは、アメリカとＥＵの見解の相違は、現在的視点か、将来的な視点かという「時」

の違いであったということもできる。すなわち、アメリカの見解は、現在製品の価格競争

において問題はないとし、ＥＵはこの企業結合により将来製品の開発競争に支障が生じる

としているのである。この考え方の相違によって市場シェアの算定する評価要素や指標が

異なったともいえ251、どの時点での競争を規制の対象とするかという問題を投げかけたも

のともいえる。 

 

第 16 欧州委員会「ＥＣ条約第 81 条・第 82 条における取引への影響概念についてのガ

イドライン」（2004 年） 

 2004 年に発表された欧州委員会の『ＥＣ条約第 81 条・第 82 条における取引への影響

概念についてのガイドライン』252は、「ＥＣ条約第 81 条及び第 82 条は、契約や慣行がＥ

Ｕ内で实施され、あるいは効果が発生されれば、事業者がどこで設立されたか、契約がど

こで締結されたかに関わらず適用される」（para. 100）としている。 

この規定は、効果理論と实施理論のどちらも採用しているとも見える253。 

 

第 17 ソニー／ベルテルスマンのジョイント・ベンチャー設立事件（2006 年） 

１ 事件の概要 

音楽レコードの分野で、日本事業者ソニーとドイツ事業者ベルテルスマン

（Bertelsmann AG）の両社が折半して設立するジョイント・ベンチャーSony BMG 社の

下に両社のレコード音楽事業を統合する計画を欧州委員会に届け出た。 

本計画が实施された場合、すでに欧州全体及び多くのＥＥＡ（欧州経済地域）諸国のレ

コード音楽市場において約 80％の市場占拠率を有している「音楽メジャー（music major）」

が、５社体制から Sony BMG 社、Universal 社、Warnar 社、EMI 社の４社体制に集約さ

れることとなるため、欧州委員会は 2004年２月、企業結合規則に基づいて詳細審査（Phase

Ⅱ審査）を開始した254。 

                                                
251 池田千鶴『競争法における合併規制の目的と根拠』商事法務（2008）280 頁 

252 Guidelines on the effect on trade concept contained in Articles 81 and 82 of the Treaty, 

OJ 2004/C 101/07 

253 バンバール・アンド・ベリス法律事務所編『ＥＣ競争法』商事法務（2007）16 頁、財団法

人比較法研究センター『競争法の国際的な執行に関する調査報告書』（2009）12 頁 
254 なお、近年、他にも日本事業者に対するＥＵ企業結合規制の適用事例が増加している。欧
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２ 欧州委員会の判断255 

欧州委員会は、音楽メジャーの間に「共同の支配的地位（a collective dominant 

position）」が形成ないし強化される可能性に重点を置いて審査した結果、対象商品の多様

性、市場の不透明性、音楽メジャー間に報復手段がないことから、本件計画实施後の音楽

メジャー４社間に「共同の支配的地位」が形成されることはないと結論付け、同年７月に

本件統合計画を承認した。 

 これに対し、独立系音楽製作会社 2500 社が加盟するＩＭＰＡＬＡ（Independent Music 

Companies Association）は同年 12 月、欧州第１審裁判所に対し、本決定の無効を求めて

提訴した。 

 

３ 欧州第１審裁判所の判断256 

欧州第１審裁判所は 2006 年７月、欧州委員会決定を取り消す判断を下した。 

その理由として、同判決は、欧州委員会が「共同の支配的地位」が形成されるおそれを

否定した際に論拠とした２点、すなわち①音楽メジャーの販促目的の割引が市場の透明性

を低下させる効果を有するとしたこと、②過去に報復手段が用いられたことを示す証拠は

                                                                                                                                          

州委員会は、1999 年のシームレス鋼管カルテル事件決定（Commission Decision of 8 

December 1999, Case IV/E-1/35.86-0B seamless steel tubes, OJ 2003, L 140/1）において、

日本の鋼管メーカー４社に対して、違反行為の停止・将来の違反行為の禁止とともに、制裁金

の納付を命じた。同事件では、日本事業者の子会社・支店ではなく、日本に所在する本社の行

為が対象となり、本社に対して納付が命じられている（須網隆夫「市場分割を目的とした国際

カルテルに対する独占禁止法の適用」ＬＥＸ／ＤＢインターネット 速報判例解説（2008）３

頁）。また、2000 年には、三菱重工業が、林業部門におけるヨーロッパ２社の合弁評価に必要

な情報を欧州委員会へ提供しなかったことを理由として、100 万ユーロの制裁金を課されてい

る（Mitsubishi Heavy Industries, M.1634, OJ 2001 L4/31．クリス・バン・ホフ、ポーター・

エリオット、亀岡悦子「グローバル経済におけるＥＣ企業結合規制」『ＮＢＬ』第 905 号（2009）

41 頁）。2001 年の三五他事件においては、三五とブラジル事業者の他のブラジル事業者買収に

より、海運による鉄鉱石供給市場における競争減殺が違反とされ、当事者が買収計画を修正し

て許可された。さらに、2003 年のコニカによるミノルタの買収（Konica/Minolta, M.3091, OJ 

2003 C192/37）、2006 年の東芝によるウェスティングハウス社の買収（Toshiba/Westinghouse, 

M.4153, OJ 2007 C10/1）などもあり、2008 年には、日本事業者を当事者とする約 20件の取

引が欧州委員会に届出された（クリス・バン・ホフ、ポーター・エリオット、亀岡悦子「グロ

ーバル経済におけるＥＣ企業結合規制」『ＮＢＬ』第 905 号（2009）40 頁）。 

255 SONY/BMG (Case COMP/M. 3333)［2005］OJ L 62/30 

256 Case T-464/04 Impala v. Commission［2006］ECR II-2289 
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ないとしたことは明白な誤りであることを指摘し、欧州委員会の結論を導いた为要な論拠

が誤りであることは決定を無効とするのに足りるとした。 

なお、欧州委員会は、2007 年７月に再び審査を行った結果、やはり問題なしとの結論を

出している257。 

本件は、欧州委員会の決定でも、裁判所の判決でも、国別に、価格や各社の市場シェア

の動向等について、極めて精緻な分析を行っている点が特徴である258。 

 

第 18 マイクロソフト事件（2007 年） 

１ 事件の概要 

 1993 年、アメリカのソフトウェア開発業者ノベル（Novell）社は、アメリカのソフトウ

ェア開発業者マイクロソフト（Microsoft）社が反競争的行動により競争相手を市場から締

め出していると为張した。この为張は、实際に基本ソフト（ＯＳ：operating system）

「Windows」が搭載されているかどうかにかかわらず、マイクロソフト社のＯＳを製品に

搭載するメーカーが販売するすべてのコンピュータからロイヤルティの支払いを要すると

いう当時のライセンス規定に焦点が当てられたものである。 

マイクロソフト社が採ったこのようなライセンス契約締結の際の市場支配的地位の濫

用行為に対し、アメリカ司法省と欧州委員会が協力して双方の市場の調査を行い、1994

年７月に同社と排他的取引慣行の排除等を内容とする和解協定を締結した。本件は、1991

年に締結されたアメリカ・ＥＣ間競争法協力協定（1995 年発効）の枠組みに基づいて解決

されたものであった。 

その後、1998 年にアメリカのソフトウェア開発業者サン・マイクロシステムズ（Sun 

Microsystems）社も「Windows NT」へのインターフェースの一部の情報公開がなされて

いないとしてこの争いに加わった。 

 

２ 欧州委員会の判断259 

2004 年３月に欧州委員会は、アメリカのマイクロソフト社に対し、①他社のサーバーと

の相互運用性（interoperability）を確保するための必要な情報の開示、及び②映像・音楽

                                                
257 IP/07/1437 

258 山田弘「ＥＵ競争法Ⅱ（合併規則）」庄司克宏編『ＥＵ法 实務篇』岩波書店（2008）301

頁、多田英明「ＥＵの最近の競争法違反事件」『公正取引』第 677 号（2007）51 頁 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_NT
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再生ソフト「Media Player」を搭載しないＯＳ「Windows XP N」のＥＵ市場における供

給（すなわち分離出荷）に関する是正措置を決定するとともに、４億 9720 万ユーロの制

裁金の支払いを命じた。 

同社はこれを不服として、同年６月に、欧州第１審裁判所に対して訴訟を提起した。 

なお、欧州委員会は、決定に基づき、2005 年 10 月５日に、欧州委員会から独立してマ

イクロソフト社の決定遵守状況を監視し、欧州委員会に助言を行う監視受託者

（Monitoring Trustee）を任命した。 

 

３ 欧州第１審裁判所の判断260 

2007 年９月、欧州第１審裁判所は、以下のような判断の下、同社による市場支配的地位

の濫用を認定した欧州委員会の決定を基本的に支持する判決を下した。 

欧州第１審裁判所は、欧州委員会の判断の上記①については、マイクロソフト社が、ウ

ィンドウズＯＳと競争事業者のサーバーＯＳとの相互運用性に関する情報の開示を行わな

ければ、同社の競争的立場の強化に繋がり、結果として競争が減殺するおそれがあるとし

て、相互運用性に関する情報の十分な開示を求めた欧州委員会の決定を支持した。 

欧州委員会の判断の上記②については、ウィンドウズＯＳと Media Player との抱き合

わせについて、(i)関係事業者が抱き合わせの対象となる製品市場において支配的地位を有

していること、(ii)抱き合わせる製品と抱き合わされる製品が、それぞれ独立した製品であ

ること、(iii)消費者が抱き合わされる製品なしでは、抱き合わせる製品を購入する選択肢

を有していないこと、当該行為が競争を閉め出すものであること、という観点から検討し、

本件は「濫用的抱き合わせ」であるとして、欧州委員会の決定を支持した。 

また、欧州委員会がマイクロソフト社に対し、当該監視受託者が情報及び従業員等にア

クセスすることを認めるよう命じたこと及び監視受託者に係る費用をマイクロソフト社に

負担するよう命じたことは、共同体法で認められた権限を越えているとして、監視受託者

に関する欧州委員会の決定については棄却した。 

 さらに、欧州委員会による制裁金の算定に誤りはないとして、決定当初の４億 9720 万

ユーロの制裁金支払命令を支持した。 

                                                                                                                                          
259 Case COMP/C-3/37.792-Microsoft, OJ 2007,L 32/23 
260 Case T-201/04 ECJ, Microsoft Corp. v Commission  [2007] ECJ II-3601 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=62004A0201&lg=en
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マイクロソフト社は 2007 年 10 月、欧州委員会の決定に従うこととし、欧州司法裁判所

に上告しない旨を公表した261。 

 

４ ＥＵの判断とアメリカの判断の相違 

アメリカでは、アプリケーション・ソフトのＯＳへの統合に寛容な判断がなされたのに

対し、ＥＵでは、上記のようにアメリカよりはるかに厳しい措置が命じられたことにより、

マイクロソフト社は、両競争当局の判断に応じて、アメリカとＥＵそれぞれの地理的範囲

で異なる対応を余儀なくされることとなった262。 

このような国際的な市場支配的地位の濫用においては、次のようなことが問題となり、

事業者のコストを増大させている。すなわち、市場が国ごとに区分されている場合、内容

の異なる各国の法（これに基づく排除措置も含めて）を遵守する必要があるため、マイク

ロソフト社のような世界的独占事業者は、製品の内容、価格、流通方式、販売方法等を当

該国の法に適用させる結果、当該製品の内容、価格等が区々とせざるを得なくなるが、こ

のような現象を「チェッカーボード現象」ということがある。また、世界市場が形成され

ている場合、世界的独占事業者の製品の価格、内容等が、消費者の利益に必ずしも資する

ものでなくとも、最も厳しい規制を行う国に適合的にならざるを得ないことを「最大公約

数（highest common denominator）効果」ということがある263。 

 また、正当な競争に敗退した事業者が自らの为張に耳を傾けてくれそうな国の競争当局

を探して申告するというフォーラム・ショッピングの問題、各国競争当局で矛盾した措置

が採られる懸念、知的財産権の強制ライセンスが１国だけで命じられても世界的な影響を

持つこと（スピル・オーバー効果）も指摘されている。 

 

                                                
261 なお、その後、2008 年２月、欧州委員会は 2004 年３月の決定に従わなかったとしてマイ

クロソフト社に対して８億 9900 万ユーロの追加制裁金の支払いを課した。この決定は、かつ

て支払いを命じていた２億 8050 万ユーロが实際には支払われていないため、2006 年６月から

2007 年 10月までの期間を制裁の対象としたものである。これに対し、マイクロソフト社は、

2008 年５月、欧州第１審裁判所に訴訟を提起し、８億 9900 万ユーロの制裁金を撤回すること

を求めた。 
262 須網隆夫「独占禁止法・競争法の域外適用に関する総論的検討」『独占禁止法の域外適用』

早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）６頁 
263 土田和博「独占禁止法の域外適用と管轄権抵触・競合の調整方法」『独占禁止法の域外適用』

早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）31 頁。A. N. Campbell & 

J. W. Rowley, The Internationalization of Unilateral Conduct Laws Conflict, Comity, 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%AF%A9%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80_(EU)
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第 19 ガス絶縁開閉装置（ＧＩＳ）カルテル事件（2007 年） 

１ 事件の概要 

 ガス絶縁開閉装置（ＧＩＳ：Gas Insulated Switchgear）264供給事業者は、短く見積も

っても、事業者間で文書による合意が交わされた 1988 年以降 2004 年までの間、入札情報

を交換し、カルテル参加事業者がそれぞれの割当てに応じてプロジェクトを受注できるよ

う入札の調整を行った。また、あらかじめ示し合わせた最低入札価格を遵守する合意も交

わした。日本事業者はヨーロッパでの入札を見合わせ、ヨーロッパ事業者は日本市場に参

入しないことを約束した。具体的には265、 

 ① カルテル参加者間には、日本事業者は定められたヨーロッパ各国には販売せず、

ヨーロッパ事業者は日本には販売しない、という「共通の理解」があった。 

  ② 定められたヨーロッパ諸国と日本以外のプロジェクトは、世界的割当に基づき配

分された。多くの国々、特にアメリカやカナダは、当該協定から完全に除外されて

いた。 

  ③ 確立された「共通の理解」によりもたらされる保護の下で、ヨーロッパ事業者は

一定のヨーロッパ諸国内のプロジェクトについて協議し、これらのプロジェクトは

日本事業者との間で合意された世界的割当の下で計上された。 

  ④ ヨーロッパ事業者が生産力を有する一定のヨーロッパ諸国は、「ホームカントリ

ー」として指定された。これらの「ホームカントリー」は自国の製造事業者に留保

されており、そこでの売上げはヨーロッパ事業者に留保されていた世界的割当の下

では計上されていなかった。 

 本件の端緒は、スイス事業者のＡＢＢ社が 2004 年にリニエンシー申請（2002 年告示に

基づくもの）を行ったことによる。その後、シーメンス社（ドイツ）、アレバ社（フランス）、

ＶＡテクノロジー（オーストリア）社、日本ＡＥパワーシステムズ（日本）及び日立製作

所（日本）のＥＵ域内施設で調査が行われた。 

 

２ 欧州委員会の判断 

                                                                                                                                          
Cooperation and/or Convergence?, 75 Antitrust L. J. 311-314 (2008) 
264 ＧＩＳとは配電網における電流の調節に使われる重電機で、ターンキー方式で建設される

変電所の重要な構成部分である。 

265 フランソワ・ブルーネ「カルテルに対する欧州委員会の政策」『国際商事法務』Vol.37  

No.12（2009）1599 頁 
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2007 年１月、欧州委員会は、ＥＣ条約第 81 条に違反して、ＥＵのＧＩＳ市場で国際カ

ルテルがあったとして、日本事業者５社を含む 11 社（スイス、フランス、日本、ドイツ、

オーストリア。うち１社はリニエンシーによる制裁金免除）に対し、違反行為の停止・将

来の違反行為の禁止を命じるとともに、総額７億 5071 万 2500 ユーロの制裁金を課した266。

日本事業者の制裁金の内訳は、富士電機 375 万ユーロ、日立製作所 5175 万ユーロ、日本

ＡＥパワーシステムズ 135 万ユーロ、三菱電機１億 1857 万 5000 ユーロ、東芝 9090 万ユ

ーロであった267。 

本件において、日本事業者は、ＥＵのＧＩＳ市場にはほとんど参加していなかったが、

入札を見合わせることに合意したことでＥＵ市場での競争の制限に直接貢献したとして、

制裁金が課された。これは、日本事業者が合意の上でＥＵ市場に参入しなかったこと自体

が国際カルテルへの参加であり、本来ならばＥＵ市場に生じていたはずの競争の阻害に加

担したことに罪があるとしたものである。 

この欧州委員会の判断に対しては、市場に参入していないのに罰せられることは疑問で

あるとして、日本の産業界からは反対の意見が上がっている268。 

なお、制裁金を課されたすべての日本事業者は、この処分を不服として欧州司法裁判所

に提訴している。 

 

３ ＥＵ競争法と加盟国競争法の重複適用 

 本件において、欧州委員会が上記制裁金を課したにもかかわらず、この欧州委員会の決

定とは別に、ＥＵ加盟国のチェコの競争当局が、日本のすべてのカルテル参加事業者を含

むＧＩＳの製造事業者らに対して合計 3340 万ユーロの制裁金を課した。同様に、ハンガ

リー、スロバキアの競争当局も、制裁金を課した。 

                                                
266 Case COMP/38.899 

267 なお、他社の制裁金の内訳は、アルストム社（フランス）6502 万 5000 ユーロ、アレバ社

（フランス）5355 万ユーロ、シュナイダー社（フランス）810 万ユーロ、シーメンス社（ドイ

ツ）３億 9656 万 2500 ユーロ、シーメンス社（旧ＶＡテクノロジー社、オーストリア）2205

万ユーロであった。なお、カルテルの幹事役として指導的役割を果たしたシーメンス社、アル

ストム社、アレバ社に対する制裁金は５割引き上げられたものである。ＡＢＢ社（スイス）は

再犯であるため５割増しの２億 1515 万 6250 ユーロであったが、リニエンシーにより全額免除

された（EU News 12/2007 IP/07/80）。 

268 「ＥＵにおける最近のカルテル制裁の動向」『ユーロトレンド』2007 年４月号 ＪＥＴＲ

Ｏブリュッセル・センター（2007）７頁 
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同一事件において、欧州委員会とは別に、ＥＵ加盟国の個別の競争当局の調査及び制裁

を受ける可能性がある、すなわち、ＥＵ競争法と加盟各国の競争法が並列的権限構造にあ

るとされていたが、本件によって、このことが实証的に明らかとなった。 

 

４ ＥＵ競争法における制裁金と日本の独占禁止法における課徴金との相違点 

ＥＵ競争法では、違反行為者の直前の事業年度における（全世界市場での）総売上高の

10 ％までの制裁金を課すことができるとされていることから、日本事業者は、上記のよ

うにＥＵ市場での売上げがないにもかかわらず、欧州事業者を上回る高額の制裁金が課さ

れることとなった269。 

一方、本件を日本の独占禁止法に照らして考えた場合、独占禁止法では、カルテル等を

行った違反事業者に対し「当該カルテルに係る売上」げに一定割合を乗じた額を課徴金と

して課す制度になっているため、こうした売上げが存在しない場合には、課徴金は課され

ないこととなる。 

このように、同様の違反行為であっても、規制する国の法制度によって制裁金（課徴金）

額の算定の考え方に大きな相違があり、实際に課される制裁金の額にも大幅な違いが生じ

ることになる270。 

 

５ ＥＵにおける国際カルテル規制の強化 

欧州委員会は、競争政策の中でも、カルテルを、価格を人為的につり上げ、競争とイノ

ベーションを阻害する最も悪質な競争制限的行為であり、究極には消費者に害を及ぼすも

のとして、2005 年以降その摘発と解体を強化してきており、2006 年６月には、競争総局

内にカルテル局（Cartels Directorate）を設置した。また、制裁金も高額化しており、ト

ータルの額を見ると 2002 年では 10 億ユーロ弱だったものが、2006 年は 20 億ユーロ弱、

                                                
269 「ＥＵ競争法での国際市場分割協定に基づいて域内（自国）市場に参入しなかった（域内

において売上げのない）外国事業者に課している行政制裁金納付命令は、制裁金額について、

当該商品の全世界市場での総売上高と自国市場での総売上高の比率を基礎として、当該事業者

の世界売上高にその比率を乗じたものを自国市場において本来实現するべき売上高であると

想定して算定するのであって、あくまで自国市場の参入しなかったことによる域内における競

争制限効果の発生を論拠としている。」（村上政博「国際取引への法適用」『判例タイムズ』第

1295 号（2009）83 頁） 

270 経済産業省通商政策局編『2007 年版 不公正貿易報告書』（財）経済産業調査会（2007）

357 頁 
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2007 年には 35 億ユーロ弱と拡大してきており、個別事業者の制裁金額も毎年最高額を更

新するような状況となっている。本件も、このような流れの中で起こったものである。 

こういった国際カルテル規制の強化の背景には、ＥＵが競争法を経済成長と雇用創出に

向けた「リスボン戦略」の重要な要素として位置付けていることが挙げられる。これは、

究極の目的はＥＵの競争力維持であり、ＥＵ事業者の生産性とイノベーションの可能性は、

開かれた域内市場における活発な競争があってこそという考えに基づいている271といえ

る。 

 

第 20 業務用ビデオテープ事件（2007 年） 

１ 事件の概要 

 業務用ビデオテープの２つの代表的規格ベータカムＳＰとデジタルベータカムの 2001

年の年間総売上高は欧州経済地域（ＥＥＡ）内で約１億 1800 万ユーロであった。また、

これら業務用ビデオテープの为な顧実は、テレビ局や独立系のテレビ番組制作会社、広告

制作会社であった。 

 いずれも日本事業者であるソニー、富士フイルム及び日立マクセルの３社は、業務用ビ

デオテープ市場で合わせて 89％のシェアを有しており、３度にわたる一連の価格引上げを

組織だって行い、価格引上げができないときには価格維持に努めた。また、同社らは価格

協定が实施されているか否かを定期的に監視した。 

発見された証拠によると、当該協定が履行されているかを監視することを目的とした継

続的な接触のほか、ソニー、富士フイルム及び日立マクセルの代表者が協議の上価格の合

意をし、及び（又は）市場の機密情報を交換した 11 回の会合について、詳細に記載され

ていた。 

欧州委員会は、2002 年５月に自発的に調査を開始し、カルテルメンバーのＥＵ域内子会

社に事前告知なしで立入調査を行った。その後、富士フイルムと（同社に続いて）日立マ

クセルは、欧州委員会に協力して追加証拠を提出した。ソニーは、異議告知書を受け取っ

た後に、その関与を認めただけであった。 

 

２ 欧州委員会の判断 

                                                
271 「ＥＵにおける最近のカルテル制裁の動向」『ユーロトレンド』2007 年４月号 ＪＥＴＲ

Ｏブリュッセル・センター（2007）７頁 
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 2007 年 11 月、欧州委員会は、ＥＵの顧実に販売された業務用ビデオテープの価格を統

制したとして、ソニー、富士フイルム及び日立マクセルの３社に対して制裁金を課した272。 

欧州委員会は、制裁金の起算額を影響を受けた売上高の 17％と査定し、当該違反が２年

８月続いたことを理由に同価額を３倍とした。エントリーフィーは 17％と査定された。そ

の結果、この事案において基礎額は関連売上高の 72％にまで上った。 

 ソニーは、従業員が欧州委員会の質問に対して回答を拒絶したこと、及び他の職員が欧

州委員会の立入検査中に書類を破棄したことを理由として制裁金を 30％増額された273。富

士フイルムと日立マクセルは、調査に協力したことを理由に、2002 年のリニエンシー告示

に沿い、それぞれ 40％と 20％の減額がなされた。 

この結果、ソニーは欧州経済地域（ＥＥＡ）内における関連売上高を上回る 4719 万ユ

ーロ、富士フイルムは 1320 万ユーロ、日立マクセルは 1440 万ユーロ、３社合計 7479 万

ユーロの制裁金が課された274。 

 

第 21 キャンドル・ワックス事件（2008 年） 

１ 事件の概要 

 パラフィンワックス、スラックワックスは、いずれも原油を精製する過程で製造される

副産物である。パラフィンワックスは、ロウソク、タイヤ、ゴム、接着剤等様々な製品製

造に利用されており、ヨーロッパにおいては、为として（60～70％）ロウソクの製造に使

用されていた。スラックワックスは、パラフィンワックス製造のための原料として使用さ

れる製品である。 

 10 の事業者グループに属する 28 事業者は、1992 年９月から 2005 年４月までの間、パ

ラフィンワックスに関し価格協定及び（又は）価格設定に関する協調行為を行い、機密情

報の交換を行っていた。これら 28 事業者のうち６社は、欧州経済地域（ＥＥＡ）におけ

る顧実及び（又は）市場分割も行っていた。また、４社は、スラックワックスについて、

ドイツ国内の最終需要者に対する価格を制限する協定を行っていた。 

                                                
272 Case COMP/38.432 
273 仮に同様の行為が日本において行われたとしても、回答拒否では検査妨害とされることは

なく、また、立入検査中の書類の破棄も検査妨害として摘発されることはないとして批判的な

立場を採る者として、越知保見「域外適用から国際的執行へ」『独占禁止法の域外適用』早稲

田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）71 頁。 
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これら事業者によるカルテルの会合は、最初にドイツにおいて開かれ、その後、ミラノ、

ベネチア、パリ等のＥＵ域内の都市において開かれた。 

 

２ 欧州委員会の判断275 

 欧州委員会は、これら一連の行為が一体として欧州経済地域（ＥＥＡ）におけるパラフ

ィンワックス産業に影響を及ぼしたとして、ＥＣ条約第 81 条及びＥＥＡ協定第 53 条に違

反するとした。カルテル参加事業者のうち Shell グループに対しては、情報提供などによ

り 100％減額が認められたが、その他の９社に対して約６億 8000 万ユーロの制裁金が課

された。 

 本件決定がなされるに先立ち名宛人事業者に送付された異議告知書に対して、カルテル

参加事業者のうちハンガリーに本社を置くＭＯＬ社は、以下の理由から管轄権は認められ

ないと反論した。すなわち、①欧州委員会は、違反行為は 1992 年以降 13 年弱行われたと

認定しているが、ハンガリーは 2004 年５月までＥＵには加盟していなかった。この 2004

年５月以前について、欧州委員会は、管轄権を有する根拠を異議告知書に明記していない。

②同社はハンガリーのＥＵ加盟以前には域内に子会社を有しておらず、行為帰属理論は適

用できない。③欧州委員会は、ウッドパルプ事件判決において述べられた意味において、

カルテルが「实施」されたことを立証していない。④欧州委員会は、違反行為の時点にお

いてカルテルが所在した事業者に関する判決を引用するのみで、域内への効果を立証して

いない。 

 これに対して、欧州委員会は、ＭＯＬ社の为張をすべて退けた。欧州委員会は、「ＭＯＬ

社によって引用される効果理論は、域内における経済的効果を基礎として管轄権を認める

ものであり、ＭＯＬ社は他のカルテル参加事業者と同様にいくつかの加盟国内で販売を行

っている」とした上で、協定あるいは行為が域内において効果を生じさせるときには、共

同体における取引に影響を与えるといえるとした。欧州委員会は、「加えて、常に成功した

わけではなく、あるいは効果を生じたわけではないが、協定は、部分的に域内において『实

施された』と判断している」と述べた。 

 

                                                                                                                                          
274 フランソワ・ブルーネ「カルテルに対する欧州委員会の政策」『国際商事法務』Vol.37  

No.12（2009）1600 頁 
275 Case Comp/C.39181 
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３ 域外適用理論との関連性 

 本件において、欧州委員会は、違反事業者が域内でカルテルが行われた商品の販売を行

っているという意味で实施理論に依拠しているが、それと並んで、プラチナ事件欧州第１

審裁判所判決が効果理論を採ったものであるとするＭＯＬ社の为張をそのまま前提とし、

同判決を引用しないとしても効果に関する議論（effect argument）は可能であるとしてい

る。 

 このように、本件における欧州委員会の判断は、ウッドパルプ事件判決が採用した实施

理論を基礎としながらも、同時に、効果理論に近い説明も行っており、効果理論と实施理

論を並列的に捉えているとも見える276。 

 

第 22 自動車ガラス事件（2008 年） 

１ 事件の概要 

 日本事業者の旫硝子とヨーロッパにおける３大事業者であるピルキントン社、サンゴバ

ン社及びソリベール社は、新車のフロントガラス、側面ガラス及び後部ガラスと、公認さ

れた修理業者により販売されたこれらの各ブランドの交換用部品について、1998 年初めか

ら 2003 年初めにかけて、一連の会合や他の違法接触により、目標価格、市場配分及び顧

実配分について話し合った。 

 当時、これら４社はＥＵ域内で新車と各オリジナルブランドの交換用自動車ガラスに用

いられたガラスの約 90％のシェアを有しており、違反がなされた最後の１年間で 20 億ユ

ーロの売上げがあった。 

 発見された証拠によると、複数のＥＵ域内都市の空港やホテルで何度か会合が持たれ、

次に製造される自動車モデルに供給される自動車ガラスの割当や進行中の契約の再交渉に

ついての話合いと、商業的に有益な機密情報の交換を行っていた。 

 欧州委員会は、匿名の情報提供者による信頼できる情報に基づき独自に調査を開始し、

2005 年、ＥＵ域内の自動車ガラス製造事業者の社屋において事前告知なしの立入調査を行

った。その後、旫硝子とそのＥＵ域内子会社のＡＧＣフラットグラスヨーロッパ社（旧グ

ラヴァーベル社）は、2002 年のリニエンシー告示に基づく申請書を提出し、両社は全面的

に欧州委員会の調査に協力した。 

                                                
276 若林亜理砂「欧州における域外適用について」『独占禁止法の域外適用』早稲田大学グロー

バルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）88 頁 



 125 

 

２ 欧州委員会の判断 

 欧州委員会は、制裁金を決めるに当たり、全体の市場占有率や当該カルテル協定の地理

的範囲のほか、関与した事業者それぞれの影響を受けた売上高を考慮に入れた277。 

 欧州委員会は、起算額を影響を受けた売上高の 17％と査定し、１年１ヶ月間違反行為に

関与していた２社に対する基礎額を 1．5 倍とし、さらに 17％のエントリーフィーを課し

た。その結果、基礎額は関連売上高の 42.5％とされた。 

 サンゴバン社に対する制裁金は、同社が再犯であったため 60％の増額がなされ278、８億

9600 万ユーロとなり、欧州委員会が課した制裁金で最高額となった。また、旫硝子に対し

ては、同社が違反行為を証明するのに有用な追加情報を提供したため 50％の減額をし、

6500 万ユーロの制裁金を課した。これにより、旫硝子、ピルキントン社、サンゴバン社及

びソリベール社に課された制裁金は、総額 13 億 9389 万 6000 ユーロとなった279。 

 

第 23 欧州委員会による情報提供請求 

 欧州委員会によるＥＵ競争法の域外適用の１つとして、近年、欧州委員会が日本事業者

に対し、質問状（Questionnaire）又は情報提供請求（Request for information）と称し

た正式文書をＦＡＸ又はメールで送付する事例が経済産業省に複数報告されている。この

問題点については、後述する。 

 

 

第２章小括 

 1980 年代以降になると、経済のグローバル化が進展するに連れ、为要先進国において競

争法が整備され、競争法が国際的なルールとして認識されるようになった。これとともに、

各国とも、競争法の域外適用を排除する方針から、いかに域外適用の理論を構築し、各国

間で調和をとるかという方向に転ずるようになってきた。 

                                                
277 これらの事業者は、高層ビルやその他の建築で用いられるフラット板ガラスを供給する市

場において、合わせて 80％のシェアを有していた。 

278 サンゴバン社は、1998 年のフラットグラス・ベネルクス及び 1984 年のフラットグラス・

イタリアの両カルテル事件において制裁金が課されていた（フランソワ・ブルーネ「カルテル

に対する欧州委員会の政策」『国際商事法務』Vol.37  No.12（2009）1601 頁）。 

279 Case COMP/39.125 
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アメリカにおいては、1982 年に制定された外国取引反トラスト改善法（ＦＴＡＩＡ）に

おいて、①外国で行われた行為の直接的、实質的、合理的に予見可能な効果がアメリカに

及び、②その効果が反トラスト法に基づく請求権を発生させる場合には、外国で行われた

行為にシャーマン法が適用されるとされた。また、ハートフォード火災保険会社事件連邦

最高裁判決（1993 年）において、効果理論が連邦最高裁においても承認されるとともに、

「管轄権における合理の原則」による裁判上における国際礼譲が否定された。 

以後、国際礼譲の問題は、個別事件の裁判から離れ、各国間の競争法協力協定において

議論が展開されるようになった。ただし、この国際礼譲の問題については、エンパグラン

事件連邦最高裁判決（2004 年）で国際協調为義が改めて採られるなど議論が続いている。

近時のアメリカにおける为な議論は、外国所在の購入者がアメリカにおいて３倍額損害賠

償請求をしうるかという、アメリカ法特有の問題に推移している。 

また、『国際事業活動に関する反トラスト執行ガイドライン』（1992 年改正）において、

アメリカの輸出業者を対象として外国で形成、实行された共同ボイコット、輸入制限カル

テルに対しても反トラスト法を適用することとするとともに、日本製紙事件控訴審判決

（1997 年）によって、刑事事件においても反トラスト法が域外適用されることが確認され

るなど、域外適用の理論が広範に認められるようになってきた。 

 一方、ヨーロッパでも、ドイツでは、1958 年に競争制限禁止法（ＧＷＢ）が制定された

際に、効果理論が明文化された。また、1958 年に発効したＥＣ条約において競争に関する

規定が設けられ、域外適用に関する判例が積み重なるようになってきた。当初、欧州委員

会は効果理論を採用していたが、欧州裁判所は、国際染料カルテル事件判決（1972 年）の

行為帰属理論（親会社と子会社は経済的一体をなしており、域内の子会社の行為は域外の

親会社に帰属すべきものとみなし、域外の親会社に対して管轄権の行使を認める）、ウッド

パルプ事件判決（1988 年）の实施理論（ＥＣ競争法の管轄権はＥＣ域外で合意され域内で

实施された（implemented）行為に及ぶ）と変遷し、プラチナ事件判決（1999 年）にお

いて、企業結合を行う事業者がＥＵ域内で設立されておらず、生産施設を域内に設けてい

なくても、その結合が「ＥＵ市場に即時かつ实質的な効果を及ぼすことが予見可能である

場合」には管轄権を有するとして、効果理論を採ることが明らかとなった。 

 アメリカと異なり、ＥＵにおいては、競争法の域外適用が問題となるのは行政上の措置

だけであり、私訴はないため、アメリカに比べて事例が尐ない。このため、ＥＵにおいて
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は、アメリカと比べると若干明確でない部分が残されるものの、判例法としては、プラチ

ナ事件判決において効果理論が確立されたものといえよう。 

 経済活動のグローバリゼーションが進展し、事業者の活動も１国内にとどまることなく、

複数国にまたがることが多くなってきている現在、カルテルや企業結合も国際化してきて

いる。しかし、为要先進国が同質の競争法上のルールを採用し、さらに国家間で競争法協

力協定によって積極礼譲に基づく事件委託が行われるようになっており、深刻な为権の対

立をもたらす事件は、アメリカ、イギリスの利害が対立した 1983 年のレイカー事件以降

なくなってきている。 
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第３章 アメリカ、ＥＵ等の競争法の運用の現状（域外適用に関する部分を中心として） 

 

 第１章、第２章においてアメリカ、ＥＵにおける競争法の域外適用理論の発展を見てき

たが、本章においては、アメリカ、ＥＵにおける競争法とその運用の現状について、域外

適用問題に関する部分を中心に概観することとする。 

 

第１節 アメリカの反トラスト法 

 

 アメリカにおいては、連邦レベルでは、取引を制限するカルテル・独占行為を禁止し、

その違反に対する差止め、刑事罰等を規定しているシャーマン法（1890 年）、シャーマン

法違反の予防的規制を目的とし、競争を阻害する価格差別、不当な排他的条件付き取引の

禁止、合併等企業結合の規制、３倍額損害賠償制度等について定めるクレイトン法（1914

年）、不公正な競争方法を禁止し、連邦取引委員会の権限、手続等を規定している連邦取引

委員会法（ＦＴＣ法）（1914 年）並びにこれらの修正法が、競争制限的行為を規制してい

る280。これらが競争法に該当するものであるが、一般には、これらの法律を併せて「反ト

ラスト法」と呼んでいる。 

 また、各州レベルでは、多くの州が連邦とほぼ同様の反トラスト州法を有している。 

 

第１ シャーマン法制定以前 

１ イギリスにおけるコモンロー「取引制限の法理」 

 アメリカの反トラスト法の淵源となったのは、イギリスのコモンロー（common law）

における「取引制限の法理（restraint of trade doctrine）」である。 

                                                
280 一部の産業法においては、反トラスト法の規定が適用されない旨規定されている。このよ

うな例としては、農業（カッパー・ヴォルステッド法（Capper-Volstead Act）等）、漁業（漁

業者共同マーケティング法（Fisherman's Collective Marketing Act））、保険業（マッカラン・

ファーガソン法（McCarran-Ferguson Act））、新聞業（1970 年新聞保護法）、道路，鉄道及び

州際船舶運輸業（1995 年陸上輸送委員会（Surface Transportation Board））、海運業（1984

年海運業法（Shipping Act））、労働組合（各種の連邦法規）等がある。また、連邦政府並びに

州政府の行為及びそれらが所有・管理する部門が行った行為は反トラスト法の適用を免除され

ている。 
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 イギリスでは、中性のギルド社会から近代的な市民社会、自由経済に移行する過程で、

中世以来の同業組合における慣習を「取引制限」であるとして違法とした一連の判例281が

あり、これらの判例が経済活動の自由という憲法的価値を築くと同時に競争法の萌芽とも

なった。なお、1614 年には、国王によって与えられたギルドの独占権がコモンローによっ

て無効とされた282。 

 

２ アメリカの事情 

 一方、アメリカにおいては、南北戦争後、国内産業が急速に発展した結果、産業の集中

が著しく進み、重要な産業においてトラスト（trust）が発展した。トラストは株式の議決

権を単一の受託者に信託する経営形態であり、石油、鉄道、砂糖などの産業において行わ

れた。このトラストが、集中化によって生ずる価格支配力によって商品の価格を高く維持

したり、リベートや価格差別によって競争者を駆逐したりするなど、支配的地位を濫用す

る事例が相次いだため、民衆の草の根的批判が高まった。 

 そのトラストを規制する法理として注目されたのが、コモンローの「取引制限の法理」

であった。アメリカにおいては、イギリスほど広範に合理性のテストを適用することなく、

価格についての制限は不合理なものと（法律上）推定されたため、同法理がトラストを規

制する法原則となり、これを取り入れた法律が各州において州法として制定されるに至っ

た283。 

 しかし、合衆国全体に関わるような大規模のトラストに対しては州法では対応できなか

ったため、連邦法としての制定が望まれるようになっていった。 

 

第２ シャーマン法（1890 年） 

 このような背景を受けて 1890 年に制定されのが「違法な制限及び独占に対する取引及

び通商の保護のための法律」（通称「シャーマン法」（Sherman Act）という。）である。

                                                
281 Dyer 事件（1414 年）、Milchel v. Reynolds 事件（1711 年）、Darcy v. Allen 事件（1602 年）

等（越知保見『日米欧 独禁法』商事法務（2005）３頁）。 

282 なお、イギリスにおいては、その後、この取引制限の法理によって無効とされた慣習のう

ちの多くは、不合理であると証明できなかったとして有効とされた（合理性のテスト

（reasonableness test））。これにより、イギリスにおける競争法の観念もそれ以上の発展をみ

なかった。 
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同法は、法制定当時唯一の執行機関であった司法省に対し、民事・刑事訴追を行うための

権限を付与したものである284。なお、同法の連邦議会での審議において規制目的を整理で

きないまま制定されたため、極めて漠然とした内容の条文となった285。 

同法は、第１条で共同行為（カルテル）の規制、第２条で独占行為・独占化の企図の規

制について定めている286。 

  第１条 数州間又は外国との取引又は商業を制限するすべての契約、トラストその他

の形態による結合又は共謀は、これを違法とする。本法で違法とする契約を締結し、

又は結合もしくは共謀する者は重罪を犯したものとし、有罪の決定があったときは、

裁判所の裁量により、法人の場合には 100 万ドル以下の罰金、その他の場合には 10

万ドル以下の罰金もしくは３年以下の禁錮に処し、又はこれを併科する。 

 

  第２条 数州間又は外国との取引又は商業のいかなる部分をも独占し、独占を企図し、

又はその目的をもって１人もしくは数人と結合もしくは共謀をする者は重罪を犯した

ものとし、有罪の決定があったときは、裁判所の裁量により、法人の場合には 100 万

ドル以下の罰金、その他の者の場合には 10 万ドル以下の罰金もしくは３年以下の禁

錮に処し、又はこれを併科する287。 

                                                                                                                                          
283 州法は、時には憲法上の制約の範囲内で、連邦法よりも厳しい運用を示すことがある（越

知保見『日米欧 独禁法』商事法務（2005）２頁）。 

284 村上政博、山田健男『独占禁止法と差止・損害賠償［第２版］』商事法務（2005）12 頁 

285 逆に、このことから、法の適用の積み重ねにより、同法によるアメリカの反トラスト政策

は、時代を経るにしたがって進化していった。制定当初は、反大事業者的、中小事業者保護的

な政策が強調されていたが、その後、経済効率目的が重視されるようになり、それと共に、反

トラスト政策にも経済学の成果が採り入れられるようになっていった（佐藤一雄、川五克倭、

地頭所亓男『テキスト独占禁止法［新訂３版］』青林書院（2004）297 頁）。 

286 矢野誠編著『法と経済学』東京大学出版会（2007）20 頁参照。なお、各条文の解説等につ

いては、为に公正取引委員会とアメリカ司法省反トラスト局のウェブサイト

（http://www.jftc.go.jp , http://www.usdoj.gov/atr/index.html）を参考にした。 

287 「最高裁判所は、独占行為は、次の２つの要素をもつと定義づけた。①関連市場において

独占力を有すること、及び、②すぐれた製品、するどい商才、歴史的な偶然の結果としての成

長又は発展と区別される、意図的な独占力の取得又は維持。裁判所は一般的に、違法な独占の

企図が成立するためには、以下のことが要件となると判示してきた。①被告が関連市場を独占

する意図を有していたこと。②その企図が成功する「危険な蓋然性」があったこと、である。

独占のための共謀は以下のことを要件とする。①結合又は共謀の存在、②その共謀を实行する

明白な行為、③共謀者の側における関連市場を独占する意図。」（Ｊ．Ｔ．ハルヴァーソン「独

占禁止法の域外適用」松下満雄監訳『米国の独占禁止法概説』（1985）６頁） 

http://www.jftc.go.jp/
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１ 第１条：共同行為（カルテル）の規制 

本条の対象は、複数の事業者による共同行為であり、単独行為には適用されない288。 

 本条によって、いわゆる水平的カルテル（価格協定、市場分割協定、入札談合、共同ボ

イコットなど）は市場の競争に与える影響の大きさにかかわらず行為の外形から当然違法

（per se illegal）とされる。 

 なお、罰金額については、上記にかかわらず、違反行為により獲得した利益又は与えた

損害額の２倍まで引き上げることができる289。 

 本条の規制は、いわゆる垂直的取引制限（再販売価格維持行為290、その他非価格制限）

にも適用される291。非価格的な垂直的取引制限行為は、基本的に合理の原則（rule of 

reason）に基づいて違法性が判断される。 

 これらの行為については、上記刑事訴追のほか、司法省による民事訴訟（差止請求訴訟）

が提起され、又は連邦取引委員会により排除措置が命じられるほか、被害者が差止請求訴

訟（クレイトン法第 16 条）及び３倍額損害賠償請求訴訟（クレイトン法第４条）を提起

することもできる。 

 

２ 第２条：独占行為・独占化の企図の規制 

                                                
288 アメリカ事業者だけシャーマン法により国際カルテルに参加できないのでは、アメリカ事

業者が国際競争において不利になるとして、Webb-Pomerene Act により、アメリカ消費者に

害を及ぼさない国際カルテルについて反トラスト法の適用を除外している。 

289 罰金額は Antitrust Criminal Penalty Enhancement and Reform Act of 2004 によって引

き上げられている（後述）。 

290 再販売価格維持行為は、従来、当然違法とされてきたが、連邦最高裁判例（2007年 Leegin

事件判決）により、合理の原則により判断することとなった。シャーマン法第１条違反の構成

要件は、メーカーとその他の者による再販売価格に関する共謀・協定を要する。メーカーの一

方的行為（安売り業者への供給停止等）は、取引先選択の自由の範囲内であり、違法とされな

い。ただし、問題となるのは、安売り等を理由に契約解除されたことに対して、当該契約解除

がメーカーと安売業者以外の販売業者との間の再販売価格維持協定を背景として实行されて

いたと为張された場合である。連邦最高裁判例（1984 年モンサント事件判決）は、販売業者

からメーカーに対して安売業者に関するクレームが寄せられていたというだけでは、共謀の立

証が不十分であり、価格又は価格水準に関する合意が存在する旨の立証を要するとしている。 

291 シャーマン法第１条は、日本の独占禁止法第３条後段の事業者間の「不当な取引制限」に

相当するが、「不当な取引制限」は垂直的制限を対象としていない。また、独占禁止法第８条

第１項第１号は事業者団体による「競争の实質的制限」も禁止の対象としている。 
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本条に反した場合も、第１条の場合と同様の制裁（刑事罰、民事（差止請求）訴訟・審

決による排除措置命令、私人による差止請求・３倍額損害賠償請求訴訟）を受ける。単独

行為及び共同行為のいずれも本条の適用対象となる。 

 なお、本条の規制の対象は、独占状態そのものではなく、独占を实現する行為

（monopolization）、すなわち、一定の市場において、意図的に独占力（価格を支配し、

競争を排除し得る力）を取得し、又は維持することである292。具体的にいえば、略奪的価

格設定、取引拒絶、排他的取引などである。 

 

第３ クレイトン法（1914 年） 

 シャーマン法の立法目的自体は明確であったが、条文が包括的であり明確でなかったこ

と、また、競争制限のおそれを「萌芽の段階」で摘み取れないということから、当時の司

法省も裁判所もその適用については必ずしも積極的ではなかった。このような事情から、

シャーマン法を強化する立法が求められるようになり、1914 年にクレイトン法と連邦取引

委員会法が制定された。 

「違法な制限及び独占に関する現行法の補完等のための法律」（通称「クレイトン法」

（Clayton Act）という。）は、シャーマン法のみでは競争維持の目的を達成するには十分

ではなく、シャーマン法違反となるような行為を未然に防止するために違法行為類型の明

確化を図ってビジネス界に明確な行為規範を与えるとともに、シャーマン法違反事件を民

事的手続を用いて効率的に処理することを目的としている293。 

 同法は第２条により同等同質の商品の異なる需要者間における価格差別294、第３条によ

り不当な排他条件付き取引行為、第７条により競争を实質的に減殺又は独占を形成するお

                                                
292 シャーマン法第２条は、日本の独占禁止法第３条前段の「私的独占」に相当する。また、

独占禁止法第８条の４は「独占状態」に対する規制も行っている。 

293 村上政博、山田健男『独占禁止法と差止・損害賠償［第２版］』商事法務（2005）13 頁 

294 クレイトン法第２条は、1936 年にロビンソン・パットマン法により修正されており、通常、

修正後のクレイトン法第２条を「ロビンソン・パットマン法」と呼んでいる。同種同等の商品

を異なる購入者間で価格の面で差別することは、競争を減殺することとなり若しくは独占を形

成するおそれがあり、又は競争を阻害等するおそれがある場合は，販売方法・数量の差による

コストの差に基づくものを除き、禁止される（クレイトン法第２条）。違反行為に対しては、

反トラスト局による差止訴訟が提起され、又は連邦取引委員会により排除措置が命じられる。

被害者による私訴も提起され得る。また、ロビンソン・パットマン法第３条により、売手が競

争破壊又は競争者排除の意図をもってある地域において他の地域より低い価格又は不当に低

い価格で販売することは禁止される。同条違反には罰則も定められている。 
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それのある企業結合、第８条により競争関係にある会社の役員兼任等をそれぞれ禁止して

いる295。以下、为な条文について触れることとする。 

 

１ 企業結合規制（第７条） 

クレイトン法の为たる实体規定である第７条は、小事業者の存立を危うくさせると考え

られる巨大事業者の特定の行為に制約を課してシャーマン法を補完することを目的とした

ものである。同条は、1950 年にセーラー・キーフォバー法によって改正された296が、企

業結合の規制について定めており、会社の株式又は資産の取得による独占的な成長を制限

することを目的としている297。 

  第７条 商業に従事する者又は商業に影響を与える活動に従事する者が、直接又は間

接に、同じく商業に従事する者又は商業に影響を与える活動に従事する者の株式その

他の持ち分の全部又は一部を取得し、又は連邦取引委員会の管轄に属する者が、同じ

く商業に従事する他の者又は商業に影響を与える活動に従事する他の者の資産の全部

又は一部を取得する場合において、かかる取得の結果が国のいずれかの地域における

商業のいずれかの分野において競争を实質的に減殺することとなり、又は独占を形成

するおそれがあるときは、これをしてはならない。 

   それ以外の者であっても、直接又は間接に、商業に従事する者又は商業に影響を与

える活動に従事する者の株式その他の持ち分の全部又は一部を取得し、又は、連邦取

引委員会の管轄に属する者が、商業に従事する者又は商業に影響を与える活動に従事

する者の資産の全部又は一部を取得する場合において、かかる株式もしくは資産の取

得、又は、議決もしくは議決権の代理行使その他によるかかる株式の利用の結果が国

のいずれかの地域の商業のいずれかの分野において競争を实質的に減殺することとな

り、又は独占を形成する恐れがあるときは、これをしてはならない。 

                                                
295 クレイトン法第８条は、商業に従事するある２つの会社が、事業及び営業区域に関して互

いに競争者であって、かつ、両社の資本金、積立金等の総計がそれぞれ 2531 万 9000 ドル超

（2008 年 1 月 18日更新）である場合には，何人も、当該２つの会社の取締役(director)又は役

員(officer)を兼任してはならないと定めている。また、銀行の取締役又は職員は、他の銀行等

の取締役又は職員を兼任してはならない。 

296 当初のクレイトン法では株式取得の規制のみであったが、セーラー・キーフォバー法によ

って資産取得が規制対象に加えられた。 

297 Ｊ．Ｔ．ハルヴァーソン「独占禁止法の域外適用」松下満雄監訳『米国の独占禁止法概説』

（1985）４頁 
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   この条項は、かかる株式を投資のためのみに取得し、それを、議決その他の方法で、

競争の实質的減殺を引き起こすため、もしくは、引き起こそうとするために利用しな

い者には適用されない……。 

 

 1960 年代までは、中小事業者保護の立場や、特定事業者へのシェアの集中（市場の集中）

が高まるほど価格引上げに結びつくという伝統的産業組織論からクレイトン法が厳格に適

用される方向にあった298。 

 しかし、1970 年代以降は、規制を緩和し企業結合を広く容認する方向に転じた。この背

景としては、アメリカ経済の競争力が鈍化するに連れ、経済効率を重視するシカゴ学派の

理論の影響が増したことが挙げられる299。シカゴ学派の立場によると、市場のコントロー

ルが働かない状況下では、企業結合により市場の集中が高まったとしても合法とすること

となる。この考え方から、1992 年の水平的企業結合ガイドラインでは「市場支配力（market 

power）」を形成・増幅する合併のみを阻止することとなっている。 

 今日では、ハート・スコット・ロディノ法300により改正されたクレイトン法第７Ａ条と

これに基づき連邦取引委員会が制定した事前届出基準（Premerger Notification 

Thresholds）によって、企業結合が規制されている301。現基準は 2008 年１月 18 日に変

更されたものであり、同年２月 18 日以降にクロージングを迎える企業結合から適用され

ているが、改正前後を比較し整理すると次のようになる。 

【改正前】 

ア．「取引規模」要件（Size of Transaction Test） 

① 5000 万ドル以下の資産／株式取得→届出不要 

② 5000 万ドルから２億ドルまでの資産／株式取得→「当事者規模」要件が満たされる

と届出義務発生 

                                                
298 安田啓「为要国・地域の合併規制について」『ＷＴＯ／ＦＴＡ Column』vol.054 ＪＥＴ

ＲＯ（2009）４頁 

299 シカゴ学派の考え方からすれば、新規参入が阻害されていなければ、独占事業者といえど

も参入を想定した価格を設定せざるを得ないため、实質的には競争状態と変わらない、また、

独占や寡占を規制すると事業者間競争が働かないため当局は過剰介入となってはならない、と

いうこととなる（松下満雄「米国オバマ政権下における反トラスト法執行の新方針」公正貿易

センターセミナー（2009））。 

300 Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976 

301 クレイトン法第７条は、日本の独占禁止法第４章の企業結合の規制に相当する。 
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③ ２億ドル超の資産／株式取得→常に届出が必要 

④ 評価額にして 10 億ドル超の株式を 25％以上取得→常に届出が必要 

イ．「当事者規模」要件（Size of Person Test） 

取引の一方当事者が１億ドル以上の資産又は売上げを有し、かつ、他方当事者が 1000

万ドル以上の資産又は売上げを有すること 

【改正後】 

ア．「取引規模」要件 

① 6310 万ドル以下の資産／株式取得→届出不要 

② 6310 万ドルから２億 5230 万ドルまでの資産／株式取得→「当事者規模」要件が満

たされると届出義務発生 

③ ２億 5230 万ドル超の資産／株式取得→常に届出が必要 

④ 評価額にして 12 億 6150 万ドル超の株式を 25％以上取得→常に届出が必要 

イ．「当事者規模」要件 

取引の一方当事者が１億 2620 万ドル以上の資産又は売上げを有し、かつ、他方当事

者が 1260 万ドル以上の資産又は売上を有すること 

以上のような基準を満たす企業結合を行おうとする当事者は、連邦取引委員会と司法省

反トラスト局に対して事前届出を行い、「实質的に競争を減殺し、又は、独占を発生させる

蓋然性があるかどうか」に関する審査を受けなければならないこととされている302。なお、

上記基準はＧＮＰをベースにして毎年見直されるべきものとされている。 

 なお、1982 年と 1984 年の企業結合ガイドライン（Merger Guidelines）は、水平的企

業結合の競争制限効果については、複数事業者の協調行動のみに言及していた。しかし、

1992 年の水平的企業結合ガイドライン（Horizontal Merger Guidelines）及び同ガイドラ

                                                
302 その詳細については、植松幸也「クロスボーダーＭ＆Ａ②（企業結合規制）」一橋大学大学

院国際企業戦略研究科寄附講義「国際取引における法的諸問題」第３回（2009）レジュメ。な

お、日本事業者同士の企業結合であっても、この企業結合がクレイトン法７Ａ条(a)項の要件に

該当する場合であって、アメリカに子会社やジョイント・ベンチャー（出資比率 50％以上）を

有しており、企業結合両当事者及びこれらの子会社等のアメリカにおける売上高及びアメリカ

への輸出額が要件を満たしており、かつ、企業結合の結果これらのアメリカ子会社等の株式又

は資産のうち一定額以上が取得されることとなるときは、日本の企業結合両当事者（親会社）

は、アメリカの競争当局に事前に届出を行い、届出受理後原則として 30 日間は企業結合をす

ることができないこととなる（中川政直『競争法政策の研究』幻冬舎ルネッサンス（2009）550

頁）。 
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インの「第４章 経済的効率性」の部分を改訂した現行の 1997 年ガイドラインは、水平

的企業結合303の競争効果を、複数事業者の協調的行動によってもたらされる場合と企業結

合体による一方的な行為によってもたらされる場合の２つに分けて詳細に解説している

304。 

 なお、市場画定の基準として、1982 年ガイドラインにおいてＳＳＮＩＰ（Small but 

Significant and Nontransitory Increase in Price）テストが導入されている。 

 

２ 書類送達規定（第 12 条） 

 管轄権が認められたとして、連邦裁判所や連邦取引委員会による反トラスト法違反事件

の裁判や審判の手続を適法に開始するためには、被告や被審人に訴状等の書類を適法に送

達しなければならないが、この点についてもクレイトン法が定めている。 

 

（１）外国事業者への適用 

クレイトン法は、基本的にアメリカ国内のことを考えて規定したものであり、同法第 12

条は、事業者の所在地（inhabitant）、現在地（is found）、又は事業地（transacting business）

を管轄する連邦地方裁判所に提訴するとしている。 

同条の解釈については、後述するようにミニマム・コンタクトの問題として論ぜられる

が、クレイトン法第 12 条で管轄権が有すると認められると、外国の事業者に対しても司

法管轄権が認められ、訴状送達、文書提出命令がなされうることになる。 

 

（２）外国事業者への書類の送達 

連邦民事訴訟規則第４条は、外国事業者に対する書類の送達について、①アメリカ国内

における送達方法として、(a)外国事業者のアメリカにいる役員、業務執行代理人もしくは

総代理人に対する送達、(b)外国事業者の任命又は法律によりアメリカ国内における送達受

領機関とされる代理人に対する送達、(c)アメリカの子会社に対する送達について定めてお

                                                
303 水平的企業結合（Horizontal Merger）とは、同一市場における競争者間の企業結合を、垂

直的企業結合（Vertical Merger）とは、（自動車メーカーと部品メーカー、販売ディーラーな

ど）取引の川上、川下の関係にある事業者間の企業結合を、混合的企業結合（Conglomerate）

とは、異なる産業間での企業結合をいう。 

304 平川幸彦「企業活動のグローバル化・市場の寡占化に伴う企業結合規制の再検討」電気通

信普及財団『研究調査報告書』第 20号（2005）68 頁 
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り、また、②外国における送達方法として、(a)外国法が当該外国裁判所の訴訟手続におけ

る送達について定める方式、(b)送達共助の照会状（letter rogatory）に対する回答におい

て外国政府が指示する方式、(c)外国事業者の役員、業務執行代理人もしくは総代理人に対

する交付送達、(d)外国事業者に対する配達証明付郵便による送達、又は(e)裁判所の命令す

る方式を定めている。 

このように、アメリカは、極めて多様な送達方法を認めており、訴状等の送達ができな

いことによって管轄権が否定されるということは、ほとんど考えられない305。むしろ、（外

国も含む）被告の居住地に送達されるので、無視していると欠席裁判に遭う可能性が強い

ということになる。民事裁判では外交ルートを通じて送達がなされるのが通常であるが、

アメリカの反トラスト法違反に関しては外交ルートは通じないといえる。 

 

第４ 連邦取引委員会法（1914 年） 

「連邦取引委員会の創設並びにその根拠及び義務の定義等のための法律」（通称「連邦

取引委員会法（the Federal Trade Commission Act）」「ＦＴＣ法」という。）は、連邦反

トラスト法の施行に関わる独立行政委員会としての連邦取引委員会（ＦＴＣ）を設立する

ために制定された法律である。 

同法は、第５条で「不公正な競争方法」と「不公正なあるいは欺瞞的な行為もしくは慣

行」の規制について定めている306。 

  第５条 通商における又は通商に影響を与える不公正な競争方法（unfair methods of 

competition）、又は、通商における又は通商に影響を与える不公正なあるいは欺瞞的

な行為もしくは慣行（unfair or deceptive acts or practices）は、違法とする。 

 

本条により規制される不公正な競争方法の意義、内容については別段の規定は設けられ

ていないが、これまでの判例によると、本条の目的は、シャーマン法・クレイトン法に違

反する行為・慣行を不公正な競争方法として規制するだけでなく（したがって、尐なくと

も取引制限、独占行為、合併等企業結合の類型は本条の対象となる。）、シャーマン法・ク

                                                
305 根岸哲『独占禁止法の基本問題』神戸大学研究双書刊行会（1990）236 頁 

306 1938 年のホイラー・リー修正法によって、ＦＴＣ法第５条に「不公正なあるいは欺瞞的な

行為もしくは慣行」を禁止する旨が追加された。なお、ＦＴＣ法第５条は、日本の独占禁止法

第 19 条の「不公正な取引方法」とは異なり、シャーマン法及びクレイトン法違反の行為・慣

行のすべてを対象としている。 
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レイトン法違反に該当する行為・慣行を萌芽又は初期のうちに規制（中止させる）ところ

にあると解されている。 

また、「不公正なあるいは欺瞞的な行為もしくは慣行」については、消費者に対して实

質的な損害を与え又は与えるおそれのある行為又は慣行をいうとされ、本条の規定は、Ｆ

ＴＣ法に消費者保護法としての側面を与えている307。 

なお、ＦＴＣ法にはシャーマン法のように刑事罰規定はない点が特徴的である。 

 

第５ 競争法体系の確立 

 競争法の根幹となる法律は、上記のように 19世紀後半から20世紀初頭に制定されたが、

非常に条文数は尐ないものであった。そこで、实際には、第１章、第２章で見てきたよう

な様々な判例や学説の蓄積を経て、また経済学説におけるシカゴ学派の勝利などを受けて、

1980 年代に現在のような競争法の体系、競争ルールが確立されたといえる308。 

 

第６ 執行機関 

競争当局は、司法省（Department of Justice：ＤＯＪ）反トラスト局（Antitrust Division）

と連邦取引委員会（Federal Trade Commission：ＦＴＣ）に分かれている。 

 

１ 司法省反トラスト局 

                                                
307 1975 年のマグナソン・モス法により、商業に影響を及ぼす取引に限定していたＦＴＣの管

轄を、商業に影響を及ぼすおそれのある取引にまで広げた。また、消費者保護に関する規則制

定権をＦＴＣ法に導入した（ＦＴＣ法第 18 条）。ＦＴＣは、ＦＴＣ法第 18 条に基づいて産業

規模の不公正又は欺瞞的取引慣行を防止するために取引規制規則（trade regulation rule）を

制定することができる。例えば訪問販売におけるクーリング・オフに関する規則（FTC Rule, 

Cooling-off Period for Door-to-Door Sales, 16 C.F.R. Part 4 29）、テレマーケティング販売規

則（FTC Rule, for Telemarketing Sales, 16 C.F.R. Part 3 10.1-10.8）等のような消費者取引に

関する数多くの規則を制定している。また、ＦＴＣは、多種にわたる特定の消費者保護法令も

執行している（例：信用機会平等法（the Equal Credit Opportunity Act）、貸付真实法

（Truth-in-Lending Act）、公正信用報告法（Fair Credit Reporting Act）、タバコ表示法

（Cigarette Labeling Act））。これらの法は、特別に定義された取引慣行を禁止し、違反行為を

ＦＴＣ法第５条(a)中における「不公正なあるいは欺瞞的な行為もしくは慣行」として扱うこと

を明記している。 

308 なお、制定法がカバーしきれない部分については、今なおコモンローの「取引制限の法理」

を援用することができる（越知保見『日米欧 独禁法』商事法務（2005）５頁）。 

http://www.usdoj.gov/atr/
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司法省反トラスト局は、シャーマン法及びクレイトン法の執行機関である。司法省反ト

ラスト局（以下「反トラスト局」という。）は、局長（Assistant Attorney General）及び

５人の次長並びに７の地方事務所等から構成されており、反トラスト局長は、上院の承認

を経て、大統領が任命する。また、司法省における反トラスト法の執行に関する権限は、

事实上、反トラスト局長に集中している。 

 

２ 連邦取引委員会 

連邦取引委員会（以下「ＦＴＣ」という。）は、反トラスト局とクレイトン法について

共管するとともに、ＦＴＣ法の執行機関である309。 

ＦＴＣは、いわゆる独立行政委員会であり、委員長を含む５人の委員で構成されている。

また、その下に、事務総長、４人の局長クラス及び８の地方事務所等が置かれている。Ｆ

ＴＣの委員は、上院の承認を経て、大統領が任命する。任期は７年であり、公務に関する

不法行為等の場合以外にはその意に反して罷免されることはなく、職権行使の独立性が認

められている。 

なお、ＦＴＣは経済实態や事業者活動に関する調査を行う権限も有する（ＦＴＣ法第６

条）。 

 

第７ 法執行手続 

１ 反トラスト局の事件処理手続 

反トラスト局は、シャーマン法又はクレイトン法に違反する行為が存在すると認められ

る場合には、自ら調査及び審査をし310、連邦地方裁判所に提訴することができる。 

反トラスト局が訴追を行うこととなっている訴訟には、①刑事、②民事の政府執行訴訟

及び③損害賠償請求訴訟がある。なお、反トラスト局には、行政権限はないため、排除措

置命令等を行うことはできない。 

 

                                                
309 司法省は、重複すると考えられるＦＴＣ法第５条を執行する権限を有しないが、ＦＴＣは、

ＦＴＣ法第５条の不公正な競争方法にシャーマン法違反行為を含むと解釈されるため、实質的

にシャーマン法を執行する権限を有する。かくして、反トラスト法上、２系統・２本立ての实

体規定が存在する（村上政博、山田健男『独占禁止法と差止・損害賠償［第２版］』商事法務

（2005）13 頁）。 

http://www.ftc.gov/
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（１）予備的審査 

 端緒処理後、①法律上の問題の有無、②影響を受ける通商の程度、③事件を審査する局

内の余力の有無、④反トラスト局内及びＦＴＣで同一事件の審査が行われていないか、他

官庁や州政府に移管すべき事案ではないかを検討し、事件性があると判断された事案につ

いて、予備的審査を行う。 

 予備審査においては、申告人等からの事情聴取、他官庁からの情報入手等を行う。 

 予備審査の結果を検討し、事件として正式に審査するか否かが決定される｡この段階で、

民事事件として審査するか、刑事事件として審査するかも決定される。 

 反トラスト局は「明白かつ意図的な違反」のみを刑事訴追する方針を有しており、刑事

訴追されるのは通常「当然違法」の行為類型に当たるものである。 

 

（２）刑事事件の処理手続 

 シャーマン法第１条、第２条等の規定に違反する行為が行われた場合、公訴が提起され、

有罪の判決が下されると、違反行為者（法人・個人）に対し、罰金刑・禁錮刑が科される。

刑事事件の除斥期間は、原則、違反行為終了後５年間とされている。 

 (ｱ)  刑事事件として審査することが決まると、担当検事は、地方事務所と会合を持ち、

大陪審311（Grand Jury）の設置の準備や令状の発出の準備を開始する。その後、地方事務

所は、事件を管轄する連邦地方裁判所（関係人の営業地域を管轄する地方裁判所）に対し、

大陪審の設置を要請する。 

(ｲ)  大陪審は、文書提出令状（Subpoena Duces Tecum）と証人喚問令状（Subpoena Ad 

Testificandum）の発出及び令状に基づく証言の聴取と提出文書の検討の権限が付与され

ており、事件を審理する。 

(ｳ)  担当検事は、大陪審審理が終了した段階で、集められた証拠を検討し、審査結果を

報告書にまとめ、起訴を求めるべき個人と法人を選定する。反トラスト局として起訴を求

めることが決まると、大陪審に対して起訴が勧告される。大陪審の評決は賛成多数によっ

                                                                                                                                          
310 五上朗「反トラスト法における調査手続対応の实務」『Ｌｅｘｉｓ企業法務』第 21号（2007）

３頁 

311 刑事事件において起訴を相当とするに足るだけの証拠があるかどうかを審理する陪審。構

成員の尐ない陪審裁判（trial jury）に対比して 16 名以上 23 名以下の多人数で構成されるため

大陪審という。 
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て行われるが、反トラスト局から起訴の勧告があれば、正式起訴（大陪審起訴：Indictment）

が決定されるのが通例と言われる。 

(ｴ)  大陪審審理中に、被告人が有罪を認め、裁判を受ける権利を放棄する旨申出があっ

た場合は、担当検事は大陪審による正式起訴によらずに略式起訴（検察官起訴：

information）を提起することができる。ほとんどの事件はこの略式起訴によって処理され

ている。 

(ｵ)  反トラスト局は、審査に協力した個人又は事業者について、一定の要件の下に刑事

訴追を免除する方針（leniency policy）を有している。なお、リニエンシー制度について

は、下記で改めて詳述することとする。 

(ｶ)  反トラスト局は、上記の大陪審捜査のほか、必要に応じて家宅捜索令状（search 

warrant）を用いたり、連邦捜査局（ＦＢＩ）などの他の連邦機関との捜査協力を行って

いる。 

(ｷ)  最初の公判においては、罪状認否が行われ、被疑者から①有罪の申立て（plea of 

guilty）、②無罪の申立て（plea of not guilty）、③不抗争の申立て（plea of nolo-contendere）

のいずれかが行われる。不抗争の申立ては、有罪を認めるものではないので、その後の損

害賠償請求事件等の裁判手続において不利な扱いを受けない。このため、被疑者は、この

申立てを希望するが、反トラスト局側は、通常この申立てに反対する方針を有している。 

(ｸ)  国際違反事件における調査の場合312、司法省は、違反者がアメリカ国内へ入国する

のをチェックするよう、国土安全保障省（Department of Homeland Security）に要請す

る。これを、ボーダー・ウォッチと呼んでいる。また、司法省は、2001 年、訴追された逃

亡者をインターポールの国際逮捕手配書（赤手配書313：Red Notice）リストに登錰する方

針を採用した。 

 

（３）民事事件の処理手続 

 シャーマン法又はクレイトン法に違反する行為を中止させ、将来の違反行為を防止する

ため、違反行為者に対して一定の作為又は不作為を命じる判決を請求する訴訟をいう。差

                                                
312 植村幸也「アメリカ独禁法」一橋大学大学院国際企業戦略研究科寄附講義「国際取引にお

ける法的諸問題」第 14回（2010） 

313 赤手配書とは、犯罪者の引渡を目的として、逃亡犯罪人の身柄の拘束を求めるものである。 
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止請求訴訟（クレイトン法第 15 条）、３倍額損害賠償請求訴訟（クレイトン法第４Ａ条）

がある。民事訴追の除斥期間は、訴因が発生した後４年間とされている。 

(ｱ)  予備的審査の結果、民事事件として審査することが決まると、担当検事は、参考人

や関係人との面談、参考人や関係人からの任意の文書提出依頼又は民事審査請求（Civil 

Investigation Demand：ＣＩＤ）の活用によって、審査情報を集める。 

 ＣＩＤには、文書提出命令、証人喚問命令及び報告命令314（Interrogatories）の３種類

がある。ＣＩＤには自力執行力はないので、期限までに履行しない者に対しては反トラス

ト局は、裁判所に対しＣＩＤの執行を命じる判決を求めなければならない。 

(ｲ)  反トラスト局は、民事事件としての提訴が決定すると、管轄連邦地方裁判所に提訴

する。 

(ｳ)  司法省の提起する民事訴訟の大半は、同意判決で解決されている。同意判決制度は、

反トラスト局として違法行為を迅速に是正させる必要性と、被疑者として違法行為の存在

は認めずに将来に向けて一定の措置を採ることを約束するに留まるのであれば争わないと

する意向とでバランスを取ろうとする制度である。 

 同意判決についての反トラスト局と被疑者との交渉は、被疑者からの同意判決案の申出

があってから開始することとしている。また、近年では、反トラスト局は、被疑者との間

で公共の利益に合致する内容の同意判決案を提出する旨の合意をしたときは提訴と同時に

同意判決案を裁判所に提出している。 

 同意判決の手続はタニー法により定められており、反トラスト局は同意判決案と同時に

その競争上の影響に関する意見（competitive impact statement）を裁判所に提出し、か

つ、同意判決案及び当該意見を官報に掲載するとともに、これらの要約等を新聞に掲載す

ることなどが求められる。これは裁判所での決定前に利害関係者にコメントを出す機会を

与えるために行われる。コメント期間は通常 60 日間である。その後、裁判所は自らヒア

リングを行うなどして、同意判決の受入れが公共の利益に合致しているか否かを判断して

判決を下す。 

 

（４）３倍額損害賠償請求訴訟（Treble Damage Action） 

                                                
314 報告命令とは、担当検事が作成した質問に対して回答させる方式のものである。 
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アメリカ政府が反トラスト法違反によって、その財産又は事業が侵害を受けた場合は、

アメリカ政府が当事者となって受けた損害の３倍の額及び訴訟費用の賠償を請求すること

ができる（クレイトン法第４Ａ条）。 

 

２ ＦＴＣの事件処理手続 

 ＦＴＣは、クレイトン法又はＦＴＣ法に違反する行為が存在すると認められる場合には、

自ら審査を行い、審判手続を経て審決により、又は相手方が同意するときには審判手続を

経ることなく同意命令により、排除措置命令（cease and desist order）を発することがで

きる。また、必要に応じ、違反行為の差止命令を求める訴訟を提起することができる。 

 

（１）審査手続 

 ＦＴＣは、特定事件について審査を開始するときには、職員の中から審査官を指定し、

これに審査を行わせる。審査官は、ＦＴＣ法第９条に基づく調査権限（立入検査権及び令

状による命令権がある。）及び同法第 20 条に基づく民事審査請求（ＣＩＤ）により、文書

提出命令、証人喚問等を行う。 

 なお、ＦＴＣ法第９条において、「この法律の目的達成のため、委員会又はその正当な権

限を持つ単数又は複数の代理人は、審査目的のため、合理的時間にアクセスし、審査若し

くは手続の対象とされている者、パートナーシップ又は会社の書証を閲覧し、その写しを

取る権利を有し、…」と規定しているが、連邦最高裁判決（1962 年、International Nickel 

Co 事件）では、ＦＴＣの access power は、その審査に関連した文書についてのみ検査し、

写しを取る権限をＦＴＣに与えるものであって、当該事業者又はその弁護士は検査の対象

となる文書を選択することができるとしている。 

 

（２）同意命令 

 ＦＴＣは、違反事件の審査の結果、法的措置を採ることが相当であると判断したときは、

まず、相手方に審判開始決定書及び排除措置命令を通告し、命令案の内容につき交渉し、

合意に達したときには、一般からのコメント期間を経た上で同意命令（consent order）を

発出する。 

 また、審判開始決定後であっても、同意命令の手続を行うことができる。審判開始決定

後、被審人との間で同意された同意命令案が審判官を通じてＦＴＣに付託される。この場



 144 

合も、同案を官報に掲載し、一般からの意見を求めることとなる。ＦＴＣは、当該意見等

を考慮して、再審査を行い同意命令を発出する。 

 同意命令は、審判手続を経た命令ではないので、違反事实を法的に認定したものではな

く、また、違法性を法的に確定するものでもない。 

 

（３）審判手続及び審決 

 同意命令に至らないときには、ＦＴＣは、審判開始決定書を送付し、審判手続を開始す

る。審判手続では、審査官が原告側となり被審人が被告側となる対審構造を採り、行政法

判事315が審判官として審判を为宰し仮決定（initial decision）を作成する。この仮決定は、

被審人が異議申立てを行わない場合、最終審決として確定する。 

 仮決定に対する異議申立てを行った場合は、ＦＴＣは、仮決定を再検討して最終審決を

行う。 

 なお、仮決定及び審決は、事实認定、法的結論及び排除措置命令からなる。 

 

（４）不服申立て 

 被審人が審決に対して不服があるときは、連邦控訴裁判所に審決取消請求訴訟を提起で

きる。 

 裁判所は、ＦＴＣの専門的機関としての判断を尊重することが求められており、ＦＴＣ

の認定事实が实質的証拠に基づいている場合には，その事实認定が裁判所を拘束する（实

質的証拠の原則；ＦＴＣ法第５条(C)）。 

 

（５）予備的差止命令 

ＦＴＣは、審決の確定前に裁判所に対して予備的差止命令（preliminary injunction）を

求めることができる（ＦＴＣ法第 13 条。合併審査についても同じ。）。 

 

３ 企業結合審査手続 

（１）届出 

                                                
315 各省庁等の職員としての身分を有するものの、所属省庁等による勤務評定の対象とはなら

ず、給与についても別個の政府機関である人事管理局（Office of Personnel Management）に

よって決定されるなど、独立性と身分保障が認められている。 
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 届出は、ＦＴＣ、反トラスト局の双方に対して行われる。届出が受理されると、両当局

間で当該事案をどちらの当局が担当するか協議し決定する。 

なお、クレイトン法第７Ａ条の施行規則の制定、用語の定義、届出義務の範囲に係る規

則等の制定については、ＦＴＣが行う（同法第７Ａ条(D)項）。 

 

（２）審査 

担当当局が届出の正式受理から 30 日の待機期間に何らの措置も行わなければ、当該事

案は、承認されたものとみなされる。担当当局が当該期間内に追加資料の請求（セカンド

リクエスト）を行ったときは、待機期間が延長され、当事者から当該追加資料が提出され

てから 30 日間は、当該企業結合等を行うことができない。当該期間は、担当当局が再延

長を連邦地裁に申請し、同裁判所がこれを認めたときは、延長される。 

 

（３）反トラスト法違反の場合の対応 

 ＦＴＣが担当当局となり、反トラスト法に違反すると判断した場合は、連邦地裁に予備

的差止を請求し、敗訴した場合は、ケースバイケースで審判開始決定を行うかどうか判断

する。反トラスト局が担当当局となり、反トラスト法に違反すると判断した場合は、連邦

地方裁判所に提訴する。 

 

４ 私訴 

（１）３倍額損害賠償請求訴訟 

 反トラスト法において禁止されている事項により事業又は財産に侵害を受けた者316は、

その受けた損害の３倍額及び妥当な弁護士費用を含む訴訟費用の賠償を求めることができ

る（クレイトン法第４条）。 

 同訴訟は、「被告が居住し（resides）、又は現存し（is found）、又はその代理人が所在す

る（has an agent）地の連邦地方裁判所」に対して提起する（同法第４Ａ条）。 

 

（２）差止訴訟（クレイトン法第 16 条） 

                                                
316 判例では、直接の購買者（direct purchaser）にのみ３倍額損害賠償請求訴訟の提起を認め

ることが原則となっている。 
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 クレイトン法第 16 条は、私人・事業者・団体がシャーマン法やクレイトン法違反によ

り損害を受けるおそれがあるときは、当該違反行為の差止めを請求することができると定

めている（ＦＴＣ法違反については認められていない。）。 

 同訴訟は、「反トラスト法違反によって損害を被るおそれについて、当該当事者に対して

管轄権を有するどの連邦裁判所に対しても」提起しうる（同法第 16 条）。 

 

５ 父権訴訟（クレイトン法第４Ｃ条） 

 州司法長官（State Attorney General）は、それぞれの州の反トラスト法を執行すると

ともに、シャーマン法により州民が被害を受けた場合には、クレイトン法第４Ｃ条に基づ

き、州民に代わって州の名において被告に対し３倍額損害賠償を請求する訴えを、管轄権

を有する連邦地方裁判所に対し提訴ことができる（父権訴訟）。 

 

６ その他 

この他に、クラスアクション317（連邦民事訴訟規則第 23 条）も提起されうる。 

なお、アメリカでは、３倍額損害賠償請求制度やクラスアクション制度等といった特徴

的な法制度により、カルテルで被った損害に対する私訴での損害賠償が有力な抑止手段の

１つとして位置付けられており、巨額の制裁金で違反行為を抑止しているＥＵとは異なる

方法でカルテル行為の抑止が図られている。 

 

第８ リニエンシー制度 

 リニエンシー制度（Corporate Leniency Program, Amnesty Program）は 1978 年に世

界に先駆けて、アメリカにおいて導入された。これは、他の諸国、例えば、ＥＵ、日本な

どの競争法においては、行政罰が原則であるのに対し、アメリカの反トラスト法において

は、刑事罰が科されるため、刑事免責を受けさせることにより自己申告を促し、事件の早

期発見・解決を企図したものである。 

                                                
317 集合代表訴訟。共通の損害を受けた被害者が多数いる場合、その被害者を代表して訴訟を

起こすアメリカ特有の訴訟形態。尐額多数被害者の救済や訴訟費用の節約等が目的であり、裁

判の結果は全当事者に及ぶ。 
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 アメリカにおけるリニエンシーは、最初に申告した事業者のみを刑事訴追しないという

ものである。また、当該リニエンシー制度の対象となる行為は、刑事訴追が行われ得る当

然違法の水平的協定（価格カルテル、入札談合等）である318。 

現在のリニエンシー制度は、「事業者に対するリニエンシー方針」（1993 年）及び「個人

に対するリニエンシー方針」（1994 年）が基となっている319。それまで、罰金額はシャー

マン法第１条、第２条の規定に関わらず、違反行為により取得した利益、又は与えた損害

額の２倍まで引き上げることができるとされていた（1984 年量刑改善法）が、これらの方

針が導入されたことにより、刑事罰が減免されることとなった。 

しかし、これらの方針では、自己申告した事業者にとっては、刑事罰が減免されるに過

ぎず、連邦又は州政府、私人（自己と取引関係にある顧実及び他のカルテル参加事業者の

顧実）から３倍額損害賠償を請求される可能性があったため、恩恵が十分に与えられてい

るとは言い難かった。 

そこで、2004 年反トラスト法刑事罰強化及び改善法320が制定されることとなった。同

法では、まず、刑事罰の強化については、シャーマン法第１条及び第２条違反の行為に対

する事業者の罰金が、従来の 1000 万ドル以下から１億ドル以下に引き上げられ、個人に

対する 35 万ドル以下の罰金又は３年以下の禁錮刑が、100 万ドル以下の罰金又は 10 年以

下の禁錮刑へと強化された321。次に、自己申告者の民事責任の軽減については、違反行為

者が司法省との間でリニエンシーの合意を行い、かつ合意に従い司法省及び民事事件の原

告に協力を行った場合には、違反行為者は刑事責任が減免されるのみならず、民事上の損

                                                
318 以下、リニエンシーの要件、手順等については、植村幸也「アメリカ独禁法」一橋大学大

学院国際企業戦略研究科寄附講義「国際取引における法的諸問題」第 14 回（2010）を参考と

した。 

319 なお、このリニエンシー制度と外国の競争当局との執行協力に関連し、「この制度を利用す

るどの役員も、一つの反トラスト当局に提供した情報が、拡大を続けている協力協定のネット

ワークにより、外国の反トラスト当局にも利用可能となる可能性があることを念頭におかなけ

ればならない。」（Ｊ．Ｈ．シェネフィールド、Ｉ．Ｍ．ステルツァー『アメリカ独占禁止法 改

訂版』三省堂（2004）107 頁） 

320 Antitrust Criminal Penalty Enhancement and Reform Act of 2004 

321 アメリカにおいてはカルテル加担者に対する刑罰が強化されており、禁錮刑の平均は 2006

年は９カ月であったが、2007 年は 31 カ月、2008 年は 25 カ月となっている。また、实刑率も

高まっており、2006 年 68％、2007 年 87％、2008 年 63％となっている。とりわけ、外国人

に対する刑罰が年々重くなっており、外国人の平均刑期は 2006 年は 6.9 カ月であったが、2007

年は 12 カ月、2008 年は 18 カ月と急激に重くなっている。 
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害賠償責任についても３倍額損害賠償を免れ、被害者の实損害の賠償に限って責任を負う

こととされた322。なお、同法は 2009 年６月 23 日までの５年間の時限立法であったが、更

に１年間延長されている。 

 

１ リニエンシーの要件 

 リニエンシーを受けるための要件には以下の２つのタイプがある。１つ目は、 

① 申告時点で司法省が他の情報源から違法行為についていかなる情報も得ていない

こと、 

② 申告後速やかに違法行為を止めること、 

③ 違法行為を完全に報告し、捜査に全面的に協力すること、 

④ 役員・従業員個人の申告ではなく、法人としての申告であること、 

⑤ 可能な限り被害者への補償を行うこと、 

⑥ 他の共謀者に違法行為への参加を強制したものでなく、かつ首謀者でないこと、 

以上の要件を満たす場合、当該事業者１社のみが自動的に免責される。この場合、本人が

違反を認めて当局に協力するという条件付ではあるが、当該事業者の役員・従業員も全員

免責されることになる。 

 もう１つのタイプは、 

① 最初の申告者であること、 

② 申告時点で司法省が有罪とするに足る証拠を得ていないこと、 

③ 申告後速やかに違法行為を止めること、 

④ 違法行為を完全に報告し、捜査に全面的に協力すること、 

⑤ 役員・従業員個人の申告ではなく、法人としての申告であること、 

⑥ 可能な限り被害者への補償を行うこと、 

⑦ 違反行為の性質、申告者の役割、申告時期等に鑑み、免責が他の違反者にとって

不公正でないこと、 

以上の要件を満たす場合、当該事業者は免責されることとなる。この場合、特に⑦の要件

の判定に当たり司法省に裁量が認められている。 

 

２ リニエンシーの手順 

                                                
322 財団法人比較法研究センター『競争法の国際的な執行に関する調査報告書』（2009）２頁 
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 事業者がリニエンシーを受ける手順として、まず、当該違反事業者が自ら違反行為を発

見し、取締役会などで事業者としてリニエンシー申請の意思決定をし、司法省に対して申

請することが端緒となる。 

これに対して、反トラスト局は、リニエンシー申請をした当該事業者にマーカー（仮押

さえ）としての地位を付与する323。申請事業者は、マーカーとしての地位が与えられてい

る期間中に、社内調査を完了し、反トラスト局に報告しなければならない。この報告を受

けて、反トラスト局が、申請事業者がリニエンシーの要件を満たすと判断した場合、反ト

ラスト局から当該事業者に対して条件付のリニエンシー付与合意書が送付されることとな

る。 

 

３ 違反事業者に対する「アメとムチ」 

（１）アムネスティ・プラス 

 反トラスト局が把握している犯罪事实（例えば商品Ａに関する価格協定）について事業

者内で調査を行う過程で、当該事業者自ら別の犯罪事实（商品Ｂに関する価格協定）の存

在を発見し、商品Ｂについてリニエンシー申請をすれば、（商品Ｂとは別に）商品Ａの価格

協定事件についても、商品Ｂに関する諸事情（開示された証拠の価値、通商に与える影響、

協力の程度等）を考慮して、量刑上有利な扱いが受けられる。これを「アムネスティ・プ

ラス（Amnesty Plus）」と呼んでいる。これは、事業者にとっては、商品Ａに関する価格

協定事件の量刑が重くなると予想されたときにメリットがあるとともに、反トラスト局に

とっても、事件を芋蔓式に発見するメリットがあるというものである。 

 

（２）ペナルティ・プラス 

 一方、事業者側が商品Ａの調査の過程で商品Ｂに関する価格協定を発見したにもかかわ

らず、反トラスト局に告知しなかった場合には、反トラスト局は、（後刻これを知ることと

なったときに）商品Ｂについての告知がなかったことを、商品Ａについての量刑上不利に

考慮するように裁判所に勧告する。これを「ペナルティ・プラス（Penalty Plus）」と呼ん

でいる。 

                                                
323 ジョゼフ・Ｐ・アーマオ、ニコール・カー「国際カルテル調査への対応」『国際商事法務』

Vol.38  No.２（2010）146 頁 
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 なお、事業者が反トラスト局との間で司法取引をしようとする際、反トラスト局が当該

事業者の特定の従業員又は役員を当該司法取引の対象から除外することもある。これを「カ

ーブ・アウト（carve-out）」と呼んでいる。实際には、違反行為に直接関与した従業員や、

違反行為を指示、黙認した役員がカーブ・アウトされることが多い。これによって、カー

ブ・アウトされた従業員又は役員は自ら反トラスト局と司法取引をしなくならなければな

らなくなるため、反トラスト局にとっては、事件に関する証拠・情報を効率的に収集する

ことが可能になる。 

 

第９ アメリカ反トラスト法の特色 

 アメリカの反トラスト法は、世界に先駆けた競争法であるが、競争当局が裁判所に対し

民事、刑事の提訴を行うこと、よって司法管轄権の問題を検討しなければならず、判決に

基づく執行となること、さらに、私人による差止請求、３倍額損害賠償請求を認めている

ことなど、独自の手続を定めている。なお、文書送達、（文書提出命令などの）調査管轄権

については、競争当局によるものと裁判所によるものと両方が存在する。 

また、反トラスト法の域外適用の問題については、差止請求、３倍額損害賠償請求とい

った私人間の訴訟の問題として为に展開されてきたこと、このような私人間の利害に関す

る訴訟が他国の为権を侵害するおそれがあったことから各国の反発を招き、その調整を図

るために管轄権や礼譲といった国際法上の概念を駆使して歯止めをかける必要が生じたこ

とといった特色がある。 
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第２節 ＥＵ競争法 

 

第１ 根拠法規 

１ ローマ条約（ＥＣ条約）（1958 年発効） 

 1958 年に発効した欧州共同体設立条約（Treaty on the establishing the European 

Community：ローマ条約、ＥＣ条約（the EC Treaty）ともいう。）中の競争に関する規

定（第 85 条、第 86 条）が、競争法と呼ばれているものである。 

当初は、ＥＣ条約に基づいて設立された共同体をＥＥＣ（欧州経済共同体：European 

Economic Community）と呼んでいたためＥＥＣ競争法と呼ばれていたが、1965 年に制

定された統合条約（Merger Treaty）により 1967 年７月１日よりＥＣ（欧州共同体）とな

ったため、同年以降はＥＣ競争法と言われるようになった。 

その後、1999 年のアムステルダム条約発効により、条文番号が変更され、競争法関連で

は、第 85 条が第 81 条に、第 86 条が第 82 条に変更となった（アムステルダム条約第 12

条）。また、1992 年に採択されたマーストリヒト条約によってＥＵ（欧州連合）が発足し

たが、ＥＣ条約を修正する形で行われたため、正式にはＥＣ競争法であったが、ＥＵ（欧

州連合）競争法と言われる場合もある。 

 ＥＣ条約は、2007 年（平成 19 年）12 月の欧州理事会で署名されたリスボン条約により

「ＥＵの機能に関する条約（ＴＦＥＵ条約（ＥＵ機能条約）：Treaty on the Functioning of 

the European Union）」という名称に変更され、ＥＣ条約の第 81 条、第 82 条はそれぞれ、

第 101 条、第 102 条となった324。 

 第 81 条（旧第 85 条）は共同体加盟国間の通商を阻害する事業者間の協定、事業者団体

の決定及び共同行為（アメリカのシャーマン法第１条に対応）を、第 82 条（旧第 86 条）

は市場支配的地位の濫用（シャーマン法第２条に対応）を禁止している325。 

 

２ 企業結合規則 

                                                
324 リスボン条約によってＥＣは廃止され、ＥＵに引き継がれた。よって、本稿では、以後、

ＥＵ競争法と呼ぶことで統一するが、本稿で触れる過去の判例はすべてＥＣ条約時代のもので

あるため、使用する条文名についてはＥＣ条約時代の第81条、第82条を使用することとする。 

325 なお、このほか、ＥＣ条約には、第 86 条（公企業に対する競争制限的規制の禁止）及び第

87 条（特定の事業者・商品に対する競争歪曲的補助の禁止）において、加盟国政府による競争

制限的政策の禁止が定められている。 
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企業結合規則については、理事会規則（Council Regulation）139/2004 号（2004 年５

月以前は、1989 年に制定された理事会規則 4064/89 号）が定めている。 

 

３ ＥＵ競争法の特徴 

ＥＵ競争法は、共同体内において自由に物やサービスがやりとりされる１つの市場

（single market）を作り出すことと、物とサービスが公正な競争によって定まる価格（fair 

market price）になるようにすることを目的として制定されたものである。 

ＥＵ競争法は、１つの市場を作り出すこと（すなわち、市場統合）を目的とする競争ル

ールであるため、市場統合を損なうような類型の違反行為（水平的市場分割は当然として、

並行輸入の阻止、垂直的地域制限等）に対しては、厳しい判断基準と制裁措置で臨んでい

る。この点が、１国内の競争ルールであるアメリカや日本など他の国の反トラスト法（競

争法）と大きく異なっている326。 

 ただし、近年、違法性判断基準、違反に対する措置等の様々な面で、アメリカ反トラス

ト法への近似傾向が著しくなってきているとも評価されており、経済分析を重視した違法

性判断が为流になりつつある。しかし、企業結合規制等を巡っては、ボーイング／マクダ

ネル・ダグラス事件、ＧＥ／ハネウェル事件など、アメリカ側と深刻な対立に発展したケ

ースもある。 

1990 年代に入ってからのＥＵ競争法の発展はめざましく、アメリカ反トラスト法と肩を

並べる地位にある。アメリカ反トラスト法の外国への「輸出」が必ずしも成功していない

のに対し、ＥＵ競争法は、ＥＵへの加盟を希望する周辺国ばかりでなく、その他の国々に

も大きな影響を及ぼしてきている。その理由としては、例えば①行政的に（欧州委員会に

より）執行されることが基本であること、②大規模事業者の濫用行為に対する規制がし易

い法制（「市場支配的地位の濫用」規制）となっていること、が挙げられている327。 

 

４ ＥＵ競争法と加盟国競争法の関係 

（１）ＥＵ側の規定 

                                                
326 バシリ・ムシス「ＥＣ競争法」一橋大学大学院国際企業戦略研究科寄附講義「国際取引に

おける法的諸問題」第 14 回（2010） 

327 栗田誠「競争政策論［第３回］独占禁止法・競争政策の国際的課題」経済研修所平成 15年

度経済研修資料、内閣府経済社会総合研究所（2003）32 頁 
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各加盟国も、ＥＵ競争法と独立して、自国の競争法及び競争当局を有しているが、理事

会規則 1/2003 号（2004 年施行）第１条は、欧州委員会だけでなく、各加盟国の競争当局

や裁判所にもＥＣ条約第 81 条、第 82 条の直接適用を認めている。これにより、欧州委員

会の負担は軽減されることとなる。しかも、实際のところ加盟国競争当局の方が違反事件

の情報に通じているので、証拠を収集しやすい。また、違反事件の審査を請求したい私人

も、自国での手続が可能となるので、私人による訴訟が増加し、競争法の執行強化に繋が

るとみられている。加盟国裁判所も、違反行為の仮差止や違反行為による損害の賠償につ

いて、迅速な措置をとることができるようになる328。このようなことから、ＥＵ競争法と

加盟各国の競争法の関係は、アメリカの連邦反トラスト法と州反トラスト法との関係に近

づいているものと言える329。 

ガス絶縁開閉装置（ＧＩＳ）カルテル事件においては、欧州委員会が制裁金を課しただ

けでなく、この欧州委員会の決定とは別に、ＥＵ加盟国のチェコ、ハンガリー、スロバキ

アの競争当局も制裁金を課した。また、マリンホース事件においては、欧州委員会は行政

的な規制を行う権限しか有していないため制裁金を課したのに対し、ＥＵ加盟国のイギリ

スは企業法を適用し刑事罰を科した。以上の事件から、ＥＵ競争法と加盟各国の競争法が

並列的権限構造にあることが实証的に明らかとなった。 

 また、理事会規則 1/2003 号第３条は、加盟国競争当局（及び加盟国裁判所）がＥＣ条

約第 81 条、第 82 条に該当する事案に対して加盟国競争法を適用する際には、双方を同時

に適用する義務が付与されると規定している。一方、加盟国法の適用によって、ＥＣ条約

第 81条第１項非該当ないしＥＣ条約第81条第３項適用事案を認めないような措置を禁止

するとともに、単独行為については、より厳しい国内措置を執ることが認められる。また、

ＥＣ条約第 81 条、第 82 条、企業結合規則の目的外の事項については、対象外とされる。

つまり、この規則によって、ＥＣ条約第 81 条に定める競争制限的協定等の禁止は、ＥＵ

競争法であれ加盟国内の国内競争法であれ、ＥＵにおいて適用が統一されることとなる。 

なお、同規則においては、欧州委員会、加盟国競争当局間で、情報共有・ケースの割り

振り等緊密な協力の下に統一的なＥＵ競争法の適用を行うことが求められており、エンフ

ォースメントについて議論・協力し、共通の競争文化を創造・維持する目的で、欧州競争

                                                
328 高澤美有紀「ＥＵ競争法の改正」『レファレンス』2005 年５月号 国立国会図書館（2005）

53 頁 

329 越知保見『日米欧 競争法』商事法務（2005）10 頁 
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当局ネットワーク（European Competition Network：ＥＣＮ）と呼ばれる当局による協

力枠組みが形成されている（同規則前文(15)以下）330。このようなＥＵ競争当局と加盟国

の競争当局の協業と分業については、経済統合という共通の高度の目標があり、秘密情報

の交換を含めて成功していると評価されている331。 

 

（２）加盟国側の規定－イギリスの例 

 加盟国の競争法においてＥＵ競争法との関係をどのように規定しているかの例として、

イギリスを参考に見てみることとする。 

 イギリスでは、1998 年競争法第 60 条においてＥＵ競争法とイギリス競争法との間に齟

齬がないように運用を行うことが明記されている。すなわち、同条第１項は「本条の目的

は、（関連する条項間のすべての重要な差異に関して）可能な限り、連合王国内の競争に関

して本章において生ずる問題は、共同体内の競争に関して共同体法において生ずる同様の

問題の扱いと一致した方法で扱うことを確实なものとすることである」とされ、第２項は

同法を「適用する者は、当該問題を決する際に適用される法原理及び到達する判断が、Ｅ

Ｕ法及び欧州裁判所が策定する法原理と、当該裁判所の関連するすべての判決との間に不

一致がないことを確实なものとするという見解を持って、行動しなければならない」とさ

れ、第３項では「施行機関は、欧州委員会のすべての関連する判断ないし statement に注

意しなければならない」とされている332。 

 

第２ 関係機関 

１ 立法機関 

（１）欧州議会 

 欧州議会は、加盟国国民の直接普通選挙によって選ばれた議員（任期５年）で構成され

る。現在の総議席数は 785。従来は予算分野のみについて立法過程に参画していたが、マ

ーストリヒト条約（1992 年）、アムステルダム条約（1999 年）等により、運輸、消費者保

                                                
330 市川芳治「ＥＵ競争法Ⅲ（エンフォースメント）」庄司克宏編『ＥＵ法 实務篇』岩波書店

（2008）329 頁、333 頁。なお、ＥＵと加盟国間の裁判管轄と準拠法の問題については、同書

342 頁以下参照。 

331 岸五大太郎ほか『経済法』（第５版補訂）有斐閣（2008）397 頁 
332 渡辺昭成「イギリスにおける競争法の域外適用に対する考え方」『独占禁止法の域外適用』

早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）91 頁 



 155 

護、環境等の分野の立法（規則、指令の採択）について、理事会と共同で決定する権限が

付与されるなど、立法過程における欧州議会の関与が強化されている。ただし、現時点に

おいては、未だ競争分野については共同決定手続の対象とはなっていない。 

 また、ＥＵへの新規加盟、国際協定の締結など一定の重要事項については、欧州議会の

承認が必要とされている。 

 

（２）欧州連合理事会（閣僚理事会） 

 欧州連合理事会（the Council of the European Union）（閣僚理事会）は、各加盟国の

代表者（閣僚レベル）で構成される333。理事会の会議には、議題に応じて異なる代表者が

出席する。理事会は、欧州委員会の提案に基づいて、規則、指令、決定等を定める権能を

有している。 

 競争法制に関しては、理事会は、ＥＣ条約第 81 条及び第 82 条に定める原則を实施する

ために適切な規則又は指令を、委員会の提案に基づき、かつ、欧州議会と協議した上で、

定めることができる（第 83 条）とされている。なお、理事会ではなく欧州委員会が規則

の制定や決定の発出を行うこともできる。たとえば、ＥＣ条約第 81 条又は第 82 条違反に

対する決定については、欧州委員会が行うこととされている（第 85 条）。また、一括適用

免除については、理事会規則により欧州委員会に規則制定の権能が付与されている。 

 

２ 執行機関 

 ＥＵ競争法の实施機関は、欧州委員会（the European Commission）である334。 

 欧州委員会は、加盟国の政府間の合意に基づいて任命された委員 27 人で構成されてお

り、この中から委員長（１人）と副委員長（７人）が選任される。委員の任期は５年であ

り、各委員は一つ又は複数の政策部門の担当責任者となる。競争政策は、競争担当委員が

担当している335。 

                                                
333 従来は条約上の規定はなかったが、リスボン条約において正式な機関として位置付けられ

た（植月献二「リスボン条約発効へ」『外国の立法』2009 年 11 月号 国立国会図書館調査及

び立法考査局（2009）６頁）。 

334 市川芳治「ＥＵ競争法Ⅲ（エンフォースメント）」庄司克宏編『ＥＵ法 实務篇』岩波書店

（2008）322 頁 

335 現在の競争担当委員は、ホアキン・アルムニア（Joaquin ALMUNIA）委員である（2010

年２月 10 日～2014 年 10 月 31 日）。 
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 欧州委員会は、競争法に関する規則等の立案及び理事会が授権した範囲内での制定を行

うとともに、ＥＣ条約第 81 条・第 82 条違反を調査し、違反行為に対する排除措置及び制

裁金賦課に関する決定を行うほか、企業結合の規制等を行う権限を有する。 

实務担当部局として「競争総局」（Directorate-General for Competition ：  DG 

Competition，DG COMP などと略称されることもある。）が置かれている336。 

 

３ 司法機関 

 ＥＵの司法機関は上級裁判所（旧欧州司法裁判所（Court of Justice of the European 

Communities：ＥＣＪ））とこれに付属する普通裁判所（旧第一審裁判所（Court of First 

Instance：ＣＦＩ））で構成される。 

 

（１）上級裁判所 

 上級裁判所（Court of Justice）は、ＥＵ法の解釈・適用に関する一切の司法問題を取り

扱う最高司法機関である。同裁判所には、27 人の裁判官が所属し、大法廷は 13 人の裁判

官によって構成される。通常は、３人又は５人の裁判官による小法廷で審理が行われる。

係争中の事件について意見を提示する８人の法務官（advocates-general）が裁判官を補佐

し、事務局長である記錰官（Registrar）（任期６年）が事務を取り仕切る。裁判官及び法

務官の任期は６年（長官のみ３年）で、再任可能であり、加盟国の合意に基づいて任命さ

れる。競争法関係を含め、欧州委員会の決定を審査するとともに、加盟国の裁判所の要請

を受けて、ＥＵ法の解釈を示すための先行判決（preliminary ruling）を行う。 

 

（２）普通裁判所 

 普通裁判所（General Court）は、1989 年に欧州司法裁判所に付属する裁判所として、

理事会決定に基づき設置された。同裁判所は、競争法違反に関する欧州委員会の決定の取

消訴訟を含む一定の訴訟を管轄し、事实審として機能する。裁判官は、各加盟国から尐な

くとも１人任命されることになっており、現在 27 人の裁判官が所属している。大法廷は

                                                
336 欧州委員会（競争総局）の組織は、アレキサンダー・イタリアナ（Alexander Italianer）

総局長（2010 年～）の下に、９局 39 課が置かれており、2008 年末時点における競争総局の

職員数は、738 名である。 

http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html
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13 人の裁判官によって構成されるが、通常は、３人又は５人の裁判官による小法廷（ほと

んどは３人の裁判官による小法廷）で審理が行われている。 

 

第３ 法執行手続 

１ 競争制限的協定等の規制（ＥＣ条約第 81 条） 

第 81 条第１項 加盟国間の取引に影響を及ぼすおそれがあり、かつ、共同市場内に

おける競争を妨害し、制限し又は歪曲する目的を有し又は効果をもたらす事業者間の

合意、事業者団体の決定及び協調行動は共同市場と両立しないものとして禁止される

ものとする。とりわけ、次の各号の一に該当するものは禁止される。 

   (a) 直接又は間接に、売買価格その他の取引条件を固定すること 

   (b) 生産、販売、技術開発、若しくは投資を制限し又は管理すること 

   (c) 市場又は供給源を分割すること 

   (d) その他の取引の相手方との間の同等の取引と異なる条件を適用し、相手方を競

争上不利な立場に置くこと 

   (e) 契約の締結に際し、相手方が、契約の対象の特質又は商業上の用途に照らして、

契約の対象と関連しない付加的な義務を受諾することを条件とすること 

 

（１）禁止行為 

 本条第１項の禁止規定は、競争事業者間の協定（水平的協定）のみならず、メーカーと

販売業者間の協定（垂直的協定）にも適用される。禁止される協定の例としては、上記の

ように 

  (a)  価格協定 

  (b)  生産、販売、技術開発、又は投資に関する制限又は規制 

  (c)  市場又は供給源の割当 

  (d)  取引の相手方を競争上不利にする差別的取扱い 

  (e)  抱き合わせ契約 

が挙げられている。 

なお、事業者間の協定等の合意について、拘束力のある書面によってなされる必要はな

い。 
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（２）適用免除 

 商品の生産・販売の改善又は技術的・経済的進歩の促進に役立ち、かつ、消費者に対し

その結果として生じる利益の公平な分配を行うものであって、次の各号の一に該当しない

協定等については、ＥＣ条約第 81 条第１項の不適用を宠言することができる（ＥＣ条約

第 81 条第３項）。 

 ① 前記の目的達成のために必要不可欠でない制限を参加事業者に課すこと。 

  ② 当該商品の实質的部分について、参加事業者に競争を排除する可能性を与えるこ

と。 

 従来は、欧州委員会が個別に届出（申請）を受けて、個別適用免除の決定を行っていた

が、2004 年５月１日より個別適用免除制度は廃止された。なお、理事会の授権により欧州

委員会が一定のカテゴリーの協定等を一括して適用免除とする規則は従来どおり存置され

る（一括適用免除（block exemption）。ＥＣ条約第 83 条第２項 b）。 

 

（３）違反に対する措置 

（ア）排除命令及び制裁金 

 欧州委員会は、ＥＣ条約第 81 条第１項違反に対し、決定をもって、違反行為の排除を

命じることができる（理事会規則 1/2003 号第７条第１項）337ほか、決定の名宛人の直前

の事業年度における総売上高の 10％までの制裁金を課すことができる（同規則第 23 条第

２項）。 

 また、欧州委員会は、欧州委員会による情報提供要求や調査に対して不正確又は誤認を

招く情報提供等を行った者に対して、直前の事業年度の総売上高の１％以下の制裁金を課

すことができる（同規則第 23 条第１項）。 

 

（イ）履行強制金 

 欧州委員会は、禁止決定等を受けた事業者又は事業者団体が当該決定に従わない場合、

１日当たり、直前の事業年度における１日の売上高の平均の５％を超えない範囲の履行強

制金を課すことができる（同規則第 24 条第１項）。 

 

                                                
337 なお、各条文の解説等については、为に公正取引委員会と欧州委員会のウェブサイト

（http://www.jftc.go.jp , http://ec.europa.eu/competition）を参考にした。 

http://www.jftc.go.jp/
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（ウ）確約手続（制裁金を課すべき事案は除く） 

 欧州委員会は、関係事業者が、欧州委員会の予備的な評価又は異議告知書において表明

した懸念に合致する確約を申し出る場合、決定により、それらの確約の履行を義務付ける

ことができる（同規則第９条）338。確約決定は、ＥＵ競争法違反があったかどうかについ

ての欧州委員会の判断を示すものではない。 

 関係事業者が確約に反する行為を行った場合、決定の基礎となった事实について实質的

な変更があった場合又は決定が不完全、不正確若しくは誤認を招く情報に基づいて行われ

た場合は、欧州委員会はいつでも審査手続を再開することができる。 

 また、関係事業者が確約の遵守しない場合には、欧州委員会は、当該事業者の直前の事

業年度の総売上高の 10％までの制裁金を課すことができる（同規則第 23 条第２項）ほか、

確約を履行するまで、履行強制金を課すことも可能である。 

 

（エ）和解手続（カルテル事案を対象とする） 

 欧州委員会は、決定の採択に至る手続を簡略化及び迅速化させることを目的として、

2008 年６月 30 日、カルテル事案に関する和解手続を導入した。関係人が違反行為への関

与を認め、その責任を負うとする場合には、欧州委員会の決定の採択に至る手続が簡略化

され、制裁金が一律 10％減額される。和解手続は、同制度を利用したすべての関係人が等

しく制裁金の減額を受けられる手続である。欧州委員会は、和解手続が適している事案か

否かを判断するに当たり広範な裁量を有しているほか、和解協議を開始した後、いつでも

これを打ち切ることができる。 

 

２ 市場支配的地位の濫用の規制（ＥＣ条約第 82 条） 

第 82 条 一又は二以上の事業者が共同市場又はその一部において、支配的地位を濫

用することは、加盟国間の取引に影響を及ぼす限り、共同市場に違反するものとして

禁止される。 

 

（１）禁止行為 

                                                
338 確約手続の対象となるケースについては、制裁金を課すことが適当なケースを除くとされ

ている（このため、ハードコアカルテルは確約手続の対象から除外されている。）。 



 160 

 本条によって禁止される支配的地位の濫用の例として、規定上、次のものが挙げられて

いる（ＥＣ条約第 82 条）。 

① 不公正な価格又は取引条件を課すこと 

② 需要者に不利となる生産・販売・技術開発の制限 

③ 取引の相手方を競争上不利にする差別的取扱い 

④ 抱き合わせ契約 

 なお、市場支配的地位の濫用については、適用免除の規定はない。 

 

（２）違反に対する措置 

 ＥＣ条約第 81 条違反に対するものと同じ措置が採られる（理事会規則 1/2003 号第７条

第１項、第 23 条第１項、同条第２項、第 24 条）。 

 

３ その他の違反に対する措置 

 また、ＥＣ条約第 81 条・第 82 条に違反する行為によって被害を受けた者等は、加盟国

の法律に従い、損害賠償請求訴訟・差止請求訴訟を各加盟国裁判所に提起することができ

る。なお、事業者団体や消費者団体も、各加盟国の法律により、損害賠償請求訴訟や差止

請求訴訟を提起することができる。さらには、ドイツのように、事業者団体が利益剥奪請

求訴訟を提起することが可能である加盟国もある339。 

 

４ 法執行手続 

 競争法違反事件手続を定める基本的法令は、理事会規則 1/2003 号（ＥＣ条約第 81 条及

び第 82 条の施行規則）（2004 年施行）340及び欧州委員会規則 773/2004 号（ＥＣ条約第

81 条及び第 82 条に基づく欧州委員会の手続に関する欧州委員会規則）である。 

 

（１）正式決定に至る手続の流れ 

 ＥＣ条約第 81 条及び第 82 条違反事件の審査に関する大まかな手続は、以下のように分

けられる。 

                                                
339 財団法人比較法研究センター『競争法の国際的な執行に関する調査報告書』（2009）７頁 
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  ・ 端緒（リニエンシー申請、申告、職権探知等） 

  ・ 調査（情報提供要求、立入検査（dawn raid）等）341 

  ・ 措置手続(関係人への異議告知書（statement of objections）の送付、関係人から

の異議告知書への回答、聴聞（oral hearing）の实施342、制限的慣行・支配的地位

に関する諮問委員会343への協議等） 

  ・ 決定（違反行為の排除、制裁金の賦課等）344 

 なお、経済産業省の日本事業者に対するヒアリングによると、ＥＵ競争当局の構成要件

や証拠認定について、 

・ ＥＵ競争法はＥＵ域内市場に影響を与えた事案のみに管轄権があるもの。域内で販売

活動を行っていない事業者に対するカルテル認定を行う場合には、域内市場への影響は

自明ではなく、域内市場に影響があったことをまず当局が立証する必要があるはずだが、

この点が欠けていると感じる。 

・ カルテルの認定において、域外事業者が直面する参入障壁の大きさについて、十分に

評価していないのではないか。参入障壁を考えれば、事業者にとって域内への参入は採

算が合わず、参入を行わない合意を結ぶインセンティブが無いことは明らかではないか。 

・ 事業者間の（暗黙の）合意の立証においては、合意そのものの証拠ではなく、同業者

との会合があったこと等の間接証拠から合意の存在を推定している場合がある。違反行

為の立証は原則として競争当局側が行うはずだが、この場合は競争当局の推定に対し事

業者が「合意が無かったこと」の立証を求められることとなり、事实上立証責任の転換

が行われているのではないか。また、合意が無かったことの立証には、どのような証拠

を示せばよいのかわからず、事实上困難ではないか。 

ということについて不十分な点があるのではないか、との指摘があった345。 

                                                                                                                                          
340 規則 1/2003 号は、1962 年に制定された理事会規則 17/1962 号を、40 年ぶりに改正したも

のである（高澤美有紀「ＥＵ競争法の改正」『レファレンス』2005 年５月号 国立国会図書館

（2005）51 頁） 

341 調査に応じない場合又は偽情報、不完全な情報若しくは誤解を与える情報を提供した場合、

当該事業者の売上高の最大１％相当の制裁金が課される（理事会規則第 23 条第１項）。なお、

調査の手続は越知保見「行政調査における防御権と調査妨害」『国際商事法務』Vol.38  No.２

（2010）152 頁以下に詳しい。 

342 口頭による聴聞は欧州委員会から独立している聴聞官（Hearing Officer）が行う。 

343 各加盟国の競争当局の代表者から構成される。 
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（２）制裁金の算定方法 

（ア）算定方法 

 ＥＣ条約第 81 条及び第 82 条違反に対する制裁金の額について、理事会規則第 23 条第

２項は、直前の事業年度の総売上高の 10％までと定めており、欧州委員会は、当該範囲内

において制裁金の額を設定する裁量を有し、当該設定に関するガイドラインを策定・公表

している。 

 2006 年に改正された制裁金の算定方法に関するガイドライン346（以下「新ガイドライ

ン」という。）は、1998 年のガイドラインを改定したものであり、为な変更点として、基

本額の基礎となる金額の算定方法の変更、「entry fee」の導入、違反を繰り返す事業者に

対する制裁の強化、の３点が挙げられる。これにより、事業者において、制裁金額に対す

る予見可能性が高まる効果がある一方、違反を犯した場合には、従来に比べて高額な制裁

金が課されることとなる。 

新ガイドラインは、①基本額の算定及び②基本額の調整（増減）の２つのパートから構

成されている。 

 ①においては、違反行為が行われた取引市場における当該事業者の違反行為期間の最終

時点での直近事業年度の売上高（直近関連売上高）の 30％を上限とする金額（ハードコア

カルテルの場合には通常 30％を適用）に、違反行為の継続年数を乗じ、さらに、ハードコ

アカルテルの場合には、これに直近関連売上高の 15％～25％（「entry fee」と呼ばれる部

分）を上乗せして基本額を算定する（例えば、ハードコアカルテルの場合には、（直近関連

売上高×30％×継続年数＋直近関連売上高×15～25％）が基本額となる。）。 

 ②においては、特定の案件、例えば、再度の違反、審査妨害、違反行為の先導者（以上

増額要件）、違反行為をすぐにやめたこと（カルテル事件以外のみに適用される）、参加が

                                                                                                                                          
344 決定案の審議においては、欧州委員会内部における審議、加盟国の諮問委員会との審議を

経て、欧州委員会が最終決定を採択する。 

345 経済産業省『競争法の国際的な執行に関する研究会 中間報告』（2008）18 頁 

346 Guidelines on the method of setting fines imposed pursuant to Article 23(2)(a) of 

Regulation No 1/2003 (2006/C 210/02)  フランソワ・ブルーネ「カルテルに対する欧州委員

会の政策」『国際商事法務』Vol.37  No.12（2009）1593 頁、「ＥＵのカルテル政策」ＪＥＴＲ

Ｏブリュッセル・センター『ユーロトレンド』2007.1 Report2（2007）１頁 
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限定的、効果的な審査協力、公的機関による奨励があったこと等（以上減額要件）が考慮

されることにより、基本額の調整が行われ、最終的な制裁金額が算定される347。 

 最終的な制裁金額が計算された後、欧州委員会は、当該事業者に対し、後述するリニエ

ンシー制度を適用するかどうかの判断を行うこととなる。 

 

（イ）外国事業者と算定方法 

欧州事業者と外国事業者が国際カルテルを結び市場分割を行う場合の制裁金の算定方

法も基本的には同じであるが、外国事業者に特徴的な点は以下のとおりである。 

理事会規則第 23 条第２項の制裁金の最高限度額「直前の事業年度の総売上高の 10％ま

で」とは、当該事業者の「全世界における」「子会社、関連会社を含む」直前の事業年度の

総売上高の 10％までということである348。しかし、实際には、ＥＵ域内における当該事業

者の売上げが基準となり、上記ア①のような算定を行う。なお、市場分割の場合のように

外国事業者でＥＵ域内に売上げがない場合には、みなし売上げを立てることとなる。 

その後、欧州委員会は、上記ア②のように、違反の期間、地理的範囲、調査への協力、

カルテル指導者であったか等各種の要因を勘案して制裁金の額を決めることとなるが、こ

の②の判断においては欧州委員会の裁量権が大きいものとなる。 

例えば、日本事業者とＥＵ域内事業者が、カルテルでＥＵ域内事業者は日本に売らず、

日本事業者はＥＵに売らないと約した場合の制裁金の算定は、次のような計算になる。す

なわち、まず、日本事業者Ａ社が違反者とすると、（ＥＵ域内では売上げがなく、計算でき

ないため、）Ａ社の違反対象商品の全世界におけるシェアを計算し、これが 10％であった

                                                
347 再度の違反があった場合、従前の各違反につき 100％相当まで増額されうることとなって

おり、例えば、欧州委員会は、2009年 11 月、Arkema 社（フランス）のプラスチック添加剤

に対する再違反につき、制裁金の 90％増額を決定した。 
348 ＥＵでは、親会社が決定的な支配力（decisive influence）を有する子会社については、そ

の親会社を含めて一つの事業体（Single Economic Entity）とみなされる。この場合、親会社

にその子会社の監督責任があるものとして、子会社の違反行為について親会社の指示によるも

のでなくとも、親会社と子会社は連帯して制裁金を課せられる。また、制裁金の上限額（売上

高の 10％）の計算においても、売上高は親会社と子会社の合算を用いることとなる。なお、親

会社が決定的な支配力（decisive influence）を有しているか否かの判断基準については、これ

までの競争当局の判断や判例により形成されてきており、例えば子会社における出資比率、取

締役会の構成（親会社の意向に沿う取締役の数など）、販売・投資等の事項について親会社の

指示をどの程度守っているか等を勘案して、監督責任の有無が判断される。ただしこうした監

督責任によりどの程度親会社に責任を取らせてよいのかについては、未だ争いがあるとも言わ

れる。（経済産業省『競争法の国際的な執行に関する研究会 中間報告』（2008）20 頁） 
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とする。次に、ＥＵ域内における他事業者の当該対象商品の売上げ総額を計算し、これが

100 億ユーロであったとする。この場合、その 10％をＡ社のみなし売上げとして、10 億

ユーロがＡ社のみなし売上げとなる。これを元に前記の計算方法によって制裁金を決定す

ることとなる。 

この制裁金の算定方式は、ある意味では制裁金の域外適用といえる。なお、日本では、

国内の売上げのみが課徴金の対象となっているため、このような「みなし売上げ」を立て

て算定することはできない。 

 

（ウ）新ガイドライン後の制裁金の高額化 

新ガイドラインが公表された後、近時、欧州委員会は以下のように、ＥＵ域外の事業者

も参加者となる国際カルテルを積極的に取り上げ、従来よりもさらに高額の制裁金の支払

いを命じている349。 

 例えば、アメリカ及びドイツ事業者による国際カルテル事件であるバナナ事件350におい

て、欧州委員会は、アメリカ事業者からの申告により事件の端緒をつかみ、バナナ輸入販

売業者２社に対し計 6030 万ユーロの制裁金の支払いを命じた。このように、近時の事例

においては、リニエンシー制度の申告に基づき調査が開始されており、同制度の有効な活

用がみられる。 

他にも、自動車ガラス事件、人造黒鉛丸形電極事件、国際ビタミン・カルテル事件、ガ

ス絶縁開閉装置カルテル事件、マリンホース事件等高額の制裁金の支払いを命じた多くの

事例が出てきており、日本事業者が対象となるものも多い。 

このような近年の制裁金高額化の背景には、欧州委員会のクルース委員（競争担当）に

よるカルテル摘発に対する積極的な姿勢が挙げられる。クルース委員は、2004 年 11 月の

就任後、競争総局内にカルテル局を設置するなど、カルテル摘発をより優先的に行う姿勢

を明らかにしている（2005 年３月 10 日スピーチ）ほか、最近のスピーチにおいて、次の

ように発言している351。 

                                                
349 財団法人比較法研究センター『競争法の国際的な執行に関する調査報告書』（2009）10 頁 

350 2008 年 10 月 15 日決定 IP/08/1509, Brussels, 15th October 2008 

351 「米国・ＥＵにおける最近の競争法の運用状況について」公正取引委員会独占禁止懇話会

第 178 回資料（2007）７頁 
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・ ＥＵにおいては、アメリカのように禁錮刑がないことから、厳しい制裁金によってア

メリカと同様の抑止効果を得ようとしている（2007 年１月８日）。 

・ 我々は、制裁金を課すことによって、目に見える形でカルテル抑止のシグナルを送っ

ている。一方で、何か後ろめたいことがある者からだと思うが、新しい制裁金算定ガイ

ドラインによる制裁金の水準が高すぎるとの声も出されている。このような声は、制裁

金の額が予測可能であり、また、違反行為に対する効果的な抑止力が確保される水準に

設定されている場合に制裁金が最もよく機能するということを証明するものであると

考えている（2007 年３月８日）。 

 

（エ）新ガイドラインによる制裁金の算定方法に対する批判 

 日本事業者に対する経済産業省のヒアリングによると、ＥＵの新ガイドラインによる制

裁金の算定方法に対して、場合によっては当期利益全体にも匹敵する制裁金の巨額さに対

する驚きや、域内で売上げが無い場合でも巨額の制裁金を課せられることに対する疑問の

声が出された。また、ヒアリングを行った全ての事業者から、制裁金が巨額かつその算定

では競争当局の裁量範囲が大きい一方、なぜそのような額としたのかという競争当局の判

断基準は明確に示されないとして、制裁金算定に係る予見可能性や透明性の向上を求める

意見が出された。具体的な問題として 

・ 旧ガイドライン下では、制裁金算定の枠組みは明確だが、基礎額やそれに乗じる係数

は競争当局の裁量の幅が大きく、その判断基準も明確ではないため予見可能性に欠ける

のではないか。例えば、事案の重大性に応じた基礎額や事業者規模に応じた係数は何故

そのような値に決定されたのか、ガイドラインや決定書でも理由が十分に示されていな

いのではないか。 

・ 新ガイドラインでは全体の枠組みの透明性は向上したものの、制裁金の基礎額算定に

おいて売上高に乗じる率の決定方法や制裁金算定の基礎額からの割増の要件など、依然

として競争当局の判断基準が明示されておらず、予見可能性や透明性に欠ける部分があ

るのではないか。巨額の制裁金について社内外から説明を求められても、十分な根拠が

示せず困っている。 

・ ＥＵ法規では、違反事業者の全世界の売上高の 10％を上限に制裁金を課すこととなっ

ているが、制裁金の計算に全世界の売上高を用いることは、ＥＵ競争当局の管轄範囲を

超えることとなり問題ではないか。また、複数国で立件された場合、事業者は二重三重
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に制裁を受けることとなるため、各国競争当局間での制裁の調整が行われるべきではな

いか352。 

・ 基礎額の算定において、ＥＵ域内でカルテル対象商品の売上げがない、もしくは域外

での売上額が極めて大きい事業者については、域内の当該商品の総売上額に当該事業者

の世界シェアを乗じて仮想的な売上額を推定することとされている。こうした結果、域

内市場で売上げのない事業者の方が売上げのある事業者より制裁金が大きくなる場合

があり、これはＥＵ市場に与えた影響の評価を考えれば不合理ではないか。 

といった意見が挙げられた353。 

 

（３）リニエンシー制度 

リニエンシー制度（制裁金の減免制度）の対象となる行為は、ＥＣ条約第 81 条第１項

違反のうちの水平的カルテルである。同制度は、1996 年に公表された欧州委員会告示

（Commission Notice）『カルテル事案における制裁金の免除又は軽減に関する告示』で導

入され、その後、同告示は 2002 年の改正を経て、2006 年 12 月から新しいリニエンシー

告示が施行されている354。 

新しいリニエンシー告示は、①制裁金の全額免除（Immunity from Fines）及び②制裁

金の減額（Reduction of a Fine）のパートに分かれている。 

①の制裁金の全額免除は、（α）欧州委員会が立入検査等の審査活動の实施を決定する

に足る十分な証拠を有していない時点で、当該決定を可能にする証拠及びコーポレートス

テートメントを最初に提出した事業者、又は（β）欧州委員会がＥＣ条約第 81 条違反を

                                                
352 この点に関し、欧州裁判所は、Boehringer Mannheim v. Commission,［1972］ECR 1281

判決において、第三国がある事業者の違反行為に罰金を科した場合、①これと「同一

（identical）」と認められる行為に対して欧州委員会が制裁金を課したこと、及び②第三国の

有罪判決（の罰金）が当該国の領域外における違反行為をも考慮してなされたことの立証がな

いとの理由で訴えを棄却したことから、そのような立証があれば、制裁の調整がなされる可能

性もないわけではないとも言える。しかしながら、通常、（第三国が）上記②のように領域外

における違反行為をも考慮して罰金を科すことはなく（Archer Daniels Midland v. 

Commission,［2003］ECRⅡ-2597 判決に関わる事件でも、アメリカ裁判所が科した罰金は、

アメリカ国内の売上げを考慮したものであった）、結局、ＥＵ域外の第三国による罰金により

ＥＵ競争法上の制裁金が減額される可能性はないと言える。 

353 経済産業省『競争法の国際的な執行に関する研究会 中間報告』（2008）18 頁 

354 2006/C298/11 フランソワ・ブルーネ「カルテルに対する欧州委員会の政策」『国際商事法

務』Vol.37  No.12（2009）1596 頁、「ＥＵのカルテル政策」ＪＥＴＲＯブリュッセル・セン

ター『ユーロトレンド』2007.1 Report2（2007）２頁 
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認定するに十分な証拠を有しておらず、かつ、どの事業者にも制裁金の条件付き免除が認

められていない時点で、当該違反認定を可能にする証拠及びコーポレートステートメント

を最初に提出した事業者に認められる。コーポレートステートメントとは、文書又は口頭

により、カルテルの詳細な内容及び他の参加事業者名等を明らかにするものである。 

 制裁金の全額免除を受けるためには、申請者は、欧州委員会が合理的に必要と認める場

合を除き、申請後直ちに当該カルテルへの関与を終了させること、欧州委員会の審査に全

面的に協力し、すべての証拠を提供することが必要であり、また、他の事業者に対してカ

ルテルへの参加又はカルテルの継続を強要していないことが要件となる。 

 なお、制裁金の全額免除申請者に対しては、申請に十分な情報や証拠が揃っていない場

合でも、一部の情報を先に提供すれば暫定的に申請を受け付け、最初の通報者としての立

場が確保されるという「マーカー」制度が設けられた。これによりカルテル関与事業者間

の競争を促し、早期摘発を目的としている355。 

②の制裁金の減額についての資格を得るためには、申請者は、欧州委員会が既に所有し

ている証拠に関して著しい付加価値を有する証拠を提供し、申請後直ちに当該カルテルへ

の関与を終了させなければならない。この要件を最初に満たした事業者には 30～50％の減

額、２番目に要件を満たした事業者には 20～30％の減額、それ以降に要件を満たした事業

者には 20％までの減額が認められる。 

ＥＵのリニエンシー制度の特徴は次のような点にあるといわれている356。 

・ 申請をした複数の事業者が適用を受けることが可能である。 

・ 制裁金の全額免除を受けられない場合でも、リニエンシー申請の順位や審査への

協力度合いに応じて制裁金の一部減額を受けることが可能であること。 

・ 異議を唱えないだけでは、減額されない。 

  ・ 協力の約束のみでは不十分である。「重大な付加価値」を提供することが必要であ

る。 

  ・ 最初の申請者が「最初に」付加価値を提供したと判断される保証はなく、後の申

請者に追い越される可能性がある。 

                                                
355 「ＥＵのカルテル政策」ＪＥＴＲＯブリュッセル・センター『ユーロトレンド』2007.1 

Report2（2007）４頁 
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  ・ 協力事業者は、異議告知書の送達時まで自分の順位を知ることができない。 

  ・ 各申請者の順位は、欧州委員会の最終決定をもって確定する。 

 なお、ＥＵのリニエンシー制度に対して、日本の事業者からは、競争当局の立証は、最

初にリニエンシーを申請した事業者の口頭証言を重視し、具体的な物証に欠けるのではな

いか。また、リニエンシーによる口頭証言により競争当局の心証が形成されてしまい、そ

の後の反論は採り上げられにくい傾向があるのではないかとの疑問が指摘されている357。 

 

第４ カルテルに対する損害賠償請求 

 ＥＵ競争法には違反カルテルに対する損害賠償請求の規定はないが、加盟各国において

競争法・民法等に基づき損害賠償請求ができる。しかし、加盟各国法の下での障害が多い

ため、欧州委員会の決定により詳細に事实が認定され、巨額の制裁金が課されているにも

かかわらず、加盟各国において損害賠償請求の訴えが提起できず、被害者が十分な救済を

受けられない事態も生じている。このような事情から、ＥＵにおいても損害賠償請求訴訟

を促進させるための立法が検討されている358ほか、欧州委員会では私的執行を活性化させ

ようという政策が採られ、また、欧州司法裁判所では損害賠償請求権がＥＵ法上の権利で

あることを認める先決裁定が出されるなどしている359。 

 

第５ ＥＵ加盟各国におけるカルテルに対する刑罰の導入 

 アメリカでは、反トラスト法違反に対して刑事訴追されることもあるが、ＥＵにおいて

は、ＥＵ競争法違反に対して刑事訴追する規定はなく、行政的な規制を行うのみである。 

 ただし、近年、ＥＵ加盟国各国において、カルテルに対する刑罰規定の導入が進んでき

ていることが注目される。これまでに刑罰規定を導入したＥＵ加盟国には、イギリス、ア

イルランド、ギリシア等がある。 

                                                                                                                                          
356 バシリ・ムシス「ＥＣ競争法」一橋大学大学院国際企業戦略研究科寄附講義「国際取引に

おける法的諸問題」第 14 回（2010）、経済産業省『競争法コンプライアンス体制に関する研究

会報告書』（2010）11 頁 

357 経済産業省『競争法の国際的な執行に関する研究会 中間報告』（2008）18 頁 

358 牛嶋龍之介「国際カルテル事件における外国購入者からの損害賠償請求訴訟と独禁法の域

外適用」『自由と正義』2010 年５月号（2010）18 頁 
359 須網隆夫「独占禁止法・競争法の域外適用に関する総論的検討」『独占禁止法の域外適用』

早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）10 頁、由布節子、中村

民雄「私人によるＥＣ競争法規の執行」中村民雄、須網隆夫編著『ＥＵ法基本判例集』日本評



 169 

この中で特に有名なのが、イギリスの 2002 年企業法（Enterprise Act）で、同法は 2003

年から施行されている360。同法の第 188 条、第 190 条に定められているカルテル罪（cartel 

offence）の規定によると、個人がカルテル（価格カルテル、市場の割当、入札談合等）に

ついて１名以上の他の者と不誠实（dishonesty）に合意した場合、５年以下の禁錮若しく

は無制限の罰金（unlimited fine）に処せられるか、又はこれらが併科される。 

2006 年から 2007 年にかけて、この企業法に基づいて公正取引庁（ＯＦＴ：Office of Fair 

and Trading）が４件の立入検査（日本における犯則調査権のようなもの）を行っており、

例えば、2007 年８月１日、ＯＦＴが British Airways 社（英国航空）に対して１億 2000

万ポンドの制裁金を課した例がある361。 

また、下記において詳述するマリンホース事件においては、欧州委員会は行政的な規制

を行う権限しか有していないため制裁金を課したのに対し、ＥＵ加盟国のイギリスは企業

法を適用し刑事罰を科した。このことからも明らかなように、ＥＵ競争法とＥＵ加盟各国

の競争法の適用は並列的権限構造にあり、かつ、同一事件において片や行政罰、片や刑事

罰を適用されることがあり得る。 

また、同事件において、イギリスの企業法の適用に関し、刑の確定において考慮の対象

とする一般的な指針として、①犯罪の重大性及び性質、②犯罪の継続期間、③合意の实行

に際しての被告人の責任の程度、④合意の執行に際しての被告人の責任の程度、⑤事業者

のコンプライアンス規定の内容に違反しているかどうか、⑥捜査協力があったか、参加強

制があったか、初犯か否かが検討されるということが明らかになった362。 

 

第６ 企業結合 

                                                                                                                                          
論社（2007）331 頁以下 

360 2002年企業法は、従来の競争法を補完するもので、公正取引庁及び競争控訴審判所の設置、

カルテル罪の新設、個人への刑事罰の導入等を定めている。 

361 松下満雄「国際事案に対する競争法の適用」公正取引委員会競争政策研究センター第 10回

公開セミナー講演錰（2007）16 頁 

362 ブログ「ＥＣ／ＥＵ競争法」2009 年 12 月 21 日（http://blog.livedoor.jp/estate4/）。なお、

Regina v IB［2009］EWCA Crim 2575;［2009］WLR (D) 357 では、加盟国競争法とＥＵ競

争法の並行・一貫適用を求めるＥＵ規則 1/2003 の存在により、指名された当局以外による訴

追はできず、カルテル罪適用が阻止されるべきか否かが争われたが、判決では、2002 年企業

法が定めるカルテル罪は「加盟国競争法」には該当しておらず、それゆえ指名当局とは関係が

ないこと、ＥＣ条約第 81 条の成立・不成立と無関係であること、カルテル罪の対象を加盟国

当局の専属権にすることを定めているものでもないことから、適用は可能であるとした。 



 170 

１ 規制の概要 

企業結合は、2004 年５月に施行された理事会規則（Council Regulation）139/2004 号363

（以下「企業結合規則」という。）によって規制されている。同規則は、ＧＥ／ハネウェル

事件等でのアメリカとの対立を踏まえ、従来の企業結合規則（理事会規則 4064/89 号364。

1989 年制定、1990 年施行）に代わるものとして制定された。企業結合規則の施行規則と

して、欧州委員会規則 802/2004 号が定められている。なお、2008 年に非水平的企業結合

ガイドラインが導入された（2008/C265/07）。 

 

（１）規制対象（届出基準） 

企業結合規則は、当事者の全世界及び共同体内の売上高を基準に一定の規模を超える企

業結合は、「支配的地位の形成又は強化の結果として、共同市場又はその实質的部分におい

て、有効な競争が著しく阻害される」おそれがあるため、かかる企業結合の当事者は、企

業結合規則第１条の規定に基づき、事前に欧州委員会に届出をしなければならない（企業

結合規則第１条第２項）。 

具体的には、次の基準をすべて満たす企業結合（concentration）は、「共同体規模

（Community dimension）」を有するものとして、規制の対象となる。 

  ① 当事者すべての全世界での売上高の合計が 50 億ユーロ超 

  ② 当事者の尐なくとも２社の共同体内での売上高がそれぞれ２億 5000 万ユーロ超 

  ③ 当事者のいずれも共同体内売上高のうち３分の２超を同一加盟国内で得ていない 

 また、上記に該当しない場合であっても、以下のすべての要件を満たす場合には、共同

体規模を有するものとして、規制の対象となる（同第１条第３項）365。 

  ① 当事者すべての全世界での売上高の合計が 25 億ユーロ超 

  ② 当事者の尐なくとも２社の共同体内での売上高がそれぞれ１億ユーロ超 

                                                
363 Regulation 139/2004 on the control of concentrations between undertakings［2004］OJ 

L 24/1 

364 Regulation 4064/89 on the control of concentrations between undertakings［1989］OJ L 

395/1 

365 山田弘「ＥＵ競争法Ⅱ（合併規則）」庄司克宏編『ＥＵ法 实務篇』岩波書店（2008）312

頁、クリス・バン・ホフ、ポーター・エリオット、亀岡悦子「グローバル経済におけるＥＣ企

業結合規制」『ＮＢＬ』第 905 号（2009）41 頁、植松幸也「クロスボーダーＭ＆Ａ②（企業結

合規制）」一橋大学大学院国際企業戦略研究科寄附講義「国際取引における法的諸問題」第３

回（2009） 
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  ③ ３以上の加盟国のそれぞれにおいて、当事者すべての年間売上高の合計が１億ユ

ーロ超 

④ ③の要件に合致する３以上の加盟国のそれぞれにおいて、当事者の尐なくとも２

社の売上高がそれぞれ 2500 万ユーロ超 

⑤ 当事者のいずれも共同体内売上高のうち３分の２超を同一加盟国内で得ていない 

以上のような要件を満たす企業結合の当事者は、企業結合規則第４条の規定に基づき、事

前に欧州委員会に届け出なければならない。なお、届出にかかる手数料は設けられていな

い。 

なお、対象となる事業者については、「当該事業者が共同市場において实質的に事業を

営んでいるのであれば、その本社や为要な営業拠点が共同市場内にあるか否かを問わない」

（企業結合規則前文第 10）とされており、例えば日本事業者同士が企業結合する場合であ

っても、その事業がＥＵに及んでいる場合には、支社等がＥＵに所在しているか否かに関

わらず、ＥＵによる企業結合審査の対象となりうる366。これを根拠に、欧州委員会は、域

外事業者間の企業結合に対しても積極的に介入する運用を行っている367。 

 

（２）企業結合審査の基準等 

（ア）審査基準 

規制対象となる企業結合については、共同体市場と両立するか否か（whether or not 

they are compatible with the common market）について判断される（同第２条第１項）。

支配的地位の形成又は強化の結果として、共同体市場又はその实質的部分における有効な

競争を著しく阻害することとなる企業結合は、共同体市場と両立しないものとして禁止さ

れる（同第２条第２項及び第３項）。 

2004 年の企業結合規則では、第２条第２項、第３項所定の「支配的地位の形成又は強化」

という企業結合の实体法上の評価基準について、従来の支配的地位の基準にアメリカ反ト

ラスト法における实質的競争制限の基準（Substantial Lessening of Competition Test ; 

SLC-Test）を加え、適用範囲が拡大された。これを「有効な競争の著しい阻害の基準」

（Significant Impediment to Effective Competition Test ; SIEC-Test）という。また、企

                                                
366 山田弘「ＥＵ競争法Ⅱ（合併規則）」庄司克宏編『ＥＵ法 实務篇』岩波書店（2008）300

頁 

367 川合弘造「企業結合規制の国際的展開」『ＮＢＬ』第 905 号（2009）39 頁 
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業結合の实体法上の評価において、企業結合からもたらされる経済的効率性について第２

条第１項は改正されなかったものの、前文第 29 においてこの経済的効率性を考慮するこ

とが明記された。 

 

（イ）考慮事項 

 企業結合審査に当たっては、市場構造、共同体内外の現实の又は潜在的な競争、市場に

おける当事者の地位・経済力、供給者・需要者の代替可能性、商品又は市場へのアクセス、

参入障壁、関連商品の需給動向、消費者の利益、競争を阻害せず消費者に利益をもたらす

技術進歩・経済発展といった事項が考慮される（同第２条第１項）。 

 

（ウ）市場の画定 

「市場画定告示」［1997］では、市場の画定に関する基本的考え方について、以下のよ

うに記載されている368。なお、同告示では、市場の画定の基準としてアメリカと同様ＳＳ

ＮＩＰテストを採用している。 

製品（産品）市場とは、「製品特性や、価格、用途によって、消費者が相互に交換可能

又は代替的とみなすすべての商品又はサービスから成る市場」であり（para.7）、その判断

に当たっては、この定義のほか、製品間の代替性、競争の状況、価格等を考慮するものと

する。 

地理的市場については、「当事会社が商品又は役務を供給している地域であって、当該

地域における競争条件が十分に同質的であり、かつ、その隣接する地域と確实に区別する

ことができるもの」とされている（para.8）。その判断に当たっては、当該商品又は役務の

性質、参入障壁及び消費者の選好の有無、市場シェア又は価格差の有無等を考慮するもの

とする。 

市場の範囲は、製品間又は地域間における代替性によって判断されるが、この場合にお

ける代替性は、需要者にとって他の製品又は地域の供給者に簡単に切り替えることができ

るか否か（需要代替性）、供給者にとって重大な追加的費用やリスクを負うことなく短期間

に製品又は地域を切り替えることができるか否か（供給代替性）という点である（para.13）。 

                                                
368 山田弘「ＥＵ競争法Ⅱ（合併規則）」庄司克宏編『ＥＵ法 实務篇』岩波書店（2008）306

頁、五上朗「ＥＵ競争法における関連市場画定についての近時の動向」『国際商事法務』Vol.38  

No.５（2010）601 頁 
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（３）違反行為に対する措置 

（ア）禁止 

 共同体市場と両立しない企業結合は、決定により禁止される。当該企業結合が違法に实

施されてしまった場合には、欧州委員会は、企業結合の解消、取得した全ての株式又は財

産の処分その他必要と考えられる措置を命じることができる（同第８条）。 

 

（イ）制裁金 

 欧州委員会は、当事者が届出に当たり、故意又は過失により不正確又は虚偽の資料を提

供した場合等には、当事者の年間総売上高の１％以下の制裁金を課すことができる。また、

欧州委員会は、当事者が故意又は過失により届出を怠った場合、又は欧州委員会の決定に

反する企業結合を实施した場合等には、当事者の年間総売上高の 10％以下の制裁金を課す

ことができる（同第 14 条）。 

 

（ウ）履行強制金 

 欧州委員会は、当事者が決定により要求された完全で正確な資料の提出、決定により命

じられた立入検査の受入れ又は決定により課されたその他の義務を遵守しない場合には、

当事者に対し、１日当たり、直前の事業年度における１日の売上高の平均の５％を超えな

い範囲の履行強制金を課すことができる（同第 15 条）。 

 

２ 法執行手続 

（１）事前届出と法定禁止期間 

 当事者は、契約の締結、公開買付の発表又は支配権の取得後、企業結合の实施までに欧

州委員会に届け出なければならない。当事者は、当該企業結合が共同体市場と両立し得る

と宠言されるまでは、当該企業結合を实施してはならない（同第４条第１項及び第７条第

１項）。 

 

（２）審査・決定 

欧州委員会は、届出を受理した場合は直ちにこれを審査し（通称「Phase I」審査）、 



 174 

① 当該企業結合が規制の対象外であると判断したときは、決定により、その認定を

記錰する（同第６条第１項ａ）。 

  ② 当該企業結合が、規制の対象とはなるものの、共同体市場との両立性に関して深

刻な疑念を引き起こすものではないと認定したときは、当該企業結合に反対しない

旨決定するとともに、当該企業結合が共同体と両立する旨宠言する（同第６条第１

項ｂ）。 

  ③ 当該企業結合が規制の対象となり、かつ、共同体市場との両立性に関して深刻な

疑念を引き起こすものと認定したときは、詳細審査（in-depth investigation）（通

称「Phase II」審査）手続を開始する（同第６条第１項ｃ）。 

 上記①～③の決定は、25 営業日以内に行わなければならない（当事者が問題解消措置を

申し出た場合又は関係加盟国から移管要請を受けた場合、この期間は 35 営業日まで延長

される。同第 10 条第１項）。 

 詳細審査において、欧州委員会は、必要に応じ、情報提供要求（同第 11 条）及び立入

検査（同第 13 条）により証拠を収集し、審査の結果、当該企業結合を禁止するなどの決

定を行おうとする場合には、当事者に異議告知書を送付する。当事者には、異議告知書に

対する見解を述べる機会が与えられる（同第 18 条第１項）。 

 その後、企業結合に関する諮問委員会への協議（同第 19 条第３項）を経て、欧州委員

会は、以下の決定を行うことができる。 

  ① 当該企業結合の承認（同第８条第２項） 

  ② 当該企業結合の禁止（同第８条第３項） 

  ③ 既に实施された企業結合に対する競争回復措置（同第８条第４項） 

 上記①及び②の決定は、詳細審査開始から 90 営業日以内に行わなければならない（同

第 10 条第２項及び第３項）。詳細審査の開始から 55 営業日以降に当事者が問題解消措置

を申し出た場合は、15 営業日が追加され、審査期間は、105 営業日となる。また、当事者

が延長を要請する場合又は欧州委員会が延長を要望し当事者が同意する場合は、最大 20

営業日の延長が可能となる（最長審査期間は 125 営業日となる）。 

 

（３）情報提供要求 

欧州委員会は、企業結合規則に基づき、企業結合の審査に必要な情報を、事業者、事業

者団体又は個人に対し請求することができる（同第 11 条第１項）。この情報提供請求には、
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（ア）単純な情報提供請求（同条第２項）と（イ）欧州委員会の決定に基づく情報提供請

求（同条第３項）がある369。 

 

（ア）単純な情報提供請求（a simple request for information） 

 欧州委員会が、単純な情報提供請求という形式で事業者又は事業者団体に対し情報提供

請求を行う際には、法的根拠、情報提供請求の目的、請求する情報の特定、提出期限、及

び制裁の内容について記載しなければならないとされている。 

 単純な情報提供請求の場合、欧州委員会は、故意又は過失にかかわらず、事業者又は事

業者団体が間違った情報又は誤解させるような情報を提供した場合、前年度の売上総額の

１％を超えない範囲で制裁金を課しうるが、回答しなかったことに対する制裁規定は設け

られていないことから、情報提供請求に回答することは任意である。 

 

（イ）欧州委員会の決定に基づく情報提供請求（the Commission requires undertakings 

and associations of undertakings to supply information by decision） 

 （ア）と異なり、欧州委員会は、欧州委員会の決定に基づく請求という形式で、事業者

又は事業者団体に対して情報提供請求を行うことができる。ただし、この場合も記載しな

ければならない事項については同様である。 

この場合、欧州委員会は、故意又は過失にかかわらず、事業者又は事業者団体が間違っ

た情報又は誤解させるような情報を提供したときだけでなく、不完全な情報を提供した場

合及び定められた期限までに回答しなかった場合にも、前年度の売上総額の１％を超えな

い範囲で制裁金を課しうる。さらに、決定により要求される情報について、完全かつ正確

な情報の提出を強制するため、事業者又は事業者団体に対して、前事業年度における１日

当たりの売上平均額の５％を超えない範囲で、履行強制金を決定することができる。この

履行強制金は、上記金額の範囲内で確定された１日当たりの履行強制金額に、決定により

起算日とされた日から情報提供義務が履行された日までの日数を乗じて総額が算定され、

当事者が、当該情報提供義務を履行した後に課されることになる。 

よって、（ア）と異なり、（イ）の場合は、期限以内に回答しない場合の制裁規定がある

ことから、結果として回答することが強制されることになる370。 

                                                
369 なお、この企業結合における情報提供請求と通常のカルテル等の場合の情報提供請求は同

じ内容となっている（理事会規則第 18 条第２項・第３項）。 
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このような情報提供請求について法的な回答義務を課すことについては、相手国政府の

同意なくして公権力の行使をしてはならないという国際法上の執行管轄権に関する通説的

考え方に反するのではないか、あるいは、日ＥＣ独禁協力協定における通報義務違反では

ないか、という懸念が存在する。 

 日本の経済産業省は、「我が国の公正取引委員会が情報提供請求を正式に行う場合には、

独占禁止法上の報告命令に基づき、民事訴訟法上の手続に則って、相手国政府の同意を得

た上で在外事業者等に文書を送付することを踏まえれば、欧州委員会の情報提供請求が、

我が国独占禁止法の手続に比して、国際法上の「丁寧さ」を欠いた手続であると考えられ

る。」とし、「政府としては、仮に国際法に照らして問題がある場合には、外交ルート等を

通じ、欧州委員会に対し法執行手続の改善要請を行うことも考えられる。」としている371。 

 もっとも、欧州委員会が、情報提供請求の回答義務を欧州外の事業者に対して課す規定

を設けること自体は、（日本の報告命令規定と同様に、）国際法上の立法管轄権の範囲内の

正当な行為である372。さらに、日本事業者が欧州委員会から情報提供請求を受けた際に、

執行管轄権の問題を提起してこの情報提供請求を無視するという判断を行うことは、現实

的に困難であり、現实に応じている。 

 

第７ ＥＵ競争法の特色 

 ＥＵ競争法など大陸法系の競争法では、競争当局が行政上の措置である排除措置命令、

制裁金納付命令を出すため、文書送達や調査管轄、さらには執行も競争当局の問題となる。

一方、裁判所は命令の再審査のみを行うため、競争制限的行為の認定、対象事業者の選別

等において、競争当局による裁量権の行使を尊重している。 

また、競争法違反に基づく私人の差止請求権は存在せず、競争法と損害賠償責任、刑事

責任は結びついていないといった点で、全体として簡明である点が特色である。 

 

 

                                                                                                                                          
370 企業結合の当事者でない日本事業者の欧州現地法人に対して行われた情報提供請求におい

て、不完全な情報しか提供しなかったとして、制裁金が課された事例がある（Case No 

COMP/M.1634. Mitsubishi Heavy Industries）（朝山志乃「ＥＵ競争当局による情報提供請求

に対するわが国企業の対応」『ＮＢＬ』911 号（2009）45 頁） 

371 経済産業省経済産業政策局競争環境整備审「各国競争法の執行状況について」（2009）13

頁 



 177 

第３章小括 

 アメリカでは競争法に関する事件は裁判所に提訴されるが、ＥＵにおいては欧州委員会

が行政処分を下し、それに不服のある者が裁判所に提訴するという点が、最も大きく異な

る点である。また、アメリカにおいては３倍額損害賠償請求や差止請求といった私訴が認

められている点も異なっている。 

 日本においては、従来はアメリカの反トラスト法における域外適用の理論を参考として

議論を展開してきたが、独占禁止法は大陸法系に属することから、このような差異を認識

しつつ、今後はＥＵ競争法の例を参考とするようにシフトしていくべきであろう。 

なお、概ねにおいて、アメリカ、ＥＵ及びその他の为要先進国では、ほぼ同質の競争ル

ールを採用するようになってきているとは言われているものの、企業結合規制やリニエン

シー制度などの個々の論点の詳細ごとにみると、いまだ異なっている点も残されており、

今後一層のハーモナイゼーションが必要となる。 

 

                                                                                                                                          
372 経済産業省『競争法コンプライアンス体制に関する研究会報告書』（2010）15 頁 
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第４章 競争法と国際協調（ハーモナイゼーション） 

 

実観的属地为義によるにせよ、効果理論を採用するにせよ、厳格な属地为義に基づく適

用対象・範囲の限界を超えて競争法を適用する場合には、域外の外国事業者の行為に対し

ても一定範囲で競争法が適用されることになる。そして、競争法の適用が立法管轄権だけ

でなく執行管轄権の行使を伴う場合には、適用対象事業者の本国の属地的管轄権との競合

は避けられないこととなる。 

そこで、各国の間では、管轄権の競合（積極的抵触）が避けられないことを前提として、

競合から生じる不都合を回避ないし軽減するための措置が講じられるようになってきた。

これには、競争法を適用する当局の自己抑制による競合の回避と、関係国間の合意に基礎

を置く国際的な競合回避の２つの方策が考えられる373。 

このうち、前者については、例えばアメリカにおける管轄権に関する合理の原則等、各

国の判例理論等で展開されてきたことは、これまでの章で見てきたとおりである。一方、

後者については、競争法適用基準に関する国際合意の形成、競争法の適用に関する国際協

力と競争法の国際的調和によって達成されうるものである。 

 競争法の管轄権の競合が生じる最大の原因は、各国の競争政策、競争法制がまちまちで、

ある国の競争法上違法とされる行為が他の国の競争法上は適法とされたり、国際的な企業

結合について関係当事国の競争当局間で判断が食い違ったり、制裁や排除措置について関

係当事国で扱いが異なったりすることに求められる374。 

とりわけ、近年は、国際的な事件が多くなってきたことから、各国・地域の競争法規制

基準・規制手続の相違が国際的事業展開にとっての大きなコストとなっている。例えば、

国際的企業結合では、複数国・地域への事前届出、矛盾する排除措置がネックとなってお

り、マーケティング戦略でも統一的な戦略が採り難いことが問題となっている。 

よって、各国の競争法の相違を極力減らす、更には多数国間条約に基づいて競争法の实

体ルールの統一を図るといった国際的合意の形成と競争法の適用に関する国際協力が図ら

れれば、域外適用を为張する側もまたそれを受ける側も、規制に対する不満を軽減するこ

                                                
373 中川淳司、清水章雄、平覚、間宮勇『国際経済法』有斐閣（2003）310 頁 

374 稲熊克紀「企業結合規制における競争当局間の協力について」『ＮＢＬ』第 905 号（2009）

57 頁 
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とになるし、何よりも各国の競争法のルールを統一化することができれば、域外適用とい

った問題それ自体を回避することにつながるものと思われる375。 

しかし、既に第２次世界大戦直後からこうした試みは見られたものの、今日に至るまで

ほとんど見るべき成果は挙がっていないのが实情である。本章においては、このような各

国の競争当局が取り組みだした国際協調（ハーモナイゼーション：基本政策の齟齬の解消）

の動きについて概観するとともに、なぜ实現が困難であるのか、その問題点を検討するこ

ととしたい。 

 

第１節 国際的な国際協調の動き 

 

第１ 国際貿易機関憲章（ハバナ憲章） 

第二次世界大戦直後から、各国間には、自由貿易体制は事業者の競争制限行為が实効的

に規制されなければ維持することはできないという認識があった。 

このような流れを受けて、「国際貿易機関（International Trade Organization：ＩＴＯ）

設立のための憲章（ハバナ憲章：Havana Charter）」（1947 年（昭和 22 年））では、第５

章に、競争制限的又は独占的な事業慣行を防止するため、私的な競争制限による貿易歪曲

を防止する加盟国政府の義務を定め、それらを守らなければ憲章違反とするという定めが

盛り込まれた376。具体的には、 

  ① 取引価格又は条件についての取決め、 

② 地域的市場又は事業分野からの事業者の排斥又は配分・分割、又は顧実、販売量

や購買量の割当て、 

③ 差別的取扱い、 

④ 生産制限又は生産割当数量の設定、 

⑤ 協定による技術進歩の阻害、 

⑥ 知的財産権の行使の不当な拡張、 

                                                
375 中川淳司、清水章雄、平覚、間宮勇『国際経済法』有斐閣（2003）314 頁、本田直志「競

争政策・競争法とＷＴＯ」『日本経済法学会年報』第 25 号（2004）176 頁 

376 Final Act of the United Nations Conference on Trade and Employment (adopted March 

24, 1947), Chapter 5. 喜多一行「国際経済法についての当面の諸問題」『比較法制研究』国士

舘大学 第 31 号（2008）31 頁 
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⑦ 以上に類似する行為であって、出席し投票するＩＴＯ加盟国の３分の２の多数決

によって制限的取引慣行と宠言されたもの、 

が規制の対象となった。以上のいずれかの行為によって被害を受けた加盟国は、関係国間

の協議あるいはＩＴＯによる調査のいずれかの实施を要求する旨ＩＴＯに申し立てること

ができることとされた。ＩＴＯによる調査が行われた場合、ＩＴＯは被申立国に対して、

当該国の法律・手続に従って排除措置を採るよう勧告することができることとされた。 

 このようなＩＴＯ憲章の手続は、条約で特定の国際的な制限的取引慣行（Restrictive 

Business Practices：ＲＢＰ）のカテゴリーを定め、これらについて、締約国の申立てか

らＩＴＯによる排除措置の勧告に至る国際的な競争法の執行を図るものであり、競争法の

国際的調和の観点からも、また、競争法の国際的な執行の観点からも画期的なものであっ

たと評価されている377。 

この試みは、結局、同憲章があまりに厳格に自由貿易を追求し過ぎたため、各国に批准

されず、発効に至らなかった378。よって、国際的な独占禁止規制は实現しなかったが、本

来、同憲章が発効するまでのいわば暫定的な協定であった「関税及び貿易に関する一般協

定」（General Agreement on Tariffs and Trade：ＧＡＴＴ）がその後も存続することとな

り、ＩＴＯ憲章第５章の精神は、ＧＡＴＴ第 29 条第１項において、ごく限定された形で

受け継がれることとなった379。また、その後も、民間レベルでは国際独占禁止協定草案が

発表されるなど、幾つかの構想が現れるきっかけとなった380。 

 

第２ 国連経済社会理事会 

ハバナ憲章が未発効に終わった後も、国連経済社会理事会（United Nations Economic 

and Social Council：ＥＣＯＳＯＣ）や国連貿易開発会議（ＵＮＣＴＡＤ）といった公的

な機関においても、1950 年代を通じて引き続き、制限的取引慣行の国際的規制が検討され

た。 

                                                
377 中川淳司、清水章雄、平覚、間宮勇『国際経済法』有斐閣（2003）314 頁 

378 特に、アメリカ为導によって行われたにもかかわらず、アメリカ自身が批准しなかった。 

379 本田直志「国際的競争制限に対する法規制の現状と問題点」『一橋論叢』第 102 巻第１号

（1989）59 頁 

380 伊従寛「競争法の国際的ハーモナイゼイション」競争政策委員会『経団連くりっぷ』17 号

（1995） 
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国連経済社会理事会では、アド・ホック委員会を設置して議論が行われ、1953 年（昭和

28 年）に国際貿易における制限的取引慣行を防止するための措置を内容とする国際独占禁

止協定草案が理事会に提出された。しかし、制限的取引慣行の規制の在り方について各国

間の対立があったこと、また、案文作成段階では为導的役割を果たしていたアメリカが最

終的に反対に回ったことなどから、合意には至らなかった。 

 

第３ 国連貿易開発会議 

 開発途上国の経済問題を検討すべく 1964 年（昭和 39 年）に設けられた国連貿易開発会

議（ＵＮＣＴＡＤ：United Nations Conference on Trade and Development）では、1968

年（昭和 43 年）以降、途上国の輸出に悪影響を及ぼす制限的取引慣行の規制を検討課題

に取り上げ、1980 年（昭和 55 年）に『制限的取引慣行規制のための多国間合意による一

連の公平な原則と規則』（競争制限規約、ＲＢＰ規約、ＵＮＣＴＡＤセットとも言われる。）

をとりまとめ、これは同年末に国連総会決議として採択された381。この競争制限規約は、

制限的取引慣行に関する定義を設け（Ｄ条）、各国に対して制限的取引慣行を規制するため

に適切な法律を制定し、効果的に執行することを求めた（Ｅ条）。また、制限的取引慣行規

制のための国際協力（関係国間の協議、技術援助など）を各国に呼びかけた（Ｆ条）もの

であった。これを受け、その後もＵＮＣＴＡＤの制限的取引慣行専門家会合において、途

上国における競争法の普及のための活動が行われている382。また、競争制限規約の評価の

ための国連カンファレンスが５年に１回のペースで開催されている。 

しかし、この競争制限規約は、国連憲章第 10 章に基づく秘密投票の結果、先進国の反

対のため、拘束力のない勧告としての効力しか持たなかった。また、先進国と途上国の対

立、先進国間の対立を十分解消しないままに最大公約数的な内容をまとめたため、曖昧な

規定が多く、国際規則としての規制の实は挙げていないと評価されている383。 

現在、途上国への競争法普及の活動は、後述のように先進国が個別に行うようになって

きている。 

 

第４ 経済協力開発機構 

                                                
381 The Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of 

Restrictive Business Pracices, adoped by the U.N.G.A. Res. A/RES/35/63, Dec. 5, 1980. 

382 栗田誠『实務研究 競争法』商事法務（2004）224 頁 
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先進国を中心とした多国間組織である経済協力開発機構（ＯＥＣＤ：Organization for 

Economic Cooperation and Development）では理事会の下に約 30 の委員会が設けられ、

テーマ別に議論が行われているが、その中に競争委員会（Competition Committee）があ

る。同委員会は、加盟国における競争法及び競争政策の進展について検討し、競争政策に

関する加盟国間の協力を促進することを目的として 1961 年（昭和 36 年）に制限的取引慣

行専門家委員会（Committee of Experts on Restrictive Business Practices）として設立

されたもので、1987年（昭和 62年）に競争法・競争政策委員会（Committee on Competition 

Law and Policy：ＣＬＰ）に改組された後、2001 年（平成 13 年）に現在の名称に変更さ

れた384。日本は、1964 年（昭和 39 年）以降、同委員会に参加している。この委員会では、

競争法・競争政策についての調査研究・勧告を行うのみであり、加盟国を拘束するような

实体的な規制規定を制定することはできない。また、勧告にも強制力はないが、以下のよ

うに競争法・競争政策に関する協力・調整の内容に踏み込んだ勧告を行うことによって、

加盟各国の競争政策、法執行並びに各国間の協力・調整制度に影響を与えている。 

このようなＯＥＣＤの活動が競争法のハーモナイゼーションに果たした役割は大きく、

これによって各国間の競争法協力協定の締結も進展できるようになったといわれている

385。 

以下、競争法の国際協調に関するＯＥＣＤにおける動きについて概観すると、まず、1967

年（昭和 42 年）に『国際通商に影響を及ぼす制限的取引慣行に関する加盟国間の協力に

関する理事会勧告』が出された386。これは、事業者活動のグローバル化に伴い、一国の競

争当局では効果的に対処できない国際カルテル、国際企業結合が増加してきたこと、その

一方で、アメリカが積極的に反トラスト法の域外適用を行うようになったことから、スイ

ス時計国際カルテル事件判決（1955 年）において国家为権の問題をめぐってアメリカとス

イスが深刻に対立したり、各国が対抗立法を次々制定したりという動きがあったことを踏

まえて出されたものである387。同勧告では、加盟国に対して、他の加盟国の重要な利益に

関わる執行活動を行う際には事前に相手国に通報すべきであり、通報を受けた国の意見を

                                                                                                                                          
383 中川淳司、清水章雄、平覚、間宮勇『国際経済法』有斐閣（2003）314 頁 

384 岡田博己、栗谷康正「ＯＥＣＤ競争委員会の諸活動と今後の展望」『公正取引』第 697 号

（2008）35 頁 
385 小寺彰「国内法の「域外適用」と競争法」『自由と正義』2010 年５月号（2010）12 頁 

386 平林英勝「独禁協力協定について」『経済法学会年報』第６号（1985）110 頁 
387 伊永大輔「競争法の域外適用に伴う国際的執行の現代的課題」『法学研究』80巻12号（2007）
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十分考慮して執行活動を行うべきであるという趣旨の、通報・協力の推奨される枠組みを

提示している。この勧告に基づいて加盟国間で情報交換が行われるようになり、また、多

くの二国間競争法協力協定が締結されるようになった。しかし、同勧告の通報と協議はい

ずれも任意であり、協議手続についてはほとんど用いられていないのが实情である388。 

 1973 年（昭和 48 年）には、『国際通商に影響を及ぼす制限的取引慣行についての協議

及び調停に関する理事会勧告』が出された。これは、他の加盟国に所在する事業者が自国

の利益を实質的に阻害する制限的取引慣行を行っていると考える加盟国は、当該加盟国に

対し協議を求め、協議を求められた加盟国は、当該事件につき慎重な考慮を払うこと、及

び、上記協議により満足すべき解決が見出せない場合には、当該加盟国は同意の上、調停

を求めて制限的取引慣行専門家委員会に対し当該事件を付託すべきであるとの内容であっ

た。勧告が出された当時は、単に「協議・調停手続」として認識されていたが、实質的に

は積極礼譲と同様の内容を含むものであった。 

 なお、1967 年（昭和 42 年）の勧告と 1973 年（昭和 48 年）の勧告は、1979 年（昭和

54 年）において１本化され、『国際通商に影響を及ぼす制限的取引慣行についての加盟国

間の協力に関する理事会勧告』389となり、さらに、1986 年（昭和 61 年）、1991 年（平成

３年）及び 1995 年（平成７年）に改訂が行われ、より一層詳細なものとなった390。 

 1980 年代に入ってからは、制限的取引慣行専門家委員会において、競争法の適用を抑制

するための国際基準の作成が試みられたが、イギリスとフランスを代表とする厳格な属地

                                                                                                                                          
570 頁 

388 伊従寛「競争法の国際的ハーモナイゼイション」競争政策委員会『経団連くりっぷ』17 号

（1995）。そもそも、ＯＥＣＤ理事会勧告（Recommendation of the Council）は、理事会決定

（Decision of the Council）や条約（Treaties / Conventions）とは異なり加盟国に対する法的

拘束力はない。ただし、加盟国には共同で策定し、政府として合意した勧告内容を取り入れ实

施する強い道義的責任を有すると理解されている（岡田博己、栗谷康正「ＯＥＣＤ競争委員会

の諸活動と今後の展望」『公正取引』第 697 号（2008）40 頁）。 
389 OECD, Recommendation of the Council Concerning Co-operation between Menber 

Countries on Anticompetitive Practices Affecting International Trade 
390 財団法人比較法研究センター『競争法の国際的な執行に関する調査報告書』（2009）13 頁。

例えば、1986 年の改訂勧告においては、「国際法及び国際礼譲の原則を实行すること、並びに

制限的取引慣行の分野における協力のための節度と自己抑制を用いること」と規定している。

また、1995 年の改訂勧告においては、公共の利益に反さない範囲でかつ国内法によって許容

されている情報のうち、①被要請国の競争当局に保管されている情報、②被要請国の競争当局

が要請を受けて強制手続きにより取得した情報、③公開されている情報の３つの情報を交換す

るよう、加盟国に勧告している。 
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为義を標榜する国とアメリカと西ドイツに代表される効果理論を標榜する国の意見が対立

し、最終的な合意には至らなかった。討議の結果をまとめた 1984 年（昭和 59 年）の報告

書391は、ＯＥＣＤ加盟国が国際礼譲に基づいて自国及び外国の関係する利害に考慮を払う

ようになっているという一般的傾向を指摘したものの、それ以上に具体的な基準は提示し

なかった392。 

さらに、競争法・競争政策委員会では、特に 1991 年（平成３年）以降、競争法の収斂

に向けた多角的取組みが、貿易委員会とも協同しつつ、進められた（ＯＥＣＤ閣僚理事会

コミュニケ（1991 年６月５日）パラ 23 参照）393。同委員会では、实体法上の最低限のル

ール統一、企業結合規制などの手続の標準化、違反行為が行われた国の競争政策当局が、

国内市場への影響のいかんに関係なく、それを取り上げるべき合意などを含む違反行為の

通告制度、秘密情報の交換、法執行に対する国際的に管理された渉外的適用の承認、競争

政策の不十分な運用に対する制裁制度、競争政策に関する紛争解決システムの構築などが

検討されてきた。 

さらに 1998 年（平成 10 年）には、ハードコアカルテル（価格カルテル、数量制限カル

テル、入札談合、取引先制限カルテル）が競争法の最も悪質な違反であることを考慮し、

当該行為を禁止する各国の法律の収斂を進めることと併せて、執行における国際協力と礼

譲を定めた『ハードコアカルテルに対する効果的な措置に関する理事会勧告』が採択され

た394。同勧告を受け、多くの加盟国はカルテルに対する執行を大幅に強化しており、日本

も 2005 年（平成 17 年）に課徴金算定率の引上げ、課徴金減免制度や犯則調査権限の導入

等を内容とする独占禁止法の改正が行われた。 

2005 年（平成 17 年）には『企業結合審査に関する理事会勧告』395が採択されている。

また、同年、競争委員会は、国際カルテル審査における競争当局間の情報交換を推進すべ

                                                
391  Competition Law Enforcement: International Cooperation in the Collection of 

Information 

392 中川淳司、清水章雄、平覚、間宮勇『国際経済法』有斐閣（2003）311 頁 

393 栗田誠『实務研究 競争法』商事法務（2004）224 頁 

394 ＵＦＪ総合研究所新戦略部通商政策ユニット編『ＷＴＯ入門』日本評論社（2004）197 頁。

なお、「先進国のクラブであるＯＥＣＤでも、最も合意のしやすいハードコア・カルテルにつ

いてさえ各加盟国の独禁法で効果的に禁止するべきであるとの理事会勧告が出されたのは

1998 年にすぎない」との評価がある（根岸哲「独禁法の国際的執行・協力」日本経済法学会

編『経済法講座２ 独禁法の理論と展開（１）』三省堂（2002）140 頁）。 

395 Recommendation of the Council concerning merger review 
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きとの観点から、交換情報の秘密保護、目的外使用の禁止等を明確化し、情報交換を行い

やすくするための環境整備を図ることを目的として、『ハードコア・カルテル審査における

競争当局間の正式な情報交換のためのベスト・プラクティス』396を策定した。 

今後の競争委員会の課題として、競争政策の収斂を推進していくために更なるベストプ

ラクティス（best practice）の策定に向けた取組みを続けていくことが指摘されている397。

また、以下で述べるように国際競争ネットワーク（ＩＣＮ）の活動が軌道に乗ってきてお

り、ＩＣＮにおいて競争当局間で議論がまとまり一定のコンセンサスが得られた課題につ

いて、政府間のフォーラムであるＯＥＣＤ競争委員会での成果物のとりまとめに繋げ、各

国の競争政策の進展に役立てる等、ＯＥＣＤとＩＣＮとの間で有機的な連携の形が模索さ

れてよいとの指摘もある398。 

 

第５ 国際反トラストワーキング・グループ 

 以上のような国家の集まりにおいてだけではなく、非政府的な組織、例えば、学者等の

集まりや、各国競争当局の任意の集まり等においても、競争法の収斂に向けた協議が行わ

れるようになってきた点が、競争法の世界を巡る動きの中で注目すべきところである。現

在、それらの動きは、後述するＩＣＮに集約されているが、その前段階ものとして、国際

反トラストワーキング・グループ399の動きがある。 

国際反トラストワーキング・グループは、1993 年（平成５年）に、『国際反トラスト規

約草案』400を提案し401、ＧＡＴＴに対して提出した。 

同草案は、グローバル化した経済において、市場参入が私的な競争制限的行為によって

排除されないこと、輸出カルテルによって各国市場が影響されないこと、通商政策と競争

政策とを一元的に捉えるべきこと、などが重要であるとして、①カルテル、垂直的制限、

                                                
396 Competition Committee, OECD, Best Practices for the Formal Exchange of 

Information between Competition Authorities in Hard Core Cartel Investigations (Oct. 

2005). その概要は伊永大輔「競争法の域外適用に伴う国際的執行の現代的課題」『法学研究』

80巻 12 号（2007）580 頁。 

397 2008年２月に開催された競争委員会第100回記念会合におけるBarnettアメリカ反トラス

ト局長の発言 

398 岡田博己、栗谷康正「ＯＥＣＤ競争委員会の諸活動と今後の展望」『公正取引』第 697 号

（2008）40 頁 

399 The International Antitrust Code Working Group 

400 Draft in International Antitrust Code 

401 本田直志「競争政策・競争法とＷＴＯ」『日本経済法学会年報』第 25 号（2004）177 頁 
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知的財産権関連の制限、企業結合、支配的地位の濫用に関する規制を内容とする实体的規

定、②内国民待遇、③最低基準の導入、④国際的組織・機関の設立、⑤国際的な競争制限

的行為への適用、などを内容とする規約を提案したものであった。 

 なお、④の国際的な競争当局ができた場合、必要とされるその権限としては、①国内競

争当局に手続の開始を求めること、②国内競争当局に対する訴えを国内裁判所に提起する

こと、③競争制限の行為者に対して国内裁判所に訴えを提起すること、④当該事案の当事

者と同じ条件で国内裁判所に訴えを提起すること、⑤締約国の協定違反を国際競争委員会

に提訴すること、⑥競争法の制定、効果的な競争当局（行政機関）の設立につき締約国を

援助すること、を挙げている。 

 さらに、同草案第３条第２項において、「締約国は、たとえその領域外で開始されたとし

てもその領域又は通商に経済的影響を及ぼす競争制限的行為を規制し、国内法を適用する

ことができ、また、締約国はその国民並びにその領域で行為を開始するすべてのものを規

制し、国内法を適用することができる」として、同草案同条第１項の「影響を受ける」と

いう文言の定義とともに、管轄権に関するルールを明らかにした上で、各加盟国の競争法

の収斂について、その内容も含めて、方策を提唱している。これは、国内で行為が行われ

ていなくても「影響を受ける」場合には競争法を適用する可能性を述べたものであり、効

果理論の考え方に沿ったものであるということができる。 

 同草案については、これを執行する管轄権をいかに決定するかという問題、また、あま

りにも多大な競争法原則を盛り込みすぎている等の批判があり402、結局、实現するに至っ

ておらず、その後、これを引き続き検討することもなくなっている。 

 

第６ 国際競争ネットワーク 

国際競争ネットワーク（ＩＣＮ：International Competition Network）は、既存の

国際機関では競争法の国際的な協力や調和が難しいという認識のもとに、ＷＴＯ、ＯＥＣ

Ｄの枠外で設立された競争法専門の非公式の国際組織である。今日では、競争分野で最大

の国際組織であり、かつ競争だけを扱っている唯一の国際組織でもある。 

 

１ ＩＣＮの発足の経緯 

                                                
402 伊藤隆史「競争法の域外適用［下］」『国際商事法務』Vol.32  No.５（2004）590 頁 
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ＩＣＮ設立の発端は、アメリカの Janet Reno 司法長官と Joel Klein 反トラスト局長に

より 1997 年（平成９年）に組織された競争法の専門家の会議403が、2000 年（平成 12 年）

２月に発表した『国際カルテルや国境を越えたＭ＆Ａをめぐる問題に関する報告書』にお

いて、非公式の国際組織の立ち上げを提唱した（Global Competition Initiative）ことに

由来する。同報告書の作成は、Rill 元反トラスト局長の为導によって進められたといわれ

ている。同報告書の背景としては、世界各国で競争法を持つ国が増加し、国際的な事案や

国際協力の必要性が増えてくる中で、国際的に競争法の諸問題に関し様々な議論をし、収

斂を目指す、そういう場が必要なのではないかということが言われ始めたということにあ

る404。 

また、同年９月の Klein 反トラスト局長のスピーチ、10 月の Monti 欧州委員会委員の

スピーチでも、同様に非公式の国際組織の立ち上げが提唱された。これらの提唱に対応し、

2001 年（平成 13 年）10 月にＩＣＮが設立された。 

 

２ ＩＣＮの組織と運営の特徴 

ＩＣＮは、いかなる国や統合地域の競争当局であれ、反トラスト法を執行する権限を与

えられたすべての競争当局に開放された国際組織となっている。当初は 14 の国・地域の

16 の競争当局が加入したに過ぎなかったが、年々拡大し、2009 年（平成 21 年）現在、

96 の国・地域の 107 の競争当局が加盟している405。日本の公正取引委員会はその設立当

初から加入している。また、非政府アドバイザー（Non-governmental Advisors：ＮＧＡ）、

すなわち、ＷＴＯ、ＯＥＣＤ、ＵＮＣＴＡＤ等の国際機関、事業家、消費者、弁護士、学

者（競争法だけでなく経済学も含む）も参加することができるオープンな組織となってい

る。 

                                                
403 ＩＣＰＡＣ：International Competition Policy Advisory Committee 

404 菅久修一「競争法の国際的な展開－競争法の拡大と深化」棠陰会（第 192 回例会）講演錰

（2008）８頁。なお、現实的な背景としては、途上国の意見が強くなってきたＷＴＯにおいて

競争法の議論を行うのでは自国の意見が通らないとみたアメリカが別の議論の場を提供しそ

れを先導しようとしたという背景もあるものと思われる。 

405 稲熊克紀「企業結合規制における競争当局間の協力について」『ＮＢＬ』第 905 号（2009）

57 頁。なお、当初の参加国・地域は、オーストラリア、カナダ、ＥＵ、フランス、ドイツ、イ

スラエル、イタリア、日本、韓国、メキシコ、南アフリカ、イギリス、アメリカ、ザンビアで

あった。 
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ＩＣＮは、競争当局間の意見交換の場（フォーラム）を提供することを目的としており、

常設的な本部、事務所、事務局を置かず、固有の職員もおらず、あくまでも各競争当局が

運営を行う拘束力のない枠組みである点が特徴である。 

实際の運営は、加盟国の競争当局 15 名で構成される運営委員会（Steering Group）の

合議で行われ、必要時に適宜に、カルテル作業部会、企業結合作業部会、競争政策の实施

に関する作業部会、単独行為規制に関する作業部会などの作業部会（Working Group）が

組織される。これらの会合は、实際は、メンバーとＮＧＡが参加して、電話会議や電子メ

ールの交換で進められており、このため“virtual network”と呼ばれている406。 

年１回開催される総会で、各作業部会のプロジェクトの成果と次年度の作業計画（work 

plan）についての報告、議論及び承認が行われる。第１回の年次総会が 2002 年（平成 14

年）にイタリアのナポリで開催されて以降、毎年世界各国の都市で開催され、第７回の年

次総会は 2008 年（平成 20 年）４月に京都で開催された407。 

 

３ ＩＣＮの成果物 

ＩＣＮでは、これまで、企業結合審査プロセス、競争当局の指導的な役割、キャパシテ

ィ・ビルディング（capacity-building：制度構築）等について協議している。その成果は、

「推奨される方法」（Recommended Practices：法運用の成功事例や模範事例をまとめた

もの）、「指針」（Guiding Principles）、「報告書」（Report）、コンセンサス、勧告として公

表されている408。ただし、ＩＣＮは自由な組織なので、何か成果物を作ったからといって

それに法的拘束力があるわけではなく、採用するかどうかは各競争当局の判断に委ねられ

                                                
406 各作業部会とその成果物の詳細は菅久修一「国際競争ネットワーク（ＩＣＮ）の活動と成

果」『独占禁止法の域外適用』早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造

（2010）106 頁以下に詳しい。 

407 2009 年はスイスのチューリッヒ、2010 年はトルコのイスタンブールで開催された。 

408 例えば、企業結合作業部会がこれまでに取りまとめた为な成果物としては、『企業結合及び

審査に関する指導原則（ Guiding Principles for Merger Notification and Review 

Procedures）』、『企業結合届出手続に関して推奨されるプラクティス（Recommended Practice 

for Merger Notification Procedures）』、『企業結合審査に関して推奨されるプラクティス

（Recommended Practice for Merger Analysis）』等がある。 
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ている。このように拘束力のないことが、かえってメンバー間の自由な自由な議論、合意、

その自発的な採択を促進しているともいえる409。 

このように、ＩＣＮが目指しているのは、細かな部分については参加国の制度の相違を

認めつつ、コアな部分については参加国で議論しながら作り上げた成果物を尊重するとい

う形での緩やかな収斂を進めていくことであるといえる410。 

ただし、ＩＣＮが Recommended Practices にまとめた企業結合届出手続などは各国が

国内法あるいはガイドラインとして採用するに至っており、競争政策の分野においてＩＣ

Ｎを中心とした自発的な収斂が進んでいる状況にあるといえ、ＩＣＮはインフォーマルな

調整方法として極めて有力であると評価されている。また、このように各国で受容される

理由としては、策定過程においてＮＧＡなどの私的セクター（規制を受ける事業者の立場

を代弁する弁護士等）が参加し、その意見が議論に反映されることによって、一定の合理

性を有し、かつ比較的受け入れやすい内容のものとなるからであるとされている411。 

 

４ ＩＣＮに対する評価と今後の課題 

 ＩＣＮは、自発的な参加に基づき、厳格な手続は設けず、競争法上の問題であれば何で

も取り上げることができ、しかも、成果物に拘束力はなく、規定による強制ではなくて説

得力によって収斂を实現するというネットワークの柔軟性を生かし、これまで、メンバー

の拡大、非常に広範囲のテーマを扱った成果物の宝庫（“treasure trove”）の实現、参加

各国・地域における成果物の实質的な活用の实現、若い競争当局（younger agencies）の

支援といった面で成果を上げてきた412。 

とりわけ、①カルテルと企業結合の分野において、ＩＣＮの成果物が、参加各国・地域

の競争法の整合性、収斂に大きな貢献をしてきたこと、②ＩＣＮを通じたトップレベルを

                                                
409 菅久修一「国際競争ネットワーク（ＩＣＮ）の活動と成果」『独占禁止法の域外適用』早稲

田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）108 頁 

410 稲熊克紀「企業結合規制における競争当局間の協力について」『ＮＢＬ』第 905 号（2009）

58 頁 
411 土田和博「独占禁止法の域外適用と管轄権抵触・競合の調整方法」『独占禁止法の域外適用』

早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）35 頁 
412 菅久修一「国際競争ネットワーク（ＩＣＮ）の活動と成果」『独占禁止法の域外適用』早稲

田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）120 頁 
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含む競争当局間の信頼関係の醸成により、各国・地域の競争当局間の執行協力の基本的な

枠組みの構築が進んだことに対しては、大きな評価がなされている413。 

 その一方で、参加競争当局が膨れ上がった一方、個々の活動においては、これらの若い

競争当局の参加が活発ではないこと、また、発展途上国を中心とする若い競争当局と当初

からの参加国である先進国の競争当局との意見が食い違う面も生じてきており、参加国の

多様性を認識しながら協議をまとめていくことが課題となっている。こういった問題点は、

2008 年、2009 年のＩＣＮ議長のスピーチでも表明されている。 

また、ＩＣＮは、その設立の経緯からしても、アメリカ为導であることは事实であり、

实体的には、アメリカの競争政策を擁護した議論となっている点が否めないことも、今後

の課題となろう。 

 

第７ 競争法に関する地域間連合 

１ ＥＵ 

 ＥＵにおいては、1994 年（平成６年）に発効したＥＥＡ協定（Agreement on the 

European Economic Area）がある。 

 また、ＥＵ内では、理事会規則 1/2003 号（2004 年（平成 16 年）施行）において、欧

州委員会、加盟国競争当局間で、情報共有・ケースの割り振り等緊密な協力の下に統一的

なＥＵ競争法の適用を行うことが求められており、エンフォースメントについて議論・協

力し、共通の競争文化を創造・維持する目的で、欧州競争当局ネットワーク（European 

Competition Network：ＥＣＮ）と呼ばれる当局による協力枠組みが形成されている（同

規則前文(15)以下）。 

 ＥＣＮでは、事業者が複数の国の競争当局に同時並行的にリニエンシー申請をした場合

に、関係国当局間での手続きが異なると当該事業者にとって負担が大きくなるため、この

負担を軽減するために加盟各国のリニエンシー制度が共通となるよう原則的な要素を定め

たＥＣＮモデル・リニエンシー・プログラム（ＥＣＮ Model Leniency Program）を 2006

年（平成 18 年）に発表した414。同プログラムは、申請事業者が提供すべき情報の種類、

                                                
413 中島秀夫「競争政策の国際的展開と協力－ＩＣＮの今後の課題（京都総会を控えて）」『公

正取引』第 686 号（2007） 

414 「ＥＵのカルテル政策」ＪＥＴＲＯブリュッセル・センター『ユーロトレンド』2007.1 

Report2（2007） 
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カルテル参加の終了と協力の義務、当局側の処理方法など、手続きや申請内容で必須の要

素を設定している。 

 

２ ＡＰＥＣ 

 ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）及び日本、中国、韓国、アメリカが参加し 1989 年

（平成元年）に発足したＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力：Asia-Pacific Economic 

Cooperation）においても、競争政策に関連する事項について取り組んでいる。 

 

３ ＩＣＰＥＮ 

 ＩＣＰＥＮ（国際消費者保護エンフォースメントネットワーク：International 

Consumer Protection and Enforcement Network）は 1992 年（平成４年）に結成された

非公式・自为的な会合であり、ＯＥＣＤ加盟国を中心とした消費者保護機関等が参加して、

国境を越える違法な対消費者取引行為を効果的に規制するために結成されたものである。 

ＩＣＰＥＮの会合においては、国境を越えて行われる対消費者取引における詐欺的行

為・欺瞞的行為に関して、参加当局間の協力の結果、措置を採ることのできた成功例の報

告や対処方法についての議論等が行われている。また、インターネット上の広告について

参加当局共通のテーマの選定を行うほか、“International Internet Sweep Days”（国際

インターネット浄化キャンペーン）を实施し、消費者保護関連諸法違反の有無について一

斉に点検している415。 

 

第８ 先進国の途上国に対する競争法上の国際協力・技術支援 

 途上国においても、競争法は重要性を増しつつある。その理由として、経済のグローバ

ル化により、途上国にとっては、国際カルテルに自国の事業者が参加していないにもかか

わらず、その悪影響は受けているという場合が多くなってきたということがある。また、

ＷＴＯ協定等により自国産業保護・国内開発優先政策を採ることができなくなってきてい

る中で、先進国事業者・政府に対して正当性を为張できる措置・手段として競争法の活用

が考えられるようになってきたということもある416。 

                                                
415 財団法人比較法研究センター『競争法の国際的な執行に関する調査報告書』（2009）15 頁 

416 栗田誠「競争法の国際比較～独占禁止法改正論議への含意」『ＥＳＰ』2004 年５月号（2004） 



 192 

 このような事情から、途上国の中でも地域統合の経験の経験のあるＮＩＥＳ、ラテンア

メリカ諸国では、競争法を積極的に受け入れてきた。その一方、インドやマレーシアのよ

うに、開発政策への悪影響を懸念し、競争法の導入に批判的な諸国もある。しかし、多く

の途上国においては、未だ競争法の重要性に対する問題意識のないところが多い。 

従来、競争法に関する途上国に対する支援は、ＵＮＣＴＡＤ、ＯＥＣＤ、世銀・ＩＭＦ

など、国際組織によるものが为流であった。また、従来の支援では、国際的執行協力体制

の構築を为眼とし、執行面での国際協調・国際協力が進められてきた。これは、途上国を

中心に、競争法未整備の国が多く、競争法が未だ世界標準にはなっていないことから、そ

のような競争法未整備の国でも、競争法が存在する国との貿易の際には、その存在に配慮

して欲しいというものであった。そこで、せいぜい執行の面での協力が中心ということに

なっていた。 

しかし、近時は、先進国が、競争法の普及のための国際協力に力を入れ、各国個別に途

上国に対して、キャパシティ・ビルディングに向けた、競争法及びその関連法規の立案、

競争法の施行、スタッフの訓練及び効果的な競争制度の創設や強化を目的とした技術的援

助・協力を行うようになってきた。先進各国による、まさに自国競争法の「輸出」競争の

状況にある。この理由としては、次の３つの理由が考えられる。 

その第１は、途上国の競争当局の事件摘発能力と摘発後の執行機能を向上させることに

ある417。各国の競争当局は、自国の市場に影響があったカルテル事件を摘発するのが原則

である。よって、国際カルテルによって途上国市場における価格操作や市場分割が行われ

ていたとしても、先進国の市場に影響がなければ、先進国が取り締まることはできない。

そこで、先進国としては、途上国の競争当局の事件摘発能力と摘発後の執行機能を向上さ

せることにより、執行協力により事件の解決を図ることが必要となったのである。 

第２の理由は、途上国が、自国産業保護・国内開発優先政策を为目的とした歪んだ競争

法を導入することを防ぐという意味合いもある418。 

その理由の第３は、自国競争法を積極的に「輸出」し、同様の競争法規定を持つ国を増

やすことにより、競争法の「標準化」競争に勝つためである。この「標準化」競争におい

                                                
417 ＵＦＪ総合研究所新戦略部通商政策ユニット編『ＷＴＯ入門』日本評論社（2004）197 頁 

418 「かつて自国企業保護的な独占禁止法の運用をしてきたと（外国から）評価されている我

が国は、この面では微妙な立場にある。」（栗田誠「競争政策論［第３回］独占禁止法・競争政
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ては、加盟国のみならず加盟希望国がＥＵ型の競争法を採用するとともに、中国などアジ

ア諸国においてもＥＵ型の競争法を採用するなど、ＥＵが一歩先んじた観がある。これに

対し、アメリカは自国と地域間協定を結んでいるアメリカ大陸諸国にアメリカ型の競争法

の指導を強めている。 

 一方、日本は、ＡＰＥＣ等の組織を活用した協力や、ロシア、中国等に対する二国間協

力を推し進めている。例えば、現在、公正取引委員会は、アメリカ、ＥＵ、カナダ、韓国

等の競争当局との定期会合を行うだけではなく、東アジア競争法・政策カンファレンス、

東アジアトップ会合を通じて、他国の競争当局との意見交換等を行っている419。これらは

いずれも公正取引委員会の提唱により設立されたもので、2004 年（平成 16 年）以降これ

までに４回開催されている。東アジア競争法・政策カンファレンスは、東アジア地域にお

いて競争法・政策の重要性に関する共通の理解を構築することを目的としている。また、

競争政策トップ会合は、東アジア地域における競争当局及び競争関連当局のトップが一堂

に会し、その時々の課題や政策動向等について率直な意見・情報交換を行うことにより、

競争当局及び競争関連当局の協力関係を強化することを目的としている。 

 なお、途上国への国際協力・技術支援に当たっては、栗田教授420の以下のような指摘に

十分留意し、各途上国の事情に合ったものとすべきである。すなわち、競争法は市場にお

ける経済活動を対象とするものであるから、本質的に土着的な要素を有していることに留

意する必要がある。国あるいは地域ごとに市場の質、市場の構造、あるいはそこで行われ

ている取引の实態、慣行といったものは様々であり、そこで生じる競争上の問題点も区々

である。従って、ある国・地域で最適な競争法の法制度が、別の国・地域でも同様に最適

であるという保証はない。また、競争法の法制度も大きな法秩序の一部として存在するも

のである以上、全体の法秩序の在り方による制約を受けることになる。实体面について見

れば、例えば、競争法と不正競争防止法との関係という問題があり、手続的にみれば、競

争法執行当局の組織といった問題は国家の行政組織全体の在り方とかかわるものであり、

法執行という面では、司法組織・司法手続と密接に関係してくることもいうまでもない。

唯一の望ましい市場の在り方や競争法の仕組みが存在すると考えるべきではなく、それぞ

                                                                                                                                          

策の国際的課題」経済研修所平成 15 年度経済研修資料、内閣府経済社会総合研究所（2003）

31 頁） 

419 稲熊克紀「企業結合規制における競争当局間の協力について」『ＮＢＬ』第 905 号（2009）

59 頁 
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れの国・地域における様々な制約条件の下で、最適な制度設計や運用を図るべきものであ

って、競争法の国際的調和の議論においても、そうした多様性が許容されるべきである。 

 

第９ ＷＴＯにおける競争法の扱い 

１ 初期の動き 

そもそもＧＡＴＴ／ＷＴＯ体制は、「関税その他の貿易障害を实質的に軽減」すること

を通して「貿易を拡大」し世界的な自由貿易体制を確立することによって、締約国の「生

活水準を高め」ることを目的とし発展してきたものであり、競争政策とは次元の違うもの

であった。 

しかし、ＩＴＯ憲章の精神を引き継いだという経緯から、1950 年代半ば頃から、制限的

取引慣行の規制やそのための国際協力について、専門家グループを設けて検討が行われ、

1960 年（昭和 35 年）のＧＡＴＴ総会において、国際貿易に有害な制限的取引慣行の規制

に関して国際協力を行うことを全会一致で決議した。この決議は、制限的取引慣行に対す

る苦情について、関係加盟国が協議を行い、相互に協力しながら満足しうる解決を図ると

ともに、協議の結果をＧＡＴＴ事務局に通知するというものであった。しかし、手続的・

制度的な面で实現可能性が低かったこと、さらに、先進国と発展途上国の間で各国の为権

をどの程度国際組織に委譲すべきか、制限的取引慣行をどのように定義するか等について

対立があり、实現には至らなかった421。 

ＧＡＴＴ以来数度のラウンドを重ねＷＴＯシステムが整ってくるとともに、ＷＴＯ内に

おいても、次第に、締約国の競争政策の不備や不十分な執行が、自由貿易を「实質的に」

阻害する新たな貿易障壁としてクローズアップされるようになった。このようなことから、

各国に共通の貿易ルールとしてＧＡＴＴ／ＷＴＯ体制があるように、競争の分野において

も共通のルールが必要であるという声が貿易サイドでは強くなってきた422。 

 一方、競争政策界においても、ＷＴＯに期待する動きが出てきた。すなわち、競争法が

各国のそれぞれの歴史的、社会・経済的背景の中で形成されたものであり、また、執行手

続も司法的手続、準司法的手続と異なっていることから、その国際的調和がなかなか進ん

                                                                                                                                          
420 栗田誠「競争法の国際比較～独占禁止法改正論議への含意」『ＥＳＰ』2004 年５月号（2004） 

421 本田直志「国際的競争制限に対する法規制の現状と問題点」『一橋論叢』第 102 巻第１号

（1989） 

422 栗田誠『实務研究 競争法』商事法務（2004）217 頁 
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でいなかった。その改善のために、これまで進められてきたＯＥＣＤ、ＵＮＣＴＡＤ、Ｉ

ＣＮ等における活動は、加盟国や参加国の自発的な意思に基づくことが前提とされており

法的な拘束力を持たないため、より有効かつ实質的に機能する反競争的行為の取り締まり

枠組みとして、紛争処理手続を有するＷＴＯを活用し、その中で競争政策ルールを作るべ

きであると为張されるようになってきた423。また、ＷＴＯ枠内で統一的な競争法協定を締

結すべきとする見解424、ＷＴＯ内に競争政策局を設置し、調査権限を与え、その後漸次カ

ルテル禁止などを協定していくべきであるとする見解425なども为張されるようになって

きた。 

 

２ シンガポール宠言 

このようなＷＴＯ内、競争政策界双方の議論の高まりを踏まえ、ＷＴＯは競争政策につ

いて議論の俎上とすべく舵を切った。1992 年（平成４年）２月、欧州委員会のレオン・ブ

リタン（Sir Leon Brittan）副委員長は、ウルグァイ・ラウンドに続く次のＷＴＯのラウ

ンドにおいて競争法に関する協定の締結を交渉項目に加えることを提案した。この提案を

受けて、1996 年（平成８年）12 月のＷＴＯ第１回閣僚会合（シンガポール）宠言426パラ

グラフ 20 において、「貿易と投資の関係を検討する作業部会を設置すること、及び、ＷＴ

Ｏの枠組みにおいて更なる検討に値し得る分野を特定するため、競争制限的慣行を含め、

貿易と競争政策の間の相互作用について加盟国が提起する問題を検討するための作業部会

を設置すること」が盛り込まれ、「貿易と競争政策の相互作用に関する作業部会（Working 

Group on the Interaction between Trade and Competition Policy）」を設置することが決

定された。 

1997 年（平成９年）７月以降、同作業部会では、無差別原則、透明性原則等、ＷＴＯに

おける伝統的なルールと競争政策の関係に関して締約国間で意見の交換が行われた。また、

競争法の「基本原則（core principles）」や国際協力のモダリティ（態様）、キャパシティ・

ビルディング、開発途上国に対するテクニカル・アシスタント・プログラム（競争政策に

                                                
423 ＵＦＪ総合研究所新戦略部通商政策ユニット編『ＷＴＯ入門』日本評論社（2004）197 頁 

424 ヨーロッパ、アメリカ、日本の競争法学者グループ（ミュンヘン・グループ）による提唱

（正田彬「独占禁止法制の国際的統一について」上智法学論集 38巻３号（1995）97 頁）。 

425 伊従寛「競争法の国際的ハーモナイゼイション」競争政策委員会『経団連くりっぷ』17 号

（1995） 

426 Singapore Ministerial Declaration, WT/MIN(96)/DEC, 18 December 1996. 
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関する専門知識援助プログラム）の实施など、競争政策に関するルール策定についても協

議された427。 

 

３ ドーハ宠言 

この作業部会での検討の結果を受けて、2001 年（平成 13 年）11 月のＷＴＯ第４回閣僚

会合（ドーハ）宠言428はパラグラフ 23 で、2003 年（平成 15 年）９月のＷＴＯ第５回閣

僚会合（カンクン）において、貿易と開発に資するための競争に関する多国間枠組みの締

結に向けた交渉の枠組み（modalities）について合意することをうたった。 

ドーハ宠言に付された解説によると、作業部会は、 

① 透明性、無差別原則、手続的公正、ハードコアカルテル（価格カルテルや入札談

合、市場分割など、競争制限的な性格が強い事業者間の取決め）に関する規定など

の基本原則 

② ＷＴＯ加盟国政府間の競争法に関する自発的な協力のための方策 

③ キャパシティ・ビルディングを通じた途上国における競争制度の漸進的強化の支

援 

の３つのテーマについて、2003 年（平成 15 年）８月までに検討することを求められてい

た。 

 ドーハ宠言で示された内容の特徴429は、第１に、①のように競争制限的行為のうちでカ

ルテル規制のみが抽出されていることである。ラウンド交渉へ向かう作業の進展につれ、

取り上げられる規律対象はハードコアカルテルに収束していった。その理由としては、Ｗ

ＴＯが専ら貿易制限的効果を規律することを任務とするものであるため、貿易制限的効果

の明確性からカルテルとりわけハードコアカルテルへの規制に収束していったものと考え

られる。また、途上国、とりわけ、競争法を持たない国、あるいは持っていてもその歴史

の浅い国への配慮もあったものと思われる。すなわち、貿易制限的効果を比較的説明しや

                                                
427 WTO Working Group on the Interaction between Trade and Competition Policy, Report 

(1997) to the General Council, WT/WGTCP/1, 28 November 2001. 本田直志「競争政策・競

争法とＷＴＯ」『日本経済法学会年報』第 25 号（2004）174 頁、栗田誠「競争法の国際比較～

独占禁止法改正論議への含意」『ＥＳＰ』2004 年５月号（2004） 

428 Doha Ministerial Declaration, WT/MIN(01)/DEC/1, 20 November 2001.  

429 瀬領真悟「地域経済統合と競争政策・独禁法」ＲＩＥＴＩディスカッション・ペーパー（2006）

12 頁 
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すいカルテル問題を取り上げれば、経済成長や貿易の拡大の観点から途上国向けに説明を

行いやすいということもあったと思われる。 

特徴の第２は、②のように实態に即して、ＷＴＯ全体での競争法に関する執行協力協定

の検討よりも、まずは、加盟各国間での競争法に関する執行協力協定の締結が優先された

ことである。 

 

４ 競争政策に関する議論の停滞 

しかし、2003 年（平成 15 年）９月のＷＴＯ第５回閣僚会合では、ＷＴＯで新たな分野

を扱うこと（いわゆる「シンガポール・イシュー」の取扱い）に対する開発途上国の反発

などによって交渉開始には至らず、その後、2004 年（平成 16 年）７月の枠組み合意にお

いて、貿易円滑化、投資、競争、政府調達透明性の４つの新しい交渉分野のうち、貿易円

滑化を除いた競争を含むその他の３分野については今次ラウンドでは、交渉開始に向けた

作業は行わないこととされた。 

以後、競争政策に関する多国間協定の策定は、ＷＴＯ協議には上っていない。その理由

の一つは、上記のように開発途上国が競争を含む新たな分野を扱うことに難色を示したこ

とにあるが、もう一つの理由は、超大国でありかつ競争法の先駆けとなった国であるアメ

リカが国際的な競争政策の協議に積極的でないということにある。アメリカ政府は、競争

政策の課題に貿易問題が混合することを懸念して多数国間協定に冷淡で、むしろ、競争政

策に関する二国間交渉や二国間協力協定を優先させる政策を採ってきている。 

 一方、ＥＵは、競争政策は自由・無差別（最恵国待遇の原則と内国民待遇の原則）・透明

な貿易システムを構築するＷＴＯシステムに欠落する柱であると为張し、ＷＴＯでの国際

的競争法ルールの策定に最も積極的である。その背景には、2007 年（平成 19 年）に競争

を制定した中国をはじめ、近年競争法を制定した開発途上国の多くがＥＵ競争法をモデル

にしていることなどから、国際的ルールがＥＵ競争法をモデルにしたものになることへの

自信があるものと思われる430。 

 

５ ＷＴＯにおける競争政策関連規定 

                                                
430 栗田誠「競争政策論［第３回］独占禁止法・競争政策の国際的課題」経済研修所平成 15年

度経済研修資料、内閣府経済社会総合研究所（2003）32 頁 
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以上の動きから明らかなように、ＷＴＯ協定には、一般的包括的競争法を対象とする規

定はない。しかしながら、一般的包括的競争法規定とは評価できないが、部分的には競争

政策的規律内容を持つと評価できる規定はある431。第１は、ＴＲＩＰs（「知的所有権の貿

易関連の側面に関する協定」）第 40 条やＧＡＴＳ（「サービスの貿易に関する一般協定」）

第８条（独占及び排他的サービス供給）及び第９条のような規定である。例えば、ＧＡＴ

Ｓ第９条は、サービス提供者行為による競争制限とかかる慣行によるサービス貿易制限効

果の関係を認めた上で、加盟国間協議を義務付け、関連情報交換についての協力を規定す

る。この規定は、競争制限的行為の規制を義務付けてはいないが、情報交換の促進により

各国法の発動の奨励をねらいとするものになっている。また、ＴＲＩＰs 協定第 40 条で規

律対象とされる濫用行為は、典型例が示されるだけで定義はないものの、列挙されたもの

以外の知的財産権に関する契約上の各種犯競争行為が含まれると思われる。第２に、電気

通信関連規定にみられるように競争促進規制を可能とするあるいは義務付ける規定がみら

れる。電気通信関連規定は、規制法的側面と競争法的側面を区別していない。しかし、参

照文書は、その受入れ国における競争促進的規制法や競争法の採用奨励、それらの共通化・

標準化促進機能を有する場合もあると思われる。第３に、参照文書では、規制機関や規制

のあり方にまで踏み込んだ規定が置かれており、規制機関の性格や内容の共通化という機

能も果たしうる。 

ただし、これらの規定は、規律対象の貿易歪曲的側面に焦点を当てて規定されたもので

あり、また、ＷＴＯ協定の性格上、国家の行為を規律するもので私事業者による競争制限

的行為の是正に焦点を当てたものではない。 

なお、現行の紛争処理制度においても競争法問題の協議は可能であるが（1960 年第 17

回ガット締約国団会議決議（1960 年 11 月 18 日））、ＷＴＯの性格上、その紛争処理制度

は私事業者の競争法違反行為の存在だけでは利用できず、政府措置が関連することが原則

であり、その利用可能性は限られている432。 

 

６ ＷＴＯにおける競争政策検討の限界 

                                                
431 瀬領真悟「地域経済統合と競争政策・独禁法」ＲＩＥＴＩディスカッション・ペーパー（2006）

２頁、10 頁、ＵＦＪ総合研究所新戦略部通商政策ユニット編『ＷＴＯ入門』日本評論社（2004） 

197 頁 

432 根岸哲編『注釈独占禁止法』有斐閣（2009）122 頁（瀬領真悟） 
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 ＷＴＯは自由貿易体制の維持・拡大を目的に設立されたものであるため、ＷＴＯにおい

て競争政策について検討する際も、やはり、貿易上の利益や貿易の自由化の効果という観

点が中心に据えられることとなる。一方、競争法・競争政策においては、各国の「国内」

市場における競争秩序の維持が为眼であり、外国で行われた競争制限的行為について問題

にする際にも、「国内市場」における競争を排除したかどうかが問題となる。よって、同じ

国際カルテル等を対象としても、国内市場における競争に影響を与えるかどうかという競

争法・競争政策における視点と、貿易の自由化の効果に影響を与えるかどうかというＷＴ

Ｏにおける視点とは、根本的に目指すものが異なっている433。 

また、ＷＴＯにおいては、「国家又は政府の措置」を対象とするものであり、私人、私

事業者はその対象としてこなかった。一方、競争法・競争政策では、私人、私事業者の行

為に対して適用されるものであり、この点も対照的である434。 

 以上のことからするに、「加盟国の数からいっても、また、これまでの实績からいっても、

国境を越える国際的な問題を取り扱う場としては、今日、ＷＴＯを除いては、他に適当な

場が見つからない」435ことは事实であり、また、ＷＴＯにおける競争政策ルール策定は国

際カルテルの取り締まりに関する国際協力を目指す試みであり途上国にとって魅力的なも

のとなる可能性が高い436としても、ＷＴＯの中において競争政策の多数国間協定の策定を

目指すのは不可能であろうと思われる。 

 

                                                
433 田村次朗「国際取引と独占禁止法」金五貴嗣、川濵昇、泉水文雄編『独占禁止法［第２版］』

弘文堂（2006）386 頁 
434 長岡貞男「グローバライゼーションと競争政策」後藤晃、鈴村興太郎編『日本の競争政策』

東京大学出版会（1999）308 頁 

435 本田直志「競争政策・競争法とＷＴＯ」『日本経済法学会年報』第 25 号（2004）191 頁 

436 ＵＦＪ総合研究所新戦略部通商政策ユニット編『ＷＴＯ入門』日本評論社（2004）199 頁 
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第２節 今後の国際協調の在り方 

 

 国ごとの競争法・競争政策の相違は、国際取引において障害や特殊考慮要因になる可能

性がある。さらに、各国が自国競争法を域外適用することとなると、国家間の为権の衝突・

抵触の問題が生じ、事業者を国家間で板挟みの状態に陥らせる場合がある。経済がグロー

バル化し、一国の枠内で納まりきれない取引が常態化してくると、法規制の相違、各国競

争法の域外適用による立法・執行管轄権の競合は、各国事業者にとっては過大なコストと

なりかねない。よって、競争法の世界においても、事業者側の負担を軽減し、貿易の自由

化を促進するための対応が求められている。 

 

第１ 国際競争法協定の締結の必要性と困難性 

 各国競争法の立法・執行管轄権の競合が国際紛争を引き起こし、国境を越えて行われる

競争制限行為に対して各国がなかなか实効的な規制を及ぼすことができない背景には、各

国の競争政策・競争法に対する考え方、及びその内容の不一致がある。これは、競争政策・

競争法の概念が誕生してまだ１世紀あまりの発展途上段階であり、未成熟な部分があるか

らである。 

 これを克服し、各国の競争法・競争政策の内容を共通化、平準化（convergence）する

ための方策としては、 

① ＷＴＯのような多数国の加盟する競争に関する協定（国際競争法協定）を締結す

る方法、 

② そのような国際法協力協定を結ばずとも、 

(i) 合意できる二国（複数国）間において为に執行面を中心に二国（複数国）間競

争法協力協定を締結するという方法、 

(ii) 二国（複数国）間競争法協力協定の締結ではなく、各国間の協議によって各国

がそれぞれ自国の競争法を改正し、共通化、平準化を進めるという方法がある。 

このうち、本来的には、国際競争法協定ともいえるべき、包括的・横断的・統一的な競

争政策に関する多数国間協定の策定が望まれるところである437。たとえＷＴＯの中で統一

                                                
437 杉浦市郎「国際取引と独禁法」根岸哲、杉浦市郎編『経済法［第５版］』法律文化社（2010）

162 頁。また、須網教授によると、Dabbah ロンドン大学教授は、競争法の域外適用の結果生

じる抵触を解決するために、管轄に関するルールでは解決できないことを前提にして、①競争
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的・包括的な競争政策に関する多数国間協定を締結することは不可能であるとしても、多

国間協議を通じた競争法規則の標準化の努力、不執行に対する苦情と紛争処理、多国間で

管理された対抗措置などといったＷＴＯモデルは、この国際競争法協定の締結においても

参考になると考えられる。 

しかし、以上でも見てきたとおり、国際競争法の形成に向けた半世紀以上にわたる歩み

は、これまでのところ、十分な成果を挙げてはこなかった。その为たる理由としては、国

際的な協議をしようとしても、競争法に関する国際的な認識が未成熟であったことと、世

界の過半を占める発展途上国側の賛同が得られなかったことにある。とりわけ、発展途上

国側は、国内経済の規模が小さい（スモール・エコノミー）ことから、多国間のルールに

拘束されると、国内の弱小産業、事業者が維持できなくなり、自国の産業政策に支障をき

たすと考えるからであろう438。 

 

第２ 発展途上国への協力とコア・プリンシプルの確立 

 このような発展途上国側の懸念を払拭するために、今後、競争法・競争政策先進国とし

てなすべきことは、 

① 発展途上国、とりわけ、競争法未制定国に対して競争法・競争政策の普及活動を

さらに推し進めること（ただし、途上国については、先進国での競争政策や競争法

制がそのままあてはまるものではないので、別に開発や経済発展の観点からも考察

する必要があることは言うまでもない439。）と、 

                                                                                                                                          
政策の实効的な通商政策による代替、②抵触を避けるための緊密な協力（具体的には、他国の

競争当局の対応を考慮、協力が不可能な例外的な場合のみの域外適用、国際法原則の尊重、３

倍額損害賠償の廃止）、③２カ国間・多国間における共通アプローチの発展という方法を指摘

し、その上で、理想的には国際的なシステムが確立される段階に到達することが必要であると

している。ただし、次善の策として、各国の競争政策の調和と協力を促進するために、各国の

司法機関と競争当局が行動すべきであるとしている（須網隆夫「独占禁止法・競争法の域外適

用に関する総論的検討」『独占禁止法の域外適用』早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会

型企業法制の創造（2010）11 頁、Maher M. Dabbah, The Internationalisation of Antitrust 

Policy 2 (2003) 204）。 

438 平川幸彦「企業活動のグローバル化・市場の寡占化に伴う企業結合規制の再検討」電気通

信普及財団『研究調査報告書』第 20号（2005）74 頁 

439 本田直志「競争政策・競争法とＷＴＯ」『日本経済法学会年報』第 25 号（2004）176 頁 
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② 競争法の基本原理（core principle）、すなわち、独立の執行機関の設置、国籍等

による差別の禁止、関係事業者への手続的保障、被害者のアクセス等の合意作りを

行うこと 

が当面の課題となる440。 

 これらの動きは、本来的には、いずれかの時期には集約して一本化していくべきである

が、現時点としては、従来どおり、各機関等により個別に進められていくこととなるので

はなかろうか441。 

しかし、単にこれまでのようにそれぞれの機関が別個独立にハーモナイゼーションの努

力を行うよりも、むしろ、それぞれの機関がその特性に応じて担当する分野を分担すると

いうことの方が、より一層、効率的にハーモナイゼーションが進められるのではなかろう

か442。例えば、ＯＥＣＤやＵＮＣＴＡＤにおける研究結果を下に、協定の法的拘束力が高

いＷＴＯにおいて实際の国際協力を行うということが考えられる。また、法的拘束力の強

いＷＴＯにおいては、規制内容に関して各国間で意見の違いが尐ない国際カルテルを取り

扱う一方で、ルールが柔軟で意見交換が中心となっているＩＣＮにおいては、各国の見解・

立場がさまざまであるクロス・ボーダーのＭ＆Ａに関する国際協力を行うということも検

討されるべきである。 

 ただし、实際問題としては、ＷＴＯが当面、競争政策を取り扱うことはないと思われる

ため、恐らく今後の国際的な展開としては、ＩＣＮ、ＯＥＣＤが中心になっていくのでは

なかろうか443。そこで、現在ではその加盟国の範囲が限定されているＩＣＮ、ＯＥＣＤの

加盟国の拡大、とりわけ発展途上国の取り込みが必要となってくる444。また、これらの諸

機関において、発展途上国の議論への参加をオープンにしておくよう、受け皿を整えてお

                                                
440 栗田誠「競争政策論［第３回］独占禁止法・競争政策の国際的課題」経済研修所平成 15年

度経済研修資料、内閣府経済社会総合研究所（2003）40 頁 
441 発展途上国への支援策については、市場強化のための制度整備協力に関する委員会産業競

争力強化分科会・国際協力事業団『途上国への制度整備協力の方向性（貿易・投資・競争関連

制度）』（2003）39 頁以下に詳しい。 

442 ＵＦＪ総合研究所新戦略部通商政策ユニット編『ＷＴＯ入門』日本評論社（2004）199 頁 

443 平川幸彦「企業活動のグローバル化・市場の寡占化に伴う企業結合規制の再検討」電気通

信普及財団『研究調査報告書』第 20号（2005）74 頁 

444 ただし、発展途上国が増加し、アメリカの発言力が相対的に低下したときには、アメリカ

が脱退するという、ハバナ憲章の時と同様なことが繰り返されるおそれもなしとしない。 
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くことも肝要である。いずれにしても、発展途上国に適切に協力できるよう問題点を整理

しておくなど、競争政策先進国側の努力が必要となってくると思われる。 

 このようなかたちで、ハーモナイゼーションを推し進め、例えば、その成果物として、

ＩＣＮあるいはＯＥＣＤにおいてモデル競争法あるいはモデル競争法協力協定を策定する

という方法も考えられるのではなかろうか。租税法においては、ＯＥＣＤが二重課税の防

止、徴税に関する国際協力について定めたモデル租税条約を作成し、世界各国間において

締結が進んでおり445、これを先例として競争法の世界でもモデル競争法あるいはモデル競

争法協力協定の策定を検討することも一つの方策であろう。 

 

第３ ハーモナイゼーションにおける課題 

 以上見てきたように、あらゆる方面・角度から競争法・競争政策のハーモナイゼーショ

ンが進められてきた。 

しかし、ハーモナイゼーションに対しては、発展途上国側の懸念だけではなく、競争政

策先進国内においても、適用、すなわち処分の対象となる事業者側からの強い懸念が表明

されている部分もある。これは、とりわけ、近年各国において導入が進んでいる制裁金と

リニエンシー制度についてである。 

リニエンシー制度によって、競争当局は、事業者側から国際カルテルの資料を入手し、

事件の摘発を進めることが可能となった。しかし、国際カルテルの場合には、各国政府間

の協力も行わなければ、有効な解決には至らない。この政府間協力を实効あらしめるため

には、政府間で秘密情報を交換する必要が生じるが、この秘密情報がリニエンシー制度に

よって獲得された場合に問題が生じることになる。各国競争当局には秘密保持義務（例え

ば日本の場合は独占禁止法第 39 条）が課されているが、国際協調の面からすると、事件

解決のためには、このような情報も各国間で共有すべきこととなる。しかし、リニエンシ

ーを申請する事業者側からすると、一旦リニエンシー申請をして資料を提出すると、それ

が外国の競争当局に渡る可能性があり、今度は外国でどのように使われるかわからないと

いう不安を生じることになる。とりわけ、アメリカに渡ってしまった場合には、３倍額損

                                                
445 OECD, Model Double Taxation Convention on Income Tax and Capital 
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害賠償請求の資料に使われる恐れもあるなど、リニエンシーを申請するインセンティブが

損なわれるという問題がある446。 

 この問題については、日本の産業界も強い関心を寄せており、日本経済団体連合会も「各

国の競争当局に公正取引委員会の審査情報が漫然と提出されることとなれば、他国では弁

護士秘匿特権等で保護される文書に相当するものが提出されるおそれがある。公正取引委

員会が審査手続で収集した情報は、本来、日本の独占禁止法の適用を判断するためのもの

であり、海外競争当局との情報交換の目的であっても、開示前に、被疑事業者に対して開

示の可否及び開示範囲に関する意見を述べさせる等、適正手続を保障すべきである。」と提

言している447。 

 また、2005 年（平成 17 年）のＯＥＣＤ報告書『ハードコアカルテル審査における競争

当局間の正式な情報交換のためのベストプラクティス』においても、競争当局間の情報交

換によって、リニエンシーを含めたハードコアカルテルの審査に対し、「意図しない悪影響

がもたらされるべきではない」との懸念が表明されている。また、ＩＣＮのリニエンシー

報告書においても、推奨プラクティスとして、リニエンシー制度の設計において、「申請者

の同意（waiver）又は法律に基づく場合を除き、申請の事实及び提供された情報を秘匿す

ること」、「申請者に対し、カルテルの影響ある他国の競争当局への申請も勧めること」等

が挙げられている。 

 この問題を解決するためには、リニエンシー制度を活用した関係事業者の正当な利益に

配慮した仕組み・運用の構築が求められる448。ただし、この問題に関しては、一国の法整

備では解決できないため、日本経済団体連合会がいうように、各国の法制間の基本的な枠

組みの相違を解消するべく、とりわけ、違反事件処理手続（事前聴聞手続）のハーモナイ

ゼーションを進めることが必要である449。また、二国間において競争法協力協定を策定す

                                                
446 松下満雄「国際事案に対する競争法の適用」公正取引委員会競争政策研究センター第 10回

公開セミナー講演錰（2007）17 頁 

447 （社）日本経済団体連合会「独占禁止法の抜本改正に向けた提言」（2007） 

448 栗田誠「競争政策論［第３回］独占禁止法・競争政策の国際的課題」経済研修所平成 15年

度経済研修資料、内閣府経済社会総合研究所（2003）40 頁 

449 競争法研究協会「独占禁止法の基本問題に関する意見の説明」（2007） 
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るに当たって、リニエンシー申請情報については情報交換の対象から除外すべき等の検討

も行われるべきであろう450。 

 

第４ ハーモナイゼーションと域外適用の問題 

このように、競争法のハーモナイゼーションが進められるべきであるが、ハーモナイゼ

ーションによって競争法の共通化・平準化が進めば、域外適用を为張する側も、またそれ

を受ける側も、規制に対する不満を軽減することになるし、何よりも共通化・平準化され

た各国の競争法の施行は、そうした域外適用それ自体を回避することに繋がるものと考え

られよう451。その意味で、競争政策・競争法のハーモナイゼーションの推進は、管轄権の

競合を調整し、实効的な規制を及ぼす究極的な方策として有益である452。 

また、これまで为に行われてきたのは競争法の实体法上のハーモナイゼーションであっ

たが、今後はさらに、手続法上のハーモナイゼーションについても推進していくことが望

まれる。しかしながら、手続法の分野については、すでに各国それぞれが固有の法制を持

っており、競争法に関する手続法のみこれと切り離して各国共通手続法を作っていくこと

には困難な面もある。 

 なお、ハーモナイゼーションというと、単純に横並びにすればいいという話になってし

まうのは誤りであり、各国の競争法規制基準の相違は市場・競争实体の反映でもあること、

また、規制基準・手続の統一が常に望ましい結果をもたらすとは限らないことといった点

にも配慮をしていくことが必要である。 

 

 

第４章小括 

競争法のハーモナイゼーションについては、1947 年のハバナ憲章以降、国連経済社会理

事会（ＥＣＯＳＯＣ）、国連貿易開発会議（ＵＮＣＴＡＤ）、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）

等、様々な国際的な機関で進められ、とりわけ、ＯＥＣＤでは『国際通商に影響を及ぼす

制限的取引慣行についての加盟国間の協力に関する理事会勧告』（1979 年）をとりまとめ

るなど、一定の成果を収めてきた。一方、期待されていたＷＴＯにおける競争政策の議論

                                                
450 多田英明、奥村豪、田村亮平、伊永大輔、渥美雅之「外国当局との次世代協定締結に向け

た調査研究」（2009） 

451 本田直志「競争政策・競争法とＷＴＯ」『日本経済法学会年報』第 25 号（2004）176 頁 
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については、1996 年のシンガポール宠言に盛り込まれたものの、以後は、そもそも貿易問

題に関する先進国と開発途上国の対立もあり、競争政策に関する議論は進んでいない。 

以上のように、国同士の協議には様々な問題もあり、現在では、非公式組織である国際

競争ネットワーク（ＩＣＮ）を中心に協議が進められるようになっている。ＩＣＮがとり

まとめた各種の「指針」、「推奨される方法」は参加各国の国内法として採用されるように

なってきており、現段階で最も有効なハーモナイゼーションの手段となっている。 

 このようなハーモナイゼーションは引き続き進められるべきであるが、国際競争法協定

の締結には困難な面も多く、まずは、発展途上国への協力を進め、競争法のコア・プリン

シプルを確立することや各国間で秘密情報をどう取り扱うかといったことなどから解決し

ていくべきである。また、实体面でのハーモナイゼーションは進んでおり、さらに手続面

でのハーモナイゼーションも望まれるところであるが、各国固有の法制が絡むため難しい

面もある。 

 

                                                                                                                                          
452 中川淳司、清水章雄、平覚、間宮勇『国際経済法』有斐閣（2003）317 頁 
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第５章 競争法協力協定の現状と課題 

 

 前章で見たとおり、統一的・包括的な競争政策に関する多数国間協定の締結がなかなか

困難である現在、各国の効果理論に基づく一方的な管轄権の行使による为権衝突の回避、

有効な情報収集や証拠収集などの観点から見て、事件解決にとっては手続法上のハーモナ

イゼーションを企図している二国（複数国）間競争法協力協定（以下「協力協定」という。）

が必要不可欠となっている453。協力協定はその締結が比較的容易である上、競争の内容も

当事国間で柔軟に決定することができ、競争政策の先進国間の協力には適しているものと

いえる454。また、協力協定で協力スキーム等を明確化することにより、協力が行いやすく

なる面があり、協力協定は、効率的かつ効果的な法執行面での土台として、非常に重要な

ものであると評価できる455。 

本章においては、近年、各国が精力的に締結しだした協力協定について、为に村上教授

456の整理に従いながら、その締結の現状と内容について概観した上で、日本の独禁協力協

定の締結の現状と内容について考察することとしたい。 

 

第１節 各国における協力協定の動き 

 

第１ 協力協定以前の時代 

 反トラスト法の積極的な域外適用をめぐり、各国との緊張関係が高まったことを改善す

るため、アメリカは、1959 年にカナダとの間で、反トラスト法の執行協力に関する了解覚

書（フルトン＝ロジャース了解）を取り交わし、その後、ＯＥＣＤの『国際通商に影響を

及ぼす制限的取引慣行に関する加盟国間の協力に関する理事会勧告』（1967 年）に対応し

て、1969 年に同了解覚書の改正を行った（ミッチェル＝バスフォード了解）（その後、両

                                                
453 根岸哲、舟田正之『独占禁止法概説［第３版］』有斐閣（2006）62 頁 

454 ＵＦＪ総合研究所新戦略部通商政策ユニット編『ＷＴＯ入門』日本評論社（2004） 197

頁 

455 稲熊克紀「企業結合規制における競争当局間の協力について」『ＮＢＬ』第 905 号（2009）

58 頁 

456 村上政博「競争法に関する二国間協定と国際的執行体制」『ジュリスト』1160 号（1999）

84 頁、村上政博『独占禁止法研究Ⅲ』弘文堂（2000）８頁、村上政博『アメリカ独占禁止法

［第２版］』弘文堂（2002）340 頁、村上政博「国際取引への法適用」『判例タイムズ』第 1295

号（2009）77 頁、村上政博『独占禁止法［第３版］』弘文堂（2010）82 頁 



 208 

国間においては 1984 年に協力協定が締結されたが、同了解覚書はその先駆けとなったも

のである）。また、1976 年には、初の協力協定であるアメリカ・西ドイツ協力協定が締結

され、執行に関する相互支援が定められた。 

 各国においても、いたずらに摩擦を増大させることはお互いにとって有益なものではな

く、それぞれの原則は譲れないものの、むしろ互いの立場を可能な限り尊重する形で協力

を行う方が、それぞれにとって有益であるという認識が、浸透するようになってきた。ま

た、1983 年のレイカー航空事件により、対抗立法によって両国の間に立つ事業者がより困

難な状況に陥ることが明らかとなったこともあって、競争法の執行に関する国際的協力の

枠組みを整備することの必要性が、より広く認識されるようになってきた457。 

このような背景から、各国間で協力協定が締結されるようになってきた。日本を除く各

国間で現在までに締結された協力協定としては、アメリカ・西ドイツ（1976 年）、アメリ

カ・オーストラリア（1982 年、1999 年追加）、アメリカ・カナダ（1984 年、1995 年改正、

2004 年追加）、西ドイツ・フランス（1984 年）、アメリカ・ＥＣ（1991 年、1998 年追加）、

オーストラリア・ニュージーランド（1994 年、2007 年改正）、アメリカ・イスラエル（1999

年）、ＥＣ・カナダ（1999 年）、アメリカ・ブラジル（1999 年）、アメリカ・メキシコ間（2000

年）、カナダ・オーストラリア・ニュージーランド（2000 年）、カナダ・メキシコ（2001

年）等がある。 

以上のように、競争法を有している为だった諸国は、すでにどこかの国と協力協定を有

しているといえる。とりわけアメリカがこの締結に熱心であるが、それは、各国の対抗立

法制定を招いたことを反省し、むしろ積極的に網の目のように協力協定を各国と締結する

ことにより、競争法のマルチ・ネットワークを实質的に形成しようという政策を採ってい

るためである。 

各国の締結している協力協定は、その内容により、以下のように分類することができる

458。 

                                                
457 外務省北米局北米第二課篇『解説 日米独禁協力協定』財団法人日本国際問題研究所（2000）

５頁 

458 以下の分類は村上教授の説による。なお、これとは異なり、基本的には自国法の権限の枠

内での協力にとどまり、他国の競争当局から協力要請があったとしても自国の競争法に違反し

ていない限り捜査はできず、特に、企業結合とは異なり、被対象者が調査に積極的に協力する

ことが期待できないカルテルの調査においては競争当局の情報共有の範囲は限定されざるを

得ないものを「第１世代」とし、自己の保有する証拠の相手国当局への提供を可能とするとと
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第２ 第１世代の協力協定（1980 年代） 

1980 年代に締結されたアメリカ・オーストラリア協力協定（1982 年）、アメリカ・カナ

ダ協力協定（1984 年）などが第１世代の協力協定である。この協定を結ぶことにより、オ

ーストラリアは自国天然資源開発政策、カナダは自国産業育成政策を保護するとともに、

自国为権とアメリカの競争政策（具体的には競争法の域外適用）との衝突の回避

（avoidance of conflict）及び調整を図ろうとした。このように、第１世代の協力協定は、

アメリカの一方的な競争法の域外適用を手続的に抑制する目的で締結されたものである。 

このような経緯から、その内容には、競争法違反事件の調査についての緩やかな協力義

務を定めるだけでなく、一方当事国の競争当局が相手国の利害に影響を及ぼす事件につい

て調査を開始しようとする場合には、事前に相手国に通報（notification）し、相手国の要

請による協議（consultation）に応じ459、さらに一方当事国は、この協議を通して（調査

の見送りを含め）相手国の重要な国家利益について最大限の配慮をすること（これを消極

礼譲（negative comity）という。）が盛り込まれた。 

さらに、相手国側が、アメリカ国内で行われる（競争当局の提起する）政府訴訟より、

私人の提訴する私訴のほうが脅威であると認識していたことに配慮し、アメリカ競争当局

が相手国の要請を受けて相手国の利害に影響を及ぼす私訴に参加し、二国間の協議におけ

る経過と合意事項を裁判所に報告するという私訴に対処する仕組みも設けた。 

また、アメリカ以外を締約国とする協力協定としては、初めて 1984 年に西ドイツ・フ

ランス協力協定が締結された。その後、ＥＣにおいて 1989 年に企業結合規則が制定され

たことなどを契機として、各国競争当局間で協力協定を締結する気運が高まっていった。 

 

第３ 第２世代の協力協定（1990 年代） 

                                                                                                                                          

もに、競争法違反の行為について他方の国の競争当局の要請に基づき被要請国の競争当局が強

制調査権を含む権限を行使して証拠を収集することを可能にするものを「第２世代」とする分

類もある（根岸哲「独禁法の国際的執行・協力」日本経済法学会編『経済法講座２ 独禁法の

理論と展開（１）』三省堂（2002）144 頁）。 

459 この通報と協議の方式は、1986 年改訂のＯＥＣＤの『国際通商に影響を及ぼす制限的取引

慣行についての加盟国間の協力に関する理事会勧告』にも取り込まれており、ＯＥＣＤ加盟国

の間では頻繁に实施されている。また、二国間の通商航海条約で、競争法の適用に関する通報

と協議を規定する例も多い。（中川淳司、清水章雄、平覚、間宮勇『国際経済法』有斐閣（2003）

312 頁） 
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 1993 年のアメリカのハートフォード火災保険会社事件連邦最高裁判決を受けて、国際礼

譲を判断する为体としての裁判所の限界が明らかとなったことから、競争当局による手続

段階での国際礼譲判断が注目されるようになってきた460。このような背景を受けて 1990

年代に締結されたのが第２世代の協力協定である。第２世代の協力協定は、競争法の域外

適用による为権の衝突を回避、調整するだけでなく、経済活動の国際化により、関係国が

ともに管轄権を有する事業活動が増大していく中で、そのような共同管轄行為について効

率的な事件処理体制（競争法の執行体制）を構築することを目的として締結された。第２

世代の協力協定の代表的なものとしては、アメリカ・ＥＣ協力協定461（1991 年）、アメリ

カ・カナダ協力協定（1995 年改定のもの）がある。この第２世代の協力協定における为要

な規定事項としては、以下のように消極礼譲、積極礼譲462、通報・協議、執行協力がある。 

なお、国家法の域外適用の局面で「国際礼譲」を考慮するというのは、相手国で行われ

た行為に対して、自国法を域外適用するための管轄権があるにもかかわらず、国際関係上

の配慮に基づき相手国に一定の敬意を払って、自国の管轄権の行使を抑制するという（特

に英米において伝統的な）考え方である。ただし、国際礼譲の原則自体は、個別の条約、

又は条約上の共助枠組みにおいてそれが採用されれば別であるが、積極礼譲も消極礼譲も

国際法上の義務ではなく各国の政策問題であり、二国間で特に合意されていない限り、国

                                                
460 伊永大輔「競争法の域外適用に伴う国際的執行の現代的課題」『法学研究』80巻12号（2007）

582 頁 

461 Agreement Between the Government of the United States and the Commission of the 

European Communities Regarding the Application of Their Competition Laws. なお、アメ

リカ政府と欧州委員会は 1991 年９月、同協定に署名したが、ＥＣの一部構成国は、同協定の

締結は欧州委員会の権限踰越であるとし、その無効を求め欧州裁判所に提訴した。欧州裁判所

は、1994 年、請求を認容し、欧州委員会の協定締結行為を無効とした。このため、欧州委員

会は欧州理事会と共同して同協定を承認し（1995 年４月）、その際、署名当初から同協定が有

効であることを確認した（高島忠義「米・ＥＣの独禁協力協定について」『法学研究』第 72巻

第 11号（1999）103 頁以下参照）。 

462 改めて語義を整理すると以下のとおりである（渡邊頼純監修『解説 ＦＴＡ・ＥＰＡ交渉』

日本経済評論社（2007）351 頁）。 

消極礼譲：自国内の競争制限的行為が他国の領域にも影響を及ぼす場合には、自国の競争法の

執行に際して当該他国の利益を考慮すること。 

積極礼譲：他国の領域内における競争制限的行為が自国の利益を害している場合、当該他国の

競争当局に対し、自国に影響を及ぼす当該競争制限的行為に対して相手国の競争法を適用する

よう要請すること。 
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際礼譲を払わないことがあっても、道義上や政治上の非難を受けることはあっても法的な

責任は生じない463点に注意すべきである。 

 

１ 消極礼譲 

第２世代の協力協定においても、消極礼譲については、考え方、規定内容ともに、第１

世代の協力協定とそれほど大きな相違点はない。 

まず、国家間の対立の回避の題目の下、各当事国が自国の重要な利益と両立する限りに

おいて、他方当事国の重要な利益（important interests）に配慮するように努力すべきこ

とが宠言されている。 

次いで、①重要な利益は、通常その国の法令、決定、声明に示されること、②重要な利

益に対する悪影響は、調査段階から排除措置段階に進むにつれて大きくなることが規定さ

れ、最後に両国の対立する利益を調整していく際に考慮される为要要因が列挙されている。 

なお、消極礼譲を行使するのか、あるいは行使するとしてその程度をどうするのかは、

自国領域外で行われた行為に対して自国管轄権がどのように行使されるべきかという管轄

権行使の問題と密接に関連している464。従って、このような場面においては、管轄権行使

の面から検討を行い問題解決を図ることも可能である。 

 

２ 積極礼譲 

 事業活動の国際化が進行するに伴い、複数国がともに管轄権を有する行為や、複数国の

それぞれの重要な利益に影響を及ぼす行為が増大するようになってきた。といっても、各

国市場に及ぼす影響の度合いは区々であるため、問題行為の中には、ある国の市場又は利

益に及ぼす影響は極めて大きいが、別の国の市場又は利益に及ぼす影響はそれほど大きく

ないという行為も存在する。 

そのような行為については、その行為によって大きな影響を受ける国の競争当局が事件

調査を行い排除措置を命じることにより、他の国の市場への悪影響、競争制限効果も取り

除かれる可能性が大きい。また、そのような事件については、当該行為についての情報、

証拠が、最も大きな影響を受ける国の領域内に偏在することが通例であり、事件処理の効

                                                
463 経済産業省通商政策局『不公正貿易報告書』2007 年版（2007）359 頁 

464 瀬領真悟「地域経済統合と競争政策・独禁法」ＲＩＥＴＩディスカッション・ペーパー（2006）

13 頁 
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率性の点からも、最も大きな影響を受ける国の競争当局が、その行為について事件処理を

行うことが相当である。 

 そこで、第２世代の協力協定では、一方当事国の競争当局は、①自国の市場又は重要な

利益に影響を及ぼし、かつ、②相手国の競争法に違反する行為について、相手国の競争当

局に対して調査を行い適切な措置を採ることを要請できる旨、さらに、この要請について

相手国の競争当局は誠实に対処することを規定している。これが、積極礼譲（positive 

comity）といわれる考え方である465。 

 なお、被要請国が要請に応じるか否かは任意であるが、被要請国が要請された協力を拒

む場合には、①要請国の審査対象となっている違反行為が被要請国においてはハードコ

ア・カルテルとはみなされない行為であること、②要請に応じることが被要請国にとって

過大な負担となる、又は進行中の審査に悪影響を与えること、③被要請国が要請国におい

て情報の秘密保持が十分担保されないと考えること、④被要請国の国内法により要請を受

ける権限が規定されていないこと、⑤要請に応じることが被要請国の公共の利益に反する

こと、等を総合的に考慮し、国際礼譲の観点から一定の配慮がなされるべきである466。 

 1991 年協力協定を補完する 1998 年のアメリカ・ＥＣ協力協定は、積極礼譲の内容を詳

細に規定しており、その基本的性格について、要請国が被要請国の競争当局を信頼して、

当該行為についての事件処理を委ねるところにあることを明確にしている。また、積極礼

譲が適用される行為として、①被要請国で行われ要請国の消費者に対して直接に被害を及

ぼさない競争制限的行為（要請国からの輸出を制限する被要請国内のカルテルや要請国の

輸出業者を対象とする被要請国におけるボイコットなど）、②为に被要請国の領域内で、被

要請国の市場を対象に行われ、要請国の消費者に付随的な被害を及ぼす競争制限的行為が

想定されている。 

 

                                                
465 「国際礼譲（international comity）の原理は一般に相手国の为権尊重の原理であるため、

国際礼譲が考慮されるということは、必然的に域外適用に否定的な方向で考慮されることが一

般的であった。これに対し、積極礼譲は、独禁法の施行に関し、各国の当局が協議し、また協

力し合って、反競争的行為を規制しようという考え方である。」（越知保見『日米欧 独占禁止

法』商事法務（2005）1097 頁） 
466 伊永大輔「競争法の域外適用に伴う国際的執行の現代的課題」『法学研究』80巻12号（2007）

576 頁。なお、同書は「このような裁量の留保こそが二国間協定の普及を促進し、結果として

管轄権の抵触を回避してきたと評価しうるため、単なる限界ではないことに言及しておくこと

も必要である」としている。 
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３ 通報・協議 

 通報義務の範囲は、实質的に協力協定の適用範囲を定めることとなる。また、協力協定

が有効に機能するためには、通報事項が適切に規定されるだけでなく、その通報事項が適

切な時点に（例えば、決定時点よりも十分事前に）、かつ、十分な精度、詳細さをもって通

報される必要がある。このため、通報に関する規定は、实務上は極めて重要である。 

 第２世代の協力協定では、第１世代の協力協定と比べて、通報に関する規定が極めて詳

細なものになっており、要請を受けて調査を開始する場合、被要請国の競争当局は調査の

進行状況を要請国の競争当局に通報することとなっている。 

他方、協議については、第１世代の協力協定が協議を中心に構成されていたのに対して、

第２世代の協力協定では極めて簡潔なものになっている。これは、協力・共助といっても、

各国が自国法を適用することには変わりなく、現在の協力協定は、各国当局の判断自体を

協議や国際的な紛争処理システムにより調整するような仕組みではないことの現れである

467。 

 

４ 執行協力 

 第１世代の協力協定と比べ、第２世代の協力協定において大きく進展した点が、執行活

動の協力についての規定が盛り込まれるようになったことである。これは、国家为権の問

題から執行管轄権の及び難い部分について、両国間の協定により、互いに本来相手国が行

うべき執行を代替して行うことを約すものである。 

 執行活動の協力といっても、排除措置についての調整まで求められる事件は尐なく、实

際に中心となる事項は、調査協力、情報（秘密性を有しないものに限る）提供である。一

方当事国の競争当局から他方当事国の競争当局への調査協力、情報提供を行う典型事例と

しては次の３つが考えられる。 

 第１に、他方当事国の競争当局が調査を行う他方当事国の競争法違反について、たまた

ま情報、証拠が自国の領域内に所在する場合である。この場合でも、他方当事国における

競争法違反事件の調査・措置が自国の重要な利益に悪影響を及ぼすときには、むしろ消極

礼譲により相手国の競争当局に調査を差し控えてもらいたいのであり、調査協力、情報提

供は論外になる。しかし、大多数の相手国競争法違反事件については、排除措置の執行に

                                                
467 瀬領真悟「地域経済統合と競争政策・独禁法」ＲＩＥＴＩディスカッション・ペーパー（2006）

14 頁 
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至るまで相手国の領域内において完結する事件が多いのであり、その場合自国の法令の許

す範囲内及び自国の重要な利益に悪影響を及ぼさない限りにおいて、できる限り相手国競

争当局に調査協力、情報提供することが、国際礼譲上も相当である468。 

 第２に、自国が積極礼譲により、相手国競争法違反で相手国の競争当局に事件処理を要

請、付託する場合である。これも国際礼譲上、自国法令の許す限りにおいて相手国競争当

局に調査協力、情報提供することが相当である。 

 第３に、両当事国の競争当局がともに管轄権を有しそれぞれの競争法違反で事件調査を

行う場合である。この場合も、各々の競争当局は自国法令の許す限りにおいて、調査協力、

情報提供を行うことが、各々の事件調査を促進し、かつ、救済措置段階での調整を促進す

る点からも相当である。 

なお、排除措置の執行について相手国に求めるような場合には、相手国裁判所による承

認等を条件として決着することとなる469。相手国裁判所の承認が得られない場合には執行

は不可能であるが、現在の協力協定では直接それを解決する仕組みは用意されていない。 

 

５ 第２世代の協力協定の効果 

 第１世代の協力協定では、アメリカと協力協定を締結した相手国の目的は、为に、アメ

リカの一方的な域外適用を手続的に抑制しようということだけに为眼が置かれていた。し

かし、第２世代の協力協定では、それに加えて、实効的な規制のための協力（「積極礼譲」

規定を含む）を目的とするようになった。さらに、第２世代の協力協定は、自国に事業所

                                                
468 アメリカ・カナダ協力協定では、一方当事国からの要請があれば、他方当事国は自国の法

令の許す範囲内ではあるが、通報を前提として、他方当事国内に所在する証拠や証人の所在を

突き止める等の協力を行い、また、他方当事国内で、一方当事国の政府職員による任意の事情

聴取を認めている（同協定第３条）。よって、同協定は、アメリカ・ＥＣ協力協定や日米独禁

協力協定よりも一方当事国の調査管轄権の行使を広く認めているといえる。これは、両国競争

当局間で長年の通報、執行協力を行ってきた实績があり、かつ、相互ともに实務や運用状況に

通じていたからできたものである（鈴木恭蔵「調査管轄権の域外行使についての二国間協力協

定の運用と課題」『神奈川法学』第 41 巻第１号（2008）９頁）。 

469 瀬領真悟「地域経済統合と競争政策・独禁法」ＲＩＥＴＩディスカッション・ペーパー（2006）

14 頁 
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を持たない事業者が参加している国際カルテルの規制に関して、有効な手段となることが

期待された470。 

以上のような第２世代の協力協定によって導入・強化された通報・協議規定及び執行協

力規定は、拘束的に各国の競争政策・競争法の標準化、共通化を図るものではなく、自発

的な協力により緩やかに標準化、共通化を図るものであると評価できる471。 

 

第４ 第２世代の協力協定の限界－秘密性を有する情報の交換 

 1990 年代以降、世界市場における独占事業者の排除的行為や企業結合、国際カルテルに

対して、競争当局間の合同（共同）調査も实施されるようになってきた。このような合同

調査を行う場合には、競争当局間で、①秘密性を保持する必要のある入手情報472、②強制

調査権限の行使によって入手した証拠を共有する必要がある。 

しかし、そもそも各国競争当局の職員は、法律上の規定等により、職務上知り得た秘密

情報を他に漏らすことを禁止されている。さらに、第２世代の協力協定は、調査協力、情

報提供については、「自国の法令の許す範囲において」と限定している。そこで、第２世代

の協力協定のもとでは、競争当局は、秘密性を有する情報を相手国の競争当局に開示、提

供、交換、共有（以下、まとめて提供、交換という）することは許されなかった。 

 

１ 当事者による秘密の放棄 

 しかし、当該事業者等から秘密の放棄が得られれば、競争当局は、他の競争当局と秘密

情報を含む情報を共有することが可能となる。その結果、競争当局はより多くの情報を基

に審査を行うことや、他の競争当局とより深い議論を行うことが可能となり、異なった、

                                                
470 一方、企業結合に関しては、事業者側にとっても、迅速に審査して欲しいというインセン

ティブを持つため、競争当局が情報を得ることが比較的容易であることから、秘密情報交換の

要請は必ずしも高くはない（競争政策研究センター「第 65 回ワークショップ概要」（2009））。 

471 瀬領真悟「地域経済統合と競争政策・独禁法」ＲＩＥＴＩディスカッション・ペーパー（2006）

14 頁 

472 秘密性を有する情報には、競争当局が、①事前届出義務により入手した情報や調査権限を

行使して入手した情報、②調査権限を背景として任意ベースで入手した情報が該当する。具体

的には、アメリカにおけるハート・スコット・ロディノ法に基づく届出情報、サピーナ（令状）・

ＣＩＤ（民事情報請求）による入手情報、ＥＵにおける企業結合規則に基づく届出情報（フォ

ームＣＯ）、理事会規則第 11 条（情報要求）、第 14 条（立入検査）による入手情報などが該当

する（村上政博「国際取引への法適用」『判例タイムズ』第 1295 号（2009）79 頁）。 
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あるいは矛盾した審査結果に至る可能性は低くなること、また、審査を短期間で終えるこ

とができるようになることといったメリットがある。 

一方、事業者側にとっても、一方競争当局に提供した情報が他方競争当局を含む第三者

に流出する懸念というデメリットもある一方で、わざわざ他国へ資料を提出しなければな

らない等の負担が軽減される、互いの競争当局間で矛盾する決定を出されるよりも情報交

換して統一的な判断をしてもらう方がよい、といったメリットもある473。 

 そこで、世界的な独占事業者に対する事件や企業結合事件では、複数国の競争当局から

調査を受けている当該事業者が、自らの意思で秘密性保持の権利を放棄し（Waiver of 

Confidentiality）、情報交換に同意する場合に限っては、競争当局間で入手した証拠を共有

し合同調査（合同措置）を行っているのが現状である。 

 なお、ＩＣＮの企業結合作業部会が作成した『企業結合審査における秘密の放棄』

（Waiver of Confidentiality in Merger Investigation）においても、秘密の放棄が推奨さ

れている。また、アメリカとＥＵとの間で策定された『企業結合審査の協力におけるベス

ト・プラクティス』の中にも、事業者側からの秘密の放棄が、ベスト・プラクティスの１

つとして規定されている474。 

 实際にも、企業結合事件の処理において、（関連市場（製品市場、地理的市場、技術取引

市場など）の確定については、一般的背景情報の交換による意見交換、議論も有益である

が、）競争制限効果や適切な排除措置については、秘密性のある情報まで交換し、一定の事

实関係を前提とし又は事实関係にわたって意見交換しないと有益な協力は行えないと評価

されている。 

 

２ 秘密性を有する情報の交換を可能にする新たな協力協定の必要性 

しかし、国際カルテルなどについては、当該事業者らから同意を得ることは期待できな

いため、当該事業者ら情報提供者の同意を得ずに、競争当局間において、秘密性を有する

情報を提供、交換することを可能にするような協定の締結が望まれるようになってきた。 

 一方、リニエンシー制度の進展に合わせて、事業者側には、競争当局に提供した情報が

第三者（他の行政機関を含む）に流出することを懸念し、競争当局への情報提供に躊躇す

                                                
473 村上政博「独占禁止法の域外適用」国際取引法フォーラム６月例会講演（2010） 

474 稲熊克紀「企業結合規制における競争当局間の協力について」『ＮＢＬ』第 905 号（2009）

59 頁 



 217 

るという事態も生じている。さらに、競争法上は秘密保持をしようとしていたにもかかわ

らず、情報開示に関する各種法律上の要請や公開裁判の要請などといった別個の事情によ

り、裁判所の命令に基づき強制的に第三者に情報が提供されてしまう可能性も排除できな

い475。よって、このように秘密情報が開示されてしまう恐れがあるときには不開示とする

ことができ、万が一開示されてしまった場合においても、その処置等について、国内法も

しくは二国間協定において規定を整備しておくことも必要となる。 

なお、アメリカ・カナダ間のように刑事上の犯罪行為について刑事共助条約（ＭＬＡＴ）

が締結されている場合には、刑事犯としてのカルテルについて両国競争当局が証拠を交換、

共有し、合同調査を行っている。 

 

第５ 執行援助協定 

 第２世代の協力協定の弱点をカバーするため、第２世代の協力協定に立脚しながら、競

争当局間において、刑事・民事を問わずあらゆる競争法違反事件について、情報提供者の

同意を得ずに、秘密性を有する情報を提供、交換することを可能にするために策定される

ようになったのが、執行援助協定である。この執行援助協定を締結することにより、競争

当局は事件を担当する相手国競争当局に効果的な調査協力を行ったり、競争当局間で各々

の事件について同一の情報、証拠に基づき協力して調査し排除措置について調整すること

が可能となる。 

 このような体制を確立するためには、各当事国で競争法違反について秘密性を有する情

報を提供することを許す（更には相手国の要請を受けて調査権限を行使し入手した情報を

相手国に提供することを許す）旨の国内法を制定した上、両当事国間で執行援助協定を締

結することが必要である。 

 アメリカでは、競争法違反について競争当局間の秘密性を有する情報・証拠の提供が可

能となるように、①競争法の執行のために利用すること、②相互性が保障されること、③

秘密性の保持が確保されていることを条件に、文書による協定を締結し、アメリカ競争当

局が保有する、又は相手国競争当局から要請を受けて入手した、情報・証拠を相手国競争

当局に提供できる旨の権限を付与する「1994 年国際的反トラスト法執行援助法（ＩＡＥＡ

Ａ）」が制定されている。同法は、アメリカにとって競争法違反について刑事・民事を問わ

                                                
475 多田英明、奥村豪、田村亮平、伊永大輔、渥美雅之「外国当局との次世代協定締結に向け

た調査研究」（2009） 
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ず、また、情報提供者の同意を得ずに、競争当局が強制調査権を行使して収集した証拠を

相互に交換し共有することによって調査協力や排除措置の調整を行う体制を整備すること

を可能とするものである。 

 同法に基づく執行援助協定の第１号として、同様な国内法である「刑事相互援助法」

（1987 年）及び「ビジネス規制相互援助法」（1992 年）を制定していたオーストラリア476

との間で、執行援助協定が 1999 年に締結された。同協定は、その目的について両当事国

が相互に競争法違反及び執行に役立つ証拠を収集、提供する点で、援助・協力し合うこと

にあるとした上、①競争当局の保有する証拠、②他方当事国の競争当局からの要請を受け

て調査権限を行使し入手した証拠を開示し、提供し、交換し、議論すると規定し、また、

各当事国は同協定に基づき提供された情報の秘密を保持しなければならないと定めている。

このように、執行援助協定は協力協定と併存し、調査協力の部分を大幅に改定する効果を

有している。 

 ただし、執行援助協定を締結することは、その競争当局間で秘密性を有する情報まで提

供、交換することを意味し、相手国で競争法制が確立し競争当局が十分な権限・能力を有

することが大前提となる。今日、国際的に見ても、そのような前提条件を満たす国、競争

当局はそれほど多くはないため、執行援助協定の締結は進んでいない。 

 

第６ 刑事共助条約の利用 

積極礼譲の原理は、国際礼譲の原則を国家为権、内政不干渉的原理から、二国間協力の

原理に置き換えようとするものであるが、具体的な二国間の協定がなければ、何らの拘束

性もない。そこで、最近、競争制限的行為が刑事罰の対象となる場合には、自国の刑事手

続に使用する証拠を入手するため、他国に協力を求める刑事共助条約（Mutual Legal 

Assistance Treaty：ＭＬＡＴ：司法援助協定ともいう）等の国際捜査共助手続を利用する

                                                
476 「ビジネス規制相互援助法」の制定によって、ビジネスロー全般を対象に、相手国当局の

依頼を受けたときには、相手国法に違反している事業者からの秘密情報を収集することが可能

となったが、オーストラリア競争法においては、オーストラリア競争当局が自らの権限で入手

した情報の開示に関して制限をしていた。2007 年、オーストラリア競争法が改正され、オー

ストラリア競争当局は、自らの権限で入手した情報について外国競争当局と共有することが可

能となった。本改正において、外国競争当局と交換可能な秘密情報の範囲について限定はなく、

外国競争当局との相互为義も不要となっている（多田英明、奥村豪、田村亮平、伊永大輔、渥

美雅之「外国当局との次世代協定締結に向けた調査研究」（2009））。 
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動きが進んできている。競争法の協力協定は行政目的の達成に必要な情報提供が行われる

のに対し、国際捜査共助は刑事事件の証拠の提供が行われるものである。 

さらに、競争法事件に関し、犯罪人引渡条約によって被疑者を相手国に引き渡すことも

捜査共助の一環としてあり得る。 

確かに刑事手続では刑事共助条約等の法制が整備され国際共助が円滑に行われるよう

になっており、これを競争法においても利用することは有益である。ただし、多くの国・

地域においては、競争当局は、行政手続に基づいて競争法を運用しているため、行政手続

を前提に国際協力を緊密にできるよう、第２世代の協力協定の締結の必要性や次世代の協

力協定の検討の必要性が認識されてきたものであり、これらの努力は引き続き行われるべ

きものであろう477。 

 

１ アメリカ・カナダ間 

 アメリカ、カナダの両国ともに、カルテルについて刑事罰が規定され、かつ、刑事手続

がとられて刑事罰が科せられるという他国に比べやや特殊な事情があった。そこで、両国

間では、協力協定ではなく「犯罪行為に関する相互司法援助協定」（1985 年）に基づき個

別カルテル事件についての協力が实施されている。この相互司法援助協定では、当事国は

相互に犯罪行為の捜査、起訴、抑止に関するあらゆる事柄について法的援助を行うものと

した上、刑事捜査権限を行使して入手した証拠を提供、交換するなど多様な形態の援助内

容を規定している。 

 この協定に基づき、両国の競争当局は、1990 年代にプラスティック製食器事件、日本製

紙事件（感熱紙カルテル事件）などの国際カルテル（価格協定）事件で、正式要請による

捜査協力を行っている。 

これらの事件の経験からも、国際カルテルの調査（立証）において、競争当局が調査権

限を行使して入手した証拠を競争当局間で共有することは有益であったといわれている。

ただし、多様な競争法違反行為の中で、刑事手続がとられ刑事罰が科せられるものはハー

ドコアカルテルのみであり、この点から限定された行為類型についての協力となることは

否めない。さらに、国際的には、カルテルについて刑事罰を科す国は、实は尐数である。

                                                
477 競争政策研究センター「第 65 回ワークショップ概要」（2009） 
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したがって、カルテル事件についても、カルテルについて民事（行政）手続を採用してい

る国々と競争当局間協力を進めるためには、執行援助協定の締結が必要になる478。 

 

２ アメリカ・イギリス間 

 イギリス公正取引庁（ＯＦＴ）は、アメリカ司法省との間で、カルテル等の特定の犯罪

行為については①秘密情報に当たる証拠の提供と、②相手国競争当局のための調査権限の

行使をすることができる旨の文書（side letter）を取り交わし、2001 年からＭＬＡＴに基

づき調査共助を行えるよう整備した479。 

 

３ 日本・アメリカ間 

日米間においても、2003 年に日米刑事共助条約が締結されたが、それ以前から日本は国

際捜査共助法に基づき、アメリカ政府からの外交ルートの要請により一定の条件の下での

捜査協力を行ってきた。 

例えば、1997 年の日本製紙事件（感熱紙カルテル事件）では、裁判段階においては日本

政府は「日本企業が米国領域外で行った行為につき米国国内法による刑事管轄権を行使す

ることは国際法上許容されない」と为張したが、それ以前の段階において、アメリカ政府

からの共助要請に応じて、東京地方検察庁が国内事業者に対して捜査差押処分を行う等の

協力を行った。これは、アメリカ政府からの共助要請の時点で、要請受入れの判断を行う

に当たっては、国際捜査共助法に従って手続を行うことが定められているが、同法上は、

外国からの共助要請を受け入れない要件として、双罰性の欠如、相互为義の保障の不在等

が規定（同法第２条）されているにとどまり、本件はこの要件に合致しなかったために共

助が行われたものである。この双罰性の判断に当たっては、抽象的双罰性で足りるとされ

ており、本件の場合、対象たるカルテル行為が、日本の独占禁止法上も刑法上の処罰の対

象となっているということによって、抽象的双罰性があると判断されたと解されている。 

                                                
478 村上政博「国際取引への法適用」『判例タイムズ』第 1295 号（2009）78 頁 
479 カナダ、イギリス以外にも競争法違反行為を含んだ犯罪行為をＭＬＡＴの対象としている

国として、オーストラリア、スイス、ブラジル、イスラエル等がある。なお、競争法の域外適

用を明文で定めているドイツは、アメリカとの間のＭＬＡＴを除き、ＭＬＡＴに基づく共助の

対象から競争法違反行為を除外しているようである（伊永大輔「競争法の域外適用に伴う国際

的執行の現代的課題」『法学研究』80 巻 12号（2007）592 頁）。 
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 さらに、日米間では日米犯罪人引渡条約が締結されており、場合によっては、相手国に

被疑者を引き渡すことができる480。同条約で引渡の対象となる犯罪としては、①同条約付

表に掲げられている犯罪で両国の法令により死刑又は無期若しくは長期１年を超える禁錮

刑に処することとされている犯罪、②付表以外の犯罪で、日本国の法令及びアメリカの連

邦法により死刑又は無期若しくは長期１年を超える禁錮刑に処することとされている犯罪

となっているが、日本の独占禁止法は同条約付表の 45 号に該当している。また、被疑者

が自国民である場合は引渡義務を負わないが、引渡を行うことができる（第５条）。 

 

第７ 擬似的統一競争当局形成に向けた動き 

１ 協力協定＋執行援助協定 

 ＷＴＯ等の活動により自由貿易体制が整い、实質的に共同市場を形成するに至った先進

国間においては、国際的な競争制限的行為について排他的管轄権を有し、現行ＥＵ競争当

局と同様の調査権限、措置権限を有する統一競争当局が創設されることが望ましい。しか

し、为要先進各国が経済为権を放棄しこのような体制を構築することは当面期待できない

ことは、前章に見たとおりである。 

そこで、基本体系・实体ルールが近似している競争法を有する为要先進国間において、

協力協定に併せて執行援助協定を締結するという動きがある。協力協定と執行援助協定の

双方を締結することによって、①企業結合事案の処理についての共通処理手続について合

意し、②個別競争法違反事件について秘密性を有する情報を情報提供者の同意を得ずに競

争当局間で提供、交換できる体制を確立し、その結果として競争当局間の協力・調整が有

効に機能する場合には、实質上、統一競争当局を創設したのに近い効果が得られることと

なろう481。 

ただし、この場合、制度的に単一の意思決定が保障されないこと、また、常時、秘密性

を有する情報を共有できるものではないことが弱点になるというデメリットがある。 

 

２ アメリカ・ＥＵ間の例 

                                                
480 植村幸也「アメリカ独禁法」一橋大学大学院国際企業戦略研究科寄附講義「国際取引にお

ける法的諸問題」第 14回（2010） 

481 村上政博『独占禁止法研究Ⅲ』弘文堂（2000）15 頁 
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例えば、競争法に係る二国間の協力関係の中では最も緊密かつバランスの取れたもので

あると言われている482アメリカ・ＥＵ間においては、1991 年にアメリカ・ＥＣ協力協定

が締結（1995 年発効）された。 

アメリカ司法省と欧州委員会の間で同協力協定が实践された例として、ＭＣＩ社とワー

ルドコム（Worldcom）社の企業結合審査がある483。同協力協定に基づき、両競争当局は

本件取引についての情報を相互に提供し合い、両競争当局合同で会合を開いた。その結果、

両競争当局は、競争法上の問題に対応するため、ＭＣＩ社のインターネット関連ビジネス

を Cable & Wireless 社（イギリスの通信事業者）に売却することで解決することについて

合意した。本件での経験は、その後の 1998 年の新協力協定締結の布石となったと言われ

ている。 

その後、アメリカ、ＥＵ間において国際的な大型企業結合事件が相次ぐようになり、特

に、1997 年のボーイング／マクダネル・ダグラス事件において、競争法の執行に関しアメ

リカ・ＥＵ間に強度の緊張が生じたことを契機として、国際的企業結合分野での国際的司

法協力の必要性が再認識され484、1998 年には 1991 年の協力協定を補完するため積極礼譲

を盛り込んだ新たな協力協定485が締結された。 

1998 年の新協力協定の「積極礼譲」を踏まえて初めて行われた調査の例としては、航空

券のコンピュータ予約システムに関する差別的な取扱いについての調査がある。これはア

メリカンエアラインズ社の提訴を受け、アメリカ司法省が欧州委員会に調査を依頼したも

ので、これを受けて、欧州委員会はエールフランス社に対して正式調査を開始し、それを

契機に当事者間（エールフランス社とアメリカンエアラインズ社のコンピュータ予約シス

テム SABRE 間）で改善策の合意に達し、問題解決に至った（2000 年）。 

さらに、アメリカ・ＥＵ間の協力関係は、個別事案の処理に係る協力に止まらず、双方

の制度の調和や共通のルール作りにまで及んでおり、例えば、企業結合に関するワーキン

グ・グループが設置され、定期的に企業結合規制に関する意見交換等が行われているとと

                                                
482 原一弘「ＥＵと米国の競争分野における協力」『公正取引』第 647 号（2004） 

483 越知保見『日米欧 独占禁止法』商事法務（2005）1099 頁 

484 越知保見『日米欧 独占禁止法』商事法務（2005）1098 頁 

485 Agreement Between the Government of the United States and the Commission of the 

European Communities on the Application of Positive Comity Principles in the 

Enforcement of Their Competition Laws. 本協定は、1991 年協定第５条の「積極礼譲」の規

定についてのガイドラインを示すものである。 
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もに、『企業結合審査の協力におけるベスト・プラクティス』（2002 年）が策定されている

486。この「ベストプラクティス」では、正式な手続の前に、事業者とアメリカ・ＥＵの競

争当局の三者で、今後の方針について協議を行うことを推奨している。これは、事業者の

手続負担を軽減し、さらにはアメリカとＥＵで意見が異なることを回避しようというもの

である。また、アメリカ・ＥＵの両競争当局で情報を交換・共有することの承認を事業者

側に要請している。 

このように特に企業結合についての議論が進んできたのは、両競争当局間の通報实績を

見ても企業結合案件数が全通報件数の過半を大きく上回っているからである。また、かつ

ての各事業者の实務においては、厳格な欧州委員会にまず書類を出し、その後、アメリカ

司法省に書類を出していたという487。このように、大西洋を行ったり来たりするという煩

雑な状況でよいのかということも問題になって、できるだけ事業者側の負担を軽減するた

めにも国際的な企業結合審査において協力体制を確立しようということとなったものであ

る。 

实際の企業結合審査における両競争当局間の具体的な情報交換の内容としては、審査の

進捗状況、審査スケジュール、一定の取引分野（関連市場）の考え方、審査における为な

考慮事項、経済分析、問題解消措置等があり、相手方競争当局の審査を支援するために、

情報提供が行われることもある。とりわけ、競争制限効果や適切な排除措置については、

（事業者から秘密の放棄を受けた情報など、）秘密性のある情報まで交換し、一定の事实関

係を前提とし又は事实関係にわたって意見交換、議論しないと有益な協力は行えないと評

価されている。また、審査の過程においては、必要な場合には、競争当局間で調整が行わ

れることになる。調整については、審査スケジュールについての調整、事業者に対する質

問事項についての調整、問題解消措置を検討する局面における調整等が想定される。 

なお、個別企業結合事件について、アメリカとＥＵの競争当局の協力で問題となってい

るのは、両者の企業結合事件についての審査期間などの手続きの相違にある。すなわち、

ＥＵの企業結合事件処理手続では厳格に処理期限（調査期間）が定められているのに比べ

て、アメリカの企業結合事件処理手続では期限が定められていない。そのため、ＥＵ競争

                                                
486 Best Practices on Cooperation in Merger Investigations. 稲熊克紀「企業結合規制におけ

る競争当局間の協力について」『ＮＢＬ』第 905 号（2009）58 頁、経済産業省『競争法の国際

的な執行に関する研究会 中間報告』（2008）15 頁 

487 武田邦宠「国際的企業再編と日本の競争政策」（財）関西社会経済研究所（2007）12 頁 
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当局が最終判断を下さなければならない時点でも、アメリカ競争当局がいまだ調査中であ

るという事態が生じることとなってしまう。したがって、両者間の協力を一層促進するた

めには、共通の届出日（審査開始日）、共通の調査期間を設定するなど企業結合事件処理手

続の統一が今後の課題となっている488。 

企業結合規制に関しては、ＥＵがアメリカに歩み寄る形で平準化する方向に向かってい

る489とされているが、アメリカ・ＥＵ間の企業結合事件についての協力は、審査段階での

協力、排除措置内容についての調整とも、おおむね成功していると評価されている。一方、

秘密情報の交換など国益が絡む問題については、両競争当局間でも進展していない部分も

多く、執行援助協定の締結には至っていない。そこで、第２世代の協力協定であるアメリ

カ・ＥＣ協力協定だけでは、必ずしも円滑に運用されていないという評価もある。 

 

３ 擬似的競争当局形成の拡がり 

さらに進んだ形態として、オーストラリア・ニュージーランド間で 1990 年に締結され

た経済関係緊密化貿易協定においては、両国間の貿易におけるダンピング規制の撤廃と競

争法を相互に適用することを定めている490。 

 以上のように、今後、現实に広域経済圏・共同市場を成立させた国の間で協力協定及び

執行援助協定による擬似的競争当局の形成を進め、経済統合による共同市場の拡大に合わ

せてその輪を広めていけば、实質的な国際的執行体制の確立に繋がっていくものと思われ

る491。 

 

第８ 協力協定に対する評価 

協力協定は、礼譲規定や執行協力・調整規定により、国家为権の対立衝突を回避する機

能と、複数国間で異なる競争法を適用することにより生ずる問題を回避する機能を持って

                                                
488 村上政博「国際取引への法適用」『判例タイムズ』第 1295 号（2009）78 頁、村上政博『独

占禁止法［第３版］』弘文堂（2010）85 頁 

489 平川幸彦「企業活動のグローバル化・市場の寡占化に伴う企業結合規制の再検討」電気通

信普及財団『研究調査報告書』第 20号（2005）75 頁 

490 伊従寛「競争法の国際的ハーモナイゼイション」競争政策委員会『経団連くりっぷ』17 号

（1995） 

491 本田直志「競争政策・競争法とＷＴＯ」『日本経済法学会年報』第 25 号（2004）176 頁  
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いる。その意味で、協力協定は、各国制度のイコールフッティングの観点からも引き続き

有効な手段となるであろうとする評価もある492。 

 しかし、そもそも管轄権の競合に伴う衝突や対立の原因には、各国の競争政策や競争法

の内容が大きく異なり、ある行為が一方の国では違法となっても他方の国では合法である

とか、国際的な企業結合について２つの競争当局間で判断が食い違ったり、制裁や排除措

置について関係当事国で大きく異なったり、という状況が生じることが挙げられ、協力協

定の締結まで漕ぎ着けること自体が難しいという面がある。その一方で、協力協定は、す

でに一般的包括的競争法を持つ国家間だけで結びうる協定であり、未だ競争法を有してい

ない国々にまでウイングを拡げるものではないため、ほぼ二国間の協力協定は結び終えた

感がある。 

また、協力協定には、事案の円滑な処理、法の共通化・標準化機能があるといっても、

禁止措置の執行や交換情報の範囲に限界があること、及び各国が自国法を自身の判断に従

って適用することになるので、各国当局の判断自体を協議するような仕組みや国際的な紛

争処理システムにより調整するような仕組みにはなりえない493。さらに、協力協定によっ

て世界すべての国々をカバーしていくことは時間的にも物理的にも難しいこと494、国境を

越える事業活動がしばしば協力協定の範囲を超える多数の国で展開されうること、あるい

は、協力協定の内容が为に執行協力にあるため個別の事件の解決に直接的な効果を及ぼす

ものではないこと等の批判もある。 

 以上のことから、来るべき「次世代」の協力協定においては、①秘密情報の共有、②強

制権限を用いた執行活動、③二国間から多国間へという動きが求められる。すなわち、ま

ずは、①証拠資料等の情報であって、これまで守秘義務の観点から共有できなかった情報

についても競争当局間で共有することを可能となるものであり、かつ、②（自国の市場競

争に悪影響を与える競争制限的行為でなくても）他当局の要請に基づき、刑事罰を含めた

強制権限を用いた執行活動を行うことが可能となるもので、合わせて③単に二国間だけで

はなく、同じ考えを有する国々をまとめて複数国間、多国間の競争法協力協定に結集して

いくという動きが強まっていくものと思われる。 

                                                
492 （社）日本経済団体連合会「対外経済戦略の構築と推進を求める」（2007） 

493 瀬領真悟「地域経済統合と競争政策・独禁法」ＲＩＥＴＩディスカッション・ペーパー（2006）

28 頁 

494 ＵＦＪ総合研究所新戦略部通商政策ユニット編『ＷＴＯ入門』日本評論社（2004）197 頁 
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第９ ＦＴＡにおける競争章の動き 

１ ＦＴＡ競争章 

競争法協力協定を設けるのではなく、自由貿易協定（ＦＴＡ：Free Trade Agreement）

の発展に伴い、ＦＴＡを締結する際に、その中に競争章（あるいは競争に関する規定）を

設け、そこで協力協定とほぼ同内容の規定を設ける動きも諸国間で広がっている。そもそ

もＦＴＡは、貿易に関して地域統合を目指す目的で制定されたものであるが、その中にま

ったく別の目的であり、場合によっては自由貿易政策と対立する可能性も含む競争政策を

も取り込んだところが特徴的である。 

例えば、このようなＦＴＡとしては、ＮＡＦＴＡ（1994 年）、ＥＣ・メキシコＦＴＡ（2002

年）、ＥＦＴＡ・チリＦＴＡ（2003 年）、韓国・チリＦＴＡ（2003 年）などがある。これ

らをその指向性によって分類すると、競争当局間の協力（情報交換）を为眼とするタイプ、

締約国間の实体法の調和を志向するタイプ（ＮＡＦＴＡ型）、貿易投資活動に即した制限的

取引慣行を規制するルールを定め、締約国に履行を求めるなどのタイプ（拡大ＥＵ型）に

分けられる495。 

 

２ ＦＴＡに競争章を設けた代表的な国の例 

（１）アメリカ 

アメリカは、ＦＴＡにおいては实体規定及び一般的な協力規定を設けるに留め、積極礼

譲や消極礼譲などの執行協力のコアとなる規定は、改めて別途、行政取極である協力協定

で規定するという方針を採っている496。 

例えば、ＮＡＦＴＡ第 15 章は、加盟国に対して「競争制限的事業活動を非難しそれに

対して適切な対応を行う措置を採用し維持する」という義務を課しており、加盟国のメキ

シコは、それまで競争法を有していなかったが、この規定を受け、1993 年に競争法を制定

                                                
495 「地域統合における競争政策・独禁法規定のタイプ分けは、当事国の経済発展段階に対応

しているとは必ずしもいえなかった。競争政策・独禁法規定が、かかる多様性を持つ理由とし

て、政治的意思決定を別にすれば、当事国の経済発展の近接性（先進国なのか、途上国なのか、

経済発展の程度）、地理的近接性、歴史・文化など社会的な近接性などによる影響を受けるよ

うである。」（瀬領真悟「地域経済統合と競争政策・独禁法」ＲＩＥＴＩディスカッション・ペ

ーパー（2006）28 頁） 

496 渡邊頼純監修『解説 ＦＴＡ・ＥＰＡ交渉』日本経済評論社（2007）352 頁 
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した。同様に、アメリカ・シンガポールＦＴＡでは、シンガポールに対して期限を区切っ

て競争法の制定を義務付けており（第 12 章）、シンガポールは、これに従って 2004 年に

競争法を制定した。ただし、アメリカは、相手国に対し自国同様の規定を求めているわけ

ではなく、メキシコもシンガポールもそれぞれの国の事情に応じた内容の競争法となって

いる。 

なお、アメリカ以外のＮＡＦＴＡ加盟国も、他国とＦＴＡを締結する際に、これと同様

の定めを行っている（カナダ・チリＦＴＡ、メキシコ・チリＦＴＡ、カナダ・コスタリカ

ＦＴＡ等）。 

 

（２）ＥＵ 

ＥＵは、貿易投資活動に即した制限的取引慣行を規制するルールを定め、締約国に履行

を求めるというＥＣ条約と同内容の規定を、ＥＵとＦＴＡを結ぼうとする相手国（地域）

に求めるという方針を採っている。例えば、中東欧諸国とＥＵとのＦＴＡ（ＣＥＦＴＡ：

Central European Free Trade Agreement）は、ＥＣ競争法と同内容の規定が導入されて

いる（第22条）。また、ＥＵとＥＦＴＡとの協定であるＥＥＡ（Agreement on the European 

Economic Area）協定（欧州経済地域協定）では、ＥＣ条約第 81 条及び第 82 条と同じ規

定がＥＥＡ協定第 53 条及び第 54 条に定められている。地中海諸国との連合協定

（Euro-Mediterranean Assosiation Agreements）においても、ＥＣ競争法と同趣旨の規

定が盛り込まれている。 

なお、ＥＵは、新加盟国に対して、ＥＣ条約と同内容の競争法規定を整備する義務（Ｅ

Ｃ競争法への法制度の接近及び法執行、接近及び实施の期限設定）を課している。 

 以下、特にＥＥＡ協定について検討する。 

1994 年（平成６年）に発効したＥＥＡ協定は、欧州共同体、全ＥＵ加盟国及び欧州自由

貿易連合（European Free-Trade Association：ＥＦＴＡ）構成国間で締約されたものであ

る。スイスは、ＥＦＴＡ構成国であるが、ＥＥＡ協定には参加していない。1995 年（平成

７年）におけるオーストリア、フィンランド及びスウェーデンの欧州共同体への加入以来、

ＥＦＴＡ加盟国のうちＥＥＡ協定に調印しているのは、アイスランド、リヒテンシュタイ

ン及びノルウェーのみとなっている。 

同協定は、ＥＣにおいて成立した「共同市場」をＥＦＴＡ諸国にまで拡大することを目

的とし、物・人・サービス及び資本について、域内全体が１つの市場として成立し、自由
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移動が保障されることを目指している（ＥＥＡ条約第１条第１項）。ＥＥＡ条約は、単一市

場における有効な競争を保障するために、以下のような競争ルールを定めている497。 

 

（ア）实体法の調和 

ＥＣ条約第81条及び第82条と同じ規定がＥＥＡ協定第53条及び第54条に定められて

いるとともに、ＥＥＡ協定によるルールは矛盾する国内法に優先することが明らかにされ

ている（ＥＥＡ協定第 35 議定書）。 

 

（イ）管轄権の配分 

 ＥＥＡ内において、原則としてＥＵ側は欧州委員会が、ＥＦＴＡ側はＥＦＴＡ監視当局

（EFTA Surveillance authority）が、それぞれ競争法の執行を担当するとされている（Ｅ

ＥＡ協定第 108 条第１項）。これにより、個々の事案については、どちらか一方の競争当

局だけが対応することになり、競争当局が重複して判断する事態は生じず、したがって競

争当局の判断が抵触することはあり得ない。 

 カルテル規制の場合には、ＥＦＴＡ構成国間の通商にのみ影響する事案は、ＥＦＴＡ監

視当局の管轄に服する（同第 56 条第１項(a)）。ＥＦＴＡ構成国における事業者の売上げが

ＥＥＡ地域における総売上げの 33％以上である場合も、ＥＦＴＡ監視当局の管轄であり

（同条同項(b)）、欧州委員会はＥＵ加盟国間通商に影響する事案・その他の事案を管轄す

る（同条同項(c)）。もっとも、これまでのＥＵの権限は影響を受けないという原則がある

ので、ＥＦＴＡ事業者が売上げの３分の１以上をＥＦＴＡ内で得ていても、複数のＥＵ加

盟国間通商に影響する場合は、欧州委員会が管轄権を有することになる。ただし、ＥＵ加

盟国間通商に対する影響は認識可能でなければならず、そうでない場合には、ＥＦＴＡ監

視当局が管轄する（de minimus rule）（同条第３項）。 

 市場支配的地位の濫用規制の場合には、（濫用行為がどこでなされたかに関わらず、）市

場支配的地位の存在が認定された地域の競争当局が管轄権を有する。ＥＵ、ＥＦＴＡ双方

の地域で共に市場支配的地位を有する場合には、第 56 条第１項(b)・(c)の定めるルールが

適用され、管轄する競争当局が決定される（同条第２項）。 

                                                
497 欧州委員会のウェブサイト（http://ec.europa.eu/competition）及び須網隆夫「独占禁止法・

競争法の域外適用に関する総論的検討」『独占禁止法の域外適用』早稲田大学グローバルＣＯ

Ｅ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）13 頁以下を参考にした。 
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 企業結合規制の場合には、ＥＵの企業結合規則に定める「共同体規模」の要件を満たす

企業結合は欧州委員会の管轄に服する（ＥＥＡ協定第 57 条第２項(a)）。これに対して、Ｅ

ＦＴＡ構成国の定める要件を満たす、それ以外の企業結合は、ＥＦＴＡ監視当局が管轄権

を有する（同条同項(b)）。ただし、この場合には、ＥＵ加盟国の管轄を侵害しないという

要件を満たさなければならない。この条件は、ＥＦＴＡ監視当局とＥＵ加盟国の双方が権

限を有する場合があることを想定しており、その場合には、ＥＵ加盟国が管轄することと

なる。 

 

（ウ）競争当局間の協力 

 ＥＥＡ内における統一した競争ルールの執行を確保するために、各競争当局は協力しな

ければならず、その詳細はＥＥＡ協定に附属する議定書によって定められている（第 58

条、企業結合については第 24 議定書、それ以外については第 23 議定書）。 

 

（３）その他の国  々

ＥＵが他の国及び地域と締結しているＦＴＡと同じく、貿易投資活動に即した制限的取

引慣行を規制するルールを定め、締約国に履行を求める地域統合として、アフリカ東南諸

国の地域統合であるＣＯＭＥＳＡ（Treaty Establishing the Common Market for 

Eastern and Southern Africa）やカリブ湾岸地域のＦＴＡであるＣＡＲＩＣＯＭ（Treaty 

Establishing the Caribbean Community）がある。 

より進んで、ＥＣ条約のように、地域協定の中に競争法規定を取り込み、執行機関まで

定めているものとしてＭＥＲＣＯＳＵＲがある。ＭＥＲＣＯＳＵＲは 1996 年に採択した

プロトコルにおいて、水平的協定や垂直的協定のような競争制限的共同行為や支配的地位

の濫用行為の規制を定め（第４条～第６条）、事件の審理を行う競争保護委員会と裁定を行

う貿易委員会について定めている（第８条、第９条）498。 

 

３ ＦＴＡ競争章のメリット 

ＦＴＡに競争章を盛り込むという手法は、単に二国間だけではなくＦＴＡ加盟の複数国

間で同じ競争政策・執行協力を共有できるというメリットがある。また、競争法を有して

                                                
498 瀬領真悟「地域経済統合と競争政策・独禁法」ＲＩＥＴＩディスカッション・ペーパー（2006）

19 頁 
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いないＦＴＡ加盟国に競争政策を指導し、競争法の制定を促すという効果もあり、特に日

本のＥＰＡではそのような側面も有している。 
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第２節 日本における協力協定の動き 

 

第１ 日米独禁協力協定締結の経緯 

1990 年代前半まで、公正取引委員会は、日本側からの証拠資料の持ち出しの方が一方的

に多くなると予想したためか、競争法の国際的な施行体制の整備に積極的ではなかった。 

しかし、公正取引委員会は、積極的に協力協定の締結を進める方針に転換し、1999 年（平

成 11 年）10 月７日、日本・アメリカ両国政府は、『反競争的行為に係る協力に関する日本

国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定』（日米独禁協力協定）を締結した499。本協定

の発効により、①国際的な広がりを有する競争制限的行為に対する日本の独占禁止法の執

行の強化、②日米競争当局の協力関係の発展、及び③アメリカの反トラスト法の域外適用

をめぐる問題への対処等が实現した500。本協定の意義について、当時の公正取引委員会事

務総局経済取引局長は、国会において次のように答弁している501。 

○山田（昭雄）政府委員  国家管轄権の行使ということにつきまして、やはりそれ

ぞれの国がそれぞれの考え方を持っておるわけでございまして、協定が締結されま

しても、日米両国間の競争法の管轄権の考え方を変更するというものでないわけで

ございます。外国企業あるいは国外行為に対しまして、それぞれの国の法適用の考

え方には変更はないわけでございます。 

 しかし、協定が締結されますならば、一定の場合に相手国に通報する、あるいは

法運用につきまして相手国の重要な利益を考慮するということ、これが消極的礼譲

ということを言われておりますし、また、相手国に違反行為があればそれは相手国

に任せるという積極的礼譲、こういうことがございます。いわば管轄権、それぞれ

の国家管轄権の考え方を持っておる、その摩擦をいかに尐なくするかということが

この協定締結の非常に重要な点でございまして、締結されることになれば二国間の

摩擦というのは軽減していくのではないか、こういうことが期待されるわけでござ

います。 

 

                                                
499 鵜瀞恵子「日米協力協定について」『公正取引』第 590 号４頁、伊藤隆史「競争法の域外適

用［下］」『国際商事法務』Vol.32  No.５（2004）589 頁 
500 外務省北米局北米第二課篇『解説 日米独禁協力協定』財団法人日本国際問題研究所（2000）

９頁 

501 第 145 回国会衆議院商工委員会会議錰第 18号６頁（平成 11 年６月 15 日） 
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第２ 日米独禁協力協定の内容 

 日米独禁協力協定の为な内容は、次のとおりである502。 

 

１ 執行活動の事前通報（第２条） 

 両国の競争当局（日本は公正取引委員会、アメリカは司法省（反トラスト局）と連邦取

引委員会）は、相手国政府の重要な利益に影響を及ぼすことがある執行活動等について通

報する。 

相手国政府に通報すべき「他方の締約国政府の重要な利益に影響を及ぼすことがある執

行活動」の定義として、以下の項目が挙げられている。 

ａ．相手国政府の執行活動に関連する執行活動、 

ｂ．相手国の国民に対して行う執行活動又は相手国の領域内における関係法令に基づ

いて設立され若しくは組織された会社に対して行う執行活動、 

ｃ．企業結合以外の反競争的行為であって、その实質的な部分が相手国の領域におい

て行われるものに関する執行活動、 

ｄ．企業結合であって、当事者の一若しくは二以上又は当事者の一若しくは二以上を

支配する会社が相手国の領域内における関係法令に基づいて設立され又は組織され

た会社であるものに関する執行活動、 

ｅ．通報する競争当局が、相手国政府が要求し、奨励し又は承認したと認める行為に

関する執行活動、 

ｆ．相手国の領域における行為を要求し又は禁止する救済措置を含む執行活動、 

 

２ 執行協力（第３条） 

 両国の競争当局は、自国の法令及び重要な利益に合致する限りにおいて、相手国の競争

当局に対しその執行活動につき支援を提供する。これには調査協力等も含まれる。 

 

３ 執行調整（第４条） 

                                                
502 経済産業省『競争法の国際的な執行に関する研究会 中間報告』（2008）15 頁。なお、こ

の協定では、企業結合審査を含んだ「事業活動の監視又は通常の届出、報告若しくは申請の審

査」や「全般的な経済状況又は特定の産業の全般的な状況を調べることを目的とする研究、検

討又は調査」は対象外とされている（根岸哲編『注釈独占禁止法』有斐閣（2009）120 頁（瀬

領真悟））。 
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両国の競争当局は、関連する事案について双方が執行活動を行っている場合は、執行活

動の効率化及び措置の矛盾回避等の観点から、執行活動の調整を検討する。 

 

４ 執行要請（いわゆる積極礼譲）（第５条） 

一方国の競争当局は、相手国の領域において行われた競争制限的行為が自国政府の重要

な利益に悪影響を及ぼすと信ずる場合には、管轄権に関する紛争を回避することの重要性

及び相手国の競争当局が当該反競争的行為に関してより効果的な執行活動を行うことがで

きる可能性があることに留意しつつ、相手国の競争当局に対して適切な執行活動を開始す

るよう要請することができる（第５条第１項）。 

要請を受けた競争当局は、当該競争制限的行為に対して執行活動を開始するかどうかに

ついて注意深く検討する。そして、当該競争当局は、要請を行った競争当局に対して、可

能な限り速やかに自己の決定を通知する。執行活動を開始する場合には、要請を受けた競

争当局は、要請を行った競争当局に対し、当該執行活動の結果を通知し、可能な範囲で重

要な進捗状況を通知する（第５条第２項）。 

 

５ 相手国政府の重要な利益の考慮（いわゆる消極礼譲）（第６条） 

両国政府は、執行活動のあらゆる局面（執行活動の開始、執行活動の範囲及びそれぞれ

の事案において求められる刑罰または救済措置の性格に関する決定を含む）において相手

国政府の重要な利益に慎重な考慮を払う（第６条第１項）503。 

さらに、一方国の政府の執行活動が相手国政府の重要な利益に悪影響を及ぼすおそれが

あるといずれかの国の政府が認める場合には、両国政府は、その競合する利益の適切な調

整を図るに当たって、以下の要素を考慮すべきである（第６条第３項）。 

ａ．他方国の領域内において生じている行動又は取引と比較したときに執行する側の

国の領域内において生じている行動又は取引が当該反競争的行為に対して有する相

対的な重要性、 

ｂ．当該反競争的行為がそれぞれの国の政府の重要な利益に及ぼす相対的な影響、 

                                                
503 なお、本来の消極礼譲は同意なき場合における相手方の執行権限の否定であり、「相手国政

府の重要な利益に慎重な考慮を払う」という表現は、単に“考慮を払う”と述べるだけである

から、本来の消極礼譲の为旨がかなり薄められていると評価する者もある（越知保見「域外適

用から国際的執行へ」『独占禁止法の域外適用』早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型

企業法制の創造（2010）69 頁）。 
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ｃ．当該反競争的行為に関与している者が、執行活動を行う国の領域内における消費

者、供給者又は競争相手に影響を及ぼす意図を有することに関する証拠の存否、 

ｄ．当該反競争的行為がそれぞれの国の市場における競争を实質的に減殺する程度、 

ｅ．一方国の政府による執行活動と相手国の法律又は相手国政府の政策もしくは重要

な利益との間の抵触又は一致の程度、 

ｆ．私人が両国政府による相反する要求の下に置かれるかどうか、 

ｇ．関連する資産及び取引の当事者の所在地、 

ｈ．当該反競争的行為に対する国の政府の当該執行活動によって効果的な刑罰又は救

済措置が確保される程度、 

ｉ．同一の者に関する他方国政府の執行活動が影響を受ける程度。 

 

６ その他 

・政府間（第７条）・競争当局間（第８条）の協議 

・守秘義務等（第９条） 

・刑事手続における使途制限（第 10 条） 

 

７ 日米独禁協力協定の位置付け 

 以上の内容のうち第５条、第６条の規定のいずれも、管轄権行使の抑制を締約国に義務

付けるものではなく、その意味では国際礼譲に基づく管轄権行使の自己抑制というアメリ

カの基本的な方針は維持されている。その上で、通告に基づく要請、あるいは非公式の協

議といった手続を通じて、競争当局の間の实務的な調整を实施し、管轄権行使を抑制する

ことが目指されている504。 

 以上見てきたように、日米独禁協力協定は、いわゆる第２世代の協力協定に属するもの

ではあるが、それぞれの国が既存の自国法令の範囲内での執行協力を行うことに限定され

ており、また、秘密性を有する情報の交換に関する規定もない。 

 

第３ その他の国との独禁協力協定 

                                                
504 中川淳司、清水章雄、平覚、間宮勇『国際経済法』有斐閣（2003）313 頁 
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その後、2003 年（平成 15 年）７月に日本・ＥＵ、2005 年（平成 17 年）９月に日本・

カナダの各独禁協力協定がそれぞれ締結されるに至っているが505、いずれも基本的に日米

独禁協力協定と同一内容となっている。 

また、近年、日本は各国とＦＴＡの一形態である経済連携協定（ＥＰＡ：Economic 

Partnership Agreement）の締結を推進している506が、このＥＰＡ及びその实施取極の中

に競争章を設けることが定着してきている。ＥＰＡ本体の競争章では基本原則のみが定め

られ、实施取極において独禁協力協定とほぼ同内容の取決めがなされている。日本がこれ

までＥＰＡを締結してきた相手国には、むしろ（締結当時）競争法を持たない国の方が多

かったが、この場合にも競争章は設けられており、限定的な当局間の協力を規定した上で

見直し規定を置いている。このような場合には、協定上、相手国は競争法を制定すること

を義務付けられるとはいえないが、要請されることにはなる。よって、このような形で競

争法（独占禁止法）が普及するということもあり得るのではないかと評価されている507。 

 

第４ 行政取極で締結された理由 

                                                
505 『反競争的行為に係る協力に関する日本国政府と欧州共同体との間の協定』、『反競争的行

為に係る協力に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定』。滝川敏明『日米ＥＵの独禁法

と競争政策［第３版］』青林書院（2006）19 頁。なお、韓国は、2009 年（平成 21 年）５月、

韓国として初の韓・ＥＵ競争法協力協定を締結した（韓国速報 2009 年（平成 21 年）５月 23

日付（http://www.worldtimes.co.jp/kansok/））。 
506 日・シンガポール（2002 年）をはじめとして、2010 年現在、日・メキシコ（2005 年）、

日・マレーシア（2006 年）、日・チリ（2007 年）、日・タイ（2007 年）、日・インドネシア（2008

年）、日・ブルネイ（2008 年）、日・ＡＳＥＡＮ（2008 年）、日・フィリピン（2008 年）、日・

ベトナム（2009 年）、日・スイス（2009 年）の計 11の国・地域との間で経済連携協定が締結

されている。これらのうち日・ブルネイ、日・ＡＳＥＡＮを除くすべての協定に競争章が設け

られており、ＥＰＡ締結交渉においては競争法のルールが挿入されるのが通例となっている。

典型的な例である日・メキシコＥＰＡにおける基本協定・競争章と实施取極の解説については

渡邊頼純監修『解説 ＦＴＡ・ＥＰＡ交渉』日本経済評論社（2007）356 頁以下を、各ＥＰＡ

の条項を比較対照したものについては経済産業省通商政策局編『2010 年版 不公正貿易報告

書』（2010）609 頁以下を参照。また、現在ＥＰＡ交渉中のオーストラリアについては、独占

禁止協力協定の締結について協議が進められている途中からＥＰＡ交渉が始まったため、ＥＰ

Ａの競争章という形で独禁協力協定と同じようなものを作ろうという方向で両国間で検討が

進められている（菅久修一「競争法の国際的な展開－競争法の拡大と深化」棠陰会（第 192 回

例会）講演錰（2008）10 頁）。 

507 松下満雄「国際事案に対する競争法の適用」公正取引委員会競争政策研究センター第 10回

公開セミナー講演錰（2007）19 頁 
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この独禁協力協定は、国会の承認を要しないいわゆる行政取極であり、自国の法令の範

囲内で实施されるものである。したがって、それぞれの国の国内法の秘密保護規定が適用

されるので、当然自由に証拠の開示などはできない。一般的に言えば、自为的に入手した

情報や、調査開始情報などについては、公正取引委員会が出せると判断した場合には任意

に出すことができるが、例えば立入検査して集めてきた証拠など独占禁止法の権限に基づ

いて集めてきた証拠については、出すことができない。したがって、为として調査開始ま

でのところで情報交換をして、調査開始時期を合わせるということなどが、現在行ってい

る協力の实態ということになる508。 

なお、独禁協力協定は、政府間の事務的かつ实務的な内容であること、また、事業者の

利用や事業者の法適用に関し新しい实体規定や行為類型を設けるものではないこと、さら

に、内容が二国間の、しかも競争法という地域的にも事項的にもかなり限定的な性格のも

のであることから、これを行政取極とし、国会承認が必要な通常の条約改正手続によらず

に、必要に応じて見直したり変更したりすることを可能にしたものであると思われる。 

日米独禁協力協定と同様に、国家間の正式な条約ではなく、それぞれの国の政府内の競

争当局間の取決めである行政取極によって締結された協力協定に、1984 年に締結されたア

メリカ・カナダ協力協定がある。その一方で、1991 年に締結されたアメリカ・ＥＣ協力協

定については、欧州委員会は行政取極であると为張したが、欧州司法裁判所は単なる行政

取極ではないとした509。このように、協力協定をどのような形で締結するかについては、

協定を締結する国相互間の考え方、事情によって異なってくるものといえる。 

 

第５ 独禁協力協定の限界 

１ 守秘義務と外国競争当局との情報交換の関係 

                                                
508 菅久修一「競争法の国際的な展開－競争法の拡大と深化」棠陰会（第 192 回例会）講演錰

（2008）12 頁 

509 French Republic v. Commission, Case c-327/91,［1994］ECR I -3641. フランスはＥＣ条

約第 228 条第１項（ＴＦＥＵ条約第 300 条）は国際的な協定を締結する権限を閣僚理事会に留

保すると为張した。ＥＣ条約上、第９条が、加盟国がＥＣ条約の条項を自国法に反するように

解釈してはならないと規定していることを理由に、欧州委員会は、この協定が行政協定（行政

取極）の性格を有するものであると为張した。それにもかかわらず、欧州司法裁判所は、この

協定は法的効果を発生させるため、単なる行政協定ではなく、「欧州委員会に付与された権限

の範囲内」にはないと判示した（ブルーノ・ザネッティン「国際レベルでの競争当局間の協力」

『阪南論集 社会科学編』43 巻２号（2008）169 頁）。 
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 公正取引委員会職員は、国家公務員として、国家公務員法第 100 条及び独占禁止法第 39

条の守秘義務に服することとなる。このうち、国家公務員法第 100 条の守秘義務について

は、「非公知の事实であって、实質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められる

もの」510との、また、独占禁止法第 39 条の守秘義務については、「非公知の事实であって、

事業者が秘匿を望み、実観的に見てもそれを秘匿することにつき合理的理由があると認め

られるもの」511との判例がある。 

 したがって、公正取引委員会職員が、業務上知り得た情報、とりわけ被調査対象事業者

の情報につき外国競争当局と情報交換することは、刑法第 35 条の正当業務行為に該当す

るとして違法性が阻却される可能性も高いとは言いながらも、实際には、その判断は非常

に困難であるということになる。よって、外国競争当局とこのような情報を交換すること

は、現行法下では、守秘義務違反となるおそれが強いことから、効果的な協力において必

要な情報交換が積極的に行われないし、できないという状況にある。 

 以上のようなことから、日本の实務担当者からは、「守秘義務上、どのような情報を交換

することができるのかの判断が困難であり、守秘義務上の疑義を生じさせないような情報

しか交換することができなかった。その結果、实際に審査活動に有益な情報を十分に交換

することが困難であった。」あるいは「情報交換を行う相手先の国の手続との相違があり、

利用される証拠もかなり異なっているので、提供された情報の評価が十分にできなかった。

その結果、日本の審査活動にとって有益な情報を十分に獲得することが困難であった。」と

の意見が寄せられている512。 

 

２ 意に反した秘密情報の公開請求 

 １のように公正取引委員会職員には守秘義務があるものの、別の目的から制定された法

律の規定により、意に反して知り得た秘密情報を開示せざるを得ない場合もある。 

 このような場合としては、①裁判所の公正取引委員会に対する差押え及び提出命令（刑

事訴訟法第 99 条）、文書提出命令（民事訴訟法第 220 条）、検察、警察による差押え（刑

                                                
510 最判昭和 52年 12月 19 日 

511 東京地判昭和 53 年７月 28 日 

512 多田英明、奥村豪、田村亮平、伊永大輔、渥美雅之「外国当局との次世代協定締結に向け

た調査研究」（2009） 
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事訴訟法第 218 条）、②議院証言法に基づく国会答弁、③情報公開法に基づく情報公開請

求などがある。 

いずれの場合にも、秘密情報を開示することによって他国との信頼関係が損なわれるこ

とを理由として、提供を拒むという対応が考えられないことはない。しかし、最終的な判

断権限が裁判所にある場合、裁判所によって開示を義務付けられた場合は、これに従わざ

るを得ないのが实際のところであろう。 

 このような場合に、秘密情報を提供した事業者あるいは外国競争当局との関係をどうす

べきかについては、現行の独禁協力協定では何ら検討されていない。 

 

３ 外国競争当局との関係 

独占禁止法は「国民経済の民为的で健全な発達を促進することを目的」としており、「公

正取引委員会は、事件について必要な調査をするため、……処分をすることができる」の

であり、独占禁止法に基づく審査活動は、日本の市場競争に悪影響をもたらす場合にのみ

認められると解される。 

したがって、他国における競争法違反のおそれがある競争制限的行為であり、日本の市

場競争に悪影響をもたらさない競争制限的行為については、公正取引委員会が権限に基づ

く審査活動を行うことはできない。そのため、相互为義の観点から、日本から相手国に対

しても、相手国競争当局の権限に基づく審査活動による協力を要請できない。 

外国競争当局との協力関係について、日本の实務担当者は、「例えば、カルテルに対し

て刑事手続が適用される国において捜査が進んでいる国際カルテル事件の場合には、関係

者が当該国で身柄拘束される可能性があり、他国における当該関係者への取り調べができ

ないなど調査が難航するおそれがある。このような場合には、その国との執行協力によっ

て有益な情報、証拠を獲得することができるのではないか。」また、「日本における審査活

動を円滑にするためには、どのように外国競争当局から情報を取ってくるかが重要である

といえる。その意味でも、外国競争当局との交渉の際にこちらが有益な情報を提供する必

要がある。」「審査担当者間におけるネットワーク作りが重要である。担当者レベルでの外

国当局との関係を構築し、互いにいざというときに連絡することができる状態になってい
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ることが、国際事件における協力を行っていく上で重要であるといえる。」との意見を持っ

ている513。 

 

４ 執行管轄権の域外適用における制約 

日本政府は、資料提出要求等を外国所在事業者に郵便によって送付する等の行為は、外

国領域内における公権力の行使に当たり、他国の同意なくして行うことは为権侵害である

との立場をとっている514。文書の送達については、日本の場合、管轄官庁送達・領事送達

（民事訴訟法第 108 条）、公示送達（独占禁止法第 70 条の 18）が存在するが、相手方が

受領を拒否した場合、執行力の観点から、究極的にはどうすることもできない。 

よって、日本の市場競争に悪影響をもたらす行為に関して、相手国当局の権限に基づい

た審査活動による協力を相手国に要請することができれば、こうした問題を解決できるが、

現行法では不可能となっている。 

 

第６ 今後の独禁協力協定の在り方 

１ 今後の独禁協力協定の方向性 

現在の独禁協力協定の内容は、ＯＥＣＤの『国際通商に影響を及ぼす制限的取引慣行に

ついての加盟国間の協力に関する理事会勧告』やこれまで各国間で締結された協力協定を

踏まえた包括的なものとなっている。 

しかし、現在の独禁協力協定は、それぞれの国が既存の自国法令の範囲内での執行協力

を行うことに限定されたものである。したがって、上記で見たように、守秘義務上の制約

（国家公務員法第 100 条、独占禁止法第 39 条）から秘密性を有する情報の交換・提供を

許すものではないし、意に反した秘密情報の公開請求に対処できない、外国競争当局のた

めに執行活動をすることができない、執行管轄権の域外適用における制約といった問題点

が生じている。このようなことから、審査活動に有益な情報交換を外国競争当局と行うた

めには、現状の執行協力体制には明確な限界があるというのが、公正取引委員会における

                                                
513 多田英明、奥村豪、田村亮平、伊永大輔、渥美雅之「外国当局との次世代協定締結に向け

た調査研究」（2009）。なお、伊藤隆史「競争法の域外適用［下］」『国際商事法務』Vol.32  No.

５（2004）590 頁も同旨。 
514 外務省北米局北米第二課篇『解説 日米独禁協力協定』財団法人日本国際問題研究所（2000）

51 頁 



 240 

实務担当者の率直な問題意識である515。そこで、執行援助協定の締結へと進むべきとの指

摘もなされている516。 

 なお、日本が今後、次世代の独禁協力協定の締結をしていくために、その前段階として

行うべき関連法の整備について、若手实務担当者は次のようにまとめている517。 

① 交換される秘密情報の保護 

情報提供による競争法運用への悪影響を回避するため、お互いの国内法上の秘密保持の

程度の確認、相手国での提供された情報の秘密保持の確保、情報が不当に開示されてしま

う場合における処置、提供できる情報の範囲の事前の制限に関する規定が必要である。こ

れらの点については、相手国に応じて柔軟な情報交換が可能となるよう、国内法では最低

限の規定を記載し、独禁協力協定において詳細に規定することが望ましい。 

② リニエンシー制度との関係 

リニエンシー申請事業者の自発的情報開示は、国際カルテルに対する域外的証拠収集活

動において問題となる他国との管轄権抵触の回避につながる。これは、独禁協力協定が目

指すものと同じである。 

しかし、リニエンシー制度がうまく機能するための前提は、リニエンシー申請事業者が

提供する情報を秘密情報として扱うことにある。したがって、独禁協力協定において、秘

密情報交換を可能とする場合でも、リニエンシー申請のインセンティブを保護するために

は、リニエンシー申請情報については情報交換の対象から除外すべきである。 

③ 各国の競争法違反手続の違い 

協定当事国の違反手続が、一方が刑事手続、他方が行政手続と異なる場合、他方当局に

おいて収集された情報を証拠として利用することができない可能性がある。したがって、

協定相手国の選定においては、事前に十分に締結相手国における手続と自国手続の比較検

討をしておくことが重要である。 

④協力の対象 

協力の対象については、相手国の法制度等の状況に応じて柔軟とすべきであるが、实効

性ある協定に向けて、できる限り協力の対象範囲を広くするべきである。 

                                                
515 多田英明、奥村豪、田村亮平、伊永大輔、渥美雅之「外国当局との次世代協定締結に向け

た調査研究」（2009） 

516 根岸哲、舟田正之『独占禁止法概説［第３版］』有斐閣（2006）63 頁 
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以上の留意点を検討の上、 

① 秘密情報の交換を可能とするために、外国競争当局との執行協力においての、独占禁

止法第 39 条及び国家公務員法第 100 条の適用除外規定を置くこと。 

② 他国の要請に基づく審査活動を可能とすべく、金融商品取引法第 189 条（外国当局か

ら協力の要請があった場合には、当該要請に応ずることが相当と認めるときは、事業者

に対して報告又は資料の提出を命ずることができるとする）に相当する規定を独占禁止

法に設けること。 

を内容とする関連法の整備を早急に検討すべきであるとしている。 

なお、平成 21 年に改正された独占禁止法では、公正取引委員会が外国競争当局に対し

て情報提供を行う際の条件として、①公正取引委員会が外国競争当局に提供する情報に相

当する情報を、当該外国競争当局も公正取引委員会に提供することができること（相互为

義）、②当該外国の法令により、我が国と同じ程度の秘密の保持が担保されていること（秘

密性担保）、③当該外国競争当局において、その職務の目的以外に使用されないこと（目的

外使用の禁止）、④刑事手続に使用されないよう適切な措置がとられること（刑事手続への

使用制限）の４要件が定められたところである。 

 

２ 今後のＥＰＡ競争章 

また、ＥＰＡ及びその实施取極において独禁協力協定と同内容の定めを置くときには、

相手国の事情、特に、競争当局の体制や執行経験等も考慮に入れつつ判断し、相手国の競

争法が成熟していない場合には、内容を協力等の限定的なものに留め、相手国が競争法の

運用に習熟するのを待って、消極礼譲や積極礼譲等を含む包括的な協力体制を盛り込むも

のに改めていくというものにすべきであろう518。このＥＰＡ競争章においても、今後、特

                                                                                                                                          
517 多田英明、奥村豪、田村亮平、伊永大輔、渥美雅之「外国当局との次世代協定締結に向け

た調査研究」（2009） 

518 結論がほぼ同旨のものとして、瀬領真悟「地域経済統合と競争政策・独禁法」ＲＩＥＴＩ

ディスカッション・ペーパー（2006）28 頁。このように、日本の締結しているＥＰＡ競争章

は、競争法概念の未成熟な相手国の発展の度合いに応じて締結され、今後も相手国の発展に応

じて内容に改変を加えていき、最後には独禁協力協定のレベルにまで持っていくという過渡

的・動的なものであり、現在のＥＰＡ競争章を捉えて「特に執行協力の面では、協力協定より

も具体的規定に乏しく、抽象的な内容に止まっており、それらの効果には疑問もある」（須網

隆夫「独占禁止法・競争法の域外適用に関する総論的検討」『独占禁止法の域外適用』早稲田
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に独占禁止法の域外適用に伴う国家管轄権の重複問題への積極的な対応が重要な政策課題

となってくるものと思われる519。 

 

 

第５章小括 

 競争政策に関する統一的・包括的な多国間協定の締結が進まない中で、各国間で为に執

行協力を中心とした協力協定の締結が進んできた。为に消極礼譲（自国内の競争制限的行

為が他国の領域にも影響を及ぼす場合には、自国の競争法の執行に際して当該他国の利益

を考慮すること）を中心とした第１世代の協力協定から、1990 年代になると、消極礼譲に

積極礼譲（他国の領域内における競争制限的行為が自国の利益を害している場合、当該他

国の競争当局に対し、自国に影響を及ぼす当該競争制限的行為に対して相手国の競争法を

適用するよう要請すること）を加味した第２世代の協力協定に移行した。 

さらに、現在では、競争当局間での秘密性を有する情報の交換をいかに行うべきかが論

ぜられ、また、執行援助協定を結び、实質的に擬似的な統一競争当局を形成したかのよう

な効果を期待する動きが拡がっている。 

 日本においても、各国間協力に消極的であった従来の政策を転換し、1999 年（平成 11

年）にアメリカとの間で独禁協力協定を締結したことを皮切りに、各国との間で独禁協力

協定を結ぶようになった。同協定はいわゆる第２世代の協力協定として位置付けられる。

また、経済連携協定（ＥＰＡ）において競争章を設けるなど、積極的に諸外国と執行協力

を行うようになってきた。 

 

                                                                                                                                          

大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）13 頁）と断ずるのは早計であ

ろう。 

519 小寺彰「独禁法の域外適用・域外執行をめぐる最近の動向」『ジュリスト』1254 号（2003）

71 頁 
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第６章 第１編まとめ－欧米における競争法の域外適用理論 

 

 以上、欧米における競争法の域外適用理論の誕生と展開を概観してきたが、従来の議論

においては、そもそも「管轄権」という言葉の意味とその分類について、いろいろな使わ

れ方があり、一定したものがあるとは言い難い。各国それぞれにおいて議論されてきたこ

とがその理由と思われるが、域外適用の問題がグローバルに語られる現在、一定の整理が

必要となるのではなかろうか。 

 また、競争法で論じられている域外適用の問題は国際法全体の中でどのような位置を占

めるのか、近時の競争法における議論では国際法全体と絡めて論じられることが尐ない。 

そこで、この章においては、そもそも国際法の中で域外適用理論についてどう論じられて

きたのかについて整理した上、さらに、国際経済法及び競争法の中で域外適用についてど

う論じられてきたかを整理することにより、競争法の域外適用理論について理解を深めて

いくこととしたい。 

 

第１節 国家管轄権 

 

第１ 国家管轄権とは 

国家管轄権（state jurisdiction. 単に管轄権（jurisdiction）ともいう。）とは、国際法上、

国家が人や物に対して統治機能を及ぼす権限520、あるいは、国家がその国内法を一定の範

囲の人、財産、行為に対して具体的に適用し執行する国家の権限をいう521。 

 なお、国際法上の「为権」と対比すると、国家管轄権は、一般に、領域的・対人的・事

項的な基準に従って限定的に観念された为権を指すといえる。現代国際社会では、国境を

越えた経済、文化、情報、人の移動が活発化してきた。これに伴って、従来の为権概念に

より、領域と国籍とを基準とし、自国対外国、自国民対外国人という包括的なかたちで国

家作用を峻別する扱いは困難なものとなっている。そこで、国際法学においても、为権の

                                                
520 杉原高嶺『国際法学講義』有斐閣（2008）239 頁 

521 小寺彰、岩沢雄司、森田章夫『講義国際法』有斐閣（2004）151 頁 
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概念ではなく、個別問題ごとに考える管轄権の概念によって国家作用を説明する傾向が強

まってきた522。 

 

第２ 国家管轄権の分類 

 国家管轄権は、国際法の観点からは、为に国家管轄権の域外適用の問題として議論され、

具体的には、その是非、及び域外適用が正当な場合には、適用対象の人等が所在する国の

管轄権を含む、正当に成立する複数の国家管轄権の優先関係の決定が問題の中心であった。 

 そこで、まず、国家管轄権の域外適用を議論するためには、国家管轄権の内容をどのよ

うに捉えるかということが出発点となる。 

 

１ 無分類説 

当初は、国家管轄権について特に分類することはせずに、国家管轄権を「国際法上、犯

罪のために起訴し、罰する国家の権限」と定義し、一体として捉える見解（例えば、刑事

管轄権に関する『ハーバード草案』523）もあった。 

また、ドイツにおいては、公法に関する限り伝統的に、以下のような立法管轄権と執行

管轄権とを区別して考えず、しかも、立法管轄権の基準のうちに執行管轄権の基準を含ま

しめようとする考え方が有力である524。 

このような考え方に対しては、国家管轄権の分類可能性を明確には自覚していなかった

ことは否めないと評価されており525、現在では、国家管轄権について、作用ごとに幾つか

に分類して論じるのが、通例である。 

 

２ ２分類説 

 国家管轄権を２つに分ける２分類説もある。 

 

（１）アメリカの民事訴訟理論 

                                                
522 「そうした傾向は、大陸棚や経済水域における沿岸国の限定的な为権・管轄権の権能、独

禁法や輸出管理法の域外適用、定住外国人の地方参政権の承認など、種々の分野で認められ

る。」（大沼保昭『国際法 新訂版』東信堂（2008）153 頁、156 頁） 

523 “Jurisdiction with Respect to Crime,” in Suppl. to AJIL, Vol. 29 (1935), pp. 435ff. 

524 根岸哲『独占禁止法の基本問題』神戸大学研究双書刊行会（1990）236 頁 

525 小寺彰「国家管轄権の域外適用の概念分類」『国家管轄権』勁草書房（1998）345 頁 
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 アメリカの民事訴訟理論においては、管轄権を２つに分けて考えている526。すなわち、 

 ① 事物管轄権（subject matter jurisdiction） 

連邦裁判所が問題となる行為について管轄権を有するかどうかという問題である。

これは、裁判所が議会によって特定の事案を審理する権限を与えられているかどう

か、換言すれば、特定の事案について当該法律の適用があるかどうかという法律の

解釈の問題である。 

② 対人管轄権（in personam jurisdiction） 

連邦裁判所が被告に対して管轄権を有するかどうかという問題である。 

 この分類は、裁判所が当該訴訟において、すなわち特定の事案に対して「問題となって

いる行為」や「問題となっている人（被告）」に対して出頭要請、調査、判決言渡しが可能

かという観点から分類したものであるため、事案ごとに個別に判断される。よって、同様

の事案だからといって統一的に判断される性質のものではなく、また、他の分類のように

国家行為全般を見渡して国家管轄権を分類したものではない。 

 よって、他の分類とは性質の異なったものであるといえよう。 

 

（２）アメリカ対外関係法第２リステートメント 

アメリカ法律家協会（American Law Institute）が公刊した『アメリカ対外関係法第２

リステートメント』527は、国家管轄権を規律管轄権と執行管轄権に区別している。その考

え方によれば、次のように整理される。 

① 規律管轄権（prescriptive jurisdiction） 

立法部門又は他の統治部門によって行使されるか否かを問わず、法の規則を作成

する国家の権限をいう。 

② 執行管轄権（enforcement jurisdiction） 

司法部門又は行政部門によって行使されるか否かを問わず、法の規則を執行する

権限をいう。 

                                                
526 本田直志「国際的競争制限に対する法規制の現状と問題点」『一橋論叢』第 102 巻第１号

（1989）64 頁 

527 Restatement of the Law Second, The Foreign Relations Laws of the United States 

(1965) 
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この考え方で、あえて立法管轄権（legislative jurisdiction）と言わず規律管轄権

（prescriptive jurisdiction）としているのは、憲法上の三権分立に倣って分類したわけで

はないことを示している。すなわち、規律管轄権とは一般法を定立する機能を指し、執行

管轄権はそれを具体的な事案に適用しその後それを实施する機能を意味するとしている。

例えば、裁判所が適用範囲が不明確なある法令を特定の事案に適用し判断するという行為

は、裁判所がある法令の適用範囲を画定するという規則を作り（＝規律管轄権の行使）、そ

の上で当該規則を継続された事案に適用して判断する（＝執行管轄権の行使）というよう

に、１つの判断でありながら２つに分けて考えられることになる。 

 この『アメリカ対外関係法第２リステートメント』は、国家管轄権全般について検討し

たものではあるが、当時のアメリカの状況からすると、その前提として、反トラスト法の

域外適用が念頭にあったものと思われる。 

また、『第２リステートメント』にいう「規律管轄権」は、アメリカの民事訴訟理論に

おける「事物管轄権」と实質的に同じものを指すこととなると思われるが、一方、『第２リ

ステートメント』にいう「執行管轄権」は、アメリカの民事訴訟理論における「対人管轄

権」に加えて、文書提出命令等のディスカバリーに対して過剰・濫用的と各国から強く批

判されていたことを踏まえて、法の執行権限の部分を幅広く取り込んだものとなっている

といえよう。 

 

（３）日本における２分類説 

日本においても、この『第２リステートメント』を参考に管轄権を２分類して考える説

は多い528。これらの説では①規律管轄権を实体的管轄権、实体上の域外管轄権、事物管轄

権と、また、②執行管轄権を手続的管轄権、手続上の域外管轄権、強制管轄権ともいって

いる。 

 

３ ３分類説 

（１）アメリカ対外関係法第３リステートメント 

                                                
528 小寺彰「独禁法の域外適用・域外執行をめぐる最近の動向」『ジュリスト』1254 号（2003）

65 頁。 
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 その後、アメリカ法律家協会が改めて公刊した『アメリカ対外関係法第３リステートメ

ント』529では、分類をし直し、３分類説を採用している。 

  ① 規律管轄権（jurisdiction to prescribe） 

立法、行政又は司法部門のいずれかを問わず、「活動、関係、人の地位、又は物に

対する人の利益に適用される法律を制定する管轄権」のことをいう。 

② 裁判管轄権（jurisdiction to adjudicate） 

民事もしくは刑事を問わず、また、国が裁判当事者であるか否かを問わず、「人又

は財産を司法裁判所又は行政裁判所の手続に従わせる管轄権」のことをいう。 

③ 執行管轄権（jurisdiction to enforce） 

裁判所を通して、又は非司法的な行為によるか否かを問わず、「法律又は規則の遵

守を誘導又は強制し、又はその不遵守を処罰する管轄権」のことをいう。 

 この『第３リステートメント』の分類は、端的に言うと、①法を定立・適用すること、

②裁判に服させること、③法の適用又は实現のために執行すること、を区別したものであ

り、憲法上の三権分立（立法、司法、行政）と対応させて考えたものではないため、完全

に対応しているものではない。 

 『第３リステートメント』と『第２リステートメント』の違いは、『第２リステートメン

ト』のいう規律管轄権に、執行管轄権の一部とされていた“個々の事態への一般法の適用

機能”を加えて新たに規律管轄権と構成し直し、また、人等を裁判手続に服させることだ

けを裁判管轄権として切り出した上で、『第２リステートメント』の執行管轄権から、これ

ら規律管轄権と裁判管轄権に移したものを除外した残りを、執行管轄権としたものである

と考えられている530。 

なお、この『第３リステートメント』は、『第２リステートメント』とは異なり、反ト

ラスト法は念頭に置きつつも、反トラスト法について限定したものではなく、民刑事を含

めた国際法上の一般原則として提言されたものである。 

 

（２）日本における３分類説 

                                                
529 Restatement of the Law Third, The Foreign Relations Laws of the United States (1987). 

訳は为に澤田壽夫編『解説国際取引法令集』三省堂（1994）に拠った。 

530 小寺彰「国家管轄権の域外適用の概念分類」『国家管轄権』勁草書房（1998）346 頁 
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 日本においては、山本教授531が国家管轄権を以下のように３つの作用に分けて論じて以

来、国際法の分野においても、経済法の分野においても、この国家管轄権を３分類する考

え方が最も一般化しているといってよい532。 

 ① 立法管轄権（legislative jurisdiction） 

一定の事項や活動を対象とする国内法を制定して、合法性の有無を判定する国家

の権限のことをいう。 

立法管轄権においては、国内法の規律が及ぶ範囲、すなわち、国内法の实体的規

制を（国外の）どこまで及ぼせるかが問題となる。 

② 司法管轄権（judicial jurisdiction） 

司法機関が国内法を適用して具体的事案を処理し、判決を行う国家の権限のこと

をいう。 

司法管轄権においては、個別の事物・人に対する権限の有無、すなわち、裁判（判

決）をすることができるかが問題となる。 

③ 執行管轄権（executive or enforcement jurisdiction） 

行政機関が強制調査などの措置により、国内法を实際に具体的に行使する国家の

権限のことをいう。 

執行管轄権においては、国内法に基づく行政上の手続を国外でも实施できるか否

か、強制的な執行ができる範囲が問題となる。執行管轄権の行使は、他国の为権侵

害のおそれが強く、国家の領域内に限られることが国際法上の大原則であり、例外

的に他国に及ぼす場合にも、国際法の強い制約の下になされる。 

 これら３種の管轄権のうち、立法管轄権は国家管轄権の基礎をなす。近代の法治国家に

おいては、②司法管轄権、③執行管轄権の行使は法律の存在を前提とするからである533。

                                                
531 山本草二「国家管轄権の機能とその限界」『法学教审』第 35 号（1983）19 頁、山本草二『国

際法 新版』有斐閣（1994）232 頁 

532 小寺彰「国家管轄権の域外適用の概念分類」『国家管轄権』勁草書房（1998）343 頁、杉原

高嶺『国際法学講義』有斐閣（2008）239 頁、服部育生『比較・独占禁止法［第６版］』泉文

堂（2004）351 頁、杉浦市郎「国際取引と独禁法」根岸哲、杉浦市郎編『経済法［第５版］』

法律文化社（2010）155 頁 

533 杉原高嶺『国際法学講義』有斐閣（2008）239 頁。なお、②に関連して、国際裁判管轄（各

国の裁判所が国際的事件について裁判できるか、すなわち、国家の司法権をどのような事件に

及ぼすか）という問題については、拠るべき条約も明確な国際法上の原則もなく、各国の国内

法が定める問題とされている。また、この問題について、現時点では日本においては法律はな
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よって、②司法管轄権や③執行管轄権の行使に関して国際法上の要件を満たしていたとし

ても、そもそも①立法管轄権が存在しない場合には、②司法管轄権や③執行管轄権を行使

することはできない。したがって、②司法管轄権や③執行管轄権が独自に問題となるのは、

①立法管轄権が存在する場合に限られる。他方、①立法管轄権を有する事項についても、

裁判や執行を行う場合には別途の要件を満たさなければいけないために、②裁判管轄権や

③執行管轄権が、①立法管轄権とは別に議論される534。 

 なお、この山本教授らの３分類説の考え方は、憲法上の三権分立（立法、司法、行政）

と対応した形で国家管轄権を３分類しているものといえ535、アメリカの『第３リステート

メント』とは切り分け方が異なっている点に注意を要する。 

 

４ 競争法の特異性 

 従来の競争法の議論においては、その発祥及び先進国であるアメリカの議論を中心に研

究されてきたため、管轄権の分類についても、アメリカの議論を中心に展開されてきてお

り、各国の法体系の違いや事情の違いを考慮したものとはなっていなかった。 

 具体的にいうと、競争法関連の事件の処理手続において、アメリカをはじめとする英米

法体系の国々では、競争法関連の事件は、裁判所に提訴され、審理され、判決されること

となり（一部、ＦＴＣが審判を行うものを除く）、国家として判断を下す前面に裁判所が立

っている。したがって、裁判所が国家管轄権（すなわち、国際法上、国家が人や物に対し

て統治機能を及ぼす権限）の具現者として一定の権限を持ち、国家管轄権の検討において

も裁判管轄権（司法管轄権）を考慮せざるを得ない。 

これに対し、大陸法系の諸国では、行政庁が告知・聴聞を経て行政処分を下し、それに

不服のある者が裁判所に直接取消訴訟を提起するというのが基本的な行政手続である536。

                                                                                                                                          

く、条理に基づく判断が必要とされている（日下部真治「国際紛争処理」一橋大学大学院国際

企業戦略研究科寄附講義「国際取引における法的諸問題」（2009））。 

534 小寺彰「独禁法の域外適用・域外執行をめぐる最近の動向」『ジュリスト』1254 号（2003）

64 頁 
535 なお、小寺教授は、山本教授と同じ３分類説を採るとしながら、实際はアメリカの『第３

リステートメント』と同じ考え方をしている。すなわち、「この分類は、立法、行政、司法と

いう「三権分立」に完全に対応するものではない。例えば、行政機関による行政立法（政令の

制定等）も「立法管轄権」の、また裁判所による財産差押えや家屋の明渡し等も「執行管轄権」

の行使に含まれる」としている（小寺彰『パラダイム国際法』有斐閣（2004）94 頁）。また、

小寺教授は３分類説を採るとしながら、实際には立法管轄権と執行管轄権の２種のみの分析し

かしておらず、司法管轄権（裁判管轄権）の分析は行っていない（同書 97 頁以下）。 
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そして、日本の独占禁止法は、事後審判性という特異な制度を採っているが、基本的には、

後者、すなわち大陸法系の競争法に属している。 

 英米法系の競争法では、競争法関連の事件処理手続において、当初から裁判所が国家の

権限を行使する者として関与するため、競争法における管轄権の分類においても３分類説

が採られるようになってきたものと思われる。一方、大陸法系の競争法では、競争法関連

の事件処理手続を行うのは行政であるため、裁判所の役割を検討する必要がない。裁判所

はあくまでも事後的な調整手段である。 

こういった相違点にあまり考慮が払われることなく、アメリカの議論を前提に、競争法

においても、国家管轄権の３分類説を当てはめた上で、議論がなされてきた感がある。こ

のことによって、とりわけ、司法管轄権の扱いについてあいまいな扱いとなっており、司

法管轄権については「国際法上の制約がないという議論もあるくらいで、国際法上大きな

問題とはならない」537とか、「司法管轄権の場所的適用範囲は原理的に立法管轄権の及ぶ

範囲と一致するものと考えられる」538と言われてきた。司法管轄権は、確かにアメリカの

ような英米法系の競争法においてはこれが妥当するものの、ＥＵや日本のような大陸法系

の競争法の諸国においては、これをそのまま妥当させることはできないのではなかろうか。 

 この点について、日本の公正取引委員会やＥＵの欧州委員会のような競争当局も、通常

の訴訟に準ずる方式をもって審判、及び審決を行い、その違反状態の排除を命ずることが

きるという、いわゆる準司法的機能を有することから、大陸法系の諸国においても司法管

轄権を加え３分類説を採るとする余地もある。確かに、これらの競争当局は、その準司法

的機能を行使する前提として、調査権限を行使して、事業者等に対して文書を送達したり、

文書の提出を求めたり（文書提出命令）あるいは事情聴取することがあり、近年、競争法

の域外適用の問題においてこれらの問題について議論されることが多くなってきており、

これについて１つの権限として検討することもあろうかとも思われる。このように考える

場合には、司法管轄権の定義は、「司法機関あるいは準司法的機能を有する機関が国内法を

                                                                                                                                          
536 大陸法系諸国の考え方である「取消訴訟方式、行政制裁金制度、効果为義に基づく立法管

轄権（域外適用）は、欧州連合（ＥＵ）を代表に、ＥＵ加盟各国、アジア諸国、中南米諸国で

採用され、今日では競争法違反事件についての国際標準的な手続になっている。日本の独占禁

止法も、2000 年代に入り急速に大陸法系の手続に向かっている。」（村上政博「公的執行」『判

例タイムズ』第 1304 号（2009）１頁） 

537 小寺彰「独禁法の域外適用・域外執行をめぐる最近の動向」『ジュリスト』1254 号（2003）

65 頁 
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適用して具体的事案を処理し、判決あるいは審判を行う国家の権限のことをいう。」と定義

し直すべきであろう。 

 しかし、实際問題として、そもそも行政機関である競争当局は、自らに権限があるか否

かを判断し、自らが権限を有すると判断すれば、調査を開始するものであり、事業者側が

競争当局の権限（司法管轄権）の有無を争うということはあり得ない。よって、通常の場

合は日本やＥＵのような大陸法系の競争法を採用する国においては、司法管轄権を除き、

立法管轄権と執行管轄権の２つの管轄権を検討対象とすればよいと考える。 

このような考えから、現在の日本の独占禁止法の適用について考える場合は、以下のよ

うな２分類説を採ることが妥当であると思われる539。 

① 立法管轄権 

    国内法を定立する権限。 

② 執行管轄権 

    国内法を解釈・適用し捜査・逮捕・強制調査等により法執行を行う権限。 

 

                                                                                                                                          
538 杉原高嶺『国際法学講義』有斐閣（2008）239 頁 

539 経済産業省経済産業政策局競争環境整備审「各国競争法の執行状況について」（2009）２頁、

競争政策を考える懇談会『競争政策の「今ある姿」と「あるべき姿」』（2002）26 頁。なお、

経済産業省『競争法の国際的な執行に関する研究会 中間報告』（2008）22 頁もこの分類法に

近い考え方を採っているものと思われる。 
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第２節 国家管轄権の域外適用 

 

第１ 国家管轄権の場所的適用範囲 

国家管轄権の及ぶ範囲について、国家領域内の人や物に対しては、国際法による特別の

制限がある場合を除いて、当該国の国家管轄権が全面的に適用される。これは近代の为権

国家体制が一定の領土を存立基盤としてきたことの帰結である。アメリカのイクスチェン

ジ号事件連邦最高裁判決（1812 年）でマーシャル首席裁判官は、「自国領域内における国

家の管轄権は必然的に排他的かつ絶対である。それは、自ら課すものでないいかなる制限

にも服さない」ものとした540。 

それでは、国家管轄権を国家領域外に及ぼすことは可能であろうか。 

 

第２ 国家管轄権の域外適用とは 

国家管轄権の域外適用（ extraterritoriality, extraterritorial jurisdiction 又は

extraterritorial application of laws）とは、国家が、直接的に又は裁判手続を通じて、外

国にいる人、外国にある財産又は外国で発生した事象（尐なくともそのように为張されて

いる場合も含む）に自国法を適用する、又は適用しようとすることをいう541。 

国家管轄権の域外適用については、20 世紀前半から国内法、国際法の両面から議論され

るようになってきたが、それは为に刑事法に関する分野に限られたものであった。しかし、

第二次世界大戦後、各国間の経済活動が活発となるとともに、国家管轄権の域外適用の問

題も、競争法、輸出管理法、証券取引法、租税法、環境法等経済に関連する諸法に焦点が

移るようになってきた。また、刑事法の分野においても、「人道に対する罪」を犯した者は

どこで犯罪を行っても処罰されるべきだとの考えが強まり、この種の国際犯罪には自国刑

                                                
540 The Schooner Exchange v. McFaddon, 11 U.S. (7 Cranch) 116, 136. 杉原高嶺『国際法学

講義』有斐閣（2008）239～240 頁、松五章浩「国際法上の国家財産に対する強制執行からの

免除」『立命館法学』第 290 号（2003）85 頁 

541 Robert Jennings/ Arthur Watts, Oppenheim’s International Laws, 9th ed., Vol. 1 (1992), 

p.457. 根岸哲『経済法講座 第２巻』136 頁、田村次朗「渉外法務における独占禁止法实務の

新展開に関する理論的考察」須網隆夫・道垣内正人『国際ビジネスと法』日本評論社（2009）

38 頁 
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法を適用する動きが出てくるなど、改めて国家管轄権の域外適用の問題が注目されるよう

になってきた542。 

近年は、国際化、とりわけ経済分野のグローバリゼーションの進展に伴って、一国の範

囲を超える事件・事象が増大しており、それに対してどのように法を適用すべきか、が議

論されるようになってきた。中でも、国際経済法の領域においては、自国の経済的な利益

を擁護するために、外国事業者の域外行動に対しても国家管轄権を行使する必要性が高ま

ってきた543。そこで、近年、国家管轄権の域外適用の理論も、この経済法、特に競争法に

おいて発展してきた544経緯がある。 

 しかし、最近になって、この競争法の分野から、「国際事件であっても、その事件を前に

して日本独禁法として解決すべき問題は、当該事件が日本独禁法に違反するか、および、

当該事件が日本独禁法のエンフォースメントの対象となるか、ということに尽きる」もの

であり、「十人十色の好みによる『域外適用』概念に当該事件が該当するか否かを論じても、

法的には全く意味はない」とする見解が出されている545。 

競争法の分野においては、アメリカの裁判所の判決に倣って理論展開することが多く、

このような考えも、そうした流れの中にあるものと思われるが、これは国際法との適合性

を回避する議論であり、認めるべきではないと考える。けだし、国内法の域外適用の問題

を扱うには、他国の管轄権との関係において国際法上の優先順位を、国際法の規則、原則

の緻密な検討により判断しなければならず、そうした検討を欠いたまま、国内法の域外適

用の問題を適用国と被適用国との利益衡量や国際礼譲の問題として処理することは国際法

上許されない546と解すべきだからである。 

 以下、各管轄権に分けて、域外適用の問題を見ていくこととする。 

 

                                                
542 小寺彰『パラダイム国際法』有斐閣（2004）96 頁 

543 大沼保昭『国際法 新訂版』東信堂（2008）160 頁 

544 経済法の分野では、域外適用が必要であるとはされるが、どの程度までそれが可能かとい

う確立した国際慣行はないとされる（岸五大太郎ほか『経済法』（第５版補訂）有斐閣（2008）

399 頁）。 

545 白石忠志『独占禁止法』有斐閣（2006）355 頁 

546 大沼保昭『国際法 新訂版』東信堂（2008）161 頁 
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第３節 立法管轄権と域外適用 

 

私法（民事法）では当事者自治を原則とするため、立法管轄権の域外適用についてはほ

とんど問題が起こらず、原則として547私法（民事法）は国家の領域を越えて無制限に適用

されうると理解されてきた。それは、そもそも、私法（民事法）の分野では、準拠法の問

題として国外で締結された契約であっても一国の法律が適用されることは、当事者の準拠

法の合意あるいは法廷地の国際私法の適用の結果当然にありうることであったからである。 

こういった経緯から、立法管轄権の行使の問題は、これまで为に、公法、とりわけ刑事

法の場所的適用範囲の問題として論じられてきた（万国国際法学会「管轄権問題における

刑法の抵触」決議（1931 年）、『ハーバード草案』（1935 年）等）。これは、当事者自治を

基礎とする私法（民事法）の立法管轄権の場合と違って、刑事法の場合、立法管轄権の行

使の限界は国家の統治作用に直接に影響を与える事柄であるからである。 

しかし、今日では立法管轄権の行使の根拠原則は刑事法だけにとどまらず、行政法規の

一部をなす国際経済法（特に競争法）の分野にもその考えが取り込まれるに至っている548。

これに伴い、当初は、立法管轄権の及ぶ範囲を狭く解する考え方が支配的であったが、グ

ローバリゼーションの進展とともに、その適用範囲を拡大して解釈する理論が発展してき

た。 

 

第１ 自国法令の適用範囲の決定 

 立法管轄権においては、国内法の規律が及ぶ範囲、すなわち、国内法の实体的規制を（国

外の）どこまで及ぼせるかが問題となる。 

 

１ ローチェス号事件常設国際司法裁判所判決 

                                                
547 ここで「原則として」と記したのは、民事法を適用した結果、他国の为権を侵害して国際

法上許されない「干渉」に該当する場合には、その適用は国際法上許されないからである（小

寺彰「独禁法の域外適用・域外執行をめぐる最近の動向」『ジュリスト』1254 号（2003）65

頁）。 

548 杉原高嶺『国際法学講義』有斐閣（2008）239 頁 
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 この問題につき先駆的な判例である 1927 年のローチェス号事件常設国際司法裁判所判

決549を見つつ、この問題について検討を進めることとする。 

 本件は、トルコ船舶と公海上で衝突したフランス船舶がトルコに寄港したときに、衝突

当時フランス船に乗り組んでいて、当該衝突に責任を負うべきフランス人航海士に対して、

トルコ政府が刑事責任を問うたことの国際法上の是非が問われたものである。 

 トルコ政府は、自国法令の適用範囲の決定は、各国家の立法政策によって決められると

为張した（为権内在説、包括権原説）。この考え方に拠れば、立法管轄権の行使態様は原則

的には各国が自由に決めるべきもの、換言すれば、各国国内法の本来的規律事項となり、

国家が原則として無制限の立法管轄権を行使できるということになる。 

一方、フランス政府は、国際的に承認され各国が共通に採用している原則を国内法の共

通原則たる「法の一般原則」と捉えて、法の一般原則によって正当化しうる範囲で立法管

轄権の行使が認められると为張した（国際法規律説、特定権限説）。 

常設国際司法裁判所は、その行使には国際法が設ける制限はあるものの、「その制限内

では国家が行使する管轄権の根拠（le titre）は为権の中に見出される」として、为権内在

説に近い立場をとった。その結果、管轄権の根拠としての属地为義を確認しながらも、国

家に対して域外的行為について管轄権を行使するかどうかの広範な裁量を認め、構成要件

の一部、特に犯罪の結果が国内で発生する場合には当該国の刑法に基づいて法適用ができ

る（実観的属地为義）と判示した550。 

立法管轄権の域外適用の裁量性を認めるこの判断は、第二次世界大戦後、自国競争法の

域外適用を正当化するための根拠として各国で援用されることにもなった551。 

 

２ 国際法規律説 

 しかし、以下で検討するような管轄権行使の根拠原則（属地为義、属人为義、保護为義、

普遍为義）については、今日、实際に、国際的に承認され各国間に共通に採用されている

                                                
549 The Case of the S.S.“Lotus”, PCIJ Series A, No. 10, p. 19. なお、ローチェス号事件の詳

細については、奥脇直也「国家管轄権概念の形成と変容」『国家管轄権』勁草書房（1998）15

頁以下参照。 
550 ただし、ローダー判事（Judge Loder）は反対意見を述べ、刑法の適用に関しては厳格な属

地为義を貫くべきであり、行為と結果の関連が密接でない限り実観的属地为義は適用すべきで

ないとした。 

551 杉原高嶺『国際法学講義』有斐閣（2008）239 頁 
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「法の一般原則」と捉えられているということができる。そこで、現在では为権内在説は

退けられ、国際法の通説としては国際法規律説が一般的に採用されるようになった552。 

 また、このような管轄権行使の根拠原則のうちいずれかの原則が国際的に確固たる地位

を築いているかというと、「現状では国際法には、管轄権をめぐる各国間の争いを解消する

確固たる法準則は存在せず、各国の裁量によるところが大きい」とされている（1970 年の

国際司法裁判所バルセロナ・トラクション事件におけるフィッツモーリス判事（Judge 

Fitzmaurice）意見553）。なお、同判事は、このように立法管轄権の域外適用における国家

の裁量権を認めつつも、国際法はそこに制限が存在することの必要性を認めており、また

渉外性を持つ事例では国家管轄権の範囲決定において国家が「節度と自制を働かせ、他国

の側により適切に帰属し、かつ他国がより適切に行使しうる管轄権を不当に侵害すること

を避ける義務」があるとしている。 

このようなことから、立法管轄権については、各国それぞれがどのような管轄権行使の

根拠原則を採用しているかによって結論が左右されることとなる554。 

 

第２ 管轄権行使の根拠原則 

１ 属地为義（territorial principle） 

属地为義（領域为義）とは、一国の法律の管轄権はその領土内の人、財産、行為のみに

しか及ばず、その効力は外国には及ばない、とするものである。このことから、公法の属

地性と言われることもある555。属地为義は、国家の領域为権を背景とした、国際法上の管

                                                
552 刑事管轄権に関する『ハーバード草案』はこの立場を採っている（本草案はこの観点から

諸国の一般的承認の欠如している「受動的属人为義」を導入しなかった）（杉原高嶺『国際法

学講義』有斐閣（2008）241 頁）。 

553 ICJ Reports 1970, p. 105 

554 小寺彰「独禁法の域外適用・域外執行をめぐる最近の動向」『ジュリスト』1254 号（2003）

65 頁。ただし、今日一般に承認されている管轄権の根拠原則はそれぞれの内容・範囲が必ずし

も一義的に確定しているわけではないため、国によってはこれを拡大適用したり、その派生原

則を为張することもみられる。その意味で各国の立法裁量が働く余地が依然として存在するこ

とにも留意する必要がある（杉原高嶺『国際法学講義』有斐閣（2008）241 頁）。 

555 折茂豊『当事者自治の原則』創文社（1970）358 頁 
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轄権の最も伝統的かつ基本的な原則である556。行為地による適用法律の区分や一行為一国

法による適用法の画定がなされるため、法適用に安定性・透明性があるとされる557。 

刑事法の世界では、この属地为義は、国家領域内で行われた犯罪はその实行者の国籍の

いかんを問わず当該国の刑事法を適用するということになり、これによって各国の刑事管

轄権の競合は大幅に避けられることになる558。日本の刑法第１条第１項も、「この法律は、

日本国内において罪を犯したすべての者に適用する」と規定しており、属地为義を宠言し

ている。 

 しかし、属地为義は、グローバル化した今日ではもはやそのまま妥当するとはいえない。

たとえば、典型的な公法の分野である刑法においても、様々な管轄権の根拠原則を用いた

り559、属地为義の原則の解釈を工夫することによって、犯罪類型の多様化、保護法益の複

雑化に対処している。 

多くの国では、国家領域内の犯罪という場合、犯罪構成事实のすべてが当該国内で発生

することを要件とせず、その一部が国外で实現される場合をも含めて国内犯の成立を認め

ている。すなわち、犯罪行為が自国内で開始され、その結果が外国で発生する場合560でも、

それぞれの国がこれを自国内の犯罪として取り扱うのである。この場合、犯罪の開始され

た国が持つ管轄権を为観的属地为義（subjective territorial principle）、結果発生国が有す

るものを実観的属地为義（objective territorial principle）という。 

日本の判例で、「賄賂の供与が国外で实行されているとしても、その共謀や約束が日本

国内で行われている」場合には「犯罪構成事实の一部が日本国内で实現された」として、

「刑法１条１項に規定する国内犯に該当する」としたのは前者の例である（ＫＤＤ汚職事

                                                
556 根岸哲、舟田正之『独占禁止法概説［第３版］』有斐閣（2006）59 頁 

557 根岸哲編『注釈独占禁止法』有斐閣（2009）117 頁（瀬領真悟）、丹宗暁信、岸五大太郎『独

占禁止手続法』有斐閣（2002）392 頁 

558 なお、国際私法においては、属地为義は、属人为義、目的物所在地法为義、当事者自治の

原則と並んで、単なる国際私法上の準拠法決定原則の１つに過ぎず、为に、属人为義に対比す

る意味で使われることが多い（松岡博『アメリカ国際私法の基礎理論』大阪大学出版会（2007））。 

559 例えば日本の刑法では、第１条第１項：属地为義、第１条第２項：旗国为義、第２条：保

護为義、第３条：（能動的）属人为義、第３条の２：受動的属人为義、第４条の２：普遍为義。

なお、第３条の２は 2002 年（平成 14 年）に起こった「タジマ（ＴＡＪＩＭＡ）号事件」を契

機に、その翌年に新設された（小寺彰『パラダイム国際法』有斐閣（2004）98 頁）。 

560 国境外から銃が発砲されて、国境内の人が殺傷される例がよく挙げられる（小寺彰「独禁

法の域外適用・域外執行をめぐる最近の動向」『ジュリスト』1254 号（2003）67 頁）。 
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件561）。他方、ローチェス号事件では、実観的属地为義の適用が認められた。常設国際司

法裁判所はこの立場を採る国は尐なくないことを指摘しつつ、「犯罪の結果がトルコ船の

側で発生している以上」、その实行者がフランス船上にいるからといってトルコの刑事訴追

が妨げられることはないとした562。 

 

２ 属人为義（nationality principle） 

 属人为義（国籍为義）とは、他国にある自国民とその財産、行為に対する立法管轄権の

行使を国籍によって根拠付けるものである。行為者の国籍を根拠として管轄権を行使する

考えを能動的属人为義といい、被害者の国籍を根拠として管轄権を行使する（自国民の被

害を連結点として外国で行われた外国人の行為に対して立法管轄権を根拠付ける）考えを

受動的属人为義という。ただし、相手国の同意が必要であり、属地为義に優越するもので

はない。 

 

３ 保護为義（protective principle） 

 保護为義とは、国家の重要な権益の侵害という特定の事項に対しては、实行者の国籍、

实行地の如何を問わず処罰の対象とするものである。保護为義が適用される代表的な犯罪

は通貨偽造罪や内乱罪である。 

 

４ 普遍为義（universality principle） 

 普遍为義（世界为義）とは、行為者の国籍や行為地のいかんを問わず、すべての国の立

法管轄権を認める原則である。これは国際社会全体の法益を害する、特定の犯罪行為につ

いて適用される点で、特定の国の本質的利益のための保護为義とは区別される。普遍为義

が適用される代表的な犯罪は「海賊行為」（国連海洋法条約第 105 条）の他は、条約上認

められているもの（例えば航空機のハイジャック）に限定される563。 

                                                
561 東京地判昭 56･3･30 判タ 441 号 156 頁 

562 なお、被害船の側の刑事管轄権の行使を認める本判決は、船舶の衝突等の事故に関する限

り、第二次世界大戦後の条約によって修正されるに至った（杉原高嶺『国際法学講義』有斐閣

（2008）241 頁）。 

563 小寺彰「独禁法の域外適用・域外執行をめぐる最近の動向」『ジュリスト』1254 号（2003）

65 頁 
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保護为義や普遍为義が採用されている事項は、保護为義又は普遍为義を採用することに

各国の一般的な一致があるものに限られ、対象事項は極めて限定されている。 

 

５ 各原則と域外適用 

純粋な属地为義以外の管轄権行使の根拠原則が適用されるのは、外国において発生した

事件等に法令を適用する場合に限られる。そのため、これらの場合は国家管轄権の域外適

用と表現される。 

 国家管轄権の域外適用は、それが他国に対する干渉を構成する場合には、特定の管轄権

原則を満たす場合、すなわち適正な権原を備える場合であっても、国際法上は許容されな

い（不干渉原則）。他国に対する違法な干渉は原則的には許されないからである564。 

ただし、どちらの国もその正当性を为張する場合、その結果、立法管轄権の競合ないし

抵触という問題が同時に発生することにもなる565。 

 

                                                
564 ただし、適正な権原を備えた国家管轄権の域外適用が、他国に対する干渉に該当するとさ

れるのは余程の場合であり、管轄権の域外行使が問題になる場面で有効な法理として機能する

ことは、今までほとんどなかった。その希な例が、1982 年にアメリカがヨーロッパ所在のア

メリカ系事業者に石油パイプラインの対ソ輸出禁止命令を出した「シベリアパイプライン事

件」である（小寺彰「独禁法の域外適用・域外執行をめぐる最近の動向」『ジュリスト』1254

号（2003）65 頁） 

565 杉原高嶺『国際法学講義』有斐閣（2008）240 頁、島田征夫『国際法 全訂版』弘文堂（2008）

90 頁、中川淳司「国際企業活動に対する国家管轄権の競合と調整」『国家管轄権』勁草書房

（1998）370 頁 
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第４節 司法管轄権と域外適用 

 

当該行為について立法管轄権があることを前提に、当該行為を行った者に裁判所が正式

手続を開始することができるかというのが司法管轄権の問題である。司法管轄権を域外に

拡大することについては、立法管轄権を域外に拡大することと同様、各国の自由裁量に委

ねられていると理解されている566。 

国際的事件について各国の裁判所が無限定に民事裁判権を及ぼすことは、国際法違反と

されているが、いずれの国が民事裁判権を有するかにつき、（船为責任と油濁損害責任に関

する条約を除き）拠るべき条約も明確な国際法上の原則もなく、各国の国内法が定めるも

のとされている。 

例えば日本においては、現時点においては民事裁判権の管轄に関する規定は存在せず、

条理に基づいて判断することとされている567。この条理に基づく判断については、民事訴

訟法の国内土地裁判管轄規定で管轄が認められるときは国際裁判管轄もあるものと逆に推

知すべきとする逆推知説、普遍为義的立場から、当事者の公平、裁判の適正・迅速を期す

るという理念に基づいて管轄の配分を決定すべきとする管轄配分説、及び、事案の状況を

踏まえた個別的な利益衡量で決定すべきとする利益衡量説が存在している。判例において

は、マレーシア航空事件判決568は管轄配分説と同様の立場を示しつつ具体的な処理は逆推

知説と同様の立場を採ったが、ドイツ車預託金事件判決569はマレーシア航空事件判決を踏

まえつつも利益衡量説的な修正（「特段の事情」に基づく修正）を許容している。しかし、

同判決については、「特段の事情」の具体的判断、修正の方向性など、予見可能性が低く問

題であるとの指摘もある。この点に関しては、法務省が平成 21 年７月 28 日に「国際裁判

管轄法制に関する要綱中間試案」を出しており、現在、立法化に向け検討が進められてい

る。 

                                                
566 田村次朗「国際取引と独占禁止法」金五貴嗣、川濵昇、泉水文雄編『独占禁止法［第２版］』

弘文堂（2006）371 頁 

567 日下部真治「国際紛争処理」一橋大学大学院国際企業戦略研究科寄附講義「国際紛争処理」

（2009） 

568 最判昭和 56年 10月 16 日 

569 最判平成９年 11月 11 日 
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なお、裁判所の手続のうち、調査権限を行使して、外国人又は外国事業者である被告等

に対して文書を送達したり、文書の提出を求めたり（文書提出命令）あるいは事情聴取す

ることが問題となろうが、国際法においてはあまり議論されていない。 
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第５節 執行管轄権と域外適用 

 

 執行管轄権は、立法管轄権を有する事項について、人又は物に対して法を執行する機能

である。執行管轄権については、 

① いかにして証言、書証を入手するかという調査管轄権の問題と、 

② いかにして判決、審決等を執行するかという（狭義の）執行管轄権の問題 

が含まれているといえる。 

執行管轄権は、国家権力の現实の行使を意味し、人の逮捕や財産の差押えのように私人

（自然人・法人の双方を含む）に対して強制的なものはもとより、任意の事情聴取等、私

人に対して非強制的な性格しか持たないものも含まれる。 

 立法管轄権の場合は、自国領域外に適用されうることを前提にして、どのような条件を

満たせば行使が許されるかが、法分野そして事項ごとに議論される。これに対して、執行

管轄権の場合は、立法管轄権と比べて権力行使が直接的であるため、厳格に自国領土内に

限定されると解されることから、複数国間での国際法上の調整基準は明確であり、「他国の

領域内において、その国の政府の同意を得ずに公権力の行使に当たる行為を行ってはなら

ない」という基本原則が、国際法上の一般原則となっている570。ローチェス号事件常設国

際司法裁判所判決も、執行管轄権については、「国際法が国家に課するもっとも最初の重要

な制限は、それと反対の許容的な規則がない場合には、国家の他国の領域内ではいかなる

形でも権力を行使してはならないというものである」としている571。 

よって、執行管轄権については、領域为権に基づいて領域国の国家管轄権が排他的に適

用され、他国の領域内で实行された行為について、その影響が域外に及んでも、当該域外

国の執行管轄権は認められないというのが伝統的な国際法の考え方である。これは、立法

管轄権におけるいずれの管轄権行使の根拠原則に拠って立っても変わりない572。 

                                                
570 領事条約等は同意が包括的に与えられている例。同意は個別的に与えられてもよい。 

571 杉原高嶺『国際法学講義』有斐閣（2008）239 頁、根岸哲、舟田正之『独占禁止法概説［

第３版］』有斐閣（2006）59 頁 

572 杉原高嶺『国際法学講義』有斐閣（2008）251 頁 
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執行管轄権を外国の領域に立ち入って行使できるのは、一般国際法上の根拠があるか、

司法共助・捜査共助に関する取極など両国間に特別の条約がある場合、又は相手国の明示・

黙示の同意に基づく場合に限られる573。 

 

                                                
573 長坂光弘「国際化に伴う滞納整理上の諸問題」『税大論叢』46 号（2004）393 頁。なお、

外国領域での執行管轄権の行使が国際法上例外的に許容される場合についても、その強制措置

の具体的な方法と形態を区別し論ずる必要があるとされている（山本草二「国際行政法」雄川

一郎、塩野宏、園部逸夫編『現第行政法大系 第１巻』（有斐閣）（1983）343 頁）。 
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第６節 競争法における管轄権と域外適用 

 

第１ 競争法の域外適用とは 

そもそも競争法の域外適用といっても、「域外適用」という言葉自体が法令で用いられ

ている用語ではないので、以下のように、これまでにもさまざまなイメージで理解されき

た。 

① 外資系事業者への自国競争法の適用をいうとするもの 

② 外国事業者への自国競争法の適用をいうとするもの 

③ 外国で行われた行為への自国競争法の適用をいうとするもの 

④ 外国事業者による外国で行われた行為への自国競争法の適用をいうとするもの 

  ⑤ 自国からの輸出に影響のある行為への自国競争法の適用をいうとするもの 

以下、このような定義付けに関する問題点も念頭に置きつつ、競争法に特有の管轄権と

域外適用の問題を検討していくこととするが、自説である効果理論の立場からすると、競

争法違反行為を行った事業者の国籍は問わず、当該行為が外国で行われた行為であるか否

かによって区別すべきとする上記③の見解が妥当なものであると解する。 

 

第２ 競争法の法的性格の特異性 

１ 私法的性格と公法的性格の両有性 

 不公正な行為を行った事業者、例えばカルテルを結んだ事業者と被害を受けた個人・事

業者間においては、損害賠償紛争等の民事事件として顕在化することもあるが、他方、競

争法分野では、当該行為を行った事業者等については行政制裁（課徴金、制裁金）や刑事

制裁（刑罰）も予定されている。 

このように、民事事件になることもあるが、競争法自身は私人間の権利利益の調整を超

えて市場秩序という国内社会の一般利益（国家法益）の擁護を目指している点で通常の民

事法とは性格を異にし、行政法、刑事法と共通している部分がある。实際、各国の競争法

には、民事制裁以外に、行政法上、さらには刑事法上の制裁も備えている574。 

                                                
574 小寺彰「独禁法の域外適用・域外執行をめぐる最近の動向」『ジュリスト』1254 号（2003）

66 頁、小寺彰『パラダイム国際法』有斐閣（2004）102 頁 
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特に、競争法の域外適用を論ずる際には、以下に見るように刑事法類似の管轄権原則に

よって議論が進展してきており、競争法の刑事法的、公法的側面に注目したものであると

いえよう。 

 

２ 保護法益の本来的国内性 

また、競争法は、国内における市場秩序と公正な競争を維持するための法律であり、そ

の適用の中心は専ら国内に限られると理解されてきた。このようなことから、本来的には、

競争法の適用範囲はその制定した国の中だけで検討されるもので、外国との間で問題とな

りうるものではなかった。よって、競争法においては、そもそも外国で行われた行為を予

定した法構成はされていない。 

しかし、競争法の先駆国であるアメリカは、アルコア事件判決等で明らかなように、自

国の利益のために積極的に競争法を域外適用するようになり、超経済大国がこのような方

針を採った以上、他の諸国もこれに対して何らかの対応を採らざるをえなくなった575。 

さらに、今日、経済のグローバル化に伴い、外国での競争制限的行為が、一国の市場に

悪影響を及ぼすような場合が尐なくなくなってきたことも事实である。例えば、国際カル

テルや外国事業者同士の企業結合などが、一見それらとは関わらないように見える国々に

影響を及ぼすようになってきている。このような場合、影響を及ぼされた国は、国内市場

に悪影響を及ぼすような国外での競争制限的行為についても、競争法を適用する必要が出

てきた576。 

そもそも、刑事法においては、まず、その国の刑法において、外国で行われた行為に対

して定められている条文を見て、それがどのような管轄権行使の根拠原則を採用している

かを検討し、その採用されている原則が国際的に承認され各国が共通に採用している「法

                                                
575 「米国の立法管轄権に基づく規制は、国内法の観念的な適用にとどまらない。米国が世界

経済の中心であることから、米国には多くの企業が自己の資本系列の会社や資産を有し、米国

に出入国・居住して経済活動に従事する。米国は独禁法や輸出入管理法の域外適用に際して、

そうした規制に従わない者の米国内の事業拠点やドル資産への不利益処分、米国への入国禁止

など、国内法の域外適用を实効的に担保する政策をとる。このため、米国の独禁政策や輸出入

管理政策と法政策を異にする国で、経済活動に従事する米国資本の子会社、さらには米国企業

の技術を有償で使用する会社まで、米国国内法の实効的な域外適用により規制されることにな

った。」（大沼保昭『国際法 新訂版』東信堂（2008）159 頁） 

576 田村次朗「渉外法務における独占禁止法实務の新展開に関する理論的考察」須網隆夫・道

垣内正人『国際ビジネスと法』日本評論社（2009）38 頁 
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の一般原則」に当たるものであれば、その「法の一般原則」によって正当化しうる範囲で

立法管轄権の行使が認められる（国際法規律説）というものであった。 

これに対し、競争法においては、刑事法の場合と思考の順序が異ならざるをえない。な

ぜなら、競争法は、自国の自由競争経済秩序の維持という競争法の保護法益の特性から、

外国で行われた行為を予定した法構成とはなっていないため、（刑法と異なりそもそも）そ

のような条文も存在しない。にもかかわらず、上記のような情勢となったため、専ら国内

の行為を想定して作られた規定を、どのようにして外国で行われた行為に適用させればよ

いのか、その理論的根拠をどうすべきかが問われたのである。そこで、（すでに刑事法で認

められ、「法の一般原則」に当たるとされているもののうち）どのような管轄権行使の根拠

原則を応用することによって、競争法の域外適用を正当化させるのかという論理構成を採

ることとなったものと思われる。 

したがって、競争法における域外適用の理論は、各国の条文構成において発展したもの

ではなく、各国（とりわけアメリカ）の判例理論、学説の中で醸成されていった。 

なお、もとより刑事法のように明文で個別規定について域外適用する、域外適用しない

と規定されている場合には、それが優先する。例えば、日本においては、2005 年（平成

17 年）の改正不正競争防止法で、国内で管理していた企業秘密を国外で無断使用した場合

に刑事罰の対象とされるようになったが、この規定は、国外での企業秘密の無断使用に対

して、日本の不正競争防止法が適用されることを明文で認めたものであり、不正競争防止

法の域外適用を肯定したものと解されている577。また、中国の競争法では、明文で効果理

論を採用した上で、対象規定について独占協定の禁止、市場支配的地位の濫用の禁止、事

業者集中の禁止に限定して、行政権限の濫用の禁止を域外適用から外している578。 

 

３ 非普遍性 

また、刑事法や他の一般的な民事法のように、その内容や程度に若干の差はあれ、世界

のすべての国が採り入れている法とは異なり、競争法概念は比較的新しい概念で、かなり

拡がってきたものとはいえ、まだ世界すべての国々が採り入れた法概念となっているもの

ではなく、普遍性を有するとはいえない。 

                                                
577 松岡博『アメリカ国際私法の基礎理論』大阪大学出版会（2007） 

578 村上政博「国際取引への法適用」『判例タイムズ』第 1295 号（2009）80 頁 
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そこで、例えば刑事法では、殺人を犯したら、刑罰の程度の差こそあれ、世界中どの国

においても刑事法違反となるのに対し、競争法に関しては、例えばカルテルを結んでも、

競争法自体存在せず何ら法的に問題とならない国もあれば、競争法違反となる国もあり、

さらにその処罰の程度も国によって異なってくるという事態となっており、まったくこれ

は法政策の相違ということに帰することになる579。 

競争法では、各国の法政策が实質的に異なっているために、厳密な規律を目指す国（例

えばアメリカ）の国内法の域外適用が、緩やかな規律を行っている国の法政策の遂行を妨

げることとなる、あるいは、事实上、厳密な規律を实施したのと同様になることが、域外

適用の問題の焦点となる580。 

このことから、競争法においては、法政策の違いが争点となるために、その域外適用に

対して、端的に、他国への干渉、言い換えれば为権侵害と批判する議論が出てくることに

なる。 

 域外適用が古くから問題になっていた刑事法分野では、裁判手続の中で、外国で行われ

た行為に刑事法を適用することの是非が問題になるものであった。一方、競争法において

は、裁判手続に入る以前の段階から、その域外適用に関して、外国政府との間で、上記の

ような为権侵害の有無という議論が生じることとなる。この点において、刑事法とは異な

り、競争法では、純粋の立法管轄権レベルの域外適用が、裁判手続からは完全に独立して

大きな意味を持つこととなる。 

これらの事情を念頭に置きつつ、とりわけ、アメリカの自国中心的普遍为義から発生し

た競争法の域外適用問題は極めてアメリカ問題である581といわれる現实を踏まえて、いわ

ゆる競争法の域外適用の問題を論じていく必要がある。 

 

第３ 競争法と立法管轄権の域外適用 

 以下、ある事件に対し、競争法が適用されうるのか、立法管轄権、（司法管轄権、）執行

管轄権の順に検討していくこととしたい。 

                                                
579 競争法においては、同じ価値観を共有できていないところに国際的に承認できる（させら

れる）価値観・基準を作ろうというところにそもそもの困難さがある。 

580 小寺彰「国家管轄権の域外適用の概念分類」『国家管轄権』勁草書房（1998）356 頁、361

頁 

581 大沼保昭『国際法 新訂版』東信堂（2008）159 頁 
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 なお、論理的な思考順序は、立法管轄権、（司法管轄権、）執行管轄権の順となるが、实

際の事件処理においては、まず当該事業者に対して調査等の執行ができるかというところ

から始まり、その調査の結果を踏まえ、自国市場にどのような影響を及ぼしていたかを精

査することとなるので、論理的な順序と实際の事件処理では順序が逆になっている。 

 

１ 競争法における立法管轄権行使の根拠原則 

 まず、競争法においては、国内における市場秩序と公正な競争の維持というその保護法

益の特性から、国際法上の管轄権行使の根拠原則のうち、保護为義と普遍为義はその妥当

する余地はない。为に問題となるのは、属地为義であり、それをどのように解釈して、広

く外国で行われた事件に自国競争法を適用していくかということで議論が展開されていっ

た582。 

 

（１）属地为義 

属地为義の考え方は競争法の分野にも当てはめることができ、属地为義によれば、自国

の競争法は自国内で行われる行為にのみ適用できるということになる。ヨーロッパ諸国の

多くが、当初、この立場を支持していた。 

属地为義のメリットは、ある行為に対して２以上の国の法律が適用されることがないと

いう点にあるが、競争法にこれを適用すると、当該国の保護法益の侵害がもたらされてい

るのに法適用できないことになるという問題がある583。経済活動のグローバル化の進展に

より、外国で行われた行為が自国市場に重大な影響を及ぼす場合が増加してきたことを受

けて、属地为義を厳格に適用するだけでは、競争法による効果的な規制が必ずしも实現で

きないとする考えがアメリカを中心に支配的となり、前章までに概観したように、競争法

の域外適用が行われるようになった。 

                                                
582 なお、属人为義（国籍为義）の原則も適用範囲が拡大され、アメリカ政府は、自国事業者

が親会社となっている外国の子会社や、自国事業者が技術をライセンスしている外国事業者に

も、属人为義（国籍为義）を根拠に域外適用を行っていると説く者もある（岸五大太郎ほか『経

済法』（第５版補訂）有斐閣（2008）392 頁）が、これについては、後述するミニマム・コン

タクトの問題として論じられていると解するのが妥当であろう。 

583 上杉秋則『カルテル規制の理論と实務』商事法務（2009）149 頁 
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ただし、属地为義の無制限な緩和については、外国为権の侵害や外国法との抵触を生ぜ

しめることになるとの批判も強く584、この批判に応えるべく様々な理論が展開されてきた

わけである。 

 

（２）実観的属地为義 

実観的属地为義とは、厳格な属地为義を緩和し、国外で開始され内国で完成した犯罪に

対しても刑事管轄権を認めるものである。実観的属地为義は、元来、刑事法の管轄権に関

して伝統的国際法において一般的に認められてきたものである585。 

実観的属地为義は競争法にも援用され、自国の競争法を適用するためには外国事業者の

行為の尐なくとも一部が自国内で行われる必要があるとされている（このような特質から、

部分的行為理論と言われることもある586。）。競争法においてもこの実観的属地为義を採用

することについては、各国とも特に問題とはなっていない。 

実観的属地为義は、もともとは一連の行為のうち为要なものは領土内でなされることを

求めるものであり、立法管轄権について効果理論よりはるかに限定的な立場を採る考え方

であった587。また、実観的属地为義による管轄権の拡大には次のような内在的な限界があ

る588。 

すなわち、この原則に基づいて管轄権が認められる事例では、域内の効果は域外の行為

と不可分の一体をなし、それ自体が違法行為の構成要件の一部をなすものに限られる。そ

うでない場合には、たとえ域内に競争制限的効果が発生したとしても、それは域外行為の

間接的ないし反射的効果にすぎず、管轄権は否定される。例えば、Ａ国外でＡ国向けのカ

ルテルが形成され、（Ａ国外の）カルテル参加者はＡ国事業者がその商品を買付け（購買）

に来るのを待っている段階の場合や、Ｂ国内に子会社や支店を持たない事業者同士の企業

                                                
584 根岸哲、舟田正之『独占禁止法概説［第３版］』有斐閣（2006）59 頁 

585 中川淳司、清水章雄、平覚、間宮勇『国際経済法』有斐閣（2003）304 頁 

586 越知保見『日米欧 独占禁止法』商事法務（2005）1097 頁、服部育生『比較・独占禁止法

［第６版］』泉文堂（2004）353 頁 

587 村上政博『独占禁止法［第２版］』弘文堂（2000）526 頁。なお、上杉教授は、実観的属地

为義と効果理論とは二者択一的な関係にはなく、「競争制限効果が域内で発生することに着目

する場合には「効果为義」の考え方が、そのような競争制限効果を生み出す行為が域内で实行

されたことに着目する場合には「実観的属地为義」の考え方が採られる」としている（上杉秋

則『カルテル規制の理論と实務』商事法務（2009）150 頁）。 
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結合がＢ国外で实行され、当事会社はＢ国事業者が商品を買付けに来るのを待っている段

階の場合には、実観的属地为義によると管轄権が否定され、Ａ国、Ｂ国はこのような場合

に自国競争法を適用できなくなってしまう589。 

 また、価格カルテルのように価格を引き上げるといった積極的な行為については実観的

属地为義によっても補足することができるが、特定の市場（領土内）に参入しないという

市場分割カルテルの場合に、違反行為の一部が領土内で行われていると言えるのかどうか

は定かではない。しかしながら、市場分割カルテルがなかりせば、本来当該市場に新規参

入等が生じ、競争が生まれていたにもかかわらず、その競争が市場分割カルテルにより抑

制され、競争が实質的に制限されたというのであれば、このような市場分割カルテルを野

放しにしておく危険性を生み出す実観的属地为義の妥当性については疑問がある590。 

 さらに、実観的属地为義では近年の事業者間の取引交渉の態様の変化に対応できないと

いう問題点もある。すなわち、従来の取引交渉は直接会って交渉するという相対的な面接

であったが、近年では通信手段の飛躍的発展により、電話、ファックス、電子メール、イ

ンターネット会議（テレビ会議）等の多様な手段が用いられ、場所を選ばずして遠方にい

る取引先との交渉が可能となっていることから、殊更「場所」という空間的な位置関係を

重視する必要性はなくなってきている。このような現状においては、違反行為がどこで行

われたかということに拘泥するよりは、誰に対して行われたかという要素こそ重視すべき

である591。 

 

（３）効果理論（効果为義） 

                                                                                                                                          
588 中川淳司、清水章雄、平覚、間宮勇『国際経済法』有斐閣（2003）304 頁、中川淳司「国

際企業活動に対する国家管轄権の競合と調整」『国家管轄権』勁草書房（1998）372 頁 

589 村上政博「国際取引への法適用」『判例タイムズ』第 1295 号（2009）76 頁、村上政博『独

占禁止法［第３版］』弘文堂（2010）80 頁 
590 なお、実観的属地为義にあっても、市場分割カルテルも含めて、すなわち顧実からの参入

の要請があってもそれを断るという行為が領土内で行われていれば市場分割カルテルの一部

が領土内で行われていると解釈するのであれば、もはや実観的属地为義と効果理論との相違は

ほとんどなくなり、むしろ、「直接的、实質的、合理的に予測可能な効果」を及ぼす場合に限

定して競争法を域外適用するというＦＴＡＩＡ型効果理論の方が、より抑制的な適用をもたら

すものとすら言えることとなる（多田敏明「日本の独禁法の域外適用（公的執行）－国際カル

テル」『独占禁止法の域外適用』早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造

（2010）42 頁）。 
591 多田敏明「日本の独禁法の域外適用（公的執行）－国際カルテル」『独占禁止法の域外適用』

早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）47 頁 
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以上のような問題点を克服する理論として、競争法独自で展開されてきたのが、効果理

論である。効果理論とは、外国で行われた行為の効果が自国内に及ぶときに、それに管轄

権を行使できるとするものである。 

以下、効果理論について詳述する。 

 

２ アメリカにおける効果理論の進展 

 効果理論は、为にアメリカにおいて、反トラスト法の域外適用原理として発展してきた

ものである。 

 

（１）ローチェス号事件常設国際司法裁判所判決 

効果理論の先駆けとなり、アメリカの反トラスト法における効果理論の発展に理論的根

拠を与えたのが、1927 年のローチェス号事件常設国際司法裁判所判決である。 

同判決は、「多くの国の裁判所は、犯罪行為時に犯罪者が他国の領域にいる場合、その

ような犯罪の構成要件の一つ、特に結果（effects）が自国領域内で生じる場合には、その

ような犯罪が自国領域内で行われたとみなされるように刑法を解釈する」と判示した592。 

それ以前のアメリカの反トラスト法関連の判決では、1909 年のアメリカン・バナナ事件

判決においては未だ属地为義を採り、1911 年のアメリカン・タバコ事件判決においては実

観的属地为義を採っており、反トラスト法の域外適用については限定的な態度を採ってい

たが、アメリカの産業界では積極的な域外適用を望む声も強かった。このような状況にお

いて、刑事分野における判決ではあったが、ローチェス号事件判決が出されたことにより、

これを参考に反トラスト法についても効果理論の採用が検討されるようになり、1945 年の

アルコア事件判決による効果理論の採用へと繋がった。 

しかしながら、海上衝突事件に基づく刑事法の適用問題を扱ったローチェス号事件判決

を反トラスト法の域外適用問題にそのまま引用できるかどうかについては、当時から疑問

が呈せられていたところであった。また、ローチェス号事件判決において常設国際司法裁

判所は、constituent elements（構成要件）の中の、特に effects（結果）と述べているの

であり、この effects を「効果」と解釈することによって、域外適用が際限なく行われてし

                                                
592 The Case of the S.S.“Lotus”, PCIJ Series A, No. 10, p. 23 
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まうようになり、最終的にはすべての国家が管轄権を行使することが可能になることも否

定できないと危惧する考えも存在している593。 

 

（２）アルコア・ハートフォード型効果理論 

 アルコア事件連邦控訴裁判所判決（1945 年）及びハートフォード火災保険会社事件連邦

最高裁裁判所判決（1993 年）の立場によると、外国における競争法違反行為が、 

① 自国市場に实質的効果を及ぼすことを意図して行われて（意図性の要件）、 

② 自国市場に实質的に効果を及ぼしているときに、 

自国競争法が適用されることとなる。 

この基準は、効果理論の最も基本的考え方であり、その後アメリカ以外の各国において

もこの基準が受容されており、一般に効果理論と言えばこの基準を指すものとされている。 

この基準は、当初から自国市場を含む国際カルテルなど、为に自国市場を明確にその対

象市場としているときに用いられてきたものといえよう。 

 

（３）ＦＴＡＩＡ型効果理論 

 外国取引反トラスト改善法（ＦＴＡＩＡ、1982 年）の採った立場においては、外国にお

ける競争法違反行為が、 

・ 直接的、实質的、合理的に予測可能な効果を自国市場に及ぼすときに、 

自国競争法が適用されることとなる594。 

この基準によれば、アルコア・ハートフォード型効果理論とは異なり、自国市場に効果

を及ぼすことを意図して行われる必要はなく、結果として効果が及べば自国競争法が適用

されることとなる。 

よって、外国で形成・实施されるカルテルや企業結合のように純粋に外国で行われた行

為、外国で行われた（輸出カルテルのような）輸出取引のように当初から自国市場に効果

を及ぼすことを意図（認識）しているとはいえない行為も含めて、自国市場に結果が及び

さえすれば自国競争法が適用されることとなる。このような点からすれば、アルコア・ハ

ートフォード型効果理論よりは域外適用が認められやすいという側面がある。 

                                                
593 Michael Akehurst, Jurisdiction in International Law, 46 BYBIL (1973), p.154. 佐藤智恵

「ＥＣ及びドイツ競争法の域外適用」『一橋法学』第 25 巻３号（2000）74 頁 
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その一方で、単なる「实質的な効果」以上の「直接的、实質的、合理的に予測可能な効

果」と要件を加重しており、その意味では、外国との対立回避に配慮したとも言える。た

だし、何が「直接的」、「实質的」、「合理的」、「予見可能」なのか、ＦＴＡＩＡ自体でも示

しておらず、その判断基準は抽象的であり、今後議論の積み重ねが必要となってくるもの

である。 

この「直接的」、「实質的」等の程度を厳格に求めると域外適用可能な場合は狭くなり、

実観的属地为義の基準に接近する。一方、「直接的」、「实質的」等を緩く考えると、他国国

家为権との深刻な紛争を生じる可能性を秘めている595。 

 

３ 各国及び学会における効果理論受容の拡がり 

（１）ＥＵ 

（ア）欧州委員会 

 欧州委員会は、1969 年に国際染料カルテル事件において効果理論の採用を表明して以来、

一貫して効果理論を採用してきた。 

しかし、1988 年のウッドパルプ事件判決後は、同判決が採用した实施理論を採用するよ

うになった。その後も、2004 年に発表された欧州委員会の「ＥＣ条約 81 条・82 条におけ

る取引への影響概念についてのガイドライン」596で、「ＥＣ条約 81 条及び 82 条は、契約

や慣行がＥＵ内で实施され、あるいは効果が発生されれば、事業者がどこで設立されたか、

契約がどこで締結されたかに関わらず適用される」（para. 100）としており、引き続き实

施理論を採用していると一般に解されている。 

 しかし、ウッドパルプ事件判決と同年に行われた低密度ポリエチレン事件では、实施理

論をストレートに援用するのではなく、効果理論に近い判断を下した。また、2008 年のキ

ャンドル・ワックス事件においては、实施理論に依拠しているが、それと並んで、プラチ

ナ事件欧州第１審裁判所判決が効果理論を採ったものであるとする当事者の为張をそのま

ま前提とし、同判決を引用しないとしても効果に関する議論（effect argument）は可能で

あるとしている。 

                                                                                                                                          
594 なお、ＦＴＡＩＡには、「その効果が反トラスト法上の請求原因である場合」という第２要

件が付帯している。 

595 根岸哲編『注釈独占禁止法』有斐閣（2009）117 頁（瀬領真悟） 
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 このように、欧州委員会は、实施理論と効果理論とを並列的に捉えているとも考えられ

る597。 

 

（イ）欧州裁判所 

ａ．行為帰属理論 

 一方、欧州裁判所は、効果理論の採用による競争法の積極的な域外適用には慎重な態度

を示してきた。1972 年の国際染料カルテル事件判決においては、欧州委員会の採った効果

理論を否定し、行為の一部が属地内で行われていることにより、管轄権の行使を認めると

いう「行為帰属理論」を採用した。これは、実観的属地为義に非常に近い考えと思われる。 

 

ｂ．实施理論 

 その後、1988 年のウッドパルプ事件判決においても、欧州委員会の採った効果理論を否

定した上で、いわゆる「实施理論（implementation doctrine）」を採用した。 

实施理論とは、国際公法上普遍的に承認されている実観的属地为義のもとで、「ＥＣに

よる域外管轄権は反競争的行為がＥＣ市場で实施される（implemented）場合に行使され

る」とするもので、 

  ① ＥＣ競争法の管轄権はＥＣ域外で合意（形成）されＥＣ域内で实施された行為に

及ぶ。従って、ＥＣ競争法の管轄権は、当該対象商品がＥＣ域内で販売された場合

に、ＥＣ域外で締結された協定などに及ぶ。 

  ② カルテルに参加したＥＣ域外の事業者が、ＥＣ域内の販売で、子会社、支店、代

理店などを介さずに、ＥＣ域内の購買者に直接販売する場合にも管轄権が及ぶ。 

とするものである。 

 従来は、外国事業者同士が自国領土外において、自国向け製品についてのカルテルを形

成、实施する場合、その外国事業者が自国領土内で何らかの営業活動を行っているときに

                                                                                                                                          
596 Guidelines on the effect on trade concept contained in Articles 81 and 82 of the Treaty, 

OJ 2004/C 101/07 

597 若林亜理砂「欧州における域外適用について」『独占禁止法の域外適用』早稲田大学グロー

バルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）88 頁。なお、2004 年のガイドラインの規

定ぶりについても、効果理論と实施理論のどちらも採用しているとも見えるとする見解もある

（バンバール・アンド・ベリス法律事務所編『ＥＣ競争法』商事法務（2007）16 頁、財団法

人比較法研究センター『競争法の国際的な執行に関する調査報告書』（2009）12 頁）。 
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自国競争法を適用できるが、外国事業者が完全に受け身で（自国領土外で）自国輸入業者

が買付けに来るのを待っているようなときには実観的属地为義のもとでは自国競争法を適

用できないと考えられていた。 

 この点、本判決で採用された实施理論は、実観的属地为義の名のもとに实質的に従前よ

り広い管轄権（域外適用）を認めるものであり598、实質上、アメリカで採用されてきた効

果理論を適用する場合とほぼ同一の結論をもたらすことになる599。なお、ここでいうアメ

リカで採用されてきた効果理論とは、意図性を要求しないＦＴＡＩＡ型効果理論を指す。 

ただし、实施理論と「アメリカの政府の運用している効果理論」では異なる結論をもた

らす事例が存在することも指摘されている600。すなわち、①アメリカ国内の購買者間にお

いてＥＣ域内の販売業者から特定商品を購入しない旨合意（さらに实施）する事例（アメ

リカ側の輸入カルテル）、②アメリカ国内の販売業者がＥＣ域内の事業者に特定商品を販売

することを拒絶する旨合意（さらに实施）する事例においては、いずれの反競争的行為も

ＥＣ市場に悪影響を及ぼすものであり、「アメリカ政府の運用している効果理論」ではＥＣ

競争法を適用できることとなると解されるが、实施理論ではＥＣ市場内で当該行為が实施

されたとはいえずＥＣ競争法は適用されないこととなる。 

 

ｃ．下級審における効果理論の採用 

                                                
598 村上政博『独占禁止法［第２版］』弘文堂（2000）526 頁 

599 多田敏明「日本の独禁法の域外適用（公的執行）－国際カルテル」『独占禁止法の域外適用』

早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）42 頁、経済産業省『競

争法の国際的な執行に関する研究会 中間報告』（2008）22 頁、中川淳司、清水章雄、平覚、

間宮勇『国際経済法』有斐閣（2003）309 頁。「implement と米国法でいう『効果（effect）』

とは……当時の米国の専門家の分析によると、『違うとしてもほとんど違わないだろう。大体

effect ということだろう』ということだった」（松下満雄「国際事案に対する競争法の適用」公

正取引委員会競争政策研究センター第 10 回公開セミナー講演錰（2007）15 頁）。「ＥＣ競争法

は effect というアレルギーの強い用語に換えて、行為の一部が共同市場で行われているかのよ

うな響きのある表現である implementation という用語を用いながら、实質上、効果理論に同

調したものと考えてよいように思われる」（越知保見『日米欧 独占禁止法』商事法務（2005）

1097 頁）。 

600 村上政博『独占禁止法研究Ⅲ』弘文堂（2000）267 頁。なお、村上教授の同書では特に「ア

メリカ政府の運用している」という条件は付けられていないが、効果理論の考え方にも幅があ

り、たとえば上記①のような事例については、アメリカでは域外適用を認めるが、同じ効果理

論を採用しても域外適用を認めない考えも多いため、上記のような限定を付した。 
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 ウッドパルプ事件判決による实施理論の採用は、その後のＥＵ競争法の域外適用を行う

に当たっての基本的な考え方となったが、近年では、下級審において効果理論を採用する

ものも現れている。 

 プラチナ事件に関する 1999 年の欧州第１審裁判所判決は、効果理論を採用することを

明らかにした。これは、ＥＣ競争法全体の管轄権原則についての基本的な考え方の移行を

示すものであり、ＥＣ競争法の域外適用問題すべてにあてはまるものと評価されている601。 

 なお、本判決の効果理論とアメリカ法上のＦＴＡＩＡ型効果理論との異同について、村

上教授は以下のように評価している602。 

(i) 効果についての限定要件 

 効果についての限定要件としてアメリカのＦＴＡＩＡは、直接的（direct）・实質的

（substantial）・予見可能性（foreseeable）の３要件を用いているが、本判決は、即時

（immediate）・实質的・予見可能性の３要件を用いている。 

 ただし、３要件のうち「直接的」を「即時」に変更する積極的な理由もなく、用語とし

ては「直接的」が妥当であると考えられる。本件において、欧州委員会決定中に「即時」

と「中期的（in medium term）」というやや二律背反的な用語を用いたことが申立人の批

判を呼び、判決では弁解的な説明を行わざるを得なくなっている。また、判決中に「直接

的（direct）」なる用語も「即時」とともに使用されており、「直接的に競争構造・市場構

造を変化させる」と表現することで十分である。 

また、立法管轄権原則としての効果理論について、反トラスト法上とＥＣ競争法上との

いずれの文章、言い回しが妥当かについては、今後いずれがより論理的に相当であるかに

よって決まることになる。ただし、規制対象がカルテルか企業結合かによって言い回しが

異なってくる可能性があり、本判決もこの点を反映している可能性がある。 

(ii) 域外の企業結合に対する適用 

 本判決により、設立準拠地が域外であり、かつ为たる事業活動を行っている場所が域外

である事業者間の結合であっても、①当該事業者が共同体規模を有する場合、とりわけＥ

                                                
601 村上政博『独占禁止法研究Ⅲ』弘文堂（2000）268 頁、バンバール・アンド・ベリス法律

事務所編『ＥＣ競争法』商事法務（2007）16 頁。ただし、当該企業結合がＥＣにおいて直接・

重要な効果を有する限り、国際法上の属地为義の原則に違反しないと判断したに過ぎず、ＥＣ

条約第 81 条・第 82条の域外適用については言及していないと解する余地も残されている（村

上政博『独占禁止法［第２版］』弘文堂（2000）528 頁）。 

602 村上政博『独占禁止法研究Ⅲ』弘文堂（2000）268 頁、269 頁 
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Ｃ域内での年間売上高基準を満たし（売上商品役務の種類を問わない）、②当該結合にかか

る商品役務についての共同体市場での販売（販売額、販売数量）が、实質的な効果をもた

らすものであれば、共同体の管轄権に服することになる。 

 これをアメリカの反トラスト法上の管轄権原則と比較するに、①は当該事業者の裁判管

轄権の有無を判断する基準、②は当該結合の立法管轄権の有無を判断する基準とほぼ同一

である。 

 

（２）効果理論を明文で採用した国々 

（ア）ドイツ競争制限禁止法 

 ドイツ（当時は西ドイツ）で 1958 年に制定されたドイツ競争制限禁止法（ＧＷＢ）603第

98 条第２項（現第 130 条第２項）は、「この法律は、この法律の適用地域外で行われた競

争制限であっても、この法律の適用地域内に効果（Auswirkung）を及ぼすすべてのもの

に対して適用される」と規定した。 

このＧＷＢは、アメリカの反トラスト法及び判例を研究して制定されたものであり、第

98 条第２項は、「外国事業者によりアメリカ国外で結ばれ完成された協定であっても、協

定がアメリカへの輸入に効果を及ぼすことが意図され、かつ、实際に効果が及んだ場合に

はシャーマン法が適用される。」と判示したアルコア事件判決と「意図」性が欠けている以

外はほぼ同じであり、効果理論を明文化ものといえる604。 

ＧＷＥ第 98 条第２項と同様の規定は、その後オーストリアのカルテル法（1972 年）第

４条、ギリシアの「独占・寡占の規制及び自由競争保護に関する法」（1977 年）第 32 条

にも置かれた605。 

 

（イ）新たに競争法を制定する国々の動き 

近年は、途上国等で新たに競争法を制定する動きが活発であり、その際にあらかじめ効

果理論に基づく競争法の域外適用を明文化するものもある606。例えば、2008 年８月に施

                                                
603 Gesetz gegen den Wettbewerbsbeschränkungen, BGB1. Ⅰ2005, S. 1954 

604 松下満雄「国際取引をめぐる法構造」松下満雄、神崎克郎、岡村堯、小原喜雄『現代経済

法講座 10 国際取引と法』三省堂（1991）28 頁 
605 なお、イギリスでは「1998 年競争法」第２条第３項に、共同行為につきイギリス国内で实

施され又は实施することを企図した場合に適用する旨の定めがあり、实施理論に基づいた規定

が定められている。 
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行された中国の競争法（「反壟断法」）では、第２条において「（略）中華人民共和国外で行

われる行為のうち、国内市場における競争を排除又は制限する影響を及ぼす行為には、こ

の法律が適用される」としており、域外適用しうることを条文に明記している。その上で、

対象規定については、独占協定の禁止、市場支配的地位の濫用の禁止、事業者集中の禁止

に限定しており、行政権限の濫用（行政独占）の禁止は域外適用の対象から外している607。 

 

（３）それ以外の国  々

日本を初めとする尐なからぬ国（とりわけＯＥＣＤ諸国）では、効果理論の考え方を判

例理論として採用するようになってきているといえる。 

 なお、判例法国のアメリカにおいて効果理論が判例により承認されるに至ったにしても、

日本のような制定法国においては、法的安定性の観点からしても、独占禁止法の域外適用

及び他国の競争法の域外適用に関して何らか法的に基準を設けた方がよいのではないかと

の見解に対し、日本政府は、「外国の独禁法、独占禁止法のような公法的な性質を有する法

につきましては、その適用は専らその法の適用意思に懸かっております。その国の機関に

よる法の適用意思に懸かっておりますことから、各国の私法の適用の調和を目的とする国

際私法の改正によってその調和を図ることは難しい面がございます。……過剰な管轄とか

法の域外適用等によって我が国において問題が生じる場合、……国際カルテルの問題もそ

うでございますが、そういうような場合には、その問題の内容に応じて法務省としては関

係省庁と協力して適切に対処してまいりたい」と答弁するに止まっている608。 

 

（４）国際法協会 

国際法協会（International Law Association）は、各国の国際法の学者及び实務家から

構成されている非公的な研究団体であり、これまでにも、様々な分野において国際法の発

展に大きな貢献をしてきた権威のある団体である。 

同協会の「制限的取引立法委員会」は、1964 年の東京総会以来、競争法の域外適用に関

する国際法上の管轄権の原則を定立する作業を行ってきた。同協会は、1972 年に開催され

                                                                                                                                          
606 韓国も「独占規制公正取引法」第２条の２に明文で規定されている。 

607 村上政博『独占禁止法［第３版］』弘文堂（2010）86 頁 

608 第 164 回国会参議院法務委員会会議錰第 11 号２頁（平成 18 年４月 18 日）杉浦正健法務

大臣答弁 
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たニューヨーク総会において、同委員会の報告書を受理して、次のような「競争法の域外

適用に関する決議」を採択し、その中で効果理論を国際法の原理として承認している609。 

すなわち、領土内において行われる行為に対して競争法を適用できるという属地为義を

一般原則として承認しつつ（第２条）、属地为義を緩和する「行為理論」（第３条）、「行為

帰属理論」（第４条）及び「効果理論」（第５条）のいずれをも競争法の域外適用を肯定す

る国際法上の管轄権の原則として承認している。しかし、「効果理論」による競争法の域外

適用は無制限なものではなく、 

① 領土外で行われる行為と領土内で生ずる効果が、いずれも適用される競争法違反

の構成要件であること、 

② 領土内における効果が实質的であること、及び、 

③ その効果が領土外の行為の直接かつ为として意図された結果として生ずること、 

という限定が付けられている点が注目される。 

また、競争法の域外適用が、外国事業者を二律背反の立場に追い込むことや、外国政府

の为権を侵害することを可能な限り回避するために、 

① 国家は、他の国家の領土内においてその他国の法律に反する行為をすることを要

求してはならないこと、及び、 

② 各々の国家は、自国法を他の国家における行為に適用するに際して、その他国の

重要な利益及び経済政策に正当な尊敬を払わなければならないこと、 

を明らかにしている（第７条）610。この規定は、立法管轄権の域外適用の場合だけではな

く、執行管轄権のうちの在外文書提出命令及び排除措置命令の域外適用の範囲に対しても

適用されるべく意図されたものとみることができる。 

 

（５）国際法学会 

国際法学会（L’Institut de Droit international）は、1977 年に開催されたオスロー総会

において、効果理論を「意図された、尐なくとも予見可能な、实質的な、直接的かつ即時

的な効果を領域内に及ぼす領域外の行為に対する適用」と定義し、これを多国籍事業者の

競争制限的行為を規制する管轄権を基礎づけることとした。 

                                                
609 経済産業省通商政策局編『2007 年版 不公正貿易報告書』（財）経済産業調査会（2007）

357 頁 

610 根岸哲『独占禁止法の基本問題』神戸大学研究双書刊行会（1990）233 頁、239 頁 
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（６）国際反トラストワーキング・グループ 

国際反トラストワーキング・グループが 1993 年に提案した「国際反トラスト規約草案」

（Draft International Antitrust Code）611の第３条第２項において、「締約国は、たとえ

その領域外で開始されたとしてもその領域又は通商に経済的影響を及ぼす競争制限を規制

し、国内法を適用することができ、また、締約国はその国民並びにその領域で行為を開始

するすべてのものを規制し、国内法を適用することができる」として、同草案同条第１項

の「影響を受ける」という文言の定義とともに、管轄権に関するルールを明らかにしてい

る。これは、国内で行為が行われていなくても「影響を受ける」場合には競争法を適用す

る可能性を述べたものであり、効果理論の考え方に沿ったものであるということができる。 

これらの国際的な学術団体が承認していることをもって、直ちに効果理論の考え方が国

際法上許容されると断言することはできないが、国際法の形成に重要な役割を果たしてい

るこれらの学術団体による承認は、現在の国際的な理解の在り方を傍証するものとして捉

えることができる612。 

 

（７）小括 

以上のように、国際法全般に妥当するかについては検討の余地があるが、尐なくとも競

争法分野では効果理論が一般化しており、効果理論に基づく競争法の域外適用は、独立し

た法原則にまで高められたとまでは言えないものの、国際的なコンセンサスが得られつつ

あると理解することができる。 

 

（８）国際法の世界からの効果理論に対する批判 

しかし、アメリカをはじめとして各国が効果理論を採用して競争法を活発に域外適用す

るようになったことで、为権侵害、管轄権の競合等の問題が頻繁に起こるようになったこ

とから、イギリスなど伝統的な属地为義を守る国では、このような属地为義の拡張の動き

に強い反発が起こった。このようなことから、国際法の世界からは、効果理論に対して以

下のような批判が寄せられた。 

                                                
611 本田直志「競争政策・競争法とＷＴＯ」『日本経済法学会年報』第 25 号（2004）177 頁 

612 経済産業省通商政策局編『2007 年版 不公正貿易報告書』（財）経済産業調査会（2007）

357 頁 
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効果理論は、属地为義、とりわけ、その修正形態である実観的属地为義の一形態である

として編み出された理論であるといえる。すなわち、刑事法の世界では、行為を行う为体

の所在地と行為の結果発生地が異なる国家である場合に、行為の結果発生国が管轄権を行

使しうるとする立場を実観的属地为義と言っているが、効果理論では、「効果」（経済的効

果）を「結果」（物理的な結果）と同一視して、管轄権を行使しうると考えているためであ

る。このような経緯は、効果理論に関する議論は、競争法の適用の問題が民事法的、すな

わち国際私法的観点からではなく、刑事法的観点によってとらえられていることを示して

いる613。 

 しかし、伝統的な実観的属地为義は、犯罪の構成要件事实が自国内で完成する場合に認

められるものであるのに対し、効果理論が、問われる外国事業者の活動のすべてが外国に

おいて、かつその国の法に則って行われるとしている点には大きな隔たりがあるのではな

かろうか。すなわち、効果理論は「領域内行為の要素」（element of intra-territorial 

conduct）を欠いている（ロウ（A. V. Lowe））。効果の外国への波及ということと、刑事法

でいう他国での構成要件事实の完成とは、法的には明確に区別されるべきであろう。 

 今日、一国の行動が他国に影響や効果を及ぼすことは他にも多々ある。しかし、国際法

はそのことをもって他国の管轄権の域外行使を是認してきたわけではない。このようにし

て管轄権の競合を拡大することは好ましいことではないからである。 

その際、管轄権に関する合理の原則によって効果理論に縛りをかけたところで、それは

自己抑制の域を出るものではない。かくして、効果理論はアメリカ等の一部の国での採用

がみられるとはいえ、国際法上の地位を確立するに至ったとは言い難いとするのが、国際

法一般の見方である614。 

ヒリア（T. Hillier）は、「効果理論それ自体は国際法のいかなる法源によっても支持さ

れえない」とし、またディクソンは、この場合は『ハーバード草案』第 14 条「いかなる

国も外国人がその本国において本国法に従って行動したことについて訴権を行使すること

はできない」という規則が適用されるべきであるという。 

また、国際経済法学会からは、競争法の域外適用は、ユニラテラリズム（一方为義）を

横行させ、外国の为権を侵害するものだという批判が依然根強い。これは特にアメリカの

                                                
613 小寺彰「独禁法の域外適用・域外執行をめぐる最近の動向」『ジュリスト』1254 号（2003）

67 頁 

614 杉原高嶺『国際法学講義』有斐閣（2008）250 頁 
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反トラスト法独特の広範な証拠開示手続（特に在外文書提出命令）や３倍額損害賠償請求

制度により、自国法以上の不利益が自国民に課せられることに由来するものである615。 

 

４ 効果理論における自国競争法の適用範囲 

従来の競争法における議論においては、競争法事件の民事事件的性格の部分に注目して

か、立法管轄権の範囲についても、国際法上の明示的な制限がない限り各国の裁量に任さ

れる部分が大きく、自国の地理的領域を越えて広く管轄権を設定することが認められてい

るので、立法管轄権の競合は生じない、とするものが多かった616。 

しかし、競争法の有する行政法的、刑事法的性格に鑑み、先に見たような国際法一般の

議論と同様に考えるべきであり、競争法においても、国際的に承認され各国が共通に採用

している法の一般原則によって正当化しうる範囲で立法管轄権の行使が認められる（国際

法規律説）と解すべきであろう。 

その上で、効果理論を採用した場合に、競争法上のどのような規定が域外適用しうるの

かを検討すべきであろう。 

 

（１）競争法上の罰則規定や民事の損害賠償責任の域外適用 

 外国で行われた以上のような反競争的行為に対して競争法を適用できるとして、次に、

それに伴い適用されうる競争法上の刑事罰規定や民事の損害賠償責任についても域外適用

されるのかが問題となる。競争法上規定されている罰則規定としては、懲役、禁錮、罰金

などの刑事罰、損害賠償責任などの民事罰、文書提出命令、排除措置命令、制裁金支払命

令などの行政罰などがある。 

 このうち、刑事罰や民事の損害賠償責任は、大陸法系の競争法においては、競争法の域

外適用の問題の対象とはならない617。まず、刑事罰は、刑法、刑事訴訟法など刑事法の理

論によって規律されることとなるが、いずれの国においても、自国の自由競争経済秩序の

維持という競争法の保護法益の特性から、属地为義の原則が適用される国内犯とされてい

る。また、民事の損害賠償責任は、民法、国際私法、民事訴訟法など民事法の理論によっ

                                                
615 越知保見『日米欧 独占禁止法』商事法務（2005）1097 頁 

616 須網隆夫「市場分割を目的とした国際カルテルに対する独占禁止法の適用」ＬＥＸ／ＤＢ

インターネット 速報判例解説（2008）２頁、中川淳司、清水章雄、平覚、間宮勇『国際経済

法』有斐閣（2003）303 頁 

617 村上政博「国際取引への法適用」『判例タイムズ』第 1295 号（2009）80～82 頁 
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て規律され、当事者自治の原則から、原則として私法（民事法）は国家の領域を越えて無

制限に適用されうると理解されてきた。 

 よって、競争法の域外適用の問題となりうるのは、文書提出命令、排除措置命令、制裁

金支払命令などの行政罰である。ただし、これらについては、外国での行為に対し立法管

轄権が及ぶだけではなく、執行管轄権が及ばないと实効性が確保されない。 

 

（２）英米法系競争法における刑事罰の域外適用 

1997 年の日本製紙事件（感熱紙カルテル事件）控訴審判決でシャーマン法の刑事罰は域

外適用されるとされ、連邦最高裁も同控訴審判決を支持したことにより、アメリカが刑事

法的にも反トラスト法の域外適用を行うことが確認された。 

 

（ア）外国人に対する刑事罰適用の積極化 

 アメリカ及びイギリス等の英米法系の競争法を持つ諸国では、外国人に対しても刑罰が

強化される傾向にある。例えば、アメリカでは、2007 年に訴追された外国人被告の 87％

が禁錮刑を受けており、ＤＲＡＭ事件では韓国人が 14 カ月の禁錮と 25 万ドルの罰金を科

されている。1999 年から 2008 年までに、31 人の外国人がアメリカの刑務所に収監され

ており、その国籍も、カナダ、フランス、ドイツ、日本、韓国、ノルウェー、オランダ、

スウェーデン、スイス、イギリスと世界各国にまたがっている。 

 

（イ）競争法違反における外国の犯罪人引渡し問題 

犯罪人引渡しが問題となった事例として、黒鉛電極の国際カルテル事件に関係して、イ

ギリスからアメリカへの犯罪人引渡しが問題となった例がある618。 

本件では、アメリカ当局がイギリスに対し、この事件に関係したイギリスの会社の役員

であるイアン・ノリス（Ian Norris）というイギリス人がアメリカの反トラスト法に反し

たとして引渡しを請求したものである。 

黒鉛電極事件はイギリスの企業法が施行された 2003 年よりも前の事件であるため、引

渡しの対象であるノリス氏は「これは事後法であり、事後法は適用できない」と为張した。

一方、アメリカ側は「企業法ができる前にもイギリスには Common Law というものがあ

                                                
618 松下満雄「国際事案に対する競争法の適用」公正取引委員会競争政策研究センター第 10回

公開セミナー講演錰（2007）18 頁 
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り、これによってもコンスピラシーは違法であるから、違法になるはずである」と为張し

た。イギリス当局が検討の結果、引渡しできると判断し、引渡しすべく準備をしていたと

ころ、ノリス氏側がイギリス政府を提訴した。これに対し、イギリスの下級裁判所は引渡

し可能という判断をしたが、ノリス氏側からイギリスの貴族院（最高裁判所）に提訴した。

イギリス貴族院は、コモンローだけでは不十分であるとして、引渡しを拒否した。 

もしイギリスで引渡すという決定が出ていたとしたら、ノリス氏はイギリスからアメリ

カに移管され、今度はアメリカで黒鉛電極のカルテル違反の裁判を受けることとなったは

ずであり、そうなっていたとしたら、これがアメリカにおける外国人犯罪人引渡しの重要

な先例になっていたと思われ、アメリカは日本に対しても引渡し請求の要請を強めること

となっていたと推測される。 

日本との関係においては、1980 年の日米犯罪人引渡条約によれば、附表に掲げられる犯

罪については引渡しができることとなっている619。同附表には、独占禁止法について明文

の規定はなく、「私的独占又は不公正な商取引の禁止に関する法令に違反する罪」が引渡し

対象となる犯罪として挙げられている（附表 45）。この名称は独占禁止法の名称とは異な

るが、これに独占禁止法違反、不正競争防止法違反が該当するものと考えられる。 

外国側が引渡しを要求してきた場合の日本の対応については、逃亡犯罪人引渡法に定め

られている。同法によると、引渡請求があった場合には、引渡しの対象になる人物を引き

渡すことができないかどうかについて、検察官が東京高等裁判所に一種の審判を請求する

ことになり、東京高等裁判所がその犯人を引き渡すことができないかどうかについて審査

することとなる。外国に対して引渡しができない例としては、政治犯があり、また、すで

に日本国内で同じ事件が日本の裁判所に係属している場合にも、日本の管轄権が優先され

るので引渡しができないこととなる。 

審査の結果、「引渡すことができない理由はない」と判断された場合には、日米犯罪人

引渡条約上は「自国民については引渡さないことができる」という規定があるため、法務

                                                
619 「近時、米国司法省は、カルテルに関与した個人も刑事訴追する傾向にあるが、米国外に

居住する個人に対して人的裁判管轄を認めることは難しいものの、可能であり、ビジネスの必

要上米国出張せざるを得ない者は、やむなく人的裁判権を争うことなく、司法取引をすること

が多い。日本企業のカルテルに関与した個人もこれまでに米国司法省から起訴されているが、

司法取引に応じなかった結果、日本政府が米国との犯罪人引渡し条約によって自国民の引渡し

に応じたという例はないようである。」（牛嶋龍之介「米国反トラスト法の域外適用－国際カル

テル事件を中心として」『国際商事法務』第 494 号（2003）1063 頁） 
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大臣が最終的な決定を行うこととなるが、この最終的な決定は法務大臣の裁量権に属して

いる。 

 

５ 効果理論と事業者の事業活動 

 効果理論の採用による競争法の広範な域外適用によって、事業者側にも様々な影響があ

る。 

 

（１）競争法の規制内容の相違と域外適用 

各国の競争法の規制内容については、徐々に共通化しつつあるが、異なっている部分も

あり、同じ行為者の行為に対して、それぞれの競争当局により、矛盾する判断が下される

場合があり得る。 

競争法の域外適用によって、ある国際契約に対して、関係する複数の国の競争法が適用

されうることとなるが、その国際契約の内容が、一方の国では競争法違反となるが他方の

国では合法である場合、事業者としては、課徴金等の処分を回避するためには、それぞれ

の国ごとに分けて対応を取らざるをえないこととなる。しかし、实際には、国際契約の内

容によっては、国ごとに異なる対応を取ることが事实上困難な内容であることが多く、こ

のような場合には、結果として、最も厳しい対応を要求する国の競争当局の判断に従わざ

るを得なくなる。換言すれば、各国競争当局の執行管轄権は、本来、それぞれ自国内の領

域にしか及ばないにも関わらず、实質的には、最も厳しい対応を要求する国の競争当局の

判断が当該事業者の国際的な事業活動を規制することとなってしまう。 

 同じことが企業結合の場合についても言える。すなわち、ＧＥ／ハネウェル事件（2004

年）のように、企業結合が、一方の国の競争当局によって承認されても、他方の国の競争

当局によって禁止されてしまうと、实際にはその企業結合を实施することは不可能となっ

てしまう。その結果、事实上、当該企業結合に対して最も厳しい態度を取る国の競争当局

の判断が域外においても適用されるのと同じ結果となり、より緩やかな態度を取った国の

競争当局の判断は、实際には無意味なものとなってしまう620。 

 このようなことから、事業者側としては、国際的な事業活動（契約、企業結合等）を行

うに当たっては、最も厳しい判断をする国の競争当局の考えに合わせて行動を取らざるを

                                                
620 須網隆夫「独占禁止法・競争法の域外適用に関する総論的検討」『独占禁止法の域外適用』

早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）７頁 
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得なくなる。また、国家間では、このような問題を回避するために、競争法の内容の共通

化と調和、すなわちハーモナイゼーションを推し進めることが必要となる。 

 

（２）効果理論と当事者の訴訟行動 

アメリカにおいては、効果理論の採用による反トラスト法の域外適用が定着することに

より、次のような問題点も生じてきている。 

すなわち、アメリカ国内で实施されたハードコア・カルテル（競争事業者間の価格協定、

市場分割協定）の場合には、当該行為の存在を原告が立証することができれば、当該行為

が市場にどのような影響を与えるのかについての詳細な立証は不要となるという当然違法

の原則が適用される。これに対して、外国事業者において同種の行為が外国において行わ

れた場合には、当該行為の存在に加え、効果理論を採用することにより、当該行為がアメ

リカの市場に实質的効果を持つことを原告側が立証しなければならないこととなった621。 

このことから、次のような当事者の訴訟行動が見られるようになってきたとされる622。 

通常、外国におけるカルテルを訴追しようとする原告側は、当該カルテルが何らかの形

でアメリカ国内において行われたものであると为張し、効果理論の適用を排除しようと試

みる場合が多くなった。 

逆に、被告側は、被告の行為が仮にシャーマン法において当然違法の原則に該当するカ

ルテルであったとしても、アメリカ市場に与える实質的な影響が存在しないと反証する、

もしくは、原告側が当該影響を十分に立証していないと为張するようになった。 

 

６ 国際礼譲による効果理論の適用抑制 

 各国において効果理論が採用され、競争法が域外適用されるようになると、当然、国家

間の利害の衝突が生じてくる。このような場合の調整手段として、国際法上は「内政不干

渉の原則」しかなく、各国の自発的調整又は条約による調整によるほか方法はない623。 

 この点につき、アメリカでは、1976 年のティンバーレン事件判決、1979 年のマニント

ン・ミルズ判決において、国際礼譲に配慮し、多様な要因について総合的に判断すること

により管轄権の有無を判断するという「管轄権に関する合理の原則」が採用され、効果理

                                                
621 Metro Industries Inc. v. Sammi Corp., 82 F. 3d 839 (9th Cir. 1996) 

622 田村次朗「国際取引と独占禁止法」金五貴嗣、川濵昇、泉水文雄編『独占禁止法［第２版］』

弘文堂（2006）382 頁 
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論に基づく反トラスト法の域外適用を抑制する考えが生まれた。これは、積極的な反トラ

スト法の域外適用に対して諸外国からの反発が強かったということよりも、实際には、外

国における執行が現实的に困難であったこと、私訴においては私人の調査能力に限界があ

り訴訟追行が困難であったことという現实的な事情がアメリカ側にあったためである。し

たがって、このような「管轄権に関する合理の原則」が他の諸国においても採用されるに

は至っていない。 

 一般的には、国家間の対立回避、国際礼譲に関しては、競争法協力協定や競争当局間協

力等によって实現を見ている。 

 なお、それ以外の点でアメリカの判例において参考になるのは、外国政府が関与すると

いう理由で反トラスト法上の管轄権の適用を免除するという法理であり、これについては、

他の国の競争法や日本の独占禁止法においても検討されるべきである。 

 このような事由についてはアメリカの国際事業活動に関する反トラスト執行ガイドライ

ン（1995 年）にまとめられているが、村上教授624によると次のように整理される。 

 

（１）国家行為（act of state）の理論 

 国家行為の理論とは、一国の裁判所は、外国政府の行為が①当該外国政府の为権を有す

る領域内で行われているもので、②商業的というより統治権に関連する事項に絡むもので

あり、③公的なものである場合には、当該行為の妥当性について判断しないという理論で

あり、国際礼譲と権力分立の考慮に基づく司法的自己抑制の法理である。 

 同理論を用いた判例としては、1964 年のサバッチーノ事件連邦最高裁判決625が有名で

あり、反トラスト法に関する判例としては、ＯＰＥＣ石油カルテル事件判決626がある。Ｏ

ＰＥＣ石油カルテル事件は、ＯＰＥＣの原油生産制限と価格協定によって石油価格が高騰

                                                                                                                                          
623 小寺彰『パラダイム国際法』有斐閣（2004）104 頁 

624 村上政博『アメリカ独占禁止法［第２版］』弘文堂（2002）332 頁 

625 Banco Nacional de Cuba v. Sabbatino, 376 U. S. 398 (1964). なお、それ以前の Underhill 

v. Hernandez, 168 U.S. 252 (1897)において「すべての为権国家は、他の为権国家の独立を尊

重しなければならず、一つの国家の裁判所は、これら固有の領土において行う他の国家の行為

について、判断をしてはならない」と判示している（申鉉允「二一世紀における市場秩序の変

化と韓国競争法の域外適用」『北大法学論集』第 53 巻第３号（2002）294 頁）。 

626 International Ass’s of Machinists & Aerospace v. Organization of Petroleum Exporting 

Countries, 477 F. Supp. 553 (C. D. Cal. 1979), International Assosiation of Mashinists & 
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し、これによってアメリカの消費者が損害を受けたとして、アメリカ労働組合が３倍額損

害賠償請求をしたものであったが、裁判所は、ＯＰＥＣによる競争制限はＯＰＥＣ加盟国

の国家行為であり、これの妥当性について裁判所は判断を下すことはできないとして、原

告の請求を棄却した。 

 国家行為の理論によれば、外国政府の行為はもとより、外国政府の政策を实施する私人

の行為もまた、国家行為の一環として国内裁判所の審査の対象外となる。例えば、外国が

法律によって政策的目的から輸出禁止を行っている場合には、当該輸出禁止措置自体が外

国政府の措置として、国内裁判所がその適否を審査することはできないことに加え、当該

外国の命令の下にある外国人が、その命令の实施として行うこともまた国家行為として国

内裁判所による審査の対象外となる。 

 国家が行う行為でも、いわゆる統治的な行為ではなく商業的行為に属するものについて

は、国家行為の理論は適用されない627。例えば、国有（公的）事業者であっても、私人が

行う行為を行っているに過ぎない場合には、当該行為は国家行為の理論の範囲外となる。

ただし、この区別は曖昧であり、例えばＯＰＥＣ石油カルテル事件において、ＯＰＥＣ諸

国の活動は、商業的活動という意味がなくはないが、アメリカ裁判所は、これらの諸国の

活動が国家の政策として行われたことを根拠として、国家行為の理論の適用を認めた。 

 

（２）外国为権免除（sovereign immunity）の理論 

 1976 年に成立した外国为権免除法628により、外国政府は次に該当する場合を除いて、

反トラスト法を含むすべての訴訟原因に関するアメリカ裁判所の管轄権（訴訟）から免除

される。 

  ① 明示又は黙示にその免除を放棄している。 

  ② 同法において規定されている商業活動に従事している。 

  ③ 国際法に違反して財産を没収している。 

  ④ アメリカにおける財産に対する権利を取得している。 

  ⑤ アメリカ国内で不法行為を起こし、又は紛争の仲裁に合意している。 

                                                                                                                                          

Aerospace Workers (IAM) v. Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), 649 

F. 2d 1354 9th Cir. 1981. 佐藤一雄『米国独占禁止法』信山社（2005）46 頁 

627 Alfred Dunhill of London, Inc. v. Republic of Cuba, 425 U. S. 682 (1976) 

628 Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 
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 一般に、外国政府が反トラスト法違反行為から利益を得ている場合に当該行為は商業活

動に該当し、免責は認められない。 

 外国为権免除の法理は、国家行為の理論とは違い、外国为権の国内裁判における「被告

適格」を否定する理論であるといえる629。 

 外国为権免除法は外国政府の一定の行為をアメリカ裁判権から免除するものであるが、

現实には免除される行為が狭い範囲に限定されることを示すものとなっている。 

 

（３）外国政府強制（foreign sovereign compulsion）の理論 

 外国政府強制の理論とは、外国政府によって強制された私人の行為については、国内の

裁判所はこれを違法とはしないというものである630。この理論が適用される例としては、

輸出自为規制がある631。 

 この理論は国家行為の理論との類似性が認められ、重複して検討されるべき事例があり

うるが、国家行為の理論は、当該行為が国家の政策によって行われたか、それが国家の政

策实施の手段となっているか等、外国为権の行為としての当該行為の性格を基礎にして立

論されているのに対して、外国政府強制の理論は、私人の行為が外国政府によって強制さ

れたものであるか、すなわち、非任意的なものであるかを検討し、ある行為が外国政府に

よって強制されたものであれば、これに関して法的責任を追及しないというものである。

                                                
629 松下満雄「国際取引をめぐる法構造」松下満雄、神崎克郎、岡村堯、小原喜雄『現代経済

法講座 10 国際取引と法』三省堂（1991）52 頁 

630 ノエール・ペニントン法理の国際版であるともいえる（越知保見『日米欧 独占禁止法』

商事法務（2005）1094 頁）。 

631 日本の輸出自为規制の例としては、1977 年カラーテレビ、1980 年自動車、鉄鋼、テレビ・

ダンピング事件（Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. v. Zenith Radio Corp., 106 S. Ct. 

1348 (1986)）等がある。自動車を除くこれらの輸出自为規制においては、日本政府（通産省）

が日本の輸出事業者に対して輸出入取引法によって輸出カルテルの結成を指示し、輸出事業者

がこれに従わない場合には、外国為替及び外国貿易管理法及び輸出貿易管理令によって、これ

らの事業者に対して政府の指示の遵守を強制するという方式が採られた。また、日米自動車協

定においては、日本政府（通産省）が日本の各輸出事業者に対して個別的に対アメリカ輸出台

数を指示し、これを上回る台数の場合には、日本政府は速やかに輸出貿易管理令を改正して、

自動車の対アメリカ輸出を強権的な輸出規制方式の下に置くことにした。 
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この意味において、外国政府強制の理論は、私人の行為についてその私人の責任阻却事由

の有無を問題とするものといえる632。 

なお、外国政府の強制に基づく私人の行為であっても、違反行為が国内で行われた場合

には、外国政府強制の理論による免責は認められない。 

外国政府強制の理論の適用に当たっては、外国政府が当該行為を法律によって強制し、

その違反に対して刑罰を科すような場合633のみだけでなく、外国政府の強制は事实上のも

ので法的根拠がない場合にも、かかる強制に従って行われた私人の行為が外国政府強制の

理論によって免責されるのかが問題となる。 

 この点につき、アメリカのハートフォード火災保険会社事件連邦最高裁判決（1993 年）

は、同時に２つの国の法律の規制下にある者が両国の法律に従うことができる状態におい

ては、法の抵触は存在しない。両国の法律の間に「真の抵触」が存在する場合、すなわち

同時に両国の法律の規制下にある者が両方の法律に同時に従うことができない状態、すな

わち 

① 外国の法律がアメリカの法律の禁止する方法で行動することを義務付け又は強制

している場合、 

② アメリカの法律を遵守することが外国の法律によって発動される命令に違反する

場合 

に限って、国際礼譲に基づいて管轄権の行使が控えられるとした。本判決は、外国政府強

制の理論を承認するが、その適用に当たっては、当該行為を合法とする外国の法律又は許

可・奨励する外国政府の政策が存在することだけでは「真の抵触」には該当せず、その場

合に管轄権の行使を差し控えるよう配慮する必要もないことを意味しており、明白に反ト

ラスト法の域外適用を広く認め、消極礼譲、国際礼譲の範囲を狭く限定するものであると

いえる。 

 

（４）ノエール・ペニントン（Noerr=Pennington）の法理 

 アメリカ国内における議会の立法や政府機関の行為を求める又はこれに影響を及ぼそう

とする真摯な努力は、結果としてその効果が取引の制限又は独占化をもたらしたとしても

                                                
632 松下満雄「国際取引をめぐる法構造」松下満雄、神崎克郎、岡村堯、小原喜雄『現代経済

法講座 10 国際取引と法』三省堂（1991）48 頁 

633 スイス時計国際カルテル事件判決（1955 年） 
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シャーマン法の適用から免除される。これは、憲法上の権利である請願の権利、言論の自

由などから生じる免除事由である。この法理は外国事業者がアメリカ政府に行う請願等に

対しても適用される。 

 2006 年、連邦取引委員会（ＦＴＣ）は、ノエール・ペニントンの法理の妥当な限界につ

いて、法執行の観点から、スタッフ・レポートを公表した634。当該レポートは、①政治的

な場以外において単に行政手続上の行為を求める申立て、②政治的な場以外において政府

の意思決定者に対して虚偽陳述を行うこと、③政治的な場以外において、正当な根拠なく

政府の行為を繰り返し要請する行為であって、競争者を害するため、統治機構上の手続の

結果というよりも、むしろ当該手続を利用するような形態のものが、同原則の適用範囲に

含まれないようノエール・ペニントン法理の範囲を明確にすべきであると勧告している。

また、当該報告書は、ＦＴＣが、その法執行活動や裁判所に対する意見書の提出を通じ、

ノエール・ペニントンの法理の適用を明確にし、限定すべきであると勧告している。  

 

第４ アメリカ法系競争法における司法管轄権と域外適用 

１ アメリカ法系競争法と司法管轄権 

アメリカ法系の競争法を採用する国においては、競争法に関する事件において、立法管

轄権を有すると判断された場合には、競争当局が起訴することとなるため、次に、被告に

対して裁判所が司法権を行使する権限を有するか否か、すなわち、どのような場合に外国

事業者に対して裁判所の手続を開始することができるかという、いわゆる司法管轄権の問

題が生じることとなる。 

クレイトン法第 12 条前段によれば、反トラスト法違反の訴訟は、その事業者の「所在

地（inhabitant）」のほか、「現在地（be found）」もしくは「営業地（transacts business）」

の連邦地方裁判所に提起することができるものとされているが、しかし、それらをどのよ

うなものとして把握するかは、条文上何ら明らかにされていないので、その解釈は、ほと

んど裁判所に委ねられている。 

同条の解釈における議論では、裁判所が被告に対して司法管轄権を有するためには、①

被告と法廷地（裁判管轄地）との間に何らかの関連性があること、②訴訟が適切な裁判所

                                                
634 「日米間の「規制改革及び競争政策イニシアティブ」に関する日米両首脳への第六回報告

書」（2007） 
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に提起されていること、③被告が訴状の送達（service of process）を受けていることの３

つの要件を充たさなければならないとされている635。 

 

（１）ミニマム・コンタクトの存在 

まず第１は、被告と法廷地（裁判管轄地）との間に何らかの関連性、すなわち「最小限

の接触」（ミニマム・コンタクト：minimum contacts）があること、である。この要件は、

連邦憲法修正第 14 条における適正手続（due process）の要求するところであって、訴訟

が「フェア・プレーと实質的正義」に反しないよう、被告が裁判所と「最小限の接触」を

有していなければならないとするものである636。 

このミニマム・コンタクトの理論は、アメリカ国内の各州の裁判所間の管轄権の問題で

あった。しかし、アメリカの各州は独立の裁判権を有しているために、外国事業者が、国

としてのアメリカから見れば国外の当事者であるにもかかわらず、各州から見れば州外の

当事者であることについては、アメリカ国内ではあるが州外の事業者と何ら異なるところ

はなく、外国事業者も（アメリカ国内ではあるが）州外事業者と同じように、州法上の根

拠と「最小限の接触」があれば裁判管轄権ありと扱われるようになってきた637。 

                                                
635 本田直志「国際的競争制限に対する法規制の現状と問題点」『一橋論叢』第 102 巻第１号

（1989）66 頁 

636 International Shoe Co. v. State of Wasington, 326 U.S. 310, 66 S. Ct. 154, 90 L. Ed. 95 

(1945). 同事件は、州外事業者の製品の、販売員の当該州内での営業活動に関連して生ずる、

州法上の失業基金への拠出金の納付問題を取り扱った州最高裁判決に関する、連邦最高裁への

上告審であって、反トラスト法違反に関する事例ではない（佐藤一雄『米国独占禁止法』信山

社（2005）43 頁）。同判決によれば、適正手続は、被告を対人管轄に従わせるためにあるとし、

当該訴訟の維持には、伝統的なフェア・プレイと实質的正義の観念を侵さないように、被告が

裁判所の管轄内に存在しないならば、被告が当該管轄地域と最小限の接触を有することが必要

であるとし、そのような場合であれば、州外の事業者にも当該州法の適用があるとした。「要

するところ、被告が当該州内で实質的な事業活動を行っていることによって、当該州との最小

限の接触を有することになっていれば、州外の被告に対しても当該州の裁判所が管轄権（いわ

ゆる“long-arm”）を持つことになるのである（佐藤・同左 44 頁）。同事件判決が、アルコア

事件判決と同年に出されたことは、反トラスト法の域外適用の拡大にとって、非常に象徴的な

出来事であった。効果理論は「ミニマム・コンタクト理論によって補完され、米国の競争当局

に外国での行為を捕捉するための非常に幅広い権限を付与することになった。」（ブルーノ・ザ

ネッティン「国際レベルでの競争当局間の協力」『阪南論集 社会科学編』42 巻２号（2007）

131 頁）。 

637 小林秀之『新版・アメリカ民事訴訟法』弘文堂（2004）２頁。なお、小林教授は、このミ

ニマムアクセスの概念は、「弾力的で種々の事情を考慮できるメリットを有するものの、同時
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この理論によると、アメリカの裁判所が外国人（外国事業者）に接触するには、その外

国人（外国事業者）に相当のコンタクトがなければならないこととなる638。このミニマム・

コンタクトの有無の判断においては、一般に、 

ａ．アメリカに当該外国事業者の事務所が所在するか、 

ｂ．当該外国事業者はアメリカ事業者と親子会社関係にあるか、 

ｃ．当該外国事業者とアメリカ事業者との取引等の具体的状況はどのようなものであ

るか 

等の实質的な判断要素によって判断される639。 

ｂ．のように外国事業者がアメリカ国内に子会社を持っており、その子会社の活動がア

メリカ国内で行われている場合には、その子会社の現在地あるいは事業地が外国に所在す

る親会社の現在地あるいは事業地であると構成された。そして、このような条件が満たさ

れた場合には、その地区を管轄する連邦地方裁判所はアメリカにある子会社に対してだけ

でなく外国に所在する親会社に対しても管轄権を持つこととされた。そこで外国に所在す

る親会社に対しても訴状送達などが行われ、裁判が開始されるという手続が進められるこ

ととなる。 

従来は、親子会社に対するアメリカの裁判所の司法管轄権は、両社の間に経済的同一性

がない限り子会社に対する司法管轄権を理由に親会社に対して司法管轄権を認めることが

                                                                                                                                          

に「最小限の関連」とは何かについて曖昧さを残さざるを得ず、現在まで「最小限の関連」と

は何かについて論争が続いている。また「最小限の関連」は、当該事件の事情を考慮するアド・

ホックな概念であるため、必ずしも予見可能性が明確なわけではない」としている（同書 28

頁）。 

638 例えば、製造物責任に関するアサヒ・メタル事件判決（Asahi Metal Industry Co. v. 

Superior Court, 107 S.Ct. 1026 (1987)）では、このミニマム・コンタクトの有無につき、以下

のように判示している。日本事業者が台湾事業者に材料を提供し、アメリカの自動車製造事業

者がその台湾事業者が作った部品を使用した。その車で事故を起こした被害者（カリフォルニ

ア州在住）が日本事業者と台湾事業者に損害賠償請求を行った。これを受け、賠償比率をめぐ

り台湾事業者が日本事業者をアメリカの裁判所に訴えたが、連邦最高裁は、ミニマム・コンタ

クトがあるというためには、製品を「通商の流れ（stream of commerce）」に乗せるだけでは

足りず、被告の法廷地に向けた「意図的な行為（purposeful direction）」があってはじめて裁

判管轄が及ぶといえ、また、カリフォルニア州のロングアーム法による日本事業者に対する管

轄権行使を否定し、破棄差戻した。なお、アラワク・トラスト社事件判決も同様の判断をして

いる。（小林秀之『新版・アメリカ民事訴訟法』弘文堂（2004）71 頁） 

639 佐藤一雄『米国独占禁止法』信山社（2005）44 頁 
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できないことは、古くから連邦最高裁が判示していたところであった640が、子会社が事实

上独立の存在ではなく实質的に親会社の一部門になっていたり、親会社の代理人になって

いたような場合には、子会社が管轄州内に存在することを理由に外国に所在する親会社に

対しても管轄権を肯定するようになってきた。 

この際、クレイトン法第 12 条の解釈として、外国に所在する親会社に対し提訴するた

めには、外国に所在する親会社がアメリカにある子会社を単に“支配”している（control

＝株を持っている）だけではなく、“管理”している（manage＝それを通じて实際にビジ

ネス上の指示を出していること641）ことの両方が必要であり642、この“管理”を原告側が

立証する必要があるとされている643。 

支店のときは、子会社よりももっとコンタクトが密接であると解釈できる（外国事業者

の一部がアメリカ国内に存在しているとみなされる）。また、代理店の場合にはかなり難し

いが、経済的同一性があるならば認められる可能性があるとされている。 

 なお、外国事業者が、ある州でのみ営業していても、アメリカとのミニマム・コンタク

トがあることによって、どの州の連邦地方裁判所においても、当該外国事業者に対して訴

訟を提起できるものとされている644。 

このように、ミニマム・コンタクトが非常に広く定義されるため、国際カルテルに参加

する外国事業者の場合、アメリカとの何らかのミニマム・コンタクトを見出すことは比較

的容易であり、代理人を通じて又は現实には分身に他ならない関連会社を通じてアメリカ

で取引をしているといえるような場合には、司法管轄権が認められることとなる。また、

アメリカと取引関係にある外国事業者の絡む企業結合においても、同様に比較的容易に司

法管轄権が認められることとなろう。 

                                                
640 Cannon Manufacturing Co. v. Cudahy Packing Co., 267 U.S. 333, 45 S. Ct. 250 (1925). 

小林秀之『新版・アメリカ民事訴訟法』弘文堂（2004）57 頁 

641 「例えばディーラーを任命する場合に、これを任命しろ、あるいは任命してはいけない、

またあそこへ売れ、ここへ売れというように实際に業務を指示している实態があることをいい

ます」（松下満雄「国際事案に対する競争法の適用」公正取引委員会競争政策研究センター第

10 回公開セミナー講演錰（2007）５頁） 

642 この場合、親子会社の实態的な一体論と対人管轄権上の「人（person）」との関係では、両

者は別の範疇の事柄とされ、後者の上では親子会社も“別人”とされる（佐藤一雄『米国独占

禁止法』信山社（2005）44 頁）。 

643 例えば、日本関連の事件では、1974 年の東芝事件判決で、日本親会社によるアメリカ子会

社（東芝アメリカ）の「管理」がないので、アメリカの裁判所の管轄権が否定された。 

644 佐藤一雄『米国独占禁止法』信山社（2005）44 頁 
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（２）適切な裁判所への提起 

 第２は、訴訟が適切な裁判所に提起されていること、である。これは、いわゆる裁判地

（Venue）の問題であって、不便宜法廷地（フォーラム・ノン・コンヴィニエンス：forum 

non convenience）の法理と呼ばれる。同法理は、裁判権行使の適法性を前提として、裁

判所の裁量により裁判権行使を差し控えるというものである。当該国裁判所は、管轄権を

有するにもかかわらず、当該事件に管轄権を行使することが非常に不便又は不公平であり、

かつ、他に当該事件をより便利に審理できる外国裁判所が存在する場合、管轄権の行使を

拒否することができる645。 

 

（３）訴状の送達 

第３は、被告が訴状の送達（service of process）を受けていること、である。訴状の送

達については、クレイトン法第 12 条後段において、反トラスト法の違反訴訟に関するす

べての手続文書は、「被告の所在地又は現在地」において送達することができるものと規定

されている。 

連邦民事訴訟規則第４条は、外国事業者に対する書類の送達について、①アメリカ国内

における送達方法として、(a)外国事業者のアメリカにいる役員、業務執行代理人もしくは

総代理人に対する送達、(b)外国事業者の任命又は法律によりアメリカ国内における送達受

領機関とされる代理人に対する送達、(c)アメリカの子会社に対する送達について定めてお

り、また、②外国における送達方法として、(a)外国法が当該外国裁判所の訴訟手続におけ

る送達について定める方式、(b)送達共助の照会状（letter rogatory）に対する回答におい

て外国政府が指示する方式、(c)外国事業者の役員、業務執行代理人もしくは総代理人に対

する交付送達、(d)外国事業者に対する配達証明付郵便による送達、又は(e)裁判所の命令す

る方式を定めている646。 

このように、アメリカは、極めて多様な送達方法を認めており、訴状等の送達ができな

いことによって管轄権が否定されるということは、ほとんど考えられない647。むしろ、（外

                                                
645 黄進、李慶明「訴権の行使と国際裁判管轄権」『企業と法創造』（早稲田大学グローバルＣ

ＯＥ《企業法制と法創造》）第 11 号（2007）217 頁 

646 なお、多くの州が「ロング・アーム法」(long-arm statute)によって域外送達を認めている

ため、こうした州法を用いて、連邦レベルでも域外送達を行うことができる。 

647 根岸哲『独占禁止法の基本問題』神戸大学研究双書刊行会（1990）236 頁 
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国も含む）被告の居住地に送達されるので、無視していると欠席裁判に遭う可能性が強い

ということになる。民事裁判では外交ルートを通じて送達がなされるのが通常であるが、

アメリカの反トラスト法違反に関しては外交ルートでの送達ではなかったので知らなかっ

たという論は通じないといえる。 

 

２ 大陸法系競争法と司法管轄権 

 一方、日本やＥＵなど大陸法系の手続法では、競争当局が直接に違反事業者に対して行

政処分である排除措置、行政制裁金支払を命じるものであり、よって、事件調査を行うの

も競争当局のみであり、アメリカ反トラスト法のように各国との为権の対立をもたらすよ

うな私人による損害賠償請求もないため無関係の私人に対して命令を出すこともないので、

司法管轄権の概念は不要であり648、同様の問題は立法管轄権あるいは執行管轄権において

検討すれば足りる649。 

 なお、日本の場合、現行独占禁止法第 24 条の差止請求は、現在は対象行為が不公正な

取引方法に係るものに限定されているため、域外適用されるとは解釈されない。しかし、

将来、同法第３条違反の行為を対象行為に拡大する場合には、理論上域外適用される可能

性がある。すなわち、日本国内で損害が発生した場合に日本国内にいる損害を受けた者が、

日本国外で行われた違法行為（独占禁止法違反に該当する行為）の違反事業者である外国

事業者に対して差止請求訴訟を提起することによって、域外適用が問題となりうる。この

場合には、アメリカの反トラスト法の場合と同様、日本の裁判所がその外国事業者に対し

て裁判管轄を有するか、行使することが相当であるかという観点から、当該外国事業者に

対する司法管轄権が問題となると考えられる650。 

 

第５ 執行管轄権の限界による实質的な域外適用の制約 

競争法における執行管轄権の域外適用とは、外国で行われた行為に競争法が適用できる

ことを前提として、それをいかに執行するかという問題である651。 

                                                
648 村上政博「国際取引への法適用」『判例タイムズ』第 1295 号（2009）81 頁 
649 そういった意味では、日本においてはアメリカ反トラスト法における域外適用の議論には

あまり参考とならない部分もある。 

650 村上政博「国際取引への法適用」『判例タイムズ』第 1295 号（2009）81 頁 

651 川合弘造「域外企業の企業結合に対する日本の独占禁止法の適用」『ＮＢＬ』第 905 号

（2009）51 頁 
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執行管轄権の場合は、立法管轄権と比べて権力行使が直接的であるため、厳格に自国領

土内に限定されると解されることから、複数国間での国際法上の調整基準は明確であり、

「他国の領域内において、その国の政府の同意を得ずに公権力の行使に当たる行為を行っ

てはならない」という基本原則が、国際法上の一般原則となっている652。執行管轄権にお

いては、各国の为権の尊重とのからみがあり、ある国が自国の競争法の管轄を独自に広く

解することは为権侵害となるおそれがある653。 

しかし、何らかの形で子会社を含む外国事業者や在外者に対して種々の命令や判決を執

行できなければ、競争法の域外適用の实効性は担保できないこととなる。このように、法

の域外適用の实効性は、常に適用対象の自然人又は法人にどのように執行するか、できる

かという執行管轄権との関係で問題を考える必要がある654。アルコア事件以来の競争法の

立法・執行管轄権の競合と調整の動きを振り返ると、諸国の対応の力点は、自国競争法を

適用しうる範囲、根拠、要件の確定という立法管轄権の問題から、管轄権の競合（積極的

抵触）が避けられないことを前提として、競合から生じる不都合を回避ないし軽減するた

めにとりうる手段の模索という執行管轄権の問題へと移行してきたといえる655。 

執行管轄権の場合は、国家がどのような行為をすれば執行管轄権の行使に該当するか、

特に外国に所在する私人に対する非強制的な行為のどのようなものが執行管轄権の行使に

該当するかが争点となる。具体的に競争法上のいかなる行為であれば、国家がその領域外

で行うことが許されると考えるかについては、アメリカ、ＥＵ、日本で見解に差異がある

                                                
652経済産業省『競争法コンプライアンス体制に関する研究会報告書』（2010）12 頁。なお、ロ

ーチェス号事件常設国際司法裁判所判決（1927 年）は「国際法が国家に課するもっとも最初

の重要な制限は、それと反対の許容的な規則がない場合には、国家の他国の領域内ではいかな

る形でも権力を行使してはならないというものである」としており、これが執行管轄権におけ

る国際法上の調整基準となっている。 

653 根岸哲、舟田正之『独占禁止法概説［第３版］』有斐閣（2006）59 頁 

654 北川俊光、柏木昇『国際取引法［第２版］』有斐閣（2005）422 頁 

655 中川淳司、清水章雄、平覚、間宮勇『国際経済法』有斐閣（2003）303 頁 



 298 

といわれるが656、こうした差異については、上記国際法上の基本原則に立ち返った上で、

案件ごとに個別に各国政府間で調整を行うしかない657。 

逆にいうと、執行管轄権の域外行使の問題はテクニカルに解決できる問題であり、各国

が国際法の基本原則に則って、渉外的な要素をもつ事案への自国競争法適用を可能にする

ための国内法整備をいかに行うかということであり、それ以上の意味は持つものではない

し、各国間の調整が整えば、執行管轄権の域外行使には大きな問題は生じないともいえる

658。 

執行管轄権は、 

① いかにして証言、書証を入手するかという調査管轄権の問題と、 

② いかにして判決、命令等を執行するかという（狭義の）執行管轄権の問題 

の２つに分類することができる。なお、このうち、①の調査管轄権の問題は、英米法系の

競争法においては、司法管轄権の問題として扱われている。 

 

１ 調査管轄権 

警察職員が外国に出向いて捜査をすることが許されないことは明らかだとしても、競争

法の執行に当たり、競争当局の職員が外国で関係者に対してコンタクトを取ったり、任意

の事情聴取をしたり、文書の提出を命じたりすることは許されないのか、更に外国から電

話、ＦＡＸ又はｅメールによって同種の事情聴取を行うことが許されないのか等の問題が

出てきている659。 

 

（１）出頭、文書提出の要求 

                                                
656 『競争法の施行－情報収集における国際協力』（ＯＥＣＤ制限的取引慣行専門委員会：

1984.10）第Ⅱ章Ｂ ７～９パラ、において、各国間の考え方に差異があることが指摘されてい

る。また、山本草二「国家管轄権の域外適用」『ジュリスト』781 号（1983）196 頁において

も、どのような行為が国家機関の専属権能とされ公権力の行使に当たるかについて、コモン・

ロー諸国と大陸法系諸国の間で差異があると指摘されている。 

657 経済産業省『競争法の国際的な執行に関する研究会 中間報告』（2008）22 頁 

658 白石忠志『独占禁止法』有斐閣（2006）355 頁、小寺彰「独禁法の域外適用・域外執行を

めぐる最近の動向」『ジュリスト』1254 号（2003）71 頁 

659 小寺彰「独禁法の域外適用・域外執行をめぐる最近の動向」『ジュリスト』1254 号（2003）

66 頁、根岸哲『独占禁止法の基本問題』神戸大学研究双書刊行会（1990）235 頁 
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 アメリカにおいては、反トラスト法の域外適用をめぐる事案を实際に審理するに当たっ

て、連邦裁判所は、その過程で、外国に居住する被告や証人に出頭を求めたり、あるいは

外国に所在する文書や証拠書類の提出を求めることが必要となり、また、審理が終結して

判決が出されれば、それを執行しなければならない。 

この点につき、アメリカ国内にいる者、アメリカ国籍の外国居住者、外国にいる関係者

への出頭命令は可能とされる（逆にいえば、在外の非居住者・非当事者に対しては不可能

とされる）。外国における、当局の担当官の出張による証言聴取（deposition）、外国司法

機関による嘱託尋問も可能である（連邦民事訴訟規則 28 条）。 

また、アメリカ所在の事業者所有の在外文書の提出命令については、それが外国法と抵

触しない限り、「判断基準は、文書の所在地ではなく、文書の支配が誰にあるかである」660

として、一般的に承認されており、アメリカの親会社に対して域外子会社所有の在外文書

の提出を命令する場合の承認基準は、親会社が子会社の事業活動を現实に支配しているか、

あるいは子会社の行動を支配する権限を有しているか否か、であるとされている661。 

一方、外国事業者が外国において有する文書に対する文書提出命令の効力についても、

その外国事業者に対する対人管轄権が認められ、かつその外国事業者が文書を所有してい

る場合には、一般的に承認されている662。しかし、外国事業者や外国国民に対してこうし

た命令を出す場合には、アメリカと外国との間で国際紛争に発展しかねない危険がある。

例えば、日本が関与した事件として、松下電産社ほか事件判決がある。本件で、アメリカ

の原告は、日本で６社のカルテルがあったことを立証するため、日本の公正取引委員会の

審判記錰の提出を求めた。これに対し、アメリカの裁判所は、被審人は審判記錰の閲覧の

自由があることを理由に、アメリカの裁判所にその記錰の提出ができるはずであるとして、

公正取引委員会に対し審判記錰の提出を求めた。日本には、これに対抗する立法がないこ

とが問題となった。 

                                                
660 In re Grand Jury Subpoena Duces Tecum Addressed to Canadian International Paper 

Co., 72 F. Supp. 1013, 1020 (S.D.N.Y. 1947) 

661 佐藤一雄『米国独占禁止法』信山社（2005）45 頁、根岸哲『独占禁止法の基本問題』神戸

大学研究双書刊行会（1990）237 頁。Emmerglick, Antitrust Jurisdiction and the Production 

of Documents Abroad, 11 Record of Bar Assn. of City of New York 122 (1965) 

662 根岸哲『独占禁止法の基本問題』神戸大学研究双書刊行会（1990）237 頁。Beguelin Import 

Co. v. E. C. Comm., Case 22/71, C. M. L. Rep. P. 81 (Court of Justice, 1972 
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また、私訴の場合には、司法省やＦＴＣは、調査の過程で必要となる資料や証言を得る

ため、在外者や在外事業者に対して民事審査請求（ＣＩＤ)を発することができるものとさ

れているが、しかし、これに対しては他国から批判が強く、文書の提出等については、あ

くまで任意であることを明示するようになっている663。 

 いずれにしても、アメリカの反トラスト法に基づく証拠開示手続、証言錰取手続等の範

囲が他国に比較して広く、また、外国における作為又は不作為を命ずるなど、理論面はと

もかくとして、实際上はアメリカ反トラスト法の域外適用の範囲は非常に広い。さらに、

アメリカ反トラスト法においては、私人の提起する私訴が多く、これらは外国事業者にも

向けられるので、訴訟件数が外国に比較して圧倒的に多いことも、外国为権との抵触が生

じやすい理由となっている664。 

 このように为権衝突の可能性があることから、このような一方当事国による相手国内に

所在する私人に対する任意の文書提出要求については、当該私人の同意だけでは足りず、

相手国競争当局への通報も必要であるであると解する665。 

 

（２）郵便（書簡）、電話、ＦＡＸ、ｅメール等による接触 

 なお、在外者への郵便（書簡）、電話、ＦＡＸ、ｅメール等による情報の伝達（接触）が

国際法上許されるかについては、その情報・内容の实質（その書類の相手方への到達が、

その手続の効力発生要件又はその後の手続進行の前提要件となっているか否か）から、国

際法の基本原則に反する公権力の行使に該当するか否か（外国領域における執行行為を構

成するか否か）を判断すべきである。よって、在外者への郵便（書簡）、電話、ＦＡＸ、ｅ

メール等による情報の伝達（接触）が、国内法上何らの法的効果発生を伴わず、かつ、後

                                                
663 本田直志「国際的競争制限に対する法規制の現状と問題点」『一橋論叢』第 102 巻第１号

（1989）67 頁 

664 松下満雄『国際経済法［改訂版］』有斐閣（1999） 
665 日米独禁協力協定第２条は、通報の対象となる執行活動の例として「他方の国民に対する

執行活動」を挙げており（同協定第２条第２項(ｂ)）、これについて、日本側は執行活動が他方

の国民を被疑行為者として行われた場合であるとし、被疑者に対する任意の調査も通報の対象

に含まれると解しているように思われる（外務省北米局北米第二課篇『解説 日米独禁協力協

定』財団法人日本国際問題研究所（2000）51 頁）が、アメリカ側は、相手国に所在する私人

に対する文書提出要求それ自体は、通報の対象に含まれないと解しているのではないかと考え

られる（鈴木恭蔵「調査管轄権の域外行使についての二国間協力協定の運用と課題」『神奈川

法学』第 41 巻第１号（2008）14 頁）。なお、鈴木教授は、さらに、「当該協定の運用状況、と

りわけ通報や執行協力の内容を可能な限り公表することも重要であろう」としている（同書 15
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行処分の前提要件でもない場合には、相手方の自由な任意の判断を奪うような内容・言動

を伴わない限り、国際法上の基本原則に反する「公権力の行使」には該当しないと考える666。 

 

（３）資料作成要求 

アメリカ、ＥＵの競争当局から、非常に短期間で回答を求める資料要求がなされること

がある。 

例えば、ＥＵ競争当局からの資料要求に対する回答は、概ね１ヶ月以内に、また異議告

知書（Statement of Objection）に対する答弁書は２～３ヶ月以内に提出する必要がある

（なお、資料要求への回答については、場合によっては期間を延長する等弾力的な運用が

行われているとの指摘もある。）。 

資料要求は場合によっては 10 年以上前の会合等まで含む詳細な情報や、会社の会計内

容を年度から年換算にして提出する等、対応に相当な時間を要するものが含まれている場

合もある。また、異議告知書に添付される証拠は、数万ページに及び、内容も独・仏・伊

ほか数カ国の言語による資料を含む場合もある。こうした資料は競争当局のその後の審査

や処分の内容に直結するものであるため慎重な対応が必要であり、特に異議告知書に対す

る答弁書は、その後の争点を決める資料となるため、その段階で事業者側が全ての反論を

尽くすことが必要となる。 

経済産業省の日本事業者に対するヒアリングでは、資料の翻訳、現地法に詳しい弁護士

への相談などの時間を考えれば、言語的・地理的に壁のある日本事業者にとっては時間的

に極めて厳しいとの意見があった。このため、域外事業者に対する法執行手続として時間

的な余裕を与える等の配慮が必要ではないか、との意見もあった667。 

 

２ 執行段階の問題 

伝統的な国際法の考えに従うと、例えば、ＥＵの競争法に違反して、日本事業者が欧州

委員会から制裁金を課せられたとしても、制裁金の取立ては国家執行管轄権の問題となる

ので、ＥＵ域内でしかできないこととなる。その日本事業者がＥＵに営業拠点などを持た

ず、差押えの対象となるようなＥＵ域内事業者に対する債権を持たなければ、欧州委員会

                                                                                                                                          

頁）。 

666 長坂光弘「国際化に伴う滞納整理上の諸問題」『税大論叢』46号（2004）439 頁 

667 経済産業省『競争法の国際的な執行に関する研究会 中間報告』（2008）20 頁 
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は制裁金の執行を日本国内ではできないので、日本事業者としては（自ら進んでＥＵに対

して制裁金を支払わない限りは）影響はないことになる。 

同様に、排除措置命令が出された場合にも、外国事業者が自ら進んで従わない限り、こ

れを強制することはできない。 

この点については、アメリカにおいても大陸法系諸国と同じである668。アメリカでは、

積極的に反トラスト法を域外適用しても、所詮は外国では執行できず实効性が確保できな

いことから、その扱いに苦慮した司法省は、同意判決为文の和解の条件について相手側外

国事業者と交渉を行い、妥当な是正措置を取らせるようにしており、国内事件と同様な为

文は下せないのが現状である。なお、アメリカ裁判所が外国事業者である被告に対して、

アメリカ国外での一定の作為、又は不作為を命ずることができるかに関し、ホロフェイン

事件連邦最高裁判決（1956 年）では、アメリカ事業者Ａ社、イギリス事業者Ｂ社、フラン

ス事業者Ｃ社が市場分割を行っていたが、アメリカ裁判所はこの国際カルテルを破棄する

よう命令を出すとともに、Ａ社に対してイギリス国内で広告宠伝をせよとの命令を出した。

他国事業者であるＢ社、Ｃ社に対してこのような命令を出すことは困難であるが、自国事

業者であるＡ社に対してこのような命令を出すことは執行管轄権の域外行使には該当せず、

可能であると解する。 

 

３ 協力協定の活用 

こうした執行管轄権上の問題を避けるためには、現在のところ、協力協定の活用により

当該事業者が存する国の競争当局への協力を仰ぐか669、事業者自らの意思で従うという以

外の解決策はない。 

そのほか、自国内に存在する子会社や支店、代理人等を名宛人とする等の方法が採られる

ことがあるが、子会社及び支店については、そもそも対象となる外国事業者を代理する権

限があるのかどうか疑問がある670。 

                                                
668「判決の執行・三倍賠償の執行・差止命令の外国企業に対する執行手続面では、实際に困難

が伴うこともなくはない。財物の没収等（シャーマン法６条）にかかわる対物管轄権（in rem 

jurisdiction）の行使に関しても外国の場合には困難性が伴うことが多いが、米国内の関連財産

に限れば、執行手続面での困難性はないであろう。」（佐藤一雄『米国独占禁止法』信山社（2005）

45 頁） 

669 本田直志「国際的競争制限に対する法規制の現状と問題点」『一橋論叢』第 102 巻第１号

（1989）67 頁 
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第６章小括 

 国家管轄権、すなわち国家が人や物に対して統治機能を及ぼす権限については、様々な

分類方法がなされているが、国際法上は立法管轄権（一定の事項や活動を対象とする国内

法を制定して、合法性の有無を判定する国家の権限）、司法管轄権（司法機関が国内法を適

用して具体的事案を処理し、判決を行う国家の権限）、執行管轄権（行政機関が強制調査な

どの措置により、国内法を实際に具体的に行使する国家の権限）の３つに分ける３分類説

が通説的である。一方、競争当局が自ら処分を行う大陸法系の競争法（日本の独占禁止法

を含む）においては、立法管轄権と執行管轄権の２分類に分けて検討することが適当であ

る。 

 立法管轄権行使の根拠原則としては、属地为義、属人为義等があるが、競争法において

は、当初は属地为義（自国競争法は自国内で行われる行為にのみ適用される）とする考え

方が为流であった。しかし、为にアメリカにおいて、反トラスト法を国外での行為に適用

するための理論として、実観的属地为義（外国で開始された行為であっても自国内で行為

の一部が行われた場合には適用される）、さらには、外国で行われた行為の効果が自国内に

及ぶときには適用されるという効果理論へと発展していった。 

 このアメリカにおける効果理論は、意図性を要求するアルコア・ハートフォード型効果

理論と、意図性は要求せず「外国における行為が直接的、实質的、合理的に予測可能な効

果を自国市場に及ぼすときに自国競争法を適用できる」とするＦＴＡＩＡ型効果理論とに

分類することができる。 

 ＥＵ競争法における实施理論もアメリカのＦＴＡＩＡ型効果理論とほぼ同一のものであ

り、ドイツ、中国などのように効果理論を競争法に明文で規定する国も現れるなど、競争

法の世界においては効果理論が立法管轄権行使の根拠原則としての地位を確立しているが、

国際法の世界からは批判も寄せられている。 

 なお、効果理論を採用するにしても、どのような規定を域外適用しうるのか、国際礼譲

による効果理論の適用抑制の原理にはどのようなものがあるか等について整理が必要であ

る。 

                                                                                                                                          
670 経済産業省通商政策局編『2007 年版 不公正貿易報告書』（財）経済産業調査会（2007）

357 頁 
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 また、アメリカにおいては司法管轄権の問題があり、被告と法廷地との間に最小限の接

触がなければならないとするミニマム・コンタクトの理論等が展開されているが、大陸法

系の諸国においては立法管轄権、執行管轄権において検討すれば足りる。 

 域外適用に係る執行管轄権上の問題としては、在外者に対して調査管轄権（出頭、文書

提出の要求及び電話、ｅメール等による接触）を及ぼすことができるかという問題と、在

外者に対して執行しうるかという問題に分けられるが、執行管轄権においては为権侵害の

恐れが強いことから、相手国の同意を得られる範囲でしか行使することはできず、協力協

定を活用して实効性を確保するしかない。 
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第２編 日本における独占禁止法の域外適用 

 

 

 

第１章 従来の国際事件に対する独占禁止法の適用事例 

 

 以上、欧米における競争法の域外適用理論の誕生と展開を概観してきたが、これに対し

て、日本はどのように対応し、独占禁止法上の理論を深めてきたのか、判例と学説の変遷

を概観するとともに、独占禁止法自体もどのような法改正を行い対応してきたのかについ

て整理することとしたい。 

 アメリカにおいて 1945 年（昭和 20 年）にアルコア事件判決において効果理論が採用さ

れたちょうどその直後に、日本においても 1947 年（昭和 22 年）に独占禁止法が制定され

た。このような国際的な動向に加え、第二次世界戦後の経済復興とともに、日本の経済界

からも日本産業の国際競争力を高めるために、独占禁止法の域外適用を欧米並みに積極的

に行うべきとの要請が強まってきた。このようなことから、日本においても独占禁止法の

域外適用の可能性について、模索されるようになった。 

 

第１ 日本光学事件671（1952 年（昭和 27 年）） 

１ 事件の概要 

 アメリカのサンフランシスコ所在のオーバーシーズ社に対して日本光学工業の光学機器

全製品に関するアメリカ、カナダ、メキシコにおける一手販売権を付与する際に、「当該地

域では、日本光学は一切販売を行わず、オーバーシーズ社は他の製造者の光学製品を取り

扱わない」という契約を締結したことにつき、独占禁止法第６条、第 19 条違反が問われ

た。 

 

２ 審決の内容 

 審決案では、このような契約を締結したことは独占禁止法第６条、第 19 条に違反する

としていたが、審決ではこれを破棄し、審判開始決定を取り消した。 

                                                
671 公取委審判審決昭和 27 年９月３日審決集４巻 30 頁。なお、日本光学がスウェーデン事業

者ウエスタン社と締結した同様の事件もある（同左 40 頁）。 
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本件に関係しているのは外国事業者ではなく日本事業者であり、管轄権の判断について

は傍論としてのみ触れられている。本件審決では、独占禁止法は「日本国内又は日本の国

際通商に影響を与える限りその適用を妨げられない」と判断した。 

 

３ 域外適用問題との関連性 

本件において、審判官の審決案では「独占禁止法は、日本国内または日本の国際通商に

影響を与える限りその適用を妨げられないものと解すべく」としており、独占禁止法の域

外適用について効果理論的な考え方が採用されていたが、審決では明確な言及は避けてい

る。 

この審決に対しては、効果理論を採用していたといえる672との評価もなされているが、

そもそもこの審決は外国事業者を対象としたものではなく、また、この審決がアメリカの

効果理論を意識してなされたものであるかは判明せず、この審決にいう「影響」と効果理

論にいう「効果」との関係等についても不明確であり、その後、学説においても議論の進

展がなかった。 

 

第２ ノボ・インダストリー事件（天野製薬事件）（1970 年（昭和 45 年）） 

１ 事件の概要 

天野製薬は、1966 年（昭和 41 年）６月に、デンマークの事業者ノボ・インダストリー

社（以下、ノボ社という。）と、アルカリ性バクテリア蛋白分解酵素「アルカラーゼ」とい

う薬品（洗剤の原料）の継続的購入に関する国際的契約を締結した。同契約には次のよう

な特約が盛り込まれていた。 

  ① ノボ社は天野製薬に、日本及び沖縄（復帰前）における独占販売権並びに台湾及

び韓国における非独占的販売権を付与する。 

  ② 天野製薬は再販売価格を維持しなければならない。 

  ③ 天野製薬は契約期間中及び契約終了後３年間、アルカラーゼと競合する産業用ア

ルカリ性バクテリア蛋白分解酵素の製造販売をしてはならない。 

                                                
672 公正取引委員会事務局編『ダンピング規制と競争政策・独占禁止法の域外適用（独占禁止

法渉外問題研究会報告書）』（1990）63 頁、丹宗暁信、岸五大太郎『独占禁止手続法』有斐閣

（2002）393 頁、田村次朗「渉外法務における独占禁止法实務の新展開に関する理論的考察」

須網隆夫・道垣内正人『国際ビジネスと法』日本評論社（2009）39 頁 
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  ④ ①の契約地域において、アルカラーゼと競合する他系統のアルカリ性酵素を取り

扱ってはならない。 

  ⑤ 契約解除による契約終了後も、③、④の効力は妨げられない。 

 天野製薬は、国際契約成立後 30 日以内になすべき独占禁止法第６条第２項（当時。現

削除）の届出を怠っていた。その後、1968 年（昭和 43 年）にノボ社が契約の解除を天野

製薬に申し入れ、これを受けて 1969 年（昭和 44 年）12 月 31 日に契約が終了することが

明らかになった後の 1969 年（昭和 44 年）５月 30 日に、天野製薬は初めてこの契約を公

正取引委員会に届け出た。 

 

２ 審決の内容 

 公正取引委員会は、調査の結果、ノボ社の競争者と天野製薬との取引を制限する条項は

不公正な取引方法の一般指定第７項（当時。現第 11 項）〔排他条件付取引〕に該当し、天

野製薬が自ら行う製造販売を制限する条項は不公正な取引方法の一般指定第８項（当時。

現第 12 項）〔拘束条件付取引〕に該当し、本件契約は独占禁止法第６条第１項（当時。現

第６条）に違反する国際契約であると認定し、（ノボ社ではなく）天野製薬に対して違反行

為の排除を勧告し、天野製薬の勧告応諾を受けて、1970 年（昭和 45 年）１月 12 日に勧

告審決を行った673。 

 なお、審決の内容は、契約終了後の競争品の製造販売及び取扱いの禁止に関する事項の

削除と、そのために採った措置の報告であり、再販売価格拘束条項については既に 1969

年（昭和 44 年）12 月 31 日をもって契約が終了していることから違法宠言に止めている。 

 

３ 審決と域外適用問題との関連性 

 本件において、公取委が、“独占禁止法第６条が不当な取引制限又は不公正な取引方法に

該当する事項を内容とする国際的協定・契約の締結それ自体を違法としており、外国事業

者に対する手続上の域外管轄権が認められなくとも、日本の事業者のみを被審人として外

国事業者との間で締結された協定・契約の違反条項を破棄させることができる”との考え

方の下で、不利な拘束条件を付けられた日本側の天野製薬だけに、違反条項の破棄を求め

た点が注目される。 

                                                
673 公取委勧告審決昭和 45 年１月 12 日審決集 16 巻 134 頁 
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これは、实際に不公正な取引方法を用いたのはノボ社の方ではあるが、不公正な取引方

法を強いられた天野製薬に独占禁止法を適用することによって、違法状態を排除したもの

といえ、極めて現实な対処を行ったといえる。 

この場合、不利な拘束条件を付けられた側（天野製薬）は、拘束条項の破棄が自分に有

利であるため、一般的には公正取引委員会と積極的に争わずに命令に従うのは当然である

674。しかし、それでは、相手方の外国事業者（ノボ社）に対して实質的な告知と防御の機

会を与えないこととなり、法の適正手続の要請に反するものであるとの批判が強い675。 

また、拘束条項を破棄された外国事業者（ノボ社）は、契約相手（天野製薬）が公正取

引委員会と積極的に争ってないことが契約締結当事者間の信義則に反するということを理

由に、天野製薬に対し損害賠償訴訟を提起する可能性も考えられる。この場合、被告側の

「仕方なく公正取引委員会の命令に従った」という抗弁が裁判上認められるかは不明であ

り、これが認められない場合は、損害賠償請求に応じなければならなくなる。これについ

ては、裁判における为張・立証の仕方なども含め不確定要素が多いが、勧告に対し争わず

に応諾したことから、信義則違反などを理由に責任を負わされることもあり得るであろう

とされている。 

 

４ 判決の内容 

ノボ社は、当該審決が十分な証拠もなく、ノボ社の意見陳述もなく行われ「当該審決に

よって、契約上の地位を害された」として審決取消訴訟を提起した。 

東京高裁は、本件審決の名宛人は天野製薬であり、ノボ社は、本件審決により、直接に

自己の権利又は法律関係に影響を受けるわけではないとして、原告適格を否定した676。そ

の理由として、東京高裁は、本件審決が、契約の私法上の効果を直接左右する効力を有す

るわけではなく、審決取消訴訟とは別個の民事訴訟で、裁判所がその判断をなす上で、本

件審決により影響されたり拘束を受けることはないので、ノボ社が、本件審決により何ら

かの不利益を受けるとしても、それは天野製薬に対してなされた本件審決によって受ける

事实的反射的影響という域を出ないことを挙げている。 

                                                
674 むしろ天野製薬はこれを歓迎したのではないかと推測されている（白石忠志『独禁法事例

の勘所』有斐閣（2008）12 頁）。 

675 根岸哲、舟田正之『独占禁止法概説［第３版］』有斐閣（2006）61 頁 

676 東京高判昭和 46 年５月 19 日行裁例集 22 巻５号 761 頁 
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ノボ社は、これを不服として上告した。 

 最高裁も、勧告審決は、名宛人以外の第三者に対する関係においては、当該第三者を拘

束するものでないことはもちろん、当該行為が違反行為であることを確定したり、当該審

決に基づくその名宛人の行為を正当化したりするなどの法律的な影響を及ぼすこともない

から677、名宛人以外の第三者（ノボ社）は、ほかに特段の事情がない限り、勧告審決によ

ってその権利又は法律上の利益を害されることはなく、ノボ社には行政事件訴訟法第９条

にいう「法律上の利益」がなく原告適格がないとして上告を棄却した678。 

 

５ 判決と域外適用問題との関連性 

しかし、独占禁止法違反を理由とした契約の破棄を勧告審決で求められ、その審決につ

いては、その遵守が刑罰により強制されていること（第 90 条第３号）に鑑みれば、天野

製薬の意思に基づいた契約破棄と評価することは困難である。また、独占禁止法違反に関

する条項の不履行が債務不履行として損害賠償の対象となることは、想定されにくいこと

である。このことから、第一義的には、本件においてノボ社に原告適格を認め、契約終了

後の競合品取扱いに関する独占禁止法上の論点を争わせるべきであるとし、さらに、基本

的に当初の審決の段階でノボ社に勧告書の送達を行うなどして手続に関与させるべきであ

ったのに、このような手続的保障が欠けていたとの批判がある679。 

このような批判がある中で、あえて日本事業者に独占禁止法第６条を適用したのは、当

時の考え方においては、外国事業者による競争制限的な内容を含む契約の犠牲となってい

る日本事業者を救済するためには、この第６条を根拠とした規制を行うしか方法がなかっ

たという背景事情があったことは無視できない680。 

                                                
677 判決は、ノボ社の原告適格否定の論拠を（対第三者効がないという）勧告審決の特殊性か

ら導いている（藤原淳一郎「勧告審決の性格」『独禁法審決・判例百選［第６版］』有斐閣（2002）

224 頁、藤原淳一郎「勧告審決取消訴訟の原告適格」同左 232 頁）。 

678 最判昭和 50年 11月 28 日民集 29 巻 10号 1592 頁 

679 澤五啓「外国事業者による拘束条件付取引を内容とする国際契約」『経済法判例・審決百選』

有斐閣（2010）189 頁、田村次朗「国際取引と独占禁止法」金五貴嗣、川濵昇、泉水文雄編『独

占禁止法［第２版］』弘文堂（2006）368 頁、服部育生『比較・独占禁止法［第６版］』泉文堂

（2004）366 頁 

680 川濱昇・瀬領真悟・泉水文雄・和久五理子『ベーシック経済法』有斐閣（2003）267 頁 
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ただし、独占禁止法の域外適用を認める現在の考え方からすれば、本件のように第６条

を適用しまわりくどい解釈をする必要性はなくなっており、ノボ社を被審人とすればよか

ったものと考えられる。 

 

第３ 三重運賃事件（日本郵船事件）681（1972 年（昭和 47 年）） 

１ 事件の概要 

貨物定期航路事業を営む日本郵船株式会社、大阪商船三五船舶株式会社及び外国事業者

15 社682がジャパン・ホームワード・フレイト・カンファレンス（海運同盟）を構成し、ヨ

ーロッパ向け貨物定期航路事業に関する輸送協定の中で、盟外船を排除する目的で、参加

事業者が同盟の名で一手積み契約を締結すれば通常の荷为より 9.5％の割引をし、契約違

反荷为に損害賠償を支払わせることにしていた（二重運賃）。さらに 1964 年（昭和 39 年）

４月には、「一手積み契約を締結しており運賃割引を受けている荷为が外国購入者の指定

に従い盟外船に運送させた場合でも、一手積みの除外自由とはせず、当該荷为にペナルテ

ィの支払いを求める」ことを、ロンドンの同盟総会で申し合わせた。この追加協定に同意

した契約荷为に対しては、運賃をさらに 2.5％追加割引することも同時に申し合わされた

（三重運賃）。 

加盟各社は、「申合せ」に基づき、日本において約 2,000 名の荷为と追加契約を締結し

た。なお、この三重運賃制は、1966 年（昭和 41 年）10 月１日以降廃止された。 

 

２ 審決の内容 

 審判において、被審人（日本事業者及び外国事業者）側は外国で行われた協定に日本の

独占禁止法を適用することは不当である旨为張したが、これに対して公正取引委員会は、

外国で行われた協定に独占禁止法を適用するのではなく、その協定に基づいて日本国内で

行われている实行行為（三重運賃制の日本荷为に対する押しつけ）を不公正な取引方法と

して禁止しているに過ぎないと为張した。 

                                                
681 公取委審判審決昭和 47 年８月 18 日（審決集 19 巻）57 頁、打切決定昭和 47 年８月 18 日

（審決集 19 巻）197 頁 
682 イギリス６社、西ドイツ２社、アメリカ、フランス、イタリア、オランダ、デンマーク、

スウェーデン、ノルウェー各１社 
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 公正取引委員会は、違反海運事業者 17 社のうち、日本事業者２社及び外国事業者４社683

（日本に駐在員を置いている）を被審人として、荷为との追加契約の締結が独占禁止法第

19 条に違反するとの審決を下した。ところが、残余の外国事業者９社（日本に営業所も駐

在員も置いていない）に対しては、審判開始決定書の適法な送達が行われていないとして、

審判開始決定を取り消す旨の決定が行われた。 

審決では、ロンドンでの申合せを問擬対象としないことを明らかにした上、被審人らが

日本国内で契約荷为との間でなした追加契約の締結行為が海運業についての特殊指定684

に該当し、独占禁止法第 19 条に違反するとした。ただし、違反行為は現在なくなってい

ると認められるとして、排除措置は命じられなかった。 

 

３ 域外適用問題との関連性 

（１）外国事業者への域外適用の問題 

審決では、被審人である外国事業者（その为たる経済活動は日本の領域外で行っている）

に対しても、被審人らの日本国内での追加契約の締結行為によって日本において事業活動

が行われている事業分野の競争を阻害しているのかが争点になっているという理由で、当

然に公正取引委員会の審判の権限は及ぶとしている。よって、一般には「自国の競争法を

適用するためには外国事業者の行為の尐なくとも一部が自国内で行われる必要がある」と

いう実観的属地为義の立場をとったものと解されている685。 

しかし、①事实関係からは、ロンドンでの申合せから日本国内での追加契約の締結行為

までの一連の行為を問擬することが可能であったにもかかわらず、ロンドンの申合せは問

擬対象から除外していること、②契約の締結のような日本国内での具体的行為がそれ自体

独占禁止法に規定する違反行為に該当する場合に独占禁止法を適用するとしていることか

                                                
683 ４社の国籍は、アメリカ、フランス、イギリス、デンマークであった。 

684 「海運業における特定の不公正な取引方法」（昭和 34 年公正取引委員会告示 17 号、平成

18 年４月 13 日廃止）４（不当な報復措置） 

685 根岸哲、舟田正之『独占禁止法概説［第３版］』有斐閣（2006）60 頁。ただし、公正取引

委員会事務局編『ダンピング規制と競争政策・独占禁止法の域外適用（独占禁止法渉外問題研

究会報告書）』（1990）66 頁は「属地为義とも効果为義とも分類しがたい」としている。 
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ら、海外で行われた行為について独占禁止法を適用することに慎重な立場、すなわち狭義

の属地为義を採ったものと言えよう686。 

 

（２）外国事業者に対する送達の問題 

 また、審決では、外国事業者の在日駐在員（ただし代表者であるかどうかは不明）に対

する審判開始決定書の謄本の送達は適法であるとしたが、一方、日本に駐在員を置いてい

ない外国事業者９社の在日代理店に対する送達については手続上の瑕疵があるとして、在

日代理店に対して送達が行われた外国事業者に対しては審判開始決定を取り消した687。 

 独占禁止法上の文書送達について、当時の独占禁止法（第 69 条の２）は、外国への送

達に関係する民事訴訟法の規定（第 107 条（書留郵便に付する送達）、第 108 条（外国に

おける送達）、第 110 条～第 112 条（公示による送達））を引用していなかった。このため、

当時の文書送達手続の下では、外国に所在する事業者に文書を直接送付することはできず、

外国事業者の国内拠点への文書送達によるしかないと解されていた。審決は、このような

解釈を前提とした上、文書送達に関して、外国事業者の駐在員については民事訴訟法第 169

条（当時。現第 103 条）の「営業所又は事務所」に該当するが、外国事業者の代理店は同

条の「営業所又は事務所」に該当しないとの判断を示した。これは、駐在員は営業とはい

えないまでも一定範囲の業務を継続的に行うので事務所に当たるが、代理店は契約締結の

媒介をなすにとどまるので事務所にも該当しないとする民事訴訟法の通説的解釈に従った

ものである。ただし、審決は、在日代理店の事業活動の实態からみて代理店が第 169 条（当

時。現第 103 条）の事務所に該当することを公正取引委員会が立証する場合、代理店に文

書を受領する権限がないときでも外国事業者が審判開始決定書の内容を了知し審判で争う

意思を明らかにした（追認した）場合には、送達は有効であるとしている688。 

                                                
686 村上政博『独占禁止法［第３版］』弘文堂（2010）87 頁、村上政博『独占禁止法［第２版］』

弘文堂（2000）525 頁、服部育生『比較・独占禁止法［第６版］』泉文堂（2004）358 頁 

687 服部育生『比較・独占禁止法［第６版］』泉文堂（2004）359 頁、根岸哲編『注釈独占禁止

法』有斐閣（2009）745 頁（鈴木孝之）。なお、三菱造船事件（勧告審決昭和 28 年４月 28 日

審決集５巻１頁）では、日本国内に代表者を常時駐在させていた外国事業者が被審人とされ、

その「代表者日本駐在員」に対して送達がなされた（舟田正之『不公正な取引方法』有斐閣（2009）

574 頁）。 

688 村上政博『独占禁止法［第２版］』弘文堂（2000）525 頁 
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 このことから、本審決では、外国事業者に対する手続上の域外管轄権が否定されたもの

と解されている。なお、この問題は、2002 年（平成 14 年）の独占禁止法改正による外国

送達規定の整備によって立法的に解決されている。 

 

第４ 化合繊（レーヨン糸）国際カルテル事件689（1972 年（昭和 47 年）） 

１ 事件の概要 

 国内レーヨン糸の製造販売を営み、その輸出量の合計が日本のレーヨン糸輸出量のほと

んどすべてを占めている旫化成工業、クラレ、ユニチカの３社は、1959 年（昭和 34 年）

５月、ヨーロッパ（当時の西ヨーロッパ地域）におけるレーヨン糸の製造量の大部分を製

造している事業者ら（以下、ヨーロッパ事業者という。）とイタリア・ミラノで会合し、レ

ーヨン糸の輸出について次の事項を決定した。 

  ① 日本を日本側３社の伝統的市場、ヨーロッパ 11 カ国をヨーロッパ事業者の伝統

的市場とし、それぞれ相手方の伝統的市場には輸出しない。 

  ② 伝統的市場及びアメリカ市場を除く地域を共通市場とし、これに対する両社の年

間輸出量について全体を 100％として日本側３社は 14.5％、ヨーロッパ事業者は

85.5％となるように双方の輸出量を制限する。 

  ③ 両者の会合を毎年数回開催し、輸出量については、共通市場を数地域に区分し、

前記②の範囲内でそれぞれについて最大輸出量を設定し、販売価格については、共

通市場の各国別に最低価格を設定する。 

 1964 年（昭和 39 年）頃から日本側３社の輸出量が増大したため、両者は 1965 年（昭

和 40 年）11 月に東京で会合して、共通市場について比率による輸出量割当制を廃止し、

双方の輸出限度量を設けることにした。さらに 1971 年（昭和 46 年）１月、両者は京都で

                                                
689 公取委勧告審決昭和 47 年 12月 27 日審決集 19 巻 124 頁。化合繊国際カルテル事件は、本

件レーヨン糸事件、後述のアクリル紡績糸事件、スフ事件（三菱レーヨンなど、審決集 19 巻

124 頁）、ナイロン糸事件（東レなど、審決集 19巻 133 頁）、ポリエステル糸事件（帝人など、

審決集 19 巻 136 頁）の同日に勧告審決がなされた５件一連の事件である。なお、フェルト・

カンバス国際カルテル事件（日本事業者がヨーロッパ向けの輸出価額の下限を定めることを内

容としていた）も、化合繊国際カルテル事件と同様、日本事業者のみを相手に国際カルテルの

破棄を命じたものである（公取委勧告審決昭和 48 年 1 月 12 日審決集 19巻 144 頁）。「輸出カ

ルテルと国際的協定に関する独禁法の解釈について（メモ）」公正取引委員会（昭和 47 年８月

９日）同旨。 
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会合し、共通市場を数地域に区分し、それぞれについて双方の輸出数量を「セールスプラ

ンの交換」によって定めることにした。 

 両者は、1972 年（昭和 47 年）３月、イタリア・ローマで会合し、前記決定に基づき、

共通市場の地域別の双方の年間輸出限度量を半年ごとにそれぞれ定め合計１万 6000 トン

とすること、及び共通市場の各国の地域別の年間最低販売価格を、デニール別、荷姿別、

取引条件別に決定した。日本側３社は、おおむね各決定に従いレーヨン糸の輸出を行った。 

日本側３社は、独占禁止法第 48 条第１項（当時）に基づく公正取引委員会の勧告を受諾

したため、公正取引委員会は、同条第３項により、勧告と同趣旨の審決を下した690。 

 

２ 外国競争当局との協力 

西ドイツ（当時）カルテル庁は一連の国際カルテル事件を摘発し、西ドイツ側当事者に

対して西ドイツ競争制限法違反を理由に課徴金を課すとともに、日本の公正取引委員会を

含む各国競争当局にも事实を通知した。 

公正取引委員会はこの連絡を端緒として本件調査を開始したものであって、いわば各国

が協力してそれぞれ自国事業者に対して法的措置をとることになったものである。 

 

３ 審決の内容 

公正取引委員会は、「レーヨン糸のアメリカ合衆国の地域を除く地域向けの輸出取引の

分野」を一定の取引分野とした上で、日本側３社はヨーロッパ事業者らとの間で日本側３

社のレーヨン糸のアメリカを除く地域向け輸出限度量及び最低販売価格を決定することに

より、公共の利益に反してレーヨン糸の当該地域向けの輸出取引の分野における競争を实

質的に制限しているものであり、これは不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際

的協定を締結しているものであって、独占禁止法第６条第１項（当時。現第６条）に違反

するとして、日本側３社に輸出に関する各協定の破棄を命じた。 

 

４ 域外適用問題との関連性 

                                                
690 瀬領真悟「国内事業者と外国事業者との輸出地域・数量制限・最低販売価格の国際協定」『独

禁法審決・判例百選［第６版］』有斐閣（2002）74 頁、須網隆夫「国内事業者と外国事業者に

よる輸出地域・数量等の制限協定」『経済法判例・審決百選』有斐閣（2010）184 頁 
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本件国際カルテルは、形式的には、典型的な市場分割協定の形をとっている。しかし、

实質的には、ヨーロッパ事業者のレーヨン糸についての国際競争力は日本側３社よりも圧

倒的に弱かったため、ヨーロッパ事業者の日本市場向け輸出制限が日本市場の競争に直接

影響するわけではなかった（この協定が破棄されてもヨーロッパ事業者の対日輸出が開始

される状況ではなかった）。結局、本件国際カルテルは、日本事業者の輸出制限に为たる狙

いがあり、法的には外国市場に向けられた競争制限行為について、日本の独占禁止法によ

りどこまで規制し得るのかが問題となったものである。 

また、域外適用を認める現在の考え方からすれば、日本において会合が行われており、

十分外国事業者に対しても独占禁止法を適用できたところであるが、本件審決においては、

ヨーロッパ事業者は何ら審決の対象とはならなかった。 

ただし、本件協定の破棄により日本事業者が自由に輸出できるようになったのであり、

結果として本件審決は日本事業者側に不利な措置ではなかったと評価されている691。 

 

第５ 化合繊（アクリル紡績糸）国際カルテル事件692（1972 年（昭和 47 年）） 

１ 事件の概要 

アクリル紡績糸の製造業者で西ドイツ向け輸出のほとんどすべてを扱っていた東洋紡

績など日本事業者５社が、同一製品を製造する西ドイツ事業者との間で、西ドイツ向けの

アクリル紡績糸について年間ごとの輸出限度量を決定することによって、アクリル紡績糸

の西ドイツ地域向けの輸出取引の分野における競争を实質的に制限したことが、独占禁止

法第６条第１項（当時。現第６条）に違反するとされた693。 

なお、日本事業者側が西ドイツ向けの輸出限度量を設けた理由は、西ドイツ梳毛紡協会

から实質的な圧力を受けたためであった。 

 

２ 審決の内容 

公正取引委員会は、日本事業者と外国の事業者又は事業者団体との間で当該外国向け輸

出における輸出数量、輸出価格、輸出地域等を制限する協定を締結したことに対し、当該

外国向け輸出取引の分野における競争を实質的に制限しているものであり、これは不当な

                                                
691 村上政博『独占禁止法［第２版］』弘文堂（2000）549 頁 

692 公取委勧告審決昭和 47 年 12月 27 日審決集 19 巻 140 頁 
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取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定を締結しているものであって、独占禁止

法第６条第１項（当時。現第６条）に違反するとして、輸出に関する各協定の破棄を命じ

た。 

 

３ 域外適用問題との関連性 

 上記のレーヨン糸国際カルテル事件も、本件アクリル紡績糸国際カルテル事件も、实質

的に日本事業者のヨーロッパ市場への輸出制限に为たる狙いがある点には変わりはないが、

レーヨン糸事件では（实際にヨーロッパ事業者の対日輸出が開始される状況ではなかった

にしても）ヨーロッパ事業者の日本市場向け輸出制限もカルテルの内容とされていたが、

本件アクリル紡績糸事件では日本事業者の輸出制限のみが内容となっていた点が異なって

いる。 

 

第６ 小松ビサイラス事件694（1979 年（昭和 54 年）） 

１ 事件の概要 

 小松製作所は、パワーショベルの製造販売を開始するに当たり、アメリカ法人のビサイ

ラス・エリー・カンパニー（以下、ビサイラス社という。）から技術導入することを企画し、

同社に技術導入を受けたい旨申し込んだ695。これに対し、ビサイラス社は、日本に合弁会

社を設立し、この合弁会社を通じて小松製作所に技術援助する方式を希望した。ビサイラ

ス社の提案を受け入れた小松製作所との間で、1962 年（昭和 37 年）４月の合弁事業契約

を中核とする一連の契約が締結された。この一連の契約は、1970 年（昭和 45 年）に一部

修正されたものを含め、次のようなものであった。 

  ① 合弁事業契約は、合弁会社の設立・運営について定める。これに基づき、1963

年（昭和 38 年）に、小松製作所、ビサイラス社それぞれ 40％、三五物産 20％の出

資比率で日本法人の小松ビサイラス社が設立された。 

                                                                                                                                          
693 滝川敏明「国内事業者と外国事業者団体との国際協定」『独禁法審決・判例百選［第６版］』

有斐閣（2002）72 頁 

694 公取委審判開始決定昭和 54 年 10 月 12 日審決集 28 巻 82 頁、審判打切決定昭和 56 年 10

月 26 日審決集 28巻 79 頁 

695 この当時、小松製作所にとって、パワーショベルの技術導入先としてビサイラス社しか残

っておらず、いかなる取引条件でも応諾せざるを得ない状況にあった（村上政博『独占禁止法

における判審決分析の役割』商事法務(2009)133 頁）。 
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  ② 技術契約は、ビサイラス社が小松ビサイラス社に技術援助を行い、小松ビサイラ

ス社がビサイラス社にロイヤリティーを支払う旨定める。 

  ③ 製造契約は、小松ビサイラス社が小松製作所に対象商品を製造委託し、小松製作

所が小松ビサイラス社に製品を納入する旨定める。 

  ④ ディストリビューター契約は、小松ビサイラス社が小松製作所を通じて製品を国

内販売する旨定める。 

 このほかに、販売契約、商標契約が締結されている。 

 このように、合弁事業の实態は、小松製作所がビサイラス社から技術援助を受け、対象

商品の製造販売を行うというものであった。 

 また、この一連の契約においては、次のような制限があった。 

  ① 小松製作所は、ビサイラス社の同意が得られない限り技術契約を解約できない。

技術契約上は 10 年間の有効期間経過後は契約当事者の一方が解約通告をなし得る

ことになっていた。ところが、契約当事者は小松ビサイラス社及びビサイラス社で

あり、かつ、小松ビサイラス社において解約通告は取締役会の決議事項とされてい

るうえ、解約通告決議については出資会社が指名した取締役で構成される取締役会

における出席取締役全員の賛成が必要とされていた。 

  ② ビサイラス社は全世界における自己製造製品の販売権を留保していると見られる

のに、製造契約、ディストリビューター契約によって小松製作所は競合品の製造販

売を禁止されている。 

  ③ 販売契約により、対象製品の韓国、台湾、フィリピンへの輸出については小松ビ

サイラス社がディストリビューターを指名することになっているが、この指名につ

いても小松ビサイラス社の取締役会の決議事項となっているため、小松製作所は事

实上これらの地域への輸出を制限されている。 

  ④ 改良技術の開示義務が不均衡で、小松製作所の不利になっている。開示の範囲に

ついてビサイラス社は対象商品の製造に实際に使用したものであるのに対して、小

松製作所は対象商品に関連するものすべてとなっており開示範囲が不均衡であり、

かつ小松製作所が開示した技術はすべて小松ビサイラス社の所有に属するとされて

いる。 

 

２ 審判の内容 
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 公正取引委員会は、1979 年（昭和 54）年に、調査の結果、これらの制限条項は不公正

な取引方法の旧一般指定第 10 項〔優越的地位の乱用〕に該当し、被審人である小松製作

所、三五物産、及びアメリカ法人のビサイラス社の３社は独占禁止法第６条第１項（当時。

現第６条）に違反する不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際契約を締結した

として（勧告を行わずに）審判手続を開始した696。 

 この審判において、小松製作所、三五物産は事实関係のほとんどを認めて基本的に争わ

ない態度を示したが、ビサイラス社は第６条第１項違反について争う態度を示した。また、

ビサイラス社は審判で日本国内に事務所又は営業所を有しないアメリカ法人であるから審

判管轄は生じないと为張した。その審判管轄の有無が争われている間に、被審人３社間に

おいて前記一連の契約すべてが合意解除されて、小松ビサイラス社も解散・清算手続を経

て消滅し、結局合弁事業全体が解消された。そこで、公正取引委員会は、その時点で違反

被疑事实が完全に消滅したことから、審判手続を継続する实質的利益は失われたとして審

判手続を打ち切った。 

 

３ 域外適用問題との関連性 

本件で、公正取引委員会は、外国事業者であるビサイラス社が事業活動の一部を日本国

内で行っていることに着目し、これを被審人とした697。このことから、公正取引委員会は

実観的属地为義を採ったものと評価されている698。 

本件は、ノボ・インダストリー事件と同様、外国事業者から不当な契約条項を押しつけ

られた日本事業者を保護（救済）する性格を持つものであり、日本事業者としては被審人

として形式的に審判で争うとしても、实質的な利害関係からは公正取引委員会の措置を歓

迎する立場にあった。また、これもノボ・インダストリー事件と同様、实質的に不利益を

                                                
696 本件では、技術導入当初の事情を考慮すると多尐不利な条件が合弁事業契約に含まれるこ

とにはやむを得ない面があり、問題はむしろその不平等な仕組みが永続することにあった（村

上政博『独占禁止法における判審決分析の役割』商事法務(2009)133 頁）。 

697 審判官見解。なお、審判開始決定書ではアメリカ所在のアメリカ法人が代理人とともに名

宛人とされた。 

698 ただ、これに関しては、当時、今日のような協力協定も存在せず、海外における調査が困

難であったという事情も考慮しなければならないとされている（田村次朗「渉外法務における

独占禁止法实務の新展開に関する理論的考察」須網隆夫・道垣内正人『国際ビジネスと法』日

本評論社（2009）40 頁）。 
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受ける可能性のある外国当事者に、審決までに至る手続にどの程度関与する機会を保障す

べきかという点にも問題があった699。 

 

第７ 公正取引委員会事務局編『ダンピング規制と競争政策・独占禁止法の域外適用（独

占禁止法渉外問題研究会報告書）』（1990 年（平成２年）） 

同報告書は、独占禁止法の域外適用について、「外国企業が日本国内に物品を輸出する

などの活動を行っており、その活動が我が国独占禁止法違反を構成するに足る行為に該当

すれば、独占禁止法に違反して、規制の対象となると考えられる。外国企業の支店あるい

は子会社が日本国内に所在することは、独占禁止法適用上の必要条件ではない。したがっ

て、国内市場の競争を阻害する行為については、我が国独占禁止法を構成するに足る事实

があれば、外国所在企業も独占禁止法による規制の対象となると考えることが妥当であ

る。」700としている。 

また、独占禁止法を外国事業者へ適用する場合に配慮すべき事項として、 

① 外国事業者の行為が独占禁止法に違反する行為に該当し、かつ、我が国の市場に

实質的に効果を及ぼしているかを、まず検討すべきである。 

② ①の要件を満たしている場合にも、関係する外国との対立を緩和する見地から、

さらに法適用を抑制すべき場合があり、そのような場合には、アメリカ判例上の「管

轄権に関する合理の原則」を参考とすべきである。 

③ ②の判断は、事件調査のための資料提出要求、審判上の書類の送達、排除措置の

实行という手続の各段階ごとに判断すべきであるが、初期の段階ほど外国事業者の

利益を害する程度が低いので、自己抑制の考慮を慎重に行う必要性が低い。 

④ 外国事業者の行為がどの違反行為類型（カルテルなのか企業結合なのか）によっ

て、別個の検討を行うべきである。 

としている701。 

以上のことから、同報告書は、効果理論という言葉は用いていないが、实質的に効果理

論を認めているものということができる。 

                                                
699 村上政博『独占禁止法［第２版］』弘文堂（2000）547 頁 

700 公正取引委員会事務局編『ダンピング規制と競争政策・独占禁止法の域外適用（独占禁止

法渉外問題研究会報告書）』（1990）67 頁 
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ただし、この研究会の結論については、十分な国際法的な検討に基づいたものとはいえ

ず、ＯＥＣＤの諸加盟国において競争法の域外適用に関する考え方が一致してきたという

認識をもとに、日本でも独占禁止法の域外適用をすべきとの結論としたに過ぎないとする

批判もある702。 

 

第８ 旫電化工業事件、オキシラン化学事件（1995 年（平成７年）） 

１ 事件の概要 

 日本事業者であるアデカ・アーガス化学株式会社は 1981 年（昭和 56 年）４月にエポキ

シ化亜麻仁油（エルソ）を除くエポキシ系可塑剤について、日本事業者であるオキシラン

化学株式会社は 1993 年（平成５年）４月にエルソについて、台湾事業者である長春石油

化学股份有限公司（以下、長春石油という。）との間で、それぞれ契約期間を 10 年とする

各製品の製造に係るノウハウの供与に関する契約を締結した。 

 各契約の覚書は、長春石油に対するライセンス契約終了後の制限として、 

・ アデカ・アーガスとの覚書では、直接又は間接を問わず、同社による事前の書面

の同意がない限り、エポキシ系可塑剤の日本における製造又は販売を禁止する旨、 

・ オキシランとの覚書では、エルソの日本における販売又は供給を禁止する旨 

を規定しており、ライセンス契約終了後における長春石油の上記の製品の日本向けの供給

を制限していた。 

 オキシランは日本事業者である旫電化工業株式会社（以下、旫電化という。）ら４社を株

为として４社が販売するエポキシ系可塑剤を製造販売する事業者で、同社は日本国内にお

けるエルソの生産高において業界第１位を占めていた。 

 また、旫電化は、エポキシ系可塑剤の製造をオキシランに委託し、同製品の供給を受け

て販売する事業者であり、国内におけるエポキシ系可塑剤の販売高において業界第１位を

占めていた。旫電化は、1990 年（平成２年）10 月に、アデカ・アーガスを吸収合併した。 

                                                                                                                                          
701 公正取引委員会事務局編『ダンピング規制と競争政策・独占禁止法の域外適用（独占禁止

法渉外問題研究会報告書）』（1990）84 頁 

702 小寺彰「独禁法の域外適用・域外執行をめぐる最近の動向」『ジュリスト』1254 号（2003）

67 頁 
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 上記契約について公正取引委員会が審査を開始したところ、1995 年（平成７年）８月、

旫電化とオキシランは、それぞれ長春石油に対して上記覚書の破棄の申入れを行い、長春

石油はその申入れに同意した。 

 

２ 審決の内容 

 公正取引委員会は、1995 年（平成７年）９月、旫電化・オキシランの行為がライセンス

契約終了後において長春石油の日本向け供給を制限するものであり、不公正な取引方法の

一般指定第 13 項（当時。現第 12 項）〔拘束条件付取引〕に該当し独占禁止法第 19 条に違

反するとした上、本件審査開始後に両社が問題となる条項を破棄していることから、旫電

化・オキシランに対してその周知徹底等の排除措置を命じた703。 

 本件で、公正取引委員会は、供与されるノウハウがライセンシーに譲渡される性格のも

のであるとし、また契約終了後における輸出制限条項を付した本件ノウハウ・ライセンス

契約を締結した時点で第 19 条違反が成立するとした。 

 また、エポキシ系可塑剤について、日本市場での販売価格が台湾市場の販売価格より３

割程度高いことから、旫電化・オキシランが長春石油の日本市場向け供給を制限するもの

と認定し、旫電化・オキシランの行為が第 19 条に違反するとした。 

 

３ 域外適用問題との関連性 

 本審決で、公正取引委員会は、第 19 条と第６条第１項（当時。現第６条）との関係に

ついて、第６条第１項は第 19 条が適用できない場合に適用されるという解釈を採り、旫

電化・オキシランの行為について、審決時点では当該契約は終了し、制限条項も破棄され

ていたため第６条第１項は適用できないが、第 19 条に違反するとした。 

 また、従来は、ノボ・インダストリー事件のように国際的契約において日本当事者側が

不利な条件を押しつけられることを防止するために独占禁止法を適用する例が多かったが、

本事件の制限条項の「被害者」は外国事業者であった。ただし、本件条項によって長春石

油の対日輸出が制限されていたので日本市場に対する影響はあったといえる704。 

                                                
703 公取委勧告審決平成７年 10月 13 日審決集 42 巻 163 頁（旫電化）、公取委勧告審決平成７

年 10 月 13 日審決集 42 巻 166 頁（オキシラン）、田村善之、青柳由香「国際的ノウハウ・ラ

イセンス契約終了後における製品の供給制限」『経済法判例・審決百選』有斐閣（2010）190

頁 

704 松下満雄『経済法概説［第４版］』東京大学出版会（2006）241 頁 



 322 

 

第９ アメリカにおける日本製紙事件（感熱紙カルテル事件）訴訟における日本政府の

Amicus Curiae 意見書（1996 年（平成８年）） 

１ 意見書の内容 

 日本政府の意見書は、①アメリカの刑事訴追が日本の为権を侵害するものであること、

②アメリカの刑事訴追が国家管轄権に関する国際法上の原則に反すること、③国家間の管

轄権競合に対しては、一方的ではなく協調的なアプローチによるべきことの３本柱から構

成されていた。 

 このうち①は、国家の領域内での活動に関する管轄権の問題は为権の本質的な属性であ

る、ということを前提にした上で、もっぱら日本国内で行われた日本事業者の商業活動は

日本の規律に服し、アメリカ法の域外適用によって律せられるべきではないと为張してい

る。よって、本件でアメリカ法が域外適用されれば日本の为権を侵害（infringe）するも

のであり、刑事制裁の場合は特に問題であるとした。 

 また、②は、管轄権の権原の問題であり、同意見書は、文献705を引用して、国家が管轄

権を行使する場合には、「直接的でかつ实質的な連関（ direct and substantial 

connection）」が必要であるとした上で、「直接的でかつ实質的な連関」の例として、属地

为義を挙げた。効果理論は、行為を捉えておらず、単に行為に付随する影響を捉えている

に過ぎず、実観的属地为義にも該当しないものであって、アメリカの不適正な管轄権行使

は日本の管轄権行使を損なうものだとした。 

 

２ 域外適用問題との関連性 

 この日本政府の意見書における見解について、小寺教授は、管轄権に関する国際法の枠

組み（管轄権の権原－不干渉）をきちんと踏まえ、それに基づいてアメリカ反トラスト法

の域外適用を批判したものであると評価したが、また、日本政府の見解は依然として競争

法の域外適用に消極的なままであると受け取られたとも評価している706。 

 

                                                
705 Robert Jennings and Arthur Watts, Oppenheim’s International Law, Vol 1,ninth edition, 

Introduction and Part 1(1992) p.468. 

706 小寺彰「独禁法の域外適用・域外執行をめぐる最近の動向」『ジュリスト』1254 号（2003）

68 頁 
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第 10 ノーディオン事件707（1998 年（平成 10 年）） 

１ 事件の概要 

 カナダに本店を有するエム・ディ・エス・ノーディオン・インコーポレイテッド（MDS 

Nordian：以下、ノーディオン社という。）（同社は日本国内に支店、営業所等の事業拠点

を有していない）は、放射性医薬品（ガン診断薬）の原料であるモリブデン 99 の世界に

おける生産数量の過半、販売数量の大部分を占めており、世界シェア、トップの事業者で

ある。日本国内でこのモリブデン 99 を製造する事業者はなく、日本のモリブデン 99 の

需要の全部は、日本の製薬会社２社（日本メジフィジックス社、第一ラジオアイソトープ

研究所）がノーディオン社から輸入していた（すなわちノーディオン社の日本市場におけ

る市場占有率は 100％であった）。 

 ノーディオン社は、カナダ国内で新規に建設される原子炉を取得するための資金が必要

になった。そこで、収益を安定的に確保するために、世界の为要な顧実に必要量の全量を

ノーディオン社から購入させる長期契約を締結する方針を決定し、1995 年（平成７年）９

月頃に日本の製薬会社２社に対しても 10 年間の排他的購入契約を締結するように提案し

た。 

その当時、第一ラジオアイソトープ研究所は、モリブデン 99 の世界第２位の供給事業

者であるベルギーのアンスティテュ・ナシオナル・デ・ラディオエレマン（ＩＲＥ）社か

ら購入する交渉を行っており、その契約成立直前であったことから、ノーディオン社に対

して非排他的な条件とすることを要請した。しかし、ノーディオン社がこれを受け入れな

かったため、第一ラジオアイソトープ研究所は、ノーディオン社の排他的購入契約に応じ

ないと不利益を被るおそれがあると懸念して、結局、ＩＲＥ社との交渉を打ち切り、1996

年（平成８年）８月にノーディオン社の申し出を受け入れ、10 年間の排他的購入契約を締

結した。また、日本メジフィジックス社も、同年同月、やむなくノーディオン社の申し出

を受け入れ 10 年間の全量購入契約を締結した。 

日本メジフィジックス社、第一ラジオアイソトープ研究所の両社は、ノーディオン社と

のこれらの排他的購入契約を日本国内で締結した。 

                                                
707 公取委勧告審決平成 10 年９月３日審決集 45巻 148 頁。本件の評釈は松下満雄「日本独占

禁止法の域外適用の最近の事例」『国際商事法務』Vol.26  No.11（1998）1131 頁、瀬領真悟

「外国事業者とわが国事業者との全量購入契約による外国競争業者の排除」『経済法判例・審

決百選』有斐閣（2010）20 頁が詳しい。 
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２ 審決の内容 

 1998 年（平成 10 年）９月、公正取引委員会は、カナダ事業者のノーディオン社が、ベ

ルギー事業者のＩＲＥ社など世界のモリブデン 99 の製造販売業者を排除して、「我が国に

おけるモリブデン 99 の取引分野における競争を实質的に制限していたものであり」、これ

は独占禁止法第２条第５項の私的独占の排除行為に該当し、第３条に違反するとした上、

ノーディオン社が本件審査開始後、排他的に購入する義務を取りやめたことから、排除措

置としてノーディオン社に対して今後同様な行為を行わないことなどを命じた708709。 

 

３ 域外適用問題との関連性 

本件は、ノボ・インダストリー事件とは異なり、日本に拠点を有しない外国事業者それ

自体を被審人とし、直接に独占禁止法を適用している。また、外国事業者が他の外国事業

者を日本市場から排除する行為が私的独占に問われた点が、特徴的である。以上の点から、

本件は、日本市場の競争秩序に影響があれば、排除する事業者や排除される事業者がどこ

の国に属するかは、独占禁止法の实体規定の適用を左右するものではないことを示してい

るものといえる。 

 

（１）实体上の問題（本件の違反行為はどこで行われたか） 

（ア）属地为義（違反行為は日本で行われたとするもの） 

                                                
708 なお、ＥＵでは、本件は 1998 年（平成 10 年）７月に違反行為是正により手続打ち切りと

なっている。 

709 本件につき、村上教授は、「ノーディオン社による本件排他的購入契約の締結は、ＩＲＥ等

の競争者のわが国需要者との取引の機会を失わせるものであり、不公正な取引方法の排他条件

付取引にも該当する」とし、第 19 条違反と構成することも可能であるとしている（村上政博

『独占禁止法における判審決分析の役割』商事法務（2009）33 頁、村上政博『独占禁止法［第

３版］』弘文堂（2010）123 頁、村上政博、山田健男『独占禁止法と差止・損害賠償［第２版］』

商事法務（2005）51 頁。なお、松下満雄「日本独占禁止法の域外適用の最近の事例」『国際商

事法務』Vol.26  No.11（1998）1138 頁、根岸哲編『注釈独占禁止法』有斐閣（2009）118 頁

（瀬領真悟）も同旨）。 
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本審決では、日本国内におけるモリブデン 99 の販売分野に関して競争者を排除した旨

記載があることからみて、違反行為もまた日本で行われたとみることが妥当である以上、

本件は属地为義に基づいても独占禁止法の適用があるとする説もある710。 

 

（イ）実観的属地为義（違反行為の一部が日本で行われたとするもの） 

また、本審決は、「ノーディオンは……日本メジフィジックスとの間で、平成８年８月

26 日に、東京都に所在する日本メジフィジックスの東京支店において、『日本メジフィジ

ックスが取得、使用、消費又は加工するモリブデン 99 の全量をノーディオンから購入し

なければならない』旨の規定を含む平成 17 年末までの 10 年間の契約を締結した。」とし、

本件の契約地が東京都内であったことが審決中わざわざ明示されている。 

実観的属地为義の観点から見れば、行為の着手が外国にあっても、その实行行為が日本

国内にあり、日本市場の競争が实質的に制限されるという結果が生じていれば、日本の独

占禁止法の適用範囲に入っているということになる。 

この見地から見るとき、本件違法行為が開始されたのはカナダであるが、これが实行さ

れ、その結果が生じているのは日本市場であるので、本件は実観的属地为義を採っている

と解することができるとするものもある711。 

 

（ウ）効果理論 

一方、本審決は、「……我が国におけるモリブデン 99 の取引分野における競争を实質的

に制限したものであって、……独占禁止法第３条の規定に違反するものである。」としてお

り、結果として日本国内の競争を实質的に制限したことのみを問うている。このようにノ

ーディオン社の契約が日本における競争制限的効果を重視して私的独占と評価した点から、

一般には、公正取引委員会は効果理論を採用する態度を示したものと理解されている712。 

なお、効果理論とは、外国で行われた違反行為であっても日本国内に効果が及んでいれ

ば競争法を適用しうるとするものであり、本件違反行為がたとえ外国で行われたものであ

                                                
710 吉五文夫・遠藤厚志「エム・ディー・エス・ノーディオン・インコーポレーテッドによる

独占禁止法違反事件について」『公正取引』第 579 号 76 頁 

711 金五貴嗣「外国事業者の私的独占に対する勧告審決」『ジュリスト』第 1152 号 168 頁、松

下満雄「日本独占禁止法の域外適用の最近の事例」『国際商事法務』Vol.26  No.11（1998）1135

頁 

712 根岸哲、舟田正之『独占禁止法概説［第３版］』有斐閣（2006）60 頁 
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っても、効果理論を採用すれば説明できる（なお、同理論からは、行為が日本国内で行わ

れたものであれば、域外適用の問題ではなく、当然、独占禁止法を適用できることとなる）。 

 

（エ）結論 

以上のように本件は、厳格な属地为義からも、実観的属地为義からも、また効果理論か

らも説明できる事例であり、公正取引委員会が、渉外的な問題にいかなるスタンスをとっ

ているか、本件からは分からない。いずれの説によったとしても、本件行為の全部又は一

部は日本国内で行われたと認定されており、外国で行われた行為には当たらず、そもそも

域外適用の問題とはいえない713。 

 

（２）適用法条の問題（独占禁止法第６条の意義） 

従来の考え方に従えば、日本事業者が、ノーディオン社と不公正な取引方法を内容とす

る国際的契約を締結したことが第６条に違反すると法適用する事例であったといえる。し

かし、本審決では、そのような考えを採らず、日本に拠点を有しない外国事業者それ自体

を被審人とし、直接に第３条を適用した。 

旫電化事件勧告審決及びこのノーディオン事件勧告審決により、独占禁止法に違反する

国際取引、国際的契約についても、基本实体規定である第３条を適用し、第６条を適用す

ることを避けるという法運用が確立したものと評価されている。 

 

（３）手続上の問題（書類送達） 

本事件の当時、独占禁止法では外国に所在する事業者に対する書類送達規定が整備され

ていなかった。そこで、ノーディオン社は、日本国内に日本法人も、支店・営業所もなく、

公正取引委員会の問責を逃れようと思えば、逃れることができたであろうと思われる714。

しかし、ノーディオン社が本件に協力的に対応し、日本における代理人弁護士に公正取引

委員会からの書類の受領権限を含めて委任を行ったために、日本における代理人弁護士に

                                                
713 服部育生『比較・独占禁止法［第６版］』泉文堂（2004）360 頁 

714 「もしノーディオン社に逃げようとされたら、あとは、独占禁止法の国際契約の違反に関

する規定で、日本に所在する２社に対して違反だと公正取引委員会が言うぐらいしかできない

ケースだった」（菅久修一「競争法の国際的な展開－競争法の拡大と深化」棠陰会（第 192 回

例会）講演錰（2008）18 頁）。 
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勧告書及び審決書が送達された715。このことは、外国事業者が日本に支店や影響所等の拠

点を有しない場合においても、日本における代理権限を有する弁護士への送達が可能であ

ることを明らかにしたものである。 

 なお、本件については、「このような法適用は、相手方外国事業者が応訴する意思を有す

る場合に、外国事業者に当事者適格を認めて防禦権の行使を許すという意味で事案処理上

实質的に妥当なもの」と評価した上で、「しかし、外国事業者の対応によって独占禁止法の

適用が左右されることになり、依然として实体管轄権を有する行為についても独占禁止法

を適用できないことが起こりうるのであり、外国に所在する事業者に対して文書送達でき

るように文書送達規定を整備することが望ましいことに変わりない」とする見解716があり、

このような学説の大勢を受けて、その後 2002 年（平成 14 年）に独占禁止法が改正され、

在外者に対する書類の送達手続の整備がなされることとなった。 

 

第 11 企業結合規制の改正（1998 年（平成 10 年））による外国会社への管轄権の拡張 

従来の独占禁止法の下では、規制対象となる企業結合は国内で行われるものに限定され

ていた。このため、日本市場に与える影響から見て、公正取引委員会が審査すべきであっ

た外国事業者同士の企業結合事案について、審査が行われなかった事案があった。このよ

うな事案の例としては、ボーイング／マクダネル・ダグラス事件、プラチナ事件などがあ

る717。 

しかし、1998 年（平成 10 年）の改正で「国内の会社」の「国内の」の文言は削除され、

手続規定を除いて、外国事業者と日本事業者の区別なく適用されることになった。これに

より、外国事業者同士の企業結合についても、独占禁止法が適用され、事前に届出をしな

ければならなくなった。 

本件改正の詳細については、立法管轄権の問題のＢＨＰビリトンの項で検討することと

したい。 

                                                
715 ノーディオン社がこのような対応を採ったのは、将来も日本市場における権益を無視でき

なかったからだろうと推測されている。 

716 村上政博『独占禁止法［第２版］』弘文堂（2000）553 頁、村上政博『独占禁止法研究Ⅲ』

弘文堂（2000）229 頁 
717 猪熊克紀「外国会社同士の企業結合等への公正取引委員会の対応」『独占禁止法の域外適

用』早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010） 
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本件改正の意義について、学説上は、第４章の企業結合規制のみならず、第３条、第 19

条についても、「独禁法は、实体上の域外管轄権について効果为義を採用し域外適用を積極

化させることを可能にしている」と評価するのが通説的見解となっている718。 

しかし、实際には、本件改正が行われても、公正取引委員会において、企業結合規制分

野で独占禁止法の域外適用を積極的に行おうとする動きはみられなかった719。 

 

第 12 企業結合に関する事前相談 

ただし、外国事業者が関与する企業結合に関して、正式な審決には至らなかったものの、

事前相談を受けて公正取引委員会が審査する案件は、平成以降、増加した。以下、その代

表的な例を概観する。 

 

１ キリンビールのバドワイザーに関する合弁事業（1993 年（平成５年）） 

 キリンビールとアメリカのビール製造販売事業者アンバイザーブッシュ社は、日本にお

いてアンバイザーブッシュ社のブランドであるバドワイザーに関する合弁事業を立ち上げ

ようとした。 

これに対し、公正取引委員会は、バドワイザーが日本のビール市場においてキリンビー

ルに対する競争力・対抗力を有することに配慮し、合弁会社におけるキリンビールの影響

力が強まることで、キリンビールの市場における地位が強化され、独占禁止法上問題であ

ると指摘した。 

その結果、当事会社は、キリンビールの協力なしに独自に事業を展開するための諸条件、

さらに当該合弁事業を 10 年間の期間限定とすること、及びキリンビールの出資比率低下

といった諸条件を公正取引委員会に提案し、公正取引委員会はこれを了承した720。 

 

２ ＪＴのアメリカ事業者からの営業譲受け（1999 年（平成 11 年）） 

 日本たばこ（ＪＴ）はアメリカのタバコ製造販売事業者ＲＪＲナビスコホールディング

社からＲＪＲ社の子会社の株式商標権、工場を取得し、アメリカ国外でのタバコ事業全般

の営業を譲り受けることを計画した。 

                                                
718 根岸哲、舟田正之『独占禁止法概説［第３版］』有斐閣（2006）62 頁。なお、村上政博『独

占禁止法［第２版］』弘文堂（2000）529 頁も同旨。 

719 川合弘造「企業結合規制の国際的展開」『ＮＢＬ』第 905 号（2009）39 頁。 
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 これに対し、公正取引委員会は、日本のタバコ市場におけるＪＴの 80％の販売シェアに

配慮し、日本国内における競争者の減尐が競争に影響を及ぼすと判断した。よって、公正

取引委員会は、ＲＪＲ社の日本国内向けの輸出に関与しないことを条件として、ＪＴに了

承を与えた721。 

 

３ ＢＷＲに関するＧＥ社、日立、東芝の事業統合（1999 年（平成 11 年）） 

沸騰水型原子炉用の燃料ＢＷＲの製造販売はアメリカ法人であるＧＥ（General 

Electric）社と日本法人である日立製作所、東芝、原子燃料工業の４社が行っていた。日

本国内のＢＷＲのユーザーは、沸騰水型原子炉を備える東京電力など電力事業者５社と日

本原子力１社であり、そのうち東京電力がＢＷＲの国内需要の７割を占めていた。 

４社中、ＧＥ社、日立、東芝の３社は、事業を統合してＪＮＦ社を設立する計画（出資

比率はＧＥ社 40％、日立 30％、東芝 30％）を立てた。３社の統合で、統合会社のＢＷＲ

供給量は国内の約 70％で第１位になり、国内供給者の数も２社に減尐する。他方、東京電

力は炉心管理の自営化で、他の供給者のＢＷＲ燃料を選択できる自由度を広げ、外国の燃

料メーカーのＢＷＲ燃料も受け入れることができる入札方式を計画していた。外国のＢＷ

Ｒメーカーは基準認証手続の過程にあり、直ちに国内輸入に向かない状況にあるが、品質

等は国内供給者と差がなく、新規参入を希望している状態であった。このような状況の下、

ＧＥ社、日立、東芝の３社は公正取引委員会に事業統合の事前相談を行った。 

 ３社が、ＢＷＲ燃料を自由に購入できるように電力事業者が炉心管理を自営化すること

に協力し、また、外国の有力な潜在的供給者の日本への輸送に協力するなどの措置を申し

出たので、公正取引委員会は、それらが行われるならば、相談された範囲で違反のおそれ

なしとした722。 

 

４ エクソン社とモービル社の事業統合（1999 年（平成 11 年）） 

 1998 年（平成 10 年）の独占禁止法改正により、第 15 条の射程範囲が拡大したことに

伴い、外国事業者同士の企業結合についても審査することができることとなった。その端

                                                                                                                                          
720 『平成５年度公正取引委員会年次報告』149 頁 

721 『平成 11 年度公正取引委員会年次報告』270 頁 

722 公正取引委員会報道発表資料（平成 11年４月 12日） 
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緒となったのが、エクソン（Exxon）社とモービル（Mobil）社のアメリカにおける事業

統合である。 

 両社の統合が行われると、日本では、エクソン社の 100％孫会社であるエッソ石油とモ

ービル社の 100％孫会社であるモービル石油のほか、それぞれのグループ会社であるゼネ

ラル石油、キグナス石油、東燃、極東石油工業等が統合されることとなる。 

その結果、国内の精製会社、元売り会社等に対する原油の販売分野における当事会社の

販売シェアは約 10 数％となり、当事会社グループの石油製品全体の販売分野におけるシ

ェアは 20％弱で第２位を占めることとなる。ガソリン、灯油、軽油のそれぞれの販売分野

においては、当事会社グループの全国の販売シェアは 20％前後で第２位となるが、いくつ

かの県では 25％を超え第１位となり、一部にはシェアが 30％を超す地域も出てくる。当

事会社グループのアスファルトの販売分野におけるシェアは、近畿地方と沖縄県では第

25％を超え第１位となる。 

本件では、公正取引委員会は、日本国内の精製会社、元売り会社に対する原油の販売分

野及び石油製品全体の販売分野の双方において、競争を实質的に制限することとなるか否

かについて審査した。地理的範囲については、元売り会社が、当事会社グループを含め、

そのほとんどが全国の流通業者等に石油製品を販売している事实が認められたことから、

日本全国で一定の取引分野が成立すると判断された723。 

公正取引委員会は、原油については、統合会社の原油販売シェアが 10 数％と比較的低

いことと原油調達に関する市場の特性を考慮し、また、石油製品については、統合会社の

系列会社の石油製品の販売シェア、有力な競争者の存在、商社輸入の増大可能性等を前提

として、本件統合は日本の市場における競争を实質的に制限することにはならないと判断

した724。 

 

５ Johnson & Johnson 社による Guidant Corporation の買収（2005 年（平成 17 年）） 

アメリカに本社を置く医療機器の製造販売業者である Johnson & Johnson 社（以下、

Ｊ＆Ｊ社という。）が、同じくアメリカに本社を置く医療機器の製造販売業者である

                                                
723 また、一部の石油製品に関しては都道府県における販売分野について、アスファルトに関

しては北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州及び沖縄の地域における販売分野

について、それぞれ一定の取引分野が成立すると判断された。 

724 平成 11年 10月 18 日審査結果公表、『平成 11 年度公正取引委員会年次報告』263 頁 
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Guidant Corporation（以下、ＧＤＴ社という。）の全株式を取得することを計画したもの

である。 

 本件については、公正取引委員会だけではなく、アメリカ連邦取引委員会及び欧州委員

会においても審査を行っていた。本計画は日本市場の競争にも影響するおそれがあったた

め、公正取引委員会は、両競争当局と電子メール等による情報交換を行いつつ、事前相談

に対応し審査を進めた。 

 公正取引委員会は、心臓冠動脈疾患等に関する 12 の医療機器の分野を「一定の取引分

野」とし、その地理的な範囲を日本全域とした。これらの取引分野のうち、10 の取引分野

では、結合後のシェアの増加分は僅尐で、10％以上のシェアを有する強力な競争者が存在

するなどから、競争の实質的制限が生じる懸念はないとされた。そこで、残り２つの取引

分野であるＤＥＳ（Drug Eluting Stent：心臓冠動脈の狭窄に関する医療機器）とＥＶＨ

機器（Endoscopic Vessel Harvesting System：心臓冠動脈バイパス手術用内視鏡下血管採

取システム）について重点的に審査が行われた。 

 ＤＥＳの取引分野では、Ｊ＆Ｊ社製の医療機器が日本で唯一厚生労働省の承認を得て販

売されているが、日本市場への新規参入を企図している事業者が存在し、その中にＧＤＴ

社も入っていた。しかし、ＧＤＴ社はいまだ治験の準備段階にあり、具体的な参入時期が

不明であること、新規参入予定者にはＪ＆Ｊ社よりも有力な事業者が存在することなどか

ら、最終的には競争を实質的に制限することはないとされた。 

 日本におけるＥＶＨ機器の市場は、本件株式取得により、統合後の会社の製品により事

实上独占されることとなり、その結果、当該市場における競争が实質的に制限されること

となるおそれがあると認められた。しかしながら、当事会社は、アメリカ連邦取引委員会

及び欧州委員会からも競争上の問題点を指摘されていたところ、Ｊ＆Ｊ社の子会社が所有

するＥＶＨ機器事業の全世界向けの製造部門及び販売部門を第三者に売却することを問題

解消措置として申し出ており、当該第三者への売却対象事業には日本向け販売にかかる事

業も含まれていた。このことから、公正取引委員会は、当該第三者への売却が实施されれ

ば、本件についての独占禁止法上の問題は解消されるものと判断した725。 

                                                
725 公正取引委員会報道発表資料（平成 17年 12 月９日）、稲熊克紀「企業結合規制における競

争当局間の協力について」『ＮＢＬ』第 905 号（2009）61 頁、根岸哲編『注釈独占禁止法』有

斐閣（2009）299 頁（武田邦宠） 
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 本件は、公正取引委員会が、企業結合審査において、本格的に外国の競争当局（アメリ

カ連邦取引委員会、欧州委員会）と情報交換を行った初例といえる726。また、問題解消措

置についても、連邦取引委員会、欧州委員会との間で国際的な協調が図られた。 

 

６ 東芝による Westinghouse グループの買収（2006 年（平成 18 年）） 

 東芝ほか２社は、アメリカのウエスティングハウス（Westinghouse）グループの持株会

社２社の株式を取得しようとした。本件においては、沸騰水型プラント供給事業と、加圧

水型プラント供給事業について、両社が潜在的競争関係にあるか否かが問題となった。こ

れらの事業において、東芝は日本市場で活動していたが、ウエスティングハウス社は日本

市場では活動していなかった。今回の東芝の買収は、日本市場というよりも、ウエスティ

ングハウス社と組むことにより、これらの事業について国際的な事業拡大をしようという

意図のものであった。 

本件において、公正取引委員会は、東芝とウエスティングハウス社が企業結合しても、

そもそもウエスティングハウス社は日本では行動していなかったのだから、それによって

日本市場には何も変わりがなく、両社は取引の事情から考えると潜在的競争関係にないと

判断し、企業結合を容認した727。 

 なお、本件に関し、欧州委員会は、本件株式取得によって核燃料供給事業分野における

潜在的競争が妨げられるおそれがあるとしたが、当事会社が出資に関する契約内容の修正

を申し出たことから、最終的に、当該問題解消措置の履行を前提とすれば、本件が競争上

問題となることはないとした。また、アメリカ司法省も、本件を了承した。 

 

７ シーゲイト社によるマックストア社の子会社化（2006 年（平成 18 年）） 

 ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）の販売事業を営むシーゲイト（Seagate Technology：

本社ケイマン諸島）社が、自社の新設子会社を通じて、マックストア（Maxtor 

Corporation：本社アメリカ）社の株式を取得し、次いで、当該新設子会社とマックスト

ア社を合併させることにより子会社化することを計画した。 

                                                
726 田村次朗「国際取引と独占禁止法」金五貴嗣、川濵昇、泉水文雄編『独占禁止法［第２版］』

弘文堂（2006）381 頁 

727 公正取引委員会報道発表資料（平成 18 年 10 月 30 日）、武田邦宠「国際的企業再編と日本

の競争政策」（財）関西社会経済研究所（2007）10 頁 
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 公正取引委員会は、商品市場については、企業向けＨＤＤ（3.5 インチ）、デスクトップ

パソコン等向けＨＤＤ（3.5 インチ）、ノートパソコン等向けＨＤＤ（2.5 インチ）等のそ

れぞれについて画定した。 

また、公正取引委員会は、地理的市場として世界市場を画定した。すなわち、ＨＤＤに

ついては、いずれの国籍のメーカーであっても性能・品質面での差はなく、また、輸送コ

ストがＨＤＤの調達先の選定に影響を及ぼすようなものではないことから、ユーザーは国

籍を問わず、自らが必要とする技術要件を満たし、適切な価格での納入が期待できるＨＤ

Ｄメーカーを世界各地から選定し、取引を行っている状況が認められた。また、ＨＤＤメ

ーカーは、製品の本体価格について、いずれの地域向けのものであっても同一の価格で販

売していた状況が認められた。以上のことから、公正取引委員会は、ＨＤＤについては、

实態として日本市場を含む世界全体で１つの市場が形成されていると判断した。 

 公正取引委員会は、本件統合により上記の一定の取引分野における競争を实質的に制限

することとはならないと判断した。 

 

８ Boston Scientific Corporation による Guidant Corporation の株式取得及び日本国内

の子会社間の営業譲渡（2006 年（平成 18 年）） 

 アメリカに本社を置く医療機器の製造販売業者である Boston Scientific Corporation

（以下、ボストン社という。）が、同じくアメリカに本社を置く医療機器の製造販売業者で

あるＧＤＴ社の株式を取得することを計画した。 

 当事会社は、世界各地において医療機器の販売を行っており、日本においても、当事会

社の日本法人及び医療機器製造販売業者を通じて、当事会社の製品が販売されていた。 

 ＧＤＴ社の为たる事業は、①心臓外科手術（ＣＳ）用医療機器、②心臓律動管理（ＣＲ

Ｍ）用医療機器、③経皮的冠動脈形成術（ＰＴＣＡ）用医療機器、及び④経皮的血管形成

術（ＰＴＡ）用医療機器の４分野であり、このうちＰＴＣＡ用医療機器及びＰＴＡ用医療

機器については、ボストン社と競合関係にあった。 

 ボストン社は、本件株式取得に伴い、ＧＤＴ社の営むＰＴＣＡ用医療機器及びＰＴＡ用

医療機器の２分野について、その全世界向け事業のすべてを医療機器製造販売業者である

Abbot Laboratories 社（本社アメリカ。以下、アボット社という。）に売却する予定であ

った。 
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 また、ＧＤＴ社の日本法人である日本ガイダントが営むＰＴＣＡ用医療機器及びＰＴＡ

用医療機器の販売事業については、アボット社の日本法人であるアボットジャパンの子会

社であるアボット・ヴァスキュラー・デバイシス・ジャパンに譲渡されることとなってい

た（ただし、ＧＤＴ社は、事前相談のあった時点において、日本ではＰＴＡ用医療機器を

販売していなかった。）。 

 本件については、ボストン社によるＧＤＴ社の株式取得及びアボット社によるＧＤＴ社

が営む事業の譲受けのそれぞれについて、競争に与える影響が検討された。 

 公正取引委員会は、日本におけるＰＴＣＡ用バルーンカテーテル、ＰＴＡ用バルーンカ

テーテル、ＰＴＡ用スタント、胆管用スタント及びＤＥＳ（Drug Eluting Stent：心臓冠

動脈の狭窄に関する医療機器）の５製品分野において一定の取引分野を画定した。 

 公正取引委員会は、本件行為により、この一定の取引分野における競争を实質的に制限

することにはならないと判断した。 

 

９ その他 

 海外事業者間の結合案件のうち、ハードディスクドライブという商品の性質上、世界市

場が認定されたシーゲイト社によるマックストア社の買収を除くと、外国事業者同士の統

合案件であっても、その他の案件では検討対象市場は日本とされ、日本市場の状況のみが

審査対象となっている。 

 一方、日本事業者が関係する統合案件において検討対象市場を世界市場として捉えた案

件としては、①日本事業者による外国事業者の買収案件として、日立製作所とＧＥ社との

世界レベルでの原子力関連の事業部門の統合（2007 年（平成 19 年））、日本事業者間の結

合案件として、ソニーと日本電気による光ディスクドライブ事業にかかる合弁会社の設立

（2005 年（平成 17 年））、ＳＵＭＣＯによるコマツ電子金属の株式取得（2006 年（平成

18 年））、ＴＤＫによるアルプス電気からのＨＤＤ用磁気ヘッドの事業資産譲渡（2007 年

（平成 19 年度））などがある。 

以上から明らかなように、日本では、外国事業者間の企業結合審査や、日本事業者によ

る外国事業者の買収の審査が活発に行われているとは言い難く、とりわけ、世界市場を検

討対象市場として取り扱う例は極めて尐なかった728。 

                                                
728 川合弘造「域外企業の企業結合に対する日本の独占禁止法の適用」『ＮＢＬ』第 905 号

（2009）52 頁 
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 その理由としては、まず第１に、公正取引委員会が、企業結合に関する地理的市場を、

基本的に日本（国内）市場と狭く捉えがちで、日本を含む世界市場との関係で捉える傾向

に乏しいということが挙げられた。これについては、後述のように 2007 年（平成 19 年）

の企業結合ガイドラインの改正で対処された。 

また第２は、そもそも、1998 年（平成 10 年）の独占禁止法改正で、外国事業者間の企

業結合について企業結合の届出あるいは報告義務が課されたとはいっても、その対象範囲

は狭く、外国事業者間の企業結合の多くは实際には届出又は報告の要件を充足しないため

に、公正取引委員会の検討対象になりにくかったためではないかと思われる。この点に関

しては、2009 年（平成 21 年）の独占禁止法改正により、対処されることとなった。 

 

第 13 人造黒鉛丸形電極事件に関する警告（1999 年（平成 11 年）） 

１ 事件の概要 

 人造黒鉛丸形電極について、日本事業者４社と外国事業者２社が、市場分割、輸出数量、

輸出価格について協定した。 

 

２ 公正取引委員会の対応 

 本件に対し、公正取引委員会は、「平成５年３月ころ開催した会合において、アジア地域

（日本、中国及びインドを除く。）の需要者向け電極１トンあたりの販売価格について、

3,000 ドルに引き上げる旨……を合意し、これらを实施した疑い」があるとして、独占禁

止法第３条又は第６項違反の疑いで日本事業者４社に対してのみ、警告を行った（1999

年（平成 11 年）３月 18 日）729。 

 

３ 域外適用問題との関連性 

 公正取引委員会の認定は、日本国外の需要者に対する弊害が生じた案件に対して独占禁

止法を適用したものと解されている730。 

 

第 14 国際ビタミン・カルテル事件に関する警告（2001 年（平成 13 年）） 

１ 事件の概要 

                                                
729 「人造黒鉛丸形電極製造業者に対する警告について」『公正取引特報』1805 号（1999） 
730 白石忠志「Empagran 判決と日本独禁法」『ＮＢＬ』第 796 号（2004）46 頁 
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ホフマン・ラ・ロシ社が日本事業者に呼びかけ、エーザイが合成ビタミンＥの国際カル

テルに参加し、第一製薬がビタミンＢ５の国際カルテルに参加した。両社は、アメリカで、

有罪答弁をするなど司法取引に応じた。 

日本の製薬事業者は、ヨーロッパ事業者と、ビタミンの販売について、世界市場及び日

本を含む地域別市場ごとの販売予定数量を共同して決定した。 

 

２ 公正取引委員会の対応 

本件に対し、アメリカ、ＥＵでは高額の罰金、制裁金が課されたが、これに対して、日

本の公正取引委員会は、ビタミンＥ、ビタミンＢ５のそれぞれについて、日本事業者１社

とヨーロッパの複数の事業者が、「世界市場及び日本等の７地域別市場における各社の年

間販売予定数量を決定し、これらを实施していた疑い」があるとして、独占禁止法第３条

又は第６条違反の疑いで日本事業者２社に対して警告を行ったのみであった（2001 年（平

成 13 年）４月５日）731。 

課徴金減免制度のない当時の日本では、公正取引委員会は、本件で違反事实を立証する

だけの証拠を入手できなかったのが、その原因であるとされている。 

 

３ 域外適用問題との関連性 

本件において、公正取引委員会は第３条又は第６条違反の疑いありとして警告しており、

どちらの規定を適用するかについて明示しなかった732。 

また、本件の担当審査官解説は、外国事業者と警告の対象となった日本事業者２社の行

為が「日本国内における競争を制限するおそれ」があったとしており733、本件警告におけ

                                                
731 「ビタミンの製造販売業者に対する警告について」『公正取引特報』2132 号（2001）。本件

のように、国際的なカルテルなどの独占禁止法違反行為に対してアメリカやＥＵの競争当局が

規制を行った事例については、公正取引委員会は、あえて警告に留めておくことも人員・予算

の関係上必要とも考えられる。しかし、「事例・性質如何では独禁法の解釈・運用の透明性の

見地のみならず、原告が損害賠償請求訴訟で違反行為にかかる公取委の事实認定による推定効

を活用することを考えると、被害者救済の見地及び、独禁法違反行為にかかる民事訴訟を強化

する今日におけるグローバルな流れからも十分なものとはいえない」とする見解もある（宗田

貴行『独禁法民事訴訟』レクシスネクシス・ジャパン（2008）384 頁）。 

732 第６条と第３条後段の並行適用事件としてガデリウス商会事件（公取同意審決昭和 25 年６

月 14 日審決集２巻 52 頁）等が独占禁止法制定初期に存在している（根岸哲編『注釈独占禁止

法』有斐閣（2009）115 頁（瀬領真悟））。 
733 伊藤裕隆、安納正生「ビタミンの製造販売業者に対する警告について」『公正取引』第 608
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る「世界市場及び日本等の７地域別市場」という文言は、「一定の取引分野」を画定する趣

旨のものでは必ずしもないと解されている734。 

なお、本件をきっかけとして、日本に課徴金減免制度がないことが、とりわけ国際カル

テルの発見・摘発の支障となっている735との意見が強まり、2005 年（平成 17 年）の独占

禁止法改正における課徴金減免制度の導入につながった。 

 

第 15 日本国際フォーラム『外務省委託研究報告書 競争法の域外適用に関する調査研

究』（2001 年（平成 13 年）） 

同報告書は、まず一般論として、国際法上の「法の域外適用」について検討し、効果理

論を前提とした上で、「国家は、ある事項が自国と密接、实質的、直接かつ重要な関連があ

るため、かかる事項を対象とすることが国際法及びその他の様々な側面（諸国家の慣行、

不干渉及び相互为義の原則並びに相互依存の要請も含む）に合致する場合には立法管轄権

を有する」という「密接関連性」を法の域外適用の可否を判断する際の基本の１つとする

ことが適当と考えられるとしている。 

 その上で、同報告書は、以下のように競争法の域外適用を肯定する方向性を明瞭に示し

た736。 

 「我が国の領域外において行われた外国人（自然人、法人を含む）行為に対して独禁法

を適用できるのは次の場合である。 

  （国際法上の検討） 

１．行為地国に対する「正当な利益（法令又は政策）」との真の抵触がないこと。 

２．対象となる行為と我が国との間に「密接連関性」が存在すること。 

  （国際礼譲） 

３．以上１．及び２．をクリヤーしたとしても他国の管轄権との抵触が生ずる場合に

は、日米独禁協定第６条に規定する要素を参考として考慮する。 

  （例外） 

                                                                                                                                          
号（2001）86 頁 
734 土田和博「独占禁止法の域外適用と管轄権抵触・競合の調整方法」『独占禁止法の域外適用』

早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）36 頁 

735 根岸哲「課徴金減免制度とカルテル規制」『公正取引』第 696 号（2008）２頁 

736 日本国際フォーラム『外務省委託研究報告書 競争法の域外適用に関する調査研究』

（2001）49 頁 
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４．独禁法の刑事規定については、刑法第１条の規定による。他国の刑法規定の域外

適用についても同様の基準（属地为義）で考える。 

５．民事救済についても、独禁法の通常の公法規定（刑罰規定を除く）の適用関係に

準ずる。」 

 この「密接関連性」とは、対象となる行為と日本との間に、密接、实質的、直接、かつ

重要な連関があることとされ、その検討要素としては、①自国領域内で实際に生じる又は

生じることが予見される「实質的影響」の規模、深刻さ、②「实質的影響」を生じさせる

ことについての意図（行為の実観的内容から推定されるもの）の度合い、③直接性の度合

い、④事業拠点（子会社、支店）の存在などが挙げられている。 

また、同報告書は、アメリカにおける感熱紙カルテル事件訴訟における日本政府の

Amicus Curiae 意見書（1996 年（平成８年））に対して、次のような評価を行っている737。 

 「(a)日本政府は、本件法廷助言者陳述書の中で、刑事罰と非刑事罰の適用を区別してお

り、本事件が刑事罰の域外適用に関するものであったために、より国際法上問題であると

捉えている。民事（非刑事）的規定であれば外国人の外国における行為について競争法を

域外適用しても許容されると考えているか否かは本件陳述書では明らかにしていないが、

刑事罰の適用という他国の为権に対する侵害の危険がより大きな事案であったからこそ、

かかる陳述書を提出したと考えられる。このように域外適用において、刑事罰と非刑事罰

規定の場合で差異を設けている点については、本研究会の結論と一致するものである。 

 (b)また、日本政府は、反トラスト法の対象とされている行為と米国との間に密接連関性

がないことを批判の根拠としており、立法管轄権の認定において密接連関性が鍵となると

の考えを示しており、本研究会の結論と一致するものである。 

 (c)本件陳述書は、外国人の外国における行為であればアプリオリに域外適用が国際法上

認められないとの立場であるとまで为張しているとは解されないものの、外国人の外国に

おける行為であるとの点を過度に強調しているとも考えられる。本研究会の結論は、この

点についての議論をさらに深め、行為地国の正当な利益との真の抵触の有無及び密接連関

性の判断、さらには考慮すべき要素の存在等を明らかにすることによって、本件ブリーフ

が必ずしも触れていない論点についてより細やかな検討を加えたものと位置づけられる。」 

                                                
737 日本国際フォーラム『外務省委託研究報告書 競争法の域外適用に関する調査研究』

（2001）62 頁 
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 以上から、同報告書は、独占禁止法の域外適用について、“刑事規定を除くと”「密接連

関性」を前提として国際法上許されるという考え方が明確に示されたものと解することが

できる（なお、日本の刑法では、そもそも独占禁止法上の刑罰規定を域外適用することは

許されない（刑法第２条～第４条））738。 

 

第 16 2002 年（平成 14 年）の独占禁止法改正（外国送達規定の整備） 

従来は、外国に所在する事業者等に対して独占禁止法上の書類を送達することはできず、

法の不備が指摘されてきたため、2002 年（平成 14 年）の独占禁止法改正により在外者に

対する書類の送達手続の整備がなされ、執行管轄権上の問題を生じさせない形で手続を進

めることが可能となった。 

本改正の詳細については、執行管轄権の項で検討することとしたい。 

この 1998 年（平成 10 年）及び 2002 年（平成 14 年）の法改正によって、日本の独占

禁止法も域外適用を可能にしたと評価されている739。 

 

第 17 2005 年（平成 17 年）の独占禁止法改正（課徴金減免制度の導入） 

日本でも、課徴金制度はすでに 1977 年（昭和 52 年）に創設されていた。当時の課徴金

は価格カルテルと数量カルテルを対象とした確定金額算定方式の義務的課徴金であり、関

連商品売上高算定率原則 1.5％（1991 年（平成３年）の改正で６％）の課徴金が課された。

この課徴金の法的性格は、カルテル行為による不当な経済的利得をカルテルに参加した事

業者から剥奪するための行政上の措置であると解されていた。これは、課徴金が、カルテ

ルに対する一種の制裁としての機能も有するものの、他に刑事罰規定も存在することから、

                                                
738 小寺彰「独禁法の域外適用・域外執行をめぐる最近の動向」『ジュリスト』1254 号（2003）

68 頁参照。なお、小寺教授は「1990 年に刊行された報告書は公正取引委員会独自のものだっ

たが、本報告書の作成委員会には外務省と公正取引委員会の関係課長が加わっており、独禁法

に関する日本政府の統一的な考え方が示されたとみることができ」ると評価している。 

739 北川俊光、柏木昇『国際取引法［第２版］』有斐閣（2005）234 頁。一方、これらの法改正

により、外国の事業者に独占禁止法を適用する準備は整えられたが、それが整えられたことか

ら、直ちに、独占禁止法の域外適用の立場が明確にされたとはいえないとする見解もある（岸

五大太郎ほか『経済法』（第５版補訂）有斐閣（2008）398 頁）。 
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憲法上の二重処罰の禁止に反するのではないかとの懸念もあったため、あくまでも課徴金

は行政上の措置であり、同原則に反しないと解釈されたためであった740。 

その後、ＯＥＣＤが 1998 年（平成 10 年）に出した『ハードコアカルテルに対する効果

的な措置に関する理事会勧告』において、ハードコアカルテルを禁止する各国の法律の収

斂を進めることが提言されたことを受け、日本においても 2005 年（平成 17 年）に独占禁

止法の改正が行われた。これは、競争法の国際的ハーモナイゼーションに配慮した制度改

正の一環であるといえる。 

同改正によって、課徴金は、確定金額算定方式の義務的課徴金のもとで、カルテルにつ

いて売上高算定率を原則 10％とし、カルテルによる不当利得を上回る金員の納付を命じる

ものとなり、行政上の制裁（行政制裁金）へ大きくその法的性格を変更した。 

これに伴い、加算減算事由（累犯加重と早期離脱の減額）や課徴金減免制度も導入され

た。また、刑事罰を本格的に活用するための犯則調査権や課徴金減免制度に伴う事实上の

刑事訴追免除も導入され、カルテルに対する執行力の強化が図られた。 

これらの改正により、日本においては、カルテルについては、違反事業者に対する課徴

金賦課と、カルテルを行った自然人（違反事業者の役員・従業員）に対する刑事罰（懲役

刑、罰金刑）賦課（法人処罰）の両者によって違反抑止を図る制度を採っていることとな

る。ただし、これについては、競争法違反すべてに対する行政制裁金賦課を为たる制裁と

する大陸法系の手続の下では、法人処罰は副次的なものと位置付けられるべきであるとす

る説が一般である741。 

 

１ 課徴金減免制度の概要 

 今回の改正中、とりわけ課徴金減免制度は、同制度の適用を申請する事業者のカルテル

をやめさせるだけでなく、他のカルテル参加事業者のカルテルをやめさせることができる

とともに、カルテル参加事業者の中から公正取引委員会に申請する者が出現するリスクが

あるためカルテルの締結自体を困難にさせる効果も期待できるとして導入されたものであ

る。 

                                                
740 内閣府の『独占禁止法基本問題懇談会報告書』（2007 年（平成 19 年））は、課徴金と刑事

罰の併科は憲法の禁止する二重処罰に当たらないとの見解を採用し、憲法上の二重処罰問題に

最終決着を付けた（村上政博「公的執行」『判例タイムズ』第 1304 号（2009）２頁）。 

741 村上政博「公的執行」『判例タイムズ』第 1304 号（2009）２頁 
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 日本の課徴金減免制度は、価格、数量、市場占有率及び取引先制限に係るカルテルを対

象とし、公正取引委員会の調査開始前の申請であれば、１番目の申請事業者は全額免除、

２番目の申請者は 50％減額、３番目の申請者は 30％減額を受けることができる等として

いる（独占禁止法第７条の２）。 

 申請事業者が同制度の適用を受けるためには、 

① 単独で申請を行うこと、 

② 当該違反行為（カルテル）に係る事实の報告及び資料の提出を行うこと、 

③ 調査開始日以後において当該違反行為をやめていること 

が必要である。ただし、 

① 申請者が行った報告又は提出した資料に虚偽の内容が含まれていたこと、 

② 公正取引委員会から追加して事实の報告又は資料の提出を求められた場合に、報

告又は資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたこと、 

③ 申請者が他の事業者に対し違反行為をすることを強要し、又は他の事業者が違反

行為をやめることを妨害したこと、 

のいずれかの事实があると認めるときは、公正取引委員会は、減免をしないこととしてい

る。 

また、公正取引委員会は、１番目の申請者として全額免除を受ける事業者とその役員、

従業員等であって違反行為をした者については、刑事告発をしない方針を明らかにしてい

る742。 

 

２ 日本の課徴金減免制度と欧米のリニエンシー制度との比較 

課徴金減免制度は、課徴金という行政上の制裁金の減免である点で、ＥＵと共通し、同

制度の適用を受ける１番目の申請者とその役員、従業員等については刑事告発されず起訴

されないこととされており、この点ではアメリカと共通している。このように、日本の課

徴金減免制度は、欧米のリニエンシー制度に類似している。 

しかし、日本の制裁の水準は、課徴金と刑罰とを合わせても、ＥＵの行政上の制裁金の

水準やアメリカの罰金と禁錮刑を合わせた刑罰の水準と比べると極めて低く、欧米の制裁

の水準は日本に比べて桁外れに高いというアンバランスを呈している。このような制裁の

                                                
742 公正取引委員会「独禁法違反に対する刑事告発及び犯則事件の調査に関する公取委の方針」

2005 年（平成 17 年）10 月７日 
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水準の違いは、事業者が課徴金減免制度を利用するインセンティヴにも大きな影響を与え

る。 

 また、欧米では制裁の賦課、リニエンシー制度の運用ともに競争当局の裁量に委ねられ

る部分が大きいのに対し、日本では公正取引委員会の裁量の余地はほとんどない。欧米で

は、リニエンシー制度の適用には競争当局にとり価値ある情報が提供される必要があるが、

日本では単に違反行為に係る事实の報告と資料の提出であればよく、公正取引委員会にと

り価値ある情報である必要はない。欧米では、リニエンシー制度の適用においては、申請

者の誠实、完全かつ継続的で積極的な調査協力が必要であるが、日本では公正取引委員会

からの報告又は資料提供の求めに対し拒否や虚偽がなければ足りる743。 

 

３ 課徴金減免制度と秘密情報の扱い 

課徴金減免制度・リニエンシー制度による自発的情報開示は、国際カルテル事件の解決

に有効であり、このようにして得られた情報を他国の競争当局と交換・提供できるのかが

問題となる。その一方で、リニエンシー申請事業者が提供する情報の秘密が担保されなけ

れば、事業者の側がリニエンシー申請を自粛する可能性もあり、リニエンシー制度はうま

く機能することができない。 

 この点に関し、アメリカ司法省では、リニエンシー申請者から提供された情報は厳重秘

密として取り扱うため、裁判所による命令で要求されない限り、申請者の事前の同意なし

に公表されることはない。また、欧州委員会では、リニエンシー申請の際に作成されたコ

ーポレートステートメントは、異議告知書の送付を受けた者及び弁護士のみに開示され、

外国競争当局に対する情報提供は、ＥＵ加盟国の当局に対してのみ送付されることとされ

ている744。 

日本においては、後述のように平成 21 年の独占禁止法の改正で、外国の競争当局との

情報交換をする際の要件を定めたほか、申請者は、正当な理由なく、課徴金の減免に係る

報告及び資料の提出を行った旨を第三者に明らかにしてはならないこととされている。ま

た、公正取引委員会としても、課徴金減免の事实を積極的に開示することはない。 

                                                
743 根岸哲「課徴金減免制度とカルテル規制」『公正取引』第 696 号（2008）３頁 

744 多田英明、奥村豪、田村亮平、伊永大輔、渥美雅之「外国当局との次世代協定締結に向け

た調査研究」（2009） 
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この問題については、各国の自国法の整備の問題と、各国間の協調、とりわけ競争法協

力協定でいかにこの問題を盛り込むかという２つの側面があり、現在、競争法協力協定に

おける秘密情報の扱いについて焦点が絞られてきている。 

 

第 18 企業結合ガイドライン「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」の改正

（2007 年（平成 19 年）） 

 本件については、立法管轄権の問題のＢＨＰビリトン＝リオ・ティント事件の項で検討

することとしたい。 

 

第 19 マイクロソフト非係争条項事件（2008 年（平成 20 年）） 

１ 事件の概要 

アメリカ法人であるマイクロソフト社の基本ＯＳソフト「ウィンドウズ」の日本パソコ

ン用ＯＳ市場における市場占有率は、1998 年（平成 10 年）に 80％を超え、2003 年（平

成 15 年）には約 95％となった。 

 日本のパソコン製造販売業者（以下、ＯＥＭ業者という。）は、マイクロソフト社からパ

ソコン用ＯＳソフト「ウィンドウズ」の使用許諾を受けて、「ウィンドウズ」を搭載したパ

ソコンを製造販売している。上記の通り「ウィンドウズ」の市場占有率が圧倒的なもので

あることから、ＯＥＭ業者にとって「ウィンドウズ」の使用許諾を受けることは、事業を

継続していく上で不可欠なものとなっていた。 

 マイクロソフト社は、1993 年（平成５年）頃から、ＯＥＭ業者にＯＳソフト「ウィンド

ウズ」のライセンスをするに当たり、ライセンシーがマイクロソフト及びその他のライセ

ンシー等に対して「ウィンドウズ」による特許侵害を理由に訴訟を提起しないこと等を誓

約する旨の条項（非係争条項）を含む契約を締結している。なお、同契約には、非係争条

項の効力は契約終了後においても存続する旨の残存条項も設けられている。 

 マイクロソフト社は 1998 年（平成 10 年）頃、デジタル化された音楽や画像を視聴する

ことができるようにする機能（ＡＶ機能）を有する「ウィンドウズ・メディアプレイヤー」

というアプリケーションソフトを「ウィンドウズ」に組み込み、順次その機能を拡張して

きている。 

 独自にＡＶ機能に関する技術の開発を積極的に行い、関連特許を保有している日本のＯ

ＥＭ事業者らは、2000 年（平成 12 年）末頃から、自己の特許が取り込まれている蓋然性
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が高いとして、マイクロソフト社に対して非係争条項の削除を求めたが、マイクロソフト

社はその求めに応じず、引き続き非係争条項を含むライセンス契約の締結を余儀なくされ

た。 

 マイクロソフト社は、2004 年（平成 16 年）２月に契約書から非係争条項を削除する旨

表明し、同年８月以降の契約書には非係争条項は含まれなくなった。しかし、過去の契約

書の対象特許のうち後継ＯＳソフトに含まれているものには特許侵害を理由に訴訟を提起

しないこと等の効力が残っている。 

 

２ 公正取引委員会の判断 

 公正取引委員会は、2004 年（平成 16 年）９月に、マイクロソフト社が 2001 年（平成

13 年）１月から 2004 年（平成 16 年）７月末までライセンス契約上に非係争条項及び残

存条項を設けていたことは、ＡＶ機能に関する事業分野において特許を保有するＯＥＭ業

者の特許権の行使が制限されているため、ＯＥＭ業者のＡＶ機能に関する技術の開発意欲

が損なわれる蓋然性が高く、日本のパソコン用ＡＶ技術取引市場等における公正な競争が

阻害されるおそれがあり、ＯＥＭ業者の事業活動を不当に拘束しているものであって、不

公正な取引方法の拘束条件付取引に該当するとして勧告した（同年７月 13 日）が、勧告

不応諾であったため、審判手続を開始した745。 

 公正取引委員会は、2008 年（平成 20 年）９月、この非係争条項は旧一般指定第 13 項

（当時。現第 12 項）の定める不当な拘束条件付取引に該当するとして、第６条ではなく、

第 19 条を適用して、排除措置命令を出した746。 

 

３ 域外適用問題との関連性 

本件において、公正取引委員会は、非係争条項を含む契約の締結地を特段特定すること

なくアメリカ法人であるマイクロソフト社に対して独占禁止法を適用した。しかし、契約

の締結地のいかんを問わず、本件は外国取引ではなく日本における行為であると認定でき

るため、そもそも独占禁止法を適用しうる事例であり、いわゆる域外適用事例には当たら

ない。 

                                                
745 公取委審判開始決定平成 16 年９月１日審決集 51巻 621 頁 

746 公取委審判審決平成 20 年９月 16 日平 16（判）13号 
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ただし、外国事業者に対する送達という点では検討に値する。マイクロソフト社は日本

国内に営業所や事務所を有しておらず、日本の子会社であるマイクロソフト社に対しても

書類受領権限を与えていなかったが、書類の受領権限を有する代理人として日本の弁護士

を指定していたことから、これらに書類を送達することにより、手続を实施することがで

きた。 

 

第 20 「競争法の国際的な執行に関する研究会 中間報告」（2008 年（平成 20 年）） 

本研究会は、経済産業省の依頼により発足したもので、事業者からのヒアリングを通じ、

海外の競争法執行について、日本事業者が置かれている現状を明らかにするとともに、今

後政府として対応すべき点、日本事業者の側が対応していくべき点を検討したものである

747。同中間報告書の中で、域外適用に関する事項を要約すると、以下のとおりとなる。 

外国、特にアメリカ、ＥＵにおける競争法の域外適用の現状を見ると、域外事業者に対

しても時に当期利益に匹敵するほどの巨額の制裁金が課せられること、日本では一般的に

行われてきた競合他社との会合や情報交換も時にカルテル推定の有力な材料とされること、

域内に参入しておらず売上げがない場合でも市場分割カルテルを認定されれば制裁金の対

象となることなど、日本の事業者が従来持っていた「相場観」を超える状況となっている。 

このようなことから、事業者側の認識の不足が一因となり、外国の競争当局から摘発を

受けた場合に調査協力やリニエンシー申請等の意思決定が遅れ、また意図せずして調査妨

害等に問われ、場合によっては域内事業者より高額の制裁金を課される結果となる事態も

生じている。 

よって、世界で経済活動を行う日本事業者としては、常に外国の競争法違反のリスクを

意識し、随時外国競争法の動向について情報収集を行うとともに、自社内の活動について

これまでの常識を排して徹底した見直しを行い、社内コンプライアンス体制の充实を図る

べきである。 

一方、政府としては、日本事業者が外国の競争当局からどのような法執行を受けている

のか、国際法の観点から問題となるようなものが含まれていないか個別案件について常に

注視していくことが必要であり、国際法上の疑義が生じた場合、もしくは国際法上疑義が

あるとまではいえなくとも法執行手続の改善を検討すべきと考えられる場合については、

外交当局及び競争当局と対応を協議するよう、ルートを作るべきである。これと併せ、逆
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に日本の独占禁止法を外国事業者に対して適用していく際には、具体的にどのような手続

をとるべきか、検討・整理を行うことも必要である。 

特に、同報告書では、ＥＵ競争当局から日本所在の本社にＦＡＸで書類が送付されると

いう法執行手続について、今後外交当局と国際法との整合性について分析し対応を検討す

ることが必要であるとしている。 

さらに今後の課題としては、国際カルテルや国際的な寡占につながる大型企業結合など

世界全体にかかわる競争上の問題に有効に対処していくために、今後とも競争当局間の協

力の推進や、競争法及びその執行の国際的なハーモナイゼーションについて検討していく

必要があるとしている。 

 

第 21 クアルコム非係争条項事件（2009 年（平成 21 年）） 

１ 事件の概要 

 アメリカ法人のクアルコム・インコーポレイテッドがＣＤＭＡ携帯無線通信に係るライ

センス契約において、ライセンシーである日本国内の端末等製造販売業者に自己の有する

知的財産権の無償許諾義務並びにクアルコム社及びその顧実等に非係争義務を課した。 

 

２ 公正取引委員会の判断 

 公正取引委員会は、本件非係争条項は独占禁止法第 19 条の不公正な取引方法に該当す

るとして排除措置命令を出した748。 

 

３ 域外適用問題との関連性 

 本件の域外適用問題との関連については、マイクロソフト非係争条項事件と同じである。 

 

第 22 2009 年（平成 21 年）の独占禁止法改正その１（株式取得の事前届出制の導入） 

本件改正の詳細については、立法管轄権の問題のＢＨＰビリトンの項で検討することと

したい。 

 

第 23 2009 年（平成 21 年）の独占禁止法改正その２（外国競争当局との情報交換） 

                                                                                                                                          
747 経済産業省『競争法の国際的な執行に関する研究会 中間報告』（2008）41 頁 

748 公取委排除措置命令平成 21 年９月 28 日平 21（措）22 号 
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独禁協力協定の限界として指摘されてきた点のうち、外国競争当局に対する情報提供に

ついては、2009 年（平成 21 年）の独占禁止法改正においてその条件が定められた。今回

の改正の目的について、竹島公正取引委員会委員長は、「従来はしかるべくやってきたとい

うのが实態でございますが、基本的には守秘義務が掛かっているものを外国といろいろや

るわけですから、やはりしかるべくやってくるというだけじゃなくて、法律にちゃんと根

拠を持って、それでやる方があるべき姿だろうと思いまして、運用面が基本的に変わるわ

けじゃございませんが、法律の裏付けをこの際いただきたいと、こういう意味で規定を整

備させていただく……そういうことで、きちんとした基盤の上で情報交換をやりたい、そ

ういうふうに思っております。」と国会で答弁している749。 

本改正では、公正取引委員会が外国競争当局に対して情報提供を行う際の条件として750、

①公正取引委員会が外国競争当局に提供する情報に相当する情報を、当該外国競争当局も

公正取引委員会に提供することができること（相互为義）、②当該外国の法令により、日本

と同じ程度の秘密の保持が担保されていること（秘密性担保）、③当該外国競争当局におい

て、その職務の目的以外に使用されないこと（目的外使用の禁止）、④刑事手続に使用され

ないよう適切な措置がとられること（刑事手続への使用制限）の４要件が定められた（第

43 条の２）751。 

 なお、本改正では、その他、課徴金制度等を見直し（排除型私的独占及び優越的地位の

濫用など一定の不公正な取引方法を新たに課徴金の対象とする、为導的役割を果たした事

業者に対する課徴金を割り増す制度を導入、課徴金減免制度について減額対象事業者数の

拡大、企業グループ内の事業者の共同申請制度を導入、会社分割等により事業を承継した

会社に対しても課徴金の納付を命ずる制度を導入）、不当な取引制限の罪等に対する懲役刑

を引き上げることとした。 

 なお、違反対象商品の売上高に一定の算定率を乗じて算定した課徴金額を義務的に違反

事業者に課さなければならない現行課徴金制度については、「公取委は課徴金を課すか否か、

                                                
749 第 171 回国会参議院経済産業委員会会議錰第 15 号 15 頁（平成 21年６月２日） 

750 本改正は、関税法第 108 条の２を参考にして定められた（根岸哲編『注釈独占禁止法』有

斐閣（2009）887 頁）。 

751 なお、参議院経済産業委員会では、「企業の経済活動のグローバル化を踏まえ、競争政策や

競争法の国際調和を図るとともに、各国の競争当局間の協力を一層進め、外国企業に係る企業

結合や国際カルテル等に対する規制の实効性を高めること。」等を内容とする附帯決議が全会
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いくらの課徴金額を課すかについて一切裁量権をもたない。比較法的には、日本にしか存

在しない行政制裁金である」、また、「同じ３条違反の不当な取引制限と私的独占の取扱い

において、対象違反行為類型の選別の有無や算定率の差異という点でバランスを欠くもの

となっている」との指摘がなされている752。 

 

第 24 「競争法コンプライアンス体制に関する研究会報告書」（2010 年（平成 22 年）） 

 経済産業省経済産業政策局長の私的研究会として発足された「競争法コンプライアンス

体制に関する研究会」では、各国の競争当局が域外適用を行う事例が増え、日本事業者が

巨額の制裁金を科される可能性が増えた一方、日本の中堅・中小事業者及び事業者団体に

おいては、このような状況への対応が遅れている現状を踏まえ、その対応策を検討する為

に設けられた。 

 同報告書は、「競争法の国際的な執行に関する研究会中間報告」（2008 年（平成 20 年））

においても、日本の事業者は外国の競争当局からの執行に備え社内コンプライアンス体制

の充实を図るべきであるとの取りまとめがなされたことを踏まえ、日本の事業者・業界団

体はこれまで以上に法令遵守の取組みを行わなければならないとした。 

 

第 25 2010 年（平成 22 年）の独占禁止法改正案（審判制度の廃止） 

従来の日本の手続は、公正取引委員会が行政調査を行い、違反行為があると判断すると

事前通知をして、弁明の機会を与えた上、まず排除処置命令を下し、この命令に不服のあ

る者は審判を請求して、審判請求を受けて公正取引委員会が審判手続を開始して、審判手

続を経て審決を下すというものであった。 

 しかし、従来の手続に対しては、「世界中の競争法違反の事件処理手続法をずらっと見ま

しても、同一行政機関が、その後自らの決定について不服審査を受けて、裁判類似の行政

審判まで行うという手続は、私は世界の競争法違反手続で見たことはありません。これは

多分、世界に存在しない手続であって、それだけ異常というか、変わった手続きであり、

いずれにせよ、見直すべきである」753、「現行事後審判は、執行力をもつ行政処分を下し

                                                                                                                                          

一致で可決された（第 171 回国会参議院経済産業委員会会議錰第 15号（平成 21年６月２日）

18 頁。 

752 村上政博「公的執行」『判例タイムズ』第 1304 号（2009）60 頁、61 頁 

753 内閣府大臣官房独占禁止法基本問題検討审「独占禁止法基本問題懇談会 第 11回議事錰」

2006 年（平成 18 年）４月 21 日 11頁 村上政博委員発言 
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た処分庁が实質的証拠法則等を伴った形で再審査を行う制度であって、世界のどこにも存

在しない不公正な手続である。また、事前審判は、世界でも米国の連邦取引委員会のもと

での行政審判が唯一存在するにとどまる。」754等の強い反対意見が出されており、見直し

が検討されてきた。 

 本改正により、公正取引委員会が行う審判制度が廃止され、公正取引委員会の行政処分

（排除措置命令等）に対する不服審査については、抗告訴訟として東京地方裁判所におい

て審理することとなった。また、公正取引委員会が行政処分（排除措置命令等）を行う際

の処分前手続として、行政手続法上の聴聞手続における手続保障の水準を基本とした意見

聴取手続を行うこととなった755。 

 ただし、この改正に対しては、公開原則の審判制度こそが公正取引委員会の独立性を支

えており、これがなくなることによって独立性の基礎が危うくなると「一部の事業者ない

し特定業界の利益が不当に考慮され、消費者の利益が軽視されることにならないか」との

懸念も表明されている756。 

 

 

第１章小括 

 従来の日本においては、独占禁止法の基本实体規定を外国事業者に対して直接的に適用

することはなく、第６条が適用されてきた。また、1970 年（昭和 45 年）のノボ・インダ

ストリー事件のように、外国事業者による競争制限的な内容を含む契約の犠牲となってい

る日本事業者を救済するために、日本事業者に対し第６条を適用するとか、1972 年（昭和

47 年）の化合繊（レーヨン糸）国際カルテル事件のように、国際的な市場分割協定のうち

の一部分だけ切り取って判断し、日本事業者に対してのみ第６条を適用するという変則的

な手法も採られてきた。 

これら日本独自の手法が採られた理由の１つは、外国事業者の存在を前提とする諸規定

が未整備だったことにもあるが、最も大きな理由としては、独占禁止法制定当初は日本事

業者の国際カルテルへの参加をすべて禁止する为旨と考えられていた第６条の存在があっ

た。しかし、1998 年（平成 10 年）のノーディオン事件においては、国際的な事件に対し

                                                
754 村上政博「公的執行」『判例タイムズ』第 1304 号（2009）60 頁 

755 越知保見「英独仏及び米国ＦＴＣの最新の競争法執行手続と日本の新執行手続」『国際商事

法務』Vol.38  No.５（2010）585 頁 
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ても基本实体規定である第３条を適用しており、近時は、第６条の適用を避けるという法

運用が確立されるようになってきた。また、効果理論に基づく独占禁止法の域外適用の可

能性について『独占禁止法渉外問題研究会報告書』（1990 年（平成２年））や『外務省委託

研究報告書』（2001 年（平成 13 年））が言及するなど、学説上の議論も進展してきた。 

さらに、グローバリゼーションに対応し、かつ、諸外国の競争法とのハーモナイゼーシ

ョンを進めるとの観点から、独占禁止法の改正が進み、外国事業者への管轄権の拡張（1998

年（平成 10 年））、外国事業者に対する送達規定の整備（2002 年（平成 14 年））、リニエ

ンシー制度の導入（2005 年（平成 17 年））、株式取得の事前届出制の導入及び外国競争当

局との情報交換（2009 年（平成 21 年））等、順次規定が整備されるようになってきた。 

 このようなことから、日本においても独占禁止法の域外適用が可能な理論的、实体的背

景が整備され、現实に域外適用される事例の発生が待たれる情勢となってきていた。 

                                                                                                                                          
756 舟田正之「公取委の審判制度」『法律時報』82 巻４号（2010）73 頁 
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第２章 近時の独占禁止法の域外適用事例 

 

第１節 マリンホース事件 

 

第１ 事件の概要 

１ 本件の全体状況 

 本件に関連したのは、日本事業者であるブリヂストン及び横浜ゴムの２社及び外国事業

者６社（ダンロップ・オイル・アンド・マリーン・リミテッド（Dunlop Oil & Marine Ltd 

以下、ダンロップという。）（イギリス）、トレルボーグ・インダストリーズ・エスエイエス

（Trelleborg Industrie S.A. 以下、トレルボーグという。）（フランス）、パーカー・アイ

ティーアール・エスアールエル（Parker ITR slr 以下、パーカーという。）（イタリア）、

マヌーリ・ラバー・インダストリーズ・エスペーアー（Manuli Rubber Industries SpA 以

下、マヌーリという。）（イタリア）、コミタル・ブランズ・エスペーアー（イタリア）、マ

ヌーリ・オイル・アンド・マリン・ユーエスエー・インク（アメリカ））の合計８社である。 

これら８社は、1999 年（平成 11 年）12 月 10 日ロンドンで会合を開催し、受注価格の維

持を目的として、特定マリンホース757について、 

１ア 日本、イギリス、フランス及びイタリアの４カ国（以下、本店所在国という。）

を特定マリンホースの使用地とする場合には、使用地となる国に本店を置く者を

受注予定者とし、複数の事業者がこれに該当する場合には、当該複数の事業者の

うちのいずれかの者を受注予定者とする。 

イ 本店所在国以外を使用地とする場合には、あらかじめ各社が受注すべき特定マ

リンホース（本店所在国を使用地とするものを除く。）の割合を定め、当該割合等

を勘案して、コーディネーター（８社が特定マリンホースの受注予定者の選定等

の業務を委任した者をいう。）が選定する者を受注予定者とする758。 

                                                
757 マリンホースとは、海上のタンカーから陸地の石油備蓄基地施設等に石油を移すときに用

いられるゴム製ホースのことをいう。また、特定マリンホースとは、マリンホースの需要者が、

複数のマリンホース製造販売業者に対して見積価格の提示を求めた上で発注するマリンホー

スをいう。 

758 なお、カメルーンはトレルボーグの、リビアはダンロップのホームマーケットであったと

の为張もある（北博行「国際カルテル事件の法的問題点」『公正取引』第 712 号（2010）30 頁）。 
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２ 受注すべき価格は、受注予定者が定め、受注予定者以外の者は、受注予定者がそ

の定めた価格で受注できるように協力する。 

という合意を行っていた。 

これら事業者は、上記合意に基づき、イギリスのコンサルティング会社の代表者759をコ

ーディネーターとして選任し760、同人に各事業者の受注实績・その他必要な情報を報告し、

同人は、これらの報告をもとに、個々の発注につき受注予定者を選定していた。 

事業者間ではペナルティを設けてカルテル行為の維持を図るとともに、事業者間及びコ

ーディネーターとの連絡に当たって各事業者は固有のコードネームを使用し、また、2000

年（平成 12 年）バンコク、2001 年（平成 13 年）マイアミ、2002 年（平成 14 年）ロン

ドン、2004 年（平成 16 年）ヒューストンと、いずれも日本国外の各地で事業者・コーデ

ィネーターが参加する会合を開催していた。 

以上の経緯から明らかなとおり、本件は、自国市場は自国事業者が独占するというホー

ムマーケットルールを基本とした典型的な国際カルテル（国際的市場分割協定）である761。

なお、マリンホースの世界市場規模は約 150 億円強であったが、国際カルテルを結んだこ

れら事業者合計でシェアの約９割を占めていた762。 

なお、８社のうち、コミタル・ブランズ・エスペーアー（イタリア）は、2001 年（平成

13 年）にパーカーに対しマリンホースの製造販売に係る事業を継承させており、また、マ

ヌーリ・オイル・アンド・マリン・ユーエスエー・インク（アメリカ）は 2006 年（平成

18 年）に消滅したため、本事件発覚時には関連する事業者は６社となっていた。 

 

                                                
759 同人はダンロップの元役員であった（長縄友明「マリンホースの入札談合ケース」『大阪経

大論集』第 60 巻第１号（2009）179 頁）。 

760 当初は、日本グループについてはブリヂストンが、ヨーロッパグループについてはダンロ

ップが調整役を務めていたが、後に、ブリヂストン、ダンロップのトップグループについては

コーディネーターが、その他グループについてはパーカーが調整役を務めるようになった。さ

らに、1999 年 12月にグループが一本化され、コーディネーターが調整役を務めるようになっ

た（北博行「国際カルテル事件の法的問題点」『公正取引』第 712 号（2010）30 頁）。 

761 村上政博「独占禁止法と国際ルールへの道」『ＮＢＬ』第 901 号（2009）36 頁。担当官解

説（大川進、平山賢太郎「マリンホースの製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付

命令について」『公正取引』第 693 号（2008）69 頁）においても、特定マリンホースの世界市

場を対象とする単一の合意がなされたこと、コーディネーターの受注予定者の選定が精緻なル

ールに従って行われたことが明らかにされている。 

762 日本経済新聞 2007 年（平成 19 年）12 月７日付夕刊 
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２ 本件の日本国内の状況 

 日本市場におけるマリンホースの需要者763は、本件事業者を含む複数の事業者に対して

見積金額の提示を求め、最も低い見積価格を提示したものを受注者とするという实務を行

っていた。 

しかし、实際は、国際カルテルに参加していた日本事業者２社（ブリヂストン及び横浜

ゴム）が、上記合意に基づき、各需要者に係る特定マリンホースの過去の受注实績等を勘

案して、２社の話し合いによって受注予定者を決定したため、日本を使用地とするマリン

ホースの受注案件においては、この２社がすべてを受注していた。 

 

３ 事件発覚の端緒 

本件は、横浜ゴムが 2006 年（平成 18 年）秋頃アメリカ司法省に自首し、リニエンシー

申請をしたことが発端となった764。なお、横浜ゴムは、2006 年（平成 18 年）末頃、リニ

エンシー制度のある日本、欧州委員会とイギリスにも同時申請したとみられている。これ

を受け、アメリカ、日本、欧州委員会、イギリス（公正取引庁 Office of Fair Trading）の

各競争当局が水面下で調査を開始した。 

日本の公正取引委員会及び欧州委員会は、アメリカ司法省が 2007 年（平成 19 年）５月

１日に強制調査に着手したことを待って、立入調査に入った765。 

 

第２ 公正取引委員会の排除措置命令766・課徴金納付命令767 

公正取引委員会は、上記のような事業者間の合意により、「特定マリンホースのうちわ

が国に所在するマリンホースの需要者が発注するものの取引分野における競争を实質的に

制限していた」ものであり、独占禁止法第２条第６項（不当な取引制限）に該当し、第３

条に違反したものであると認定した。 

                                                
763 日本事業者のみならず、在日米軍もこのカテゴリーに含まれていた。 

764 以下の事件の経過については、朝日新聞 2007 年（平成 19 年）７月５日付朝刊、日本経済

新聞 2007 年（平成 19 年）12 月７日付夕刊等による。 

765 日本の公正取引委員会がブリヂストンと横浜ゴムに立入調査を行ったのは５月７日、欧州

委員会がフランス、イタリア、イギリスの各事業者に立入調査を行ったのは５月２日・３日で

あった。 

766 平成 20 年２月 20 日審決集 54巻 512 頁 

767 平成 20 年２月 20 日審決集 54巻 623 頁 
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そして、日本事業者１社（ブリヂストン）並びに外国事業者４社（ダンロップ（イギリ

ス）、トレルボーグ（フランス）、パーカー（イタリア）、マヌーリ（イタリア））の計５社

に対して第７条第２項に基づき以下の排除措置を取ることを命じた。 

 ・ ５社は違反行為を取り止めている旨を確認し、今後日本での受注では各社が自为

的に受注活動を行うことを取締役会で決議する。 

  ・ ５社はメンバー及び日本の需要者に上記を通知する。 

  ・ ５社は今後、相互又は他の事業者と共同して、日本の需要者発注分について受注

予定者を決定してはならない。 

さらに、ブリヂストンに対しては第７条の２第１項に基づき 238 万円の課徴金納付命令

も出された768。なお、日本の場合、日本でのカルテル行為について、日本での売上高を基

準に課徴金を課すところ、イギリス・フランス・イタリアの各社は、カルテルに基づき日

本国内では販売していないため、課徴金を課すことはできなかった。 

一方、横浜ゴムは、排除措置命令の対象とならず、また、違反を自为申告したことによ

る課徴金減免（リニエンシー）制度の適用によって課徴金納付命令の対象ともされなかっ

た。ブリヂストンもこのリニエンシー制度の適用により 30％の減額を受けているが、全額

免除となった横浜ゴムとの違いは、横浜ゴムが立入調査前の時点で最初に自为申告を行っ

たのに対し、ブリヂストンは立入調査後に自为申告を行ったために生じたものである。ま

た、ブリヂストンは、処分後、マリンホース事業から撤退することを明らかにした769。 

 なお、2008 年（平成 20 年）５月、マヌーリ（イタリア）から排除措置命令に係る審判

請求があり、５月 13 日に審判開始決定がなされ、第 52 条第３項の規定に基づき審判手続

                                                
768 ブリヂストンの課徴金の対象となったのは、「沖縄・嘉手納基地の米空軍が 05、06 年に発

注した２事業で、売り上げは計約 4000 万円だった」（asahi.com2008 年（平成 20 年）２月 22

日）。なお、「『在日米軍は日本に所在する需要者か』という論点も一応はあり得るが、独禁法

分野では、日本の独禁法の問題として扱われてきている（在日米軍発注の商品役務についてい

くつもの事件がある）。」（白石忠志ブログ（http://shiraishitadashi.jp/blog/）「独占禁止法の追

加情報」2008 年（平成 20 年）２月 27 日） 

769株式会社ブリヂストン 2008 年（平成 20 年）２月 12 日付けニュースリリース

（http://www.bridgestone.co.jp/info/news/2008021201.html）、ブリヂストン「Bridgestone 

Group Social & Environmental Report 2008」（2009）14 頁。また、ブリヂストンは、マリン

ホース事業で中南米や東南アジアなどの外国公務員に対する不適切な支払が尐なくとも１億

5000 万円あったことも発表した。販売を仲介する海外コンサルタントに支払った手数料の上

乗せ分が複数国の公務員に賄賂として渡った可能性があるというもので、不正競争防止法第 18

条（外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止）違反に当たるおそれもある。 
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が開始されたが、その後同年６月 17 日に、同社から第 52 条第４項に基づく審判請求の取

下げがあったため、前記命令はいずれも確定した770。 

 

第３ マリンホース事件に対する各国の対応 

最近の国際カルテル事件の特徴として、各国当局による相互協力と並行的・同時進行的

調査が行われるということがある。マリンホース事件は人造黒鉛丸形電極事件、国際ビタ

ミン・カルテル事件と並びその代表的な例であるが、最後に、本事件に対する他の関係各

国の対応を概観することとしたい。 

 

１ アメリカ 

アメリカ司法省は、横浜ゴムが船舶用ゴム製品の販売エージェントとして雇っていたア

メリカ人を別のカルテル容疑で逮捕した際、同人から横浜ゴムがマリンホースの国際カル

テルにも関与しているとの供述を引き出した。 

アメリカ司法省は、本件について調査の結果、調整役が一本化された 1999 年（平成 11

年）12 月から違法なカルテルであったと判断した771。アメリカ司法省は、横浜ゴムに対し

て、本件の訴追を見送る条件としてマリンホース事件についてリニエンシーでの自为申告

を持ちかけた。 

横浜ゴムは、2004 年（平成 16 年）には事实上、マリンホースのカルテルから脱退して

いた。同社は、防衛庁（当時）のタイヤ調達をめぐる談合事件などで２度、公正取引委員

会に摘発されていたという事情もあったため、本件調査に協力することを決め、2006 年（平

成 18 年）秋頃アメリカ司法省に自首し、リニエンシー申請し、カルテルに関する当時の

資料を提供したものといわれている772。これにより、同社は、司法省のリニエンシー指針

                                                
770 大川進、平山賢太郎「マリンホースの製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付

命令について」『公正取引』第 693 号（2008）69 頁 

771 アメリカ司法省は、1999 年（平成 11年）12 月から関係者を逮捕した 2007 年（平成 19 年）

５月２日までの約７年半を違反期間とした（北博行「国際カルテル事件の法的問題点」『公正

取引』第 712 号（2010）30 頁）。 

772 栗田誠「米国反トラスト法におけるリニエンシー制度の最近の動向と日本法への示唆」『公

正取引』第 696 号（2008）17 頁。なお、アメリカでは、为なマリンホースの需要者である石

油会社（Shell、Exxon、Chevron など）のほかに、アメリカの国防総省もマリンホースを購

入していたため、国民の税金を奪うものとして重要視され、国防総省も捜査に入った。 
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773により起訴を免除され、2004 年反トラスト刑事罰強化・改革法のＡの反トラスト執行

強化及び協力報奨（第 213 条）により、３倍額損害賠償の責任から解放されたものの、補

償的損害賠償のリスクは依然として負っている774。 

アメリカ司法省は、横浜ゴム担当者になりすまし、そのメールアドレスを使ってコーデ

ィネーターらとやりとりを開始した。メンバーは数年間、会合を開いていなかったとされ

るが、2007 年（平成 19 年）５月１日、アメリカのヒューストンのホテルで会合を開くこ

ととなった。アメリカ司法省は、カルテルの話し合いが行われた同会場に盗聴器を取り付

け、証拠を取得するとともに、話し合いが終わった直後に、アメリカ司法省の捜査員らが

踏み込み、翌２日及び３日に横浜ゴムの担当者を除く参加者を逮捕し、ブリヂストン担当

者もアメリカ国内の滞在先（サンフランシスコ）で逮捕した775。逮捕されたのは、コーデ

ィネーターであったイギリスに本拠を置くコンサルタント会社 PW Consulting (Oil & 

Marine) Ltd のオーナー、ダンロップ（イギリス）の２名、トレルボーグ（フランス）の

２名、パーカー（イタリア）の１名、マヌーリ（イタリア）の１名、ブリヂストンの１名

（化工品海外部長）の合計６社の８名であった。 

 この逮捕された８名にさらに４名を加えた計 12 名がアメリカ司法省によって刑事訴追

され、うち 10 名については有罪を認め司法取引に応じ刑事罰（禁錮及び（又は）罰金）

                                                
773 Corporate Leniency Policy (1993), Individual Leniency Policy (1994) 
774 Antitrust Enforcement and Reform Act of 2004 の Subtitle A – Antitrust Enforcement 

Enhancements and Cooperation Incentives の第 213 条は、司法省の反トラスト法減刑方針に

基づいて不起訴処分を得た者に対する民事損害賠償請求訴訟では、回復できる損害賠償額は实

際の損害額を超えてはならないと規定されている（長縄友明「マリンホースの入札談合ケース」

『大阪経大論集』第 60巻第１号（2009）180 頁、長縄友明「米欧独占禁止法」『大阪経大論集』

第 61 巻第３号（2010）196 頁参照）。 

775 本件おとり捜査には、日本の公正取引委員会、欧州委員会も協力していたとされる。なお、

捜査の状況については、国防省刑事捜査部捜査官 Thomas H.. Errion, Ⅱ氏が容疑者の刑事告

発と逮捕状請求のためにフロリダの連邦治安判事に提出した 2007 年（平成 19年）５月１日付

の宠誓供述書に詳しい（なお、同書の抄訳は、長縄友明「マリンホースの入札談合ケース」『大

阪経大論集』第 60巻第１号（2009）181 頁以下に紹介されている）。なお、８名はいずれも直

ちに保釈されたが、パスポートの提出が条件とされ、本国に帰国できない状態でいた（牛嶋龍

之介「マリンホース国際カルテル事件における米国司法省および英国公正取引庁の画期的な協

力関係による取組み並びに日本における刑事的執行に関する批判的考察」『国際商事法務』

Vol.36  No.３（2008）302 頁）。 



 357 

が科せられ776、２名については無罪が確定した。このうち、イギリス人３名を除く６名は、

アメリカの刑務所に服役した777。 

 なお、イギリス人３名との司法取引には、上記刑事罰のほか、アメリカ裁判所による刑

の宠告を遅らせ、イギリスに帰国して、イギリス公正取引庁の捜査・起訴に協力して、イ

ギリス裁判所においてイギリスでのカルテル犯罪について有罪の答弁を行い、その結果科

せられる刑罰にイギリスで服するという内容が含まれていた。さらに、イギリス裁判所に

おいてイギリスのカルテル犯罪について有罪と判断されて科せられた禁錮刑の刑期を、ア

メリカでの禁錮刑の刑期から控除し、イギリス裁判所でアメリカでの禁錮刑の刑期未満の

の禁錮刑が科せられた場合のみ、その完了後にアメリカに戻ってアメリカ裁判所において

刑の宠告を受けるということになっていた778。 

                                                
776 例えば、ブリヂストンの元化工品海外部長は、シャーマン法と外国腐敗防止法（Foreign 

Corrupt Practices Act）違反で起訴され、有罪答弁を行い、２年の禁錮と８万ドルの罰金刑に

処せられた。また、イギリス人３人は、それぞれコーディネーターの Whittle は２年６月の禁

錮と 10 万ドルの罰金、ダンロップ社員の Allison は２年の禁錮と 10万ドルの罰金、Brammar

は１年８月の禁錮と７万 5000 ドルの罰金刑に処せられた。各人の刑の詳細については、佐藤

潤「米国の最近の反トラスト法違反事件」『公正取引』第 690 号（2008）16 頁、Press Release, 

Department of Justice, Eight Executives Arrested on Charges of Conspiring to Rig Bids, 

Fix Prices, and Allocate Markets for Sale of Marine Hose, May 2, 2007; Press Release, 

Department of Justice, Two Executives of French Manufacturer  of Marine Hose Agree to 

Plead Guilty to Participating in Worldwide Bid-Rigging Conspiracy, November 6, 2007; 

Press Release, Department of Justice, Three United Kingdom Nationals Plead Guilty to 

Participating in Bid-Rigging Conspiracy in the Marine Hose Industry, December 12, 2007; 

United States v. Christian Caleca, Misao Hioki, Francesco Scaglia, and Vanni Scodeggio, 

Criminal Complaint Case no.: 07-6177-Snow (May 1, 2007)参照。なお、本件で外国人容疑者

に科せられた禁錮２年６月という刑はカルテル違反の外国人に科せられた過去最高の量刑で

あった（高居良平「米国反トラスト政策の最近の動向」『公正取引』第 690 号（2008）２頁）。 

777 カルテル容疑で日本人がアメリカで禁錮刑に服するのは、これが２人目である。これまで

も何人かがアメリカで起訴されているが、日本在住の場合には犯罪人引渡条約が適用されず、

時効の中断の状況のままである（なお、この場合でも、アメリカやアメリカとの犯罪人引渡条

約が適用される国に入国すれば、逮捕されることとなる）。今回のブリヂストン社員の場合は

現地で逮捕されたため、逃れられなかった。なお、１人目はダイセル社員である。これは、防

カビ剤のソルビン酸価格カルテルにおいて、チッソ（免責）の提出した詳細情報によりダイセ

ル、上野製薬、日本合成の３社の社員が起訴されたものである。当該ダイセル社員は、今後一

切海外に行けなくなるのでは仕事にならないと判断し、自らアメリカに行き、３カ月の禁錮刑

に服した。 

778 牛嶋龍之介「マリンホース国際カルテル事件における米国司法省および英国公正取引庁の

画期的な協力関係による取組み並びに日本における刑事的執行に関する批判的考察」『国際商
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 また、2010 年（平成 22 年）１月時点で、ブリヂストン（日本）、ダンロップ（イギリ

ス）、トレルボーグ（フランス）、パーカー（イタリア）、マヌーリ（イタリア）の５社のう

ち、司法取引によってダンロップ（イギリス）、マヌーリ（イタリア）、パーカー（イタリ

ア）に刑事罰金が科せられている779が、他の会社については、起訴するか否かの方針は固

まっていない780。 

 

２ ＥＵ 

 横浜ゴムが、リニエンシーに関する 2006 年（平成 18 年）の欧州委員会告示（IP/06/1705

及び MEMO/06/469）に基づいて 2006 年（平成 18 年）12 月 20 日に免責申請を行ったの

を受けて、欧州委員会の調査が開始された781。（アメリカでおとり捜査の会議が行われた

翌日である）2007 年（平成 19 年）５月２日・３日には、イギリス、フランス、イタリア

の競争当局と協力して、ダンロップ、トレルボーグ、パーカー、マヌーリの各事業者に対

し抜き打ち調査を行った（MEMO/07/163）。また、ＥＵ理事会規則第 1/2003 第 21 条に基

づいて、欧州委員会は今回初めて個人宅（コーディネーターの自宅）の捜査も行った。 

 なお、その後、月日は不明であるが、マヌーリ、パーカーからリニエンシー申請があり、

2007 年（平成 19 年）12 月７日にはブリヂストンからもリニエンシー申請があった。 

 以上の調査を踏まえ、欧州委員会は、関係事業者が最低入札価格（チャンピオン価格）

決定方法、受注シェア等に関する覚書を交わした 1986 年（昭和 61 年）４月１日を以てカ

ルテルの基本合意が成立したと認定した。 

他の競争当局がカルテルが成立したと認定した 1999 年（平成 11 年）12 月 10 日以前に

ついて、欧州委員会は次のとおり認定している。関係事業者は、1986 年（昭和 61 年）に

交わされた覚書に基づき、受注シェア、供給实績、生産能力などを勘案して案件ごとのチ

                                                                                                                                          

事法務』Vol.36  No.３（2008）303 頁、土田和博「独占禁止法の域外適用と管轄権抵触・競

合の調整方法」『独占禁止法の域外適用』早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法

制の創造（2010）28 頁 

779  ダンロップが 454 万ドル、マヌーリが 200 万ドルとなっている。Press Release, 

Department of Justice, Italian Subsidiary of U.S.-Based Company Agrees to Plead Guilty 

for Participating in International Price-Fixing Conspiracy, January 16, 2010 

780 これとは別に、ブリヂストンは３倍額損害賠償の集団訴訟の被告となっている（株式会社

ブリヂストン「平成 20年 12 月期決算短針」の追加情報による）。 

781 横浜ゴムは、このリニエンシー告示の改訂を待って申請をしたものである（北博行「国際

カルテル事件の法的問題点」『公正取引』第 712 号（2010）33 頁）。 
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ャンピオンを決めるという個別調整を行った。なお、ホームマーケットでの受注は受注シ

ェアには含まないものとされていた。1986 年（昭和 61 年）から 1995 年（平成７年）の

間に、関係事業者は为にヨーロッパ、アジアで年２回ほど会合（Club あるいは Technical 

Committee と称される）を開き、受注シェア、価格レベルに関する調整を行った。マヌー

リは、1992 年（平成４年）８月１日に一旦本件カルテルから離脱し、1996 年（平成８年）

９月３日に復帰している。また、1997 年（平成９年）にイギリスのダンロップのマリンホ

ース事業がダンロップ・オイル・アンド・マリーン・リミテッドに売却されたこともあり、

1997 年（平成９年）５月から 1999 年（平成 11 年）６月までの間は、カルテルは停滞し

値崩れが生じたが、カルテル行為は細々ながら継続していた。その後の 1999 年（平成 11

年）12 月 10 日以後については、他の競争当局の認定と同様である。 

欧州委員会は、2008 年（平成 20 年）４月 28 日に異議告知書を採択し、５月５日に関

係事業者に対してこれを送付した（証拠で閲覧可能なものもＤＶＤで合わせて送付した）。

答弁書の提出期限は６週間とされたが、パーカー、マヌーリ、ブリヂストンについては２

週間の延長が認められ、ダンロップについては８日間の延長が認められた。なお、異議告

知書が採択された翌日の４月 29 日、パーカーとブリヂストンのリニエンシー申請は却下

された。 

2008 年（平成 20 年）７月 23 日に聴聞手続が行われ、ブリヂストン、横浜ゴム、マヌ

ーリ、パーカー、トレルボーグが参加したが、ダンロップは聴聞手続参加の権利を放棄し

欠席した。 

その後、2009 年（平成 21 年）１月 28 日、欧州委員会は、横浜ゴムを含む６社（名宛

人は、親会社、子会社を含む計 11 社となっている）に対して排除措置命令と合計１億 3151

万ユーロ782の制裁金を課すことを決定した783。今回の制裁金は、異議告知書が提示された

                                                
782 ブリヂストンは 5850 万ユーロ、横浜ゴムは 1440 万ユーロ（自为申告により全額免除）、

ダンロップ 1800 万ユーロ、トレルボーグ 2450 万ユーロ、パーカー2561 万ユーロ、マヌーリ

490 万ユーロ（調査協力により 30％減額）。うち、ブリヂストンとパーカーは、調整役を務め

たことにより 30％割り増し賦課されたものである（EU News 31/2009, フランソワ・ブルーネ

「カルテルに対する欧州委員会の政策」『国際商事法務』Vol.37  No.12（2009）1601 頁等よ

り）。計算上の違反年数については、違反行為の停滞期間である 1997 年５月から 1999 年６月

までの２年間が差し引かれた。また、マヌーリについては 1986 年４月１日から 1992 年８月１

日の違反行為は時効が成立しているため計算上の違反年数に含めないとされた。また、ダンロ

ップについては事業譲渡事業者（ダンロップ）の責任は負わないとされた（北博行「国際カル

テル事件の法的問題点」『公正取引』第 712 号（2010）34 頁）。なお、コンサルタント会社（PW 
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時点で発効していた 2006 年（平成 18 年）の制裁金に関する新ガイドライン（IP/06/857

及び MEMO/06/256）に基づいたものとなっている。また、制裁金の算定に際しては、全

体の市場占有率やカルテル協定の地理的範囲に加え、関与した事業者各々の影響を受けた

売上高が考慮された。なお、欧州委員会のネリー・クルース委員（競争政策担当）は「違

法なカルテルは容認できず、違反事業者には今後も重い制裁金を課す」と警告した784。 

この結果、ブリヂストンは日本では 238 万円の課徴金であったのに対し、ＥＵでは 5850

万ユーロ（約 76 億円）の制裁金を課され、日本の 2000 倍以上の額にのぼった785。これは、

日本の場合は、外国事業者の国内売上げがないので外国事業者には課徴金を課さない一方、

ＥＵにおいては、世界全体の売上高の最大 10％（その範囲内の裁量なので、实売上げより

増やすことも可能）をみなし売上げとして制裁金を課すことができ、しかも、ＥＵはカル

テルを行ってきた期間すべてにかかる一方、日本の場合は、最高３年で、かつ入札のもの

のみが対象となるに過ぎないため、日本とＥＵでこのような違いが生じたものである。 

 なお、2009年（平成21年）１月28日の欧州委員会告示 IP/09/137及びEU News 31/2009

では、本件カルテルによって損害を被った個人もしくは事業者は、ＥＵ加盟国の裁判所に

提訴し、別途、損害賠償を求めることができる旨、末尾にあえて附しており、今後、損害

賠償請求訴訟が提起される可能性を示唆している。同書では、欧州司法裁判所の判例法及

びＥＵ理事会規則第 1/2003 はいずれも、欧州委員会の決定が、行為があったこととそれ

が違法であることについて、加盟国の裁判所を拘束することを確認している旨、また、欧

州委員会は関係事業者に制裁金を課したが、その故に損害賠償額が減額されることはない

旨についても言及されている。 

                                                                                                                                          

Consulting）は、カルテル行為に対して秘書業務を行っていたが、市場における競争制限効果

との関係が明らかでないとして、違法为体に当たらないと判断された。なお、欧州委員会には

カルテル行為に対して秘書業務を行っていたコンサルタント会社を違法であるとした前例（AC 

Treuhand 事件 Commission Decision of 10 December 2003 relating to a proceeding under 

Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (document number 

C(2003)4570)）があるが、本件では、PW Consulting でカルテルに関わった者が１人であるこ

と、この者が既にイギリスで刑事罰を受けていること等の事情から、例外的なものであるとし、

欧州委員会としてのカルテル行為に関する秘書業務の考え方には変わりはないとされている

（財団法人比較法研究センター『競争法の国際的な執行に関する調査報告書』（2009）74 頁）。 

783 Case COMP/39.406, IP/09/137, Brussels, 28th January 2009 

784 日本経済新聞 2009 年（平成 21 年）１月 29 日付朝刊 

785 ブリヂストンは、この制裁金支払に応じると発表した（株式会社ブリヂストン「マリンホ

ースに関する欧州委員会の決定への対応について」2009 年（平成 21 年）４月 16 日）。 
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 2009 年（平成 21 年）４月７日、トレルボーグとパーカー（それぞれの親会社を含む）

は、欧州第１審裁判所に審決取消訴訟を提起した786。 

 

３ イギリス 

 アメリカで刑事訴追されたイギリス人３名については、注目すべき経過をたどっている。

すなわち、イギリスの企業法（Enterprise Act 2002）第 188 条は、個人が「不誠实にカル

テルを行う」場合に、この者を最高５年の禁錮刑、無制限の罰金、一定期間の役員就任等

の禁止とすると規定しているが、イギリスの公正取引庁は、今回の事件で初めて同法を発

動し787、係官をアメリカに派遣し、アメリカにおいて被疑者３名を尋問した。 

一方、アメリカとイギリスの当局間の交渉により、アメリカ当局は、イギリス人被疑者

３名がイギリスにおいて服役することを認め、2007 年（平成 19 年）12 月 18 日にイギリ

スに彼らを送還した。なお、この帰国は、アメリカ・イギリス間の犯罪人引渡条約による

ものではなく、あくまでも３名が自为的にイギリスに帰国したものという形態をとった。 

イギリス当局は、彼らをヒースロー空港で直ちに逮捕、拘禁するとともに起訴し、2008

年（平成 20 年）６月 11 日に Southwark 刑事法院は、コーディネーターに３年（アメリ

カでの訴追では２年６カ月）の禁錮刑、ダンロップ社員２名に３年（同じく２年）の禁錮

刑と２年６カ月（同じく１年８カ月）の禁錮刑の刑事判決を下した。これにより３名はイ

                                                
786 T-146/09, T147/09, T-148/09. なお、トレルボーグの申立の内容は、1999 年６月 21 日まで

の間は時効により制裁金の対象とならず制裁金を減額すべきである、訴訟費用は欧州委員会が

負担すべきであるというものである。また、パーカーの申立の内容は、2002 年１月 31 日以前

の違反行為については事業譲渡事業者が存続しているのでパーカーは責めを負わない、そもそ

も従業員が個人的利益追求のため違反行為を行ったものである、2002 年１月 31 日から 2006

年６月９日までの期間アメリカ親会社はパーカーの経営に関与していない、単一目的の継続し

た違反行為との認定は誤りで 1986 年合意の違反行為は時効により制裁金計算の年数に含ませ

るべきではないというものである（北博行「国際カルテル事件の法的問題点」『公正取引』第

712 号（2010）34 頁）。 

787 なお、イングランド、ウェールズ及び北アイルランドでは、公正取引庁が裁判所に起訴す

る権限を有している。また、量刑ガイドラインは存在せず、有罪と判断された場合、裁判所は

量刑を決定するに際して広範な裁量を有している（牛嶋龍之介「マリンホース国際カルテル事

件における米国司法省および英国公正取引庁の画期的な協力関係による取組み並びに日本に

おける刑事的執行に関する批判的考察」『国際商事法務』Vol.36  No.３（2008）302 頁）。 
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ギリスの刑務所に服役することとなった。同年 11 月 14 日の控訴院判決で、各人の刑期は

アメリカでの訴追と同じところまで減刑された788。 

なお、アメリカ当局はイギリス人被告３名のイギリスにおける服役期間をアメリカにお

ける服役期間に参入することに合意した。これは、アメリカ、イギリス両競争当局間の一

種の執行協力の結果であるといえよう。 

本件に対する一連のイギリス裁判所の対応を見ると、ダンロップが外国事業者と共同し

てマリンホールに関する国際カルテルを实行したことは認定しているが、これを以て 1998

年競争法の域外適用が行われたと評価できるものではない。すなわち、コーディネーター

ないしダンロップ側の代表として当該カルテルの实行を決定する会合に直接参加していた

イギリス人のみが起訴されただけであって、これを逆に見れば、イギリス国外の事業者に

在籍ないし関与する個人に対しては、企業法第 188 条を適用する意図はなかったものと見

ることもできる。このように、イギリスは、現在においても自国競争法の域外適用には消

極的であると言うことができよう789。 

 

４ その他の国  々

（１）ブラジル 

 ブラジル法務省経済法事務局（ＳＤＥ）は、2007 年（平成 19 年）11 月 12 日に正式調

査を開始した。調査対象となったのは、ダンロップ、トレルボーグ、パーカー、マヌーリ、

ブリヂストン、横浜ゴムのほか、住友ゴム、Hewitt-Robins、グッドイヤー・ブラジル、

Page、Flexomarine 及びその関係会社の計 12 事業者と個人４名であった。 

 経済擁護委員会（ＣＡＤＥ）は、2008 年（平成 20 年）８月、ブリヂストンが約 70 万

ドルの制裁金を支払い行政上の和解をすること、さらに、2009 年（平成 21 年）１月、マ

ヌーリが 100 万ドルの制裁金を支払い行政上の和解をすることを認め、両社はＳＤＥの調

                                                
788 R. v Whittle 2008 Westlaw 4820465. なお、この一連の刑事裁判において、コーディネー

ターがカルテル外の事業者を騙す手助けをすることによってカルテル参加事業者から特別口

銭を得ていたこと、マリンホースの全世界売上高は約 6000 万ポンド、2003 年６月から 2007

年５月までのダンロップの売上高は 1750 万ポンド、カルテルの値上げ効果は 15％、ダンロッ

プの得た不当な売上げは250万ポンド（このうち約100万ポンドはリビア関連取引から生じた）

などということが明らかとなった（北博行「国際カルテル事件の法的問題点」『公正取引』第

712 号（2010）33 頁）。 
789 渡辺昭成「イギリスにおける競争法の域外適用に対する考え方」『独占禁止法の域外適用』

早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）96 頁 
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査対象外となった790。なお、和解した事業者は、その幹部の行為についても和解制裁金の

数％相当額を支払うことになる。 

 

（２）オーストラリア 

 オーストラリア競争当局（競争・消費者委員会：ＡＣＣＣ）は、調査結果に基づき、2009

年（平成 21 年）６月１日、ヴィクトリア州連邦地方裁判所にブリヂストン、ダンロップ、

パーカー、トレルボーグの４社を被告とする民事訴訟を提起した。 

 

（３）韓国 

韓国競争当局（ＫＦＴＣ）791は、2009 年（平成 21 年）５月 18 日、ブリヂストン、ダ

ンロップ、トレルボーグ、パーカー、マヌーリの５社に対して排除措置命令、及びブリヂ

ストン、ダンロップ、トレルボーグ、パーカーの４社に対して総額 557 百万ウォンの課徴

金納付命令を出した792。なお、マヌーリは韓国における入札には参加していなかったので

課徴金は課されなかった。 

 

５ 各国競争当局の協力 

今回のように、各国の競争当局が相互に情報交換等を行い、協力して１つの事件を立件

していくのは、今までになかった非常に特徴的な出来事であり、今後の国際カルテル事件

捜査協力の嚆矢となるものである。 

アメリカ、日本、欧州委員会の３競争当局相互間では、それぞれ、アメリカ・ＥＣ競争

法協力協定（1991 年（平成３年））、日米独禁協力協定（1999（平成 11 年））、日本・ＥＵ

独禁協力協定（2003 年（平成 15 年））という競争法協力協定が結ばれており、これらの

                                                
790 2008 年 10 月３日 DAF/COM/WP3/WD(2008)83 2009 年５月ＣＡＤＥセミナー資料よ

り（北博行「国際カルテル事件の法的問題点」『公正取引』第 712 号（2010）34 頁）。 
791 韓国では、2000 年 10 月、国内及び国外における外国事業者が韓国競争法に違反した疑い

がある場合に、その調査及び処理の一貫性及び統一性を維持し、その取引等についての調査及

び処理に関する細部事項について定めることを目的に、「外国事業者の競争法違反行為に対す

る調査及び処理指針」を制定した。その内容の詳細については申鉉允「二一世紀における市場

秩序の変化と韓国競争法の域外適用」『北大法学論集』第 53 巻第３号（2002）300 頁以下参照。 

792 経済産業省『競争法コンプライアンス体制に関する研究会報告書』（2010）23 頁。なお、

ブリヂストンは約 26 万ドル、ダンロップは約 12 万ドル、トレルボーグは約５万ドル、パーカ

ーは約４万ドルとなる。また、横浜ゴムは、韓国の公正取引委員会に対してもリニエンシー適

用を申請し、100％免除された（2009 年（平成 21 年）７月７日）。 
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協定では、他の締約国の国民に対して行う執行活動等については当該国の競争当局に通報

すること、刑事手続の開始や審判開始決定等の措置についても事前に通報すること、また、

調査協力や情報提供などの執行活動の協力について定められている。今回の事件において、

これら競争法協力協定に基づく各競争当局間の協力が有効に機能していることが裏づけら

れた形となった。 

 

６ 損害賠償請求訴訟 

（１）アメリカにおける集団訴訟 

 2007 年（平成 19 年）に提起された複数の集団訴訟は、2008 年（平成 20 年）２月フロ

リダ州南部地区連邦地方裁判所で一括審理されることになった。その後原告側から和解の

申立があり、2009 年（平成 21 年）10 月に和解案が提示された793。 

 

（２）アメリカ国外の購入者に対するパーカーの和解提案 

 2009 年（平成 21 年）３月、パーカーは、アメリカ国外における(i)自社マリンホースの

購入者、(ii)他社マリンホースの購入者、(iii)2002 年（平成 14 年）１月 31 日以前にパー

カーのマリンホース事業を行っていた事業者（旧パーカー）からマリンホースを購入した

者を対象に、裁判外での和解提案を行った794。和解提案の期限は2014年２月17日である。 

 

（３）リビア Waha 石油会社によるイギリスにおける損害賠償請求訴訟 

                                                
793 和解案の内容は、原告団は 1985 年１月１日から 2008 年３月 24 日までの間にアメリカに

おいて和解する被告からマリンホースを直接購入したものとする、和解する被告であるダンロ

ップが 650 万ドル、トレルボーグが 187 万 4000 ドル、横浜ゴムが 195 万ドル、パーカーが

290万ドル、ブリヂストンが 850万ドルの合計 2172 万 4000ドルを和解基金として供出する、

原告団は和解する被告への請求を放棄する等の内容である。なお、マヌーリは和解する被告に

は含まれていない（北博行「国際カルテル事件の法的問題点」『公正取引』第 712 号（2010）

36 頁）。 

794 和解提案の内容は、パーカーは 2002 年１月 31 日から 2007 年５月２日までのマリンホー

スの売上高の 16％相当額を和解基金として提供する、(i)に対してはパーカーへの請求を放棄す

る対価として購入額の 16％相当額を提供する、(ii)、(iii)に対してはパーカーへの請求を放棄す

る対価として他社又は旧パーカーに対する損害賠償請求において有益な情報を提供する、とい

うものであった。なお、2002 年１月 31日という日付からして、パーカーは、このアメリカに

おける和解提案と欧州第１審裁判所に提起した審決取消訴訟との整合性を考えているものと

思われる（北博行「国際カルテル事件の法的問題点」『公正取引』第 712 号（2010）36 頁）。 
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 イギリス人３名に対する刑事訴訟によって明らかになった事实、パーカーの和解提案に

よる情報提供等を利用して、リビアの Waha 石油会社は 2009 年（平成 21 年）７月、ダン

ロップに対する損害賠償請求訴訟をイギリスの裁判所に提訴した。 
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第２節 ブラウン管事件 

 

第１ 事件の概要795 

（１）パナソニック（旧・松下電器）と東芝の子会社でブラウン管の製造・販売を行って

いる日本事業者ＭＴ映像ディスプレイ株式会社は、年間に 1000 万本以上のブラウン管を

生産しており、外国の現地法人を含めた売上げが 800 億円を超える世界でも有数のメーカ

ーである。 

テレビに使われるブラウン管の販売は全世界で 5000 億円規模の市場となっているが、

日本では、液晶やプラズマなど薄型テレビの普及でブラウン管テレビの需要は減尐してお

り、2005 年（平成 17 年）には薄型テレビの売上げのほうがブラウン管テレビの売上げを

上回るようになった。こういった事情から、日本ではブラウン管テレビの国内生産をほぼ

休止しており、ブラウン管の日本での市場規模は 30 億円程度に過ぎない。 

しかし、価格の安さから、東南アジアや中国などでは依然としてブラウン管テレビの需

要がある。ただし、ブラウン管市場は、世界的に縮小し始めており、また、既に完成され

た技術であるため、品質の差が出にくく安売り競争になだれ込みやすいという事情があっ

た。 

 

（２）本件に関与した事業者（11 社）は以下のとおりである796。 

日本所在の①ＭＴ、韓国所在の②サムスン、台湾所在の③中華映管は、それぞれの在外

子会社が行うテレビ用ブラウン管（以下、単にブラウン管という。）の製造販売について指

示・管理を行う者である。 

また、韓国所在の④ＬＧ、及びタイ所在の⑤ＣＲＴ・タイは、ブラウン管の製造販売業

を営んでいたが、④ＬＧは同事業を譲渡済であり、⑤ＣＲＴ・タイはすでに消滅している。 

⑥ＭＴ・マレーシア（マレーシア所在）、⑦ＭＴ・インドネシア（インドネシア所在）、

及び⑧ＭＴ・タイ（タイ所在）の３社は①ＭＴの子会社であり、⑨サムスン・マレーシア

                                                
795 以下、为に公正取引委員会プレスリリース「テレビ用ブラウン管の製造販売業者らに対す

る排除措置命令及び課徴金納付命令について」平成 21 年 10 月７日に拠った。 

796 なお、関係事業者数が多いため、本項末に関係事業者について整理した表を付した。以下、

事業者名は付表上の略称を使用することとし、事業者名の前に便宜丸数字を付することとする。

また、以下、①～⑤を「ブラウン管親会社等５社」、これらのブラウン管の实質的な製造拠点

である⑥～⑪を「ブラウン管現地子会社等６社」という。 
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（マレーシア所在）は②サムスンの子会社、⑩中華映管・マレーシア（マレーシア所在）

は③中華映管の子会社であり、これらの会社は、①ＭＴ、②サムスン又は③中華映管の指

示・管理の下、ブラウン管の製造販売業を営む者である（ただし、⑥ＭＴ・マレーシア、

⑦ＭＴ・インドネシア及び⑧ＭＴ・タイは、既に事業の全部を取りやめ、清算中）。 

また、⑪ＬＰ・インドネシアは、インドネシアに所在するブラウン管の製造販売業を営

む者であるが、その役員や管理職はすべて④ＬＧの出身者又は役員若しくは従業員であっ

た（④ＬＧは、ブラウン管を自ら製造販売するとともに、⑪ＬＰ・インドネシアに指示す

る立場にあった）。 

 

（３）日本のブラウン管テレビ製造販売業者５社797（以下、テレビ親会社５社という。）

は、現地製造子会社等798（以下、テレビ現地子会社等という。）を实質的な製造拠点とし

てブラウン管テレビの製造販売業を営む者である。テレビ親会社５社は、テレビ現地子会

社等に設計、仕様等を指示して製造させることとして、テレビ用ブラウン管799（以下、特

定ブラウン管という。）を現地製造子会社等に購入させていた。 

テレビ親会社５社は、ブラウン管親会社等５社（①～⑤）の中から１又は複数を選定し、

特定ブラウン管の仕様を交渉して決定するとともに、おおむね１年ごとに購入予定数量の

大枠を交渉して決定し、さらに、おおむね四半期ごとに購入価格・数量を交渉して決定し、

テレビ現地子会社等にその購入を指示していた。また、①ＭＴ、②サムスン、③中華映管

及び④ＬＧは、テレビ親会社５社との間で決定した販売価格に従って特定ブラウン管を販

売するよう、それぞれブラウン管現地子会社等６社（⑥～⑪）に指示していた。ブラウン

管子会社等６社は、それぞれ指示を受け、その指示に従い、テレビ現地子会社等に販売し

ていた。 

 ブラウン管子会社等６社（⑥～⑪）並びに④ＬＧ及び⑤ＣＲＴ・タイによる特定ブラウ

ン管の販売量の合計は、特定ブラウン管の総販売量の大部分を占めていた。 

                                                
797 ブラウン管テレビの製造販売業を営む者であり、オリオン電機株式会社、三洋電機株式会

社、シャープ株式会社、日本ビクター株式会社及び船五電機株式会社の５社をいう。 

798 日本のブラウン管テレビ製造販売業者がブラウン管テレビの实質的な製造拠点とする、東

南アジア地域（タイ、インドネシア、フィリピン、マレーシア、シンガポール、ベトナム）に

所在する製造子会社又は製造委託先会社をいう。 
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なお、テレビ現地子会社等が特定ブラウン管を用いて製造したブラウン管テレビのほと

んどすべてについて、日本のテレビ親会社５社又はその日本国内外の販売子会社等が購入

して国内外に販売しており、このうちの大部分については、日本のテレビ親会社５社又は

国内の販売子会社等が購入して国内外に販売していた。 

 

（４）原材料価格が高止まりする中で、値崩れを防ぐため、ブラウン管親会社等５社（①

～⑤）並びに⑦ＭＴ・インドネシア、⑨サムスン・マレーシア、⑩中華映管・マレーシア、

⑪ＬＰ・インドネシアは、遅くとも 2003 年（平成 15 年）５月 22 日ころまでに、２か月

に１回程度、いずれも日本国外においてＣＰＴミーティング800を継続的に開催し、おおむ

ね四半期ごとに次の四半期における特定ブラウン管のテレビ現地子会社等向け販売価格の

各社が遵守すべき最低目標価格等を設定する旨を合意するカルテルを結んだ801。 

 

（５）ブラウン管親会社等５社（①～⑤）及びブラウン管子会社等６社（⑥～⑪）の計 11

社は、上記合意に基づき、ＣＰＴミーティングを継続的に開催し、最低目標価格等を設定

し、これを踏まえてテレビ親会社５社との間で交渉するとともに、販売価格の状況につい

て情報交換を行うなどして、販売価格をおおむね当該最低目標価格等を下回らない価格に

維持し、又は引き上げていた。 

 

（６）2007 年（平成 19 年）３月 30 日、③中華映管及び⑩中華映管・マレーシアが、競

争法上の問題を理由としてＣＰＴミーティングに出席しないことを決め、その旨ＣＰＴミ

ーティング参加予定の各社に通告したこと、これを受けて①ＭＴも同様の対応を採ったこ

と等により、その後ＣＰＴミーティングは開催されていないことから、同日以降、上記合

意は事实上消滅した。 

 

                                                                                                                                          
799 14 インチサイズの丸型管、20 インチサイズの丸型管、21 インチサイズの丸型管、21 イン

チサイズの平型管であって「インバー」と称されるもの、21 インチサイズの平型管であって「エ

ー・ケー」と称されるものをいう。 

800 特定ブラウン管の製造販売業者等の営業担当者による会合であって、②サムスン、④ＬＧ

及び①ＭＴの販売又はマーケティングの部長又は課長級の者を加えたものをいう。 

801 その後、⑥ＭＴ・マレーシアについては遅くとも平成 16 年２月 16 日までに、⑧ＭＴ・タ

イについては遅くとも同年４月 23日までに、それぞれ当該合意に加わった。 
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（７）日本の公正取引委員会、韓国、欧州委員会、アメリカの競争当局は、このカルテル

により、公共の利益に反して、特定ブラウン管の販売分野における競争を实質的に制限し

ていたとして、2007 年（平成 19 年）11 月８日に一斉に調査に乗り出した802。 

 

（８）日本の公正取引委員会は、独占禁止法第３条違反（不当な取引制限）の疑いで、①

ＭＴに対して立入検査をし、2009 年（平成 21 年）10 月７日、①ＭＴ及び②サムスンの２

社に対して排除措置命令を、また、⑥ＭＴ・マレーシア、⑦ＭＴ・インドネシア、⑧ＭＴ・

タイ、⑨サムスン・マレーシア及び④ＬＧの５社に対して課徴金納付命令を行った。なお、

最初にリニエンシーを申告したとみられる③中華映管については、これらの命令を免れて

いる803。 

 

（９）これらのうち、②サムスン、⑨サムスン・マレーシアの２社は、日本国内における

すべての代理人を 2009 年（平成 21 年）10 月５日付で解任した旨記した代理権の取消通

知書を、処分当日の同年 10 月７日に公正取引委員会に提出したため、命令書を送達する

ことができなかった804。 

そのため、②サムスンに対して同年 12 月 24 日に排除措置命令に係る公示送達書の掲示

を開始し、2010 年（平成 22 年）２月５日に公示送達の効力が発生した（第 70 条の 18 第

３項、第４項）。 

また、⑨サムスン・マレーシアに対しては 2010 年（平成 22 年）２月 12 日に課徴金納

付命令に係る公示送達書の掲示を開始し、同年３月27日に公示送達の効力が発生した805。 

 

（10）また、⑪ＬＰ・インドネシアについては、日本国内に同社の支店・営業所等がなく、

また、日本国内における同社の代理人も選任されていなかったことから、課徴金納付命令

                                                
802 ＮＨＫ2007 年（平成 19 年）11 月８日、毎日新聞 2007 年（平成 19 年）11 月９日、日本

経済新聞 2007 年（平成 19 年）11月９日。Press Release, Department of Justice, Former 

Executive Indicted for His Role in Two Cathode Ray Tube Price-Fixing Conspiracies, 

February 10, 2009 

803 ⑤ＣＲＴ・タイは解散し清算済みであったため、対象外とされた。 

804 公正取引委員会プレスリリース「テレビ用ブラウン管の製造販売業者らに対する排除措置

命令及び課徴金納付命令について」平成 21 年 10 月７日「別紙（訂正）」 

805 公正取引委員会プレスリリース「テレビ用ブラウン管の製造販売業者らに対する排除措置

命令及び課徴金納付命令について（追加分）」平成 22 年３月 29 日 
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の事前通知（独占禁止法第 50 条第６項において準用する第 49 条第３項及び第５項の規定

に基づき、課徴金納付命令の内容等について、意見申述・証拠提出の機会を付与するため

の手続）に係る文書について、第 70 条の 17 が準用する民事訴訟法第 108 条の規定に基づ

く外国においてすべき送達を試みた後、2009 年（平成 21 年）11 月 27 日にこの課徴金納

付命令の事前通知に係る公示送達書の掲示を開始し、2010 年（平成 22 年）１月９日に公

示送達の効力が発生した。 

引き続き、2010 年（平成 22 年）２月 12 日に課徴金納付命令に係る公示送達書の掲示

を開始し、同年３月 27 日に公示送達の効力が発生した806。 

 

（11）なお、本件に関し、アメリカ司法省反トラスト局は、③中華映管の元役員をブラウ

ン管の国際的な価格カルテルに関与したとして起訴した。また、欧州委員会は異議告知書

を発出したが、カルテル対象製品はテレビ用ブラウン管に加えて、パソコンモニター用ブ

ラウン管を含むものとしている807。 

 

 

（表）ブラウン管事件に関与した事業者名等 

 

番号 

 

事業者名 

本稿における略

称 

排除措置

命令 

課徴金納付命

令   （円） 

① ＭＴ映像ディスプレイ株式会社 ＭＴ 

（親会社） 

 ○ 

審判開始 

 

⑥ エムティー・ピクチャー・ディスプレ

イ（マレーシア）・エスディーエヌ・

ビーエイチディー    ※清算中 

ＭＴ・マレーシ

ア 

 

 

 

6 億 5083 万 

審判開始 

⑦ ピーティー・エムティー・ピクチャ

ー・ディスプレイ・インドネシア 

            ※清算中 

ＭＴ・インドネ

シア 

 

 

5 億 8027 万 

審判開始 

⑧ エムティー・ピクチャー・ディスプレ ＭＴ・タイ  5 億 6614 万 

                                                
806 公正取引委員会プレスリリース「テレビ用ブラウン管の製造販売業者らに対する排除措置

命令及び課徴金納付命令について（追加分）」平成 22 年３月 29 日 
807 2009 年（平成 21 年）11月 26 日付 MEMO/09/525 
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イ（タイランド）・カンパニー・リミ

テッド         ※清算中 

  審判開始 

② サムスン・エスディーアイ・カンパニ

ー・リミテッド 

サムスン 

（親会社） 

 ○ 

公示送達 

審判開始 

 

⑨ サムスン・エスディーアイ（マレーシ

ア）・ビーイーアールエイチエーディ

ー 

サムスン・マレ

ーシア 

 

 

13 億 7362 万 

公示送達 

審判開始 

④ エルジー・フィリップス・ディスプレ

イズ・コリア・カンパニー・リミテッ

ド               

※メリディアン・ソーラー・アンド・

ディスプレイ・カンパニー・リミテッ

ドに対し事業譲渡済 

ＬＧ 

（親会社） 

 

 

1 億 5138 万 

⑪ ピーティー・エルピー・ディスプレイ

ズ・インドネシア 

ＬＰ・インドネ

シア 

 9 億 3268 万 

公示送達 

③ チャンワ・ピクチャー・チューブス・

カンパニー・リミテッド 

中華映管 

（親会社） 

  

⑩ チャンワ・ピクチャー・チューブス（マ

レーシア）・エスディーエヌ・ビーエ

イチディー 

中華映管・マレ

ーシア 

  

⑤ タイ・シーアールティー・カンパニ

ー・リミテッド  ※解散・清算済 

ＣＲＴ・タイ 

（親会社） 

  

        合 計  ２社 42 億 5492 万 

 

 

第２ 排除措置命令の概要  

 2009 年（平成 21 年）10 月７日に①ＭＴ及び②サムスンの２社に対して出された排除措

置命令の内容は、以下のとおりである。 
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（１）①ＭＴ及び②サムスンの２社は、それぞれ 

ア 日本のテレビ親会社がテレビ現地子会社等に購入させる特定ブラウン管について、

11 事業者が共同で行った、おおむね四半期ごとに次の四半期におけるそのテレビ現

地子会社等向け販売価格の各事業者が遵守すべき最低目標価格等を設定する旨の合

意が消滅している旨を確認すること 

イ 今後、相互の間において、又は他の事業者と共同して、特定ブラウン管のテレビ

現地子会社等向け販売価格を決定せず、各社がそれぞれ自为的に決める旨 

を、取締役会等の業務執行の決定機関において決議しなければならない。 

 

（２）①ＭＴ及び②サムスンの２社は、それぞれ、前記（１）に基づいて採った措置を、

相互に通知するとともに、日本のテレビ親会社に通知し、かつ、自社の従業員に周知徹底

しなければならない。  

また、②サムスンは⑨サムスン・マレーシアに、前記（１）に基づいて採った措置を通

知しなければならない。  

 

（３）①ＭＴ及び②サムスンの２社は、今後、それぞれ、相互の間において、又は他の事

業者と共同して、特定ブラウン管のテレビ現地子会社等向け販売価格を決定してはならな

い。  

 

なお、2010 年（平成 22 年）２月５日に公示送達の効力が発生した②サムスンに対する

排除措置命令の内容も同旨である。 

 

第３ 課徴金納付命令の概要  

 2009 年（平成 21 年）10 月７日に出された課徴金納付命令の内容は、以下のとおりであ

る。すなわち、以下の各事業者は、2010 年（平成 22 年）１月８日までに、⑥ＭＴ・マレ

ーシアは６億 5083 万円、⑦ＭＴ・インドネシアは５億 8027 万円、⑧ＭＴ・タイは５億

6614 万円、⑨サムスン・マレーシアは 13 億 7362 万円及び④ＬＧは１億 5138 万円の、

総額 33 億 2224 万円の課徴金を支払わなければならない。 

また、2010 年（平成 22 年）３月 27 日に公示送達の効力が発生した⑨サムスン・マレ

ーシア及び⑪ＬＰ・インドネシアに対する課徴金納付命令によって、⑨サムスン・マレー
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シアについては、前回命令によって達成することのできなかった 13 億 7362 万円を、また

⑪ＬＰ・インドネシアは９億 3268 万円を、2010 年（平成 22 年）５月 13 日までに支払わ

なければならないとされた。これにより、本件における課徴金額の総額は、42 億 5492 万

円となった。 

 

第４ 審判 

 ①ＭＴから排除措置命令に係る審判請求が、⑥ＭＴ・マレーシア、⑦ＭＴ・インドネシ

ア及び⑧ＭＴ・タイの３社から課徴金納付命令に係る審判請求が行われたため、公正取引

委員会は、2010 年（平成 22 年）１月 27 日、審判手続を開始することを決定した808。 

 また、②サムスンから排除措置命令に係る審判請求が行われたため、公正取引委員会は、

2010 年（平成 22 年）５月 12 日、審判手続を開始することを決定した809。⑨サムスン・

マレーシアからも課徴金納付命令に係る審判請求が行われたため、公正取引委員会は、

2010 年（平成 22 年）７月 26 日、審判手続を開始することを決定した810。 

                                                
808 公正取引委員会プレスリリース「ＭＴ映像ディスプレイ株式会社ほか３社に対する審判開

始について（テレビ用ブラウン管の製造販売業者らによる価格カルテル事件）」平成 22 年１月

29 日 

809 公正取引委員会プレスリリース「サムスン・エスディーアイ・カンパニー・リミテッドに

対する審判開始について（テレビ用ブラウン管の製造販売業者らによる価格カルテル事件）」

平成 22 年５月 14 日 

810 公正取引委員会プレスリリース「サムスン・エスディーアイ（マレーシア）・ビーイーアー

ルエイチエーディーに対する審判開始について（テレビ用ブラウン管の製造販売業者らによる

価格カルテル事件）」平成 22 年７月 28 日 
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第３節 ＢＨＰビリトン＝リオ・ティント事件 

 

第１ ＢＨＰビリトン＝リオ・ティント企業結合（ＴＯＢ）事件 

１ 事件の概要と影響 

（１）事件の概要 

オーストラリア・イギリスの資源大手ＢＨＰビリトン（BHP Billiton）及びオーストラ

リア・イギリスの資源大手リオ・ティント（Rio Tinto）は、いずれも Dual-Listed Company

（二元上場会社）である。Dual-Listed Company とは、国籍を異にする複数の上場する株

式会社が、原則として対等の立場において契約を締結することにより、その子会社らを含

むすべての事業活動をまるで単一事業者であるかのように統合し、かつ各社の株为が有す

る１株当たりの権利まで均一なものとするスキームである。Dual-Listed Company には、

中間持株会社型と平準化契約型があるが、ＢＨＰビリトン、リオ・ティントとも、イギリ

ス法人とオーストラリア法人とのいわゆる平準化契約型の Dual-Listed Company である

811。 

また、両社とも日本に関係会社の子会社を有しているが、これらの会社は、企業結合の

当事者である法人の直接の子会社ではなく、また鉱物資源の輸入販売は行っていなかった

模様である812。 

 ＢＨＰビリトンは、リオ・ティントを買収しようと計画し、具体的には、ＢＨＰビリト

ンのイギリス法人が、リオ・ティントのイギリス法人とオーストラリア法人の発行済株式

のすべてを取得し、支配下に置こうとした。本件買収が成功すれば、買収総額が 1470 億

ドルに達するとされていた。 

 ＢＨＰビリトンは、今回の買収により、規模を大きくし、大量生産により採掘の生産性

を高められると为張し、2007 年（平成 19 年）11 月にリオ・ティントに対し買収の提案を

行った。一方、リオ・ティントは、リオ・ティントにはＢＨＰビリトンにはないアルミニ

                                                
811 BHP Billiton Limited（オーストラリア）、BHP Billiton Plc（イギリス）、Rio Tinto Limited

（オーストラリア）、Rio Tinto Plc（イギリス）。村上政博「独占禁止法と国際ルールへの道」

『ＮＢＬ』第 901 号（2009）37 頁 

812 川合弘造「域外企業の企業結合に対する日本の独占禁止法の適用」『ＮＢＬ』第 905 号

（2009）47 頁 
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ウムの生産があり、今後、中国などへのアルミニウム輸出によってより高い成長が期待で

きるため、合併の必要性はないとして反対した813。 

2008 年（平成 20 年）２月に、ＢＨＰビリトンは、ＥＵ、オーストラリア、アメリカ、

南アフリカ、カナダの競争当局から買収計画の承認を得ることを条件として、リオ・ティ

ントに対する株式交換による買収計画（株式公開買付：ＴＯＢ）を实施する旨公表し、そ

の後、それら５カ国の競争当局に事前届出を行った。しかし、両社が生産する鉄鉱石の約

５割を輸入する中国、約３割を輸入する日本及び約１割を輸入する韓国の競争当局の承認

は前提条件とされていなかった。 

その後、ＢＨＰビリトンは、中国の競争当局（商務部）に対しても、2008 年（平成 20

年）７月に事前届出を行った814。競争当局からの承認を条件とした５カ国以外にも中国の

ように任意に事前届出を行った国もあることから、日本の公正取引委員会は意図的に除か

れたと言っても過言ではないと思われる。 

 

（２）事件の影響 

ＢＨＰビリトン、リオ・ティントは両社とも、鉱物資源（鉄鉱石、原料炭、アルミナ、

アルミニウム、金、銅、ニッケル、ボーキサイト、ダイアモンド815等）の探査、開発、産

出、加工、供給を行っており、ＢＨＰビリトンだけでも、オーストラリア、中南米、アフ

リカ、インドなど世界 25 か国の 100 か所で操業を行っている816。 

このうち、両社の本業は鉄鉱石事業であり、世界における海上輸送による鉄鉱石輸出市

場は、世界第３位のＢＨＰビリトンの 23％、世界第２位のリオ・ティント 16％、世界第

                                                
813 元・経営コンサルタントのつれづれ日記（http://plaza.rakuten.co.jp/gonchan02/diary/）

2009 年（平成 21 年）６月７日付 

814  金 堅 敏 「 動 き 出 し た 中 国 の 独 占 禁 止 法 制 」 富 士 通 総 研

（http://jp.fujitsu.com/groupe/fri/report/china-research/topics/2008/no-93.html）（2008）、金

堅敏「「中国特色」のある独占禁止法制」『Economic Review』2009.1 号 富士通総研（2009）

97 頁。川島富士雄ブログ（http://www2.gsid.nagoya-u.ac.jp/blog/fkawa/）2008 年（平成 20

年）11月 29 日付。以下、中国における動向は、为に川島教授による。 

815 ＢＨＰビリトンはカナダのエカティ・ダイアモンド鉱山を、リオ・ティントはカナダのダ

イアヴィック・ダイアモンド鉱山の 60％並びにオーストラリアのアーガイル・ダイアモンド鉱

山を所有しており、将来、両社が合併すれば、ダイアモンド原石の寡占化が進むと懸念されて

いる（ジェムランド（http://weblog.gem-land.com/）ジュエリーブログ・ニュース 2009/6/16）。 

816 第 171 回国会参議院経済産業委員会会議錰第 15 号 16 頁（平成 21 年６月２日）松あきら

君質疑 

http://weblog.gem-land.com/
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１位のヴァーレ（Vale：ブラジルの資源大手）の 33％であり、この３社のみで７割超を占

めていた817。このことから、国際鉄鋼協会も本件ＴＯＢに反対を表明した。 

日本における影響はより甚大なものになると予想された。なぜなら、重い鉄鉱石は輸送

費用がかさむため、日本は距離が近いオーストラリアに鉱山を持つＢＨＰビリトンとリ

オ・ティントの２社からの輸入が多く、ＢＨＰビリトン 39％、リオ・ティント 20％、ヴ

ァーレ 26％とこの３社だけで日本における鉄鉱石輸入市場において８割超の市場占有率

を持っていたからである。 

また、世界における原料炭の輸出市場においても、ＢＨＰビリトン 26％、リオ・ティン

ト７％であり、両社を含むオーストラリアとカナダの为要５社で世界の約６割のシェアを

占めていた818。 

さらに、銅鉱石においても、世界全体の販売量シェアの 24％（ＢＨＰビリトン 14％、

リオ・ティント 10％）、日本の輸入量シェアの 24％（ＢＨＰビリトン 13％、リオ・ティ

ント 11％）を両社で占めていた。 

 

２ 各国の対応 

（１）アメリカの対応 

 この事前審査について、アメリカ司法省は期限の満了を待たずに審査を終了し、2008

年（平成 20 年）７月に無条件で買収計画を承認した。これは、アメリカの鉄鋼業界がア

メリカ国内産出の鉄鉱石や原料炭を为に用いており、対外依存度が極めて低かったという

事情によるものであると思われる。 

 

（２）オーストラリア及び南アフリカの対応 

また、オーストラリア競争当局（競争・消費者委員会：ＡＣＣＣ）も、2008 年（平成

20 年）10 月に無条件で買収計画を承認した。ＡＣＣＣは、鉄鉱石の世界海上貿易市場の

                                                
817 統計数値は为に資源エネルギー庁鉱物資源課「最近の鉱物資源政策を巡る現状を踏まえた

新たな課題について」（平成 20 年８月１日）に拠った。 

818 川合弘造「域外企業の企業結合に対する日本の独占禁止法の適用」『ＮＢＬ』第 905 号

（2009）49 頁。なお、ＢＨＰビリトンとＭＤＰ（Mitsubishi Development：三菱商事の完全

子会社）との折半出資によるジョイント・ベンチャーＢＭＡ（BHP Billiton Mitsubishi 

Alliance ） は 、 原 料 炭 の 海 上 輸 送 シ ェ ア で 世 界 第 １ 位 と な っ て い る

（http://resource.ashigaru.jp/top_company_bhp.html）。 

http://resource.ashigaru.jp/top_company_
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みならず、オーストラリア市場も検討対象市場としたが、オーストラリア国内の需要者で

ある高炉メーカーの規模が限られており、かかる高炉メーカーの需要をまかなうには新規

参入者の生産規模でも十分に足りることから、新規参入の障壁は高いとしつつも問題はな

いと判断した。 

さらに、南アフリカ競争当局も、2008 年（平成 20 年）10 月に、アルミニウム分野を除

くという条件付で買収計画を承認した。 

オーストラリア及び南アフリカは、資源輸出国であるばかりでなく、当事会社の有する

鉱山が存在している国でもあり、資源価格の高騰は自国経済の発展にとって必ずしも悪い

ことではなかったという事情もあったものと推測されている819。 

 

（３）欧州委員会の対応 

ＢＨＰビリトンとリオ・ティントの鉄鉱石のすべてはＥＵ外（为にオーストラリア）で

生産されたものであり、ヨーロッパへの輸出には時間とコストがかさむため、両社のヨー

ロッパでの鉄鉱石販売は大変限られ、ＥＵの正式な統計によれば、2006 年のオーストラリ

アの鉄鉱石の西ヨーロッパへの輸出は 7.6 パーセントに満たないものであった。 

にもかかわらず、欧州委員会は、両社の結合が特に鉄鉱石に関して「価格上昇を招く懸

念があ」り深刻な競争法上の懸念を生じるとして、2008 年（平成 20 年）11 月にＢＨＰビ

リトンに対して異議告知書を送付し、鉄鉱石権益の一部売却を求めた。よって、この事件

は、欧州委員会がヨーロッパに間接的に影響するだけのグローバル取引であっても、介入

し、必要であれば禁止することも躊躇しないことを示した例の１つといえる820。 

欧州委員会がこのような判断を下した理由は、次のようなものであったと考えられる。

まず、ヨーロッパ市場での鉄鉱石需要は世界鉄鋼市場の重要部分であり、結合事業者とそ

の次の競業事業者の市場占有率を合計すると、世界市場の大部分を占めることとなる。そ

のような状況下で、ヨーロッパで販売される鉄鉱石の価格とアジアでの価格設定はリンク

                                                
819 川合弘造「域外企業の企業結合に対する日本の独占禁止法の適用」『ＮＢＬ』第 905 号

（2009）50 頁 

820 クリス・バン・ホフ、ポーター・エリオット、亀岡悦子「グローバル経済におけるＥＣ企

業結合規制」『ＮＢＬ』第 905 号（2009）45 頁。なお、過去に、为にブラジルで鉄鉱石を採掘

し販売する事業者が関係する企業結合について違反なしとしたことがある（Case No 

COMP/M.2420 - Mitsui/CDRD/Caemi (2001); Case No COMP/M.3161 - CVRD/CAEMI 

(2003)）。 
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しており821、アジアの为な顧実に対し結合当事者が適用する価格は、常に他の世界の地域

の価格にドミノ効果を持つ。すなわち、結合当事者がアジアにおいて価格を上げると、ヨ

ーロッパ顧実を相手とするサプライヤーの価格も値上げされ、ヨーロッパ市場に間接的に

影響を及ぼすことになると欧州委員会は判断した。 

また、欧州委員会は、結合計画がヨーロッパ外の地域で引き起こす効果、たとえば、結

合がアジアの各国で及ぼすであろう効果や、これらの効果がヨーロッパに広まる可能性な

ども検討した。その結果、今回の結合が、アジアの鉄鋼製造者がヨーロッパに輸出するコ

スト、及びアジアからヨーロッパに輸出される鉄鋼製品のコストにも直接影響することが

予想されたことも理由として挙げられる822。 

 また、欧州委員会が異議告知書を出したタイミングも注目される。すなわち、この時点

において、結合当事者の母国であるオーストラリアではすでに承認決定が出ており、また、

アメリカでも承認されていた。このことから、欧州委員会は、他の競争当局（たとえそれ

が結合当事者の母国の競争当局であっても）が同一取引についてすでに決定を出していて

も、それと異なる判断をすることを躊躇しないということを表明したものといえる。 

欧州委員会は、問題解消措置の提出期限を 2008 年（平成 20 年）11 月中とし、最終決

定の期限を 2009 年（平成 21 年）１月 15 日に設定していたが、後述のようにＢＨＰビリ

トンが買収計画を断念したため、調査を終了し、最終決定は下さなかった823。 

 

（４）中国の対応 

中国では、本件捜査中の 2008 年（平成 20 年）８月に競争法（「反壟断法」）が施行され

た。 

                                                
821 いずれかの国の供給者といずれかの国の需要者との間で価格が妥結すれば、当該価格が世

界中の海上貿易鉄鉱石価格に影響するという「ベンチマーク方式」が存在していた

（Mitsui/CVRD/Caemi, para.160; CVRD/CAEMI, para.19. 白石忠志『独禁法事例の勘所［第

２版］』有斐閣（2010）356 頁）。 
822 以上のことから、結合当事者のヨーロッパでの活動が限られているからといってＥＣでの

結合承認を得ることの保証にはならないといえ、日本の事業者においても企業結合を行おうと

する際にＥＣ企業結合規則に十分に配慮することが必要となると思われる。 

823 詳細はクリス・バン・ホフ、ポーター・エリオット、亀岡悦子「グローバル経済における

ＥＣ企業結合規制」『ＮＢＬ』第 905 号（2009）41 頁参照。なお、日本の鉄鋼事業者から欧州

委員会に対し、早い段階から本件買収を承認しないように働きかけがあったことは欧州委員会

も認めており（欧州委員会プレスリリース、IP/08/1798）、この日本の鉄鋼事業者の不服申立書
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本件買収計画に対し中国鋼鉄工業協会（ＣＩＳＡ）は、「中国の輸入鉄鉱石の 40％ほど

が両社からのもので、両社が合併すれば、中国輸入鉄鉱石の 40％を直接掌握することにな

り、当該高度独占状況によって独占者が市場を操作することがさらに容易になってしまう」

として、計画を承認しないよう、商務部に要求していた。 

また、中国競争法研究者・王暁曄博士は、中国競争法が域外での企業結合に対しても適

用可能であるとした上で、本件買収計画が競争法第４章・事業者集中届出基準規定第３条

（前年度の世界売上高合計100億人民元超及び２社の中国域内売上高がそれぞれ４億人民

元超）824を満たしていることを確認し、結論として、世界の鉄鉱石市場に悪影響を及ぼし、

国際市場価格を大幅に引き上げ、中国鉄鋼事業者の利益を損ない、中国の幅広い消費者の

利益を害する恐れがあるとして、商務部は明確に同買収計画を禁止すべきであるとした825。

また、王博士は、本件計画を禁止したとしても、両社が中国域内に財産を保有していない

ため、制裁金決定や原状回復の決定が誠实に執行されるか懸念があると表明しつつも、両

社が、将来の中国市場での事業活動に悪影響を生じる恐れがあると考え、計画を撤回する

可能性は高いのではないかとの見通しを示していた。 

商務部は、2008 年（平成 20 年）７月になされた事前届出の際の資料が不十分であった

としてＢＨＰビリトンに資料の補充をさせた上、同年 11 月に正式に調査を開始したが、

結果としてその直後に、買収計画断念の発表があった。 

 

（４）の２【参考】中国の競争法（「反壟断法」）と域外適用 

中国の競争法（「反壟断法」）では、第２条において「（略）中華人民共和国外で行われ

る行為のうち、国内市場における競争を排除又は制限する影響を及ぼす行為には、この法

律が適用される」としており、中国競争法も域外適用を行いうることを条文に明記してい

                                                                                                                                          

とそれに関する質問書回答内容が、欧州委員会が買収に反対する意見を形成するのに重要な役

割を果たしたといわれている。 

824 川島富士雄「中国独占禁止法の執行体制と施行状況」公正取引委員会競争政策研究センタ

ー公開セミナー資料（2008）。なお、尚明・商務部独占禁止局長は、「（同）基準を満たさない

場合でも、他の収集した証拠から競争制限効果が明らかな場合、届出を要求できる。例えば、

規模が小さくても、関連市場で１位又は２位の企業の場合は、両社の合併は間違いなく他の競

争者を排除することになる。独占禁止局は、この種の結合を届け出るよう奨励している。……

届出がない場合、独占禁止局が自ら証拠を得て、競争への影響が判明すれば、その結合は法的

リスクに直面する可能性がある。」と述べている（川島富士雄ブログ 2008 年（平成 20年）12

月６日付）。 
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る。その上で、対象規定については、独占協定の禁止、市場支配的地位の濫用の禁止、事

業者集中の禁止に限定しており、行政権限の濫用（行政独占）の禁止は域外適用の対象か

ら外している826。 

实例としては、カルテル事案ではないが、企業結合の事例として、中国競争当局は、2008

年のベルギーのビールメーカーのインベブによるアメリカのビールメーカーのアンハイザ

ー・ブッシュの買収事案や、2008～2009 年のＭＭＡ（メタクリル酸メチル）メーカーの

三菱レイヨンによるイギリスＭＭＡメーカーのルーサイトの買収案件に対して、ともに外

国事業者が当事者であるものの、条件付きの許可決定を行っている。 

以上のとおり、中国競争法の運用状況は未だ不明確な部分が多いが、外国事業者の関与

するカルテル事案に対しても、中国競争法の適用が今後なされる可能性は十分あるものと

考えられる827。この際、中国政府が今後どのような対応を採るかは未定であるが、中国の

専門家は、「域外適用の問題について、適用上、国際礼譲の原則を前提に……非常に慎重に

適用するのではないかと思われ」るとしている828。 

 

（５）日本の対応 

 2008 年（平成 20 年）当時の独占禁止法においては、他の为要国とは異なり、株式取得

について事後報告制が採られていたことから、当然のことながら、ＢＨＰビリトンから事

前届出は行われず、事前相談の申し出もなかった。 

                                                                                                                                          
825 「中国法学网」訳は上記川島教授による。 

826 村上政博『独占禁止法［第３版］』弘文堂（2010）86 頁、村上政博「国際取引への法適用」

『判例タイムズ』第 1295 号（2009）80 頁、金堅敏「「中国特色」のある独占禁止法制」『Economic 

Review』2009.1 号 富士通総研（2009）97 頁。また、公正取引委員会のホームページに掲載

されている戴龍『中華人民共和国独占禁止法調査報告書』（2008）３頁には「中国独占禁止法

は、海外で行われる独占行為が国内市場を排除または制限する影響を及ぼす効果があるときに、

適用される」とあり、「効果があるとき」とされているところであるが、「中国独禁法の条文を

推敲すると、……「効果为義」を採用していることが分かる。」（阿武野華泉「中国における競

争規則の形成」一橋大学大学院国際企業戦略研究科博士論文要約 13頁（2008）） 

827 経済産業省経済産業政策局競争環境整備审「各国競争法の執行状況について」（2009）24

頁 

828 姜姍（北京未名法律事務所弁護士）「中国独占禁止法の執行体制と施行状況」公正取引委員

会競争政策研究センター第 12 回公開セミナー講演錰（2008） 21 頁 
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一方、産業界829並びに経済産業省は、本件買収による日本市場への競争制限的効果を懸

念し、独占禁止法の適用を強く求めていた。これを受け、公正取引委員会も欧州委員会や

オーストラリアの競争当局と審査に向けた協議に入り、2008 年（平成 20 年）７月にＢＨ

Ｐビリトンに対し正式に審査を開始した830。産業界も、この公正取引委員会の対応を支持

した831。 

日本における企業結合に関する審査は、通常は、法律に定められた正式の事件処理によ

って行われることはほとんどなく、その手前の段階の事实上の審査で行われるが、今回は

独占禁止法第 47 条に定められた権限を中心とする被疑事件調査が行われた832。なお、企

業結合案件において被疑事件調査を行うことは稀有なことであり、新日本製鐵事件833、広

島電鉄事件834以来、史上３度目である。このように、事前届出がなくても審査することは

                                                
829 「サプライヤーによる値上げ攻勢を常態化させる原因になりかねないとの危機感を大手鉄

鋼会社や自動車会社が強めているという。……『以前から申し上げておりますとおり、終始、

反対の意向を表明しております』宗岡正二日本鉄鋼連盟会長（新日本製鐵社長）は６月 23 日

の記者会見で……５月に就任したばかりの日本自動車工業界（ＪＡＭＡ）の青木哲会長（本田

技研工業会長）も当時、『鉄鋼業界とは競争力強化の観点から、お互いに効率や生産性を向上

させる知恵がないか検討中である』と鉄鋼連盟と共闘する考えを明らかにしていた。」（町田徹

「資源の寡占化に震える日本の産業界 公正取引委員会は独禁法の域外適用を」ダイアモン

ド・オンライン（2008）） 

830 具体的には、本件買収計画が報道された 2007 年（平成 19 年）11月以降、欧州委員会への

事前届出が行われる前から、欧州委員会との間で、定期的な電話会議の開催等により、審査の

進捗状況、審査スケジュール、一定の取引分野（関連市場）の考え方、審査における为な考慮

事項、経済分析等にかかる情報について適宜情報交換を行うとともに、議論を行っていた。ま

た、同じ東アジアに所在し、日本と同じく鉄鉱石等のほぼすべてを輸入に頼っている韓国の競

争当局とも適宜情報交換を行っていた。しかし、中国の競争当局とは情報交換は行われなかっ

し、公正取引委員会の担当者によると、オーストラリアの競争当局との協力も十分なものでは

なかったということである（稲熊克紀「企業結合規制における競争当局間の協力について」『Ｎ

ＢＬ』第 905 号（2009）61、62 頁、猪熊克紀「外国会社同士の企業結合等への公正取引委員

会の対応」『独占禁止法の域外適用』早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の

創造（2010）64 頁）。 

831 「『今回の公正取引委員会の審査を歓迎するとともに、厳正な審査が行われることを期待し、

全面的に協力する』日本鉄鋼連盟は９月４日……歓迎コメントを出した。」（日本経済新聞 2008

年（平成 20 年）９月 29 日付朝刊） 

832 白石忠志「Westinghouse・原子燃料工業の企業結合をめぐる公取委回答事例の分析」ＧＣ

ＯＥソフトロー・ディスカッション・ペーパー・シリーズ（2009）１頁。 
833 公取委同意審決昭和 44 年 10月 30 日審決集 16 巻 46 頁 
834 公取委同意審決昭和 48 年７月 17 日審決集 20 巻 62頁 
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可能であるが、世界の注目を集めるような大型案件は別として、届出のない企業結合案件

を職権探知により審査することは实際問題として困難である835。 

 ＢＨＰビリトン、リオ・ティントの両社は、それぞれ日本子会社を有しているため、厳

密な意味での独占禁止法の域外適用に当たるかはともかく、それぞれの日本子会社に帰属

する国内売上高は非常に小さく、現行独占禁止法の事後報告の対象（国内売上高 10 億円

以上の外国会社。改正前独占禁止法第 10 条第４項）にならなかったにもかかわらず、審

査手続に踏み切った点が注目される836 。 

公正取引委員会は、競争事業者、ユーザー等から情報収集を行うとともに、ＢＨＰビリ

トンに対しても任意で資料を提出することを求めた。しかし、ＢＨＰビリトン側は、日本

国内に代理人を置くことも、任意に質問状を受け取ることも拒否した。このため、公正取

引委員会は、同年９月中旪、オーストラリア政府の同意を得て、ＢＨＰビリトンに対して

報告命令を領事送達（独占禁止法第 70 条の 16 が準用する民事訴訟法第 108 条）したが、

ＢＨＰビリトンはその受取りをも拒否した。 

これを受けて、公正取引委員会は、同年９月 24 日に報告命令を公示送達（独占禁止法

第 70 条の 18）した。公正取引委員会の公示送達は同年 11 月６日に発効したが（報告命

令期限は 11月17日）、ＢＨＰビリトンは 11月14日に報告命令による資料提供を行った。

なお、本件で行われた領事送達及び公示送達は、2002 年（平成 14 年）の独占禁止法の改

正で同制度が設けられて以来、初めてのものであった837。 

 

３ 事件の終息 

その後、世界的金融危機の影響を受けて資金供給のめどが立たなくなったため、2008

年（平成 20 年）11 月 27 日にＢＨＰビリトンは「経済的に魅力がなくなった」としてリ

オ・ティントの買収を断念する方針を明らかにし、この件は終了した。ただし、これは表

                                                
835 柏木裕介「企業結合規制における届出規定等の改正」『ジュリスト』第 1385 号（2009）43

頁 

836 狛文夫・阿江順也「Ｍ＆Ａに関係する改正独占禁止法の概要」『ＭＡＲＲ』2009 年９月号

（2009）12 頁 

837 今回の経験よると、相手方事業者が文書の受取りを拒否する場合、１回の送達について、

外交当局との折衝に約１週間、領事による送達に約２週間、公示送達に約６週間の合計９週間

を要することが判明した。なお、本事件の経緯は、为に村上政博「独占禁止法と国際ルールへ

の道」『ＮＢＬ』第 901 号（2009）37 頁、村上政博「国際取引への法適用」『判例タイムズ』

第 1295 号（2009）13 頁による。 



 383 

向きの理由で、实際は、欧州委員会の異議告知書の内容に鑑み、これを覆すに足りるだけ

の問題解消措置の提案は困難であるとＢＨＰビリトン側が判断し、同年 11 月中とされて

いた問題解消措置の提出期限直前に買収計画を断念したものと推測されている838。 

この買収断念を受けて、公正取引委員会も審査を打ち切った（同年 12 月２日）。この審

査打切りのプレスリリースにおいて、公正取引委員会は、「当委員会としては、今後とも、

我が国の市場における競争に大きな影響を与えるような企業結合事案については、それが

外国会社同士によるものであっても、積極的に対応していくこととしている」と述べ839、

公正取引委員会が今後、企業結合審査においても域外適用を積極的に行う姿勢であること

を明示した。 

 

第２ ＢＨＰビリトン＝リオ・ティント事業統合（ＪＶ）事件 

１ 事件の概要 

リオ・ティントは、2009 年（平成 21 年）２月、中国の政府系事業者であるアルミ大手

チャイナルコ（Chinalco）との約２兆円に及ぶ提携（チャイナルコへの鉄鉱石事業権益の

一部譲渡及び出資比率引き上げ）を発表していたが、同年６月９日これを断念する840とと

もに、ＢＨＰビリトンと鉄鉱石生産部門を 2010 年（平成 22 年）央までに統合することが

発表された841。本計画は、世界同時不況により鉄鉱石売上げが不振となり、利益が大幅に

減尐したことから、コスト削減と「輸出施設の共有」からくるシナジー効果を期待したも

のとされている842。 

この計画は、両社が保有する西オーストラリア州ピルバラ地域の鉄鉱石鉱山に関する、

現在及び将来の、（運搬・港湾キャパシティの調整など）インフラ等を含むすべての資産を

                                                
838 川合弘造「域外企業の企業結合に対する日本の独占禁止法の適用」『ＮＢＬ』第 905 号

（2009）51 頁 

839 公正取引委員会「ビーエイチピー・ビリトン・リミテッドらに対する独占禁止法違反被疑

事件の処理について」2008 年（平成 20 年）12 月３日付プレスリリース 

840 本件提携について、リオ・ティントの株为及びオーストラリア政府からの承認が得られな

い見込みとなったことが原因と思われる。なお、リオ・ティントは本件破談によって、違約金

（breakup fee）１億 9500 万ドル（約 190 億円）の支払義務を負うこととなった。 

841 「新日鉄が腰抜かした「アルセロール買収」」『ファクタ』2009 年７月号（2009）。なお、

同時に、リオ・ティントは株为割当増資 150 億ドルを行うを行うと発表した。 

842 リオ・ティントの 2009 年（平成 21 年）の第１四半期の利益は前年同期の 29億 3900 万ド

ルから 45％減の 16億 400 万ドルにまで減尐した（ＮＮＡ．ＡＳＩＡ2009 年（平成 21 年）６

月 18 日付（http://news.nna.jp/）参照）。 
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対象とし、両社の生産や将来の拡張計画を統合するために、両社は折半出資で生産ジョイ

ント・ベンチャー（Production Joint Venture）を設立するというものである843。なお、

生産規模の大きなリオ・ティントと条件を対等にするため、この統合と同時に、ＢＨＰビ

リトンがリオ・ティントに対し 58 億ドル（約 5800 億円）を支払うことで合意された。 

合弁事業の計画によると、販売会社を別に設け、生産された鉄鉱石はリオ・ティントと

ＢＨＰビリトンに等分に販売され、販売は両社が個別に行うとされている。ただし、生産

の 10～15％を両社が共同でスポット販売したり、両社の製品を標準化する項目も盛り込ま

れており、営業面にも踏み込んだ枠組みとなっており、ＪＶが成立すれば、リオ・ティン

トとＢＨＰビリトンの西オーストラリアにおけるすべての鉄鉱石生産活動が实際上統合さ

れることとなる。 

本件統合の事業規模は 1160 億ドルに達し、そのコスト削減効果は 100 億ドルを超える

と見込まれている。また、今回統合される両社の西オーストラリアにおける鉄鉱石生産量

は、2008 年（平成 20 年）实績でリオ・ティントは他社の持ち分を含めて１億 7500 万ト

ン、ＢＨＰビリトンは１億 2700 万トンであり、併せると３億 200 万トンとなる。世界最

大手のヴァーレの持ち分生産３億 3000 万トンには及ばないものの、これに匹敵する生産

量となる。また、本件合弁会社の生産量は、８億 5000 万トン規模である海上輸送による

鉄鉱石輸出市場の 36％を占めることとなり、ヴァーレと本件合弁会社の２社でその約７割

を支配することとなる。既にヴァーレ、リオ・ティント、ＢＨＰビリトンの３社で市場の

大半を支配する中で、山元側が市場への影響力をより強めるものとなることは否定できな

い。 

 本件ＪＶ計画は、2009 年（平成 21 年）10 月 15 日に白紙撤回された844との報道もなさ

れていたところであったが、同年 12 月５日、正式に契約された845。その後、2010 年（平

                                                
843 なお、前回のＢＨＰビリトンのリオ・ティント買収計画においても、为目的は今回とまっ

たく同じ同鉱山の統合にあった（元・経営コンサルタントのつれづれ日記

（http://plaza.rakuten.co.jp/gonchan02/diary/）2009 年（平成 21 年）６月７日付）。また、日

本との関係では、リオ・ティントが三菱商事などと合弁で展開している新製鉄事業、ハイスメ

ルトは統合対象からは除外された。また、リオ・ティントは新日本製鐵、住友金属工業、三五

物産などと、ＢＨＰビリトンは伊藤忠商事、三五物産、ＪＦＥスチールなどと鉄鉱石合弁事業

を展開しており、合弁相手との調整が今後必要となるとされていた（日刊産業新聞 2009 年（平

成 21 年）６月 18 日付）。 

844 インターナショナル・ビジネス・タイムス 2009 年（平成 21 年）10 月 15 日付、フジサン

ケイビジネスアイ 2009 年（平成 21年）10 月 16 日付 
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成 22 年）10 月 18 日、ＢＨＰビリトン及びリオ・ティントは、本件ＪＶの設立計画を撤

回する旨を公表した。 

なお、前回のＢＨＰビリトンによるリオ・ティント買収計画では、両社の全面的統合が

計画されていたが、今回は両社の鉄鉱石生産部門に限って統合されるという点が大きく異

なっていた。 

 

２ 各国の対応 

本件計画により、新たな形でリオ・ティントとＢＨＰビリトンの企業結合と競争法の適

用問題が再燃することとなった。 

世界鉄鋼協会は本件統合により寡占が強まる懸念が強く、統合を認めるべきではないと

の見解を示しており、欧州鉄鋼連盟も前回のＢＨＰビリトンによる買収計画と实質的にさ

ほど変わらない影響を及ぼすものであり反対である旨表明すると共に、欧州委員会に対し

早急に対処するよう要請する考えを示した846。 

このような産業界の要請を受け、欧州委員会は、2010 年（平成 22 年）１月 25 日、正

式に審査を開始した。なお、今回の審査対象は、海上運送鉄鉱石市場（seaborne iron ore）

とされている847。 

また、輸入鉄鉱石の半分以上をリオ・ティントとＢＨＰビリトンから輸入している中国

でも、政府の工業情報化部及び商務部の幹部も「市場独占の恐れがある」「中国独占禁止法

を適用する」旨のコメントを表明するとともに、中国鋼鉄工業協会（ＣＩＳＡ）も強い反

対表明を行っている848。さらに、中国鋼鉄工業協会は、正式契約発表直後にも、改めて反

対の意思を表明した849。このような情勢から、中国においても、当局が正式に審査を開始

している850。また、韓国においても審査が行われている851。 

                                                                                                                                          
845 通商弘報 2009 年（平成 21 年）12 月９日付。なお、両社は引き続き一部修正により競争当

局の承認獲得を目指しているが、それが認められなかった場合の代替案として、インフラ共有

に留める可能性が浮上している（時事ドットコム 2010（平成 22 年）10 月１日付）。 

846 日刊産業新聞 2009 年（平成 21年）６月 18 日付、フジサンケイビジネスアイ 2009 年（平

成 21 年）10 月 16 日付 

847 ＥＵ駐日代表部プレスリリース 01/25/2010 

848 中国国際放送局 2009 年（平成 21 年）６月 15 日）、サーチナ（http://news.searchina.ne.jp/）

2009 年（平成 21 年）６月 18 日。 

849 新華社 2009 年（平成 21年）12 月 21 日付 

850 Alibaba News Channel 01/23/2010 



 386 

 一方、オーストラリアのクリーン貿易相は、マーケティングはそれぞれ個別に行うため、

リオ・ティントとＢＨＰビリトンは依然として競合しており、本件合弁事業により市場競

争を阻害することにはならないとの見解を表明している852。ただし、コリン・バーネット

西オーストラリア州首相は、「両社の合併鉱山事業には州、連邦だけでなく、ヨーロッパや

アメリカの許認可も必要になる。地下資源はあくまでも州の財産だということを忘れては

ならない」とも表明しており853、州と連邦の対応に若干の隔たりがある。このような状況

から、オーストラリア競争当局（競争・消費者委員会：ＡＣＣＣ）も当初は 2010 年（平

成 22 年）２月に結論を出す予定であったが、その後何度か判断を延期している854。 

 

３ 日本の対応 

本件企業結合に対し、日本の業界団体も素早く反応し、日本鉄鋼連盟は、本件企業結合

は「生産統合という形を取っているものの、实質的には先のＢＨＰによるＲＴ買収提案と

同様に競争制限的な動きであると理解しており、日本鉄鋼業界としては本件には反対であ

る」との声明を発表するとともに、各国競争当局の積極的な調査を求めている855。 

 また、経済産業大臣は、正式契約締結を受けて、記者会見において「自由な経済取引を

阻害する要因になるのではないかという危惧を持っていまして、……市場に与える影響も

含めて、厳正な審査を求めていきたい」と発言しており856、日本鉄鋼連盟も改めて反対で

ある旨の声明を発表した857。 

 2010 年（平成 22 年）１月 20 日に当事会社の日本の代理人を通じて資料の提出があり

事前相談の申し出があったため、公正取引委員会は、その内容を精査し、２月８日に追加

                                                                                                                                          
851 「日本も韓国も、御案内のとおり、ＢＨＰビリトンとリオ・ティントのジョイントベンチ

ャーの案件について取り上げておりまして、これにつきましては、両国の国際協力の強化策と

いう議題の中で、今後とも両国の競争当局間で協力をしていきましょうという話が行われてお

ります」事務総長定例会見記錰（公正取引委員会 2010 年（平成 22 年）７月 28 日） 

852 2009 年（平成 21 年）６月 17 日（ＮＮＡ．ＡＳＩＡ2009 年（平成 21 年）６月 18 日付

（http://news.nna.jp/））。 

853 日豪プレス 2009 年（平成 21 年）６月６日付 

854 時事通信 2010 年（平成 22年）４月６日付 

855 （社）日本鉄鋼連盟「「リオ・ティントとＢＨＰビリトンの西豪鉄鉱石生産統合」について」

2009 年６月９日。 

856 直嶋経済産業大臣の閣議後記者会見の概要（経済産業省 2009 年（平成 21年）12 月８日） 
857 「リオ・ティントとＢＨＰビリトンの西豪州鉄鉱石生産統合について」（社）日本鉄鋼連盟 

2010 年（平成 22 年）１月 26 日 
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資料の提出を求めた上858、６月 16 日から第１次審査を開始した。また、同年７月 16 日、

「海上貿易によって供給される塊鉱の生産・販売事業及び海上貿易によって供給される粉

鉱の生産・販売事業」に関して第２次審査を開始した859。 

 公正取引委員会は、同年９月 27 日、「海上貿易によって供給される鉄鉱石の塊鉱及び粉

鉱の生産・販売事業」について、本件ＪＶの設立のより競争が实質的に制限されることと

なるおそれがある旨、問題点の指摘を行った。 

 しかし、同年 10 月 18 日、ＢＨＰビリトン及びリオ・ティントが本件ＪＶの設立計画を

撤回する旨を公表したため、公正取引委員会は、本件事前相談に関する審査を中止するこ

ととした860。 

 なお、公正取引委員会は、オーストラリア競争・消費者委員会、欧州委員会、ドイツ連

邦カルテル庁及び韓国公正取引委員会との間で情報交換を行った。 

 

 

第２章小括 

 独占禁止法の域外適用に対して従来は消極的であったが、2008 年（平成 20 年）以降、

日本における独占禁止法の域外適用に関する議論は、大きく進展した。同年のマリンホー

ス事件は、公正取引委員会が为として外国で行われた国際カルテルにつき外国事業者をも

対象として法的措置を採った初の案件であり、その意味で、初めて日本が独占禁止法を域

外適用したものともいわれている。 

また、2009 年（平成 21 年）のブラウン管事件は、公正取引委員会が効果理論を明確に

採った初の案件といわれており、外国事業者に対しても課徴金納付命令が下された。 

さらに、2008 年（平成 20 年）以降継続していたＢＨＰビリトン＝リオ・ティント事件

では、審査段階で終了してしまった案件ではあるが、外国事業者同士の企業結合、事業統

                                                
858 事務総長定例会見記錰（公正取引委員会 2010 年（平成 22 年）２月３日、同年２月 17 日） 
859 「ビーエイチピー・ビリトン・ピーエルシー及びビーエイチピー・ビリトン・リミテッド

並びにリオ・ティント・ピーエルシー及びリオ・ティント・リミテッドによる生産ジョイント

ベンチャーの設立に関する第２次審査の開始について」公正取引委員会（2010 年（平成 22年）

７月 16 日） 
860 「ビーエイチピー・ビリトン・ピーエルシー及びビーエイチピー・ビリトン・リミテッド

並びにリオ・ティント・ピーエルシー及びリオ・ティント・リミテッドによる鉄鉱石の生産ジ

ョイントベンチャーの設立に関する事前相談の審査の中止について」公正取引委員会（2010

年（平成 22 年）10 月 18 日） 
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合に対し、公正取引委員会が独占禁止法上の企業結合に関する審査を行った画期的な例で

ある。 
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第３章 立法管轄権に関する問題 

 

第１節 総論 

第１ 独占禁止法の「域外適用」とは 

そもそも独占禁止法の域外適用といっても、「域外適用」という言葉自体が法令で用い

られている用語ではないので、以下のように、これまでにもさまざまなイメージで理解さ

れきた。 

① 外資系事業者への独占禁止法の適用をいうとするもの 

② 外国事業者への独占禁止法の適用をいうとするもの 

③ 外国で行われた行為への独占禁止法の適用をいうとするもの 

④ 外国事業者による外国で行われた行為への独占禁止法の適用をいうとするもの 

  ⑤ 自国からの輸出に影響のある行為への独占禁止法の適用をいうとするもの 

日本の初期の学説では、「国内法である独占禁止法を外国において行われた行為に対し

ても適用すること」861としており、上記③のように、行為が外国で行われたことのみを要

件とするものが为であった。 

一方で、近時は、「外国事業者による国外の行為に対して独禁法を適用すること」とし、

上記④のように、行為が外国で行われたことのみならず、その行為为体が外国事業者であ

ることを要件とするものも見られる862。 

しかし、以下に述べるように独占禁止法の域外適用に当たっては効果理論を採るのが妥

当であると解するが、自説である効果理論の立場からすると、独占禁止法違反行為を行っ

た事業者の国籍は問わず、当該行為が外国で行われた行為であるか否かによって区別すべ

きとする上記③の見解が妥当なものであると解する。 

 

第２ 独占禁止法の域外適用と立法管轄権行使の根拠原則 

 ある事業者の行為に独占禁止法を適用する場合には、その事業者が行った「競争を实質

的に制限する」行為の全部又は一部が日本国内で行われていることを要件とする必要はあ

                                                
861 今村成和、丹宗暁信、实方謙二、厚谷襄児『注解経済法（上巻）』青林書院（1985）310 頁 
862 根岸哲、舟田正之『独占禁止法概説［第３版補訂］』有斐閣（2008）59 頁、金五貴嗣、川

濱昇、泉水文雄『独占禁止法［第２版補正版］』弘文堂（2008）366 頁、金五貴嗣、江口公典、

山部俊文、土田和博『経済法』有斐閣（2001）84 頁 
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るのであろうか。これはまさに、どのような立法管轄権行使の根拠原則を用いて独占禁止

法の域外適用を説明するのかという問題である。 

この点について、日本では今までは比較的狭い属地为義的な発想をとっていたためか、

独占禁止法の域外適用について、立法管轄権の問題においても謙抑的だったといえるし、

執行管轄権の問題に至っては、執行の实効性を確保することを明確に意識した対応を十分

にしてこなかったといえよう863。 

 従来の国際事件に対する独占禁止法の適用事例は、第２編第１章において見てきたよう

に、外国事業者が絡む問題ではあっても、日本事業者に対して独占禁止法を適用するとい

うものであり、そもそも域外適用に関する事例とは言えないようなものであった。わずか

にノーディオン事件が、日本に拠点を有しない外国事業者それ自体を被審人とし、直接に

独占禁止法を適用しており、また、外国事業者が他の外国事業者を日本市場から排除する

行為が私的独占に問われた点が特徴的であったが、これとて、日本国内における契約が問

われたものであり、そもそも旧来の属地为義においても独占禁止法の適用が説明できるも

のであった。 

このようにこれまで日本において独占禁止法の域外適用に対して消極的であった理由

としては、日本にはリニエンシー制度がなかったため、域外適用をしようにも、公正取引

委員会が外国事業者から立証できるだけの証拠を入手することができなかったという事情

や、排除措置命令の除斥期間が１年と欧米に比べて著しく短かったという事情がある864。

事实、1999 年（平成 11 年）の人造黒鉛丸形電極カルテル事件や 2001 年（平成 13 年）の

国際ビタミン・カルテル事件では、このような理由から警告を行うにとどまった。同事件

での反省を踏まえ、2005 年（平成 17 年）の独占禁止法改正において日本でもリニエンシ

ー制度を導入したことに伴い、外国の資料も集められるようになったこと、また、排除措

置命令の除斥期間も違反行為終了後３年間とされたことから、日本においても独占禁止法

を域外適用できる環境が整えられた。 

また、日本の産業界からも独占禁止法の積極的な域外適用を求める声もあり、さらに实

務家からも、独占禁止法の保護法益は日本の消費者厚生の増大にあり、この日本の消費者

厚生の増大を妨げるような効果を有する行為に対しては、行為地又は行為者が域外にある

                                                
863 川合弘造「域外企業の企業結合に対する日本の独占禁止法の適用」『ＮＢＬ』第 905 号

（2009）51 頁 
864 消極的であった理由の分析として、山田昭雄「国際カルテルに対する規制について」『法学
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場合にも、積極的に日本の競争ルールの域外適用を検討すべきであるとの見解が示される

ようになった865。 

 このような事情から、2008 年（平成 20 年）以降、日本における独占禁止法の域外適用

に関する議論は、大きく進展した。同年に排除措置命令・課徴金納付命令が出されたマリ

ンホース事件は、公正取引委員会が为として外国で行われた国際カルテルにつき外国事業

者をも対象として法的措置を採った初の案件であり866、その意味で、初めて日本が独占禁

止法を域外適用したものといわれている。 

また、2009 年（平成 21 年）のブラウン管事件は、それに次ぐ域外適用事例として、公

正取引委員会が効果理論を明確に採った初の案件といわれている。また、本件では、国際

カルテルに関し、日本が、初めて外国事業者に対し、対象商品の直接的な国内売上額が無

いにもかかわらず、課徴金を課したものである867。 

 さらに、2008 年（平成 20 年）以降、継続していたＢＨＰビリトン＝リオ・ティント事

件では、審査段階で終了してしまった案件ではあるが、外国事業者同士の企業結合、事業

統合に対し、公正取引委員会が独占禁止法上の企業結合に関する審査を行った画期的な例

である。 

 このように、日本においても積極的に独占禁止法を域外適用するに至ったといえ868、今

や、国際的にも、日本においても、自国の競争法（独占禁止法）は自国内で行われる行為

にのみ適用できるとする属地为義に留まる考え方はなく、何らかの形で自国外で行われる

行為にも自国の競争法を適用しようとする考え方が定説となっているところである。 

                                                                                                                                          
新報』第 109 巻 11・12 号（2003）147 頁。 

865 競争政策を考える懇談会「競争政策の「今ある姿」と「あるべき姿」」（2002）27 頁 

866 大川進、平山賢太郎「マリンホースの製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付

命令について」『公正取引』第 693 号（2008）70 頁、高橋省三「2009 商事法務展望 競争政

策の動向と課題」『商事法務』第 1854 号（2009）69 頁 

867 経済産業省『競争法コンプライアンス体制に関する研究会報告書』（2010）34 頁 
868 しかし、国際カルテルが疑われた電力ケーブル事件については国内における入札談合のみ

が違反行為として扱われ、日本事業者が関与していたとされる航空燃油サーチャージ等事件、

ＤＲＡＭ事件及びガス絶縁装置事件等は相変わらず摘発にすら至っていない（多田敏明「日本

の独禁法の域外適用（公的執行）－国際カルテル」『独占禁止法の域外適用』早稲田大学グロ

ーバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）48 頁）。これらのうち、電力ケーブル事

件は、日本事業者と欧州事業者との間でそれぞれのホームマーケット（市場）には参入しない

ことをマリンホース事件よりも明確に合意しており、マリンホース事件と同一タイプの国際カ

ルテルであると目されていた（村上政博「公的執行」『判例タイムズ』第 1304号（2009）67頁）。 
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よって、以下においては、日本における独占禁止法の域外適用に関して、どのような問

題点があるか見ていくこととしたい。 

 

１ 独占禁止法制定当初の域外適用に対する考え方－独占禁止法域外適用否定説 

そもそも、法制定当初は、日本の独占禁止法は外国で行われる行為については適用され

ないとするのが通説的見解であった869。 

その理由としては、①日本国憲法は、その基調として国際協調为義を採っており、かつ、

同第 98 条に国際法の遵守義務が定められているところであるが、国際公法上は属地为義

の原則が認められてきたこと、②实体法である独占禁止法には外国における行為に適用さ

れる旨の明文の規定又はそれを予想させるような規定（例えば、刑法第２条、第３条、第

４条、外為法等）が存在しないこと等が挙げられていた。 

 また、③独占禁止法第４章の規定が明文で国内における企業結合についてのみ規制対象

としていたこと、④（为要規定との関係で競合説が採用されていたが、）国際的取引につい

て規制する特別の实体規定である第６条が存在していること、⑤排除措置命令書（旧手続

では勧告書）などを外国に送達する手続規定がなかったことも、この独占禁止法域外適用

否定説の論拠となっていた。 

 しかし、日本において独占禁止法が制定された 1947 年（昭和 22 年）以前の 1945 年（昭

和 20 年）に、既にアメリカにおいてはアルコア事件判決において効果理論が採用されお

り、その後アメリカ及びヨーロッパの判例等の蓄積により、実観的属地为義あるいは効果

理論等を援用して自国領土外で行われた行為についても自国競争法を広範に適用できると

いう原則が今日では国際公法上の原則として確立されているといえ、域外適用について何

らかの立場を明記する競争法が多くなっている。よって、①については、もはや日本にお

いても当てはまらなくなった。 

 また、②についても、独占禁止法の为要規定である第３条・第 19 条などは、確かに、

外国で行われた行為について適用するということを明示はしていないが、外国で行われた

行為について適用しないことを明示しているわけでもない。 

                                                
869 松下満雄「国際取引をめぐる法構造」松下満雄、神崎克郎、岡村堯、小原喜雄『現代経済

法講座 10 国際取引と法』三省堂（1991）、松下満雄『経済法概説［第４版］』東京大学出版

会（2006）229 頁、村上政博『独占禁止法［第２版］』弘文堂（2000）529 頁 
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さらに、③については 1998 年（平成 10 年）に、⑤についても 2002 年（平成 14 年）

に法改正されるなど、その後相次いで改正がなされ問題点が解決されており、また、④の

第６条の存在についても、後述のように、今やその意義が失われているといえる。 

以上の点から、もはや日本においても独占禁止法域外適用否定説は採りえず、むしろ、

いかに域外適用の理論を構築していくかが問われているといえよう。 

 

２ 従来の通説－実観的属地为義 

 次に通説となったのは、原則として属地为義を採りつつ、「独禁法違反の行為の全部また

は一部が国内で行われたときにのみ、独禁法の規制範囲にはいるとみるべきであろう」870

とする実観的属地为義である。 

これは、広範な域外適用を認める説を採ると为権の対立をもたらしやすく（独占禁止法

域外適用否定説の为張するように）憲法上要請される国際協調为義に反することとなるた

め属地为義が最も合致していること、その一方で、アメリカをはじめとする諸外国での競

争法の域外適用を積極的に進めている動向、並びに国内産業界からの独占禁止法域外適用

の要請等を加味して、折衷的に採られた説といえる。 

この実観的属地为義が、1980 年代前半までの日本の学説では、通説となっていた。一方、

公正取引委員会は、具体的事件においてどの説を採るかを明示することはなかった。1972

年（昭和 47 年）の三重運賃事件において、外国事業者の日本国内での契約締結行為によ

って、日本において事業活動が行われている事業分野の競争が阻害されたとして、その为

たる経済活動は日本の領域外で行っている外国事業者を被審人としており、実観的属地为

義を採用したともいえるが、上記でも見たとおり、独占禁止法の域外適用には慎重な態度

を採ったものとも評価されている。また、1979 年（昭和 54 年）の小松ビサイラス事件は、

外国事業者が事業活動の一部を日本国内で行っていることに着目として、これを被審人と

しており、これも実観的属地为義を採ったのではないかと評価されている。 

 

３ 現在の通説－効果理論 

 しかし、今日の日本の学説は、「国際慣習法上競争法の管轄権原則として効果为義の原則

が認められている」871という「今日の国際的動向から」872も、「効果为義の原則を認めて

                                                
870 松下満雄『独占禁止法と国際取引』東京大学出版会（1970）58 頁 

871 村上政博「独占禁止法と国際ルールへの道」『ＮＢＬ』第 901 号（2009）35 頁 
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広く管轄権を及ぼした上、同一競争ルールが確立している中で、競争当局間協力を深めて

いくことの方が国際協調为義にも合致する」873ことからも、また、「日本国内での行為が

必要であると解釈すると、外国に介在者をダミー的に置いて日本独禁法を潜脱することが

容易となるし、ネット社会のバーチャル空間における諸行為をどう捉えるのかという難し

い問題も生ずる」874という实際的問題からも、行為が日本国内で行われたことを要件とし

ない効果理論が通説となっている。 

 また、实務においても、1990 年（平成２年）に公表された公正取引委員会の『独占禁止

法渉外問題研究会報告書』は、「外国企業が日本国内に物品を輸出するなどの活動を行って

おり、その活動が我が国独占禁止法違反を構成するに足る行為に該当すれば、独占禁止法

に違反して、規制の対象となると考えられる。外国企業の支店あるいは子会社が日本国内

に所在することは、独占禁止法適用上の必要条件ではない。したがって、国内市場の競争

を阻害する行為については、我が国独占禁止法違反を構成するに足る事实があれば、外国

所在企業も独占禁止法による規制の対象となると考えることが妥当である」として、効果

理論を採ることを初めて明らかにした875。 

 その後も、経済産業省の出している『不公正貿易報告書』が「各国の競争法は、本来そ

の国の市場における公正かつ自由な競争の確保、更にはその国の消費者利益の確保を保護

法益としているため」、競争法の域外適用は、「効果理論」の考え方に拠って、「国外で行わ

れた行為が、国内市場の競争に直接かつ实質的な効果をもたらす場合等に限り、行うこと

が可能であると考えられる」とし876、2008 年（平成 20 年）にまとめられた経済産業省の

『競争法の国際的な執行に関する研究会中間報告』においても「我が国やＥＵにおいても、

多尐の差異はあるものの、近年では实質的に効果理論に準ずる考え方を採用しているもの

と考えられる」877としており、さらに、公正取引委員会の竹島委員長も 2009 年（平成 21

年）３月 10 日の駐日欧州委員会代表部为催のセミナーで立法管轄権問題については効果

                                                                                                                                          
872 村上政博『独占禁止法における判審決分析の役割』商事法務（2009）287 頁 

873 村上政博「独占禁止法と国際ルールへの道」『ＮＢＬ』第 901 号（2009）35 頁、村上政博

『独占禁止法［第３版］』弘文堂（2010）87 頁 

874 白石忠志『独占禁止法』有斐閣（2006）361 頁 

875 公正取引委員会事務局編『ダンピング規制と競争政策・独占禁止法の域外適用（独占禁止

法渉外問題研究会報告書）』（1990）67 頁 

876 経済産業省通商政策局編『2007 年版 不公正貿易報告書』（2007）355 頁 

877 経済産業省「競争法の国際的な執行に関する研究会中間報告」（2008）22 頁 
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理論を適用すると明言する878など、日本の实務も効果理論を採っていることが明らかであ

る879。 

 

４ 効果理論のどの説を採るか 

 一括りに効果理論といってきたが、本家アメリカにおいても、その考え方は大きく２つ

に分けることができる。したがって、日本において効果理論を採るにしても、そのいずれ

の考え方に拠るかについても詰めておかなければならない。 

 

（１）アルコア・ハートフォード型効果理論 

 まず、アメリカ判例であるアルコア事件連邦控訴裁判所判決（1945 年）及びハートフォ

ード火災保険会社事件連邦最高裁判所判決（1993 年）の立場によると、外国における競争

法違反行為が、 

① 自国市場に实質的効果を及ぼすことを意図して行われて（意図性の要件）、 

② 自国市場に实質的に効果を及ぼしているときに、 

自国競争法が適用されることとなる。 

この基準は、効果理論の最も基本的考え方であり、その後アメリカ以外の各国において

もこの基準が受容されており、一般に効果理論と言えばこの基準を指すものとされている。 

この基準は、当初から自国市場を含む国際カルテルなど、为に自国市場を明確にその対

象市場としているときに用いられてきたものといえよう。 

 

（２）ＦＴＡＩＡ型効果理論 

 一方、アメリカの外国取引反トラスト改善法（ＦＴＡＩＡ、1982 年）の採った立場にお

いては、外国における競争法違反行為が、 

・ 直接的、实質的、合理的に予測可能な効果を自国市場に及ぼす 

ときに、自国競争法が適用されることとなる880。 

                                                
878 川合弘造「域外企業の企業結合に対する日本の独占禁止法の適用」『ＮＢＬ』第 905 号

（2009）51 頁 

879 なお、外交当局は、競争法に限らず全般的に伝統的な属地为義を支持する考えが根強い。 

880 なお、ＦＴＡＩＡには、「その効果が反トラスト法上の請求原因である場合」という第２要

件が付帯しているが、これは、アメリカにおいては私訴が認められているために付されたもの

であり、日本においては必要はない。 
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この基準によれば、（１）のアルコア・ハートフォード型効果理論とは異なり、自国市

場に効果を及ぼすことを意図して行われる必要はなく、結果として効果が及べば自国競争

法が適用されることとなる。 

よって、外国で形成・实施されるカルテルや企業結合のように純粋に外国で行われた行

為、外国で行われた（輸出カルテルのような）輸出取引のように当初から自国市場に効果

を及ぼすことを意図（認識）しているとはいえない行為も含めて、自国市場に結果が及び

さえすれば自国競争法が適用されることとなる。このような点からすれば、（１）のアルコ

ア・ハートフォード型効果理論よりは域外適用が認められやすいという側面がある。 

その一方で、単なる「实質的な効果」以上の「直接的、实質的、合理的に予測可能な効

果」と要件を加重しており、その意味では、外国との対立回避に配慮したとも言える。た

だし、何が「直接的」、「实質的」、「合理的」、「予見可能」なのかについては、ＦＴＡＩＡ

自体でも示されてはおらず、その判断基準は抽象的であり、今後議論の積み重ねが必要と

なってくるものである。 

 

（３）検討 

これまでの日本における独占禁止法の域外適用の議論を見るに、実観的属地为義を採る

のか効果理論を採るのかという議論、あるいは、当該審判はどの説を採っていると解され

るのかという分析はなされていても、具体的に、そこでいう効果理論とはどのようなもの

か、その要件・基準はどこにあるか、日本の採るべき効果理論はどのような要件なのかと

いうことについて詳細な議論をしたものは尐ない。 

 例えば、日本における域外適用の議論の嚆矢である『独占禁止法渉外問題研究会報告書』

においても、効果理論とは「自国の領土外における行為である場合にも自国内にある程度

以上の効果があれば自国の法律を適用できるとする立場である」と漠と捉えた上で、日本

でも同理論を採用すべきとの結論に導いており、その意図性の要件の有無、「直接的、实質

的、合理的に予測可能」等の要件の有無について確定させてはいない881。よって、同書が

                                                
881 公正取引委員会事務局編『ダンピング規制と競争政策・独占禁止法の域外適用（独占禁止

法渉外問題研究会報告書）』（1990）60 頁、67 頁。なお、同書の 79 頁以下でＦＴＡＩＡにつ

いても検討されているが、外国事業者に対する競争法適用の抑制基準の一形態として検討され

ている。 
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考える効果理論が、上記（１）のアルコア・ハートフォード型効果理論であったか（２）

のＦＴＡＩＡ型効果理論であったかは不明である。 

 また、『外務省委託研究報告書』では、一般論として、国際法上の「法の域外適用」につ

いて、効果理論を前提とした上で、「国家は、ある事項が自国と密接、实質的、直接かつ重

要な関連があるため、かかる事項を対象とすることが国際法及びその他の様々な側面（諸

国家の慣行、不干渉及び相互为義の原則並びに相互依存の要請も含む）に合致する場合に

は立法管轄権を有する」という「密接関連性」を法の域外適用の可否を判断する際の基本

の１つとすることが適当であるとしている882。そして、この「密接関連性」の検討要素と

して、①自国領域内で实際に生じる又は生じることが予見される「实質的影響」の規模、

深刻さ、②「实質的影響」を生じさせることについての意図（行為の実観的内容から推定

されるもの）の度合い、③直接性の度合い、④事業拠点（子会社、支店）の存在などが挙

げられている。これは、「意図」を要求している点で（１）アルコア・ハートフォード型効

果理論のようでもあり、「密接、实質的、直接かつ重要な」という要件が似ているという点

で（２）のＦＴＡＩＡ型効果理論のようでもある。また、ここにいう「関連」が「効果」

とイコールとなるのかも不明である。 

 さらに、経済産業省の『不公正貿易報告書』883では、競争法の域外適用は「国外で行わ

れた行為が、国内市場の競争に直接かつ实質的な効果をもたらす場合等に限り、行うこと

が可能である」としており、（２）のＦＴＡＩＡ型効果理論に近いもののように見えるが、

同説では「合理的」、「予測可能」の要件が欠落している。これが、意図してこれらの要件

を落としたのか、意を払わなかったに過ぎないのかについては説明がなく、不明である。 

 

（４）自説 

 まず、意図性の要件の必要性の有無については、これを必要とすると、外国で競争制限

行為を行った事業者が日本市場を害する意図を持っている場合だけにしか独占禁止法を

（域外）適用できないこととなるため、日本市場の公正な競争を確保し日本の消費者（国

民）利益を増進させるという同法の立法趣旨884にそぐわないこととなり、妥当ではないと

                                                
882 日本国際フォーラム『外務省委託研究報告書 競争法の域外適用に関する調査研究』

（2001）49 頁 
883 経済産業省通商政策局編『2010 年版 不公正貿易報告書』（2010）377 頁 

884 競争政策を考える懇談会「競争政策の「今ある姿」と「あるべき姿」」（2002）27 頁は、「我

が国独禁法の最終目標を明らかにしておく必要がある。たとえば、購買カルテルについて、(i)
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解される。また、外国で行為を行った事業者が日本市場を害する意図を持っていたか否か

を实際上確認することは非常に困難であり、かつ、その調査に当たっての外国所在資料の

収集についても、執行管轄権との関係で後述するように、非常に困難である。 

かといって、日本市場に「効果」が及べばすべて域外適用できるとするのは国際礼譲の

観点からも行き過ぎであり、「直接的、实質的、合理的に予測可能な効果が自国市場に及ぶ」

と要件を加重する（２）のＦＴＡＩＡ型効果理論が日本においても妥当なものであろう。

現在では、この（２）のＦＴＡＩＡ型効果理論が、立法管轄権原則として国際的にも一般

的に用いられているようであり885、日本においても、この基準が通説的見解となっている。 

ただし、「合理的」にはさほど意味はなく、プラチナ事件欧州第１審裁判所判決も「Ｅ

Ｃ市場に即時かつ实質的な効果を及ぼすことが予見可能である場合」として「合理的」に

ついては要件とされていないことから、要件としては不要であると解する。 

以上のことから、自説における効果理論は、 

「外国における独占禁止法違反行為が、直接的、实質的に予測可能な効果を日本市場

に及ぼすときに、独占禁止法が適用される」 

と解する。なお、プラチナ事件欧州第１審裁判所判決にいう「即時」もＦＴＡＩＡにいう

「直接的」も基本的に同一の意味と思われるが、「直接的」のほうが一般的なものであるこ

とから、自説としては「直接的」を採用することとしたい886。 

現時点においては、各要件の内容が抽象的すぎるとの批判は甘受せざるを得ないが、今

後、具体的な事件への適用の積み重ねを通じて、各要件の内容を確定させていくべきもの

と解する。 

 

５ ＦＴＡＩＡ型効果理論（自説）に拠った場合の独占禁止法の域外適用要件 

                                                                                                                                          

数量の減尐による消費者厚生の減尐と(ii)供給者側の生産者厚生の減尐のいずれを問題とする

かによって、域外の輸入カルテルの評価も変わってこよう。すなわち、(ii)の立場に立てば域内

の輸出者の利益が損なわれることをもって問題とし得るし、(i)の立場に立てば我が国からの中

間財の輸出の減尐が我が国における最終消費財の供給の減尐をもたらした場合などに限り、問

題としうることになろう。繰り返しになるが、このとりまとめは、消費者厚生の増大を競争政

策の最終目標とする立場に立つ」としている。 

885 村上政博「公的執行」『判例タイムズ』第 1304 号（2009）64 頁 

886 村上政博『独占禁止法［第３版］』弘文堂（2010）81 頁 
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 实際の事件においては、独占禁止法違反が疑われる行為について、まず、外国で行われ

た行為であっても域外適用しうるかを検討し、その後に、独占禁止法違反の要件に該当す

るかを詳細に詰めることになろうかと思われる。 

 この域外適用しうるかの要件について、自説であるＦＴＡＩＡ型効果理論に拠って改め

て明らかにしておくと、 

  ① （独占禁止法違反が疑われる）行為が外国で行われていること 

  ② 当該行為が日本市場へ直接的、实質的、かつ予測可能な効果を及ぼすこと 

    ａ 日本市場に及ぼす効果が直接的であること 

    ｂ 日本市場に及ぼす効果が实質的であること 

    ｃ 日本市場に及ぼす効果が予測可能なこと 

の順で具体的事件について検討していくこととなる。 

この①、②の要件を満たす行為について、独占禁止法違反となるか改めて詳細に検討す

ることとなるが、この検討に当たっては、一般の国内事案と同一の基準で検討すれば足り、

域外適用であるからといって特段の区別をする必要はないものと解する。 

 

（１）行為が外国で行われていること 

（独占禁止法違反が疑われる）行為が日本国外、すなわち外国で行われていることが必

要である。そもそも行為が国内で行われたものについては、独占禁止法が（直接）適用で

き、域外適用の問題とはならない。 

 

（ア）「行為」とは 

 まず、独占禁止法違反となる「行為」とは何かが問題となる。 

「行為」は関与した事業者ごとに判断するのではなく、（独占禁止法違反が疑われる）「行

為」全体を対象として判断することとなる。 

 

ア カルテルの場合 

カルテルの場合、「行為」とは、必ずしもカルテル契約の締結自体がどこで行われたか

を指すものではなく、契約締結地がどこであれ、その契約の根幹に係る重要な事項に関す

る合意（基本合意）がどこで行われたか、さらに、基本合意形成後に行われた関係事業者

間の個別の調整や会合、すなわち实施会合がどこで行われていたかも含んで考えるべきで
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ある。したがって、ここでいう「行為」とは、基本合意及び实施会合がどこで行われたか

によって判断されるというべきである。 

なお、さらに、これら基本合意、实施会合の結果を踏まえて当該商品を販売すること（实

行行為）もここにいう「行為」に含まれると考える説887もあるが、ここまで含めて考える

と広くなり過ぎ、实際上の把握・確認も困難となるので、このような实行行為までは含ま

ないと解すべきである。 

 

イ 私的独占の場合 

 単独行為（日本の私的独占（独占禁止法第３条前段）、アメリカの独占行為（シャーマン

法第２条）、ＥＵの市場支配的地位の濫用（ＥＣ条約第 82 条））の場合、「行為」とは、（略

奪的価格設定、差別的価格設定、排他的取引、抱き合わせ等の）意思決定がどこで行われ

たか、（非係争条項を含む契約、排他的購入契約等の）契約に関する基本合意がどこで行わ

れたかで判断される。 

 単独行為の場合、とりわけ事業者内部の意思決定がどこで行われたか、国外で行われた

のか国内で行われたのかについて明らかにすることは難しく、また、内部的な意思決定自

体を「行為」と把握することができるかという困難性もある。このようなことから、意思

決定や基本合意に基づく具体的な行為・事業活動、たとえば当該商品の価格設定や販売等

から違反行為であることが判明することが多いであろう。 

 たしかに「行為」がどこで行われたかを認定するのは困難であるが、これらの「行為」

に基づく具体的な行為・事業活動がとにかく日本市場に何らかの影響（効果）を及ぼして

いるのであれば、それが国内で行われた「行為」に基づくものであれば独占禁止法を直接

適用すればよく、外国で行われた「行為」に基づくものであれば域外適用すればよいわけ

であり、結果的には、いずれにしても独占禁止法を適用するという結論に差異は生じない。 

 

ウ 企業結合の場合 

 企業結合の場合には、「行為」の考え方について若干検討を加える必要を要する。一般に、

企業結合に当たる「行為」としては、合併契約の締結等、当事会社間で行われる手続や、

                                                
887 白石教授は、「行為」は、基本合意と实行行為に分けることなく、基本合意をも含めた違反

行為の全体で把握すべきとする（白石忠志「Empagran 判決と日本独禁法」『ＮＢＬ』第 796

号（2004）48 頁）。 
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株式取得手続がこれに該当するものと思われる。しかし、国際的な企業結合においては、

合併契約の締結自体は、当事会社どちらかの所在地で行われる場合もあるし、全くの第三

国で行われることもある。また、株式取得についても、同様に、当事会社どちらか（ある

いは両方）の所在地の株式市場で行われる場合もあるし、全くの第三国の株式市場で行わ

れることもある。 

 さらに、グローバルに展開する事業者が増えている現在では、事業者が本籍国以外の国

で为要な事業を行っていることも多い。 

 また、そもそも日本事業者が当事会社として関与する国際的な企業結合の場合には、独

占禁止法が直接的に適用される。 

 以上のことから、企業結合において独占禁止法を域外適用する場合の「行為が外国で行

われていること」という要件の解釈に当たっては、「行為」とは、合併契約の締結や株式取

得、为要な事業の实施等を指すのではなく、企業結合当事者である事業者の国籍に置き換

えて検討すべきではなかろうか。よって、外国事業者同士の企業結合（のみ）が「独占禁

止法の域外適用」の対象となると考えられよう。 

 なお、企業結合後の新事業者がどの国に商品を販売したかまで「行為」に含めると解す

るのは、カルテルの場合と同様、広きに失するといえよう。 

 

（イ）外国での行為者の国籍 

カルテルや私的独占の場合、外国で行われた当該行為が誰によって、どの国籍の者（事

業者）によって行われたかは問題にならない。したがって、このような外国で行われた行

為に日本事業者が参加していても、それが日本市場を標的としたものではなく、あるいは、

その影響が日本市場に波及しないものは、日本の独占禁止法の規制対象となる行為には当

たらない。 

企業結合の場合は、上記で述べたように、域外適用の対象となるのは外国事業者同士の

企業結合である888。なお、ここでいう外国事業者には、日本事業者の現地子会社も含むと

解する。 

 

                                                
888 外国事業者が日本事業者を吸収合併する場合には、三角合併の手続を利用し、外国事業者

が日本に子会社を設立し当該子会社が日本事業者を買収することとなり、これは表向きは日本
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（ウ）外国事業者と国内拠点 

 独占禁止法違反が疑われる行為が外国で行われた場合、往々にして外国事業者が関与し

ており、このような外国事業者に対して独占禁止法を適用しうるかという問題が生ずる。 

外国事業者に独占禁止法を適用する場合、すなわち外国事業者に立法管轄権を及ぼす場

合には、当該外国事業者が独占禁止法違反が疑われる行為を行っていれば同法の適用対象

とすることができ、当該事業者の支店あるいは子会社が日本国内に存在する必要はない889。 

 このような立法管轄権の及んでいる外国事業者に対し独占禁止法上の手続を開始し執行

しうるかは、執行管轄権の問題であり、これについては別項に分けて後述することとする。 

 

（２）行為が日本市場へ直接的、实質的、かつ予測可能な効果を及ぼすこと 

 従来、競争法（独占禁止法）を域外適用するための要件、すなわち“自国市場に効果が

及んでいること”の認定と、独占禁止法を实際に適用し排除措置命令等を行う際に認定す

る「一定の取引分野における競争を实質的に制限」しているか否かという实体要件、すな

わち検討対象市場の確定とは、混同して議論されることが多かったが、これらは、本来、

別次元の問題であり、それぞれ区別して考えるべきものである890。 

 よって、独占禁止法を域外適用するための要件としては、一般に、外国で行われた当該

行為が日本市場へ直接的、实質的、かつ予測可能な効果を及ぼすことを立証することで足

り、日本市場への影響について詳細に日本国内で事实認定を行うことまでは要求されない。 

 

（ア）効果を及ぼす対象が日本市場であること 

 日本の独占禁止法は「国民経済の民为的で健全な発達」（第１条）を目的としているため、

当該外国で行われた行為が日本市場を対象としているものでなければならない。ただし意

図的に日本市場を対象としている必要はなく、結果的に日本市場が対象となった場合でも

よい。 

 カルテルのうち、日本市場を含む国際市場において市場分割協定を結ぶ場合については、

当然、効果を及ぼす対象に日本市場が含まれていると解してよい。その他のカルテル、例

                                                                                                                                          

事業者同士の合併となるので、独占禁止法が直接的に適用される。逆に、日本事業者が外国事

業者を吸収合併する場合は、基本的には当該外国事業者の所在国の競争法の適用の問題となる。 

889 佐藤一雄、川五克倭、地頭所亓男『テキスト独占禁止法［新訂３版］』青林書院（2004）64

頁 

890 村上政博「公的執行」『判例タイムズ』第 1304 号（2009）64 頁 
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えば価格カルテルや、私的独占の場合においては、その効果を及ぼす対象が日本市場であ

ることを明らかに認定する必要がある。 

 また、企業結合においては、当該企業結合の効果が日本市場に及ぶことを明らかに認定

する必要がある。 

なお、独占禁止法を域外適用するための要件としての画定すべき市場は日本市場である

か否かという地理的範囲の問題のみ検討すれば足り、实体要件の場合とは異なり、厳密に

どの製品市場かまで特定する必要はない891。 

 

（イ）日本市場に効果が及んでいること（及ぶおそれのあること）－効果とは何か 

 ここでいう「効果」については、具体的定義をしている学説等はなく、漠然とした捉え

方であるが、日本市場に対する何らかの「経済的な影響」であればよいと解する。具体的

には、基本合意等の「行為」を受けて、日本市場において販売活動・販売行為を行うこと

（又は行わないこと）が实行に移されれば、「効果」があったといえる。 

この際、意図性の要件を必要としないことから、外国で行われた当該行為が日本市場を

直接の対象（標的）にした場合は当然のこととして、日本市場を標的にしたものでなく、

たまたま日本市場に波及的に効果が及んだものであってもよい。 

なお、現实に効果が及んでいなくても、及ぶおそれがある場合も含まれる。たとえば、

企業結合の場合、当該企業結合が完了すれば効果が及ぶであろうことが合理的に想定され

ればよい。 

 

（ウ）日本市場に及ぼす効果が直接的であること 

当該外国で行われた行為が日本市場における競争を实質的に制限していることをもっ

てして「直接的」か否かを判断すべきである。 

この問題に関連して、外国で行われた日本からの輸出（取引）に影響を与える行為に対

しても独占禁止法を域外適用しうるかが問題となるが、これについては、後述することと

する。 

 

（エ）日本市場に及ぼす効果が实質的であること 

                                                
891 村上政博「公的執行」『判例タイムズ』第 1304 号（2009）64 頁 
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 「効果」は現实に生じている場合だけでなく、これから生じることが推認されるもので

もよい。ただし、今後発生が生じるであろう効果については、その蓋然性が相当程度に高

いことが必要であり、これが「实質的」という要件に該当する。 

ここにいう「实質的」とは、实体要件としての「競争の实質的制限」における「实質的」

と同義であると解する。よって、实際上は、实体要件と同時に判断されることとなる。 

 

（オ）日本市場に及ぼす効果が予測可能なこと 

「予測可能」については、通常予測し得ないような形で効果が及んだ場合にまで当該事

業者に対して域外適用することは酷であることから一定の限定を付したものである。よっ

て、外国で競争制限行為を行った当該事業者にとって「予測可能」であったか否かではな

く、通常一般の常識に従って判断する。 

ただし、当該事業者が日本市場に効果を及ぼすことを意図して行為を行った場合には、

当然に「予測可能」であったと解することができる。 

 

（カ）今後の課題 

以上見てきたとおり、効果理論の各要件の細部については、实は詰まった議論がなされ

ていない。また、「直接的」「实質的」「予測可能性」の要件の全てが本当に必要であるかに

ついても、十分な議論がなされているとはいえない。 

議論が詰まっていないということは、各国競争当局がケース・バイ・ケースで対処しう

る余地を広く採っているともいえるが、同一事件に対する各国競争当局の対応が異なり衝

突が生じないようにするためにも、効果理論の各要件について詳細に詰めていく必要があ

るのではなかろうか。 

 

６ 効果理論の採用と（立法管轄権の段階での）外国との対立回避 

 アメリカにおいては、1945 年のアルコア事件判決以降の効果理論の採用による反トラス

ト法の積極的な域外適用とこれに対する諸外国の反発という動きがあり、これに対してア

メリカ国内においても国際礼譲に配慮し効果理論を抑制的に考えるべしとの考えが広まり

1976 年のティンバーレン事件判決、1979 年のマニントン・ミルズ事件判決では「管轄権

に関する合理の原則」が採用された。再び 1990 年代以降は、1993 年のハートフォード火

災保険会社事件連邦最高裁判決が効果理論を明確に採用したことに代表されるように、効
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果理論の採用による反トラスト法の積極的な域外適用を行う方針に戻り、現在に至ってい

る。このように、アメリカにおいては、効果理論の採用による積極的な域外適用と、国際

礼譲に基づく抑制的な考えの揺れの中で域外適用の理論が発達してきたといえる。ただし、

アメリカの場合は、域外適用の問題は为に私訴において行われており、政府訴訟の場合以

上に外国との为権の対立が問題となったという面もある。 

 一方、日本においては、このようなアメリカの動きを理解し把握しつつ域外適用に関す

る学説も発展してきたといえるが、实際の適用においては、近年やっと効果理論を採用す

るところから地に足のついた議論が始まったばかりであり、私訴のない大陸法系の独占禁

止法を持つ日本において、外国为権との関係、国際礼譲を如何に考えていくべきかについ

ては、实際の事例の中で議論がなされているわけではない。この問題については、今後、

ＥＵの例等を参考にしつつ、具体的な事例の積み重ねの中で、日本における独占禁止法の

域外適用と外国との対立回避の方策について検討がなされていくこととなろう。 

ただし、日本においても、独占禁止法の域外適用において効果理論を採用することそれ

自体によって、国際礼譲に配慮するという効果がある。すなわち、自国国内で行われた競

争法違反行為（例えばカルテル）であれば、その理由の如何を問わず当然違法であるとす

るのに対し、外国で行われた競争法違反行為の場合には、効果理論が適用され、外国で競

争法違反行為を行ったというだけでは違法とならず、さらに自国に何らかの効果がある場

合（すなわち、自国にインパクトがあった場合）に違法となる。 

よって、効果理論を採用するということは、そもそも、国内での競争法違反行為と国外

での競争法違反行為とで取扱いを異にし、国外での競争法違反行為の場合には要件を加重

したこととなる。これは、国際礼譲を考え、外国との対立を若干でも回避しようとするも

のであることを示している。 

 なお、執行管轄権の段階においての外国との対立回避については、後述するように、執

行協力協定の締結・運用等により各国間で調整が図られるようになってきている。 

 

第３ 独占禁止法の域外適用と適用法条 

 外国で行われた競争制限的行為に対しても日本の独占禁止法の適用を肯定するとした場

合、次に、どの条文を適用して規制するかということが問題となる。 

これまでの实務では、外国で行われた競争制限的行為に対しては、国際契約に関する独

占禁止法の規定である第６条「事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当す
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る事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。」を適用することが一般

的であった892。この第６条の特徴は、事業者が不当な取引制限又は不公正な取引方法を行

うことを禁止するというよりも、事業者がこれらに該当する事項を内容とする国際的契約

を締結することを禁止しているということにある893。また、不当な取引制限と不公正な取

引方法に限定されているため、ノーディオン事件のような私的独占に該当する国際的契約

や国際的な企業結合には適用されない。 

この第６条に基づく国際取引に関する規制は、現在、日本とそれを受け継いだ韓国の競

争法にしか見られない世界的に非常に特殊な規定であるといわれている894。 

いずれにしても、これまで国際事件に独占禁止法の適用が検討される場合においては、

まず、この第６条の適用が検討されてきたものであるので、この従来の考え方から検討す

ることとしたい。 

 

１ 第６条に関する従来の考え方 

（１）第６条の「国際的協定又は国際的契約」の意味 

 第６条の規制対象である国際的契約とは、日本事業者と外国事業者との間において締結

される（当事者の渉外性の要件）、日本と外国との間の商品、技術（特許等知的財産権）、

資本などの国際的移転を内容とする（内容の渉外性の要件）契約をいうとされてきた895。 

 

（ア）不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定・契約の代表例 

この代表例としては、マリンホース事件のように、自国市場は自国事業者が独占すると

いうホームマーケットルールを基本とした国際カルテル（国際的市場分割協定）がある。 

この場合、従来の考え方においては、国際カルテル全体を把握することはせずに、日本

の競争秩序に影響を与えている外国事業者の輸入制限は視野の外に置くこととし、日本事

業者の輸出制限の部分だけを切り離して検討して、この部分についてのみ独占禁止法を適

                                                
892 第６条の規定があることから日本では立法・司法・執行管轄権等の管轄権の考え方が未発

達となってしまったとする説もある（栗田誠「競争政策論［第３回］独占禁止法・競争政策の

国際的課題」経済研修所平成 15 年度経済研修資料、内閣府経済社会総合研究所（2003）37 頁）。 

893 松下満雄『経済法概説［第４版］』東京大学出版会（2006）231 頁 

894 村上政博「公的執行」『判例タイムズ』第 1304 号（2009）61 頁 
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用し規制してきた。そのために、「一定の取引分野」を「日本から特定の海外地域向け輸出

の取引分野」として、そこにおける日本事業者間の競争制限だけを相互拘束と構成した896。 

 なお、日本事業者の特定国（地域）への輸出急増による貿易摩擦の回避策として、日本

事業者が外国の事業者又は事業者団体との間で外国市場向け輸出数量等の制限を内容とす

る国際的な協定を締結することがあるが、この場合にも同様の構成をして第６条を適用し

てきた897。 

 

（イ）不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定・契約の代表例 

 この代表例としては、外国事業者が国際的な継続的販売契約や技術取引契約に不公正な

取引方法に該当する契約事項を含める場合がある898。 

また、国際的技術導入契約において、外国の特許・ノウハウのライセンサーが日本のラ

イセンシーに対し、再販売価格の制限、販売価格の制限、契約終了後の競争品取扱い・競

争技術採用の制限、特許消滅（ノウハウ公知）後の使用制限・实施料支払義務、研究開発

の制限、改良技術・応用技術等の譲渡・独占的实施許諾の義務付け等を行っている場合899

や、国際的技術輸出契約において、日本のノウハウのライセンサーが外国のライセンシー

に対して契約終了後日本への製品輸出を制限するような場合900も、同様に第６条の適用問

題が起こりうるとしている学説もある901。 

 

（２）第６条の「事業者」及び「……契約をしてはならない」の意味 

                                                                                                                                          
895 根岸哲、舟田正之『独占禁止法概説［第３版］』有斐閣（2006）159 頁、須網隆夫「国内事

業者と外国事業者による輸出地域・数量等の制限協定」『経済法判例・審決百選』有斐閣（2010）

184 頁 

896 公正取引委員会「輸出カルテルと国際的協定に関する独禁法の解釈について（メモ）」（昭

和 47 年８月９日）、化合繊（レーヨン糸）国際カルテル事件 

897 化合繊（アクリル紡績糸）国際カルテル事件。なお、企業結合ガイドラインが、通常、輸

出先を含めた一定の取引分野が画定されることはないとしていることとの整合性は必ずしも

明らかではない（根岸哲、舟田正之『独占禁止法概説［第３版］』有斐閣（2006）161 頁）。 

898 ノボ・インダストリー事件、小松ビサイラス事件 

899 「特許・ノウハウガイドライン」第７章第４節２(3)参照 

900 旫電化工業事件、オキシラン化学事件の２件は第 19 条と第６条の関係について問題となっ

た。 

901 根岸哲、舟田正之『独占禁止法概説［第３版］』有斐閣（2006）162 頁 
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従来の運用上、第６条の「事業者」については、日本事業者に限定して解されてきた902。

この場合の日本事業者と外国事業者とは、自然人の場合には国籍を基準として、また、法

人の場合には設立準拠地を基準として区別された。したがって、外国法人の日本支店は外

国法人の一部であるので外国事業者とみなされ、日本法人の外国支店は日本事業者の一部

とされた。他方、外国法人の日本子会社は別法人であるのでそれ自体は日本事業者とみな

され、日本法人の外国子会社はそれ自体が外国事業者とみなされた。よって、外国法人と

その 100％出資の日本子会社間の契約は国際的契約となり、この 100％出資の日本子会社

と独立の日本事業者間の契約は国内契約と扱われた903。なお、实務上、外国事業者には、

事業者のほかに事業者団体も含まれるとされてきた904。 

また、「……契約してはならない」とは、国際的協定や国際的契約の締結自体を禁止し

ており、自ら不当な取引制限や不公正な取引方法の为体となるわけではない者であっても、

それに該当する事項を内容とする国際的協定や国際的契約に参加すれば、それだけで第６

条においては違反者となると解してきた。 

例えば不当な取引制限の代表的な例である国際カルテルにおいてこの考え方を敶衍す

ると、押し付けられて当該協定への参加を余儀なくされた日本事業者や、協力者的な位置

付けで協定に参加した日本事業者は、不当な取引制限の行為为体とされないことはあって

も、不当な取引制限に該当する事項を内容とする協定をしたことにはなるといえるとされ

た905。 

 

２ 第６条と第３条（不当な取引制限）、第 19 条（不公正な取引方法）の関係 

第６条に該当する国際的協定・契約であっても、それによって不当な取引制限又は不公

正な取引方法が行われる場合には、第３条又は第 19 条によって禁止することも可能であ

るため、当初から、第６条と第３条又は第 19 条のどちらを適用すべきかについて検討さ

れてきた。 

これについては、その歴史的経緯から、次のように考え方の変遷が整理される。 

 

                                                
902 根岸哲、舟田正之『独占禁止法概説［第３版］』有斐閣（2006）159 頁 

903 村上政博『独占禁止法における判審決分析の役割』商事法務（2009）286 頁、松下満雄『経

済法概説［第４版］』東京大学出版会（2006）232 頁 

904 化合繊（アクリル紡績糸）国際カルテル事件 

905 白石忠志『独占禁止法』有斐閣（2006）356～357 頁 
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（１）立法経緯 

 アメリカでは、1945 年（昭和 20 年）のアルコア事件判決をきっかけとして、国際カル

テルに対してより積極的に反トラスト法の適用を認めるようになってきたという競争法の

一代転換期にあった。丁度このようなことから、同年に出されたポツダム宠言では、日本

に対し国際カルテルに参加しないとすることを求めることとなった。また、1945 年（昭和

20 年）に出された連合国最高司令官の『持株会社の解体に関する覚書』にも「日本政府は

日本人が私的国際カルテル又はその他の制限的私的協定若しくは取極に参加することを、

停止並びに防止するために即時、有効なる必要手段を講ずべし」と書かれていた906。なお、

これを受けて『国際的協定又ハ国際的契約ノ禁止等ニ関スル件』［昭 21 勅 33］も出された。 

 このような状況と経緯を踏まえ、1947 年（昭和 22 年）に制定された独占禁止法では、

日本への競争に関する影響を問わず日本事業者の国際カルテルへの参加をすべて禁止する

という为旨で第６条を設けたものと理解されていた907。 

 この考え方からすれば、外国事業者間で外国において形成、实施され、日本国内に影響

のないカルテルに日本事業者が参加するような場合、すなわち日本市場に实質的な影響を

及ぼさない行為も禁止されることとなってしまう。このことから、このような考え方に対

しては、当初から、国際法上の管轄権原則に照らして採用できないとする立場が強かった。

この立場からすると、第６条は、単に日本事業者の国際カルテル参加禁止を宠言している

に過ぎないとされていた（宠言説）908。 

 終戦後の外国為替管理法や外資法によって日本事業者と外国事業者の間の技術提携契約

や合弁契約について規制が行われていた当時は、第６条の役割も比較的小さかったが、そ

の後、資本の自由化が進み、外国為替管理法や外資法の規制が次第に緩和されるにつれ、

第６条の役割も重要となった909。 

 

（２）学説の展開（第６条優先適用の時代） 

 当初の第６条は、その立法経緯から不当な取引制限を内容とする国際的契約等のみを対

象としていたが、1953 年（昭和 28 年）の改正で不公正な取引方法の禁止を独占禁止法に

                                                
906 競争政策を考える懇談会「競争政策の「今ある姿」と「あるべき姿」」（2002）11頁、金五

貴嗣『独占禁止法』青林書院（2002）65 頁 

907 今村成和『独占禁止法［新版］』有斐閣（1978）186 頁 

908 村上政博「国際取引への法適用」『判例タイムズ』第 1295 号（2009）87 頁 
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取り込む一環として、第６条にも不公正な取引方法を内容とする国際的契約等も対象とさ

れることとなった。 

 学説においても第６条（第１項910）前段（不当な取引制限を内容とする国際的契約等の

禁止）と後段（不公正な取引方法を内容とする国際的契約等の禁止）に分けてその意義に

ついて検討されることが多かったので、まずはこの両者に分けて検討することとする。さ

らに、第６条前段・後段共通の問題として、外国送達規定の不備を第６条によって補って

考えようとしてきた面についても検討する。 

 

（ア）第６条前段と第３条（不当な取引制限）の関係 

ａ．注意規定説 

 不当な取引制限に該当する国際的契約は本来第３条後段に違反するが、第３条後段の文

面上このことが必ずしも明白でないので、これを明らかにするために注意的に第６条を置

いたとするのが注意規定説である911。 

 しかし、第６条には不当な取引制限を内容とする国際契約に対して第３条後段が適用さ

れることを明らかにする機能しかないとすると、第３条違反の罰則（第 89 条）が第６条

違反の罰則（第 90 条）よりも重いことが説明できない。さらに、国際的契約に含まれて

いる不当な取引制限の条項が实行され、日本の一定の取引分野における競争が实質的に制

限される場合には、第３条後段が適用されうるのは明白であり、これについて特段、注意

規定を設ける必要性もないことから同説は妥当でないとされた912。 

 

ｂ．予防規定説 

                                                                                                                                          
909 松下満雄『経済法概説［第４版］』東京大学出版会（2006）231 頁 

910 当初、第６条には国際的契約の事前届出制度を規定する第２項があったが、経済のグロー

バル化、事業者の負担軽減等の観点から、1997 年（平成９年）の改正で削除された。よって

本稿では、特段のことがない限り、第６条と言えば改正前の第６条第１項を指すものとする。 

911 瀬領真悟「国内事業者と外国事業者との輸出地域・数量制限・最低販売価格の国際協定」『独

禁法審決・判例百選［第６版］』有斐閣（2002）74 頁、根岸哲編『注釈独占禁止法』有斐閣（2009）

111 頁（瀬領真悟） 

912 松下満雄『経済法概説［第４版］』東京大学出版会（2006）233 頁 
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 当時、見解が分かれていた不当な取引制限の成立時期について、实施時説あるいは着手

時説913を採った場合においても、第６条前段は不当な取引制限を内容とする国際的契約を

締結することを禁止していることから、（不当な取引制限が成立する以前の）国際的契約締

結段階で規制できることとなるところに意義があるとする説が通説となった。この説によ

ると、第６条前段の適用範囲は第３条後段よりも広く、第６条前段は第３条後段の予防規

定的な性格を有することとなることから予防規定説914と呼ばれた。同説では、これによっ

て第３条違反の罰則（第 89 条）が第６条違反の罰則（第 90 条）よりも重いことが説明で

きるとされていた。 

 この予防規定説については、国際カルテル契約について何故に国内カルテルよりも早期

に規制する必要があるのかという基本的疑問がある915ものの、不当な取引制限の成立時期

について实施時説が学説上有力であり、かつ实務で採用されていた当時は、最も有力な学

説であった。 

 ところが、1984 年（昭和 59 年）の石油カルテル（価格協定）事件最高裁判決916が不当

な取引制限の成立時期について实施時説・着手時説を否定し合意時説を採り、以後、判例

上確立した。この合意時説によれば、不当な取引制限を内容とする国際的契約を締結した

ことがすなわち不当な取引制限の成立時期となることから、予防規定説を採るメリットは

失われた917。 

                                                
913 いずれの説も、協定によって事業活動を相互に拘束し又は遂行することによって市場にお

ける競争を制限してはじめて違反行為が成立するとする点において変わりはない。 

914 村上政博『独占禁止法における判審決分析の役割』商事法務（2009）286 頁。なお、化合

繊（レーヨン糸）国際カルテル事件勧告審決も予防規定説を採っている。 

915 白石忠志『独占禁止法』有斐閣（2006）357 頁 

916 最判昭和 59 年２月 24 日刑集 38 巻４号 1287 頁。なお、同判例について白石教授は、「精

読すれば、合意時に常に不当な取引制限が成立するとは限らないのであり、その限りでは、６

条には違反成立時期の観点から独自性があることになる」としている（白石忠志『独占禁止法』

有斐閣（2006）357 頁）。 

917 「今日でも、予防規定説は、不当な取引制限の成立時期について实施時説の当てはまる合

理の原則型の（水平的取決め、垂直的取決めを含む）共同行為について適用する可能性がない

わけではない。しかし、合理の原則型の国際的な共同行為についてのみ国内の共同行為よりも

早く契約締結時に規制できると解釈することに合理性はない。」（村上政博『独占禁止法［第３

版］』弘文堂（2010）100 頁） 
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また、そもそも、国際カルテル以外の国際的協定・契約については、その实施状況等を

認定して不当な取引制限に該当するか否かを決定するべきものである。このことからも、

協定締結時に直ちに違法とする予防規定説を採ることは正当化できない918。 

 

（イ）第６条後段と第 19 条（不公正な取引方法）の関係 

 第６条後段については、それによって日本事業者を相手方として間接的に第 19 条を域

外適用することを可能にするところに意義があるとする間接的域外適用説が通説とされた

919。 

 これについては、専ら以下に述べる外国送達規定が不備であったことを理由としている。

すなわち、第 19 条は不公正な取引方法を用いる事業者を違反行為者としているが、日本

国内に（支店、営業所、事業所等の）国内拠点を有していない外国事業者がこの不公正な

取引方法を行った場合には、当時は、外国送達規定が不備であったため、第 19 条の適用

は事实上不可能であった。 

 

（ウ）第６条と外国送達規定の不備の関係 

2002 年（平成 14 年）改正以前の独占禁止法には、外国に所在する事業者への文書送達

に関する規定がなく、外国への送達が困難であったため、その外国事業者に排除措置等を

命じることができず（外国事業者が応訴してくる場合を除く）、实効性に乏しいという問題

があった。このために、当時の学説及び公正取引委員会は、渉外問題を回避しようとする

傾向が強く、専ら第６条を運用することにより、便宜的に、契約相手方である日本事業者

のみを規制の対象にし、排除措置を命じて競争状態を回復させることとしてきたものと思

われる920。 

 しかし、独占禁止法の外国送達規定の不備を原因に、事件の一側面だけを切り取って日

本事業者のみに第６条を適用することに対しては、「外国事業者に实質的な告知と防御の

                                                
918 村上政博『独占禁止法における判審決分析の役割』商事法務（2009）286 頁 

919 根岸哲「独禁法の国際的執行・協力」日本経済法学会編『経済法講座２ 独禁法の理論と

展開（１）』三省堂（2002）129 頁 

920 根岸哲「独禁法の国際的執行・協力」日本経済法学会編著『経済法講座２ 独禁法の理論

と展開（１）』三省堂（2002）128 頁、佐藤一雄、川五克倭、地頭所亓男『テキスト独占禁止

法［新訂３版］』青林書院（2004）64 頁。このようなことから、第「６条は、域外適用を原則
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機会を与えず、法の適正手続の要請に反する」921との批判が強く、学説においても「たと

え困難はあっても、当該外国事業者に対して独禁法を域外適用するという正攻法をとるべ

きである」922とする者が多数となっていった923。また、経済のグローバリゼーション化か

ら産業界からも日本の独占禁止法を外国事業者にも適用すべきであるとの意見が強まって

きた。 

 このような流れを受けて、公正取引委員会もノーディオン事件において解釈を変更した。

本件では、従来の考え方に従えば、日本事業者がノーディオン社と不当な取引制限を内容

とする国際的契約を締結したことが第６条に違反すると法適用する事例であったといえる。

しかし、同事件勧告審決では、そのような考えを採らず、日本に拠点を有しない外国事業

者それ自体を被審人とし、直接に独占禁止法を適用した。 

このノーディオン事件勧告審決により、独占禁止法に違反する国際取引、国際的契約に

ついても、基本实体規定である第３条を適用し、第６条を適用することを避けるという法

運用が確立したものと評価される924とともに、外国送達規定を整備する独占禁止法の改正

が待たれていた。 

このような学説・实務の展開を踏まえ、2002 年（平成 14 年）の独占禁止法改正により

在外者に対する書類の送達手続の整備がなされ（旧第 69 条の２の改正）、在外者に対する

書類送達については、民事訴訟法第 108 条の外国における送達規定等を新たに準用すると

ともに（第 69 条の３（当時。現第 70 条の 17））、一定の場合には公示送達することがで

                                                                                                                                          

的に行っていないわが国の独禁法にあっては、独自的な意義をもつ。」とされた（杉浦市郎「国

際取引と独禁法」根岸哲、杉浦市郎編『経済法［第５版］』法律文化社（2010）149 頁）。 

921 根岸哲、舟田正之『独占禁止法概説［第３版］』有斐閣（2006）61 頁。同旨、岡本直貴「国

際価格カルテルに対する独占禁止法の適用（ブラウン管国際カルテル事件）」ＬＥＸ／ＤＢイ

ンターネット 速報判例解説（2010）２頁 

922 金五貴嗣『独占禁止法』青林書院（2002）66 頁 

923 なお、上記のような批判に対しては、一定の条件下で手続に参加させるという第 59 条の関

係人参加規定により外国事業者を参加させることによって回避しうるという考え方もある（例

えば松下満雄「国際取引をめぐる法構造」松下満雄、神崎克郎、岡村堯、小原喜雄『現代経済

法講座 10 国際取引と法』三省堂（1991）39頁）が、「この規定は審判手続への参加に限定さ

れていることと、公取委の意思に左右されていることから、契約の相手方などとなる外国所在

事業者の法的権利保障としては不十分である」（丹宗暁信、岸五大太郎『独占禁止手続法』有

斐閣（2002）395 頁）。 

924 村上政博『独占禁止法［第２版］』弘文堂（2000）529 頁。 
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きることとされ（第 69 条の４（当時。現第 70 条の 18））、執行管轄権上の問題を生じさ

せない形で手続を進めることが可能となった。 

なお、そもそも外国送達規定については、執行段階の問題、すなわち執行管轄権に係る

問題に過ぎず、当該事件に対し独占禁止法を適用しうるかという問題、すなわち立法管轄

権の有無の検討の段階においてこれを考慮するのは順番が異なっているといえる。まず立

法管轄権の有無を検討し、その後、立法管轄権が認められた事件に対しいかに執行管轄権

を及ぼしうるかを検討するべきである。この点について、従来は混同して議論がなされて

きたといえる。 

 

３ 現在における第６条の意義 

 以上見てきたとおり、独占禁止法制定当初から一定の間は、第６条はその存在意義を有

してきたが、その後、学説も変遷し、2002 年（平成 14 年）の独占禁止法改正により外国

への送達・外国事業者に対する公示送達が可能となり、かつ、各国が（それぞれ執行面で

協力しつつ、互いに）自国の競争法を積極的に域外適用するようになった現在では、第６

条の妥当性には議論があり、またその意義は低下しているといえる925とするのが一般的な

見解である。 

 

（１）第６条に現在でも何らかの意義を認める説 

これに対して、2002 年（平成 14 年）の法改正が行われた後も、公示送達によって外国

事業者の適正手続が保障されるのか疑問である、また、民事訴訟法第 108 条において求め

られる公正取引委員会の委託を受けて外国において送達権限を有する「管轄官庁」をどの

ように整備するのかといった問題が残されていること926、また、外国事業者に対する排除

措置命令等に係る書類送達には外国政府の承認が必要であるが外国政府がこれに応じない

可能性もあること927から、第６条には依然として存在意義があるとする見解もある。 

                                                
925 根岸哲「独禁法の国際的執行・協力」日本経済法学会編『経済法講座２ 独禁法の理論と

展開（１）』三省堂（2002）129 頁 

926 根岸哲「独禁法の国際的執行・協力」日本経済法学会編『経済法講座２ 独禁法の理論と

展開（１）』三省堂（2002）130 頁 

927 根岸哲、舟田正之『独占禁止法概説［第３版］』有斐閣（2006）159 頁 
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 しかし、そもそも、経済のグローバル化が進行しているにもかかわらず、手続法上の困

難を实体法の運用で回避しようとする従来のやり方は適当ではなく、それは手続規定の問

題点の検討を妨げ、競争政策の国際協力のための検討を遅らせるものである928といえよう。 

 また、第６条違反の刑罰が第３条より軽いのは、外国政府や外国事業者との通商摩擦の

解決手段とされるなどの事情を考慮してのことであり、その意味では、第６条の存在意義

は残っているとする説929もある。 

しかし、本来は通商摩擦という政治問題を法理論の解釈の中に持ち込むべきではないと

考えるし、また、これを検討するとしても、独禁協力協定や国際協調（ハーモナイゼーシ

ョン）の中で検討していくべき問題であろう。 

さらに、国際カルテルのうち（事件全体を検討するのではなく）比較的調査の行いやす

い日本事業者に限って処罰するという簡便さが第６条にあるのではないか930、あるいは、

手続的理由で外国事業者に实効的な法適用ができない場合や外国事業者がまったく公正取

引委員会の調査や排除措置命令に応じない場合に日本事業者だけを適用対象とすることで

一定程度の規制を行うことを可能にするなど公正取引委員会の裁量権を広くとるためには

同条を適用するほうが便利ではないのかという議論もあり得るのではなかろうかと推察さ

れる。 

しかし、現在のようにグローバル化されている中で自国法の適用のし易さのみを追求し

て事件を矮小化してしまうのは本末転倒であり、国際事件の解決は関係する各国が独禁協

力協定や国際協調（ハーモナイゼーション）の中で検討していくべき問題である。また、

公正取引委員会の裁量の余地を拡げるためにあえて包括的な条文を適用するというのは、

あまり議論としては筋が良くないものと考える。 

 

（２）第６条廃止説（自説） 

さらに積極的に、文書送達規定の整備と効果理論に基づく立法管轄権の根拠原則が確立

したことによって第６条はその役割を終えたのであって、第「６条に規定する、不当な取

引制限、不公正な取引方法を内容とする国際的契約という概念自体が、今日では体系上成

                                                
928 矢吹公敏「国際市場分割カルテルの当事者である外国事業者に対する独禁法の適用」『経済

法判例・審決百選』有斐閣（2010）187 頁 

929 岸五大太郎ほか『経済法』（第５版補訂）有斐閣（2008）379 頁 
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立しないものである」ので、日本が執行管轄権を有する外国事業者による、日本が立法管

轄権を有する海外での行為については直接第３条等を適用すべきであり、第６条による規

制は廃止し、第６条は削除すべきであるとする見解もある931。 

蓋し妥当な見解と言えよう。 

その理由の第一としては、従来の考え方では、第６条は、本来の意味での違反者である

外国事業者を名宛人とせず、当該行為の被害者である日本事業者を違反者として、それを

名宛人とする排除措置命令をすることとなるが、被害者を違反者とする考え方それ自体が

不適切である932。 

第二の理由として、第６条を適用することにより外国事業者を除外するという運用によ

り、实質の違反者である外国事業者に審決を争う機会を与えないのは不公平である。例え

ば、事件によっては、被害者である日本事業者がむしろ率先して排除措置命令を受け、当

該協定等を破棄しようとする場合があり得るが、そのような排除措置命令を行うことは、

本来の意味での違反者である外国事業者に対して適切な手続保障を与えることにはならな

い。 

マリンホース事件及びブラウン管事件の排除措置命令は、従来の考え方のように第６条

を適用するのではなく、いずれも第３条を適用した。これは、独占禁止法の改正を踏まえ

た上記のような学説の変遷に合わせて、实務においても解釈が変更され、確立されたもの

と解される933。 

 

４ 独占禁止法上、域外適用の対象となる規定と措置 

国際事件において外国事業者に対し、第６条ではなく、第３条等の個々の規定を直接的

に（域外）適用するとした場合、具体的にどの条文が適用できるのか（できないのか）が

問題となる。 

                                                                                                                                          
930 ほぼ同旨、田村次朗「国際取引と独占禁止法」金五貴嗣、川濵昇、泉水文雄編『独占禁止

法［第２版］』弘文堂（2006）370 頁 

931 村上政博『独占禁止法における判審決分析の役割』商事法務（2009）286 頁、村上政博「公

的執行」『判例タイムズ』第 1304 号（2009）61 頁、白石忠志『独禁法講義［第５版］』有斐閣

（2010）269 頁、滝川敏明「国内事業者と外国事業者団体との国際協定」『独禁法審決・判例

百選［第６版］』有斐閣（2002）73 頁 

932 白石忠志『独占禁止法』有斐閣（2006）357 頁 
933 岡本直貴「国際価格カルテルに対する独占禁止法の適用（ブラウン管国際カルテル事件）」

ＬＥＸ／ＤＢインターネット 速報判例解説（2010）２頁 
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（１）広範に域外適用を認める説 

この点につき、「条文上、国内の事業者についてのみ適用を行う旨明記されている場合

を除き、域外適用をすることができる」934とするものもある。この説からは、不当な取引

制限（第３条後段）、私的独占（第３条前段）、不公正な取引方法（第 19 条）、企業結合な

ど为要な規制はすべて域外適用が可能ということになる。 

 

（２）各国競争法に共通の部分に限定して域外適用を認める説（自説） 

しかしながら、そもそも、独占禁止法（競争法）の域外適用に関しては、アメリカをは

じめとする各国が事例の積み重ねの中で築き上げてきた理論であるため、どの規定や措置

が域外適用の対象となるのかについて、明確な基準はない。このことから、どの国の事業

者にとっても闇討ちとならず、想定しうる規定、すなわち、どの国の競争法にも規定され

ている最大公約数的な部分については、域外適用の対象となると考えてもよいものと思わ

れる。 

实際、国際的にも、域外適用される競争法（競争ルール）とは、単独行為規制、共同行

為規制、企業結合規制に限定されており、各国独自のルールまでは必ずしも域外適用の対

象ルールとするものではないとされている。 

 以下、自説に従って、独占禁止法上の規定を分類することとする。 

 

（３）域外適用の対象となる規定と措置 

日本の独占禁止法上、第３条（私的独占の禁止と不当な取引制限の禁止）及び第 15 条

第１項第１号（一定の取引分野における競争を实質的に制限することとなる企業結合の禁

止）は、外国で行われた違反行為が日本市場に直接的、实質的かつ予測可能な効果を及ぼ

す場合には、その行為に対しても適用されることとなる（企業結合に関しては、ＢＨＰビ

リトン＝リオ・ティント事件の項で改めて検討することとしたい。）。 

                                                
934 田村次朗「国際取引と独占禁止法」金五貴嗣、川濵昇、泉水文雄編『独占禁止法［第２版］』

弘文堂（2006）366 頁 
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これらの規定に違反した場合には、公正取引委員会は、外国でその違反行為を行った事

業者に対して、排除措置、課徴金納付を命じることができる935。 

 

（４）域外適用されない規定 

（ア）不公正な取引方法（第 19 条） 

 一方、各国独自の禁止規定、規制は域外適用しないことが国際ルールであることから、

日本独自の規定である不公正な取引方法の禁止については、基本的に域外適用する必要は

ないものと考えられる936。細かく見ても、自由競争減殺型の行為類型については第３条を

適用することで足り、第 19 条を適用する必要はない。優越的地位の濫用は、日本経済社

会の特質を反映した日本での行為を対象とする日本独自の規制であって、そもそも、域外

適用することは想定されていない。顧実誘引という消費者保護規定は、行政上の措置につ

いて域外適用する余地はあるが、現实にそのような事例が出てくる場合に顧実誘引につい

てのみ認めることで十分であると解されている。不正競争行為については、（不正競争防止

法と同様に）外国での行為にまで適用する場合には、明文でその旨規定されることが通例

であって、判例法、解釈によって域外適用を行うことは想定されていない。 

 なお、第 15 条第１項第２号（不公正な取引方法による企業結合の禁止）についても、

上記と同じ理由から基本的に域外適用する必要はないものと考えられる。このように不公

正な取引方法に基づき实現される企業結合としては、例えば競争事業者に対する内部干渉

（一般指定第 15 項）により企業結合を实現する場合や、共同の取引拒絶（一般指定第１

                                                
935 ＥＵをはじめとする大陸法系の諸国では、競争法違反に対しては、基本的に行政手続によ

って課せられる措置を行っている。そのため、域外適用される競争法上の措置も、強制手続に

よる行政上の措置である排除措置命令と行政制裁金納付命令に限定される。日本の独占禁止法

も、この大陸法系に属している。 

936 村上政博「国際取引への法適用」『判例タイムズ』第 1295 号（2009）80～81 頁、村上政

博「独占禁止法と国際ルールへの道」『ＮＢＬ』第 901 号（2009）35 頁、村上政博『独占禁止

法［第３版］』弘文堂（2010）88 頁。なお、村上教授は、そもそも従来第 19 条を適用してき

た案件は大体において第３条において説明できるとしており、第 19 条を適用しなければなら

ないような純然たる事件のみ域外適用は不可能だとしている（村上政博「独占禁止法の域外適

用」国際取引法フォーラム６月例会講演（2010））。また、「19 条については、反競争的行為を

行う者が日本の領域に所在する場合も反競争的行為の被害（効果）を受ける者が日本の領域に

所在する場合も共に適用可能であると解しておきたい（尐なくとも、前者は問題ないであろ

う）」とする者もある（土田和博「独占禁止法の域外適用と管轄権抵触・競合の調整方法」『独
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項）や優越的地位の濫用（同第 13 項）により相手方の事業活動を困難にさせて企業結合

を实現する場合が考えられる937。 

 

（イ）独占禁止法の刑事罰規定や民事の損害賠償責任 

 さらに、独占禁止法の刑事罰規定や民事の損害賠償責任は、域外適用の対象とならない。 

 

ア 独占禁止法の刑事罰規定 

独占禁止法第 89 条（不当な取引制限等の罪）等に基づく刑事罰は、刑法（国内犯・国

外犯の規定等）、刑事訴訟法によって規律される。刑法第１編第１章通則は「この編の規定

は、他の法令の罪についても、適用する。」（第８条）としており、独占禁止法第 89 条の

罪もこれに該当する。また、刑法上の原則について、刑法は第１条（国内犯）で「この法

律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」と規定している。独占禁止法

第 89 条の罪は、刑法第１条の例外である刑法第２条（すべての者の国外犯）、第３条（国

民の国外犯）、第４条（国民以外の者の国外犯）の対象となる罪のいずれにも列挙されてお

らず、原則通り、日本国内において犯した罪（行為）にのみ適用される938。 

 国境をまたがる犯罪行為についてどこまでの行為が「日本国内において罪を犯した」こ

とと解釈されるかについては争いがあるが、いずれにせよ（マリンホース事件のように）

各事業者の担当者がもっぱら日本国外で形成实施した国際カルテルについて、その担当者

に刑事罰が科せられることはないと考えられる939。その意味でも、日本法上独占禁止法第

89 条や同法による刑事罰が域外適用されることはない。 

 

イ 民事の損害賠償責任 

                                                                                                                                          

占禁止法の域外適用』早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）24

頁）が、明確な根拠は示されていない。 

937 根岸哲編『注釈独占禁止法』有斐閣（2009）292 頁（武田邦宠） 

938 公正取引委員会事務局編『ダンピング規制と競争政策・独占禁止法の域外適用（独占禁止

法渉外問題研究会報告書）』（1990）68 頁 
939 このような場合でも、「日本国内で生じた「影響」ないし「法益侵害」が当該犯罪の構成要

件と解しうる場合には国内犯とすることができ、例えば国外で日本市場を対象としたカルテル

を締結し、それを实施した場合は独占禁止法の「不当な取引制限」の構成要件該当事实の一部

と見ることができ、国内犯とすることができる」とする説もある（鈴木恭蔵「消費者保護法制

の国際的適用範囲に対する競争法分野の域外適用からの考察」『東海法学』第 28 号（2002）123

頁）が、「影響」という不明確な事象を構成要件の判断に加えるのは妥当ではない。 
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民法第 709 条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害

した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定している。独占禁止法

第 25 条の独占禁止法違反による無過失損害賠償責任は、民法第 709 条の不法行為による

損害賠償責任の特例を定めたものであるので、民法第 709 条に準じて適用される940。 

民法第 709 条（不法行為）による損害賠償責任及び独占禁止法第 25 条による損害賠償

責任は、民法、国際私法（法の適用に関する通則法第 17 条等）、民事訴訟法によって規律

される。民事訴訟法第４条は普通裁判籍について被告の住所と定め、また民事訴訟法第５

条第９号は特別裁判籍について不法行為地と定めている。また、最高裁判決は、日本の民

事訴訟法の規定する裁判籍のいずれかが日本国内にあるときは、原則として、被告を日本

の裁判権に服させるのが相当であるが、日本で裁判を行うことが当事者の公平、裁判の適

正・迅速を期するという理念に反する特段の事情があると認められる場合には、日本の国

際裁判管轄を否定すべきである旨、判示している941。 

 また、民法上の不法行為について、法の適用に関する通則法第 17 条（不法行為）は、「不

法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。」

と規定しており、不法行為の結果発生地の法によるとしている942。 

以上のことから、日本国外で行われた不法行為（独占禁止法違反に該当する行為）によ

る違反事業者（その事業者が国内事業者、国外事業者のいずれであっても）の損害賠償責

任は、日本国内で損害が発生した場合に日本国内にいる損害を受けた者に対して負うこと

となる。 

 よって、独占禁止法を域外適用しうる場合、すなわち、「外国における独占禁止法違反行

為が、直接的、实質的に予測可能な効果を日本市場に及ぼすとき」には、被告は往々にし

て外国に所在しており、不法行為地も外国であることが多く、日本国内における「効果」

                                                
940 なお、いずれも、被害者の救済だけではなく、違反行為の抑止のために、行政的・刑事的

執行を補完するという役割もある（牛嶋龍之介「国際カルテル事件における外国購入者からの

損害賠償請求訴訟と独禁法の域外適用」『自由と正義』2010 年５月号（2010）16 頁）。 

941 ドイツ居住日本人に対する預託金請求事件（最判平成９年 11 月 11日民集 51巻 10号 4055

頁）。なお、野村美明「日本における国際裁判管轄の基本原則」『企業と法創造』第４巻第１号

（2007）235 頁以下参照。 

942 なお、同法同条ただし書は、結果発生が予見不能な場合には不法行為の行為地の法による

とし、また同法第 20 条は、明らかにより密接な関係がある他の地がある場合にはその地の法

によると定めている。 
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として具体的な損害が生じていない限り、日本の民法、独占禁止法による損害賠償請求は

し得ないこととなる943。 

 なお、アメリカにおいては、エンパグラン事件等において、国外の被害者が国外の加害

者に対し反トラスト法に基づく損害賠償請求が認められるかが争われたが、これは、アメ

リカにおいては３倍額損害賠償請求が認められるため、国外の損害者が特にアメリカにお

いて損害賠償請求を行ったものであり、日本において同様な事態が生ずるおそれは基本的

には考えられないし、そのような訴えが提起されても、認められないこととなる。 

 

第４ 一定の取引分野における競争の实質的制限 

「一定の取引分野」（検討対象市場）は、商品市場の画定、地理的範囲の画定の両面に

おいて、需要・供給の代替性の検討により行われる。このうち、独占禁止法の域外適用と

の関連で問題となるのは、地理的範囲の画定の問題である。 

欧米においては、カルテルは当然違法となり検討対象市場を画定する必要はなく、企業

結合において市場支配力を認定する際に検討対象市場の画定が問題となる。一方、日本の

独占禁止法は、カルテルにおいても企業結合においても「一定の取引分野」の画定を求め

ている（第２条、第 10 条、第 14 条、第 15 条等）。 

 また、この問題は、輸出カルテルに対しても独占禁止法が適用しうるか、国際市場（世

界市場）を認めることができるかなど、市場の地理的範囲をどう把握するかに関する個別

の論点ごとに論じられ、全体的な整理が付いていないようにも見受けられる。 

 この問題については、大きく分けて３つの見解があると思われる。 

 

Ａ．従来の通説的見解 

 国際的な事件においては第６条を優先的に適用し、外国事業者には独占禁止法を適用し

ないとする。よって、第６条の下での「一定の取引分野」の画定の問題となる。 

 

Ｂ．自国所在需要者説（近時の有力説） 

                                                
943 なお、外国裁判所が日本事業者に対して出した損害賠償判決について日本国内において執

行できるかについては、外国判決の承認・執行の一般的な原則による。アメリカ裁判所が認め

た懲罰的損害賠償の執行は日本においては認められないとする判例（最判平成９年７月 11日

民集 51 巻６号 2733 頁）があり、实損害を超える３倍額損害賠償は認められず、認められるの

は实損害に対する賠償のみとなる。 
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 「日本独禁法違反を論じ得る我が国市場とは、需要者が日本に所在する市場である」944

とし、第６条の存在の如何にかかわらず、国際的な事件であっても需要者が自国に所在す

れば、外国事業者にも独占禁止法が適用されるとする。よって、この説からは「一定の取

引分野」の画定も、第６条の下ではなく、第３条等の各实体規定の下で判断することとな

るものと思われる。 

この自国所在需要者説は、独占禁止法の保護法益の重要な一つとして「需要者保護」が

あり、日本の需要者の保護におよそ関係のない事件に独占禁止法を適用するのは適切でな

いということ、また、より正しい判断ができるのはどこの国であるかということを理由と

している945。 

 自国所在需要者説を採用する白石教授は、日本の過去の判例・学説等について検討対象

市場の画定という観点から整理し直し、同説で説明できるものは、1992 年（平成４年）に

公表されたアメリカ司法省の執行方針に対する公正取引委員会の反論文946、ノーディオン

事件勧告審決をはじめとして非常に多いが、同説で説明できないものは数尐ないとしてい

る947。また、同説に対する想定される批判として、外国所在需要者の事件が日本の独占禁

                                                
944 白石忠志「自国の独禁法に違反する国際事件の範囲（上）」『ジュリスト』1102 号（1996）

68 頁、白石忠志「自国の独禁法に違反する国際事件の範囲（下）」『ジュリスト』1103 号（1996）

116 頁。なお、白石忠志「Empagran 判決と日本独禁法」『ＮＢＬ』第 796 号（2004）46 頁は、

「Empagran 事件は、国外需要者への弊害を念頭に置いて日本独禁法違反を論ずるという、過

去の諸審決や諸警告のような立場が不適切であることを、新たな形で示したもの、ということ

ができる」としている。 

945 白石忠志「独占禁止法における複雑化と体系化」『西村利郎先生追悼・グローバリゼーショ

ンの中の日本法』商事法務（2008）450 頁。なお、白石教授は、「この新たな整理は、べつに、

珍奇な新説を導入しようというのではない。むしろ、既存の議論において結論を分けてきたキ

ーポイント（需要者の所在国）それ自体で議論を整理し、本質の上に重ねられた屋上屋である

「輸出／輸入」の二分法に頼るのをやめようというだけである。」としている。また、ここに

いう「需要者」とは「何かを売る競争における「需要者」と、何かを買う競争における「供給

者」とを総称したものである。」としている（白石忠志「自国の独禁法に違反する国際事件の

範囲（上）」『ジュリスト』1102 号（1996）69 頁）。 

946 公正取引委員会「米国の輸出を制限する反競争的行為に対する米国司法省の反トラスト法

の執行方針の変更について」（平成４年４月９日）『公正取引』500 号 53 頁 

947 白石忠志『独占禁止法』有斐閣（2006）358～359 頁。白石教授は、日本事業者の輸出競争

の制限に着目して法律構成した一連の化合繊国際カルテル事件（５件）、国際カルテルにおい

て日本所在の需要者と外国所在の需要者をまとめたかたちで論じた警告事例（人造黒鉛丸形電

極カルテル事件、国際ビタミン・カルテル事件）などは自国所在需要者説では説明できないと

している。ただし、これらの事例はいずれも課徴金の賦課を現实のものとして念頭に置いたも
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止法に違反し得ないとすれば、輸出入取引法第 33 条が一定の輸出協定を適用除外として

いることを説明できないという点を挙げ、これに対しては、適用除外規定は、独占禁止法

適用の可能性を不安に思う関係者がいる場合に制定されることもあるのであって、適用除

外規定があるからといってそれがもともと独占禁止法に違反する行為であるとは限らない

と反論している。また、自国所在需要者説を採らないと、外国に所在する需要者に向けた

取引について課徴金を課する場合が生ずることになり、他国との間に無用の摩擦を起こす

ばかりでなく、逆に、日本所在需要者に向けた取引について外国競争法が課徴金を課した

り損害賠償請求を認容したりしても反論することはできなくなるとする948。 

 

Ｃ．域外適用要件と实体要件とを区別する考え方（自説） 

 従来、独占禁止法を域外適用するための要件、すなわち“自国市場に効果が及んでいる

こと”の認定と、独占禁止法を实際に適用し排除措置命令等を行う際に認定する「一定の

取引分野における競争を实質的に制限」しているか否かという实体要件、すなわち検討対

象市場の確定とは、混同して議論されることが多かったが、これらは、本来、別次元の問

題であり、それぞれ区別して考えるべきものである949。よって、「一定の取引分野」の画

定も、第６条の下ではなく、第３条等の各实体規定の下で判断することとなる。 

 

 従来の日本における整理では、（日本の）国内市場（すなわち日本市場）、（日本からの）

輸出市場、（日本への）輸入市場に分けて議論が進められてきたので、上記３説がそれぞれ

に対してどのように考えているのか、整理することとする。 

 

１ 域外適用要件に関する問題 

（１）（日本からの）輸出市場 

日本からの輸出取引に独占禁止法が適用できるかという問題については、２つのパター

ンがあると考えられる。１つは外国において輸入カルテルが形成された場合であり、もう

１つは日本において輸出カルテルが形成された場合である。 

 

                                                                                                                                          

のではなかったため、参考にならないとしている（白石忠志『独禁法事例の勘所』有斐閣（2008）

324 頁）。 
948 白石忠志『独禁法講義［第５版］』有斐閣（2010）271 頁 
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（ア）外国において輸入カルテルが形成された場合 

日本からある製品を輸入している外国側で行われている輸入カルテル（すなわち、日本

の輸出業者を対象として外国で形成、实行された共同ボイコット、輸入制限カルテル）に

よって輸入量が制限され、輸出国である日本事業者の「輸出者の利益」が害されている場

合についても、効果理論によって日本の独占禁止法の立法管轄権が及ぶかについて問題と

なる。 

この点、アメリカは950、1995 年の『国際事業活動に関する反トラスト執行ガイドライ

ン』において、効果理論のもとで、アメリカの輸出業者を対象として外国で形成、实行さ

れた共同ボイコット、輸入制限カルテルに対しても、自国からの輸出に影響を与えるとし

てシャーマン法を適用しうるとした。従来、競争法の域外適用で論じられてきたのは、自

国市場に影響を及ぼす国外での行為についてであったのに対し、本ガイドラインで定めら

れたのは、自国市場への影響ではなくて、自国からの輸出に影響のある行為に自国競争法

を適用するというものである。 

 

Ａ．従来の通説的見解 

こうした自国の輸出を实質的に制限する国外での行為に対して、自国の輸出者に効果を

与えているとして、自国の競争法を域外適用していくアメリカの方針は、国際的にコンセ

ンサスのある効果理論の考え方の枠を超え、他の国には全く例がない。 

このようなアメリカの考え方については、アメリカ以外の各国での批判は強く、日本に

おいても、『不公正貿易報告書』は、国外で行われた行為でも、「国内市場の競争に直接的

かつ实質的な効果をもたらさない場合（例えば、輸入国側で行われている輸入カルテルに

よって、輸出国側の「輸出者の利益」が害されている場合）」にまで、競争法の域外適用を

行うことについては、「国際的に許容される範囲を超えるものである」とし、「このような

場合では、輸出国側の「輸出者の利益」を云々する以前に、当該行為によって、輸入国側

の国内市場の競争が損なわれていると考えられるので、当該輸入国の競争法の問題と考え

                                                                                                                                          
949 村上政博「公的執行」『判例タイムズ』第 1304 号（2009）64 頁 
950 1988 年に司法省が公表した『国際事業活動に関する反トラスト執行ガイドライン』では、

アメリカの輸出業者の利益を害する外国の反競争的行為であっても、アメリカ国内の消費者に

直接の影響がない限り反トラスト法は執行しない（同ガイドライン脚注 159）として、消極的

な姿勢であったが、1992 年の同ガイドラインの変更において、このような行為に対しても反

トラスト法を域外適用することを認めることに転じ、1995 年のガイドラインは、この流れを
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ることが適当である」としており951、学説上もほぼ一致してこれと同様の見解を採ってい

る952。 

 

Ｂ．自国所在需要者説 

 この場合は需要者が外国にいるものであり（需要者国外型）、自国の競争法は適用できな

い。アメリカのような考え方は、競争法の目的として需要者保護だけでなく競争者の保護

を含み、事業者が競争に参加する機会を保障されること自体が重要であるとするものであ

るが、判断が競争者保護に傾きすぎるのを防ぐため、あくまで需要者所在国の競争法のみ

を使うべきとする953。 

 

Ｃ．域外適用要件と实体要件とを区別する考え方（自説） 

 この場合は、日本市場に効果は及んでおらず、域外適用し得ない。各国の競争法は自国

の公正な競争確保を保護法益としており、例えば日本の独占禁止法も「国民経済の民为的

で健全な発達」（第１条）を目的としており、（自国の利益とまったく関わりのない場合に

も）他国の国内市場についてまで対象とするのは法の範囲を超えているといえよう。 

 

（イ）日本において輸出カルテルが形成された場合 

 日本事業者が、製品を輸出するに際して、外国市場における数量、価格等を操作するこ

とを目的としてカルテルを締結した場合に、独占禁止法が適用できるかという問題、すな

わち輸出カルテルも問題となる。 

                                                                                                                                          
引き継いだものである。 

951 経済産業省通商政策局編『2007 年版 不公正貿易報告書』（財）経済産業調査会（2007）

355 頁。なお、同書は別のページでも「特に、「輸出者利益」に基づき相手国の国内市場の在り

方に対して、反トラスト法の域外適用を行おうとする米国の政策は、」……「「効果理論」の考

え方に基づく競争法の域外適用に関する国際的なコンセンサスの範囲を超えるおそれの高い

ものであり、その範囲を超えた場合には、競争法の「過度の」域外適用に当たるというべきも

のである。競争法の過度の域外適用は、問題の解決につながるよりむしろ相手国との間により

深刻な紛争を惹起する可能性が高い。」としている（同 357 頁）。 

952 平成９年12月の産業構造審議会ＷＴＯ部会不公正貿易政策・措置調査小委員会においても、

効果理論には国際的コンセンサスがあるかとの議論において、「輸出者利益に基づく域外適用

に関する国際的コンセンサスは成立していない」とされている（同小委員会議事要旨）。 
953 白石忠志『独禁法講義［第３版］』有斐閣（2005）156 頁 
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 一般に、輸出カルテルは、輸出促進、市場開拓へのただ乗り防止、費用回収の容易化の

ために行われる場合が多い。輸出カルテルについては、これが自国市場を対象とするもの

ではないために、多くの国で、競争法の適用対象外になっている場合が多い。よって、た

とえ対象となる相手国の市場に競争上有害な影響を与える場合でも、輸出カルテルが行わ

れる国ではほとんど規制が行われないということになる954。 

特に高度成長期の日本においては、輸出先の欧米諸国との貿易摩擦（アンチ・ダンピン

グ措置や報復措置などの貿易措置の発動）を回避するために、事業者及び事業者団体が輸

出自为規制の一環として輸出カルテルを行った場合が多かった955。 

なお、輸出カルテルとの関連で、自国市場は自国事業者が独占するというホームマーケ

ットルールを基本とした国際カルテル（国際的市場分割協定）についてどう考えるかも問

題となる。 

 

Ａ．従来の通説的見解 

従来の通説及び实務は、日本事業者には第６条を適用しこれを規制するも、外国事業者

にはこれを適用しないという理論構成をしてきた。そのため、「一定の取引分野」を「日本

から特定の海外地域向け輸出の取引分野」として、そこにおける日本事業者間の競争制限

だけを相互拘束と構成せざるを得なかった。 

この場合の例として、化合繊（アクリル紡績糸）国際カルテル事件956（1972 年（昭和

47 年））がある。同件で公正取引委員会は、日本事業者と外国の事業者又は事業者団体と

                                                
954 これに対して、輸出カルテルの対象となる市場を有する相手国が、当該カルテルを域外適

用の法理によって規制するとしても、その实現には国際的な力や経済的な力が大きく関わって

くることになるので、そうした輸出カルテルは、事实上野放しということになる。国際的な関

係においては、こうした輸出カルテルの弊害を防止するために、輸出国側において登錰制度の

創設や適用除外手続の透明性を確保するための公表制度の創設などによって対応することが

考えられる。 
955 かつては、日本事業者の輸出制限が輸出入取引法に基づく独占禁止法の適用除外を受ける

輸出カルテルに該当するかという論点もあった。しかし、1997 年（平成９年）の輸出入取引

法改正により、輸出カルテルに対する独占禁止法の適用除外は、ＷＴＯのセーフガード・ルー

ルを国内法化した関税定率法第９条に基づきセーフガード協定（緊急関税制度）の实施を担保

するため又はＷＴＯの非加盟国の一手買付等に対抗するためのものに限定されており、輸出カ

ルテルが独占禁止法の適用除外を受ける余地はほとんどなくなっている（根岸哲、舟田正之『独

占禁止法概説［第３版］』有斐閣（2006）161 頁）。 

956 公取委勧告審決昭和 47 年 12月 27 日審決集 19 巻 140 頁。なお、本件化合繊（アクリル紡

績糸）国際カルテル事件に関しては、国内の輸出者の利益が害されているときには域外適用も
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の間で当該外国向け輸出における輸出数量、輸出価格、輸出地域等を制限する協定を締結

したことに対し、当該外国向け輸出取引の分野における競争を实質的に制限しているもの

であり、これは不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定を締結しているも

のであって、独占禁止法第６条第１項（当時。現第６条）に違反するとして、輸出に関す

る各協定の破棄を命じた。 

 本件のように日本事業者の輸出制限のみが内容となっているカルテル（輸出カルテル）

においては、日本市場における競争への影響はかなり間接的なものとなり（实質、ほとん

どないといってもよい）、日本の独占禁止法でどこまで規制できるのか微妙であるとの指摘

は当時からもあった957。 

 この点につき、日本市場には直接の影響を与えない輸出制限に日本の独占禁止法を適用

するためには、当該輸出制限が間接的ではあっても日本市場に何らかの影響を及ぼしてい

ることを認定する必要があるが、本件勧告審決においては理由が明示されていない。これ

については、日本事業者間の輸出カルテルは、間接的ではあっても、日本市場に必ず何ら

かの影響を及ぼしていると考えることができるとする評釈がなされている958。その根拠と

しては、この輸出カルテルにより、輸出価格の引上げと輸出量の削減がもたらされ、その

ことは必然的に日本国内向け価格と出荷量にも影響を及ぼすこととなるからであるとされ

た。また、競争制限的行為により輸出取引が自由に行えないことになれば、独占禁止法第

１条の「国民経済の民为的で健全な発達を促進することを目的」に反するので独占禁止法

を適用できるとするもの959、輸出カルテルによる日本市場への影響が軽微でも、外国市場

                                                                                                                                          

あり得るというアメリカのような積極的な解釈を採るとすれば、日本事業者だけではなく西ド

イツ事業者に対しても独占禁止法を適用できたものと思われる。 

957 村上政博『独占禁止法［第２版］』弘文堂（2000）549 頁、村上政博『独占禁止法［第３版］』

弘文堂（2010）87 頁） 

958 なお、輸出カルテルは、ＷＴＯが推進する自由貿易を妨げる重要な要素であるが、上記の

ように輸出カルテル实施事業者の本国の競争当局がこれを規制できると解すれば、「国際的カ

ルテルの規制が容易になり、ＷＴＯが現す自由貿易の理念に沿うことになる」（滝川敏明「国

内事業者と外国事業者団体との国際協定」『独禁法審決・判例百選［第６版］』有斐閣（2002）

73 頁）。 

959 矢吹公敏「国際市場分割カルテルの当事者である外国事業者に対する独禁法の適用」『経済

法判例・審決百選』有斐閣（2010）187 頁 
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への悪影響を防止するという独占禁止法の国際貢献という側面も検討すべきであるとする

もの960もある。 

 

Ｂ．自国所在需要者説 

自国所在需要者説は、需要者が外国に所在する事件は自国競争法に違反し得ない、と述

べているだけであり、輸出カルテルは自国競争法に違反し得ない、とは全く为張していな

い。輸出カルテルが国内需要者向けの競争秩序に影響をもたらしている事案において、そ

の影響の部分を端的に直視して独占禁止法を適用することは、自国所在需要者説の当然の

帰結であるとする961。 

 この自国所在需要者説をマリンホース事件のような国際カルテルに当てはめた場合につ

いて、白石教授は、「かりに全体として１個の行為であるような外観を呈していても、自国

に需要者が所在する市場に関する部分だけを切り取って、考察することになる。たとえば、

それぞれの国において地元供給者を尊重する国際的市場分割協定であるなら、日本独禁法

の観点からは、日本に所在する需要者に対して日本の供給者のみが供給できることとし外

国供給者が供給できないよう支配または拘束する行為であると捉えて、日本所在者のみを

需要者とする市場を検討対象とすることになる」としている962。この考え方によると、「一

定の取引分野」を、供給者については国境を越えた形で、一方、需要者については国内に

所在する者に限定して画定することとなる。このような画定を行う理由として、仮に需要

者についても国境を越えた形で「一定の取引分野」を画定すると、マリンホース事件のよ

うな日本事業者を含む国際カルテル事件では「国外の需要者に対する売上げについても課

徴金を課すことになり、その結果、日本は返り血を浴びる可能性があった」こと、すなわ

ち、「違反者となった日本企業が世界中の需要者から３倍額損害賠償請求を受ける」可能性

があったことが強調されている963。 

                                                
960 金五貴嗣、川濱昇、泉水文雄『独占禁止法［第２版補正版］』弘文堂（2008）369 頁 
961 白石忠志『独占禁止法』有斐閣（2006）360 頁 

962 白石忠志『独占禁止法［第２版］』有斐閣（2009）412 頁。「見かけは一個の行為であって

も、どの国に弊害をもたらすのかに応じて实は別々の行為が存在するのであって、その束がい

わゆる国際カルテルなのである」（白石忠志「Empagran 判決と日本独禁法」『ＮＢＬ』第 796

号（2004）47 頁）。 
963 白石忠志「独占禁止法における複雑化と体系化」『西村利郎先生追悼・グローバリゼーショ

ンの中の日本法』商事法務（2008）452 頁 
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したがって、この自国所在需要者説によれば、供給者、すなわち国際カルテルに関わっ

ている事業者に日本事業者が入っていようがいまいが、それは独占禁止法を適用するかど

うかには関係なく、独占禁止法は、日本に所在する需要者に係る競争を实質的に制限する

行為に対して適用されるのである。 

 

Ｃ．域外適用要件と实体要件とを区別する考え方（自説） 

 この点、自説からは、日本市場に効果が及んでいるか否かで判断し、日本市場に効果が

及んでいれば域外適用を肯定し、日本市場に効果が及んでいなければ域外適用は否定すべ

きものと考える。 

すなわち、化合繊（アクリル紡績糸）国際カルテル事件のような場合は、日本の消費者

の利益を害しているものではないので独占禁止法を適用する場面ではなく、そもそも、自

国の消費者の利益を害されたとする側（本件でいえば西ドイツ）が自国の競争法を適用す

ればよい問題である。 

实際上の問題としては、本件の当時は独占禁止法の域外適用に対して消極的であったた

め国際カルテルに対しても第６条を適用して日本事業者のみを規制対象とせざるを得なか

ったという事情がある。また、競争法協力協定が不備であったため相手国側の事業者に対

する調査・情報収集が困難であったという執行管轄権上の問題や、相手国との国際関係、

友好関係を維持するという政治上の要請のために、自国の独占禁止法を適用することとな

ったものと思われる。 

しかし、執行管轄権上の問題は競争法協力協定の整備等を早急に行うことや各国競争当

局同士の連携とハーモナイゼーション等によって対処すべきであり、立法管轄権の段階に

おいて考慮すべき問題ではない。また、国家関係を優先して（本来適用する必要のない事

件に）自国法を適用するのは行き過ぎた“国際礼譲”といえるのではなかろうか。現在、

各国の競争法協力協定に採り入れられている積極礼譲は、①自国の市場又は重要な利益に

影響を及ぼし、かつ、②相手国の競争法に違反する行為について、相手国の競争当局に対

して調査を行い適切な措置を採ることを要請できる旨、さらに、この要請について相手国

の競争当局は誠实に対処することを規定しているだけであり、本件において、たとえ西ド

イツ（当時）がこれを要求したとしても①の要件は満たしたとしても、②の要件を満たし

ているとはいえない。第６条を理由に②の要件を満たすとするのは、第６条の制定の理由
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及び解釈の変遷等を考えると困難であり、第６条を“免罪符”として使用することはでき

ないと思われる。 

 

（２）（日本への）輸入市場 

日本への輸入取引に独占禁止法が適用できるかという問題についても、２つのパターン

があると考えられる。１つは日本国内において輸入カルテルが形成された場合であり、も

う１つは外国において日本への輸出カルテルが形成された場合である。 

 

（ア）日本国内において輸入カルテルが形成された場合 

Ａ．従来の通説的見解 

輸入市場を一定の取引分野と認定して第６条の規定が適用された国際カルテル事件は

これまでのところない。ただし、カルテルに外国事業者が参加していないため第６条は適

用されなかったが、輸入市場において第３条後段の規定が適用されたソーダ灰輸入カルテ

ル事件964がある。同事件では、旫硝子ほか３社は、日本において輸入され、かつ、供給さ

れるソーダ灰のほとんど全てを占めているところ、これら４社は、「共同して我が国へ輸入

されるソーダ灰の輸入数量、引取比率及び輸入経路を決定することにより、公共の利益に

反して、我が国のソーダ灰の輸入取引分野における競争を实質的に制限しているのであっ

て、これは」第３条後段の規定に違反するとされた。 

 

Ｂ．自国所在需要者説 

ソーダ灰輸入カルテル事件に対し、白石教授は、「買う競争が問題となった事案で、供

給者が外国に所在した。売る競争を念頭に置いた需要者自国所在説は買う競争では供給者

自国所在説となるのであるから、ともあれこの説では説明できない事例だということにな

る。ただし、この審決は、そもそも、法律構成自体に問題があったと見ることもできる。

                                                
964 公取委勧告審決昭和 58 年３月 31 日審決集 29 巻 104 頁。同事件は、日本国内のソーダ灰

製造販売事業者４社が、輸入自由化によってアメリカから割安な天然ソーダ灰（トロナ灰）が

大量に輸入されるのを防ぐため、輸入商社に協力させて、ソーダ灰の輸入数量等を制限したも

のである。本件は、購入競争を制限したものであるから、取引相手はアメリカ事業者であるが、

日本が独占禁止法を適用した。 
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需要者による協定によって購入量を減らし、需要者がみずから供給者となるような川下市

場での競争を实質的に制限した、というのが、事件の本質ではなかったか。」としている965。 

すなわち、同説からは、日本国内における輸入カルテル自体については独占禁止法違反

を問えないとしつつ、そのような輸入カルテルを形成した事業者が、さらに当該商品を日

本国内で転売した場合（实際には、往々にしてそういうこととなるが）には、そのことに

よって、「需要者が日本に所在する市場」を害し、独占禁止法が適用されることとなる。 

 

Ｃ．域外適用要件と实体要件とを区別する考え方（自説） 

 独占禁止法は「国民経済の民为的で健全な発達を促進することを目的」としていること

から（同法第１条）、違反行為を日本市場の観点から見るものであり、日本への輸入市場に

係るカルテルが行われれば当然に日本市場に効果が及ぶことになるので、これに関与した

外国事業者に対しても独占禁止法の域外適用は肯定されることになる。 

 

（イ）外国において日本への輸出カルテルが形成された場合 

このような事例としては、たとえば、外国事業者が日本向け商品の価格について協定す

る場合、外国事業者が日本向けに不当廉売を行う場合などが想定される。 

 

Ａ．従来の通説的見解 

本件について明確に触れた事例等はないが、第６条の「事業者」を日本事業者に限定し

て解釈しているため、純粋に外国において外国事業者のみが日本への輸出カルテルを形成

した場合には、独占禁止法は適用できないこととなる。ただし、同カルテルに日本事業者

が関与した場合には当該日本事業者に対してのみ第６条を適用することとなるものと思わ

れる。 

 

Ｂ．自国所在需要者説 

 自国所在需要者説は、競争制限的行為の影響を被る需要者が自国にいる場合には、当該

商品の需要者が所在する国が当該外国事業者の行う競争制限的行為について管轄権を有す

るとするものであり、本件のような場合には日本が当然に管轄権を有することとなる。 

 

                                                
965 白石忠志『独占禁止法』有斐閣（2006）359 頁 
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Ｃ．域外適用要件と实体要件とを区別する考え方（自説） 

 日本市場に効果が及ぶかどうかを基準に判断するものであり、本件のような場合には当

然に効果が及ぶこととなる。 

 

（３）国際市場（世界市場） 

Ａ．従来の通説的見解 

 これまでの国際カルテル事件及びソーダ灰輸入カルテル事件においては、いずれも日本

市場とは別に輸出市場又は輸入市場が一定の取引分野とされている。しかし、一定の取引

分野は、個別事案ごとに画定されるものであり、輸出市場又は輸入市場が常に日本市場と

は別に存在して一定の取引分野とされるわけではない966。 

通常、カルテル当事者が共謀した制限対象である地理的範囲を「一定の取引分野」とし

て捉える以上、国際カルテルの場合においても、同様にカルテル当事者が共謀した制限対

象である地理的範囲、すなわち、国境を越えた国際市場という「一定の取引分野」を画定

することができる。このように考えると、日本市場と輸出市場又は輸入市場を合わせて、

日本の領域を越えて国際市場を画定する必要がある場合もあるということになる967。 

以上のことから、従来の通説的見解968は、「わが国の市場には、わが国の国内市場だけ

ではなくわが国と諸外国との間に成立する国際市場（輸出入市場）も含まれる」と広く捉

えている969。 

                                                
966 佐藤一雄、川五克倭、地頭所亓男『テキスト独占禁止法［新訂３版］』青林書院（2004）65

頁 

967 須網隆夫「国内事業者と外国事業者による輸出地域・数量等の制限協定」『経済法判例・審

決百選』有斐閣（2010）185 頁、上杉秋則『カルテル規制の理論と实務』商事法務（2009）153

頁、山田昭雄「国際カルテルに対する規制について」『法学新報』第 109 巻 11・12 号（2003）

158 頁 

968 根岸哲、舟田正之『独占禁止法概説［第３版］』有斐閣（2006）58 頁。 
969 なお、「たとえ国際的に取引されている商品であっても、一般的に日本のユーザーは日本の

メーカーの商品に対する選好度が非常に高く、他方で、海外のユーザーは日本のメーカーの商

品に対する選好度が低いといった状況が認められる場合には、日本のユーザーから見た代替性

と海外のユーザーから見た代替性が異なることも考えられるなど、国際的に取引されている商

品であるからと言ってただちに国境を越えた地理的範囲の画定が行われるわけではないこと

に留意が必要である。」（猪熊克紀「外国会社同士の企業結合等への公正取引委員会の対応」

『独占禁止法の域外適用』早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）

57 頁） 
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その理由としては、①「一定の取引分野」が事業者間の競争が行われる場を画定するも

のである限り、現在のようにグローバル化された社会では、その範囲は国境によって当然

には区分されないはずであること、②日本市場を含む国際市場における競争制限が、日本

市場の競争を歪曲しうることを考慮すれば、独占禁止法を適用するに当たって日本市場の

競争が制限されることが必要であることと、市場が日本の領域を超えず日本市場として画

定されるべきことの間に論理的必然性は必ずしもないということ、③日本市場が当該国際

市場で大きな比率・比重を占めており当該国際市場における競争を实質的に制限すれば当

然に日本市場における競争も实質的に制限するような場合や、国際的統一価格が形成され

る事情がある場合には、（日本市場を含む）国際市場を画定するほうが現实的であること等

が挙げられる。 

さらに、④日本事業者Ａが外国事業者Ｂと国際的市場分割協定を結んだとき、日本市場

だけを「一定の取引分野」とすると、「相互拘束」のうち、「外国事業者Ｂは日本市場に輸

出しない」という拘束は視野に入るが、それと交換関係にある他方の拘束、すなわち「日

本事業者Ａは特定の外国市場に輸出しない」という拘束は視野に入らなくなってしまい、

独占禁止法上の相互拘束の要件（第２条第６項）は充足されないのではないかと考えれば、

日本市場だけでなく、日本事業者が輸出の拘束を受けている外国市場を加えて国際市場に

おいて「一定の取引分野」を画定すべきこととなる。 

また、⑤企業結合について、産業界からは、世界的に製品を供給している日本事業者同

士が国際競争力を確保するために企業結合を行おうとする場合に、国際市場を画定するこ

とができれば、全世界での市場シェア、市場集中度を計算するということになり、このよ

うに市場が日本市場から国際市場へと広く画定されればされるほど、原則として当事者の

市場シェア、市場集中度は低くなり、独占禁止法違反となる可能性も低くなるという要請

もあった970。このようなことから、2007 年（平成 19 年）改正後の企業結合ガイドライン

では、「ある商品について、内外の需要者が内外の供給者を差別することなく取引している

ような場合には、日本において価格が引き上げられたとしても、日本の需要者が、海外の

供給者にも当該商品の購入を代替しうるために、日本における価格引上げが妨げられるこ

                                                
970 栗田誠「競争政策論［第３回］独占禁止法・競争政策の国際的課題」経済研修所平成 15年

度経済研修資料、内閣府経済社会総合研究所（2003）38 頁 
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とがあり得る。このような場合には、国境を越えて地理的範囲が画定されることとなる」971

としている。 

なお、国境を越えた国際市場という「一定の取引分野」を画定することができ、構成要

件には該当するとしても、違法性判断においては、日本の独占禁止法が責任を負う日本国

内の競争秩序に評価の焦点を合わせて、その部分だけで違法性を評価することとなる972。

また、地理的市場が国境を越えて画定されることがあるとしても、独占禁止法の保護法益

は日本国内における競争の維持・促進であることから、当然のことながら、日本の地域と

はまったく関係のないところで地理的範囲が画定されることはない973。 

 

Ｂ．自国所在需要者説 

国際市場を是認するかどうかにつき、白石教授は、「日本所在の需要者と外国所在の需

要者とをまとめた「世界市場」が検討されることがあるが、そのようなときには究極的に

は日本所在需要者の市場が検討されているのであって、自国所在需要者説で説明できない

事例だということにはならない」としている974。 

たとえば、「企業結合規制においては、供給者だけでなく需要者も世界中に所在すると

いう意味での「世界市場」が取り沙汰されることもあるが、それは、需要者が日本に所在

する「日本市場」での反競争性の成否を判断するための道具として登場しているのである

に過ぎない」とする975。 

 

Ｃ．域外適用要件と实体要件とを区別する考え方（自説） 

従来の通説的見解では国際市場を認定している。しかしながら、独占禁止法は「国民経

済の民为的で健全な発達を促進することを目的」としていることから（同法第１条）、違反

行為を日本市場の観点から見るもので、グローバルな観点から見るものではない。よって、

経済のグローバル化が進行しているからといって、日本の地域的市場を越えて国際市場を

                                                
971 『企業結合に関する独占禁止法の運用指針』第２ ３ 
972 岡本直貴「国際価格カルテルに対する独占禁止法の適用（ブラウン管国際カルテル事件）」

ＬＥＸ／ＤＢインターネット 速報判例解説（2010）３頁。なお、山田昭雄「国際カルテルに

対する規制について」『法学新報』第 109 巻 11・12 号（2003）158 頁もほぼ同旨であると考

えられる。 
973 猪熊克紀「外国会社同士の企業結合等への公正取引委員会の対応」『独占禁止法の域外適

用』早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）58 頁 
974 白石忠志『独占禁止法［第２版］』有斐閣（2009）410 頁 
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画定しなければならないということはない。また、独占禁止法上の排除措置命令、課徴金

納付命令は、日本国外で執行することは想定されていないことからも、このように国際市

場を認定する意義は乏しいものと考える976。 

例えば、世界各国に製品を供給している日本事業者Ｘが、同じく世界各国に製品を供給

している外国のライバル事業者Ｙを、日本の国内市場から排除する行為を行ったときでも、

その影響（効果）を判断すべきは日本市場である。日本市場に対する影響の判断は、日本

事業者Ｘの国内シェアや、外国事業者Ｙの日本に対する輸出实績、あるいはＹの日本にお

ける販売拠点の有無と販売实績、日本国内における他のライバル事業者の有無など日本市

場に固有の競争状況に対する影響を見て行われることとなる。 

排除行為の影響がたまたまアメリカやアジアの市場に及んだとしても、それらの市場を

加えて「一定の取引分野」とする必要はない。もし、外国の市場をこれに加えて取引分野

を画定すれば、独占禁止法の違法性判断の焦点がずれて、日本市場に固有の競争状況への

影響を見誤るおそれがあるからである。 

 また、相互拘束の要件の問題から国際市場を論ずる考え方も、市場分割協定を一面的に

しか見ていないというべきである。市場分割協定とは、それぞれの事業者がそれぞれの市

場を侵さないという合意であり、（上記、従来の通説的見解のときの例でいうと）「外国事

業者Ｂは日本市場に輸出しない」（α）という拘束は「日本事業者Ａは外国事業者Ｂに日本

市場に輸出させない」（α′）という拘束と、また、「日本事業者Ａは特定の外国市場に輸

出しない」（β）という拘束は「外国事業者Ｂは日本事業者Ａに当該外国市場に輸出させな

い」（β′）という拘束と、それぞれ表裏一体となっている。この全体を日本市場という側

面から見た場合、日本事業者Ａはα′により、また、外国事業者Ｂはβにより日本市場に

おける競争を实質的に制限しているといえる977。この市場分割の合意は全体で不可分なも

のであり、この合意が認定されれば直ちに日本市場における「競争を实質的に制限するこ

と」という要件を満たすこととなると考えてよい。 

                                                                                                                                          
975 白石忠志『独禁法講義［第５版］』有斐閣（2010）271 頁 

976 矢吹公敏「国際市場分割カルテルの当事者である外国事業者に対する独禁法の適用」『経済

法判例・審決百選』有斐閣（2010）187 頁 

977 逆に事業者Ｂの所在する外国から見ると、事業者Ｂはβ′により、また、日本事業者Ａは

αにより当該外国市場における競争を实質的に制限していることとなる。これにより、Ａ、Ｂ

ともに日本及び当該外国の競争当局から排除措置命令・課徴金（制裁金）納付命令を受けるこ
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さらに、企業結合に関しても、2007 年（平成 19 年）改正後の企業結合ガイドラインが

「国境を越えて地理的範囲が画定されることとなる」可能性を認めたことによって、国際

競争力確保のために日本事業者が企業結合しやすい環境を公正取引委員会が整えたという

面はあるかもしれない。しかし、日本事業者に国際競争力を付けさせ、世界に展開させる

ためには、日本の需要者、消費者にその弊害を受忍してもらおうという考え方に立ったわ

けではない。結局、これまでと同様、公正取引委員会にとって重要なことは、日本の消費

者、需要者が価格支配力の弊害を受けるかどうかということである。したがって、公正取

引委員会が国際市場を認め、国際競争力を確保するための企業結合に対してより寛容な態

度を示したとの理解は、誤りである978。 

 なお、市場の画定における「市場」と事業者の活動範囲とは直接の関連性はなく、別の

ものである。例えば、事業者が国境を越えて競争しており、そこでの競争力確保のために

企業結合が計画される場合があるが、だからといって国境を越えた市場が画定されるもの

ではない979。 

 

（４）論点の整理 

 以上、各説の論点を整理すると、以下の表のようになる（表中の「肯定」、「否定」は独

占禁止法の適用についてを表す）。 

 従来の通説的見解 自国所在需要者説 自説 

 

 

 

 

 

外国における輸

入カルテル 

否定 否定 否定 

日本からの輸出

カルテル 

 

否定 国内需要者向けの競

争秩序に影響をもた

らしていれば肯定 

効果が日本に及ん

でいれば肯定 

                                                                                                                                          

ととなるが、このような制裁の競合については、執行管轄権における両国間の調整によって解

決すべき問題である。 

978 武田邦宠「国際的企業再編と日本の競争政策」（財）関西社会経済研究所（2007）10 頁 

979 このような事例として、三五化学及び住友化学工業の統合の事例がある（根岸哲編『注釈

独占禁止法』有斐閣（2009）294 頁（武田邦宠））。 
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輸

出

市

場 

国際的市場分割

協定 

 

 

 

第６条は日本事業

者にのみ適用。 

日本からの輸出カ

ルテルの部分のみ

切り取り、日本市場

に何らかの影響が

あるとする 

日本に需要者が所在

する市場に関する部

分だけ切り取り 

部分を切り取るこ

となく全体を見

て、日本市場に効

果が及んでいるか

否かで判断 

 

 

輸

入

市

場 

日本国内の輸入

カルテル 

肯定 輸入カルテル自体は

説明不能だが、さらに

日本国内で転売した

行為を捉えて肯定 

肯定 

日本への輸出カ

ルテル 

否定 

ただし、日本事業者

が関与した場合に

は当該日本事業者

のみ第６条適用？ 

肯定 肯定 

国際市場 

 

国際市場を肯定 国際市場は不要。国内

需要者向けの競争秩

序に影響をもたらし

ているか否かで判断 

国際市場は不要。

日本市場に効果が

及んでいるか否か

で判断 

 

（５）各説の検討 

Ａ．従来の通説的見解に対して 

 そもそも、すでに検討したとおり、外国事業者に対しても直接に第３条の規定を適用す

れば足り、第６条は廃止されるべきものである。 

 また、従来の通説的見解では、「わが国の市場には、わが国の国内市場だけではなくわが

国と諸外国との間に成立する国際市場（輸出入市場）も含まれる」あるいは「わが国の輸
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出取引または輸入取引の分野を含む」980と広く捉えているが、この考えによれば、論理的

には、外国における輸入カルテル及び日本からの輸出カルテルに対しても独占禁止法の適

用を肯定することができることとなるはずである。しかるに、同説では、これらに対して

独占禁止法を適用することに消極的である。このように論理関係を明確にしないまま、個

別論点ごとに結論が異なる点には疑問があるところである。 

 

Ｂ．自国所在需要者説に対して 

 同説では、需要者の所在国を自国に限定しており、その根拠を独占禁止法の保護法益が

「需要者保護」にあることに求めているが、確かに同法は「公正且つ自由な競争を促進し、

……以て」「一般消費者の利益を確保する」ことを目的としているが、同時に日本の「国民

経済の民为的で健全な発達を促進することを目的」としており（第１条）、たとえ需要者が

日本に所在していなくても日本の「国民経済の民为的で健全な発達」を阻害するような行

為は同法の適用対象となりうるのであり、需要者保護のみでは根拠が薄い。同条にいう自

由な競争が行われる場に需要者だけしか含まれないと解するのはやや狭く、競争者（より

正確には競争者集団）による競争が競争制限的行為によって影響を受けないことも含まれ

ると解すべきである981。 

また、日本市場を画定する以上、日本に所在する需要者を抽象的に観念、意識している

ことは当然であるが、これを強調し過ぎると实際上の困難が生じることになるのではなか

ろうか982。例えば、国際カルテルに当てはめた場合、同説は「かりに全体として１個の行

為であるような外観を呈していても、自国に需要者が所在する市場に関する部分だけを切

り取って、考察することになる」としているが、特に市場分割協定のような国際カルテル

の場合、その合意のうちある国の部分に限って判断するのは事实上無理であろう。また、

市場分割協定によって日本の需要者と直接に取引きしないという合意（いわば不作為の作

為）をした外国事業者に対しては、同説では何ら措置できないこととなる983。この点、独

                                                
980 金五貴嗣『独占禁止法』青林書院（2002）65 頁、佐藤一雄、川五克倭、地頭所亓男『テキ

スト独占禁止法［新訂３版］』青林書院（2004）63 頁 
981 土田和博「独占禁止法の域外適用と管轄権抵触・競合の調整方法」『独占禁止法の域外適用』

早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）21 頁 

982 村上政博「公的執行」『判例タイムズ』第 1304 号（2009）66 頁 

983 白石教授は、「日本独禁法違反であるとの法的評価を与えられた部分すなわち日本所在需

要者に対する売上額のみが、課徴金の対象になる」とし、「外国供給者には、検討対象市場に
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占禁止法上は、違反事業者が日本に所在する需要者と直接取引していることは何ら要件と

されておらず、日本に所在する需要者と取引していない事業者に対しても排除措置を命じ

ることができることとされており、市場分割協定のような国際カルテルに同法を域外適用

するためには、この説は採りえない。 

また、白石教授自身が指摘するように、例えば需要者が实際上はネット上に所在し所在

国という観念がそもそもない場合など、需要者の所在国の特定が難しい事案も尐なくなく、

このような場合には、自国所在需要者説では解決が困難である984。 

 さらに、欧米の競争法を見てもこのような議論を行っているものはなく、この説は、あ

くまで第６条を有しこれに基づいて処理してきた日本の实務の問題点を指摘したという点

に意義があるものであり、日本独自の理論構成に過ぎないといえよう985。この説は、国際

事件になべて第６条を適用すると考えていた時代の従来の通説的見解に対する批判として

検討されたものであり、マリンホース事件等をはじめとして第３条等を直接に域外適用す

ることとなった現在においては、その存在意義が改めて問われ直されるべきではなかろう

か。 

 

Ｃ．域外適用要件と实体要件とを区別する考え方（自説） 

 競争法（独占禁止法）を域外適用するための要件、すなわち“自国市場に効果が及んで

いること”の認定と、独占禁止法を实際に適用し排除措置命令等を行う際に認定する「一

定の取引分野における競争を实質的に制限」しているか否かという实体要件、すなわち検

                                                                                                                                          

おける売上額がないこととなり、課徴金が課せられないこととなる」としている（白石忠志『独

占禁止法［第２版］』有斐閣（2009）412 頁）。その一方で、白石教授は、四国ロードサービス

事件（勧告審決平成 14 年 12 月４日審決集 49 巻 243 頁）を援用しつつ、「他の供給者が全量

を供給することを認めて自分は辞退した、というものであっても、事案によっては、排除措置

命令や刑事罰の対象となり得てよい」ともしている（白石忠志「Empagran 判決と日本独禁法」

『ＮＢＬ』第 796 号（2004）48 頁）。 

984 白石忠志『独占禁止法［第２版］』有斐閣（2009）413 頁、白石忠志「自国の独禁法に違反

する国際事件の範囲（下）」『ジュリスト』1103 号（1996）118 頁 

985 一方、これに対して白石教授は、ＦＴＡＩＡが「輸出／輸入」の二分法を条文上採用して

いるからといって、このような二分法を条文上採用していない日本など他の国々がこの二分法

を採用する必然性は全くなく、「一九八二年に制定された一国の国内法の文言に振り回されな

ければならない必然性は、どこにもない」としている（白石忠志「自国の独禁法に違反する国

際事件の範囲（上）」『ジュリスト』1102 号（1996）73 頁）。また、「基本的には、ＥＵ競争法
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討対象市場の確定とは、本来、別次元の問題であり、それぞれ区別して考えるべきもので

ある。 

このように段階を分けて検討する立場からは、外国所在の外国事業者に独占禁止法を域

外適用しうるかという場面においては、自国市場に効果が及んでいるかということで判断

し、「一定の取引分野における競争を实質的に制限」しているか否かという場面においては、

第３条等の各实体規定の下で、国際的な事件も国内事案と同一の基準で検討すれば足りる

こととなる。 

以下、自説にしたがって「一定の取引分野」（検討対象市場）の画定について検討する。 

 

２ 「一定の取引分野」（検討対象市場）の画定 

 「一定の取引分野」（検討対象市場）のうち、地理的範囲の画定の問題については、カル

テルと企業結合という違反行為類型ごとに異なって解釈される986。なぜなら、カルテルに

おいては、参加者がカルテルを結成することにより市場支配力を形成することを企図して

おり、（実観的に認められるという意味で）地理的範囲についても明確に意図されたもので

ある一方、企業結合は当事会社の供給する製品が多種・多様であり、将来の予測を伴い、

時間的要素を必要とするものであり、その地理的範囲についても個別事案ごとに製品市場

との関連において検討を必要としているからである987。 

 

（１）カルテル 

（ア）欧米における「当然違法」基準 

競争制限を目的とすることが明らかなカルテルをアメリカの反トラスト法は「当然違

法」（per se illegal）として禁止する（シャーマン法第１条）。ＥＵ競争法も实質的に同じ

規制基準である（ＥＣ条約第 81 条）。この「当然違法」基準においては、事業者がカルテ

ルに参加したことを認定するだけで違法を認定できる。このため、価格を左右する力（市

場支配力）をカルテルに参加した事業者が有していることを、市場シェア等により認定す

ることは要求されず、したがって「一定の取引分野」を画定する必要はない。 

                                                                                                                                          

においても、検討対象市場は自国所在需要者説によってＥＵ所在需要者の市場とされている。」

としている（白石忠志『独禁法事例の勘所［第２版］』有斐閣（2010）322 頁）。 

986 村上政博「公的執行」『判例タイムズ』第 1304 号（2009）64 頁 
987 山田昭雄「国際カルテルに対する規制について」『法学新報』第 109 巻 11・12 号（2003）

158 頁 
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（イ）日本における「一定の取引分野」の画定の必要性と当然違法の原則の確立 

一方、日本の独占禁止法は第２条第６項（「不当な取引制限」の定義規定）により、協

定が「競争の实質的制限」をもたらすことを違法カルテル（不当な取引制限）認定のため

に要求している。このため公正取引委員会は、カルテル参加事業者が関係市場（「一定の取

引分野」）において有力な地位を占めることを審決において認定してきている988。 

 しかし、日本においても 1984 年（昭和 59 年）の石油カルテル（価格協定）事件最高裁

判決によって、合意によって第３条後段の不当な取引制限が成立するという合意時説が採

用されており、合意によって原則として「一定の取引分野における競争を实質的に制限す

ること」という要件が満たされるという当然違法の原則が確立している。 

公正取引委員会も、1991 年（平成３年）に公表した『流通・取引慣行に関する独占禁止

法上の指針』において、「顧実の獲得をめぐって行われる〔協調〕」及び「共同ボイコット」

は「原則として違法となる」とした989。 

したがって、国内カルテルでは、合意が認定されると直ちに「一定の取引分野における

競争を实質的に制限すること」という要件を満たすこととなる。 

 

（ウ）国際カルテルと当然違法の原則 

 外国で形成された国際カルテルについても、これと同様に考えてよいと思われる。すな

わち、その国際カルテルの形成に至る経緯、合意内容、实施行為・实施状況を具体的に詳

しく認定することにより、独占禁止法の域外適用要件を満たす（すなわち、外国における

行為が、日本市場へ直接的、实質的、かつ予測可能な効果を及ぼしている）と同時に、实

体的違反要件を満たす（すなわち、日本における当該商品取引市場における競争を实質的

に制限するものである）と認定できる990。 

                                                
988 滝川敏明「国内事業者と外国事業者団体との国際協定」『独禁法審決・判例百選［第６版］』

有斐閣（2002）73 頁 

989 滝川敏明「国内事業者と外国事業者団体との国際協定」『独禁法審決・判例百選［第６版］』

有斐閣（2002）73 頁 

990 村上政博「独占禁止法と国際ルールへの道」『ＮＢＬ』第 901 号（2009）37 頁、村上政博

「公的執行」『判例タイムズ』第 1304 号（2009）67頁、村上政博『独占禁止法［第３版］』弘

文堂（2010）94 頁 
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 よって、国際カルテルの場合、（独占禁止法の域外適用要件のうち、効果を及ぼす対象が

日本市場であることを認定できれば、残余の）域外適用要件と、实体規定の当てはめ、す

なわち、独占禁止法の違反要件とは同時に認定すればよく、日本市場における販売価格の

引上げや数量の減尐というような具体的な市場制限効果について改めて認定を行わなくと

も、「日本における○○の取引分野」における競争を实質的に制限するものであると認定す

ることができる991。 

 

（２）企業結合 

 アメリカにおいては、クレイトン法第７条が「国のいずれかの地域における商業のいず

れかの分野において競争を实質的に減殺することとな」る企業結合を規制しており、また、

ＥＵにおいても、「共同市場又はその实質的部分において、有効な競争が著しく阻害され

る」おそれがある企業結合を規制している（企業結合規則第１条第２項）。これは、日本に

おいても同じであり、「一定の取引分野における競争を实質的に制限することとなる」企業

結合が規制対象となっている（独占禁止法第 10 条第１項）。 

 よって、企業結合の場合には、アメリカ、ＥＵ及び日本のいずれの場合においても、企

業結合が行われただけでは違法ではなく、市場の画定992と、当該市場における市場支配力

を有していることを認定する必要がある。 

独占禁止法は、企業結合が日本市場の競争を实質的に制限する限り、日本事業者が外国

事業者を買収するときも、その逆の場合でも、また、外国事業者の間の企業結合でも、適

用される。これが可能となったのは、1998 年（平成 10 年）の独占禁止法改正で、企業結

合規制（第４章）の实体規定の「国内の会社」等の文言が削除されたことによる。 

 国際的な企業結合においても、「一定の取引分野」が日本市場であることには変わりはな

い。一般に、外国事業者のみが関わる企業結合においても、地理的な一定の取引分野は、

日本市場を取ることとなる。その代わり、経済のグローバル化と国内の規制緩和が進行し

ているので、輸入が競争要因として大きく考慮される傾向がある。 

 

（３）商品市場の画定 

                                                
991 村上政博『独占禁止法［第３版］』弘文堂（2010）97 頁 

992 企業結合ガイドラインは、仮定的独占者基準を用いて市場を画定している（根岸哲編『注

釈独占禁止法』有斐閣（2009）294 頁（武田邦宠））。 
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 なお、以上は市場の地理的範囲の画定に関しての議論であり、「一定の取引分野」（市場

の画定）には、地理的範囲の画定と同時に、商品の範囲、すなわち、どの商品の市場に係

る問題かという点も画定しなければならない993。 

この商品市場の画定の問題については、国内事案と同一の基準で検討すれば足りる。以

上、地理的範囲及び商品の範囲の両面を画定し、検討対象市場は「日本の（＝における）

○○取引市場」と認定されることとなる。 

 

３ 競争の实質的制限の認定 

競争の实質的制限とは、「競争自体が減尐して、特定の事業者又は事業者集団がその意

思で、ある程度自由に、価格、品質、数量、その他各般の条件を左右することによって、

市場を支配することができる状態をもたらすことをいう」994。学説上、これは市場支配力

の形成、維持、強化をもたらす場合と理解されている。市場支配力とは、産出量を削減し

て市場価格に影響を及ぼしうる力である995。 

外国で行われた行為が日本市場を直接の対象（標的）にしている場合には、外国で行わ

れる当該行為を詳細に事实認定した上で、直ちに、「日本の当該商品の取引市場」における

競争を实質的に制限すると認定されうる。 

一方、外国で行われた行為が直接に日本市場を標的にしたものでなく、たまたま日本市

場に波及的に効果が及んだ場合には、日本における競争制限効果を具体的に認定して、「日

本の当該商品の取引市場」における競争を实質的に制限すると認定することとなろう。 

 

（１）カルテル 

カルテルの場合には、「一定の取引分野」で検討したとおり、合意が認定されると直ち

に「一定の取引分野における競争を实質的に制限すること」という要件を満たすこととな

り、市場支配力の認定は必要ではない。 

 

                                                
993 「一定の取引分野は、企業結合により競争が制限されることとなるか否かを判断するため

の範囲を示すものであり、一定の取引の対象となる商品の範囲（役務を含む。）、取引の地域の

範囲等に関して、基本的には、需要者にとっての代替性という観点から判断される。」（企業結

合ガイドライン『企業結合に関する独占禁止法の運用指針』第２ １） 

994 東宝・新東宝事件判決（東京高判昭和 28 年 12 月７日審決集５巻 118 頁、高民６巻 13 号

868 頁） 
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（２）企業結合 

水平型企業結合の場合は、結合後の当事会社が単独で価格を競争価格以上に引き上げる

ことができる力を持つか否か、あるいは、価格協調行動によって価格を競争価格以上に引

き上げることができる力を持つ（又は、そのような寡占的市場構造を成立させる）か否か

によって判断される。 

一方、垂直型企業結合の場合は、狭義の市場閉鎖効果であって、为要部品や流通ルート

における力を強化することによって競争者の事業活動の継続を困難にさせる力をもつか否

かによって判断される。 

 いずれの場合においても、企業結合による市場支配力の形成、維持、強化の発生につい

て、その必然性までは必要なく、その蓋然性で足りることを意味するものとして理解され

る996。 

 

４ 「一定の取引分野における競争の实質的制限」の限界 

 いずれも企業結合に関する問題であるが、以下のような問題点も指摘されうる。 

 

（１）どの時点における「一定の取引分野における競争の实質的制限」なのか 

ＧＥ／ハネウェル事件（2004 年）では、アメリカの見解とＥＵの見解の相違が浮き彫り

になった。原告側及びアメリカの为張は「ＧＥとハネウェルが合併すると、ユーザーに対

する利便が非常に大きくなる。そうするとユーザーの利便が大きくなるのだから、競争法

上問題はないではないか」というものであった。これに対してＥＵの为張は「そういうこ

とが問題なのではなく、市場支配的地位を有する事業者が出現し、競争の可能性が尐なく

なること自体が問題である」ということであった。 

このアメリカとＥＵの見解の相違は、現在的視点か、将来的な視点かという「時」の違

いであった。すなわち、アメリカの見解は、現在製品の価格競争において問題はないとし、

ＥＵはこの企業結合により将来製品の開発競争に支障が生じるとしているのである。この

考え方の相違によって市場シェアの算定する評価要素や指標が異なったともいえ997、どの

時点での競争を規制の対象とするかという問題を投げかけた。 

                                                                                                                                          
995 根岸哲編『注釈独占禁止法』有斐閣（2009）296 頁（武田邦宠） 

996 根岸哲編『注釈独占禁止法』有斐閣（2009）296 頁（武田邦宠） 

997 池田千鶴『競争法における合併規制の目的と根拠』商事法務（2008）280 頁 
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 この問題は、日本の独占禁止法においても生ずるといえる。現在の通説的見解において

は、市場支配力についてはその蓋然性で足りるともされているが、これは現在的視点に加

えて将来的な視点も加味しているということであるのか不明確である。また、将来的な視

点も加味するとした場合、どの時点の将来まで予測するのかといった点も不明確である。 

この問題は、独占禁止法の域外適用の問題というよりも、各国の競争法が「時」の問題

についてどの時点まで視野に入れているかの相違とその調整の問題であるが、今後議論の

積み重ねが必要と考える。 

 

（２）「シナジー効果」期待型企業結合 

 事業者にとって、企業結合の目的は必ずしも市場支配力の強化だけにあるのではなく、

「シナジー効果」も重要な目的となっているものと思われる。事業者が企業結合により狙

う「シナジー効果」というのは、人材や技術、調達先、販路、場合によってはブランド等

を相互に活用することにより、事業活動の弱い部分を補完し、あるいは、強い部分をさら

に強くすることによって企業価値（収益）を向上しようというものである。 

近年の企業結合においては、専ら「シナジー効果」を为目的とし、現在扱っている为要

製品の市場支配力には影響を及ぼさない企業結合、例えば、まったくの異業種の事業者間

の企業結合なども生じるようになってきている。このような場合においても、企業価値の

向上、例えばブランド力によって、結果として将来的に他の事業者を圧迫することになり

かねない場合もある。そのような意味では、これは（１）の問題の派生系であるともいえ

る。 

このような「シナジー効果」期待型企業結合は、国境の枠を超えて行われることも多く、

企業結合規制の域外適用においては、このような企業結合形態に対応した理論構築が必要

である。 

したがって、従来のように市場の画定と市場支配力の強化のみで企業結合の違法性を判

断するというのは、こういった企業活動の实態と乖離しており、これのみでは足りない事

態も生じうる。この問題に関しても、今後の検討課題となろう。 
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第２節 各論 各事件の検討 

 

第１ マリンホース事件 

マリンホース事件は、公正取引委員会が为として外国で行われた国際カルテルにつき外

国事業者をも対象として法的措置を採った初の案件であるという点が特徴的である。 

 

１ 域外適用要件 

（１）日本初の独占禁止法の域外適用 

 改めて特定マリンホースに関する８社の国際カルテルの内容について排除措置命令の事

实認定を見てみると、合意の１アは、外国事業者６社が日本市場への不参入を日本事業者

２社と合意したものであり、そのような競争制限的合意の効果は、当然に日本国内におい

ても生じていると言える。一方、外国事業者６社は、日本に所在する需要者からの見積合

わせの提示に応じなかったが、それは、日本での販売行為を本件カルテルに参加した日本

事業者２社に委ねただけであるともいえるため、これら外国事業者６社については日本国

内での積極的行為は存在していない。また、カルテル实施のための合意、調整は、すべて

外国で行われていた。 

すなわち、本件を日本との関係から見てみると、日本市場で行動した者は日本事業者２

社だけであり、外国事業者６社は日本市場内では何ら積極的行為はしておらず、“見積合わ

せに応じなかったという事实”あるいは“不参入の合意”があるのみである。 

よって、伝統的な属地为義によった場合には、本件では外国事業者６社に対しては何ら

責めを負わせることができなかった事例であるといえる。にもかかわらず、本件排除措置

命令が日本事業者だけではなく外国事業者をも名宛人としたということは、何らかの理論

によって独占禁止法を域外適用したということである。 

 

（２）実観的属地为義か効果理論か 

以上のように、マリンホース事件の排除措置命令が初めて日本の独占禁止法を域外適用

したといえるが、同命令においては、立法管轄権行使の根拠原則として実観的属地为義と

効果理論のいずれを採用するのかは明示されなかった998。 

                                                
998 村上政博『独占禁止法における判審決分析の役割』商事法務（2009）287 頁、村上政博『独

占禁止法における判審決分析の役割』商事法務（2009）287 頁、村上政博「2008 年改正法案
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この点につき、外国事業者６社が国際カルテルの履行の一環として日本市場において

“見積合わせに応じなかったという事实”あるいは“不参入の合意”という「行為」が日

本国内で行われたということを重視すれば、価格協定を領域内で「实施」した事案にＥＵ

競争法を適用したウッドパルプ事件欧州裁判所判決（1988 年）と類似しているといえ、実

観的属地为義からでも独占禁止法の域外適用を認めることができる999。したがって、本件

命令が効果理論を採用したと断定することはできない。 

しかし、本件に限らず国際市場分割協定というものは、参加事業者の国籍を問わず各事

業者の一体的行為によってなされるものであるから、“見積合わせに応じなかったという

事实”あるいは“不参入の合意”等一部の行為を捉えて日本国内で行われたか否かを考え

るのは意味がない。また、このように解しないと、本件はたまたま日本事業者が加わった

ものであったため、“見積合わせに応じなかったという事实”あるいは“不参入の合意”等

一部の行為が日本国内で行われたと認定し易い状況であったものの、すべて外国事業者で

構成される国際市場分割協定の場合には、そのような認定はし難く、独占禁止法の域外適

用を認めることができなくなるおそれがある。 

よって、本件においても、日本事業者２社の受注調整行為（個別談合）も、外国事業者

６社の“見積合わせに応じなかったという事实”あるいは“不参入の合意”も、そのすべ

てが相俟って１つの国際市場分割協定の履行であったと解し、これら日本事業者と外国事

業者の一体的行為によって日本における競争が制限されたと認定しうる1000。 

 以上のことからするに、本件においても、効果理論から説明するのが最も自然であると

解することができよう。 

 

（３）ＦＴＡＩＡ型効果理論による当てはめ 

                                                                                                                                          

を中心とする独禁法の最新動向」『ビジネス法務』2008 年６月号(2008)６頁、須網隆夫「市場

分割を目的とした国際カルテルに対する独占禁止法の適用」ＬＥＸ／ＤＢインターネット 速

報判例解説（2008）２頁 
999 岡本直貴「国際価格カルテルに対する独占禁止法の適用（ブラウン管国際カルテル事件）」

ＬＥＸ／ＤＢインターネット 速報判例解説（2010）３頁 

1000 カルテルの一体的把握の考え方は、ガス絶縁開閉装置カルテル事件など、近時の欧州委員

会の国際カルテルに対する決定にも見られるところである（須網隆夫「市場分割を目的とした

国際カルテルに対する独占禁止法の適用」ＬＥＸ／ＤＢインターネット 速報判例解説（2008）

２頁）。 
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本件排除措置命令においては効果理論を採っているかどうかも明らかにされていない

以上、効果理論のどの立場を採っているかは明らかではない。 

そこで、自説であるＦＴＡＩＡ型効果理論に拠ることとして検討するが、自説では、①

（独占禁止法違反が疑われる）行為が外国で行われていること、及び、②当該行為が日本

市場へ直接的、实質的、かつ予測可能な効果を及ぼすことが域外適用の要件である。 

 

（ア）行為が外国で行われていること 

 「行為」とは、当該契約に係る重要な合意（基本合意）がどこで行われたか、関係事業

者間の調整や会合（实施会合）がどこで行われていたかによって判断される。 

本件では「営業担当者およびコーディネーターは、タイ王国バンコク、アメリカ合衆国

キーラーゴ及び英国ロンドンにおいて会合を開催し、コーディネーターから報告を受ける

などしていた」として、カルテルの合意及び实施のための会合は、いずれも日本国外でな

されていると認定されており、行為が外国で行われたといえる。 

 ただし、本件担当審査官解説では、「本件排除措置命令書においては、我が国に所在する

マリンホースの需要者が複数の製造販売業者等に対して見積価格の提示を求めていた旨認

定されているところ、違反行為者は、我が国に所在するマリンホースの需要者に対して見

積価格を提示するなどして、受注予定者が受注できるようにしていたものと推察される。」

1001と、日本に所在する需要者に対して見積価格を提示するというかたちで当該カルテルの

实施行為が行われた地が日本国内であったことを重視していたようにも見受けられる記載

がある。よって、基本合意が行われた地が外国であったことよりも、实施行為が日本国内

であったことを、より重視していたと思われる点には注意を要すべきである。 

 

（イ）当該行為が日本市場へ直接的、实質的、かつ予測可能な効果を及ぼすこと 

本件国際カルテルは、自国市場は自国事業者が独占するというホームマーケットルール

を基本とした典型的な国際市場分割協定であって、当初から日本市場も対象範囲に含まれ

ているといえる。实際、本件排除措置命令によると、本件国際カルテルを構成している事

業者のうち「ブリヂストン及び横浜ゴムの２社は、我が国を使用地とする特定マリンホー

スについて、各需要者に係る特定マリンホースの過去の２社の受注实績等を勘案し、２社

                                                
1001 大川進、平山賢太郎「マリンホースの製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付

命令について」『公正取引』第 693 号（2008）71 頁 
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の間の話合いにより受注予定者を決定していた。」とあり、当該国際カルテルが日本を対象

とするものであることは明らかであった。 

よって、当該行為が日本市場へ直接的、实質的、かつ予測可能な効果を及ぼすこととい

う要件も満たしており、独占禁止法の域外適用要件はいずれも満たしているといえる。 

 

２ 違反要件 

（１）「一定の取引分野」の画定 

（ア）「一定の取引分野」とは 

 本件排除措置命令では、その検討対象市場を「特定マリンホースのうち我が国に所在す

るマリンホースの需要者が発注するものの取引分野」としている1002。 

この点を捉え自国所在需要者説からは、本件排除措置命令は、自国に需要者が所在する

市場に関する部分だけを切り取って考察しているといえ1003、公正取引委員会が「我が国に

所在する需要者」を基準として検討対象市場を画定したものであるとも評価でき1004、自国

所在需要者説を採ったものとされている。 

 しかし、これに対しては、「本件（排除措置命令）は、国際カルテルであるにもかかわら

ず、一定の取引分野を日本に所在するマリンホースの需要者が発注するものの取引分野に

限定し事件を矮小化してしまったきらいがある。」1005との批判がある。 

自説からは、法令の適用においては、あたかも自国所在需要者説を採るかのように需要

者を強調する必要はなく、「日本の特定マリンホースの取引分野」とするべきであったし、

これで足りたといえる1006。 

                                                
1002 排除措置命令書「第２ 法令の適用」 

1003 須網隆夫「市場分割を目的とした国際カルテルに対する独占禁止法の適用」ＬＥＸ／ＤＢ

インターネット 速報判例解説（2008）２頁 

1004 白石忠志ブログ（http://shiraishitadashi.jp/blog/）「独占禁止法の追加情報」2008 年２月

27 日。「慎重に見れば、たしかに、公取委は自国所在需要者説を採ったわけではなく本件にお

いてたまたま自国所在需要者についてのみ論じただけである、と受け止めるべき可能性も残っ

ている。しかし、本件の結論が自国所在需要者説とぴったりと符合していることも、間違いの

ないところであろう。」（白石忠志『独禁法講義［第５版］』有斐閣（2010）272 頁） 

1005 根岸哲「課徴金減免制度とカルテル規制」『公正取引』第 696 号（2008）４頁 

1006 村上政博『独占禁止法［第３版］』弘文堂（2010）94 頁。なお、「特定マリンホース」と

いっても、そもそも日本市場と外国市場とではまったく同一の製品ではなかったし、同じ日本

の中でも、日本の一般仕様の製品と米軍基地で使われていた製品も同一のものではなかったと
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この点に関し、本件排除措置命令は、敢えて「我が国に所在する需要者」と限定し、外

国需要者との取引部分は当該外国（アメリカ、ＥＵ）の競争当局の手に委ねることにより、

重複して各国の競争法が適用される事態を避けたのではないか、とも考えられる。しかし、

もしそうだとしても、それは、为権国家は他の为権国家の为権を尊重するという「礼譲」

という概念に当たるものではなく、単に判断することを避けただけであるとの批判を免れ

ない。グローバル化された現代では、同一国際事件への各国競争法の重複適用は、何ら「不

都合」1007ではなく、各国競争当局間の国際協調、執行協力の中で解決されるべき問題であ

る。 

 

（イ）本件排除措置命令の定義の特徴 

 本件において違反者が行った協定は、マリンホースの使用地に着目したものであり、需

要者の所在国に着目したものではなかった。しかるに、本件排除措置命令の市場画定によ

れば「特定マリンホースのうち我が国に所在するマリンホースの需要者が発注するものの

取引分野」となっていることから、日本に所在する需要者が日本国外を使用地として購入

するマリンホースも検討対象市場に含まれることになる。 

 そのような事例が現に存在したとすれば、本協定によれば「コーディネーター」によっ

てイギリス、フランス、イタリア、アメリカを含めた違反者間で配分されたはずであった。

しかし、本件で課徴金納付義務があるとされたのは横浜ゴム（課徴金減免制度により全額

免除）とブリヂストンだけであった。この点につき、担当審査官解説は、「外国事業者は、

課徴金算定上の实行期間（３年間）においては、我が国に所在するマリンホースの需要者

から特定マリンホースを受注していないため、課徴金の納付を命じられなかった」として

いる1008。 

                                                                                                                                          

の指摘もある。本件の検討対象市場の画定において、地理的範囲の画定については大いに論じ

られているが、商品市場の画定についてはあまり論じられておらず、今後の検討課題といえる。 

1007 本件排除措置命令では、日本の需要者との取引を「一定の取引分野」としたので、外国の

需要者との取引は外国の競争当局に委ねることができ、問題を回避できたが、そうでなければ

各国の競争法によって、「重複」して法の適用を受けるという不都合が生じる可能性もあると

する者もあるが、上記のように、本来、各国競争法の重複は当然起こりうることであり、何ら

不都合なことではない。 

1008 大川進、平山賢太郎「マリンホースの製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付

命令について」『公正取引』第 693 号（2008）72 頁 
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 このようなことから、本件排除措置命令では、意図的に、日本に所在する需要者が日本

国外を使用地として購入するマリンホースも検討対象市場に含まれることになるとしてお

り、これは自国所在需要者説の当然の帰結であるとするものもある1009。 

 しかし、自説からは、このような場合には、それぞれの国の競争法が適用されるべきで、

独占禁止法の射程外であるといえよう。 

 

（２）一定の取引分野における競争を实質的に制限すること 

自説は、当初から日本市場を対象として含む国際カルテル（国際市場分割協定）につい

ては、その国際カルテルの形成に至る経緯、合意内容、实施行為・实施状況を具体的に詳

しく認定することにより、独占禁止法の域外適用要件を満たす（すなわち、外国における

行為が、日本市場へ直接的、实質的、かつ予測可能な効果を及ぼしている）と同時に、实

体的違反要件を満たす（すなわち、日本における当該商品取引市場における競争を实質的

に制限するものである）と認定できるとするものである。 

この点、本件排除措置命令では、「営業担当者及びコーディネーターは、タイ王国バン

コク、アメリカ合衆国キーラーゴ及び英国ロンドンにおいて会合を開催し、コーディネー

ターから報告を受けるなどしていた。」として、国際カルテル实施のための会合の存在のみ

を大まかに認定したのみであり、国際カルテル成立に至る経緯や個々の会合の中身（日時、

場所、協議内容など）については認定していなかった。 

排除措置命令は、（勧告や勧告審決の認定事实とは異なり、）違反行為を証拠によって認

定した上直ちに執行力を持つのであって、法的には欧州委員会の正式決定と同一の性格を

持つものである。よって、より詳細な事实認定を行うべきであったといえる1010。 

 

第２ ブラウン管事件 

ブラウン管事件は、違反事業者らが特定ブラウン管の販売価格について合意した価格カ

ルテルである。本件は、マリンホース事件に次ぐ域外適用事例として、公正取引委員会が

効果理論を明確に採った初の案件であるという点が特徴的である。 

 

                                                
1009 白石忠志『独禁法事例の勘所［第２版］』有斐閣（2010）317 頁 
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１ 域外適用要件 

（１）効果理論の採用 

認定によると、本件国際カルテルは、ブラウン管親会社・子会社「11 社は、共同して、

おおむね四半期ごとに次の四半期における特定ブラウン管の」テレビ現地子会社等「向け

販売価格の各社が遵守すべき最低目標価格等を設定する旨を合意」したというものであっ

た。なお、本件国際カルテルは、東南アジア地域において合意されたものであり、この特

定ブラウン管を購入したテレビ現地子会社等も東南アジア地域に所在していた。 

したがって、本件国際カルテルは、東南アジア地域を対象としたものであり、当初から

日本市場を対象として意図・認識したカルテルであるとはいえない。 

日本との関係ということからすれば、ブラウン管親会社の一部が日本に所在しており、

また、テレビ親会社も日本に所在していたという事实があるのみである。 

このような状況の中で、ブラウン管親会社（日本所在）は、上記カルテルに基づき、テ

レビ親会社（日本所在）と特定ブラウン管の価格等の取引条件の交渉及び決定を行い、こ

の決定した販売価格等をブラウン管子会社（東南アジア所在）に指示した。一方、テレビ

親会社（日本所在）も、この決定した購入価格等をテレビ現地子会社（東南アジア所在）

に指示し、テレビ現地子会社に特定ブラウン管を購入させていた。 

しかし、これらの「価格等の取引条件の交渉及び決定」や「指示」は本件カルテルに基

づいて行われた行為ではあっても、カルテルの合意それ自体を構成する行為ではない。 

以上のような事情からすれば、属地为義はもとより、実観的属地为義によっても、本件

では外国事業者に対し責めを負わせることができなかった事例であるといえる。しかるに、

本件において外国事業者に対し排除措置命令を行ったということは、公正取引委員会が、

明確に効果理論を採ったものということができる。 

ただし、排除措置命令では、立法管轄権行使の根拠原則には何ら言及されておらず、さ

らに同命令等は現在審判で係争中のため、効果理論に基づく管轄権原則の判審決による確

立までには更に時間がかかることになった1011。 

 

                                                                                                                                          
1010 村上政博「国際取引への法適用」『判例タイムズ』第 1295 号（2009）85 頁、村上政博「独

占禁止法と国際ルールへの道」『ＮＢＬ』第 901 号（2009）37 頁、村上政博『独占禁止法［第

３版］』弘文堂（2010）94 頁 

1011 村上政博「独占禁止法と国際ルールへの道」『ＮＢＬ』第 924 号（2010）31 頁 
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（２）効果理論のどの説を採るか 

本件カルテルの対象となった特定ブラウン管を購入したのは、東南アジア地域に所在す

るテレビ現地子会社であり、当初から日本市場を対象として意図・認識したカルテルであ

るとはいえない。したがって、「外国における競争法違反行為が、自国市場に实質的効果を

及ぼすことを意図して行われて、自国市場に实質的に効果を及ぼしているときに、自国競

争法が適用されることとなる」とし、意図性の要件を求めるアルコア・ハートフォード型

効果理論では、域外適用できなかった事例である。 

よって、本件命令は、「外国における競争法違反行為が、自国市場について直接的、实

質的、かつ予測可能な効果が及ぶときに、自国競争法が適用される」とするＦＴＡＩＡ型

効果理論の立場を採ったものと解される。 

 

（３）ＦＴＡＩＡ型効果理論による当てはめ 

（ア）行為が外国で行われていること 

 「行為」とは、当該契約に係る重要な合意（基本合意）がどこで行われたか、関係事業

者間の調整や会合（实施会合）がどこで行われていたかによって判断される。 

本件では、ブラウン管親会社等５社（①～⑤）並びに⑦、⑨、⑩、⑪は、遅くとも 2003

年（平成 15 年）５月 22 日ころまでに、２か月に１回程度、いずれも日本国外においてＣ

ＰＴミーティングを継続的に開催し、おおむね四半期ごとに次の四半期における特定ブラ

ウン管の現地製造子会社等向け販売価格の各社が遵守すべき最低目標価格等を設定する旨

を合意するカルテルを結んでいる。ただし、この基本合意がどこで結ばれたのかについて

は、排除措置命令書では言及されていない。 

ただし、ブラウン管親会社等５社及びブラウン管子会社等６社の計 11 社は、上記基本

合意に基づき、いずれも日本国外においてＣＰＴミーティングを継続的に開催し、最低目

標価格等を設定し、これを踏まえてテレビ親会社との間で交渉するとともに、販売価格の

状況について情報交換を行うなどして、販売価格をおおむね当該最低目標価格等を下回ら

ない価格に維持し、又は引き上げていたと認定された。 

 この認定において、「インドネシア共和国ジャカルタ市内のレストランにおいて」、「シ

ンガポール共和国、タイ王国及びマレーシアにおいて」、「インドネシア共和国、シンガポ

ール共和国、タイ王国、マレーシア又は台湾所在のホテル等において」とミーティングが
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行われた場所を明示しており、カルテルの实施のための会合は、いずれも日本国外でなさ

れており、行為が外国で行われたといえる。 

 この点、マリンホース事件では日本市場における入札談合の实施は日本国内で行われて

いたと推測されることと比べると、本件ブラウン管事件の方が渉外的要素がより強いとい

える1012。 

 したがって、当該行為が日本市場へ直接的、实質的、かつ予測可能な効果を及ぼしてい

ると認定できなければ、独占禁止法違反を問えなかったものといえる。 

 

（イ）当該行為が日本市場へ直接的、实質的、かつ予測可能な効果を及ぼすこと 

ａ．否定説（自説） 

 本件排除措置命令は「合意することにより、公共の利益に反して、特定ブラウン管の販

売分野における競争を实質的に制限していた」と認定しており、あくまでもカルテルの対

象商品は「特定ブラウン管」であり、「（特定ブラウン管を組み込んだ）ブラウン管テレビ」

ではない。 

 また、「特定ブラウン管」の日本国内での販売という事实も意図もなく、あくまでも東南

アジア地域での「特定ブラウン管」の販売に関するカルテルであった。よって、同カルテ

ルの対象市場は「東南アジア地域」であり、「日本市場」ではなかった。 

 以上のことから、従来の考え方からするに、本件行為が「特定ブラウン管の販売分野」

における「日本市場へ直接的、实質的、かつ予測可能な効果を及ぼ」しているとはいえな

いものと解する。 

 

ｂ．肯定説（公正取引委員会の立場） 

 しかるに、本件排除措置命令が独占禁止法第３条の規定に違反するとした以上、公正取

引委員会は、何らかの判断によって当該行為が日本市場へ直接的、实質的、かつ予測可能

な効果を及ぼしていると認定したものであろう。 

                                                
1012 もっとも、四半期ごとの具体的な最低目標価格等を設定した後の日本のテレビ親会社との

交渉は日本国内で行われていた可能性も否定できないことから、「日本で価格交渉が行われた

ことをもって、違反行為の一部が国内で行われたとすれば、ブラウン管事件も実観的属地为義

から説明ができないこともない」とする、ものもある（多田敏明「日本の独禁法の域外適用（公

的執行）－国際カルテル」『独占禁止法の域外適用』早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社

会型企業法制の創造（2010）47 頁。なお、多田弁護士は結論としては効果理論を採用してい

ると見るべきであるとしている。）。 
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本件排除措置命令において日本市場への「効果」が推察される記事としては、 

① テレビ現地子会社が製造した特定ブラウン管を組み込んだブラウン管テレビが日

本でも販売されていること、 

② ブラウン管の为たる直接の需要者が日本事業者であるテレビ親会社の 100％子会

社（テレビ現地子会社）であること（かつ、それを違反事業者らが認識しているこ

と）、 

③ 日本のテレビ親会社がテレビ現地子会社のブラウン管購買価格について違反事業

者と直接交渉、価格決定していたこと 

がある。 

 以上の点から、公正取引委員会は、 

・ ①の事实から、本件カルテルによって特定ブラウン管の価格が引き上げられれば、

当該特定ブラウン管を組み込んだブラウン管テレビの価格も引き上げられることに

なり、ひいては、日本におけるブラウン管テレビ購買者の利益を害している 

  ・ また、②及び③の事实から、カルテルの直接の被害者であるテレビ現地子会社と

日本のテレビ親会社を経済的に一体であると擬制し、日本のテレビ親会社が实質的

需要者であり、直接の被害を被っている1013 

と考え、日本市場へ直接的、实質的かつ予測可能な効果を及ぼしているとしたものといえ

るのではなかろうか。 

 また、实際的な理由としては、東南アジア諸国においては、競争法概念がいまだ発展途

上段階であるということがある。今回関連する諸国のうち、インドネシアとタイは 1999

年に競争法を制定しているが、マレーシアは競争法が制定されていない。また、日本は 2006

年に対マレーシア、2007 年に対タイ、2008 年に対インドネシアとの間で経済連携協定（Ｅ

ＰＡ）を結んでおり、これらのＥＰＡにはいずれも競争章が盛り込まれているが、マレー

シアには競争当局がないため、競争当局間の執行協力に関する規定を含んでいない。この

                                                
1013 栗田誠「複数国・地域の親会社とその在外子会社による国際的価格カルテルに対して排除

措置命令・課徴金納付命令が行われた事例」『ジュリスト』第 1392 号（2010）181 頁。なお、

岡本直貴「国際価格カルテルに対する独占禁止法の適用（ブラウン管国際カルテル事件）」Ｌ

ＥＸ／ＤＢインターネット 速報判例解説（2010）３頁は、上記②の要件については同じだが、

①については、ブラウン管テレビが日本で販売されているというよりも日本のテレビ親会社５

社（及びその国内販売子会社）が購入した点に注目しており、また③は要件としていない。 
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ように東南アジアにおいては、競争法概念が未発達であるため、日本の独占禁止法を域外

適用して日本のテレビ親会社の利益を守ろうとした面も否定できないのではなかろうか。 

 

ｃ．検討 

 従来、効果理論を論ずる際に、日本だけではなく、欧米においても、効果とは経済的な

影響という程度の非常に漠然としたものとして把握するに過ぎず、「効果とは何か」につい

て詰めた議論を行っては来なかった。というよりは、むしろ、議論を詰めないことにより、

外国における行為に広範に競争法を域外適用させてきたものといえよう。 

 この点について、ブラウン管事件排除措置命令は、限界事例とも思われる事件1014におい

て非常に広範に「効果」を認定したものである。 

 しかし、ＷＴＯ等の貿易交渉においては、ある製品と、その製品を部品として使用し加

工した最終生産品とは別の製品と考えるのが通常であり、本件においても、「特定ブラウン

管」と「特定ブラウン管を組み込んだブラウン管テレビ」はまったく別の製品といえ、こ

れを同一の物（製品）と考えるのは行き過ぎではなかろうか。これを認めるのであれば、

どの程度の加工までであれば同一製品となり、どこから別の製品となるのか、個別製品ご

とに明らかにしなければ、貿易上の安定性を欠くことになる。 

また、①のように日本においても当該ブラウン管テレビが販売されていたとし、排除措

置命令における公正取引委員会の認定では「大部分については」日本所在のテレビ親会社

等が「購入して国内外に販売していた」とはあるが、实際に日本国内でどれだけ販売した

のか、その過半を日本国外に再輸出したのかについてはまったく認定されておらず、不明

である。公正取引委員会は、日本所在のテレビ親会社等が購入したことをもって、日本の

保護法益を害されたと見ているのかもしれないが、独占禁止法第１条に示されている同法

の保護法益は「一般消費者の利益を確保する」とあり、本件カルテルが日本の一般消費者

にどれだけ影響を及ぼしたかで考えるべきであろう。日本における近年のテレビの販売实

績を見ると、液晶やプラズマなど薄型テレビの普及でブラウン管テレビの需要は減尐して

30 億円程度にまで落ち込んでおり、国内生産をほぼ休止している状況であることから、推

測するに、实際に日本国内におけるブラウン管テレビの販売量は着目するには値しない程

                                                
1014 村上政博『独占禁止法［第３版］』弘文堂（2010）97 頁、473 頁、村上政博「独占禁止法

と国際ルールへの道」『ＮＢＬ』第 924 号（2010）31 頁 
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度のものであったのではなかろうか。よって、日本の「一般消費者の利益」を害するには

至っていないといえる。 

このことは、排除措置命令の書きぶりを見ても明らかである。すなわち、マリンホース

事件の排除措置命令では「日本の需要者に対する通知」を求めているのに対し、ブラウン

管事件の排除措置命令では「日本の需要者に対する通知」とできずに「日本のテレビ親会

社に対する通知」と限定せざるを得なかった点から見ても、本件が日本の「一般消費者の

利益」を害するには至らなかったことを図らずも公正取引委員会自体が認めたことを如实

に示している。 

さらに、従来、欧米特にＥＵで論じられてきた「行為帰属理論」（「経済的一体性の理

論」）は、加害者側、すなわちカルテルを結んだ側において論じられ、国内において生じた

損害に対する責めを負わせるため、域内に子会社を有する外国事業者に対しても経済的に

一体であることを理由に、競争法を適用する手段として用いられたものである。しかるに

今回は、被害者側において論じ、在外子会社の受けた外国における損害も日本親会社の損

害であるとして独占禁止法を適用している。独占禁止法が国民経済の健全な発達を保護法

益とすることからすれば、外国における損害について安易に損害と認定することは、広き

に過ぎるものと思われる。 

 よって、本件は、効果理論によっても独占禁止法を域外適用すべき事例ではなかったと

解する。 

 なお、日本に対して何らかの経済的悪影響が及んでいることは確かであるとして効果理

論による独占禁止法の域外適用を認めた上で、「一定の取引分野における競争を实質的に

制限」したという違反要件の認定は困難な事例であったとする見解もあろうが、カルテル

の場合には効果理論によって独占禁止法の域外適用が認められる要件としての効果が及ぶ

市場の画定の問題と实体規定の当てはめの問題とは結果として同一になるとする立場から

は説明がしづらいこととなろう。 

 いずれにしても、本件は限界事例であり、域外適用に関する一般的理論は固まったとし

ても、現实の処理は難しい案件である。 

 

２ 違反要件 

 以上のように本件においては独占禁止法を域外適用すべきではなかったと解するが、公

正取引委員会の立場に立って、以下、違反要件についても検討することとする。 
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（１）「一定の取引分野」の画定 

本件カルテルが、公正取引委員会のいうように、効果を及ぼす対象が日本市場であるも

のとすれば、自説からは、その国際カルテルの形成に至る経緯、合意内容、实施行為・实

施状況を具体的に詳しく認定することにより、独占禁止法の域外適用要件を満たす（すな

わち、外国における行為が、日本市場へ直接的、实質的、かつ予測可能な効果を及ぼして

いる）と同時に、实体的違反要件を満たす（すなわち、日本における当該商品取引市場に

おける競争を实質的に制限するものである）と認定できることとなる。 

本件排除措置命令は、マリンホース事件の排除措置命令とは異なり、命令書の「理由 第

１事实」の２及び３において国際カルテル成立に至る経緯や個々の会合の中身（日時、場

所、協議内容など）について認定している。よって、国際カルテルの形成に至る経緯、合

意内容、实施行為・实施状況が具体的に詳しく認定されており、实体的違反要件も満たす

ものといえる。 

 

（２）市場の地理的範囲の明示の有無 

カルテルに関する従来の審決・排除措置命令においては、検討対象市場を明らかにする

際に、地理的範囲と商品の範囲の両方が明らかとなるような書きぶりをしている。例えば、

化合繊（レーヨン糸）国際カルテル事件勧告審決は「レーヨン糸の当該地域（アメリカ合

衆国の地域を除く地域）向けの輸出取引の分野における競争を实質的に制限」と、ノーデ

ィオン事件勧告審決は「我が国におけるモリブデン 99 の取引分野における競争を实質的

に制限」と、ソーダ灰輸入カルテル事件勧告審決は「我が国のソーダ灰の輸入取引分野に

おける競争を实質的に制限」と、また、マリンホース事件排除措置命令は「特定マリンホ

ースのうち我が国に所在するマリンホースの需要者が発注するものの取引分野における競

争を实質的に制限」としている。 

これに対し、本件排除措置命令は、「特定ブラウン管の販売分野における競争を实質的

に制限」とのみ認定しており、地理的範囲を明示していない点が特徴的である。 

 「我が国における」としなかった理由としては、本件カルテルが、東南アジア地域とい

う日本国外での特定ブラウン管取引を対象としたものであり、直接の需要者かつ被害者で

あるテレビ現地子会社は東南アジア地域に所在していたからであろうと思われる。しかし、
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本件では上記のように効果が日本に及んでいるかが強く疑われるものであっただけに、こ

の地理的範囲については明確に示すべきであったのではなかろうか。 

 なお、自国所在需要者説を採った場合にも、本件のように直接の需要者が日本に所在し

ない場合には独占禁止法の適用は困難な事例であったと想定されるが、同説に立った上で、

本件合意は、その対象を「特定ブラウン管」という、日本のテレビ親会社の指示によりテ

レビ現地子会社が購入するブラウン管に限定していること、また、経済的一体性の理論に

より、实質的な需要者は日本所在のテレビ親会社であることから、自国所在需要者説を逸

脱するものではないとの解釈もある1015。 

 

第３ ＢＨＰビリトン＝リオ・ティント事件 

従来、独占禁止法の域外適用の問題は、为として国際カルテル規制との関係で検討され

ることが多く、企業結合規制分野、とりわけ複数の国に影響を与えるような企業結合

（Multijurisdictional Merger）における域外適用の問題は必ずしも注目されていたとはい

えなかった。しかし、本件において、外国事業者同士の企業結合に対する日本の独占禁止

法の域外適用の範囲とその实効的な執行の可能性という問題が、正面から問い質されるこ

ととなった1016。 

 公正取引委員会は、本件だけでなく、「当委員会としては、今後とも、我が国の市場にお

ける競争に大きな影響を与えるような企業結合事案については、それが外国会社同士によ

るものであっても、積極的に対応していくこととしている。」と表明している1017。 

 

１ 独占禁止法の企業結合規制規定の外国事業者への適用 

（１）従来の規定 

 従来の独占禁止法の下では、規制対象となる企業結合は国内で行われるものに限定され

ていた。すなわち、会社の株式保有にかかる第 10 条においては、国内の会社が国内の会

社の株式を保有すること及び外国会社が国内の会社の株式を保有することは規制対象とさ

                                                
1015 栗田誠「複数国・地域の親会社とその在外子会社による国際的価格カルテルに対して排除

措置命令・課徴金納付命令が行われた事例」『ジュリスト』第 1392 号（2010）181 頁 

1016 川合弘造「企業結合規制の国際的展開」『ＮＢＬ』第 905 号（2009）39 頁、川合弘造「域

外企業の企業結合に対する日本の独占禁止法の適用」『ＮＢＬ』第 905 号（2009）51 頁 

1017 公正取引委員会「ビーエイチピー・ビリトン・リミテッドらに対する独占禁止法違反被疑

事件の処理について」2008 年（平成 20 年）12 月３日報道資料 
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れていたが、外国会社が外国会社の株式を保有すること及び国内の会社が外国会社の株式

を保有することは規制対象とされていなかった。また、合併にかかる第 15 条においては、

国内の会社同士の合併のみが規制対象とされており、外国会社と国内の会社との合併及び

外国会社同士の合併は規制対象とされていなかった。 

しかし、このような限定がされていると、日本に輸入している外国会社が国内の会社を

買収して日本国内の競争秩序に影響を与えても外国会社に独占禁止法は適用できず、また、

外国会社間の株式保有、役員兼任、合併、会社分割、営業の譲受け等の企業結合について

は、たとえ日本に影響を及ぼす場合でも独占禁止法の適用は認められていなかったため、

経済のグローバル化に対応できないとの批判があった1018。 

 

（２）1998 年（平成 10 年）の独占禁止法改正 

しかし、1998 年（平成 10 年）の独占禁止法改正で「国内の会社」の「国内の」の文言

は削除され、手続規定を除いて、外国事業者と日本事業者の区別なく適用されることにな

った1019。これにより、外国事業者同士の日本国外における企業結合についても、日本の独

占禁止法が適用され、事前に届出をしなければならなくなるとともに、日本の「一定の取

引分野における競争を实質的に制限することとなる」場合には違法として禁止されること

となった。 

しかし、实際には、本件改正が行われても、公正取引委員会において、企業結合規制分

野で独占禁止法の域外適用を積極的に行おうとする動きはみられなかった1020。ただし、外

国事業者が関与する企業結合に関して、正式な審決には至らなかったものの、事前相談を

受けて公正取引委員会が審査する案件は、平成以降、増加した。 

                                                
1018 鵜瀞恵子「企業結合規制の手続規定等に係る独占禁止法改正について」「公正取引」第 574

号（1998）４頁、根岸哲「独禁法の国際的執行・協力」日本経済法学会編『経済法講座２ 独

禁法の理論と展開（１）』三省堂（2002）134 頁 

1019 1995 年（平成７年）３月に閣議決定された「規制緩和推進計画」において、企業結合規制

の諸規定について見直しを図ることとなった。これを受けて公正取引委員会は、同年 11月、「独

占禁止法第４章改正問題研究会」（公正取引委員会事務局の私的研究会）を発足させ、さらに、

1996 年（平成８年）７月、同研究会内に「企業結合規制見直しに関する小委員会」（座長・正

田彬神奈川大学短期大学部教授）を設置し検討を開始した。1997 年（平成９年）７月に「独

占禁止法第４章改正問題研究会」が「企業結合規制の手続規定の在り方に関する報告書」を公

表し、独占禁止法第４章について、所要の改正を求めることとなった。 

1020 川合弘造「企業結合規制の国際的展開」『ＮＢＬ』第 905 号（2009）39 頁。 

http://www.jftc.admix.go.jp/
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このような流れの中で、ＢＨＰビリトン＝リオ・ティントＴＯＢ事件は、外国事業者同

士のすべて国外で行われた企業結合に対して独占禁止法を適用して本格審査を行った初例

となった1021。 

 

（３）企業結合ガイドライン『企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針』の改正（2007

年（平成 19 年）） 

企業結合に関するガイドラインとしては、1998 年（平成 10 年）の『株式保有、合併等

にかかる「一定の取引分野における競争を实質的に制限することとなる場合」の考え方』

があったが、2004 年（平成 16 年）に、これを全面的に改めた新たな企業結合ガイドライ

ンとなる『企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針』が策定されていた。 

このガイドラインにおいては、一定の取引分野（地理的範囲）の画定について、「当事

会社の事業区域が国外に及んでいる場合であっても、法により保護すべき競争は日本国内

における競争であると考えられるので、国内の取引先の事業活動の範囲を中心としてみる

ことになる。したがって、当事会社グループが商品の供給側である場合、通常、輸出先を

含めた一定の取引分野が画定されることはない」としていた。 

ガイドラインはこのようになっていたものの、公正取引委員会は、以前から、外国事業

者間の企業結合について、地理的範囲は国境を越えて及ぶこともあるとしていた1022が、産

業界等からは、予見可能性、透明性及び迅速性を向上させるとともに、国際的な観点を取

り入れた審査制度にすべきとの批判もあった。 

そこで、今回のガイドライン改正により、「ある商品について、内外の需要者が内外の

供給者を差別することなく取引しているような場合には、日本において価格が引き上げら

                                                
1021 公正取引委員会の菅久国際課長は「一般論を説明していますが、よく、オーストラリアで

やっているから日本の公正取引委員会は手を出せないのですねという質問があったのですが、

それに対しては、いやそうではないのですよ、日本の市場に影響があるのであれば、日本の市

場での競争が制限されるのであれば、日本の独占禁止法の対象になりますよと、だけど实際手

続き取れるかどうかというのはもう一つありますよと、私も言っていました。」（菅久修一「競

争法の国際的な展開－競争法の拡大と深化」棠陰会（第 192 回例会）講演錰（2008）18 頁）

とし、また、「企業結合についてはいつでもやってやろうと思っていたところ、これが初めて

問題となったケースである」と述べている（松下満雄「競争法の国際的事件への適用」早稲田

大学グローバルＣＯＥ《企業法制と法創造》総合研究所第３回特別セミナー講演（2009）にお

ける菅久課長の質疑応答）。 
1022 参考として、ソニーと日本電気による光ディスクドライブ事業の統合事件（2005 年（平成

17 年）） 
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れたとしても、日本の需要者が、海外の供給者にも当該商品の購入を代替し得るために、

日本における価格引き上げが妨げられることがあり得る。このような場合には、国境を越

えて地理的範囲が画定されることとなる」とされ、国境を越えて地理的範囲が画定される

こともあることが明確化された。 

 

（４）日本に届出のない企業結合と日本の利益 

ＴＯＢ事件において、ＢＨＰビリトンは、ＥＵ、オーストラリア、アメリカ、南アフリ

カ、カナダの５カ国（地域）の競争当局に事前届出を行ったのみであり、日本の公正取引

委員会には何ら届出がなかったのみならず、事前相談の申し出もなかった。 

これについてのＢＨＰビリトンの为張について、公正取引委員会側は、事前届出が「な

されないのは、株式取得の場合は事後報告でいい、しかも、その事後報告の対象にもなっ

ていないというのがあちら側の見解でございまして、したがって、日本にはタイミング的

にもう、事後であっても報告する必要があるかどうか、その必要はないのではないかとい

う考え方を向こうがとりまして、ほかの国には事前届け出をしたわけですが、日本には持

ってきませんでした。」1023と理解している。アメリカ、ＥＵ等、他の为要国が事前届出制

を採っていたのとは異なり、2008 年（平成 20 年）当時の独占禁止法においては、株式取

得について事後報告制が採られていたことから、ＢＨＰビリトンから事前届出が行われな

かったのは当然のことともいえる。 

しかし、法制度上、企業結合についての届出・報告義務がなくとも、公正取引委員会に

よる企業結合審査が行われないわけではない。公正取引委員会は、職権探知により届出が

あろうとなかろうと調査でき1024、日本事業者であれば、たとえ事業者側の届出がなくても

容易に公正取引委員会もそのような企業結合の存在を知りうるものの、今回のように外国

                                                
1023 第 171 回国会衆議院経済産業委員会会議錰第９号 37 頁（平成 21 年４月 22 日）竹島公正

取引委員会委員長答弁 

1024 なお、实務家からは、「報告義務の有無と企業結合規制とは合致しない旨の説明を海外企業

に対して行っても、現实には、報告義務がない以上は、企業結合規制は及ばない、あるいは公

取委は審査を行わないと考える海外企業が多く、それ以上、費用をかけてまで法的・経済的な

分析をすることはないし、公取委との事前相談を行おうとする例は依然として稀である」。ま

た、「現实問題として、届出がなされていない企業結合案件……について、当事会社にコンタ

クトする術も、尐なくとも、現在公取委がとっている法の適用対象を法人格単位で厳格にとら

える法適用の原則からすれば、限定されざるを得ない」との問題点も指摘されている（川合弘

造「域外企業の企業結合に対する日本の独占禁止法の適用」『ＮＢＬ』第 905 号（2009）51 頁）。 
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事業者同士の企業結合の場合には、公正取引委員会がその企業結合の存在を知ること自体

困難であるし（ただし、今回の事件のようなマスコミ・業界等で話題となった案件は別で

ある）1025、また、外国事業者側が日本の独占禁止法にそのような規定が存在することを知

ることも困難であった。この点が、外国事業者同士の企業結合に独占禁止法を適用する場

合の問題点とされていた。 

 ただし、今回の場合、ＢＨＰビリトンが、日本の鉄鋼メーカーはオーストラリア以外の

代替輸入先が限られる上、鉱山の権益のほか海上に運び出す鉄道や港湾施設を整備する負

担を考えればオーストラリア内での新規参入も難しいと情勢判断し、ビジネス上の立場の

強さから半ば開き直って、故意に日本への届出を行わなかったのではないかとする分析も

ある1026。同紙の引用するところによると、業界関係者らも「既に認めた米国に続き、何ら

かの条件付であれ先に他国の当局から認可を得て既成事实化しようとしているのでは」と

みているようである。 

一方、实務家は、ノーディオン事件では、同社はカナダ所在で日本に拠点がまったくな

かったため、公正取引委員会の審査を逃れようと思えば完全に逃げられたケースであった

にもかかわらず、自発的に日本の手続きに応じ、かつ日本の弁護士に文書受領権限からす

べて与えて勧告書も受け取って排除措置もちゃんと採ったということを引き合いに出した

上で、「まともな会社だったら手続きで逃れたりしませんよということで、ぎりぎり法律的

に言えばこのようないい加減な議論をしてはいけないのでしょうが、そもそも詐欺をやろ

うとするような人はもちろん別ですが、本当に日本でちゃんと商売をしようとする人が、

日本で違反だと言われていることに対して、手続きだけで逃げようとしたり、だから日本

に来ませんとか、そのようなことは言わないでしょう」と発言している1027。 

この点については、ほとんど日本目当ての輸出を行っている事業者同士の合併であるに

もかかわらず、日本の公正取引委員会に届出をせず、欧米の競争当局のみに届出を行って

いるのは、やはりＢＨＰビリトン側に意図的なジャパン・パッシングがあったと見ざるを

得ないのではなかろうか。实際、同社は、公正取引委員会が報告命令を領事送達しようと

                                                
1025 柏木裕介「企業結合規制における届出規定等の改正」『ジュリスト』第 1385 号（2009）

43 頁 

1026 日本経済新聞 2008 年（平成 20 年）９月 29 日付朝刊。同旨、柏木裕介「企業結合規制に

おける届出規定等の改正」『ジュリスト』第 1385 号（2009）43 頁 

1027 菅久修一「競争法の国際的な展開－競争法の拡大と深化」棠陰会（第 192 回例会）講演錰

（2008）18 頁 
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した際には、その受取りを拒否しており、公示送達発効後になって、やっと同社は資料提

供を行っており、処分逃れのための方針転換に過ぎないと思われる。 

このような事態に直面したときに、公正取引委員会が何らの判断もできず、事前届出が

行われた（实は日本産業界ほど影響を被らない）諸外国の競争当局の判断に委ねてしまう

ことに対しては、批判が強く寄せられた1028。また、より積極的に、「日本市場の競争を守

るために国際問題を解決できなければ、国内の鉄鋼各社に対抗上『購入カルテル』を認め

るよう求められても断れなくなる。公取委の存在理由を問う事例といえる」と指摘する見

解もあった1029。このような背景を受けて、2009 年（平成 21 年）に独占禁止法が改正され

た。 

 

（５）2009 年（平成 21 年）の独占禁止法改正（株式取得の事前届出制の導入） 

 本改正は、ＢＨＰビリトン事件等で問題となった株式取得による企業結合に対応するた

めになされたものであり、その为旨について竹島公正取引委員会委員長は国会において次

のように答弁している1030。 

○政府特別補佐人（竹島一彦君） 今回御審議いただく独占禁止法改正法案におきま

しては、株式取得について事後報告制から事前届出制への変更、外国企業に係る企

業結合の届出基準の見直しを行うこととしております。 

 これらによりまして、外国企業に係る企業結合を的確に捕捉するとともに、海外

の为要な競争当局の企業結合規制との整合性が図られ、外国当局との一層の連携が

可能となります。そのことによりまして、企業結合規制の实効性が高まるものと考

えております。 

 また、竹島委員長は、委員会審議において、次のようにも答弁している1031。 

○政府特別補佐人（竹島一彦君） 御指摘のとおりで、昨年はＢＨＰビリトンによる

リオ・ティントのＴＯＢという問題が大きく取り上げられたわけでございますが、

これからもグローバル化の中で国際的な企業結合が盛んになることが想定されるわ

けでございます。それに的確に公正取引委員会が対応できるために今回改正をお願

                                                
1028 町田徹「資源の寡占化に震える日本の産業界 公正取引委員会は独禁法の域外適用を」ダ

イアモンド・オンライン（2008） 

1029 根岸哲（日本経済新聞 2008 年（平成 20 年）９月 29 日付朝刊） 

1030 第 171 回国会参議院本会議錰第 23 号４頁（平成 21 年５月 13 日） 
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いしているわけでございますが、一つは、一番ポピュラーになっている企業結合の

方式は株式取得である。合併という形態というよりも、企業結合の場合は株式取得

によってそれをするということが非常に多くなる。ところが、現行は、日本の独禁

法では株式取得による企業結合が事後報告でいいということになっております。欧

米は事前届出になっております。したがって、タイミングの問題がまずあって、欧

米には届出をしているにもかかわらず日本には持ってこないと、こういうことがあ

って、国際的合併の場合、それは非常に不都合でございます。 

 それで、事实上、日本の企業であれば事前に相談に来るということが行われてお

りまして、今までは特に問題はなかったのでございますが、外国企業になりますと、

法律にそう書いていないじゃないかと、事後報告ということになっているじゃない

かと、こういうことになりまして、話せば分かるだろうというわけには現实問題い

かない。そういう問題で不都合がございます。 

 それからもう一つは、どういうケースを届け出なきゃならぬかという届出基準の

問題がございまして、従来は資産に着目するということがございまして、そうしま

すと抜け道があったわけでございます。ＢＨＰビリトンの場合もそうですが、あち

らは日本に日本法人、子会社も持っていなければ、支店もちっぽけな出店みたいな

ものしかないということでございます。日本国内にそれなりの資産は持っていない

わけでございます。ところが、売上げは非常に大きいという、そういう实態がある

わけで、資産に着目していると事後報告の網にすら掛からないと、こういう問題が

あるわけでございます。その点を国内売上高に統一いたしまして、日本法人も外国

法人も同じ届出基準にいたしますという改正をお願いしているわけでございます。 

 したがって、ＢＨＰビリトンと同じようなケースが将来起きた場合には、欧米に

届けると同時に日本にもちゃんと届けてきてくれるはずでございますし、その届出

の網は邦人企業と同じようなことになるということで、きちんとチェックができる

ということになると思っております。 

本改正では、企業結合規制の見直しとして、①株式取得の事前届出制の導入等（第 10

条第２項、第６項、第７項）と②届出基準の見直し等が行われた。会社の株式取得につい

て、合併等の他の企業結合と同様に事前届出制が導入された理由としては、合併や分割の

手法が多様化していく中で、株式の大規模取得による買収などが行われるようになり、こ

                                                                                                                                          
1031 第 171 回国会参議院経済産業委員会会議錰第 15 号３頁（平成 21年６月２日） 
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のような株式取得を合併等の他の企業結合と区別する必要がないこと、また、一定規模以

上の株式取得についてはアメリカ及びＥＵにおいても事前届出制が採用されていることが

ある1032。なお、これとともに届出閾値も簡素化された。 

1998 年（平成 10 年）の独占禁止法で定められた従来の届出基準は、その対象範囲が狭

く、それがどれだけ大規模なものであったとしても、さらには、日本の国内市場、あるい

は日本を含む世界市場にいかに影響を及ぼすものであったとしても、外国事業者間の企業

結合の多くは实際には届出又は報告の要件を充足しないために、公正取引委員会の検討対

象になりにくかったといわれていた。すなわち、外国事業者Ａが、外国事業者Ｂの株式を

取得するという株式取得の場合には、次の２つの要件を満たす場合にしか、報告義務はな

いとされていた。 

① 外国事業者Ａの総資産が 20 億円超であり、かつ、Ａと議決権保有比率が 50％超

の関係にある日本国内の親会社と子会社の総資産を合計した額が100億円超であり、

かつ 

② 日本国内の営業所（支店）及び直接の子会社の最終の貸借対照表とともに作成し

た損益計算書による売上高の合計額が 10 億円超である外国事業者Ｂの議決権を新

たに 10％、25％又は 50％を超えて保有することとなる場合。 

このような要件では、实際のところ、①の要件は容易に満たされても、②の要件が充足

されないことが多かった。これは、②においては、企業結合当事事業者の日本国内の直接

の子会社又は支店を通じた売上高（国内売上高）が 10 億円超という要件が課されている

が、ここでいう「国内売上高」からは、日本国内向けに商社経由で輸出販売をしている場

合の売上げや、第三国の子会社を通じて日本法人を孫会社として有している場合の当該日

本法人の売上げは除外されているからである。实際には、グループの中に売上高の大きい

日本法人を有しているものの、当該事業者の方針として、税務上の理由等で、第三国の子

会社を経由して間接的に日本法人を有している外国事業者が大半であるため、かかる外国

事業者を、その他の外国事業者が買収しても、上記の届出要件を充足することにはならな

かった。 

                                                
1032 参議院経済産業委員会調査审「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を

改正する法律案（閣法第 36 号）参考資料」９頁（2009）。なお、国会の質疑においては、「参

考人の中でも、こういう事前届出制になることは理解をするが、迅速に審査を行ってほしいと
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 このような事情から、实務家からも「経験的にいえば、海外であれば当然に届出義務の

対象となるような案件の 10 件中１件程度しか、日本では、届出・報告義務の対象とはな

らないという印象を持っている。」といわれていた1033。 

 そこで、今回の改正では、これを、グループの国内売上高の合計が 200 億円を超える事

業者が、事業者及びその子会社の国内売上高の合計額 50 億円を超える事業者と企業結合

する場合等に届出義務が課せられることに改められた（第 15 条第２項、第 15 条の２第２

項、第３項、第 16 条第２項）。従来は事業者の総資産を届出基準としていたが、総資産が

必ずしも当該事業者の市場におけるシェアを正確に反映しているものではないことから、

市場シェアに直結した指標である国内売上高を届出基準にしたものである1034。なお、新た

な届出基準で用いられることとなった国内売上高は、改正前の国内売上高とは異なり、輸

入等も含むものとされている。また、外国事業者についても、日本事業者と同様の届出基

準を適用することとした。これにより、日本国内で一定の売上高のある事業者であれば外

国事業者同士の企業結合でも届出をすることとなった1035。 

今般の企業結合規制の見直しは、規制の国際的な整合性の確保、規制の实効性の確保等

の観点から行われたものであり、ＩＣＮの『企業結合届出手続に関して推奨されるプラク

ティス』等に沿ったものとなっている1036。これによりアメリカ、ＥＵ等と届出規制につい

ての収斂が進むものと評価されている。また、日本市場に大きな影響を及ぼすような企業

結合については、たとえそれが外国事業者同士によるものであっても事前に届出が行われ

ることとなったことから、企業結合審査における他の競争当局との協力はより行いやすく

なったといわれている。 

 

２ 域外適用要件 

                                                                                                                                          

いうような要望が出ておりました。」（第 171 回国会参議院経済産業委員会会議錰第 15 号３頁

（平成 21 年６月２日）塚田一郎君質疑）という意見も見られた。 

1033 川合弘造「域外企業の企業結合に対する日本の独占禁止法の適用」『ＮＢＬ』第 905 号

（2009）51 頁 

1034 参議院経済産業委員会調査审「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を

改正する法律案（閣法第 36 号）参考資料」９頁（2009） 

1035 猪熊克紀「外国会社同士の企業結合等への公正取引委員会の対応」『独占禁止法の域外適

用』早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）55 頁 

1036 稲熊克紀「企業結合規制における競争当局間の協力について」『ＮＢＬ』第 905 号（2009）

58 頁 
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（１）効果理論の採用 

 ＴＯＢ事件は、ＢＨＰビリトンのイギリス法人が、リオ・ティントのイギリス法人とオ

ーストラリア法人を支配下に置こうとしたものであることから、イギリス及びオーストラ

リアにとっては域内の行為ではあるが、日本を含むその他の国にとっては企画から实行ま

で完全に域外の行為であった。また、ＪＶ事件も両社の西オーストラリアにおける鉄鉱石

生産活動を統合しようとしたものであり、オーストラリアにとっては域内の行為であるが、

日本を含むその他の国にとっては完全に域外の行為であった。 

 したがって、自国の競争法を適用するためには外国事業者の行為の尐なくとも一部が自

国内で行われる必要があるとする実観的属地为義では、いずれの事件も独占禁止法を適用

できないこととなる。 

よって、本件ＴＯＢ事件、ＪＶ事件のような企業結合事案に対し公正取引委員会が正式

審査を行ったということは、公正取引委員会が効果理論を採用したものと評価されている

1037。 

 

（２）効果理論のどの説を採るか 

ただし、公正取引委員会が効果理論のどの説に拠っているかは明らかではない。 

ＴＯＢ事件において、ＢＨＰビリトンにとって、このＴＯＢは、世界的規模での企業業

績の向上のために企図されたものであり、鉄鉱石だけではなく、原料炭、ダイアモンド等

他の産品についても総合的に検討、考慮したものであった。よって、日本が鉄鉱石輸入の

大半を同社に依存していたことは承知していたはずであるとはいっても、日本の鉄鉱石輸

入市場を独占するということのためだけに今回のＴＯＢを企図したものではなく、鉄鉱石

輸入に関する「日本市場に实質的効果を及ぼすことを意図して」行ったものということは

できない。 

また、ＪＶ事件においても、同様に日本における鉄鉱石輸入市場のシェア向上のためだ

けに企図されたものとはいえない。 

よって、ＴＯＢ事件、ＪＶ事件とも、ＢＨＰビリトン、リオ・ティントの両社に対し独

占禁止法の適用を検討するのであれば、アルコア・ハートフォード型効果理論のように意

図性の要件を求める場合には認められ難く、「外国における競争法違反行為が、自国市場に

                                                
1037 岡本直貴「国際価格カルテルに対する独占禁止法の適用（ブラウン管国際カルテル事件）」

ＬＥＸ／ＤＢインターネット 速報判例解説（2010）３頁 
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ついて直接的、实質的、かつ予測可能な効果が及ぶときに、自国競争法が適用される」と

するＦＴＡＩＡ型効果理論の立場を採る必要がある。 

 

（３）ＦＴＡＩＡ型効果理論による当てはめ 

（ア）行為が外国で行われていること 

 ＴＯＢ事件においてもＪＶ事件においても、関与しているのは、いずれも Dual-Listed 

Company（二元上場会社）であるオーストラリア・イギリス法人のＢＨＰビリトンとオー

ストラリア・イギリス法人のリオ・ティントであった。よって、日本からすると外国事業

者同士の企業結合であり、ＴＯＢ事件、ＪＶ事件ともに、行為は外国で行われた（行われ

るべく企図されていた）といえる。 

なお、両社の株式はオーストラリア、イギリスで上場されているため、ＴＯＢもこれら

の国において行われることが企図されていた。また、ＪＶについては、両社が保有する西

オーストラリア州ピルバラ地域の鉄鉱石鉱山に関する、現在及び将来の、（運搬・港湾キャ

パシティの調整など）インフラ等を含むすべての資産を対象とし、両社の生産や将来の拡

張計画を統合するために、両社は折半出資で生産ＪＶを設立するという計画であり、専ら

オーストラリア国内の行為といえる。これらのような面からしても、いずれの事件も日本

との接点はなかったといえる。 

 

（イ）当該行為が日本市場へ直接的、实質的、かつ予測可能な効果を及ぼすこと 

 両社の为製品である鉄鉱石について、まず世界的規模で見ると、 

 ・ 世界における海上輸送による鉄鉱石輸出市場は、ＢＨＰビリトン、リオ・ティン

トとヴァーレの３社のみで約７割を占められており、ＴＯＢが成功すれば、ＢＨＰ

ビリトンは同市場の５割を超えるとも予想された。 

 ・ ＪＶの生産量は、世界における海上輸送による鉄鉱石輸出市場の 36％を占めるこ

ととなり、ヴァーレと本件ＪＶの２社でその約７割を支配することとなると予想さ

れた。 

さらに、日本との関係をまとめてみると、 

  ・ 重い鉄鉱石は輸送費用がかさむため、日本は距離が近いオーストラリアに鉱山を

持つＢＨＰビリトンとリオ・ティントの２社からの輸入が多く、この２社だけで日

本における鉄鉱石輸入市場において約７割の市場占有率（2007 年（平成 19 年）实
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績）を持っていた（残余もヴァーレ１社のみであり、日本の鉄鉱石輸入はすべてこ

の３社から行われている）。 

・ 日本は、両社が生産する鉄鉱石の約３割を輸入している。 

ということがわかる。 

 よって、ＴＯＢ事件においてもＪＶ事件においても、本件企業結合によって企業結合当

事会社の日本の鉄鉱石取引分野（鉄鉱石市場）における市場占有率が極めて高くなること

から、当該企業結合について域外適用のための日本市場への直接的、实質的かつ予測可能

な効果が認められる1038。 

 

（ウ）部品と川下製品の関係と「当該行為が日本市場へ直接的、实質的、かつ予測可能な

効果を及ぼすこと」 

 本件ＢＨＰビリトン＝リオ・ティント事件とは関連しないが、ブラウン管事件で、カル

テル対象商品が「特定ブラウン管」であるにもかかわらず、日本市場との関連が「特定ブ

ラウン管を組み込んだブラウン管テレビ」であったのと同じように、日本市場との関連が

間接的となる企業結合もあり得るところである。 

 すなわち、共に世界的に大きなシェアを有する部品Ａの生産事業者であるＸとＹの企業

結合について、かかる部品Ａそのものは日本にまったく輸入されていないが、かかる部品

Ａを組み込んだ川下製品Ｂが日本に大量に輸入されており、ＸとＹの企業結合の結果、日

本におけるＢの価格が大きく影響を受ける可能性があるというような場合について、どの

ように考えるべきであろうか。 

 これについては、ブラウン管事件の際に検討したところと同様、部品Ａと川下製品Ｂの

同一性はなく、このような場合には、効果理論によっても独占禁止法を域外適用すべきで

はないと解する1039。 

 

３ 違反要件 

（１）「一定の取引分野」の画定 

                                                
1038 村上政博「公的執行」『判例タイムズ』第 1304 号（2009）66 頁、村上政博『独占禁止法

［第３版］』弘文堂（2010）96 頁 

1039 川合弘造「域外企業の企業結合に対する日本の独占禁止法の適用」『ＮＢＬ』第 905 号

（2009）53 頁も「おそらくわが国では否定的に解されるように思われる」としており、そう

であれば、ブラウン管事件においても域外適用すべきではなかったということとなろう。 
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 企業結合においては、上述のように、市場の画定と、当該市場における市場支配力を有

していることを認定する必要がある。 

 

（ア）市場の画定 

 ＴＯＢ事件について、公正取引委員会は「本件株式取得計画の实施により、海上貿易に

よって供給される鉄鉱石及びコークス用原料炭の取引分野における競争を实質的に制限す

ることとなる疑い（独占禁止法第 10 条第１項の規定に違反する疑い）があったことから」

1040としており、一定の取引分野を「海上貿易によって供給される鉄鉱石及びコークス用原

料炭の取引分野」と画定している。これは、「日本に対する」等の文言はないが、日本の鉄

鉱石及びコークス用原料炭の輸入市場と画定したと見るべきであり、世界市場を画定した

ものではない。 

 なお、ＪＶ事件について公正取引委員会の見解は示されていないが、同ＪＶが西オース

トラリア州ピルバラ地域の鉄鉱石鉱山に関するものであるから、ＴＯＢ事件の画定を参考

にすると「海上貿易によって供給される鉄鉱石の取引分野」とし、日本の鉄鉱石輸入市場

と画定されることとなろう。 

 

（イ）国際市場を画定する必要はあったか 

 なお、ＢＨＰビリトン、リオ・ティントの両社とも世界的な鉱物資源供給事業者である

ことから、一定の取引分野について、海上運送による国際的な鉄鉱石取引市場として画定

して、その市場において企業結合後の当該事業者の市場占有率が極めて高くなり将来的に

価格を一方的に引き上げる力を持つこと（あるいは複占的市場構造を成立させ協調して販

売価格を引き上げる蓋然性があること）から、その市場において競争を实質的に制限する

こととなると認定する（海上運送による国際的な鉄鉱石輸出市場に占める日本向けの海上

輸送による鉄鉱石輸入市場が大きいことから、日本における鉄鉱石取引市場における競争

にも悪影響が及ぶとする）ことも可能であったと考えることもできよう1041。 

                                                
1040 公正取引委員会「ビーエイチピー・ビリトン・リミテッドらに対する独占禁止法違反被疑

事件の処理について」2008 年（平成 20 年）12 月３日報道資料 

1041 村上政博「公的執行」『判例タイムズ』第 1304 号（2009）66 頁、村上政博「独占禁止法

と国際ルールへの道」『ＮＢＬ』第 901 号（2009）37 頁、村上政博『独占禁止法［第３版］』

弘文堂（2010）96 頁 
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 事实、2008 年（平成 20 年）当時、公正取引委員会は真剣に海上輸送による国際的な鉄

鉱石取引市場を一定の取引分野として画定することを検討したといわれている。 

 しかし、既述のとおり、自説においては国際的な企業結合においても国際市場を検討す

る必要はないと考えられる。 

 

（ウ）市場支配力の認定 

 上述のとおり、ＢＨＰビリトンとリオ・ティントの２社は、日本における鉄鉱石輸入市

場において約７割の市場占有率（2007 年（平成 19 年）实績）を持っていたことから、Ｔ

ＯＢ事件、ＪＶ事件のどちらにおいても市場支配力も十分認定しうるものであった。 

 

（２）一定の取引分野における競争を实質的に制限すること 

以上のような市場支配力を有するため、ＴＯＢ事件、ＪＶ事件のどちらにおいても日本

市場に十分に悪影響を及ぼす可能性のある「競争を实質的に制限することとなる行為」で

あるといえる。 

 

４ その他の問題点 

（１）ＴＯＢ事件とＪＶ事件の相違 

 ＢＨＰビリトン＝リオ・ティント事件においては、最初はＴＯＢが企図され、次にＪＶ

が計画された。どちらも企業結合の一形態であるが、独占禁止法の域外適用を検討するに

当たって、何らかの違いが生ずるのであろうか。 

 この点、市場支配力（シェア）の認定対象が、ＴＯＢ事件では（リオ・ティント買収後

の）ＢＨＰビリトンであるのに対し、ＪＶ事件ではＢＨＰビリトンでもリオ・ティントで

もなく、このＪＶであるということが異なるが、实際の算定に当たっては、現在のＢＨＰ

ビリトンとリオ・ティントのシェアの合算であるという点については、どちらも変わりは

ない。 

 ただし、ＴＯＢにおいては、ＢＨＰビリトンがリオ・ティントを完全に支配下に置き一

体化するような結合であるのに対し、今回のＪＶにおいては一地域の鉄鉱石の生産につい

ては一体化するものの、その販売は別々に行うことから、その結合の度合いはより緩いも

のとなっている。このことから、ＪＶ事件については、ＴＯＢ事件より各国競争当局の承

認を得やすいものであるともいえる。 
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（２）同一の企業結合に対する各国競争当局の判断の相違と調整 

 ある企業結合に対して、関係各国の競争当局の判断が異なることがあり得るのは当然の

ことであり、その典型的な例としては、アメリカとＥＵの判断が異なったＧＥ／ハネウェ

ル事件（2004 年（平成 16 年））がある。今回のＢＨＰビリトン＝リオ・ティント事件に

おいて、日本、オーストラリア、ＥＵなどの判断が異なることとなり、日本としても、初

めてこのような事態に直面することとなった。 

 そもそも、ある国が産業政策的見地に立って承認した企業結合に対し、他国がその競争

法を域外適用できるかが問題となる。この点につき、従来の日本政府の立場は、「我が国の

領域外において行われた外国人（自然人、法人を含む）行為に対して独禁法を適用できる

のは……行為地国に対する「正当な利益（法令又は政策）」との真の抵触がないこと」とし

ているが1042、当該外国の企業結合の承認（あるいはその背後にある「政策」）は「正当な

利益」と考えられるにせよ、当該企業結合を当該外国が法律上「強制」していない限り、

「真の抵触」があるとは言えず、域外適用しうる1043。また、そもそも自説においては、各

国がそれぞれの観点からそれぞれの競争法を域外適用しうるのは当然のことであり、その

調整が必要であれば、執行面での礼譲によるべきものと考える。よって、本件においても、

日本は独占禁止法を域外適用しうると言える。 

 

（３）企業結合規制の国際的普及に伴って生じた問題 

 各国において競争法の制定が進み、その中で企業結合規制が定められるようになってき

たが、これによって、企業結合を实施しようとする事業者側にとっては、規制範囲の齟齬、

手続面（事前届出・待機期間）の齟齬、違法性判断の齟齬、排除措置内容の齟齬が、国際

的企業結合の实施コストを高めている1044。現实問題として、企業結合を实施しようとする

事業者側は、厳しい国の側の基準に合わせざるを得なくなる。例えば、届出・報告を必要

                                                
1042 日本国際フォーラム『外務省委託研究報告書 競争法の域外適用に関する調査研究』

（2001）49 頁 
1043 土田和博「独占禁止法の域外適用と管轄権抵触・競合の調整方法」『独占禁止法の域外適用』

早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）30 頁 

1044 栗田誠「競争政策論［第３回］独占禁止法・競争政策の国際的課題」経済研修所平成 15

年度経済研修資料、内閣府経済社会総合研究所（2003）38 頁 
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とする事業者の総資産、売上高に関して、極めて低額な国があるとしても、当該国との関

連のある企業結合の場合には、当該国の事情に配慮しなければならなくなる。 

また、企業結合するに当たって、自らの企図する企業結合がどの程度の国に及ぶかを、

当該事業者が自ら判断しなければならない。さらに、関連する世界中の国々に対する通知

義務は、様々な通知のための届出費用、弁護士費用、競争当局の審査の際に生じる様々な

費用など、相当な額の費用を当該事業者に負わせるとともに、さらに、各国競争当局の審

査が長引くことよって企業結合の延期がもたらされた場合には、その延期によって生じる

株式市場の低下などのコストも多大なものとなる。 

さらに、グローバル化している現在では、各国競争当局が自国に効果を及ぼすであろう

外国における企業結合を審査しようにも、その数が膨大なものとなり、物理的にも困難な

事態が生じると予測される。事实、欧州委員会は、届けられるすべての企業結合を審査す

るだけの十分な職員及び資源を有さないと为張し、小規模な企業結合については加盟国の

競争当局により審査されることを提案している。 

このようなことから、企業結合規制をなるべく統一化するとともに、各国競争当局で重

複する届出・報告を一本化し、いずれかの国の当局に届け出れば済むような方法を国際的

に検討することが、特に産業界から望まれている1045。 

 

 

第３章小括 

 独占禁止法の域外適用とは、外国で行われた競争制限的行為に対して独占禁止法を適用

することをいう。 

 当初は、独占禁止法の域外適用を否定する考え方も強かったが、現代においては、効果

理論に基づき域外適用できるとする考えが一般である。ただし、これまでの議論では、効

果理論に基づき独占禁止法を域外適用できるとしつつも、そこでいう効果理論とは、アル

コア・ハートフォード型効果理論を採るのか、ＦＴＡＩＡ型効果理論を採るのかについて、

明確にした議論はなされてこなかった。この点について、自説からは意図性の要件を必要

としないＦＴＡＩＡ型効果理論を採用すべきと考える。 

                                                
1045 Ｊ．Ｈ．シェネフィールド、Ｉ．Ｍ．ステルツァー『アメリカ独占禁止法 改訂版』三省

堂（2004）119 頁 
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また、独占禁止法における第６条の存在については、歴史的経緯から、制定当初におい

ては一定の意義が認められたが、現在においては第６条は廃止し、基本实体規定を直接域

外適用すべきものと考える。 

域外適用されうる規定は、各国競争法に共通の単独行為規制、共同行為規制、企業結合

規制に限定されるべきであり、日本独自の規定である不公正な取引方法（第 19 条）や刑

事罰規定、民事の損害賠償責任については域外適用の対象とされるべきではない。 

さらに域外適用事例において、「一定の取引分野」をいかに考えるかについては、輸入

市場、輸出市場、さらには国際市場についてどう考えるかとも絡み、第６条の存在を前提

とした従来の通説的見解や近時の有力説である自国所在需要者説など様々な議論がなされ

ている。自説からは、自国市場に効果が及んでいるか否かという域外適用要件と「一定の

取引分野における競争を实質的に制限」しているか否かという实体要件とを分けて考える

べきであり、「一定の取引分野」の画定も第３条等の各实体規定の下でなされると考える。

よって、従来議論されてきた輸入市場、輸出市場、国際市場については、自国市場に効果

が及んでいるか否かという点から判断することとなる。また、カルテルにおいては当然違

法の原則が適用され基本合意が認定されれば直ちに「一定の取引分野における競争を实質

的に制限」するとされるが、企業結合においては日本市場における競争を实質的に制限し

ているかにつき判断することとなる。 

以上の検討を踏まえ、マリンホース事件、ブラウン管事件及びＢＨＰビリトン＝リオ・

ティント事件の各事件について、立法管轄権上どのような問題があり、また、自説からは

それらをどのように考えるべきかについて整理を試みた。特に、ブラウン管事件について

は、カルテルの対象商品はあくまでも「特定ブラウン管」であり「ブラウン管テレビ」で

はないため、自説であるＦＴＡＩＡ型効果理論からは域外適用し得なかった事例であると

判断した。いずれにしても、ブラウン管事件は限界事例であり、域外適用に関する一般的

理論は固まったとしても、現实の処理は難しい案件である。 
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第４章 執行管轄権に関する問題 

 

第１節 総論 

第１ 立法管轄権における独占禁止法の域外適用の問題と執行管轄権における独占禁止

法の域外適用の問題の違い 

 前章で検討したように、外国で行われた競争制限的行為に対して独占禁止法の立法管轄

権が肯定されたとしても、そのことから直ちに当該事業者に対して、独占禁止法による手

続を開始し、排除措置命令などを執行できるわけではない。その外国で競争制限的行為を

行った事業者が日本事業者である場合には、日本の立法管轄権が肯定されるならば、独占

禁止法による手続を開始し、排除措置命令などを執行できることは問題がない。しかし、

その外国で競争制限的行為を行った事業者が外国事業者である場合には、日本の立法管轄

権が肯定されるとしても、实際にどのように独占禁止法上の手続を行い、排除措置命令な

どを執行できるのかが問題となる。 

 また、日本国内で行われた競争制限的行為に対しては当然に独占禁止法の立法管轄権が

及ぶわけであるが、当該行為を行ったのが外国事業者である場合には、当該外国事業者の

外国に所在する設備や資産等に対して、实際に独占禁止法による手続を開始し、排除措置

命令などを執行することは困難であることも多い。 

 従来は、この異同を明らかにせず、執行管轄権における独占禁止法の域外適用（執行管

轄権の域外行使）として論じられていた面があるが、以上のように、立法管轄権における

独占禁止法の域外適用の問題は「外国において行われた行為に独占禁止法を適用しうるか」

という問題であるのに対し、執行管轄権における独占禁止法の域外適用の問題は、行為が

外国で行われたものであるかどうかを問わず、「外国において日本の独占禁止法上の手続

を開始し、執行しうるか」という問題である点が異なっている。なお、ここでいう「外国

において」とは、外国事業者のみならず、日本事業者の外国所在事業所（及びそこにある

設備、資産、職員等）を含んで考えることができる。 

このような執行管轄権の域外行使は、立法管轄権の域外適用の場合に増して、外国法や

外国为権との衝突を一層深刻化させることになる。そこで、どのような場合に執行管轄権

の域外行使が認められるかが問題となるが、まず第１に、行為者が外国事業者であった場

合に、当該外国事業者に対して執行管轄権を及ぼすことができるかという問題がある。次

に、執行管轄権の域外行使の問題は、一般に、競争当局の職員が外国で関係者に対して事
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情聴取できるか、あるいは、いかなる範囲まで外国にある文書の提出を命ずることができ

るか（在外文書提出命令）などといった調査段階の域外的効力の問題（調査管轄権）と、

独占禁止法違反行為に対する排除措置命令、課徴金納付命令などの域外的効力の問題（狭

義の執行管轄権）とに分けることができる1046。 

 

第２ 執行管轄権の及ぶ外国事業者の範囲 

１ 外国事業者と国内拠点 

 競争制限的行為の行為者が外国事業者であり、執行管轄権を当該外国事業者に及ぼす場

合、一般に、事業者に対する实質的な告知と防御の機会の付与という法の適正手続の要請

に適合することが要請される（憲法第 31 条）1047。したがって、この観点からは、日本と

まったく関連のない外国事業者に対してまで執行管轄権を及ぼすことはできないものと考

える。 

 それでは、どのような場合に、当該外国事業者が日本と関連があるといえるのであろう

か。 

 

（１）ミニマム・コンタクトの理論（アメリカの考え方） 

アメリカでは、立法管轄権の問題では効果理論を採用するとした上で、この問題につい

ては、司法管轄権の中のミニマム・コンタクトの問題として扱われている。 

この理論によると、アメリカの裁判所が外国人（外国事業者）に接触するには、その外

国人（外国事業者）に相当のコンタクトがなければならないこととなる。このミニマム・

コンタクトの有無の判断においては、一般に、 

ａ．アメリカに当該外国事業者の事務所が所在するか、 

ｂ．当該外国事業者はアメリカ事業者と親子会社関係にあるか、 

ｃ．当該外国事業者とアメリカ事業者との取引等の具体的状況はどのようなものであ

るか 

                                                
1046 根岸哲『独占禁止法の基本問題』神戸大学研究双書刊行会（1990）235 頁。なお、ドイツ

においては、公法に関する限り立法管轄権と執行管轄権とを伝統的に区別して考えず、しかも、

立法管轄権の基準のうちに執行管轄権の基準を含ましめようとする考え方が有力である（同書

236 頁）が、本稿においては、立法管轄権に関する問題と執行管轄権に関する問題を分けて検

討することとする。 

1047 服部育生『比較・独占禁止法［第６版］』泉文堂（2004）358 頁 
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等の实質的な判断要素によって判断される。 

实際上は、このミニマム・コンタクトが非常に広く定義されるため、国際カルテルに参

加する外国事業者の場合、アメリカとの何らかのミニマム・コンタクトを見出すことは比

較的容易であり、代理人を通じて又は現实には分身に他ならない関連会社を通じてアメリ

カで取引をしているといえるような場合には、司法管轄権が認められることとなる。 

また、アメリカと取引関係にある外国事業者の絡む企業結合においても、同様に比較的

容易に司法管轄権が認められることとなる。1995 年の『国際事業活動に関する反トラスト

執行ガイドライン』の 3.14 の事例Ｈは、外国事業者２社の企業結合で、両社ともアメリカ

国内に販売事務所を置き対人管轄権に服するが、アメリカ国内には生産設備を有しない場

合を想定しているが、このような場合でも、企業結合がアメリカの輸入あるいは輸出に实

質的な効果を有する場合には、管轄権を为張しうるとした。すなわち、同ガイドラインは、

クレイトン法第７条は外国事業者同士の企業結合にも適用できるとしたものといえる。 

 

（２）实施理論（ＥＵの考え方） 

 同様の問題について、大陸法系諸国の代表たるＥＵにおいては、まさに立法管轄権の問

題として考えている。 

ウッドパルプ事件欧州裁判所判決は、国際公法上普遍的に承認されている実観的属地为

義のもとで、「ＥＣによる域外管轄権は反競争的行為がＥＣ市場で实施される

（implemented）場合に行使される」という实施理論（implementation doctrine）を採用

し、 

  ① ＥＣ競争法の管轄権はＥＣ域外で合意（形成）されＥＣ域内で实施された行為に

及ぶ。従って、ＥＣ競争法の管轄権は、当該対象商品がＥＣ域内で販売された場合

に、ＥＣ域外で締結された協定などに及ぶ。 

  ② カルテルに参加したＥＣ域外の事業者が、ＥＣ域内の販売で、子会社、支店、代

理店などを介さずに、ＥＣ域内の購買者に直接販売する場合にも管轄権が及ぶ。 

と判示した。 

 また、プラチナ事件欧州第１審裁判所判決によると、設立準拠地が域外であり、かつ为

たる事業活動を行っている場所が域外である事業者間の結合であっても、当該事業者が共

同体規模を有する場合、とりわけ①ＥＣ域内での年間売上高基準を満たし（売上商品役務

の種類を問わない）、②当該結合にかかる商品役務についての共同体市場での販売（販売額、
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販売数量）が、实質的な効果をもたらすものであれば、共同体の管轄権に服することにな

るとされた。 

 

（３）アメリカの考え方とＥＵの考え方の比較 

アメリカの反トラスト法の域外適用理論においては、立法管轄権の問題においては効果

理論自体には特段の限定は設けていないが、司法管轄権を検討する段階において、ミニマ

ム・コンタクトを要求することにより、域外適用対象となる外国事業者に一定の限定を付

している。 

この点、結論としてはＥＵにおける实施理論と似たような形で限定を付したこととなる

ともいえる。すなわち、ＥＵのような大陸法系の競争法においては、競争当局が自ら命令

を下すため司法管轄権を検討する必要はないので、立法管轄権の問題における効果理論の

定義に一体的に盛り込まれたものが、アメリカにおいては立法管轄権における効果理論の

定義と司法管轄権におけるミニマム・コンタクトの問題に分けられたということとなろう。 

いずれにしても、アメリカにおいても無限定に外国事業者に対して司法管轄権が及ぶわ

けではなく、实際のところでは、アメリカの考え方もＥＵの考え方も、ほぼ同じ結論とな

るようになってきているものと思われる1048。すなわち、アメリカの考え方も、ＥＵの考え

方も、外国事業者が自国に何らかの拠点を有しているかという要件については、非常に緩

く考えるようになり、自国市場に实質的な効果を及ぼす場合に管轄権を広く認めるように

なってきている点で共通してきている。 

 

（４）日本における考え方 

 この問題につき、日本においては明確に意識した議論がなされてこなかったといえる。

従来の学説においては、具体的な根拠を挙げずに、外国事業者が子会社、支店、営業所又

は事務所、駐在員を日本国内に有し、それらを通じて事業活動を行っている場合には、当

該外国事業者に対する執行管轄権が一般に肯定される1049とか、さらには、日本国内での資

                                                
1048 小林秀之『新版・アメリカ民事訴訟法』弘文堂（2004）63 頁で紹介されるギンズバーグ

の論文による。 

1049 根岸哲、舟田正之『独占禁止法概説［第３版］』有斐閣（2006）60 頁、丹宗暁信、岸五大

太郎『独占禁止手続法』有斐閣（2002）394 頁、根岸哲編『注釈独占禁止法』有斐閣（2009）

118 頁（瀬領真悟） 
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産の保有、日本国内での代理店契約やライセンス契約の締結などでも充足されるものと考

えられてきた。 

 この問題については、日本国内の「一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の

民为的で健全な発達を促進することを目的とする」という独占禁止法の趣旨と、外国事業

者に対する实質的な告知と防御の機会の付与という法の適正手続の要請とを勘案し、アメ

リカ、ＥＵの考え方を参考とし、以下のように考えるのが妥当であると解する。 

具体的には、 

 ① ＦＴＡＩＡ型効果理論の下、当該外国事業者に対して日本の立法管轄権が及んで

おり、 

 ② 当該外国事業者が子会社、支店、営業所又は事務所、駐在員を日本国内に有して

いる 

場合には、日本の執行管轄権が及ぶと解する。 

このうち、②の要件について、従来、外国事業者が日本に何らかの拠点を有しているこ

とを求めてきたのは、思うに、外国事業者に対して实質的な告知と防御の機会を付与する

という法の適正手続と、外国事業者にいかに適法・有効に送達しうるかということの両面

の要請からのものであったといえる。しかし、現在のようにグローバル化された社会では、

日本に实質的な効果を及ぼし得るほどの取引を行っている外国事業者であれば、たとえ日

本国内に拠点を有していなくても、日本の経済情勢や公正取引委員会の動向には注視して

いるはずであり、拠点がなかったとしても、实質的な告知と防御の機会を付与することが

できなかったということにはならない。また、下記で述べるように、2002 年（平成 14 年）

の独占禁止法の改正で外国送達規定が整備された以上、②のような何らかの日本国内拠点

の存在を根拠とする必然性は薄くなったといえよう。 

よって、現在においては、結局のところ、ＦＴＡＩＡ型効果理論の下、当該外国事業者

に対して日本の立法管轄権が及んでいれば、日本の執行管轄権も及ぶと解してよい1050。 

 

２ 外国事業者に対する送達 

                                                
1050 このようなことから、改めて執行管轄権の問題を議論する必要はないのではないかとする

考え方もあろうが、執行の問題を分けて検討する意義はあるものと解する。 
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外国事業者に対しても公正取引委員会が書類又は文書（以下、書類という。）を適法・

有効に送達できなければ、独占禁止法を域外適用できるといっても、实際には、手続を進

めることができない。 

独占禁止法上、送達すべき書類には、排除措置命令書の謄本（第 49 条第２項）、課徴金

納付命令書の謄本（第 50 条第２項）、審判開始決定書の謄本（第 55 条第３項）などの他、

公正取引委員会規則によって定められた書類（第 70 条の 16）がある。 

外国事業者に対して独占禁止法上の書類の送達を行う手段としては、現行法上、①直接

送達する方法、②当該外国の領事を通じて送達を行う方法（独占禁止法第 70 条の 17・民

事訴訟法第 108 条）、③公示送達による方法（独占禁止法第 70 条の 18）の３つの方法が

想定されている。このうち、②と③は 2002 年（平成 14 年）の独占禁止法改正により整備

がなされたものである。 

 

（１）直接送達する方法 

直接送達の具体的な方法としては、次の２通りが考えられる。 

 

（ア）日本国内に文書の受領権限を有する支店、営業所等が存在する場合にその支店、営

業所等に対して送達する方法 

 まず、外国事業者が日本国内に支店、支所、営業所、駐在員等の拠点を有している場合

には、これらの拠点などに送達することが通常である（民事訴訟法 103 条）。これについ

て、三重運賃事件では、外国事業者の日本営業所、日本駐在員宛になされた送達を適法と

した。このような送達の場合には、特段、日本事業者に対する送達以上の配慮を要しない1051。 

しかし、代理店、駐在員事務所、日本現地法人（別法人ではあるが日本に所在する子会

社）等には、当然にはこの種の送達を受領する権限がなく、これらに対する送達は、無効

であるとされる1052。ただし、これらの代理店、日本現地法人等に特に書類受領権限を付し

た場合には、送達は有効であるとされる（ただし、これについては否定的な見解もある1053。）。 

 

                                                
1051 根岸哲編『注釈独占禁止法』有斐閣（2009）745 頁（鈴木孝之） 

1052 村上政博『独占禁止法［第３版］』弘文堂（2010）88 頁 

1053 狛文夫、阿部信一郎、阿江順也「ブラウン管カルテル事件」東京青山・青木・狛法律事務

所、ベイカー＆マッケンジー外国法事務弁護士事務所『Client Alert』（2009）６頁 
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（イ）日本国内に書類受領権限を有する代理人を指定させ、その代理人に対して送達を行

う方法 

 もし、外国事業者が（ア）のように日本国内に拠点を有さない場合には、日本での書類

受領権限を有する代理人（弁護士）を通じて、实質的に外国事業者への送達を行うことも

可能である。例えば、ノーディオン事件では、同社は日本国内に拠点を有していなかった

が、同社が日本における代理人である弁護士に書類受領権限を付与していたことから、当

該弁護士に文書を送達した。 

公正取引委員会は、通常、この方法を外国事業者に対する基本的な送達方法として想定

しており、調査が開始されるときには、まず、外国事業者に対し、日本国内に書類受領権

限を有する代理人を置くように求めるのが通例である1054。このような送達の場合には、特

段、日本事業者に対する送達以上の配慮を要しない1055。 

 

（２）2002 年（平成 14 年）の独占禁止法改正 

従来は、外国に居住する者（在外者）に対する独占禁止法上の書類の送達については、

民事訴訟法の送達規定のうち、在外者に対する書類の送達に関する規定（第 108 条（外国

における送達）、同第 110 条以下（公示送達）等）を準用していなかった（独占禁止法旧

第 69 条の２）。 

 しかし、現实には外国事業者による国際カルテルでは、直接外国事業者が関与していて、

日本現地法人（子会社）や日本支店は関与していないことが多い。このような場合で、直

接送達の方法ができない場合、すなわち、書類受領権限を有する支店、営業所等を有しな

い場合、あるいは、公正取引委員会の要求にも関わらず日本国内に書類受領権限を有する

代理人を指定しなかった場合、指定したものの後にこれを解任したような場合1056には、外

国事業者に対して独占禁止法上の書類を送達することはできないとされていた。 

以上のような法の不備が指摘されてきたため、2002 年（平成 14 年）の独占禁止法改正

により在外者に対する書類の送達手続の整備がなされ（旧第 69 条の２を、第 69 条の２、

第 69 条の３、第 69 条の４（いずれも当時）に分割）、在外者に対する書類送達について

                                                
1054 狛文夫、阿部信一郎、阿江順也「ブラウン管カルテル事件」東京青山・青木・狛法律事務

所、ベイカー＆マッケンジー外国法事務弁護士事務所『Client Alert』（2009）６頁 

1055 根岸哲編『注釈独占禁止法』有斐閣（2009）745 頁（鈴木孝之） 
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は、民事訴訟法第 108 条の外国における送達規定等を新たに準用するとともに（第 69 条

の３（当時。現第 70 条の 17））1057、一定の場合には公示送達することができることとさ

れ（第 69 条の４（当時。現第 70 条の 18））、執行管轄権上の問題を生じさせない形で手

続を進めることが可能となった1058。 

 

（３）当該外国の領事を通じて送達を行う方法（独占禁止法第 70 条の 17・民事訴訟法第

108 条） 

 日本国内に送達先がなく、外国事業者に対して直接送達する場合には、第 70 条の 17 の

規定に基づき、外国送達に関する民事訴訟法第108条を準用することとなる。したがって、

同法は「裁判長」を「公正取引委員会」に読み替え（第 70 条の 17）、その結果、「外国に

おいてすべき送達は、公正取引委員会がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大

使、公使若しくは領事に嘱託してする」と準用される。 

なお、情報が相手方に到達することにより何らかの法的効果（例えば、出頭義務、金銭

支払義務等）の発生を伴う場合、又は情報の相手方への到達が行政処分の前提要件となっ

ている場合には、その情報の伝達は日本の行政法規を適用するための手続（公権力の行使）

の一環として行われるものであるから、アクセス手段の实力行使性の程度にかかわらず、

公権力の行使に該当するものと考える。よって、独占禁止法上の書類の送達も公権力の行

                                                                                                                                          
1056 村上政博「2008 年改正法案を中心とする独禁法の最新動向」『ビジネス法務』2008 年６月

号(2008)７頁 

1057 ①独占禁止法に係る書類を郵送することは、相手国の为権侵害の問題を生じる可能性が高

いことから、制度としては相手国の同意があってはじめて機能する仕組みとしておく必要があ

ること、②相手方に直接交付することが書類送達の原則であることから、在外者に直接交付す

ることが可能な仕組みとしておく必要があること、③独占禁止法の送達規定は、基本的に民事

訴訟法の規定を準用する体系であることから、可能な限り、民事訴訟法の在外者に対する送達

の規定を準用することが望ましいことから、国税通則法や特許法のような郵便による方法は適

当でないとして、民事訴訟法第 108 条の規定を準用することとなった（菅久修一、小林渉編著

『平成 14 年改正 独占禁止法解説』商事法務（2002）41 頁）。 

1058 なお、独占禁止法違反行為に対する損害賠償請求（独占禁止法第 25 条・民法第 709 条）、

不公正な取引方法に対する差止請求（独占禁止法第 24 条）、独占禁止法違反の契約の無効为張

などという民事救済を外国所在の事業者に求める場合の書類送達については、そもそも、民事

訴訟法第 108 条の「外国における送達」規定等が利用可能であり、「民事又は商事に関する裁

判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約」等の書類送達に関する国際

的枠組みも整備されている（根岸哲「独禁法の国際的執行・協力」日本経済法学会編『経済法

講座２ 独禁法の理論と展開（１）』三省堂（2002）131 頁）。 
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使といえる1059。公権力の行使は、原則として自国領域内に限られることから、外国の同意

なくして当該国において公権力を行使すること（送達を实施すること）は、当該国の为権

を侵害することになる（国際法違反となる）1060。よって、事前に外交ルートを通じて相手

国の同意を取り付けた上で、当該外国に所在する日本領事館を通じて外国事業者への書類

送達が行われることになる1061。 

なお、第 70 条の 17 により準用された民事訴訟法第 108 条では、当該外国の「管轄官庁」

に送達を嘱託することができる旨の規定がある。この場合の管轄官庁とは、民事訴訟の分

野における国際条約1062によって当該条約加盟国各国が設置するものであるが、現在、世界

には、競争法（独占禁止法）に関する送達を实施することができる機関は存在しない1063。

今後、この管轄官庁については、執行協力協定の整備、発展の中でその設置が検討される

ことになる1064。したがって、現状では、日本大使館などが送達事務を行うことになってい

る。 

 

（４）公示送達による方法（独占禁止法第 70 条の 18） 

 次に、民事訴訟法第 108 条を準用してもなお送達することができない場合には、公示送

達を行うことになる（第 70 条の 18）。この「送達することができない」場合には、相手方

外国事業者によって領事送達対象書類の受取りが拒絶された場合も含まれる。 

公示送達する場合、送達すべき書類について、送達を受けるべき者に対していつでも送

付できるという旨を公正取引委員会の掲示板に掲示し（第 70 条の 18 第２項）、当該掲示

開始から６週間後に、公示送達の効力が発生する（同条第４項）。 

                                                
1059 任意ベースの報告依頼、文書提出依頼などについては、公正取引委員会は、外国事業者に

対して郵便等によって直接送付することができる。 

1060 長坂光弘「国際化に伴う滞納整理上の諸問題」『税大論叢』46号（2004）357 頁、山本草

二『国際法［新版］』有斐閣（1996）240 頁 

1061 菅久修一、小林渉編著『平成 14年改正 独占禁止法解説』商事法務（2002）42 頁 

1062 「民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条

約」 

1063 菅久修一、小林渉編著『平成 14年改正 独占禁止法解説』商事法務（2002）43 頁、根岸

哲「独禁法の国際的執行・協力」日本経済法学会編『経済法講座２ 独禁法の理論と展開（１）』

三省堂（2002）130 頁 

1064 田村次朗「国際取引と独占禁止法」金五貴嗣、川濵昇、泉水文雄編『独占禁止法［第２版］』

弘文堂（2006）375 頁 
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在外者への公示送達については、領事送達の場合とは違い相手国において送達国の行為

は見出しえないことから、公権力の行使には当たらず、相手国の同意を必要としない1065。

よって、外国事業者に対して公示送達したところで、当該外国事業者にとっては公示され

ていることは知りようもない場合が多い。ただし、当該外国事業者の住所等が判明してい

る場合には、当該外国事業者に公示送達があった旨の「通知」をすることはできる1066。 

なお、2002 年（平成 14 年）の独占禁止法改正当初は、独占禁止法違反行為の被審人と

なる外国事業者の多くは先進国に本拠を有する事業者であることが多いことから、通常は

民事訴訟法第 108 条を準用した送達が一般的なものとなり、实際に公示送達が行われる可

能性は低いといえる1067とされていたが、实際には、2008 年（平成 20 年）のＢＨＰビリト

ン＝リオ・ティント企業結合事件、2010 年（平成 22 年）のブラウン管事件と立て続けに

外国事業者に対する公示送達が行われるようになった。 

 なお、今後の課題としては、公正取引委員会と外国の競争当局との間で独禁協力協定を

結び、その協力協定の中で、公正取引委員会からの委嘱を受けて当該外国において独占禁

止法に係る書類の送達を实施する権限を持った管轄官庁を定めることにより、当該管轄官

庁を通じた外国における送達を可能にするということも考えられる1068。 

 

（５）公示送達と相手方外国事業者の対応 

（ア）公示送達を受けた相手方外国事業者が審判において事案を争う意思を表示した場合 

 この場合には、その後は通常の審判手続が行われることとなる。公正取引委員会は、日

本国内でその後の書類の送達を受ける者を指定するよう、当該外国事業者に求めることと

なろう。 

                                                
1065 服部育生『比較・独占禁止法［第６版］』泉文堂（2004）361 頁 

1066 外国事業者に対する公示送達については、通常の官報や新聞での周知に代えて「公示送達

があったことを通知することができる」（審査規則第４条、審判規則第４条）こととしている

が、これは、公示送達があった旨の「通知」をするだけであれば、「送達」ではないので、当

該外国の同意がなくとも、为権侵害には当たらないと判断したものと思われる（根岸哲編『注

釈独占禁止法』有斐閣（2009）747 頁（鈴木孝之）、長坂光弘「国際化に伴う滞納整理上の諸

問題」『税大論叢』46 号（2004）359 頁）。 

1067 田村次朗「国際取引と独占禁止法」金五貴嗣、川濵昇、泉水文雄編『独占禁止法［第２版］』

弘文堂（2006）375 頁 

1068 根岸哲、舟田正之『独占禁止法概説［第３版］』有斐閣（2006）62 頁、白石忠志『独占禁

止法』有斐閣（2006）548 頁 
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 なお、ブラウン管事件では、排除措置命令書の公示送達を受けた②サムスンと課徴金納

付命令書の公示送達を受けた⑨サムスン・マレーシアが審判請求を行ったので、この場合

に該当する。 

 

（イ）公示送達を受けた相手方外国事業者が何らの反応も示さない場合 

 この場合にも書類の送達は有効に行われていることとなるから、第 57 条の規定により

「被審人又はその代理人が、正当な理由がなくて、審判の期日に出頭しないとき」に該当

するとして、審判を行うことが可能となる。しかし、事实上、当該外国事業者に関する限

り審判手続を進める实益もないことから、審判手続を中断させ、様子を見るしかないもの

と思われる1069。 

 

第３ 調査管轄権 

独占禁止法の執行は事实調査を要するので、外国における違反行為をどの程度まで調査

することが可能となるのか、外国における違反行為について事業者（特に、外国事業者）

に対し調査への協力要請や強制が可能かという点が問題となる。これが調査管轄権といわ

れる問題である。 

調査には、強制的なものと、任意のものがある。カルテルにおいては、事实関係が争わ

れるために为として強制調査が用いられるのに対し、企業結合においては、事实関係自体

が争われることはなく、その行為の競争への影響という法的評価が争点となるため、強制

調査権の発動はあまり行われず、任意での情報収集が中心となるという傾向がある1070。 

 

１ 強制調査の实効性 

 独占禁止法上の強制調査権限としては、立入検査、提出命令、報告命令、出頭命令・審

尋がある（独占禁止法第 47 条）。公正取引委員会が外国事業者に対し情報提供請求を行う

場合は、同条の報告命令に基づき行われることとなる。公正取引委員会がこれらの措置を

行う場合には、民事訴訟法上の手続に則って、相手国政府の同意を得た上で関係文書を送

付する（独占禁止法第 70 条の 17 で準用する民事訴訟法第 108 条）。 

                                                
1069 上杉秋則『カルテル規制の理論と实務』商事法務（2009）159 頁 

1070 越知保見「行政調査における防御権と調査妨害」『国際商事法務』Vol.38  No.２（2010）

152 頁。なお、日本の調査手続の詳細は同論文 155 頁以下に詳しい。 
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これらのうち、立入検査を外国に所在する事業所において行うことは、立入検査が直接

強制ではなく間接強制であることを考えても、当該事業所の所在する国の为権を侵害する

行為であり、認められない。 

また、提出命令以下の強制調査についても、仮に外国事業者に対して命令書を送達する

ことができたとしても、命令を無視した場合に罰則を科すことは事实上不可能ではないか

と思われる。なぜなら、調査を強制する公正取引委員会の命令に反して公正取引委員会に

は協力しないと決めた自然人の存在を前提とした両罰規定しか存在しない（第 95 条第２

項）以上、調査対象となった事業者が、公正取引委員会の命令に対して何らの反応もしな

いで放置をしているような場合には、公正取引委員会としてかかる命令違反をした個人を

特定することは極めて困難であるため、結果として、検察庁に告発することも事实上困難

であると思われるからである1071。また、個人との関係でも、仮に特定ができたとしても、

当該個人が、以後、日本への入国を断念しさえすれば、やはり罰則を科すことはできない。 

 したがって、独占禁止法上の強制調査は、いずれも实効性を有しているとはいえない。

国際ビタミン・カルテル事件（2001 年（平成 13 年））においては、証拠を入手できずに

警告にとどまったため、本件をきっかけとして、日本に課徴金減免制度がないことが国際

カルテルの発見・摘発の支障となっている1072との意見が強まり、2005 年（平成 17 年）の

独占禁止法改正における課徴金減免制度の導入につながった。現在でも实務上は、強制調

査よりもこの課徴金減免制度に基づく事業者側からの自発的情報開示によるところのほう

が大きい。 

 

２ 任意調査への協力確保の困難性 

 このようなことから、外国事業者に対して任意調査への協力を求めることが重要となる。

電話や手紙・ｅメール、ＦＡＸでの通信・会話や事務所でのインタビュー等の相手方の任

意による調査は広範に活用されうる1073。しかしながら、 

                                                
1071 多田敏明「日本の独禁法の域外適用（公的執行）－国際カルテル」『独占禁止法の域外適用』

早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）49 頁 

1072 根岸哲「課徴金減免制度とカルテル規制」『公正取引』第 696 号（2008）２頁 

1073 根岸哲編『注釈独占禁止法』有斐閣（2009）118 頁（瀬領真悟）、田村次朗「国際取引と

独占禁止法」金五貴嗣、川濵昇、泉水文雄編『独占禁止法［第２版］』弘文堂（2006）375 頁、

丹宗暁信、岸五大太郎『独占禁止手続法』有斐閣（2002）394 頁、金五貴嗣『独占禁止法』青

林書院（2002）239 頁 
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① 外国事業者へは課徴金が賦課されない可能性があるため、リニエンシー申請をした

場合であっても協力するインセンティブが低いこと、 

② 公正取引委員会に提出した物的証拠や事情聴取において作成された供述調書等は、

後々審判に提出されるおそれがあり、その場合には利害関係人が審判に提出された証

拠等の事件記錰を閲覧謄写することができるため、特にアメリカの民事訴訟の原告ら

にこの閲覧謄写制度を利用されて証拠等を入手され、その結果、アメリカの民事訴訟

（３倍額損害賠償請求の集団訴訟）において苦境に立たされるおそれがあること、 

③ 公正取引委員会の事情聴取では弁護士の立会いが認められていないこと、 

などから、外国事業者が任意調査に協力する可能性はさほど高くないとされている1074。 

 

３ 外国競争当局等の日本事業者への情報提供請求 

 一方、外国、特に欧米の競争当局等（アメリカの裁判所、競争当局やＥＵの欧州委員会）

から現地子会社ではなく日本所在の本社に対し、直接に、情報提供請求の正式文書がＦＡ

Ｘやｅメールで送付される場合がある1075。このような情報提供請求は、何らの予告なく、

また訳も付けずに大量に送られてくるだけでなく、比較的短期間での回答を求められる。

また、たとえ事業者側が回答したとしても、その後何度もそれに対する追加質問が長期間

繰り返され、時間及び費用のいずれの面においても、その対応に要する事業者側の負荷は

重大である1076。 

 また、こうした文書は、形式上対応は任意とされているものの、事業者の立場からすれ

ば、回答しなければ調査に非協力的と競争当局等に受け取られ、後々不利益を被る可能性

があるため、实質的には強制力を有するものと受け止めざるを得ない1077。さらに、ＦＡＸ

やｅメールを受け取った時点で時効が中断されるため、法的効力を持っている。 

                                                
1074 多田敏明「日本の独禁法の域外適用（公的執行）－国際カルテル」『独占禁止法の域外適用』

早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）49 頁 

1075 時には、例えば開発部門など法務と全く関係のない部署に送付されてくる場合もあり、事

情が分からない職員が受け取れば対応が大幅に遅れる恐れがあるという懸念も事業者側から

表明されている（経済産業省『競争法の国際的な執行に関する研究会 中間報告』（2008）17

頁）。 

1076 朝山志乃「ＥＵ競争当局による情報提供請求に対するわが国企業の対応」『ＮＢＬ』第 911

号（2009）46 頁 

1077 实務を担当する弁護士からは、「一般にこうした文書は厳密には企業に対応を強制する内

容ではないが、实務経験から言えば、対応を断れば競争当局はすぐに強制手続に入るであろう
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以上のことから、このような情報提供請求は、国際法上の執行管轄権の考え方、すなわ

ち、自国外で国内法に基づく強制調査等の公権力を行使することは被行使国の同意がある

場合を除けば一切許されないとする通説的な考え方に反するのではないか、あるいはＥＵ、

アメリカとの独禁協力協定における通報義務違反に当たるのではないかとの指摘が、日本

の事業者側から提示されている1078。 

 しかし、尐なくとも、外国競争当局が情報提供請求の回答義務を域外事業者に対して課

する規定を設けること自体は、日本の報告命令規定と同様に、国際法上の立法管轄権の範

囲内の正当な行為であると評価できる上、仮に国際法上の疑義がある事例であっても、日

本事業者が、实際に情報提供請求を受けた際に、執行管轄権という国際法上の手続問題を

提起して外国競争当局からの情報提供請求を無視するという判断を行うことは現实的に困

難である。 

 とするならば、外国競争当局との良好な関係を築くことの方が自社の当該地域における

事業の発展にとってもプラスであり、また、自社の意見を当該競争当局に伝えるよい機会

と前向きにとらえて、尐なくとも強制力のある決定に基づく情報提供請求には積極的に対

応することが合理的な選択であろう。もっとも、情報提供請求に対応することが任意の場

合であれ強制の場合であれ、かかる情報提供請求に対応するということは、外国競争当局

からの要求に盲目的に従うことを意味しない。日本事業者は、情報提供請求に対応する際

には、合理的な範囲で、資料の提出時期や提出内容等について、当該競争当局と交渉を試

みるべきである1079。 

 なお、欧州委員会は、情報の提出期限や提出内容の変更要求に応じることに否定的な態

度であり、このような交渉は簡単には受け入れられないが、中には当局が変更に応じたと

いう事例もある。したがって、協力をする意思を表明しつつ、提出時期や提出内容につい

て当局と交渉を試みることは意義があるといえる。 

                                                                                                                                          

こと、また競争当局の要請に対する協力度合が低いと判断されれば後に制裁金の額に影響が出

ること等が容易に予想されるものであるため、国際法上の整理はどうあれ、企業としても突然

ＦＡＸで送付されれば対応に相当困ると考えられる」との意見が出されている（経済産業省『競

争法の国際的な執行に関する研究会 中間報告』（2008）24 頁）。 

1078 経済産業省『競争法の国際的な執行に関する研究会 中間報告』（2008）17 頁 

1079 朝山志乃「ＥＵ競争当局による情報提供請求に対するわが国企業の対応」『ＮＢＬ』第 911

号（2009）46 頁。なお、越知弁護士は、このような欧州委員会の調査手法をむしろ積極的に

評価している（越知保見「域外適用から国際的執行へ」『独占禁止法の域外適用』早稲田大学

グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）73 頁）。 
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４ 競争法協力協定における解決 

 この点につき、アメリカ・カナダ間競争法協力協定においては、「一定の条件を満たせば、

相手国に通報することなく、競争当局が相手国領域内の私人に電話により接触できる」旨

の規定が存在する（第２条第５項及び第６項）が1080、日米独禁協力協定、日ＥＵ独禁協力

協定には、このような規定は存在しない。 

 よって、一方の競争当局が電話・ｅメール・ＦＡＸ等により他方国に所在する私人に接

触した場合につき、協定上の通報対象と構成し通報のない接触は国際法上違法な執行管轄

権の行使に当たると考えることも、協定上の通報対象ではないので通報のない接触も国際

法上違法な執行管轄権の行使ではないと考えることもできる。 

 しかし、他方の締結国領域内の私人に電話により接触することは、日米独禁協力協定で

通報対象と定める「他方の締約国政府の重要な利益に影響を及ぼすことがあると認める自

国政府の執行活動」（第２条第１項）の一つである「他方の国民に対して行う執行活動又は

他方の国の領域内における関連法令に基づいて設立され若しくは組織された会社に対して

行う執行活動」（第２条第２項（ｂ））に該当しないため、通報の対象とはならないと考え

るべきである。よって、このような接触は、国際法上違法な執行管轄権の行使ではない。

また、实際上も、協定には何らの規定もないため、結局、両国とも事实上自由に通報する

かどうかを決定でき、おそらく通報しないこととなろうと思われる1081。 

 よって、現状では、この問題については独禁協力協定によっても解決できないため、ま

ずは、互いの外交当局、競争当局間で協議を行うとともに、各国間で考え方に差があるこ

とを踏まえれば、ＯＥＣＤなどの国際的な協力の場において、各国の考え方について認識

を深めるとともに、望ましい法執行のあり方を模索するために議論を行うことも有意義で

あろうと思われる1082。 

 

第４ 狭義の執行管轄権の問題 

１ 排除措置命令の対象範囲 

                                                
1080 村上政博「競争法の国際的執行体制 １」『貿易と関税』1999 年４月号（1999）78 頁 

1081 長坂光弘「国際化に伴う滞納整理上の諸問題」『税大論叢』46号（2004）434 頁 

1082 経済産業省『競争法の国際的な執行に関する研究会 中間報告』（2008）24 頁 
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 排除措置命令の内容は、日本の独占禁止法が執行しうる日本国内における行為の是正措

置を求めるに留め、世界規模での是正措置を求めたり、国外での行為について是正措置を

求めるような内容にすることはできない。 

 たとえば、国際的市場分割協定であるマリンホース事件の排除措置命令は、①違反行為

取り止めの確認と今後日本での受注は各社が自为的に行うことの取締役会での決議、②カ

ルテル参加メンバーと日本の需要者に対する通知、③今後日本の需要者発注分につき受注

予定者を決定しないことの３点からなり、いずれも日本国内での是正措置に止めている。 

ブラウン管事件排除措置命令も、マリンホース事件排除措置命令とほぼ同内容の①合意

消滅の確認と今後特定ブラウン管のテレビ現地子会社向け販売価格は各社が自为的に行う

ことの取締役会での決議、②カルテル参加メンバーと日本のテレビ親会社に対する通知、

③今後特定ブラウン管のテレビ現地子会社向け販売価格を決定しないことの３点からなっ

ている。ブラウン管事件排除措置命令の内容は国外での行為の是正のようにも見えるが、

公正取引委員会の認定に従えば、これらも国内での是正措置の範疇となると解するのであ

ろう。 

 なお、マイクロソフト非係争条項事件、クアルコム非係争条項事件など私的独占（単独

行為）に関する事例においても、国内における違反行為の是正を求めている。 

 

２ 課徴金の対象範囲は日本国内の売上げに限るか 

 独占禁止法第７条の２第１項は、「不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的

協定若しくは国際的契約」で、「供給量又は購入量」、「市場占有率」又は「取引の相手方」

を「实質的に制限することによりその対価に影響することとなるもの」をしたときは、「当

該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額」をベースにして課徴金1083を課

すものとしている。この「当該商品又は役務」とは、「当該違反行為の対象とされた商品又

は役務全体を指す」1084とされている。 

同条同項にいう「売上げ」（売上高、売上額）が、日本国内における違反対象商品の現

实の売上げを指すのか、国内外を問わず全世界の売上げを指すのかが問題となる。 

                                                
1083 日本の独占禁止法上の課徴金は、不当利得の剥奪という性格と制裁としての性格の二面性

を有する（村上政博「独占禁止法の施行手続および執行」後藤晃、鈴村興太郎編『日本の競争

政策』東京大学出版会（1999）462 頁）。 
1084 土屋企業事件判決（東京高判平成 16年２月 20日審決集 50巻 708頁、金判 1189号 28頁、

最決平成 18 年 11月 14 日審決集 53巻 999 頁） 
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なお、この問題は、課徴金算定の基礎となる「当該商品又は役務」と独占禁止法違反の

要件としての「一定の取引分野」（第２条第５項、第６項）との関係をどう解すべきかとい

う問題とも関連している。ブラウン管事件では、排除措置命令においては「一定の取引分

野」が画定されているが、課徴金納付命令においては公表されておらず、この関係がどう

なるのかが不明であった。 

 

（１）限定説（日本国内の売上げに限定する説）（通説・自説） 

排除措置命令において違反行為を認定する際に「一定の取引分野」を画定した以上、そ

れと同じ事实に基づいてなされた課徴金納付命令の課徴金の算定においても、これを変更

することはできないものといえる。そして、「一定の取引分野」について日本市場を中心に

考える以上、課徴金納付命令による課徴金の対象範囲は日本国内の売上げに限っている、

あるいは、日本に売上額がなければ課徴金の納付を命じられないと解するのが一般的であ

る1085。 

 

（２）限定説に対する批判 

 この限定説に対しては、以下のような批判がある。 

まず、この点につき、課徴金算定の基礎となる「当該商品又は役務」は「違反行為に係

る「一定の取引分野」に含まれる商品・役務と一致する場合が多いが、別個の要件である

から、両者は必ずしも一致する必要はない」とする者もある1086。 

また、国際市場分割協定において入札談合を仕切っていた外国事業者であっても日本国

内において売上げがなかった場合には課徴金を課せなくなるとの批判がある。この立場か

らは、このような外国事業者に対しても課徴金を課す根拠として、課徴金は制裁的なもの

であり、違反行為を抑止するための行政上の措置であるから、従来、日本国内の売上げに

限定するとされてきた根拠である不当利得剥奪論とは関係ないとしている1087。 

                                                
1085 根岸哲「課徴金減免制度とカルテル規制」『公正取引』第 696 号（2008）３頁、多田敏明

「日本の独禁法の域外適用（公的執行）－国際カルテル」『独占禁止法の域外適用』早稲田大

学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）50 頁 
1086 根岸哲編『注釈独占禁止法』有斐閣（2009）161 頁（岸五大太郎） 

1087 多田敏明「不当な取引制限に係る課徴金をめぐる諸改正」『ジュリスト』第 1385 号（2009）

32 頁 
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また、他の諸外国との関係という考察の視点から、例えば、欧州委員会は、制裁金の算

定に際して域内での売上高を重視しながらも、ＥＵの領域を越える国際的市場分割協定の

場合には、域内における売上げの存在を要件にはせず、实際に、これまでもＥＵ域内に参

入しなかった日本事業者に対しても多額な制裁金を課してきており、マリンホース事件に

おいても日本事業者に対して多額の制裁金を課している。このような現状に鑑みると、日

本が、国内で売上げのない外国事業者に課徴金を課さないことは、ＥＵとの均衡を失する

ばかりではなく、日本との関係における限り、外国事業者の国際カルテル参加を抑止する

重要な手段を失うことを意味するとしている1088。 

 また、全世界における売上げを対象としておけば、日本国内に売上げのない事業者から

のリニエンシー申請のインセンティブも大きくなり、事件発覚の端緒が拡がることもあり

得るという考えもあろう。 

 

（３）非限定説（日本国内、国外を問わず、全世界における売上げとする説） 

 このようなことから、尐なくとも独占禁止法第７条の２の条文を見る限りは日本国内に

限るとはどこにも書いていないとして、従来の通説的な考えに異を唱える者もある。 

この考えからは、第７条の２第１項にいう「売上げ」は、日本国内、国外を問わず、全

世界におけるカルテル対象商品の売上高である、すなわち当該国際カルテルに参加した外

国違反事業者による外国における現实の売上げすべてを含むものということとなる。 

なお、この考えは、日本に売上げがなければ課徴金の納付を命じられないという従来の

考え方より大きく踏み出したものではあるが、しかし、ＥＵのように、国際カルテルに関

し、域内に売上げがなくても想定売上げを算定してまで制裁金を課すというところまで考

えを広めたものではないと思われる。 

 

（３）の２非限定説（自国所在需要者説から需要者が日本に所在する外国における売上げ

も含むとする説） 

 全世界における売上げとするのは広範すぎるが、「一定の取引分野」における自国所在需

要者説を前提とし、需要者が日本に所在するような外国における売上げをも含むとする説

もある。同説によると、独占禁止法第７条の２は「違反行為の対象範囲が決まればそこの

                                                
1088 須網隆夫「市場分割を目的とした国際カルテルに対する独占禁止法の適用」ＬＥＸ／ＤＢ

インターネット 速報判例解説（2008）４頁 
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売上げの何％となると読めるので、このマリンホースの違反事件も、認定によれば、わが

国に所在するマリンホースの需要者が受注するものの取引分野ですから、わが国に所在す

る需要者は意思決定は日本でやっているのかもしれませんが、实際にマリンホースを買っ

たところが外国であってもこれは課徴金の対象になり得るわけでございます。实際に課徴

金の対象に入っているかどうかは、私は把握していませんが、法律上は日本国内の売上げ

に限っているわけではないのである」1089としている。 

 同説からは、このような処理は、日本の需要者の保護が日本の独占禁止法の为要な目的

の１つであるという考えに沿うものであるとともに、アメリカのエンパグラン事件判決に

おいて日本政府の提出した Amicus Curiae 意見書（2004 年（平成 16 年）２月３日付）に

も沿うものであるとする。すなわち、同意見書はアメリカ国外に所在する需要者がアメリ

カ裁判所に損害賠償請求をすることに反対する趣旨であったが、もし、公正取引委員会が

「国外に所在するマリンホースの需要者に対しての供給についてまで日本独禁法違反とし

その売上げに課徴金を課したなら、まさに天に唾する結果となったであろう」1090としてい

る。 

 

（４）自説（限定説）からの反論 

この問題に対し、政府側の見解は一貫して限定説を採っており、内閣官房長官は「日本

の地において直接売り上げが立たない場合には、……基本的には課徴金納付命令を行うこ

とができない」と答弁しており1091、また、公正取引委員会委員長も次のように答弁してい

る1092。 

○政府特別補佐人（竹島一彦君） 今売上げがないのに日本の企業が、売上げがない

というのは、ヨーロッパ市場において売上げがないのに大きな制裁金を課されてい

るではないかと、こういうことがあって、日本はそういうことがないじゃないかと。

これはまさに日本の課徴金とＥＵの制裁金の違いでございまして、向こうは文字ど

おり制裁金。ですから、法律違反に対してはしかるべき制裁金を賦課すると、こう

                                                
1089 菅久修一「競争法の国際的な展開－競争法の拡大と深化」棠陰会（第 192 回例会）講演錰

（2008）12 頁 

1090 白石忠志『独禁法事例の勘所［第２版］』有斐閣（2010）319 頁 

1091 第 171 回国会衆議院本会議錰第 22 号６頁（平成 21 年４月９日）内閣官房長官河村建夫君

答弁 

1092 第 171 回国会参議院経済産業委員会会議錰第 15号 14 頁（平成 21年６月２日） 
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いう考え方でございます。売上げがなくてもＥＵの競争法に違反しているというこ

とが認定されて、それで制裁金を求められているということです。 

 これは具体的に何かというと、市場分割カルテルというものをやっておりまして、

日本企業はＥＵの市場では売らない、その代わりＥＵの企業は日本の市場では売ら

ないと、こういう市場分割カルテルをやっているわけです。そうすると、当然のこ

とながら日本の企業の売上げはＥＵでは起きないわけでございます。しかしながら、

そういう形でもって国際カルテルをやっていると、欧州の市場はそのために競争が

ゆがめられたと、日本の企業もその一員であると、こういう認定を受けているわけ

です。したがって、その日本の企業にもしかるべき制裁金を下さなきゃいけないと。

そのことがいろいろ計算されまして、幾ら、百億円とか、かなり多額の金額が請求

された、こういうことです。 

 日本の課徴金は、あくまでも日本国内において売上げがあればそれに対して一

〇％とか何％掛けると、こういうスキームになっておりまして、純粋な制裁金では

ないわけでございます。純粋という意味は、裁量性を持った、要するに刑罰のよう

な、刑罰と同じような適用をするというものではない。したがって、日本でも同じ

ようにそれは、ＥＵの企業はそういう市場分割カルテルに入っていた場合には、日

本は当然ＥＵの企業に対して排除措置命令を出しますが課徴金を掛けられないと、

こういうことになっているわけでございまして、その辺は課徴金なり制裁金制度の

まさに基本的な違いであることはそのとおりでございます。 

 公正取引委員会委員長の言うように、現在の日本は確定金額算定方式の義務的課徴金制

度を採っており、この制度の下では、日本国内での売上げが前提となる。また、これは、

独占禁止法が日本国内での競争制限効果を問題とするものであることからも当然の帰結で

あると考える。よって、独占禁止法第７条の２第１項にいう「売上げ」は日本国内におけ

る売上げと解する。 

なお、従来の实務においても、たとえば、四国ロードサービス事件では勧告審決1093で認

定された「一定の取引分野」で売上げがあった事業者に対してのみ課徴金を課している1094。

このことからも、国際カルテルの場合でも「一定の取引分野」が日本市場であると認定さ

                                                
1093 公取委勧告審決平成 14年 12 月４日審決集 49 巻 243 頁 
1094 公取委課徴金納付命令平成 15 年５月２日審決集 50 巻 557 頁 
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れた場合には、その日本市場での売上げがなかった外国事業者には課徴金は課せないと解

釈できる1095。 

また、この解釈は、国際市場分割協定を形成、实施した外国事業者に対して排除措置の

みを命じつつも、日本における売上げがなかったとして当該外国事業者に課徴金納付を命

じなかったマリンホース事件の処理からも裏付けられる1096。 

なお、以上の政府の国会答弁だけでは「一定の取引分野」と「当該商品又は役務」との

関係は明らかではない。しかし、日本では、排除措置命令と課徴金納付命令とは独立した

命令であるという形で、送達した後、違った法律効果を持たせているが、外国の場合には、

排除措置命令と課徴金納付命令とは同じ１つの決定の中の２個の命令として、単一の手続

に従うという形の手続をとっている国が多い。よって、日本でも、排除措置命令において

違反行為を認定する際に「一定の取引分野」を画定した以上、それと同じ事实に基づいて

なされた課徴金納付命令の課徴金の算定においても、これを変更することはできないもの

と考えるのが妥当ではなかろうか。 

 

（５）日本での想定売上げ検討の可否 

2007 年（平成 19 年）１月、欧州委員会は、ガス絶縁開閉装置（ＧＩＳ）カルテル事件

において、日本事業者が、ＥＵのＧＩＳ市場にはほとんど参加していなかったにもかかわ

らず、入札を見合わせることに合意したことでＥＵ市場での競争の制限に直接貢献したと

して、多額の制裁金を課した。これは、日本事業者が合意の上でＥＵ市場に参入しなかっ

たこと自体が国際カルテルへの参加であり、本来ならばＥＵ市場に生じていたはずの競争

の阻害に加担したことに罪があるとしたものである。この欧州委員会の制裁金は、全世界

市場の前年度売上高の 10％を上限金額としている裁量型制裁金のもとで、欧州域内におけ

る競争制限効果を論拠として、参入した場合に得られたであろう想定売上高を基礎として

課したものである1097。 

                                                
1095 土田和博「不当な取引制限、支配型私的独占に対する違反金制度の在り方」『ジュリスト』

1342 号（2007）47 頁 

1096 村上政博「国際取引への法適用」『判例タイムズ』第 1295 号（2009）82 頁 

1097 したがって、「無制限の裁量ではなくて、一定のルールはあるというのと、それから最終的

な行政当局の裁量金額の是非については司法審査も働く、裁判所において行政庁の裁量権の行

使には必ずチェックが働く」（内閣府大臣官房独占禁止法基本問題検討审「独占禁止法基本問

題懇談会 第 11回議事錰」2006 年（平成 18 年）４月 21日 10 頁 村上政博委員発言）。 
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 一方、日本においては、課徴金を算定するために日本国内における違反対象商品の現实

の売上高を必要としている現行課徴金制度のもとでは、公正取引委員会は、日本国内にお

いて現实の売上げのない外国事業者に対して課徴金を賦課することはできない。公正取引

委員会は、ＥＵ型の裁量型課徴金を導入した場合にはじめて、欧州委員会と同様な論理の

もとに、日本国内において違反対象商品の現实の売上げのない外国事業者に対して制裁金

を課すことが可能となる1098。 

 

３ 外国事業者に対しても課徴金を課すことができるか 

 ブラウン管事件以前は、公正取引委員会が外国事業者に対して課徴金を課した例がなか

ったことから、外国事業者に対しても課徴金を課せるかが問題となっていたが1099、外国事

業者であっても、日本国内における売上げがあれば課徴金を課すことができる。 

公正取引委員会委員長は、国会において「外国の企業に遠慮しているわけじゃなくて、

外国の企業が日本において売上げがあれば当然掛けます。そういう事例はこれからあり得

るわけなんで、それについては内外まさに無差別で課徴金を掛けていくということでござ

います。」と答弁しており1100、また、公正取引委員会事務総長も、定例会見において「外

国企業に対しての独占禁止法違反事件については、以前から法的措置は講じておりまして、

今のお尋ねは課徴金納付命令に関してということかと思うのですが、それはこういう形で

今後とも国際カルテル事案を調査していけば、当然のこととして排除措置命令以外にもこ

ういう形で課徴金納付命令を科すということとなっていくと考えております」と答えてい

る1101。 

                                                
1098 村上政博『独占禁止法［第３版］』弘文堂（2010）92 頁。なお、行政審判では制裁金を取

れないので、日本で裁量型課徴金制度を導入するならば、まず行政審判制度をなくさなければ

ならない。よって、順番としては、その独占禁止法改正の次に、この裁量型課徴金制度導入の

話になるものと思われる。 

1099 「ただ、我が国に拠点を有する外国企業に課した例はあります。これは、平成十年に日本

機械保険連盟という機械保険の集まりがありまして、これが独禁法違反をやっていたというこ

とで課徴金。そのときは、ＡＩＵ、これアメリカ法人、チューリッヒ・インシュアランス・カ

ンパニー、スイス法人、これが日本国内でやっていたということで課徴金を掛けたことがあり

ます」（第 171 回国会参議院経済産業委員会会議錰第 15 号 14 頁（平成 21 年６月２日）公正

取引委員会委員長竹島一彦君答弁） 

1100 第 171 回国会参議院経済産業委員会会議錰第 15号 14 頁（平成 21 年６月２日）公正取引

委員会委員長竹島一彦君答弁 

1101 平成 21 年 10 月７日付事務総長定例会見記錰 
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 この外国事業者の日本国内における売上げについて、村上教授によると以下の場合に分

けて検討することができる1102。 

 

（１）国際カルテルに参加している外国事業者が、日本に所在する日本事業者に支店等を

通じて直接当該商品を販売して日本国内に輸出している場合 

この場合、当該国際カルテルは日本市場に競争制限効果をもたらしているといえる。よ

って、その販売金額が課徴金算定の対象となる売上高に該当することとなる。 

また、この売買の交渉、契約の締結、当該商品の引渡しが外国で行われようとも、国内

で行われようとも、同じである。 

 

（２）外国事業者が日本に所在する現地法人を通じて日本国内で対象商品を販売している

場合 

このような場合において、当該商品の販売活動について外国事業者と日本所在の現地法

人が实質的に一体であると判断されること、あるいは、外国事業者が日本所在の現地法人

の当該事業活動をコントロールしていること1103が認められる場合には、国際カルテルの競

争制限効果が日本国内で生じているといえる。 

よって、日本所在の現地法人（＝子会社）が日本購買者に販売した金額が、課徴金算定

の対象となる売上高に該当することとなる。なお、仮に子会社である日本所在の現地法人

が、親会社である外国事業者が当該国際カルテルに参加していることを知らない場合であ

っても、結論は左右されない1104。 

ただし、課徴金納付命令について日本所在の現地法人の資産に強制執行しようとすると

きには、外国事業者だけではなく、当該日本所在の現地法人も共同名宛人とする必要があ

ると考えられる。 

 

                                                
1102 村上政博「国際取引への法適用」『判例タイムズ』第 1295 号（2009）82 頁、村上政博『独

占禁止法［第３版］』弘文堂（2010）90 頁。なお、多田敏明「不当な取引制限に係る課徴金を

めぐる諸改正」『ジュリスト』第 1385 号 有斐閣（2009）33 頁の考えも、敶衍すると村上教

授の説とほぼ同様なものになると考えられる。 

1103 村上政博「公的執行」『判例タイムズ』第 1304 号（2009）65 頁 
1104 土田和博「独占禁止法の域外適用と管轄権抵触・競合の調整方法」『独占禁止法の域外適用』

早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）23 頁 
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（３）日本事業者の外国現地法人が、国際カルテルに参加している外国事業者から当該商

品を外国で購買した場合 

（ア）当該日本事業者が専ら日本国内に輸入する場合 

この場合も、当該商品の購買（買付）活動について、日本事業者とその外国現地法人と

が实質的に一体であると判断されること、あるいは、日本事業者がその外国現地法人の当

該事業活動をコントロールしていることが認められる場合には、当該国際カルテルは日本

市場に競争制限効果をもたらしているといえる。 

よって、外国事業者が日本事業者の外国現地法人に販売した（日本向けの）金額が、課

徴金算定の対象となる売上高に該当することとなる。 

 

（ア）’外国商社が専ら日本国内に輸入する場合 

なお、（ア）でいう「日本事業者の外国現地法人」とは商社を措定しているが、もしこ

れが外国商社であった場合、すなわち、外国商社が、国際カルテルに参加している外国事

業者から当該商品を外国で購入し、それを専ら日本国内に輸出した場合には、確かに外国

事業者のカルテル行為によって不当に引き上げられた価格の商品を日本の需要者が購入す

ることとなり、損害を蒙っているとはいえるが、当該外国事業者自体には日本国内におけ

る売上げは存在せず、課徴金を課すことはできない。 

このような結果となることについては、「違反者と国内所在需要者との間に介在した商

社等が日本国内に所在するか国外に所在するかという点が結論に影響することがあっては

ならないはずである」1105との批判がある。 

確かにこの批判については理解できる部分もあり、例えば、このように外国商社が購入

して日本に輸出した場合については、日本商社が介在した場合と同様に解して、外国事業

者に日本における売上げがあったと擬制することも考えられるが、外国事業者が外国商社

に販売した時点においては、その商品がどこに転売されるかは承知していないのが通常で

                                                
1105 白石忠志『独禁法事例の勘所［第２版］』有斐閣（2010）320 頁。なお、同書は、マリン

ホース事件の担当審査官解説（大川進、平山賢太郎「マリンホースの製造販売業者に対する排

除措置命令及び課徴金納付命令について」『公正取引』第 693 号（2008）72 頁）は本命令にお

いて違反者から販売子会社ないし販売代理店を経由して需要者にマリンホースが供給された

場合にも課徴金を課したことをほぼ明言しているところ、その解説の中に、当該販売子会社な

いし販売代理店が国内に所在するか国外に所在するかという点に注意を払って解説を執筆し

た形跡は見られない、としている。 
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あり、このような場合にまで課徴金を課すのは外国事業者に酷であるといえよう。この問

題については、日本としては、当該外国の競争法において措置されることを待つしかない

ものと思われる。 

 

（イ）日本事業者の外国現地法人が外国で購買した商品を外国において再販売している場

合、外国において購買商品を原材料として最終製品を製造販売している場合（その最

終製品が日本向けに輸出される場合を含む） 

これらの場合は、当該国際カルテルは当該外国の市場において競争制限効果を有するの

であって、当該商品の外国における売上げに当たる。よって、日本における競争制限効果

とは関係なく、日本の独占禁止法上の課徴金算定の対象となる売上高には該当しない。 

なお、当該購買商品を原材料として外国において現地生産した最終製品については、そ

の最終製品の価格から、原材料である当該商品の価額を除いた部分、すなわち現地で付加

した価値が、ある程度以上となる場合には、原産国表示規制、アンチダンピング規制でも

異なる商品として取り扱われており、競争法上も別な製品であると評価するべきである1106。 

 この点について、日本事業者の外国現地法人による外国での販売活動、現地生産活動等

の事業活動について、日本の親会社の現地子会社への管理権に基づいて、（日本国内に競争

制限効果が生じていないにも関わらず、）外国現地子会社の当該商品の購買金額について日

本の独占禁止法上の課徴金算定の対象となる売上高に該当するとして課徴金を課すと考え

ることもできよう。しかし、この考えは、自国市場に競争制限効果が生じる場合にその国

の競争当局が行政上の措置を講ずるという競争法による規制に係る国際ルールに反して、

外国の経済为権を侵害することになり、許されない。 

 

（４）外国事業者と日本事業者との間の相互不可侵的な国際市場分割協定の場合 

この国際市場分割協定にしたがった場合、当該外国事業者が日本国内で対象商品を販売

するということはあり得ない。したがって、課徴金額を算定するために日本国内における

                                                
1106 村上政博『独占禁止法［第３版］』弘文堂（2010）91 頁。「このルールは、独占禁止法が

日本国内における競争制限効果を問題とすることに基づくのであって、現行課徴金のみならず、

上限方式の裁量型課徴金における制裁金額の算定についても同一である」（同左）。なお、ブラ

ウン管事件がまさにこの例に該当するといえる。 
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違反対象商品の現实の売上高を必要としている現行課徴金制度のもとでは、当該外国事業

者に対して課徴金を課すことはできない1107。 

 

４ 排除措置命令と課徴金納付命令との関係 

（１）排除措置命令と課徴金納付命令の関係 

 日本の現行の手続では、排除措置命令と課徴金納付命令とは独立した命令であるという

形で、送達した後、違った法律効果を持たせている。一方、外国の場合には、排除措置命

令と課徴金納付命令とは、同じ１つの決定の中の２個の命令として、単一の手続に従うの

で、執行力、確定、上訴などが課徴金納付命令も排除措置命令も、同じ運命をたどってい

くという形の手続をとっている国が多い。 

 また、日本の現行課徴金制度では、課徴金額算定のために日本国内における違反対象商

品の売上げを必要としているために、日本国内で売上げが発生しない外国事業者に対して

課徴金納付命令を命じることはできない。そこで、实際の措置としては、外国での違反行

為についての外国事業者に対しては、排除措置を命じることにとどまることが多いと想定

される1108。 

 なお、日本においても排除措置命令と課徴金納付命令を同じ１つの決定にまとめること

はできないかという議論もなされているが、現行課徴金制度のもとでは違反行為がなくな

り終期が確定しない限り課徴金額を算定できず課徴金納付命令が出せないため1109、２つの

命令をまとめるのは困難であるとされている。しかし、「裁量型行政制裁金を導入して、例

えば、現行手続に合わせて、カルテルについて实施期間を考慮して上限金額を対象商品の

前年度売上額の 15％の３倍という、そういうような、仮に本当に行政制裁金みたいなもの

を導入した場合には、決定中に排除措置命令と課徴金納付命令の２つを合わせた１つの決

                                                
1107 上限方式の裁量型課徴金を導入した場合にはじめて、欧州委員会と同様な論理のもとに、

日本国内において違反対象商品の現实の売上げのない欧州事業者に対して制裁金を課すこと

が可能となる（村上政博「公的執行」『判例タイムズ』第 1304 号（2009）65 頁）。 

1108 村上政博「独占禁止法と国際ルールへの道」『ＮＢＬ』第 901 号（2009）35 頁 

1109 その意味で、日本では、排除措置命令の要件に、当該事業者に日本国内における現实の売

上高があることという要件が加重されて課徴金納付命令の要件となっている（村上政博『独占

禁止法［第３版］』弘文堂（2010）90 頁）。なお、このような事情から、カルテルの場合には

排除措置命令と課徴金納付命令が同時に出されるが、私的独占の場合には課徴金納付命令の方

が遅れることとなる。 



 502 

定で、外国はそうやっていると思いますので、その手続に従った方が手続としては、きれ

いに動いていくのではないか」との意見もある1110。 

 

（２）課徴金の免除と排除措置命令の対象からの除外との関係 

マリンホース事件において、本件カルテルに参加した日本事業者２社のうち横浜ゴムは、

リニエンシー制度の適用により課徴金が全面的に免除された。かつ、同社は、違反行為へ

の参加が認定されたにもかかわらず、排除措置命令の対象からも除外されている。 

また、ブラウン管事件においても、最初にリニエンシーを申告したとみられる③中華映

管は、課徴金の免除だけでなく排除措置命令の対象とならなかった。 

この２例では、リニエンシー制度の適用により課徴金が免除された事業者は、排除措置

命令の対象からも除外されているが、この課徴金の免除と排除措置命令の対象からの除外

との関係には、何らかの必然性があるかについても一応検討の対象となる。 

 しかし、リニエンシー制度と排除措置命令は互いに制度趣旨が異なっていることから、

違反を自为申告し、リニエンシー制度の適用対象となったことをもって、直ちに、排除措

置命令の対象からも外されるということにはならないと考える。現に、理由は明らかにさ

れてはいないものの、リニエンシー制度の適用により課徴金が免除されたが、排除措置命

令の対象となった事例が存在している1111。 

排除措置命令については独占禁止法第７条第２項に「違反する行為が既になくなつてい

る場合においても、特に必要があると認めるときは、……（事業者）に対し、……必要な

措置を命ずることができる」と定められている。このことから察するに、（マリンホース事

件、ブラウン管事件の各命令には明示されていないため推測の範囲内ではあるが、）横浜ゴ

ム、③中華映管が、自为申告した段階において、すでに違反行為を停止していたことをも

                                                
1110 内閣府大臣官房独占禁止法基本問題検討审「独占禁止法基本問題懇談会 第 11回議事錰」

2006 年（平成 18 年）４月 21 日 10頁 村上政博委員発言 

1111 「名古屋市が発注する地下鉄工事の入札参加事業者らに対する排除措置命令及び課徴金納

付命令について」公正取引委員会報道発表資料・平成 19年 11 月 14 日、「ポリプロピレン製シ

ュリンクフィルムの製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について」公正取

引委員会報道発表資料・平成 20 年３月 28 日 
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って、同法第７条第２項の「特に必要があると認めるとき」に該当しないと判断されたた

め、排除措置命令の対象とならなかったのではなかろうか1112。 

 

（３）排除措置命令、課徴金納付命令と具体的違反行為の認定 

 排除措置命令については独占禁止法第７条第２項に「違反する行為が既になくなつてい

る場合においても、特に必要があると認めるときは、……（事業者）に対し、……必要な

措置を命ずることができる。ただし、当該行為がなくなつた日から亓年を経過したときは、

この限りでない。」と定められている。また、課徴金納付命令については同法第７条の２第

１項に「当該行為の实行としての事業活動を行つた日から当該行為の实行としての事業活

動がなくなる日までの期間（当該期間が三年を超えるときは、当該行為の实行としての事

業活動がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。……）における当該商品又は役務の

……売上額……」と定められている。 

 しかし、現在の公正取引委員会の扱いでは、国際事件に限らず、国内事件においても、

違反行為の始期及び終期については排除措置命令書に明示されているが、それ以外の事实

認定の記載がない。また、そもそも課徴金納付命令においては、具体的な事实認定がどの

ようであったかの公表もされていない（もちろん、課徴金の額から逆算して、算定根拠と

なった売上高の推定は可能である）。 

 とりわけ、課徴金納付命令については、違反している３年間の売上高を算定根拠にして

いるのであるから、（その個別具体的な売上げの日時、相手方等の詳細については事業者に

とって営業上秘密性の高い事情であるから明らかにできないにしても）算定根拠となった

３年間について公正取引委員会としてどのように認定したか、命令を下す時点で公表する

必要があるのではなかろうか。 

 

５ 課徴金納付命令と違反事業者の清算手続 

ブラウン管事件においては、課徴金納付命令を受けた５社のうち、⑥ＭＴ・マレーシア、

⑦ＭＴ・インドネシア及び⑧ＭＴ・タイの３社が、既に清算手続を開始している。 

このようなケースの場合、課徴金納付命令の対象となった清算事業者については支払能

力の問題も想定されるところであり、また、仮にこれらの事業者が任意に課徴金を支払わ

                                                
1112 須網隆夫「市場分割を目的とした国際カルテルに対する独占禁止法の適用」ＬＥＸ／ＤＢ

インターネット 速報判例解説（2008）４頁 
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ない場合の实効的な執行にはなお不透明な面があり、課徴金納付命令の執行にとって障害

となりうる1113。 

 

６ 課徴金納付命令と親子会社 

 本来、親子会社間であっても、別法人であり、一方に対する命令が他方に対して効果を

及ぼすことはない1114。なぜなら、 

  ① 課徴金が課されるのは違反行為者である。したがって、そもそも实体法上の違反

行為者とされなければ、課徴金納付命令の対象とならない。たとえば、子会社のみ

が違反行為者とされれば、親会社に対する課徴金の賦課は問題にならない（その逆

も同様）。 

  ② 課徴金は、「当該商品又は役務」の「売上高」を基準に算定される。したがって、

たとえば親子会社の双方が違反行為者とされた場合であっても、当該商品又は役務

の売上額が存在しない子会社には課徴金は課されない。 

ただし、ブラウン管事件のように親会社と子会社がともに１つの国際カルテルの当事者

となっていた場合には、互いにまったく関知・関与していなかったとはいえず、何らかの

効果を及ぼすことができないかが、今後の立法論として問題となるのではなかろうか。 

 たとえば、前出の違反事業者が清算手続に入った場合においても、同様のことが考えら

れる。ブラウン管事件において、清算手続に入った３社いずれも①ＭＴの子会社であるこ

とから、①ＭＴが子会社の代わりに課徴金を納付することができるかも一応問題となるが、

親子会社関係があったとしても法的にはまったく別の法人であり、現状では、①ＭＴが代

わりに納付する必要はなく、求めることもできない。しかし、このような結論が妥当であ

るかについては、今後検討の余地があるのではなかろうか。 

 なお、この点につき、もし清算中の子会社の課徴金相当額を親会社が負担した場合には、

法人税基本通達９－４－１1115が利用できるのではないかという指摘をする者もある1116。 

                                                
1113 狛文夫、阿部信一郎、阿江順也「ブラウン管カルテル事件」東京青山・青木・狛法律事務

所、ベイカー＆マッケンジー外国法事務弁護士事務所『Client Alert』（2009）７頁、根岸哲編

『注釈独占禁止法』有斐閣（2009）159 頁（岸五大太郎） 
1114 一方、ＥＵにおいては、ＥＵ競争法が支配・被支配関係にあるグループ事業者を一体とし

て把握しているので、例えば、親会社に対する決定の場合に、子会社が別法人であることを为

張して支払義務を逃れることは困難であると思われるとされている（須網隆夫「独占禁止法・

競争法の域外適用に関する総論的検討」『独占禁止法の域外適用』早稲田大学グローバルＣＯ

Ｅ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）９頁）。 
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７ 課徴金納付命令と事業譲渡 

ブラウン管事件において、課徴金納付命令の名宛人となった違反事業者のうち、④ＬＧ

は、2009 年（平成 21 年）７月 21 日、テレビ用ブラウン管の製造販売にかかる事業を韓

国所在のメリディアン・ソーラー・アンド・ディスプレイ・カンパニー・リミテッドに対

して譲渡している。 

この点、当時の独占禁止法上は、課徴金納付命令を受けた事業者が、違反行為にかかる

事業を譲渡している場合について定めた特段の規定は存しなかった。そのため、譲渡会社

に対して課徴金納付命令を行うことになり、とりわけ事業譲渡後に譲渡会社が消滅したよ

うなケースでは、公正取引委員会がいずれの違反事業者からも課徴金を課すことができな

いことになってしまっていた。 

しかし、2009 年（平成 21 年）の改正独占禁止法では、違反者が、調査開始日以後にお

いて、違反行為に係る事業の全部を、会社分割又は事業譲渡によって、同一グループ事業

者に承継させたうえで、当該違反者が合併以外の理由により消滅した場合には、違反者の

違反行為及び課徴金納付命令等が、事業を承継した特定事業承継子会社等のものであると

みなされる旨の規定を設けた（第７条の２第 25 項）。この規定は、改正法の施行日以後に

調査が開始されたケースに適用される（改正法附則第５条第４項）。 

ブラウン管事件のケースでは、2009 年（平成 21 年）改正法の適用はないため、譲渡会

社である違反事業者④ＬＧが存続している限り、同社に対し課徴金納付命令が帰属するこ

とになる1117。 

 

８ リニエンシーの共同申請と平成 21 年改正法 

                                                                                                                                          
1115 子会社等を整理する場合の損失負担等「法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に

伴い当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等（以下「損失負

担等」という。）をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を

蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担

等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負

担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。」 

1116 北博行「国際カルテル事件の法的問題点」『公正取引』第 712 号（2010）36 頁 

1117 狛文夫、阿部信一郎、阿江順也「ブラウン管カルテル事件」東京青山・青木・狛法律事務

所、ベイカー＆マッケンジー外国法事務弁護士事務所『Client Alert』（2009）７頁 
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ブラウン管事件においては、台湾系事業者（③中華映管、⑩中華映管・マレーシア）が、

リニエンシー申請を行ったとされている。 

この点、当時の独占禁止法上は、親子会社のように同一グループ内に属する会社同士で

あっても、各々単独でリニエンシー申請を行わなければならず、同一順位で減免を受ける

ことはできなかった。 

しかしながら、同じカルテルに同一グループ内に属する複数の事業者が関与している場

合、当該事業者のいずれかがリニエンシー申請を行うにあたっては、通常、同一グループ

内に属する他の違反事業者も当該申請を行うことを意図しているはずである1118。それにも

かかわらず、単独での申請しか認められないとすれば、一挙に複数の順位が割り当てられ

てしまい、当該グループ外の他の違反事業者がリニエンシー申請を受ける余地が狭められ

てしまう。このような事態は、リニエンシー申請を通じてなるべく多角的な情報を得よう

と望む公正取引委員会の立場からしても望ましくないこととなる。 

そのため、2009 年（平成 21 年）改正独占禁止法では、同一グループに属する事業者で

あれば、リニエンシー制度を共同して申請することを認め、当該申請を単独の事業者によ

る申請とみなす旨の規定が設置されることになった（第７条の２第 13 項第１号）。かかる

共同申請の制度は、事業者が国内に有する複数の販売子会社がカルテルに関与している場

合や、日本国内に製造子会社を有する外国事業者が当該子会社と共にカルテルに関与した

場合など、同一グループに属する複数の事業者が同一カルテルに関与しているようなケー

スを想定したものであり、本件のようなケースがまさにそれに該当する。 

当時の独占禁止法の下では単独の申請しか認められていなかったため、本件台湾系事業

者は個々に申請を行ったことになるが、改正法の施行後であれば、共同申請が行われる可

能性が高かったと考えられる1119。 

 

９ 国際カルテルと各国競争当局へのリニエンシー申請 

（１）複数国競争当局になされたリニエンシー申請の関係 

                                                
1118 ただし、子会社の独断による違反行為に関するリニエンシー申請に当たり、併せて親会社

も同時にリニエンシー申請を行うか否かについては、申請により親会社の責任を争う余地が狭

まる面があるためその得失について慎重な検討が必要であるとの指摘もなされている（経済産

業省『競争法の国際的な執行に関する研究会 中間報告』（2008）20 頁）。 

1119 狛文夫、阿部信一郎、阿江順也「ブラウン管カルテル事件」東京青山・青木・狛法律事務

所、ベイカー＆マッケンジー外国法事務弁護士事務所『Client Alert』（2009）８頁 
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国際カルテルにおいて、同カルテルに参加しているＡ社がＸ国にリニエンシー申請した

ことを察知したＢ社がＹ国にリニエンシー申請した場合、それぞれの国でのリニエンシー

申請はそれぞれ有効であり、Ｘ国でのリニエンシー申請のメリットはＡ社が、Ｙ国でのリ

ニエンシー申請のメリットはＢ社が享受することとなる。 

 なお、両国の競争当局同士では、リニエンシーによって得た情報の交換がなされるとこ

ろであり、また、リニエンシー申請をした事業者側が、申請と同時に、他国の競争当局と

の情報交換をしてもよい旨の承諾を与えることもあり、实際、マリンホース事件において

横浜ゴムはそのような承諾を与えたとされている。 

 競争当局側からすると、関係各国の競争当局に複数の事業者からリニエンシー申請があ

った場合には、それぞれの事業者から違った角度での情報が寄せられ、かつ、競争当局間

でそれらの情報を共有することができるようになることから、事件を多角的に分析するこ

とができ、事件解決に向け非常に大きなメリットがある。 

 しかし、事業者側からすると、上記のようなあたかもリニエンシー申請競争のような事

態が生じるのは望ましいことではないのも事实である。また、例えばＥＵ市場でのカルテ

ルについてＥＵ競争当局が立件しなかった場合でも、ＥＵ域内の各国競争当局が個別に立

件を行うというリスクについても指摘されている1120。 

このようなことから、事業者が、当該国際カルテルに関与する国の１国の競争当局にリ

ニエンシー申請をした場合には、他の国々の競争当局にも申請したのと同様な効果を与え

るような施策を、競争当局間の協力や競争法協力協定で取り決めるなどの方策を今後検討

してもよいのではなかろうか。 

 

（２）おとり捜査と各国競争当局の協力 

 マリンホース事件において、違反事業者であるダンロップ側から、行政上の措置を執行

する競争当局（欧州委員会、日本）が、刑事訴追を執行する競争当局（アメリカ）の捜査、

とりわけ、おとり捜査に協力することは、本来の任務を逸脱するものではないかとの懸念

が示された。 

 確かに、横浜ゴムは 2006 年（平成 18 年）末には欧州委員会、日本（公正取引委員会）

にリニエンシー申請をしたとされているが、両競争当局とも、アメリカ司法省が 2007 年

（平成 19 年）５月１日に強制調査に着手した翌日の５月２日以降に立入検査等具体的な



 508 

行動による調査を開始したということは、それまでの間、あえて水面下での調査に留め、

アメリカ司法省のおとり捜査に協力していたという可能性が強い。 

 この点につき、欧州委員会は、リニエンシー告示第 12 項(b)ただし書により横浜ゴムは

申請後もカルテル行為へ継続参加しても制裁金免除を得ることが可能であること、申請か

ら立入検査まで時間経過することは特別なことではないこと、他の競争当局との協力は競

争法協力協定上必須であること、欧州委員会は他の競争当局が得た証拠を本事件に使用し

ていないことなどを理由に、問題なしとしている。 

一方、日本の公正取引委員会は、この点については特にコメントはしていない。しかし、

日本においては、一般の刑事事件においてもおとり捜査は認められていないことから、各

国競争当局間の協力関係を優先して、あえて自らの調査開始を遅らせるという、事实上お

とり捜査を容認するような行為は、容認すべからざるものと解する。 

これに関し、おとり捜査協力はやむなしとしても、行政上の競争当局は、おとり捜査協

力期間（マリンホース事件においては約６カ月）は、行政措置上の違反期間に含めず、同

期間中に対応する売上高は、制裁金又は課徴金の算定根拠から除外するなど何らかの措置

を講ずべきとする見解もある1121。上記のように本来的には望ましいことではないが、国際

的な競争当局間の協力関係を優先するのであれば、妥協案として傾聴に値するものであろ

う。 

 

10 外国事業者に対する排除措置命令・課徴金納付命令の効力と独占禁止法の執行力の強

化の必要性 

（１）外国事業者に対する排除措置命令の効力 

 排除措置命令が出された場合、当該命令が最終的に審決等を通じて確定する以前であっ

ても、裁判所に保証金を供託して、当該命令が確定するまで執行の免除を受けない限り（独

占禁止法第 70 条の６）、排除措置命令は執行力を有するし、これに服さない場合には、同

法第 97 条の規定に基づき 50 万円以下の過料が課せられることになる。また、審判請求を

行わないこと又は審決が確定したことにより、排除措置命令が確定したにもかかわらず、

これに従わない場合には、同法第 90 条（確定排除措置命令違反の罪）に基づき、２年以

                                                                                                                                          
1120 経済産業省『競争法の国際的な執行に関する研究会 中間報告』（2008）21 頁 

1121 北博行「国際カルテル事件の法的問題点」『公正取引』第 712 号（2010）37 頁 
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下の懲役又は 300 万円（法人の場合には３億円）以下の罰金に処せられることとされてい

る。 

 しかし、仮に外国事業者に対して命令書を送達することができたとしても、当該外国事

業者がこの命令を無視した場合に確定排除措置命令違反の罪（第 90 条）を問うことがで

きるかについては、できるとする説1122もあるが、自説からは外国事業者に対して刑事罰規

定を域外適用することはできないと解する。 

よって、外国事業者に対して、これら過料、罰則等自体、課すことは事实上不可能であ

り、外国事業者に対して排除措置命令を出したとしても、この命令を外国事業者に対して

強制できる手続は独占禁止法上何もなく、外国事業者が自为的に従うか否かの問題になっ

てしまう。 

 

（２）外国事業者に対する課徴金納付命令の効力 

 また、課徴金納付命令の場合は、外国事業者が同命令の履行を拒否した場合、同命令の

不履行に対する罰則が存在しないため、排除措置命令のとき以上にその实効性の確保が困

難である。外国事業者に対して課徴金納付命令を出し、その徴収手続に移行したときに、

名宛人に属する資産が日本国内に存在する場合には、当該資産に対して課徴金納付命令を

強制執行することができる1123が、名宛人に属する資産が日本国内に存在しない場合には、

实際には徴収できない。实際に、ブラウン管事件では、課徴金納付命令書の公示送達を受

けた⑪ＬＰ・インドネシアはその後何らの反応も示しておらず、これに対して有効な対抗

策はとられていない。 

 

（３）独占禁止法の執行力の強化の必要性 

 さらに、上記のように、現在の日本の考え方では外国事業者に対して日本国外の売上げ

に対して課徴金を課すことができないが、それ以外にも、ＥＵでは履行強制金が１年間で

相当額になるのに対し、日本では罰金 300 万円のみに過ぎないなど、独占禁止法の執行力

                                                
1122 上杉秋則『カルテル規制の理論と实務』商事法務（2009）159 頁。なお、白石忠志『独禁

法講義［第５版］』有斐閣（2010）273 頁も、刑法第１条にいう「国内犯」については、構成

要件該当行為が国内で行われるもののほか、構成要件に含まれる結果が国内で発生するものも

含むとして、外国所在の違反者に対しても確定排除措置命令違反の罪を科すことができる可能

性を指摘しているが、結論としては否定的である。 

1123 白石忠志『独占禁止法』有斐閣（2006）548 頁 
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の弱さが指摘されている。また、外国での証拠収集についても、日本の独占禁止法は他国

の競争法に比べて弱いと指摘されることがある。 

アメリカ、ＥＵ、日本は世界の競争法の３大モデルであるが、この３者間に執行力の格

差があるのは望ましいことではない。各国競争法のハーモナイゼーションの一環として、

日本の独占禁止法自体の執行力の強化が必要なのではなかろうか。 

 

11 各国間の執行管轄権の抵触とその回避手段 

 为権国家による執行管轄権の行使については、原則として、当該国の国内に限定される

というのが、国際法の通常の考え方である。よって、独占禁止法の執行も原則として日本

国内に限定され、外国において執行される場合には、非強制的な行為を含めて当該外国政

府及び当該外国事業者の同意が必要となる。 

 たとえば、調査段階の場合、公正取引委員会が証拠の提出や関係者の出頭を命ずるには、

提出命令書や出頭命令書等の送達を行う必要がある（平成 13 年公正取引委員会規則第８

号第９条）が、この調査を円滑に進めるためには、対象となる外国事業者から任意の協力

が得られることが不可欠になっており、日本国内に代理人を選任していない外国事業者を

調査するときには、公正取引委員会は、文書受領権限を有する代理人を指定するよう、Ｆ

ＡＸの送付により求めるなどしている。 

 また、外国事業者に対して排除措置命令、課徴金納付命令を出したところで、当該外国

事業者がそれらの命令に従わずに無視したとしても、現在では、それ以上何の措置も講じ

ることができない。 

 各国が日本のように課徴金の算定根拠を国内での売上げに限っている場合には重複のお

それはないが、アメリカ、ＥＵのように全世界での売上げを根拠とする国々との間では、

事業者側からすると、同一の売上げに対して二重の課徴金・制裁金が賦課されるというこ

とになる。 

 このような国家間の執行管轄権の抵触の問題は、結局のところ、日本と違反事業者の所

在する国との間の政治的な決着しかなく、その決着の仕方としては、相手国に日本の執行

管轄権の行使を認めてもらう代わりに、日本も相手国の執行管轄権の行使を認めるという

相互为義（礼譲の問題）しかないのが現状である。 

 实際、現在各国間で結ばれている競争法協力協定（独禁協力協定）や経済連携協定（Ｅ

ＰＡ）には、両国間の執行活動の調整に関する規定が盛り込まれることが多くなっている
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が、これらは、相互为義をルール化・明文化することによって、国家間の力関係によって

結果が左右されないように安定化を図った努力の結果であるといえる。 
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第２節 各論 各事件の検討 

 

第１ マリンホース事件 

１ 外国事業者に執行管轄権が及ぶか 

 本件排除措置命令が、日本国内で執行できることには異論はない。しかし、（同命令から

は判然としないが）本件命令の対象となった外国事業者４社（ダンロップ（イギリス）、ト

レルボーグ（フランス）、パーカー（イタリア）、マヌーリ（イタリア））は、いずれも日本

国内に子会社・支店を有していない。このような外国事業者に対して出された命令は有効

であろうか。 

 本件命令においては、その対象となった外国事業者４社について、日本国内に何らかの

拠点を有していたかどうかについては触れていない。ただし、本件の外国事業者の中には、

日本で事業活動を行っておらず、日本に資産を保有していないなどの点から執行管轄権を

持たないのではないかと疑われる者もいた。 

しかし、ＦＴＡＩＡ型効果理論の下、当該外国事業者に対して日本の立法管轄権が及ん

でいれば日本の執行管轄権も及ぶとする自説からは、日本国内の拠点の有無を確定するこ

となく、外国事業者に対しても執行管轄権が及ぶといえよう。 

 

２ 外国事業者に対する送達 

 本件の外国事業者の中には、日本で事業活動を行っておらず、日本に資産を保有してい

ない者もいたが、当該外国事業者は日本の弁護士を代理人に選任して文書受領権限を付与

したため、公正取引委員会はそれら代理人に文書送達して外国事業者に排除措置をとるこ

とを命じた。この場合、外国事業者についてその事件についての応訴管轄が成立するもの

と考えられる1124。 

 

３ 外国事業者に対する排除措置命令と独禁協力協定 

 本件の場合、排除措置命令の対象となった外国事業者４社（ダンロップ（イギリス）、ト

レルボーグ（フランス）、パーカー（イタリア）、マヌーリ（イタリア））の所在国は、いず

れもＥＵ加盟国であった。日本とＥＣとの間では、2003 年（平成 15 年）に独禁協力協定

が締結されており、同協定では、双方に影響する渉外事案に対して、双方の競争当局が、
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それぞれ自己の競争法を適用することを前提に、紛争の回避を目的とし（第１条第１項）、

他方の重要な利益に影響する執行活動を事前に他方の競争当局に通知することを義務付け

ているところ（第２条第１項・第５項）、他方当事者の領域内で設立された事業者に対する

執行活動・他方当事者の領域内における行為の要求は、そのような執行活動として例示さ

れている（第２条第２項(b)・(f)）。そして、消極礼譲として、当事者は、執行に際しては、

他方当事者の重要な利益に配慮する義務を負うとされている（第６条第１項）。 

これらの日・ＥＣ独禁協力協定の規定は、協定当事者は、協定の要件が満たされる限り、

他方当事者の執行を通常は承認することを前提としていると考えられ1125、本件排除措置命

令においてもヨーロッパ各国の暗黙の承認があったと言え、为権侵害を理由に日本が非難

されることはないと思われる。 

 实際、欧州委員会側は、国際カルテルに対するＥＵ競争法の執行として、これまでも日

本事業者に対してしばしば制裁金の支払いを命じている。例えば、これまで欧州委員会が

課したカルテル制裁金の事件別上位５件のうち４件までもが日本事業者と関連した事件で

ある1126。日・ＥＣ独禁協力協定の文言による限り、日本の公正取引委員会は、決定が下さ

れる以前に通報を受け、異議を唱えなかったものと推測され、また、決定を司法手続にお

いて争った場合を除き、支払いを命じられた日本事業者の多くは、自为的に制裁金を支払

ったと思われる。 

 このような現状を踏まえ、「国際カルテルについて、自ら、日本国内に所在する企業に対

して一定の行為を命じているＥＵが、日本の執行管轄権の行使に異議を唱えることは、考

えにくいであろう。むしろ、日本の独占禁止法の執行について、それが非強制的に实施さ

                                                                                                                                          
1124 村上政博『独占禁止法における判審決分析の役割』商事法務（2009）287 頁 

1125 須網隆夫「市場分割を目的とした国際カルテルに対する独占禁止法の適用」ＬＥＸ／ＤＢ

インターネット 速報判例解説（2008）３頁 

1126 2008 年５月までの調べで、第１位エレベータカルテル事件（2007 年）9.9 億ユーロ（う

ち対象となった日本事業者：三菱エレベータ現地法人（以下同じ。））、第２位ビタミンカルテ

ル事件（2001 年）7.9 億ユーロ（武田薬品、第一製薬、エーザイ）、第３位ガス絶縁開閉装置

カルテル事件（2007 年）7.5 億ユーロ（三菱電機、東芝、日立、富士電気、日本ＡＥパワーシ

ステムズ）、第４位合成ゴムカルテル事件（2006 年）5.2 億ユーロ、第５位建築用板ガラスカ

ルテル事件（2007 年）4.9 億ユーロ（旫硝子、日本板硝子現地法人）。経済産業省『競争法の

国際的な執行に関する研究会 中間報告』（2008）５頁 
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れる限り、ＥＵは、黙示に同意していると考えることもできるのではなかろうか」とする

見解1127もあり、至極妥当な結論であると考える。 

しかし、相互为義が独禁協力協定に明文化されているとはいっても、互いの国家にそれ

を強制しているものではなく、単なる努力義務であり、实際のところは国家間の信頼関係

という非常に不安定な基盤に立っている。世界的不況の影響から保護为義に戻りつつある

とも言われる現在、相手国が常に相互为義に立脚するとは限らないため、何らかの担保措

置を検討する必要もあるのではなかろうか。 

なお、本件課徴金納付命令は、日本事業者のみを対象としており、外国事業者には課徴

金を課さなかったため、執行管轄権の抵触は生じなかったが、もしこれを課していれば、

やはり同様の問題が生じたといえる。 

 

４ 外国競争当局との情報交換と独禁協力協定 

 調査段階においても、独禁協力協定が適用される。ただし、協定を結んでいるといって

も、この協定は、それぞれの国が自国の法令の範囲内で調査や執行を行うことを相互に認

めるという協定であって、それぞれの国の秘密保護規定というのは当然適用される。よっ

て、秘密保持の規定によれば当然自由に証拠の開示などもできるはずもなく、一般的にい

えば、任意に、自为的に入手した情報や、いつ調査を開始するかという情報などについて

は、公正取引委員会の判断で出せると思えば出すことができるが、たとえば立入検査をし

て集めてきた証拠など独占禁止法の権限に基づいて集めてきた証拠を外に出せるかといえ

ば、これを出すことはできないこととなる。 

したがって、独禁協力協定を結んでいるといっても、为として調査開始までのところで

情報交換をして、調査開始時期を合わせるといった程度の協力が現在行われている協力の

現状といわれている1128。实際、本件においても、競争当局間で立入調査の日時等は合わせ

たが、それ以上の詳細な情報交換はあまりなかったと言われている。 

 

５ 外国事業者に対する課徴金 

                                                
1127 須網隆夫「市場分割を目的とした国際カルテルに対する独占禁止法の適用」ＬＥＸ／ＤＢ

インターネット 速報判例解説（2008）３頁 

1128 菅久修一（公正取引委員会官房国際課長）「競争法の国際的な展開－競争法の拡大と深化」

棠陰会（第 192 回例会）講演錰（2008）12 頁 
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本件は、自国市場は自国事業者が独占するという典型的な国際カルテル（国際的市場分

割協定）であり、違反行為の責任は日本事業者、外国事業者の双方にあった。にも関わら

ず、排除措置命令は外国事業者に対しても出されたが、課徴金納付命令は日本事業者にし

か出されなかった。 

本件において、公正取引委員会は、全世界レベルでのマリンホースの使用地に着目した

市場分割と、分割された各地の市場における受注調整とをそれぞれ認定しつつ、取引分野

の画定については、日本国内の需要者が特定の方法により発注する市場であると認定した

結果、最終的には、日本事業者の日本国内における販売による売上げのみが課徴金の算定

基準となった。すなわち、公正取引委員会は、国際カルテル事件における課徴金の算定に

当たって、「日本国内の需要者向けの販売にかかる売上げ」を基準にしているという見方が

できる。 

公正取引委員会がこのような基準を採用しているとすれば、市場分割カルテルが問題と

なったマリンホース事件では、違反事業者たる外国事業者について課徴金納付命令が発令

されなかったのはある意味当然のことといえる。なぜなら、市場分割カルテルでは、日本

市場に参入しないことがカルテルの合意の内容になる以上、外国事業者が「日本国内の需

要者向けの販売にかかる売上げ」を有している可能性は低いからである。 

この点につき、課徴金の対象範囲は日本国内の売上げに限るとする自説からも、本件の

ような国際市場分割協定の場合には、そもそも外国事業者に課徴金を課すことはできない

と考える。 

 

（１）「市場の画定」と「日本国内における売上げ」の関係 

 自国所在需要者説を为張する白石教授は、このマリンホース事件について、違反事業者

らは「使用地」を基準として地域割当てをしていたのに対し、公正取引委員会が検討対象

市場の画定基準としたのは「需要者所在地」であり、この双方に「ズレ」があったと指摘

し、外国事業者に対しても課徴金を課すことができる可能性があったと指摘している。す

なわち、違反事業者らの合意によれば、「使用地」が日本の場合にはブリヂストンか横浜ゴ

ムが受注し、「使用地」が日本以外の場合には他の（外国）事業者が受注する可能性があっ

たわけであり、にもかかわらず、外国事業者が課徴金納付命令を受けなかったということ

は、①日本所在需要者は日本以外を使用地とするものを発注しなかったか、②そのような

発注はあったがすべてブリヂストンか横浜ゴムが受注したか、③そのような発注がありイ
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ギリス、フランス、イタリア、アメリカの違反者が受注したものがあるが裾切額を下回る

などしたという事態が想定されるとしている1129。 

この白石教授の考え方からすると、本件において外国事業者が課徴金納付命令を受けな

かったのは、「我が国に所在するマリンホースの需要者」が、意思決定は日本国内でやった

かもしれないが实際にマリンホースを購入した場所（＝使用地）が外国であったという案

件が“たまたま”なかったからに過ぎなかったこととなると思われる。 

しかし、すでに検討したとおり、検討対象市場の確定において需要者の所在国の如何を

問う必要性は薄く、日本市場における競争を实質的に制限するか否かを中心に考えるべき

である。また、そもそも、現在の独占禁止法上は、課徴金の対象範囲は日本国内において

現实の売上げがあった場合に限るのであり、白石教授の想定するような「我が国に所在す

るマリンホースの需要者」が、意思決定は日本国内でやったかもしれないが实際にマリン

ホースを購入した場所（＝使用地）が外国であったという場合には、日本の独占禁止法の

対象範囲を超えており、購入場所である当該外国の競争法の守備範囲となるものと考える。 

 

（２）課徴金納付命令の対象となる行為 

本件排除措置命令では、「石油備蓄基地施設を運営する事業者等の我が国に所在するマ

リンホースの需要者は、マリンホースの製造販売業者の中から複数の者に対して見積価格

の提示を求める方法により、マリンホースを発注していた。この場合においては、見積価

格の提示を求めた者の中で最も低い見積価格を提示した者を受注者としていた」「受注す

べき価格は、受注予定者が定め、受注予定者以外の者は、受注予定者がその定めた価格で

受注できるように協力する、という合意のもとに、受注予定者を決定し、受注予定者が受

注できるようにしたこと」などと日本市場での行為、効果についても具体的に認定してい

る1130。これらは特定違反事業者について日本国内での売上げがあることを示す事实であっ

て課徴金納付命令のための必要要件である1131。 

                                                
1129 白石忠志ブログ（http://shiraishitadashi.jp/blog/）「独占禁止法の追加情報」2008 年２月

27 日 

1130 一般に、民間の調達（とりわけ、需要者側の力関係が強く、需要者为導で発注がなされる

市場）においては、公共調達とは異なり、見積価格の提示を求める方法により発注する義務も

なく、また、見積価格の提示を求めたとしても、最も低い見積価格を提示した者を受注者とす

る義務もない。にもかかわらず、そのような取決めがなされた場合には、そこに何らかのカル

テルがなされた可能性があるため、通常は、「競争の实質的制限」があったか否かを検討する
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 以上のように今回の課徴金納付命令では見積合せに限って課徴金の対象としたが、本件

カルテルにおいては、实際にはこれ以外にも様々な方法で受注予定者が受注できるような

仕組みを作っていたとも言われており、このような行為についても課徴金の対象に含めて

も良かったのではないかとの議論もなされている。 

 

第２ ブラウン管事件 

ブラウン管事件は、マリンホース事件に次ぐ域外適用事例であるが、公正取引委員会が

外国事業者に課徴金納付命令を行った初の案件である。 

 

１ 外国事業者に執行管轄権が及ぶか 

本件違反事業者 11 社のうち、日本事業者は①ＭＴの１社のみであり、あとはすべて外

国事業者であった。このうち、①ＭＴの子会社である⑥ＭＴ・マレーシア、⑦ＭＴ・イン

ドネシア及び⑧ＭＴ・タイについては、親会社（①ＭＴ）が日本法人であるという意味で

は日本に拠点があったともみなせるが、他の事業者については、日本国内に拠点があった

か否かについては明らかとなっていない。 

 外国事業者に執行管轄権が及ぶかについては、自説からは、日本国内の拠点の有無とい

うよりも、ＦＴＡＩＡ型効果理論の下、当該外国事業者に対して日本の立法管轄権が及ん

でいれば、日本の執行管轄権も及ぶと解することとなる。本件に立法管轄権が及ぶかにつ

いては、効果理論の適用を検討した際と同じ結論となるが、本件行為が「特定ブラウン管

の販売分野」における「日本市場へ直接的、实質的かつ予測可能な効果を及ぼ」している

とはいえないとする自説からは、執行管轄権も認められないと解することとなる。一方、

公正取引委員会の立場からすれば、これらの事業者も日本市場に实質的な効果を及ぼして

いるといえ、執行管轄権が認められることとなろう。 

 

                                                                                                                                          

際に、この点を丁寧に認定する必要がある。しかし、本件の場合には、日本所在需要者が、カ

ルテルによって決められている受注予定者（すなわちブリヂストン又は横浜ゴムのいずれか）

以外の者に発注することは、そもそも事实上不可能であったと考えられるので、誰を受注予定

者とするかの取決めを認定することは、「競争の实質的制限」があったか否かを検討する上で

は意味を有していない。（村上政博「国際取引への法適用」『判例タイムズ』第 1295 号（2009）

85 頁） 

1131 村上政博「公的執行」『判例タイムズ』第 1304 号（2009）66 頁、村上政博『独占禁止法

［第３版］』弘文堂（2010）94 頁 
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２ 故意に国内代理人を解任した外国事業者に対する送達 

本件において、韓国事業者②サムスン及びその子会社である⑨サムスン・マレーシアが、

法的措置の発令の直前（2009 年（平成 21 年）10 月５日）において、日本国内における全

ての代理人を解任した1132ことが注目される。 

これまで、日本の实務担当者は外国事業者に対する信頼を前提にし、たとえば、ノーデ

ィオン事件を引き合いに出して、「もし逃げようとされたら、あとは、独占禁止法の国際契

約の違反に関する規定で、日本に所在する２社に対して違反だと公正取引委員会が言うぐ

らいしかできないケースだった1133のですが、このときやはりノーディオン社は、日本の手

続きに応じて向こうから来ましたし、かつ日本の弁護士に文書受領権限からすべて与えて

勧告書も受け取って排除措置もちゃんと採りました。なので、よく申し上げているのは、

まともな会社だったら手続きで逃れたりしませんよということで、ぎりぎり法律的に言え

ばこのようないい加減な議論をしてはいけないのでしょうが、そもそも詐欺をやろうとす

るような人はもちろん別ですが、本当に日本でちゃんと商売をしようとする人が、日本で

違反だと言われていることに対して、手続きだけで逃げようとしたり、だから日本に来ま

せんとか、そのようなことは言わないでしょうというふうに大体お答えしています。」1134と

していたが、現实には今回のブラウン管事件のように国内の代理人を解任するような事態

が生じてしまった。 

本件のように、国内代理人を解任してしまい、かつ、日本国内に文書の受領権限のある

支店や事業所を有しない場合には、2002 年（平成 14 年）の改正で新設された領事送達、

公示送達の方法により文書を送達して排除措置命令等を命じることができることとされて

いるものの、これらの方法には、迅速かつ確实に送達することができないおそれがある、

                                                
1132 狛文夫、阿部信一郎、阿江順也「ブラウン管カルテル事件」東京青山・青木・狛法律事務

所、ベイカー＆マッケンジー外国法事務弁護士事務所『Client Alert』（2009）６頁、栗田誠「複

数国・地域の親会社とその在外子会社による国際的価格カルテルに対して排除措置命令・課徴

金納付命令が行われた事例」『ジュリスト』第 1392 号（2010）181 頁、川合弘造「独占禁止法

の海外企業・外国人への執行と課題」『西村利郎先生追悼・グローバリゼーションの中の日本

法』商事法務（2008）461 頁参照 

1133 「もしノーディオン社が違法条項の破棄に応じない場合には、それの強制はほとんど不可

能である。審決違反に対しては罰則の定め等があるが、ノーディオン社の代表者が国内に所在

する等の状況がないかぎり、同社に対する罰則の適用は不可能である。」（松下満雄「日本独占

禁止法の域外適用の最近の事例」『国際商事法務』Vol.26  No.11（1998）1137 頁） 
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あるいは、相手国及び当該外国事業者が執行に応じないおそれがあるという懸念が表明さ

れている。 

本件においても、当該事業者らが執行に応ずるかどうか、今後の動向に注目する必要が

ある。 

 

３ 外国事業者に対する課徴金 

マリンホース事件においては、違反事業者と認定された者のうち、日本事業者の他、数

社の外国事業者が排除措置命令の対象になったが、課徴金納付命令の対象となったのは、

日本事業者のみであった。それに対し、本件ブラウン管事件においては、外国事業者に対

しても課徴金納付命令が発令されている点が異なっている。本件は、国際カルテルに関し、

日本が、初めて外国事業者に対し、対象商品の直接的な国内売上額が無いにもかかわらず、

課徴金を課した事例である。 

よって、どのように理由付けしたかが注目されるところである。 

 

（１）従来の判断枠組みを変更せずに説明できるとする説 

 この点につき、狛弁護士らの注目すべき研究によると、マリンホース事件とブラウン管

事件の結果の相違は、公正取引委員会の採用する基本的な判断枠組みの変更ではなく、問

題となったカルテルの性質の相違や、公正取引委員会の判断枠組みの柔軟化によって説明

がつけられるものと考えられるとされる1135。 

 同説によると、まず、カルテルの性質の相違とは、マリンホース事件が国際的市場分割

カルテルであるのに対し、ブラウン管事件は、違反事業者らが特定ブラウン管の販売価格

について合意した価格カルテルであるという点である。そのため、市場分割カルテルの場

合とは異なり、違反事業者たる外国事業者であっても、日本国内に売上げを有することは

十分に想定される。したがって、公正取引委員会が「日本国内の需要者向けの販売にかか

る売上げ」を基準に課徴金の算定を行うという見解を維持していたとしても、マリンホー

ス事件とは異なり、本件ブラウン管事件において外国事業者に課徴金納付命令が発令され

                                                                                                                                          
1134 菅久修一（公正取引委員会官房国際課長）「競争法の国際的な展開－競争法の拡大と深化」

棠陰会（第 192 回例会）講演錰（2008）18 頁 

1135 狛文夫、阿部信一郎、阿江順也「ブラウン管カルテル事件」東京青山・青木・狛法律事務

所、ベイカー＆マッケンジー外国法事務弁護士事務所『Client Alert』（2009）４～５頁 
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たことを説明することができる。このように、両事案では問題となったカルテルの性質が

異なるため、この点が結論の相違に影響を与えている可能性は否定できない。 

第２点目として、公正取引委員会の判断枠組みの柔軟化が挙げられている。公正取引委

員会は、本件の違反行為の認定に際し、以下の３点を重要な判断の柱にしている。 

① 日本に所在するテレビ親会社が、東南アジア諸国に存するテレビ現地子会社等に対

して有していた影響力が大きいこと。 

公正取引委員会は、日本に所在するテレビ親会社のうち、オリオン電機以外の４社

については、そのテレビ現地子会社等が、それぞれの子会社であると認定している。

他方、オリオン電機のテレビ現地子会社は、オリオン電機がその株式を保有していな

い、同社の製造委託先会社にすぎない。しかしながら、公正取引委員会は、当該製造

委託先会社の会社代表者、一部の役員及び従業員がオリオン電機から派遣されている

ことや、ブラウン管テレビ等その製造する製品の大部分をオリオン電機に販売してい

ることを認定し、結局、日本に所在するテレビ親会社のいずれもが、テレビ現地子会

社等を实質的な製造拠点としてブラウン管テレビの製造販売業を営んでいると認定し

ている。 

なお、公正取引委員会は、テレビ現地子会社等が購入したブラウン管のうち、日本

に所在するテレビ親会社が、自らブラウン管の仕様、購入数量又は価格等に関する交

渉やテレビ現地子会社等に対する指示等を行っていないものについては、敢えて「特

定ブラウン管」から除外している。 

② 日本に所在するテレビ親会社が、本件違反事業者 11 社のうち日本、韓国、台湾な

どに所在するブラウン管親会社等との間で特定ブラウン管の仕様に関して直接交渉

を行っていること。 

③ テレビ現地子会社等が特定ブラウン管を用いて製造したブラウン管テレビのほと

んどすべてについて、日本に所在するテレビ親会社又は国内外の販売子会社等が購入

して国内外に販売しており、このうちの大部分については、日本に所在するテレビ親

会社又は国内の販売子会社等が購入して国内外に販売していたこと。 

このように、公正取引委員会は、日本に所在するテレビ親会社が東南アジアに所在する

テレビ現地子会社等に対して強い影響力を有していたことを認定しており、逆にそのよう

な強い影響力が認められない取引にかかるブラウン管は、違法行為を基礎付ける「特定ブ

ラウン管」から除外している。 
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すなわち、公正取引委員会は、实質的に日本に所在するテレビ親会社自身が特定ブラウ

ン管を購入したと評価できるような範囲についてのみ、違反行為を認定し、課徴金の算定

の基礎事实としているといえる1136。 

したがって、このような判断過程を見てみると、本件における公正取引委員会の判断は、

マリンホース事件において公正取引委員会が採用した「日本国内の需要者向けの販売にか

かる売上げ」を基準として課徴金を算定しようとする従前の判断枠組みから逸脱するもの

ではなく、むしろその判断枠組みを柔軟に運用して、事案の实質に即した判断を行ったも

のと考えることができる。 

 狛弁護士らは、本件命令は、特定ブラウン管の供給者側、需要者側それぞれ、親会社と

子会社との関係において、①親会社の子会社に対する影響力・支配力が大きく、かつ、②

親会社自身が当該案件について直接意思決定し、③子会社の商品のほとんどすべてを親会

社が買い取っているという３つの条件がすべて揃っている場合に、親会社と子会社をほぼ

一体のものと見ているということができるのであり、単に親会社の子会社に対する「管理

権」だけに基づいて認定しているものではないことに注意を要するとしている。その上で、

外国現地子会社の行為に対して安易に課徴金納付命令の対象とすることは、自国市場に競

争制限効果が生じる場合にその国の競争当局が行政上の措置を講ずるという競争法による

規制に係る国際ルールに反し、外国の経済为権を侵害することになり、許されないもので

ある。よって、今回の課徴金納付命令で示された３要件による限定化は、今後の指針とな

るものであるとしている。 

 

（２）課徴金の対象範囲は日本における売上げに限定するとする説（限定説）（自説） 

本件国際カルテルは、東南アジア地域におけるブラウン管テレビ製造会社等を対象とす

るところの、特定ブラウン管の販売価格に関する合意であって、日本市場を対象地域とし

                                                
1136 同旨、岡本直貴「国際価格カルテルに対する独占禁止法の適用（ブラウン管国際カルテル

事件）」ＬＥＸ／ＤＢインターネット 速報判例解説（2010）４頁。ただし、同書は、本命令

がこれを明確にしていない点を批判している。また、土田和博「独占禁止法の域外適用と管轄

権抵触・競合の調整方法」『独占禁止法の域外適用』早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社

会型企業法制の創造（2010）24 頁は、競争制限的効果（特定ブラウン管に係る価格カルテル

の効果）は東南アジア地域のテレビ現地子会社等に対して及んでいるが、その効果は、これと

一体関係にある日本に所在するテレビ親会社に帰することができるものであるから、日本の管

轄権が認められるとしている。 
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て認識しているカルテルであるとはいえない。また、東南アジア地域において、カルテル

対象商品である特定ブラウン管を使用したブラウン管テレビが製造されている。 

よって、ブラウン管事件における違反行為は日本において発生した行為ではなく、第３

条後段の不当な取引制限が成立してカルテル参加事業者に対して排除措置を命じることは

できても、自説からすると、国外の製造地において付加価値がつけられたブラウン管テレ

ビは特定ブラウン管とは別の製品であって、カルテル対象商品である特定ブラウン管につ

いて日本国内で売上げがない場合には課徴金納付を命じることはできないという結論とな

るはずである1137。 

国際貿易における製品の同一性の一般的な考え方としては、ＧＡＴＴ第１条及びＷＴＯ

諸協定のいくつかの条項において使われている「同種の産品」が参考となろう。「同種の産

品」の解釈は、ＧＡＴＴの 1970 年国境税調整作業部会報告書の議論を前提として行われ

るのが通例であるが、同作業部会では、産品が同種であるか否かについては、①一定の市

場における産品の最終用途、②国ごとに異なる消費者の選好及び習慣、③産品の属性・性

質及び品質などを基準として、ケース・バイ・ケースで判断するとしている1138。その後、

ＧＡＴＴ及びＷＴＯの紛争解決小委員会及び上級委員会は、上記の３基準にさらに④関税

分類という基準を加えて「同種の産品」の解釈を試みているが、絶対的な定義は存在して

いない1139。しかしながら、特定ブラウン管と（特定ブラウン管を使用したブラウン管）テ

レビとの関係においては、上記①～④の基準を満たさないことは、あたかもエンジンと当

該エンジンを搭載した自動車の如くであり、「同種の産品」とは言い難く、別の製品と考え

るのが妥当ではなかろうか。 

また、テレビ現地子会社等が特定ブラウン管を用いて製造したブラウン管テレビのほと

んどすべてについて、日本に所在するテレビ親会社又は国内外の販売子会社等が購入して

「国内外に販売」しており、このうちの大部分については、日本に所在するテレビ親会社

又は国内の販売子会社等が購入して「国内外に販売」していたとするが、日本国内におけ

るブラウン管テレビの販売量は激減しており、实際はそのほとんど全てを東南アジアを中

心とする日本国外で販売していたと思われ、日本国内の一般消費者にはほとんど影響はな

                                                
1137 村上政博『独占禁止法［第３版］』弘文堂（2010）97 頁、同 473 頁、村上政博「公的執行」

『判例タイムズ』第 1304 号（2009）67 頁、村上政博「独占禁止法と国際ルールへの道」『Ｎ

ＢＬ』第 924 号（2010）31 頁 

1138 BISD 18S/97, 102 
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く、日本国内の一般消費者を保護するという独占禁止法の射程外の事件であったともいえ

る。 

にもかかわらず、今回の課徴金納付命令が、かかる行為による売上高をベースに課徴金

が課される結果となったのは、いかなる理由に拠るのであろうか。今回の例で、日本国内

に厳密な意味での売上げを有していなかったとしても、課徴金納付命令の対象になる实例

が登場したこととなるので、今後の審判等における理由付けが注目される。 

 

４ 親子会社関係と排除措置命令・課徴金納付命令 

一般に、親会社の指示の下に子会社が対象商品を供給している親子会社グループがグル

ープ外の競争者と共同行為を行っている場合に、誰を不当な取引制限の为体とし、誰に対

して排除措置命令や課徴金納付命令を行うのかについて、白石教授は、公正取引委員会の

これまでの運用事例を整合的に理解すると、 

ａ．グループ内の事業者で共同行為に能動的に関与した者を違反者とし、能動的に関

与していない者は違反者としない。 

ｂ．供給を行う子会社が違反者である場合には子会社に対して課徴金納付命令を行う。 

ｃ．子会社が違反者でない場合には親会社に対して課徴金納付命令を行う。 

というルールが看取できるとする1140。 

 ブラウン管事件の親子会社関係を改めて整理すると、次のようになる。同事件では、４

つのグループ内の親会社と子会社の双方が、違反とされた合意の形成過程での役割や合意

への参加時期に違いはあるものの、合意の形成や实施に積極的に加わっていたと判断され

ることから、双方を違反者と認定したものと考えられる（④ＬＧと⑪ＬＰ・インドネシア

は親子関係にはないが实質的にそれと同視できる。また、これらとは別の独立系の⑤ＣＲ

Ｔ・タイがある）。よって、調査対象となった 11 事業者はいずれも白石教授の言うａ．の

条件を満たしている。 

                                                                                                                                          
1139 中川淳司ほか『国際経済法』有斐閣（2003）96 頁 

1140 白石忠志『独禁法事例の勘所』有斐閣（2008）119 頁、栗田誠「複数国・地域の親会社と

その在外子会社による国際的価格カルテルに対して排除措置命令・課徴金納付命令が行われた

事例」『ジュリスト』第 1392 号（2010）181 頁 
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排除措置命令は、カルテルを結んだ全ての事業者を対象とするものであるが、しかしな

がら、实際に排除措置命令の対象となったのは①ＭＴ及び②サムスンのみであった。この

ような結果となった理由としては、次の事情が考えられる。 

・ ④ＬＧはすでに事業を譲渡していることから対象外となった。 

・ ⑤ＣＲＴ・タイは消滅していることから対象外となった。 

・ ①ＭＴの子会社３社（⑥ＭＴ・マレーシア、⑦ＭＴ・インドネシア及び⑧ＭＴ・

タイ）はすでに事業の全部を取りやめていることから対象外となった。 

・ ③中華映管及び⑩中華映管・マレーシアは、調査開始前に第１順位の課徴金減免

申請をしたため、排除措置命令も免れた（可能性が強い）。 

さらに、（②サムスンの子会社である）⑨サムスン・マレーシアと（④ＬＧの指示の下

にあった）⑪ＬＰ・インドネシアは、現に特定ブラウン管の製造販売業を営んでおり、排

除措置命令の対象に加えてもおかしくなかったのではないかと思われるが、实際には対象

外となった。その理由は不明であるが、⑪ＬＰ・インドネシアについては、親会社が対象

とならず子会社のみを対象とすることは適切ではないと判断されたものであろうかとの考

えもある1141。 

 一方、課徴金納付命令については、違反者であって、特定ブラウン管を販売するものが

対象となっている。親会社のうち④ＬＧはかつて自ら製造販売していたことから対象とな

っている。また、独立系の⑤ＣＲＴ・タイは既に消滅しているため対象外となったものと

思われる。子会社等６社のうち、⑩中華映管・マレーシアは課徴金を免除された可能性が

あり、实際には残り５社、すなわち⑥ＭＴ・マレーシア、⑦ＭＴ・インドネシア、⑧ＭＴ・

タイ、⑨サムスン・マレーシア及び⑪ＬＰ・インドネシアに対して命じられた。よって、

白石教授の言うｂ．の条件を満たしており、本件においても白石教授の整理はおおむね妥

当しているものということができよう。 

 

５ 相手国との間に独禁協力協定がない場合の執行協力 

 本件で排除措置命令の対象となった外国事業者の所在国は韓国であり、課徴金納付命令

の対象となった外国事業者の所在国は韓国、マレーシア、インドネシア、タイであり、ま

た、リニエンシー制度の対象となった事業者の所在国は台湾であった。 

                                                
1141 栗田誠「複数国・地域の親会社とその在外子会社による国際的価格カルテルに対して排除

措置命令・課徴金納付命令が行われた事例」『ジュリスト』第 1392 号（2010）181 頁 
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 このうち、日本は、2006 年（平成 18 年）に対マレーシア、2007 年（平成 19 年）に対

タイ、2008 年（平成 20 年）に対インドネシアとの間で経済連携協定（ＥＰＡ）を結んで

おり、これらのＥＰＡにはいずれも競争章が盛り込まれている。しかし、対マレーシアＥ

ＰＡにおいては、相手国マレーシアに競争当局がないため、競争当局間の執行協力に関す

る規定を含んでいない。 

 一方、韓国には競争当局が存在するが、日本との間でＥＰＡあるいは独禁協力協定は締

結されておらず、両国競争当局間の「礼譲」の精神で対応するしかないのが現状である。 

 

第３ ＢＨＰビリトン＝リオ・ティント事件 

１ 企業結合規制の正式審査手続の活用 

公正取引委員会は、企業結合規制について、従来 30 年以上にわたって正式審査の手法

を採っておらず、实務上は、企業結合を行おうとする事業者側が公正取引委員会に自発的

な問題解消措置を提案して非公式なクリアランスをもらうという事前相談制度が活用され

てきた。 

しかし、今回のＢＨＰビリトン＝リオ・ティント事件における公正取引委員会の行動は、

長年使われてこなかった企業結合規制について正式審査の手続を採ることとしたという点

で特徴的なものとなった。 

 しかも、ＢＨＰビリトン、リオ・ティントの両社の日本子会社に帰属する国内売上高は

非常に小さく、現行独占禁止法の事後報告の対象（国内売上高 10 億円以上の外国会社。

改正前独占禁止法第 10 条第４項）にならなかったにもかかわらず、審査手続に踏み切っ

た点が注目される。 

 なお、本件を契機として、2009 年（平成 21 年）に独占禁止法が改正され、事後報告制

から事前届出制に変更された。日本も事前届出制になったことから、世界の大勢と揃った

ことになるが、各国競争法の届出要件、審査期間等が大きく異なっていることが事業者側

の過大な負担になっているとして、企業結合に係る届出制度のハーモナイゼーションが喫

緊の課題となっている1142。 

 

２ 外国事業者に執行管轄権が認められるか 

                                                
1142 越知保見「域外適用から国際的執行へ」『独占禁止法の域外適用』早稲田大学グローバルＣ

ＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010）77 頁 
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 外国事業者同士の企業結合に対して日本の執行管轄権が及ぶかについても、ＦＴＡＩＡ

型効果理論の下、当該外国事業者に対して日本の立法管轄権が及んでいれば、日本の執行

管轄権が及ぶと解する。 

 本件において、ＢＨＰビリトン、リオ・ティントの両社とも、一応、日本子会社を有し

ているが、その取引量は些細なものであり、ほとんど権限もないものであったから、实際

は子会社がなかったといってもよい状況であったようである。しかしながら、その場合で

も、ＦＴＡＩＡ型効果理論の下、当該外国事業者に対して日本の立法管轄権が及んでいれ

ば、執行管轄権が認められるといえる。 

両社と日本市場との関係を見ると、ＢＨＰビリトン 39％、リオ・ティント 20％の２社

だけで日本における鉄鉱石輸入市場において約６割の市場占有率を持っており、また、世

界における原料炭の輸出市場においても、ＢＨＰビリトン 26％、リオ・ティント７％であ

り、両社を含むオーストラリアとカナダの为要５社で世界の約６割のシェアを占めている

など、日本市場に实質的に大きな効果を及ぼしており日本の立法管轄権が及んでいるとい

え、両社に対して日本の執行管轄権が及ぶと解してよい。 

 

３ 外国事業者に対する初の領事送達、公示送達 

公正取引委員会は、競争事業者、ユーザー等から情報収集を行うとともに、ＢＨＰビリ

トンに対しても任意で資料を提出することを求めた。しかし、ＢＨＰビリトン側は、日本

国内に代理人を置くことも、任意に質問状を受け取ることも拒否した。このため、公正取

引委員会は、2008 年（平成 20 年）９月中旪、オーストラリア政府の同意を得て、ＢＨＰ

ビリトンに対して報告命令を領事送達（独占禁止法第 70 条の 16 が準用する民事訴訟法第

108 条）したが、ＢＨＰビリトンはその受取りをも拒否した。これを受けて、公正取引委

員会は、同年９月 24 日に報告命令を公示送達（独占禁止法第 70 条の 18）した。公正取

引委員会の公示送達は同年 11 月６日に発効したが（報告命令期限は 11 月 17 日）、ＢＨＰ

ビリトンは 11 月 14 日に報告命令による資料提供を行った。 

本件で行われた領事送達及び公示送達は、2002 年（平成 14 年）の独占禁止法の改正で

同制度が設けられて以来、初めてのものであった。 

 

４ 外国事業者同士の企業結合に対する排除措置命令の効力 
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本件のように外国事業者同士の企業結合を日本の独占禁止法に違反すると認定した場

合、排除措置命令を出すこととなり（独占禁止法第 17 条の２）、实際、本件企業結合事件

において公正取引委員会は排除措置命令を出す最終準備段階に至っていたとされている。 

このような外国事業者に対する排除措置命令の实際上の効力が問題となるが、これにつ

き、公正取引委員会委員長は国会で次のように答弁している1143。 

○政府特別補佐人（竹島一彦君：公正取引委員会委員長） 外国企業同士の企業結合、

今ＢＨＰビリトンのリオ・ティントに対するＴＯＢにお触れになったわけですが、

これが仮に日本の独禁法に違反すると、日本国としては認められないという命令を

出した場合にそれが本当に实行できるのかと。 

 この問題は、どの国でも、日本ができなくて外国ができるということは私はない

と思うんです。それは同じ状況にありまして、日本の場合どうなっているかといい

ますと、日本がこの株式取得は駄目だと、日本の独禁法に違反するということで、

仮にそれをやろうとしたら、やめなさいという排除措置命令を出したと。そうする

と、向こうが言うことを聞かないという場合には命令違反になりますから、これは

刑事罰の問題が発生してくるわけでございます。じゃ、その刑事罰を本当に執行で

きるのかという問題はございます。オーストラリアに乗り込んで捕まえてくるわけ

にはいきません。そういう問題はございますが、あくまでも日本に来たらそれを捕

まえるとか、罰金は、罰金を払えということは、公示送達その他でもってできるわ

けでございまして、それも無視した場合にどうなるかと。 

 これは、それ以上は公正取引委員会としては無理なんですが、このことは同じこ

とでございまして、アメリカのシャーマン法違反で日本の大企業の取締役なんかは

お尋ね者になっている人が何人もいて、これはアメリカに入れないわけで、入った

ら捕まるから。ということは、日本までは来れないわけでございまして、それはお

互い同じようなことになっている。しかしながら、事柄が談合やカルテルではござ

いませんので、企業結合ということで、いやしくも日本が六割を、鉄鉱石について

は日本の高炉メーカーが買っているわけでございます。そういうところの国の公正

取引委員会がこれは駄目だと言っているのにそれを無視したことが行われるのかと、

このグローバルな中で、私はそれほどばかにされたものではないだろうと思ってお

りますし、これはやってみなけりゃ分かりませんが、そういうふうに思っておりま
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す。 

 そういう段になったら、まさにこれは資源外交とか、日本国を挙げてオーストラ

リアとの関係になってくるだろうと。まさに外交問題にもなり得る話である。法律

的には、確かに来た場合にしか逮捕はできないかもしれませんけれども、そういう

ふうに思っていますので、決して外国企業同士だからといって指くわえて眺めてい

るということはするつもりはございません。 

 

（１）外国事業者に対する排除措置命令 

ＢＨＰビリトン、リオ・ティントの両社は一応日本に子会社を有していたが、国内売上

高も非常に小さく、また、今回問題となった鉄鉱石、原料炭の輸出入に大きく関わるもの

ではなかった。また、両社は日本に支店等の拠点は有していなかった。 

このように日本と関わりのない外国事業者に排除措置命令を出すことは独占禁止法上

可能であり、その意味合いは端的にいうと、日本に影響ある限りで企業結合をやめろとい

うことになるが、实際上は、結局は何も止められないこととなる。このように、排除措置

命令はほとんど实現されないものではあるが、だからといって命令を出して悪いというも

のでもない、という程度のことに過ぎない。 

さらに、外国事業者同士の企業結合に対して独占禁止法を適用するにしても、排除措置

命令を实際にどのように執行していくのか、また、せっかく公正取引委員会が重い腰を上

げても日本に拠点を有さない外国事業者側に完全に無視されてしまうおそれはないのかな

ど、様々な問題が残されている。 

このように国内に支店などの拠点がない外国事業者や国外にいる外国人への執行には

課題もあるが、Ｍ＆Ａ弁護士らは「日本に入国しなければ逮捕されないとしても、大企業

が違法とされてまで買収を強行するだろうか」1144としており、抑止力という意味での期待

には強いものがある。 

 

（２）刑事罰 

（ア）確定排除措置命令違反等の罪 

                                                                                                                                          
1143 第 171 回国会参議院経済産業委員会会議錰第 15号 17 頁（平成 21年６月２日） 

1144 日本経済新聞 2008 年（平成 20 年）９月 29 日付朝刊 
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 現在の日本の制度は、为として日本事業者に対して、日本国内で適用することを前提と

して構築され、实際にも運用されているため、外国事業者に対して適用することがそもそ

も前提とされていない規定も多い。 

例えば、審査手続の執行及び排除措置命令の執行については、刑事罰（確定した排除命

令に対する違反は、個人に対しては２年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又は併科、

法人に対しては３億円以下の罰金）（独占禁止法第 90 条第３号、第 92 条、第 95 条第２号）

の威嚇しかその实効性を担保する手段は用意されていない。なお、本件のような巨大企業

結合（メガディール）では３億円の罰金では抑止力にならないのではないかという問題も

ある。 

しかし、そもそも、これらの規定には国外犯の処罰規定が存在していないため、外国で

かかる行為が行われた場合に、外国事業者に対して刑事責任を問えるかは疑問である。こ

のように、日本では、公正取引委員会の調査や行政命令の執行を刑事罰の威嚇により担保

しようとしているために、逆にそれが足枷となって、効果的な執行を外国事業者に及ぼせ

ないでいる。 

これに対して、欧州委員会の手続では、こうした实効性を刑事罰ではなく、高額の制裁

金で担保しているが、これらは行政罰であるため、比較的緩やかに適用することが可能と

なっている。よって、今後は日本においても欧州委員会のように行政罰を課す方向も検討

されるべきであろう1145。 

 

（イ）届出等に係る義務違反の罪 

 ＢＨＰビリトンが公正取引委員会の排除措置命令を無視して企業結合を強行した場合、

公正取引委員会が日本の独占禁止法の執行を担保するための最終手段としてとり得たのは、

おそらく第 10 条違反を理由とする、第 91 条の２に規定されている罪しかなかったと思わ

れる。これは第 10 条違反の罪の成立については、企業結合の効果が、日本市場を含む地

理的市場での競争を实質的に制限することとなっている、すなわち、競争の实質的制限と

いう結果の発生地が日本となっていればよいことから、外国事業者同士の企業結合につい

ても国内犯として訴追することは理論的には可能であると思われるからである。 

                                                
1145 川合弘造「域外企業の企業結合に対する日本の独占禁止法の適用」『ＮＢＬ』第 905 号

（2009）54 頁 
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しかし、第 91 条の２の罪の罰金は 200 万円以下と微々たるものであり、にもかかわら

ず、刑事罰である以上、そのために必要な立証水準は高くなり、特に、企業結合による一

定の競争制限効果の発生又はその蓋然性の立証が必要となる。そして、こうしたハードル

を考えると、仮に、公正取引委員会がＢＨＰビリトンの訴追を希望しても、告発を受ける

法務省・検察側が、かかる訴追に積極的になる保証はまったくないのが現实であろう1146。 

 

 

第４章小括 

 独占禁止法の域外適用に係る問題点について、立法管轄権の問題と執行管轄権の問題に

分けて整理することについて疑問なしとはしないとする見解もあるところではあるが、本

稿においては、国際法上の執行管轄権の定義にも従い、執行面の問題をまとめて、整理す

ることとした。なお、立法管轄権における独占禁止法の域外適用の問題は「外国において

行われた行為に独占禁止法を適用しうるか」という問題であるのに対し、執行管轄権にお

ける独占禁止法の域外適用の問題は、行為が外国で行われたものであるかどうかを問わず、

「外国において日本の独占禁止法上の手続を開始し、執行しうるか」という問題である点

が異なっている。 

 まず、対象となる外国事業者の範囲については、ＦＴＡＩＡ型効果理論の下、当該外国

事業者に対して日本の立法管轄権が及んでいれば、日本の執行管轄権が及ぶと解すること

とし、2002 年（平成 14 年）改正法で整備された外国事業者に対する送達の方法について

も概観した。さらに、調査管轄権上の問題についても強制調査と任意調査に分け検討を行

った。ただし、实務上は、強制調査よりも 2005 年（平成 17 年）改正法で整備された課徴

金減免制度に基づく事業者側からの自発的情報開示によるところのほうが大きい。 

 狭義の執行管轄権の問題については、課徴金の対象範囲は日本国内の売上げに限定する

か否かについて、現在の独占禁止法の解釈としては日本国内の売上げに限定せざるを得な

いことを論じた上で、特に外国事業者に対しては、どのような場合に日本国内における売

上げがあるといえ、課徴金を課すことができるか等につき村上教授の説を参考に検討を加

えた。さらに、その他の執行管轄権にまつわる諸問題についても検討を加えた。 

                                                
1146 川合弘造「域外企業の企業結合に対する日本の独占禁止法の適用」『ＮＢＬ』第 905 号

（2009）54 頁 
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以上の検討を踏まえ、マリンホース事件、ブラウン管事件及びＢＨＰビリトン＝リオ・

ティント事件の各事件について、執行管轄権上どのような問題があり、また、自説からは

それらをどのように考えるべきかについて整理を試みた。 
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第５章 第２編まとめ 

 

第１ 第６条の廃止と日本における域外適用理論の確立の必要性 

 日本において公正取引委員会が独占禁止法を域外適用したと認められるのは、近年のマ

リンホース事件、ブラウン管事件、ＢＨＰ・ビリトン＝リオ・ティント事件のわずか３例

に過ぎない。これまで独占禁止法の域外適用を阻み、理論の構築を遅らせてきたものは、

第６条の存在と、外国事業者に対する規定の不備にあった。 

このうち、外国事業者に対する規定の整備は段階的に進められてきており、残されるは

第６条の存在の是非である。本稿において検討したように、現在において第６条の存在意

義は最早なく、同条を廃止し、日本においても立法管轄権、執行管轄権にわたる域外適用

理論を早急に構築する必要があるのではなかろうか。 

 

第２ 立法管轄権、執行管轄権に関する諸問題の解決 

 また、従来、日本においては、域外適用といってもどの規定をどのような場合にどのよ

うな対象に対して適用することをいうのか、また、効果理論といってもその内容は何を指

すのか、またその要件は何なのか、といった基礎的な部分について、その詳細を詰めるこ

となく議論が行われてきた感がある。日本においても独占禁止法の域外適用がより積極的

に行われる可能性が出てきた現在、これらについて詳細に検討しておく必要があるものと

思われる。 

その上で、第２編において概観したように、最近の３事例をもとに検討した限りでも、

立法管轄権、執行管轄権の両面にわたって様々な問題が生起してきており、これらの問題

についても解決が求められるとともに、今後、さらに事例が蓄積されれば、新たな問題点

が生じることも予想される。 

このように、改めて日本においても、独占禁止法の域外適用の問題を整理すべき段階に

至ったものといえよう。 

 

第３ グローバル時代における競争法の域外適用理論再検討の必要性 

さらに、第１編、第２編を通じてのまとめとして、立法管轄権、執行管轄権の両面にお

いて、日本における独占禁止法の域外適用の理論を構築・進展させるとともに、諸外国の
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競争法の域外適用の理論との関係を国際的に比較検討し、何が同じでどこが異なるのかに

ついて、改めて明らかにすべきではないかと考える。 

また、域外適用するといっても、实際には相手国の为権を害することはできないため、

いかに執行を確保するかが問われることとなる。そのため、競争法に関して各国相互が基

本的理解を深めるとともに、執行手続に関する統一化（ハーモナイゼーション）を推進す

ることや、各国間の執行協力を競争法協力協定等によって推し進めることが、今後さらに

重要性を増してくるものと思われる。 

アメリカにおいて競争法概念が誕生したのは 20 世紀初頭であったが、为要先進国にお

いて競争政策、競争法が経済政策、経済法規の中核として承認されるようになり、国際的

な共通事業活動ルールとして認識されるようになったのは、漸く1980年代のことである。

例えば、日本の独占禁止法が競争法として機能してきたのは 1980 年代中頃からであり、

カナダの競争法が競争法として機能してきたのも 1986 年の大改正以降のことであった。 

競争法の発展の中で、アメリカの過度の競争法の域外適用が問題となった時代もあった

が、その後の世界的な競争法概念の受容の中で、各国が共通の基盤に立つ競争法を持つよ

うになり、独立した競争当局が互いに協力して効果的な法執行を行うようになったことか

ら、国際的な事案においても各国がそれぞれ競争法を適用すれば問題は解決できるように

なり、何がなんでも自国競争法を域外適用しなければならないという必要性自体は消滅し

てきた1147。このようなことから、競争法の域外適用概念はもはや不要である1148との为張

もなされるところではあるが、その一方で、外国事業者に対してどのように自国法を適用

すべきか、また、ほぼ均質化されたといっても各国競争法の仕組み・制度が国によって微

妙に異なる点をどのように調整するかについての国際的な準則はなく1149、そういった意味

で、競争法の域外適用の問題は決して解決しておらず、本論文で概観したとおり、今後よ

り一層、再検討し、解決しなければならない問題が多い。 

                                                
1147 村上政博『独占禁止法研究Ⅲ』弘文堂（2000）８頁、13 頁 

1148 経済産業省経済産業政策局競争環境整備审「第１回 競争法コンプライアンスに関する研

究会 議事要旨」（2009）１頁 

1149 金五貴嗣『独占禁止法』青林書院（2002）240 頁 
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研究所第６回特別セミナー講演（2010） 

・長縄友明「米欧独占禁止法」『大阪経大論集』第 61 巻第３号（2010） 

・岡本直貴「国際価格カルテルに対する独占禁止法の適用（ブラウン管国際カルテル事件）」

ＬＥＸ／ＤＢインターネット 速報判例解説（2010） 

・牛嶋龍之介「国際カルテル事件における外国購入者からの損害賠償請求訴訟と独禁法の域外

適用」『自由と正義』2010 年５月号（2010） 

・小寺彰「国内法の「域外適用」と競争法」『自由と正義』2010 年５月号（2010） 

・瀬領真悟「外国事業者とわが国事業者との全量購入契約による外国競争業者の排除」『経済

法判例・審決百選』有斐閣（2010） 

・田村次朗「ソーダ灰輸入制限協定」『経済法判例・審決百選』有斐閣（2010） 

・佐藤吾郎「表計算ソフトと他のソフトの抱合せ販売」『経済法判例・審決百選』有斐閣（2010） 

・須網隆夫「国内事業者と外国事業者による輸出地域・数量等の制限協定」『経済法判例・審

決百選』有斐閣（2010） 

・矢吹公敏「国際市場分割カルテルの当事者である外国事業者に対する独禁法の適用」『経済

法判例・審決百選』有斐閣（2010） 

・澤五啓「外国事業者による拘束条件付取引を内容とする国際契約」『経済法判例・審決百選』

有斐閣（2010） 

・田村善之、青柳由香「国際的ノウハウ・ライセンス契約終了後における製品の供給制限」『経

済法判例・審決百選』有斐閣（2010） 

・村上政博「独占禁止法と国際ルールへの道」『ＮＢＬ』第 924 号（2010） 

・須網隆夫「独占禁止法・競争法の域外適用に関する総論的検討」『独占禁止法の域外適用』

早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010） 
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・土田和博「独占禁止法の域外適用と管轄権抵触・競合の調整方法」『独占禁止法の域外適用』

早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010） 

・多田敏明「日本の独禁法の域外適用（公的執行）－国際カルテル」『独占禁止法の域外適用』

早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010） 

・猪熊克紀「外国会社同士の企業結合等への公正取引委員会の対応」『独占禁止法の域外適用』

早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010） 

・越知保見「域外適用から国際的執行へ」『独占禁止法の域外適用』早稲田大学グローバルＣ

ＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010） 

・若林亜理砂「欧州における域外適用について」『独占禁止法の域外適用』早稲田大学グロー

バルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010） 

・渡辺昭成「イギリスにおける競争法の域外適用に対する考え方」『独占禁止法の域外適用』

早稲田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010） 

・菅久修一「国際競争ネットワーク（ＩＣＮ）の活動と成果」『独占禁止法の域外適用』早稲

田大学グローバルＣＯＥ成熟市民社会型企業法制の創造（2010） 

・経済産業省『競争法コンプライアンス体制に関する研究会報告書』（2010） 

・栗田誠「複数国・地域の親会社とその在外子会社による国際的価格カルテルに対して排除措

置命令・課徴金納付命令が行われた事例」『ジュリスト』第 1392 号（2010） 

・北博行「国際カルテル事件の法的問題点」『公正取引』第 712 号（2010） 

・植村幸也「アメリカ独禁法」一橋大学大学院国際企業戦略研究科寄附講義「国際取引におけ

る法的諸問題」第 14 回（2010） 

・バシリ・ムシス「ＥＣ競争法」一橋大学大学院国際企業戦略研究科寄附講義「国際取引にお

ける法的諸問題」第 14 回（2010） 

・ジェームス・キリック「ＧＥ・Honeywell 合併事件（下）」『国際商事法務』Vol.38  No.５

（2010） 

・ジェームス・キリック「ＧＥ・Honeywell 合併事件（上）」『国際商事法務』Vol.38  No.４

（2010） 

・ジョゼフ・Ｐ・アーマオ、ニコール・カー「国際カルテル調査への対応」『国際商事法務』

Vol.38  No.２（2010） 

・越知保見「行政調査における防御権と調査妨害」『国際商事法務』Vol.38  No.２（2010） 

・日下部真治「国際紛争処理」一橋大学大学院国際企業戦略研究科寄附講義「国際取引におけ

る法的諸問題」第８回・第９回（2009） 
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・村上政博「公的執行」『判例タイムズ』第 1304 号（2009） 

・村上政博「独占禁止法の手続に係る諸問題」東京大学 2009 年度ＢＬＣ公開講座第 57 回講演

（2009） 

・根岸哲編『注釈独占禁止法』有斐閣（2009） 

・狛文夫、阿部信一郎、阿江順也「ブラウン管カルテル事件」東京青山・青木・狛法律事務所、

ベイカー＆マッケンジー外国法事務弁護士事務所『Client Alert』（2009） 

・経済産業省経済産業政策局競争環境整備审「第１回 競争法コンプライアンスに関する研究

会 議事要旨」（2009） 

・白石忠志『独占禁止法［第２版］』有斐閣（2009） 

・舟田正之『不公正な取引方法』有斐閣（2009） 

・柏木裕介「企業結合規制における届出規定等の改正」『ジュリスト』第 1385 号（2009） 

・多田敏明「不当な取引制限に係る課徴金をめぐる諸改正」『ジュリスト』第 1385 号（2009） 

・経済産業省経済産業政策局競争環境整備审「各国競争法の執行状況について」（2009） 

・村上政博「国際取引への法適用」『判例タイムズ』第 1295 号（2009） 

・クリス・バン・ホフ、ポーター・エリオット、亀岡悦子「グローバル経済におけるＥＣ企業

結合規制」『ＮＢＬ』第 905 号（2009） 

・白石忠志「Westinghouse・原子燃料工業の企業結合をめぐる公取委回答事例の分析」ＧＣＯ

Ｅソフトロー・ディスカッション・ペーパー・シリーズ（2009） 

・川合弘造「域外企業の企業結合に対する日本の独占禁止法の適用」『ＮＢＬ』第 905 号（2009） 

・稲熊克紀「企業結合規制における競争当局間の協力について」『ＮＢＬ』第 905 号（2009） 

・村上政博「独占禁止法と国際ルールへの道」『ＮＢＬ』第 901 号（2009） 

・上杉秋則『カルテル規制の理論と实務』商事法務（2009） 

・安田啓「为要国・地域の合併規制について」『ＷＴＯ／ＦＴＡ Column』vol.054 ＪＥＴＲ

Ｏ（2009） 

・多田英明、奥村豪、田村亮平、伊永大輔、渥美雅之「外国当局との次世代協定締結に向けた

調査研究」（2009） 

・長縄友明「マリンホースの入札談合ケース」『大阪経大論集』第 60 巻第１号（2009） 

・松下満雄「競争法の国際的事件への適用」早稲田大学グローバルＣＯＥ《企業法制と法創造》

総合研究所第３回特別セミナー講演（2009） 

・村上政博『独占禁止法における判審決分析の役割』商事法務（2009） 
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・田村次朗「渉外法務における独占禁止法实務の新展開に関する理論的考察」須網隆夫・道垣

内正人『国際ビジネスと法』日本評論社（2009） 

・財団法人比較法研究センター『競争法の国際的な執行に関する調査報告書』（2009） 

・高橋省三「2009 商事法務展望 競争政策の動向と課題」『商事法務』第 1854 号（2009） 

・フランソワ・ブルーネ「カルテルに対する欧州委員会の政策」『国際商事法務』Vol.37  No.12

（2009） 

・中川政直『競争法政策の研究』幻冬舎ルネッサンス（2009） 

・岡田博己、栗谷康正「ＯＥＣＤ競争委員会の諸活動と今後の展望」『公正取引』第 697 号（2008） 

・根岸哲「課徴金減免制度とカルテル規制」『公正取引』第 696 号（2008） 

・栗田誠「米国反トラスト法におけるリニエンシー制度の最近の動向と日本法への示唆」『公

正取引』第 696 号（2008） 

・大川進、平山賢太郎「マリンホースの製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命

令について」『公正取引』第 693 号（2008） 

・牛嶋龍之介「マリンホース国際カルテル事件における米国司法省および英国公正取引庁の画

期的な協力関係による取組み並びに日本における刑事的執行に関する批判的考察」『国際商

事法務』Vol.36  No.３（2008） 

・菅久修一（公正取引委員会官房国際課長）「競争法の国際的な展開－競争法の拡大と深化」

棠陰会（第 192 回例会）講演錰（2008） 

・経済産業省『競争法の国際的な執行に関する研究会 中間報告』（2008） 

・村上政博「2008 年改正法案を中心とする独禁法の最新動向」『ビジネス法務』2008 年６月号

(2008) 

・須網隆夫「市場分割を目的とした国際カルテルに対する独占禁止法の適用」ＬＥＸ／ＤＢイ

ンターネット 速報判例解説（2008） 

・庄司克宏編『ＥＵ法 实務篇』岩波書店（2008） 

・白石忠志『独禁法事例の勘所』有斐閣（2008） 

・宗田貴行『独禁法民事訴訟』レクシスネクシス・ジャパン（2008） 

・根岸哲、舟田正之『独占禁止法概説［第３版補訂］』有斐閣（2008） 

・金五貴嗣、川濱昇、泉水文雄『独占禁止法［第２版補正版］』弘文堂（2008） 

・岸五大太郎ほか『経済法』（第５版補訂）有斐閣（2008） 

・佐藤潤「米国の最近の反トラスト法違反事件」『公正取引』第 690 号（2008） 
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・山本和史（公正取引委員会事務総局審査局審査管理官）「競争法の国際的な適用について」

日ＥＵ競争法シンポジウム資料（2008） 

・大沼保昭『国際法 新訂版』東信堂（2008） 

・杉原高嶺『国際法学講義』有斐閣（2008） 

・池田千鶴『競争法における合併規制の目的と根拠』商事法務（2008） 

・鈴木恭蔵「調査管轄権の域外行使についての二国間協力協定の運用と課題」『神奈川法学』

第 41 巻第１号（2008） 

・白石忠志「独占禁止法における複雑化と体系化」『西村利郎先生追悼・グローバリゼーショ

ンの中の日本法』商事法務（2008） 

・川合弘造「独占禁止法の海外企業・外国人への執行と課題」『西村利郎先生追悼・グローバ

リゼーションの中の日本法』商事法務（2008） 

・ブルーノ・ザネッティン「国際レベルでの競争当局間の協力」『阪南論集 社会科学編』42

巻２号（2007）、43 巻１号、２号（2008） 

・伊永大輔「競争法の域外適用に伴う国際的執行の現代的課題」『法学研究』80巻 12 号（2007） 

・松岡博『アメリカ国際私法の基礎理論』大阪大学出版会（2007） 

・武田邦宠「国際的企業再編と日本の競争政策」（財）関西社会経済研究所（2007） 

・矢野誠編著『法と経済学』東京大学出版会（2007） 

・松下満雄「国際事案に対する競争法の適用」公正取引委員会競争政策研究センター第 10 回

公開セミナー講演錰（2007） 

・菅久修一（公正取引委員会官房国際課長）「国際事案に対する競争法の適用（コメント）」公

正取引委員会競争政策研究センター第 10 回公開セミナー講演錰（2007） 

・「米国・ＥＵにおける最近の競争法の運用状況について」公正取引委員会独占禁止懇話会第

178 回資料（2007） 

・（社）日本経済団体連合会「対外経済戦略の構築と推進を求める」（2007） 

・（社）日本経済団体連合会「独占禁止法の抜本改正に向けた提言」（2007） 

・中島秀夫「競争政策の国際的展開と協力－ＩＣＮの今後の課題（京都総会を控えて）」『公正

取引』第 686 号（2007） 

・多田英明「ＥＵの最近の競争法違反事件」『公正取引』第 677 号（2007） 

・競争法研究協会「独占禁止法の基本問題に関する意見の説明」（2007） 

・渡邊頼純監修『解説 ＦＴＡ・ＥＰＡ交渉』日本経済評論社（2007） 

・バンバール・アンド・ベリス法律事務所編『ＥＣ競争法』商事法務（2007） 
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・白石忠志『独占禁止法』有斐閣（2006） 

・根岸哲、舟田正之『独占禁止法概説［第３版］』有斐閣（2006） 

・松下満雄『経済法概説［第４版］』東京大学出版会（2006） 

・田村次朗「国際取引と独占禁止法」金五貴嗣、川濵昇、泉水文雄編『独占禁止法［第２版］』

弘文堂（2006） 

・滝川敏明『日米ＥＵの独禁法と競争政策［第３版］』青林書院（2006） 

・松下満雄「エンパグラン事件差戻し審判決および関連判決をめぐって」『国際商事法務』Vol.34  

No.２（2006） 

・瀬領真悟「地域経済統合と競争政策・独禁法」ＲＩＥＴＩディスカッション・ペーパー（2006） 

・北川俊光、柏木昇『国際取引法［第２版］』有斐閣（2005） 

・越知保見『日米欧 独占禁止法』商事法務（2005） 

・佐藤一雄『米国独占禁止法』信山社（2005） 

・白石忠志『独禁法講義［第３版］』有斐閣（2005） 

・高澤美有紀「ＥＵ競争法の改正」『レファレンス』2005 年５月号 国立国会図書館（2005） 

・平川幸彦「企業活動のグローバル化・市場の寡占化に伴う企業結合規制の再検討」電気通信

普及財団『調査研究報告書』第 20号（2005） 

・村上政博、山田健男『独占禁止法と差止・損害賠償［第２版］』商事法務（2005） 

・山部俊文「独禁法による企業結合規制に関する一管見」『一橋法学』第３巻第２号（2004） 

・Ｊ．Ｈ．シェネフィールド、Ｉ．Ｍ．ステルツァー『アメリカ独占禁止法 改訂版』三省堂

（2004） 

・栗田誠『实務研究 競争法』商事法務（2004） 

・佐藤一雄、川五克倭、地頭所亓男『テキスト独占禁止法［新訂３版］』青林書院（2004） 

・服部育生『比較・独占禁止法［第６版］』泉文堂（2004） 

・ＵＦＪ総合研究所新戦略部通商政策ユニット編『ＷＴＯ入門』日本評論社（2004） 

・栗田誠「競争法の国際比較～独占禁止法改正論議への含意」『ＥＳＰ』2004 年５月号（2004） 

・本田直志「競争政策・競争法とＷＴＯ」『日本経済法学会年報』第 25 号（2004）173 頁 

・白石忠志「Empagran 判決と日本独禁法」『ＮＢＬ』第 796 号（2004） 

・松下満雄「エムパグラン事件米最高裁判決」『国際商事法務』Vol.32  No.10（2004） 

・牛嶋龍之介「米国反トラスト法の域外適用－エンパグラン社事件その後」『国際商事法務』

Vol.32  No.５（2004） 

・伊藤隆史「競争法の域外適用［下］」『国際商事法務』Vol.32  No.５（2004） 
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・伊藤隆史「競争法の域外適用［中］」『国際商事法務』Vol.32  No.４（2004） 

・伊藤隆史「競争法の域外適用［上］」『国際商事法務』Vol.32  No.３（2004） 

・長坂光弘「国際化に伴う滞納整理上の諸問題」『税大論叢』46 号（2004） 

・安藤誠二「ホフマン・ラ・ロシ事件（反トラスト法の域外適用）について」第 156 回忽那海

事法研究会報告（2004） 

・小寺彰、岩沢雄司、森田章夫『講義国際法』有斐閣（2004） 

・小寺彰『パラダイム国際法』有斐閣（2004） 

・小林秀之『新版・アメリカ民事訴訟法』弘文堂（2004） 
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